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　この文書は、消費者基本法（昭和43年法律第78号）第10条の２の規定に基づき、政府
が講じた消費者政策の実施の状況について報告するとともに、消費者安全法（平成21年
法律第50号）第12条各項に基づき各行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生
活センターの長から消費者庁に対し消費者事故等の発生に関する情報の通知があったも
の等について、同法第13条第４項の規定に基づき集約及び分析を行い取りまとめた結果
を報告するものである。
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凡　例
１　用語
　本報告で用いる用語の定義は、基本的には次のとおりとする。ただし、データの
制約や分析目的に応じて異なった定義を用いる場合は、本文中で明記する。
（１�）PIO-NET：国民生活センターと都道府県、政令指定都市及び市区町村の消費
生活センターや消費生活相談窓口（以下「消費生活センター等」という。）をオ
ンラインネットワークで結んだ「全国消費生活情報ネットワーク・システム」
（Practical�Living�Information�Online�Network�System）のこと。1984年に運
用を開始し、消費生活に関して消費者から消費生活センター等に寄せられた相
談情報が登録されている（個別の相談情報であるため、閉じられたネットワー
クで運用されている。）。蓄積された相談情報は、全国の消費生活相談窓口や消
費者行政にとっての共有データとして、消費者トラブルを解決するための相談
業務に役立てたり、情報を分析して、消費者トラブルの被害拡大や未然防止の
ための消費者政策の企画立案に活用されている。本報告で用いるPIO-NETデー
タ（消費生活相談件数）は、原則として2014年４月30日までに登録された苦情
相談で集計している。また、相談について、性別、年代別、職業別、地域別等
の属性別に分析を行っているところは、当該相談のきっかけとなった商品・サー
ビスの契約者を基準としている（ただし、震災関連の相談については、もとも
と被災４県（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）の居住者であって他の都道府
県へ避難している場合は、元の居住県の相談として集計している。）。

（２�）消費者事故等：消費者安全法第２条で定義される事故及び事態。事業者が供
給する商品・サービスについて、消費者の使用・利用に伴って生じた生命や身
体に影響する事故、虚偽・誇大広告その他の消費者の自主的かつ合理的な選択
を阻害するような行為が事業者により行われた事態やそのおそれがあるもの。

（３�）生命身体事故等：消費者事故等のうち、生命や身体に影響する事故やそのお
それがあるもの。

（４�）財産事案：消費者事故等のうち、生命身体事案を除いたもの。虚偽・誇大広
告その他の消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するような行為が事業者に
より行われた事態やそのおそれがあるもの。

（５�）重大事故等：生命身体事案のうち、死亡や30日以上の治療を要するけが等、
被害が重大であった事案やそのおそれがあるもの。

２　年号表記
　�　本報告は、閣議決定を経て国会に提出する年次報告であり、表題は元号表記となっ
ているが、本文中では、経済活動において西暦表記が用いられることが多いこと、
海外データとの比較が必要となる部分もあること、グラフにおいては西暦表記の方
が馴染みやすいと考えられることから、原則として西暦表記を用いている。
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3 　法令名の略称
　本報告で用いる主な法令名及び番号は次のとおりである。また、特に断りがない限
り、基本的に以下の略称を用いる。

法　令　名 略　称 番号
食品衛生法 昭和 22 年法律第 233 号
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 ＪＡＳ法 昭和 25 年法律第 175 号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 出資法 昭和 29 年法律第 195 号
割賦販売法 昭和 36 年法律第 159 号
家庭用品品質表示法 昭和 37 年法律第 104 号
不当景品類及び不当表示防止法 景品表示法 昭和 37 年法律第 134 号
消費者基本法（消費者保護基本法） 昭和 43 年法律第 78 号
消費生活用製品安全法 昭和 48 年法律第 31 号
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 家庭用品規制法 昭和 48 年法律第 112 号
特定商取引に関する法律 特定商取引法 昭和 51 年法律第 57 号
貸金業法 昭和 58 年法律第 32 号
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 預託法 昭和 61 年法律第 62 号
製造物責任法 PL 法 平成６年法律第 85 号
住宅の品質確保の促進等に関する法律 住宅品確法 平成 11 年法律第 81 号
消費者契約法 平成 12 年法律第 61 号
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関す
る法律

平成 13 年法律第 95 号

健康増進法 平成 14 年法律第 103 号
独立行政法人国民生活センター法 国民生活センター法 平成 14 年法律第 123 号
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 特電法 平成 14 年法律第 26 号
食品安全基本法 平成 15 年法律第 48 号
個人情報の保護に関する法律 個人情報保護法 平成 15 年法律第 57 号
公益通報者保護法 平成 16 年法律第 122 号
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す
る法律

米トレーサビリティ法 平成 21 年法律第 26 号

消費者庁及び消費者委員会設置法 平成 21 年法律第 48 号
消費者安全法　 平成 21 年法律第 50 号
消費者教育の推進に関する法律 消費者教育推進法 平成 24 年法律第 61 号
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を
阻害する行為の是正等に関する特別措置法

消費税転嫁対策特別措置法 平成 25 年法律第 41 号

食品表示法 平成 25 年法律第 70 号
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続
の特例に関する法律

消費者裁判手続特例法 平成 25 年法律第 96 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律 犯罪収益移転防止法 平成 19 年法律第 22 号
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払
等に関する法律

振り込め詐欺救済法 平成 19 年法律第 133 号

4 　調査
　主として使用している調査の概要は次のとおりである。
（１）消費者意識基本調査
　　�　日頃の消費生活での意識や行動、消費者事故・トラブルの経験等を聞き、消
費者問題の現状や求められる政策ニーズ等を把握するために、消費者庁が2012
年度より実施している調査。2013年度の概要は次のとおり。

　　　ア　調査項目
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　　　　�　「消費生活における意識や行動」、「消費者事故・トラブル」、「消費者政策
への評価」を調査項目としている。

　　　イ　調査対象
　　　　　（ア）母集団：全国の満15歳以上の日本国籍を有する者
　　　　　（イ）標本数：10,000人
　　　　　（ウ）抽出方法：層化２段無作為抽出法
　　　ウ　調査期間
　　　　　2014年１月16日～2014年２月９日
　　　エ　調査方法
　　　　　訪問留置・訪問回収法（調査員が調査票を配布、回収する方法）
　　　オ　有効回収数（率）
　　　　　6,528人（65.3％）
（２）地方消費者行政の現況調査
　　�　地方公共団体における消費者行政の現況を把握することを目的に、消費者庁
（2007年度以前は内閣府）が毎年実施している調査。概要は次のとおり。

　　　ア　主要調査項目
　　　　�　地方公共団体における消費者行政を担当する組織、職員配置、予算、事

業の動向等。
　　　イ　調査対象期間
　　　　�　各年４月１日現在（直近の調査は、2013年４月１日現在。）
（３）インターネット調査「消費生活に関する意識調査」
　　�　個別のテーマ（下記アの①～④参照）について、日頃の消費生活での意識や
行動、消費者事故・トラブルの経験等を聞き、消費者問題の現状や求められる
政策ニーズ等を把握するために、消費者庁が2013年度に実施した調査。概要は
次のとおり。

　　　ア　調査項目
　　　　①　食品表示等に関する調査
　　　　　　�「食品表示問題」、「食品の安全性」、「洗濯絵表示」を調査項目としている。
　　　　②　情報通信に関する調査
　　　　　�　「情報通信機器・サービス」、「インターネット取引」、「クレジットカード・

決済代行」、「子ども・青少年のインターネット利用」、「ビッグデータ」
を調査項目としている。

　　　　③�　オンラインゲームに関する調査
　　　　　�　「利用状況」「課金対策」「課金等に関するトラブル経験」「リテラシー

教育に対するニーズ」を調査項目としている。
　　　　④�　オンラインゲームに関する調査（保護者対象）
　　　　　�　「利用状況」「課金対策」「課金等に関するトラブル経験」「リテラシー

教育に対するニーズ」を調査項目としている。
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　　　イ　調査対象
　　　　①及び②
　　　　（ア�）母集団：全国の満20～79歳の男女
　　　　（イ）標本数：3,000人
　　　　（ウ�）抽出方法：国勢調査（2010年）の性別、年代、地域の比率を基に、委

託先に登録されているモニターから抽出
　　　　③
　　　　（ア�）母集団：全国の満15～79歳の男女
　　　　（イ�）標本数：満15～19歳の男性150人、女性100人
� 満20～79歳の男女2,500人
　　　　（ウ�）抽出方法：本調査前に、委託先に登録されているモニターに対し、オ

ンライゲームを行う層を確認するための出現率調査を実施。当該調査結
果及び国勢調査（2010年）の性別、年代の比率を基に、委託先に登録さ
れているモニターから抽出

　　　　④
　　　　（ア�）母集団：オンラインゲームを行う未成年者の子どもを持つ、全国の満

20～79歳の男女
　　　　（イ）標本数：3,000人
　　　　（ウ�）抽出方法：本調査前に、委託先に登録されているモニターに対し、オ

ンライゲームを行う未成年者の子どもを持つ層を確認するための出現率
調査を実施。当該調査結果及び国勢調査（2010年）の子どもの性別、年
代の比率を基に、委託先に登録されているモニターから抽出

　　　ウ　調査期間
　　　　①　　　　2014年３月４日～2014年３月12日
　　　　②　　　　2014年３月６日～2014年３月13日
　　　　③及び④　2014年３月14日～2014年３月20日
　　　エ　調査方法
　　　　　インターネット調査
　　　オ　有効回収数（率）
　　　　　標本数と同一
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　「各省庁縦割りになっている消費者行
政を統一的・一元的に推進するための、
強い権限を持つ新組織を発足」「国民の
意見や苦情の窓口となり、政策に直結さ
せ、消費者を主役とする政府の舵取り役
になる」との理念の下、2009年９月に消
費者庁が設置されてから今年で５年目を
迎えました。「小さく産んで大きく育て
る」とのコンセプトの下、当初定員202
名で発足した消費者庁は、2013年度末に
は定員289名となり、この間、政府全体
の消費者政策の体系的取りまとめ、消費
生活に関わる基本的な制度作り、消費者
の安全の確保、悪質事業者への対処、不
当な表示・広告の排除、食品表示ルール
の整備、消費者への普及啓発・消費者教
育の推進、地方消費者行政の取組の支援、
物価政策、公共料金の適正化など、様々
な分野での取組により、関係府省庁や地
方公共団体、独立行政法人国民生活セン
ター（以下「国民生活センター」とい
う。）、消費者団体等とともに消費者行政
を形にしてきました。
　また、消費者庁は出来たばかりの新し
い組織ですので、まだ予算も人も少なく、
その職員は関係府省庁や民間からの出向
者が大半を占めており、消費者庁設置当
初の職員は今ではほとんどが出向元へ戻
り代替わりしています。こうした人事異
動による人の入れ替わりや、組織の拡大
に伴い、ともすれば設置当初の理念が忘
れられがちであったり、あるいは出身母
体を異にする職員同士で十分な意思疎通
が図られなかったりといった弊害があっ
たことも否めません。こうした状況に対
して、消費者庁設置当初の理念を再認識
し、またお互い顔を知らないことも多い
職員同士が消費者行政の明確なゴールを

共有する必要があることから、2013年９
月、全職員から意見を募り「消費者庁の
使命」と「消費者庁職員の行動指針」を
策定し、職員全員で共有しています。さ
らに、2013年度からは消費者庁独自の職
員の新規採用も始まり、将来の消費者行
政を担う人材の育成も始めています。
　一方で、消費者庁設置以降も、消費者
の安全・安心を脅かすような消費者事故
の発生、あるいは消費者に多大な財産的
被害を与える詐欺的な悪質商法の横行な
ど、消費者問題は依然として深刻であり、
高齢者、障害者、未成年者など弱い立場
にある消費者が次々と被害に遭っている
現状はなかなか改善されません。こうし
た消費者被害に関する報道等を通じて消
費者庁の取組が徐々に認知されていく一
方、消費者の権利を守る立場に立つ消費
者庁、消費者行政には厳しい視線も向け
られており、様々な批判に対し、我々は
消費者目線に立ち、真摯に対応していか
なければなりません。

　「消費者政策の実施の状況」（消費者白
書）は、2012年の消費者基本法改正を受
けて2013年度から作成・報告しているも
のであり、今回が２回目の報告となりま
す。本白書中、第１部「消費者行動・意
識と消費者問題の現状」では、昨今の消
費者被害・トラブルの状況を相談情報や
意識調査等を用いて客観的に整理・分析
し、また第２部「消費者政策の実施状況」
では、消費者庁及び関係府省庁の取組状
況を分野別に整理しています。なお、
2013年度までは消費者安全法に基づき
「消費者事故等に関する情報の集約及び
分析の取りまとめ結果の報告」を別途作
成していましたが、今回からは両者の内

序
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容を合冊して併せて報告することとし、
より充実した報告として取りまとめてい
ます。
　また、消費者白書では、その時々の主
要な政策課題を「特集」として取りまと
め、詳細に分析することとしています。
前回の白書では「劇場型勧誘」など高齢
者を狙った悪質商法による被害が増加し
ていること等を踏まえ「高齢者の消費者
トラブル」を特集しており、今回は2013
年度に食をめぐる消費者トラブルが大き
な話題となったことを踏まえ「食をめぐ
る消費者問題」を第１の特集とし、また、
情報化社会の進展に伴いインターネット
や携帯電話といった情報通信に関連する
消費者トラブルが増加していることを踏
まえ「情報通信の発達と消費者問題」を
第２の特集としています。
　第１部の構成としては、第１章の特集
「食をめぐる消費者問題　～食への信頼
の回復と安心の確保に向けて」では、
2013年に大きな社会問題となったホテ
ル・レストラン等におけるメニュー表示
の問題とその対応、また、2013年に成立
した食品表示法など、食品表示をめぐる
最近の動向、2013年度に発生した冷凍食
品への農薬混入事案や食品中の放射性物
質の問題といった食の安全・安心をめぐ
る状況、近年大きな課題となっている食
品ロスの問題と、食をめぐる最近の話題
について記述しています。
　第２章の特集「情報通信の発達と消費
者問題　～ネット社会に消費者はどう向
き合うか」では、情報化社会の進展を背
景として生じている様々な情報通信関係
の消費者トラブル、特に、インターネッ
ト回線やスマートフォン等の情報通信
サービスの契約・解約に伴うトラブル、
中国関連を中心として詐欺的なトラブル
が増加しているインターネット通販の問

題、未成年者を中心として多くの相談が
寄せられるオンラインゲームへの高額課
金の問題等について記述しています。
　第３章「消費者を取り巻く社会経済情
勢と消費者行動・意識」では、我が国経
済に占める家計消費の動向や、消費者庁
が実施している「消費者意識基本調査」
から分かる消費者の行動・意識の状況等
について記述しています。
　第４章「消費者問題の動向」では、消
費者安全法に基づく情報の集約・分析の
ほか、全国の消費生活センター等に寄せ
られた相談情報等を基に分析した2013年
度の消費者被害・トラブルの概要や、高
齢者を中心に多数の被害が生じている
「健康食品の送り付け商法」、「劇場型勧
誘」など最近の特徴的な消費者被害・ト
ラブルの状況について記述しているほ
か、日本全国の１年間の消費者被害・ト
ラブル額の推計等について解説していま
す。
　第５章「消費者政策の展開」では、最
近の消費者行政の主要な取組について簡
潔に整理しているほか、特に高齢者・障
害者の見守り、消費者教育の推進につい
て事例等を交えて分かりやすく記述して
います。また、諸外国の消費者政策の状
況についても紹介しています。
　第２部では、2013年度の消費者政策の
実施状況について、消費者基本計画に規
定された項目に沿って消費者庁及び関係
府省庁が分担執筆しており、消費者行政
の分野毎の取組が詳細に分かるように
なっています。また、本稿が消費者基本
計画の実施状況の検証・評価（フォロー
アップ）としての機能も兼ねています。
　このほか、事例紹介や外部の有識者の
執筆によるコラムを多数掲載し、様々な
角度から消費者問題・消費者政策への理
解を深められるよう工夫しています。
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　また、第２部の後に、消費者事故等の
状況、消費者庁が行った法執行・行政処
分・各種情報提供等についても詳細に記

載していますので、2013年度１年間の消
費者問題・消費者行政の記録集として御
活用ください。

消費者庁の使命

　消費者行政の「舵取り役」として、消費者が主役となって、安心して安全で
豊かに暮らすことができる社会を実現する。

消費者庁職員の行動指針

　私たちは、消費者庁の使命を実現するため、以下の指針に則って行動します。

○消費者・生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考えます。
　国民は全て消費者です。日々の暮らしの最も基本的な活動が消費であり、それは一国の経済にお
ける総需要のうちの最大のものです。安全・安心な商品及びサービスが市場に供給され、仮に被害
に遭っても円滑に救済されることになれば、消費の増加が期待されます。消費が増加すれば、事業
活動も拡大し、国民経済全体が発展することになります。
　消費者庁職員は、消費者・生活者の視点に立つことが国益であることを認識し、一生活者として
の「気づき」を仕事にいかすためにも、「ワーク・ライフ・バランス」を実現させ、何が「消費者
のために」なるのか、「自分が当事者ならどう思うか」を心に置き、行動します。

○自らの仕事に誇りを持ち、強い責任感と高い志を持って職務を遂行します。
　社会で生活していく限り、国民はあらゆる消費者問題に直面します。消費者庁職員は、そうした
様々な問題への解決に向けた国民からの期待を自覚し、消費者行政の舵取り役の一員であることに
誇りを持ち、強い責任感と高い志を持って職務を遂行します。消費者問題に正面から向き合い、あ
きらめずに努力し続けます。

○�便利で分かりやすい情報を提供するよう心懸け、コミュニケーションを重視
します。
　消費者行政の推進には、消費者を始め、事業者、関係行政機関、地方公共団体など幅広い主体と
の連携・協力が不可欠です。そのため、コミュニケーションを重視し、特に情報発信に当たっては、
受け手の立場に立ち、便利で分かりやすい内容を提供するよう心懸けます。

○�専門性を向上させるため、日々、知見の獲得・深化に努め、その成果を具体
的な結果として示します。
　消費者庁職員には、職務上、安全・安心で豊かな社会を実現するための適切な制度設計及び法執
行を行うことが求められます。そのため、日々、専門性を向上させるため、視野を広げ、知識を深め、
また、その能力・経験をいかした成果を具体的な結果として示してまいります。

○困難な課題であっても、できる方法を考え、挑戦し続けます。
　消費者庁は、消費者の立場から、各省庁の所管を越えた、新しい、多くの困難な課題に取り組ま
なければなりません。そのため、従来の行政の発想にとらわれるのではなく、前向きに、できる方
法を考え、解決に向かって、全力で、積極果敢に挑戦し、一歩ずつでも前進し続けます。

序
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はじめに

　我々が人間として生きていくのに、
「食」は欠かすことができないものです。
　近年、生活水準の向上により、我々は
質、量共に豊かな食生活を送ることがで
きるようになりました。
　また、社会環境や家族構成、ライフス
タイル等の変化に伴い、消費者の「食」
に対する関心は多様化していますし、安
全・安心な「食」を求める消費者の意識
も高まっています。
　食品関連産業も消費者の要望に応える
べく、様々な商品の供給を行っています。

今や小売店の店頭には毎月のように新商
品が並び、消費者は、「簡単・便利」、「安
全」、「健康」等様々な観点から開発され
た食品を利用しています。
　消費者の「食」への関心の高さは、消
費生活相談件数にも現れています。
　全国の消費生活センターや消費生活相
談窓口（以下「消費生活センター等」と
いう。）では、消費者からの消費生活に
関する相談を受け付けており、寄せられ
た苦情に関する消費生活相談情報は
PIO-NETに登録されます。
　全国の消費生活センター等に寄せられ
た消費生活相談件数は2004年度から減少
傾向にありましたが、このうち「食料品」

第 １ 部　消費者行動・意識と消費者問題の現状

　　　　  食をめぐる消費者問題
～食への信頼の回復と安心の確保に向けて～
特集 １第1章

図表1-1-1 「食料品」に関する消費生活相談件数は増加傾向

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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に関する消費生活相談件数は増加傾向に
あり、2013年度は2010年度の約２倍と
なっています （図表1-1-1）。
　これまでも食に関する消費者問題はた
びたび発生してきましたが （図表1-1-
２）、2013年度においても、食の安全・安
心を脅かすような事案が続けて発生して
います。
　2013年度には、大手ホテルチェーンや
レストラン、百貨店等において、メニュー
表示と異なる食材が使われていた事例が
次々と明らかになりました。また、工場
従業員により冷凍食品へ意図的に農薬が
混入される事案も発生し、大規模な製品
回収が実施されました。これらの事案に
より、消費者の「食」に対する信頼は大
きく揺らぐこととなりました。
　また、2011年３月の東日本大震災に伴
う東京電力福島第一原子力発電所の事故
は、放射性物質による食品の汚染を引き
起こし、消費者に食品と放射性物質に関

する不安をもたらしました。最近では、
生産者等の懸命の取組により、食品中の
放射性物質は大きく低減してきており、
放射性物質の検査を経て安全を確認した
食品が流通する仕組みも整えられていま
す。
　こうした取組により、被災地産の食品
に対する風評は減少傾向にあるものの、
現在も残っていると考えられます。
　このほか、豊かな食生活の裏側で、家
庭から多くの食品廃棄物が発生していま
す。この中には、まだ食べられるのに捨
てられる食品、いわゆる「食品ロス」が
含まれており、日本で１年間に発生する
食品ロスの量は、米の国内生産量に匹敵
すると試算されています。
　上記のような背景の下、今回の消費者
白書では、特集１として「食をめぐる消
費者問題」を取り上げ、食品をめぐる最
近の話題を中心に紹介しています。

図表1-1-２ ２000年以降の食品をめぐる主な消費者問題

食品安全に関する事案
食品偽装に関する事案

2000年 ６ 月 雪印乳業（株）食中毒事故発生
2001年 ９ 月 国内でBSE感染牛を確認
200６年10月 （株）不二家の賞味期限切れ原料使用問題
2007年10月 （株）赤福による賞味期限偽装問題
2007年11月 ミートホープ事件等の食品偽造表示事件の発覚
2008年 1 月 中国冷凍ギョウザ事件
2008年 ９ 月 事故米穀の不正規流通問題の発覚
200９年 ６ 月 ペッパーランチによる成形肉の食中毒事件
2011年 3 月～ 原発事故発生により食品の放射性物質汚染に対する不安が広がる
2011年 4 月 生食用牛肉で集団食中毒発生
2013年 ６ 月 オリエンタルランド、（株）プリンスホテルのメニュー偽装公表
2013年10月～（株）阪急阪神ホテルズ、（株）阪神ホテルシステムズ、近畿日本鉄道（株）等の食品表示等問題
2013年12月 （株）アクリフーズの冷凍食品農薬混入事案

200９年 ９ 月
消費者庁及び消費者
委員会の設置 第
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　食品包装や外食メニューにおける表示
と異なる食材を使用した問題は、近年で
は2007年の食肉偽装事件1等がありまし
たが、2013年には多数の事案が明らかに
なり、いわゆる「食品偽装」や「食品表
示等問題」等として社会問題化しました
（図表１-１-３）。
　2013年は、まず、５月から６月にかけ
て一部ホテルにおいて、メニュー表記と
異なる食材を使用し提供していたことが

判明しました。
　さらに、同年10月22日、株式会社阪急
阪神ホテルズは、独自に行った社内調査
に基づき、グループ内の複数のホテルに
おいてメニュー表記と異なる食材を提供
していたことを発表しました。同社の場
合、例えば、メニュー表記には「芝海老
とイカの炒め物」として「シバエビ」を
使用しているかのように表示していた料
理は実際には安価で取引されている「バ
ナメイエビ」を使用し、またメニュー表
記に「若鶏の照り焼き九条ねぎのロティ
と共に」として「九条ねぎ」を使用して
いるかのように表示していた料理では、
実際には安価で取引されている「青ネギ」
又は「白ネギ」を使用する等していまし

（ １）食品表示等問題

実際の食材と異なった
食品表示等問題

食品表示の適正化第 １節

図表１-１-３ 食品表示問題のこれまでの経緯

2013年10月22日 ㈱阪急阪神ホテルズがメニュー表示と異なった食材を使用して料理を提供していたことを発表
その後、㈱阪神ホテルシステムズ（10/25）、近畿日本鉄道㈱（10/31）等でも相次いで発表

2013年11月 ６ 日 消費者庁がホテルのメニュー表示に係る関係団体へ「景品表示法の考え方及び事例集」の周
知等を要請

2013年11月 ８ 日 消費者担当大臣が旅館・ホテル関係団体及び日本百貨店協会に対し再発防止策を要求

2013年11月11日
第 1回「食品表示等問題関係府省庁等会議」を開催
関係府省庁による今後の対処方針（景品表示法の考え方及び事例集の周知の徹底、食品表示
の偽装・誤表示の状況の把握等）を決定

2013年11月1８日 消費者庁ウェブサイト内に食品表示等問題に関しての専用ページを開設
2013年11月22日 消費者庁が「消費者行政の体制強化に関する法制検討室」を立ち上げ

2013年12月 ９ 日
第 2回「食品表示等問題関係府省庁等会議」を開催
今後の対策として「食品表示等の適正化について」を決定（個別事案に対する厳正な措置、
関係業界における表示適性化とルール遵守の徹底、景品表示法の改正等に係る早急な検討等）

2013年12月 ９ 日 内閣総理大臣が消費者委員会に対し、景品表示法への課徴金制度の導入等の違反行為に対す
る措置の在り方について諮問

2014年 2 月2６日 農林水産省の食品表示Ｇメン等の消費者庁併任発令
2014年 3 月11日 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案」の国会提出

2014年 3 月2８日 消費者庁が「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」を公表、
食品表示Ｇメン等による巡回開始

2014年 ６ 月 ６ 日 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」が成立

１�）ミートホープ株式会社が主に豚肉を使った挽き肉を「牛ミンチ」として販売したこと等が明らかになった事案。
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た。
　株式会社阪神ホテルシステムズは、同
社が運営するホテルにおいて、例えば、
メニュー表記は「車海老のチリソース煮」
としていたところを実際には「ブラック
タイガー」を使用する等していました。
近畿日本鉄道株式会社は、同社が運営す
るホテル等において、例えば、メニュー
表記は「牛ロース肉のステーキ」として
いたところを実際には「牛脂その他の添
加物を注入した加工食肉製品」を使用し
提供していました。
　これら３社の発表以降、全国各地のホ
テル、百貨店、レストラン等でもメニュー
の表記と実際に提供していた食材が異
なっていたことが発覚しました。
　これら一連の問題は、景品表示法が禁
止する優良誤認の表示（商品又はサービ
スの品質、規格その他の内容について、
一般消費者に対し、実際のもの又は競争
事業者のものよりも著しく優良であると
誤認させる表示）に当たるものとして問

題となり得るものでした。

　2013年10月22日の株式会社阪急阪神ホ
テルズの発表以降、全国各地で続いたホ
テルや百貨店、レストランでのメニュー
表記の問題を受け、これらに関連する全
国の消費生活センター等に寄せられる消
費生活相談も急増しました。
　2013年度の月別件数の推移を見ると、
一連の問題以前は月に平均20件前後の相
談が寄せられていましたが、10月22日を
機に10月は101件、11月は318件と急増し、
12月に入ると71件、１月には56件と減少
していきました （図表１-１-４）。
　急激に相談が寄せられた10月22日以降
の10、11月の相談について見ると、性別で
は男性が約６割を占めており、年代では60
歳代、70歳代を中心に、40歳代以上が多
かったことが特徴として挙げられます。

食品表示等問題に対する
消費生活相談の動き

図表１-１-４ 食品表示等問題に関する相談は１0-１１月に急増

（備考）　PIO-NETに登録された2013年度の「食品表示等問題」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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　この間に寄せられた相談としては、「報
道にあるホテルで食事をした。返金され
るか」、「大手企業の食品虚偽表示問題が
話題になっているが、消費者として何を
信用すればよいのか」、「以前、鉄板焼き
店で食べたサーロインステーキは成形肉
だったのではないか」「結婚式を挙げた
ホテルで食品の表示偽装があった。対応
が納得できない」等がありました。

　消費者庁では、一連の問題を受け、「景
品表示法の不当表示の考え方及びメ
ニュー表示等の食品表示に係るこれまで
の違反事例」を取りまとめるとともに、
2013年11月６日にはホテル関係団体（全
日本シティホテル連盟、日本ホテル協会、
日本旅館協会）に対し、同月８日には全
国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会及
び日本百貨店協会に対し、上記の考え方
及び事例集の周知並びに適正化に向けた
取組状況等の報告を要請しました。
�また、同年12月19日、近畿日本鉄道株
式会社、株式会社阪急阪神ホテルズ及び
株式会社阪神ホテルシステムズの３社に
対し、景品表示法第６条の規定に基づき、
「景品表示法に違反するものである旨を、
一般消費者へ周知徹底すること」、「再発
防止策を講じて、これを役員及び従業員
等に周知徹底すること」等を内容とする
措置命令を発出しました。

　さらに、政府一丸となった取組につい
て協議するため、内閣府特命担当大臣（消
費者及び食品安全）の下に「食品表示等

問題関係府省庁等会議」を設置しました。
　同会議は、2013年11月11日に第１回を
開催し、今後の対処方針として、①消費
者庁の作成した「景品表示法の不当表示
の考え方及びメニュー表示等の食品表示
に係る過去の違反事例」について周知の
徹底を図ること、②所管する業界におけ
る表示の適正化に向けた取組状況につい
て徹底した把握を行うこと、等を決定し
ました。
　また、同年12月９日の第２回会議では、
関係府省庁より上記の対処方針に基づき
実施した取組状況を報告すると共に、「食
品表示等の適正化について」（対策パッ
ケージ）を取りまとめました（図表１-１-
5）。

　メニュー・料理等の食品表示に関する
景品表示法上の考え方を整理し、事業者
の予見可能性を高めるとともに、事業者
における表示の適正化の取組を促進する
ため、2014年３月28日に「メニュー・料
理等の食品表示に係る景品表示法上の考
え方について」（ガイドライン）を策定し、
関係団体等への幅広い周知を図っていま
す（コラム１参照）。

　景品表示法は、消費者庁がその執行を
主に行っていますが、多数の事業者を対
象とした監視指導を行うには、人員等の
体制が充分ではありませんでした。
　消費者庁は、景品表示法に基づくレス
トラン、百貨店等への監視指導のため、
農林水産省の協力を得て、2014年２月26

一連の問題に対する
消費者庁の対応

政府としての
施策パッケージの策定

「メニュー・料理等の食品表示に係る
景品表示法上の考え方について」の策定

行政の監視指導体制の強化
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日、同省の食品表示Ｇメン2等（表示・
規格指導官及び米穀流通監視官）に対し、
消費者庁の職員として併任発令しまし
た。同年３月28日、ガイドラインの策定
に併せ、消費者庁併任の食品表示Ｇメン
等による巡回監視を開始しました。
　また、一般消費者に身の回りの食品表
示について監視をしてもらうことで、景
品表示法の違反の疑いがある事例の情報
収集を行う「食品表示監視システム（食
品表示モニター制度）」を導入すること
としました。

　上記の施策に加えて、食品表示等の適
正化に向けた体制の強化を図り、国内外
の消費者の「日本の食」に対する信頼を
回復するため、関係大臣等が連携し表示
に関する監視指導を強化するための体制
の確立、都道府県知事に対しても景品表
示法に基づく措置命令権限を付与するこ
と等を内容とする「景品表示法等改正等
法案」を2014年３月11日に国会に提出し、
同年６月６日に成立しました。

景品表示法等の一部改正等法の
成立

２�）食品表示Ｇメンとは、不適正な食品表示の調査・指導等を行うため、農林水産省、地方農政局及び地域センター
等の表示・規格課等に配置されている職員の通称である。

図表１-１-5 食品表示等の適正化対策の概要

１．個別事案に対する厳正な措置

２．関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底

３．景品表示法の改正等－緊急に対応すべき事項は次期通常国会に法案を提出

（１）事業者の表示管理体制の強化

（２）行政の監視指導体制の強化

（３）違反事案に対する課徴金等の新たな措置の検討

◎食品表示等に関するコンプライアンス強化のため、事業者の表示管理体制を明確化

対策パッケージ

消費者庁作成「食品表示等適正化対策」の概要

問題の所在 基本課題

「
日
本
の
食
」
に
対
す
る
国
内
外
の
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費
者
の
信
頼
を
回
復
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ン
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化
等

【事業者のコンプライアンス意
識の欠如】
・事業者による表示の重要性の
意識、コンプライアンス（法
令・社会規範の遵守）意識が
欠如。

・事業者内部の表示に関する管
理責任体制が不明確である。

◎景品表示法による立入検査、指示、措置命令（行政処分）
　・措置命令に従わない場合や虚偽報告・検査拒否は、刑事罰（法人は３億円以下の罰金）
○不正競争防止法（虚偽の表示）に違反した者は、刑事罰（法人は３億円以下の罰金）

◎食品表示等のルールの明確化と遵守の徹底―消費者庁と関連省庁が連携した指導―
　○関係業界に対する指導（表示の状況把握と適正化に向けた取組の要請、必要な指導）
　○景品表示法の不当表示に関する分かりやすいガイドラインの作成とその周知・遵守徹底
　○消費者庁及び地方消費生活センター等の表示に関する相談体制の強化

◎景品表示法の不当表示事案に対する課徴金等の新たな措置について、総合的な観点
から検討を行う（消費者委員会（消費者庁からの諮問））。

①消費者庁を中心とする国における体制強化
　１）消費者庁・消費生活センターの監視指導体制の強化
　・消費者庁・消費生活センターの監視指導体制の強化、「食品表示モニター（仮称）」の導入
　２）消費者庁を中心に関係省庁が連携し、国の表示監視指導を強化するための体制

を確立
　・消費者庁の措置命令の実効性を強化するための所要の措置を導入
②都道府県知事の権限強化（措置命令の導入）
　・都道府県知事が、措置命令（行政処分）を行えるようにし、地域の監視指導体制を強化

【景品表示法の趣旨・内容の不
徹底】
・過去に同様の不正事案が発生
しているにもかかわらず、景
品表示法の趣旨・内容が十分
に周知徹底されていない。

・景品表示法の禁止対象に関す
る具体的なルールが不明確。

【行政の監視指導体制の問題】
・多数の事業者を対象とした監
視指導体制を消費者庁のみで
行うには体制面で限界あり。

・悪質な事案に対する措置が不
十分ではないか。

○国内外の消費者の「日本の
食」に対する信頼を失墜さ
せるおそれ
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　2013年12月９日の第２回食品表示等問
題関係府省庁等会議において取りまとめ
られた「食品表示等の適正化について」
（対策パッケージ）において、景品表示
法の不当表示事案に対する課徴金等の新
たな措置について、総合的な観点から検
討を行うこととされました。
　これを受けて、同日、内閣総理大臣（消
費者庁）より消費者委員会に対し、景品
表示法上の不当表示規制の実効性を確保
するための課徴金制度の導入等の違反行
為に対する措置の在り方について諮問を
行いました。
　現在は、消費者委員会の本会議と「景
品表示法における不当表示に係る課徴金
制度等に関する専門調査会」の合同会議
において検討が行われています。

　消費者庁が2014年３月に実施した「消
費生活に関する意識調査」によると、「食
品表示問題への感想」として、「食品表
示は問題だが、事業者を処分することよ
りも今後の再発防止が重要である」と回
答した人が40.7％と最も多く、次いで「問
題を起こした事業者に対しては厳しい処
分をしてほしい」と回答した人が22.6％
でした （図表１-１-6）。
　また、「食品表示問題に関して、偽装
や誤表示が報道で明らかになったレスト
ラン等で、問題となった食材を含む料理
を過去に食べた経験がありますか」と聞
いたところ、「ある」と回答した人は
6.0％、「はっきり覚えていないがあると
思う」と回答した人は24.3％、「はっき
り覚えていないがないと思う」と回答し
た人は34.2％、「ない」と回答した人は
35.4％でした （図表１-１-7）。

景品表示法への
課徴金制度の導入等の検討 一連の問題に対する消費者の意識

図表１-１-6 食品表示問題について「今後の再発防止が重要」と回答した人は４0.7％

食品偽装は問題だが、事業者
を処分することよりも今後の
再発防止が重要である

40.7％

問題を起こした事業者に対し
ては厳しい処分をしてほしい

22.6％

どこでもやっていることであ
り、正直に公表した事業者だ
けを批判するのはおかしい

11.0％

特に健康被害があったわけで
はないのに、ここまで騒ぐの
はおかしい

7.3％

食材の種類、産地などを表示
するよう義務付けてほしい

12.3％

特に関心がない
6.1％

（N＝3,000）

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「食品表示問題への感想として、あなたの気持ちに最も近いものを 1つ選んでください。」との問に対す

る回答。
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図表１-１-7 食品表示問題で「被害を受けた」人は３0.３％

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは、食品表示問題に関して、偽装や誤表示が報道で明らかになったレストラン等で、問題となっ

た食材を含む料理を過去に食べた経験がありますか。」との問に対する回答。

はっきり覚えていないが
あると思う

24.3％

はっきり覚えていないが
ないと思う

34.2％

ある
6.0％

ない
35.4％

（N＝3,000）
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　2013年秋以降、ホテルや百貨店、レストラン等が提供するメニュー・料理等の食品
表示について、実際に使われていた食材と異なる表示が行われていた事例が相次ぎ、
消費者の安全・安心が揺るがされました。
　消費者庁としては、この事態を深刻に受け止め、消費者の不安をできる限り速やか
に払拭することにより、自主的かつ合理的に商品・役務を選択できるという消費者の
利益を確保する必要があると考え、メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上
の考え方を整理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的としまして、2013年12
月19日に原案をパブリックコメントの手続に付した上（意見提出の締切日は2014年 1
月27日）、2014年 3 月28日に、「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考
え方について」（以下「本考え方」という。）を策定し公表しました。
　http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140328premiums_5.pdf

1 　本考え方の概要
　景品表示法は、一定の事項の表示を義務付ける法律ではなく、表示から受ける一般
消費者の印象・認識を基準として、一般消費者の自主的・合理的な選択を阻害するお
それのある表示を不当な表示として禁止している法律です。
　また、景品表示法に違反するかどうかは、メニュー等における料理名だけでなく、
そのほかの文言、写真等表示媒体としてのメニュー等全体から一般消費者が受ける印
象・認識を基準に判断します。この場合、その料理等が提供される飲食店等の種類や
料理等の価格の高低等の事情も考慮して、一般消費者がどのような印象・認識を抱く
かを個別事案ごとに判断することとなります。
　したがって、事前に、どのような表示をすべきか、又はどのような表示をしてはい
けないかを具体的・網羅的に明らかとすることはできませんが、本考え方のＱ＆Ａで
は、今般のメニュー・料理等の食品表示の件で問題となった事例を中心に取り上げ、
ある特定の表示ごとに、分かりやすさの観点から景品表示法上問題となり得るかを端
的に回答しています。

2　Ｑ＆Ａの代表例

Ｑ－ 2
　飲食店において、牛の成形肉（※）を焼いた料理のことを「ビーフステーキ」、「ス
テーキ」と表示してもよいでしょうか。
※…�牛の生肉、脂身、内臓等に酵素添加物や植物たん白等を加えるなどして人工的

に結着し、形状を整えたもの。結着肉、圧着肉ともいわれる。

Ａ　問題となります。
〈説明〉
　料理名として「ビーフステーキ」、「ステーキ」と表示した場合、この表示に接した
一般消費者は、牛の生肉の切り身を焼いた料理と認識すると考えられます。
　このため、牛の成形肉を焼いた料理について、「ビーフステーキ」、「ステーキ」と
表示することは、一般消費者を誤認させるおそれがあるものといえます。

メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について
C O L U M N 1
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　したがって、実際には、牛の成形肉を使用しているにもかかわらず、あたかも、牛
の生肉の切り身を焼いた料理であるかのように示す表示は、景品表示法上問題となり
ます。
　なお、この場合には、あわせて、例えば、「成形肉使用」、「圧着肉を使用したもの
です。」等と料理名の近傍又は同一視野内に明瞭に記載するなど、この料理の食材が
成形肉ではない牛の生肉の切り身であると一般消費者に誤認されないような表示にす
る必要があります。

Ｑ－ 8
　飲食店で提供する料理の材料としてブラックタイガーを使用していますが、クル
マエビを使用している旨をメニュー等に表示しても景品表示法上問題ありませんか。

Ａ　問題となります。
〈説明〉
　ブラックタイガーとクルマエビとは異なる魚介類であり、ブラックタイガーとクル
マエビが同じものであるとは一般消費者に認識されていないと考えられますので、ク
ルマエビではないブラックタイガーを料理の材料として使用しているにもかかわら
ず、クルマエビを使用している旨をメニュー等に表示することは、実際のものと異な
るものを表示していることになります。したがって、このような表示は、景品表示法
上問題となります。

Ｑ－15
　飲食店で提供する料理の材料としてサーモントラウトを使用していますが、キン
グサーモンを使用している旨をメニュー等に表示しても景品表示法上問題ありませ
んか。

Ａ　問題となります。
〈説明〉
　キングサーモンとサーモントラウトとは異なる魚介類であり、キングサーモンと
サーモントラウトが同じものであるとは一般消費者に認識されていないと考えられま
すので、キングサーモンではないサーモントラウトを料理の材料として使用している
にもかかわらず、キングサーモンを使用している旨をメニュー等に表示することは、
実際のものと異なるものを表示していることになります。したがって、このような表
示は、景品表示法上問題となります。
　一方、一般的な料理の名称として確立しているものであって、かつ、その食材がそ
の料理に現に広く使われていることが社会的に定着している場合など、一般消費者が、
その料理等の選択において、それらの食材の違いに通常影響されないと認められる場
合には、その料理等の名称を単に表示するだけで直ちに景品表示法上問題となるもの
ではありません。
　したがって、一般的な料理の名称として確立している「サケ弁当」、「サケおにぎり」、
「サケ茶漬け」の材料として、一般に「さけ」、「サーモン」として販売されているも
のを使用している場合には、単に「サケ弁当」、「サケおにぎり」、「サケ茶漬け」と表
示することで、直ちに景品表示法上問題となるものではありません。
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公益財団法人食の安全・安心財団　理事・事務局長
中村　啓一
　2013年10月23日、その日の朝刊には食に関係した明暗二つの記事が掲載されま
した。日本食がユネスコの「世界無形文化遺産」への登録が内定したとの嬉しい
ニュースに並んで、関西のホテルがメニュー表示と異なる食材を使った料理を提
供していたと公表したことが大きく報じられていました。
　これまでも、牛肉、ウナギ、米、タケノコ等、偽装といわれる表示違反があり
ましたが、これらの多くは、組織的、計画的で複数の事業が絡むこともあるなど
大掛かりなものでした。それらに比べると今回の事案はホテルのルーズな管理を
うかがわせるものでしたが、誤表示として公表されたメニュー表示の内容は様々
であり、過去の食品表示偽装とは性格の違うものでした。しかし、不適切なメ
ニュー表示の公表が、全国のホテルやデパートなど数百社に及んだことから大き
な社会問題となりました。
　一方、一流のホテルやデパートで問題が発生した原因として、消費者の選択に
誤認を与える表示を禁止している「景品表示法」が分かりづらく、過去の違反事
例や考え方が事業者に十分周知されていなかったことも指摘されました。このた
め、消費者庁はメニュー表示のガイドラインを作成することとし、12月19日にそ
の案を公表しましたが、この案が関係業界を混乱させることになりました。「ガ
イドライン案」として公表されたＱ＆Ａが、特殊な事例など個別の内容であった
ことから、広く定着しているサケ弁当やかも南蛮なども違反とされるのではない
か等の類推した心配が業界に広がり、メディアもこの問題を大きく報道するなど
消費者を巻き込んでの議論となりました。これは、消費者庁がガイドラインの案
を作成するに当たり、関係者から意見を聴取するなど現場の事情を十分把握せず
に拙速に公表したことが混乱の一因になったことは否めません。
　「ガイドライン案」は、広くパブリックコメントを求めることになりました。
行政のパブリックコメントは、ともすれば形式的な手続に終わり、パブリックコ
メントにより当初案が変更されるということはまれですが、2014年 3 月28日に公
表された「ガイドライン成案」は、当初案から実情を反映した内容に見直されて
いました。消費者庁は、パブリックコメントとともに、並行して積極的に幅広い
関係者から直接事情を聴くなど実態の把握に努めてきましたが、これらがガイド
ライン成案に反映されました。
　消費者庁は、名前が示すとおり行政としてのスタンスを明確にした役所です。
しかし、消費者の目線を重視するということは、それ以外の声に耳を塞ぐという
ことではありません。むしろ、立場の違う多様な意見を広く集約することにより、
現実的で実効ある消費者行政を推進するべきであり、消費者とともに事業者との
敷居も低くする必要があります。
　その意味で、今回のメニュー表示問題は、「ガイドライン案」公表後の意見集
約に向けた消費者庁の積極的な対応とパブリックコメントがその本来の役割を果
たしたことを高く評価しており、これを受けた関係業界もメニュー表示セミナー
の開催や相談窓口の設置など具体的自主的な対応を進めるなど、これからの消費
者行政のあるべき方向を示したものと考えています。

メニュー表示問題の教訓と課題
C O L U M N 2

14



①食品表示の一元化

　食品表示は消費者が食品を購入すると
き、食品を適切に選択したり、安全に食
べたりするため、食品の内容を正しく理
解する上で重要な情報源です。また、
万一、事故等が発生した場合には、その
製品回収や原因究明等の措置を迅速かつ
的確に行うための手掛かりとなります。
　これまで、食品一般について、その内容
に関する情報の表示ルールを定めた法律
として、食品衛生法、JAS法、健康増進
法の三法があり、三法それぞれに基づき複
数の表示基準が定められ、用語の定義が
異なる等、分かりにくいものとなっていま
した。

　その結果、消費者にとって分かりにく
い制度となっていたばかりか、事業者に
とっても、同じ一つの食品に複数の法律
が定める基準に従って表示を行わなけれ
ばならない状況が生じていました。

　2009年の消費者庁発足に伴い、三法に
基づく表示規制に係る事務を消費者庁が
一元的に所管することとなり、2010年３
月に閣議決定された消費者基本計画にお
いて、食品表示に関する一元的な法律の
策定が盛り込まれました。これに基づい
て、2011年９月から2012年８月にかけて
消費者庁において「食品表示一元化検討
会」を開催しました。その報告に基づい
て、三法の食品の表示に関する規定を統
合して、食品の表示に関する包括的かつ
一元的な制度を創設する「食品表示法案」
を国会に提出し、同法案は、2013年６月

（ ２）食品表示に関する制度の見直し

これまでの食品表示の
概要、問題点 食品表示法の制定

図表１-１-8 食品表示に関する制度

（現行法令に基づく表示例）

※栄養表示は任意

※「39」は製造所固有記号

食品衛生法に基づく表示事項
JAS法に基づく表示事項
食品衛生法、JAS法の両法に基づく表示事項
健康増進法に基づく表示事項

食品衛生法 JAS法 健康増進法

JAS法 食品衛生法
食品安全の確保

添加物

アレルギー

原材料名

内容量

原産地

品質

保存方法
遺伝子組換え
製造者名等

賞味・消費期限

名称

健康増進法
（栄養表示）

等 等

等

【目的】
○栄養の改善その他の国民

の健康の増進を図る

○栄養表示基準の策定及び
当該基準の遵守

（第31条、第31条の２）
等

【目的】
○農林物資の品質の改善
○品質に関する適正な表示

により消費者の選択に資
する

○製造業者が守るべき表示
基準の策定

（第19条の13）
○品質に関する表示の基準

の遵守
（第19条の13の２）    等

○販売の用に供する食品等
に関する表示についての
基準の策定及び当該基準
の遵守（第19条）

等

○食品、添加物、容器包装
等の規格基準の策定

○規格基準に適合しない食
品等の販売禁止

○都道府県知事による営業
　の許可　　　　　　　等

○日本農林規格の制定
○日本農林規格による格付

等

○基本方針の策定
○国民健康・栄養調査の実

施
○受動喫煙の防止
○特別用途食品に係る許可

等

【目的】
○飲食に起因する衛生上の

危害発生を防止

表
示
関
係
（
表
示
関
係
以
外
）
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に国会で可決・成立しました （図表１-
１-8）。

　食品表示法は、食品に関する表示が食
品を摂取する際の安全性の確保及び自主
的かつ合理的な食品の選択の機会の確保
に関し重要な役割を果たしていることに
鑑み、基準の策定その他の必要な事項を
定めることにより、その適正を確保し、
もって一般消費者の利益の増進を図ると
ともに、食品衛生法、健康増進法及び
JAS法による措置と相まって、国民の健
康の保護及び増進並びに食品の生産及び
流通の円滑化並びに消費者の需要に即し
た食品の生産の振興に寄与することを目
的としています。

　具体的には、以下のような規定等が設
けられています （図表１-１-9）。
　・�食品表示基準の策定
　・�食品表示基準に違反した事業者等に
対する是正措置

　・�適格消費者団体による差止請求、内
閣総理大臣への申出

　食品表示法は、公布の日（2013年６月
28日）から起算して２年を超えない範囲
内において施行することとされており、
それまでの間に、現行の三法に基づく食
品の表示基準を統合した新たな表示基準
を策定する必要があります。
　また、食品表示法は栄養表示3につい
て義務化が可能な枠組みとなっており、

食品表示法の概要

施行に向けた動き

図表１-１-9 食品表示法の概要

食品表示法の概要

消費者基本法の基本理念を踏まえて、表示義務付けの目的を統一・拡大目的

食品表示基準

食品表示基準の遵守

指示等

立入検査等

内閣総理大臣等に対する申出等

権限の委任

罰則

附則

（参考）表示基準（府令レベル）の取扱い

整合性の取れた表示基準の制定

消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示

消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与

効果的・効率的な法執行

（４条）

（５条）

（６条・７条）

（８条～10条）

（11条・12条）

（15条）

（17条～23条）

平成25年６月
消 費 者 庁

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食
品選択の機会を確保するため、
食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統
合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設。
（現行、任意制度となっている栄養表示についても、義務化が可能な枠組みとする）

【新制度】
・食品を摂取する際の安全性
・一般消費者の自主的かつ合理的な食
品選択の機会の確保

○基本理念（３条）
・食品表示の適正確保のための施策は、消費者基本法に基づく消費者政策の一環として、消
費者の権利（安全確保、選択の機会確保、必要な情報の提供）の尊重と消費者の自立の支
援を基本

・食品の生産の現況等を踏まえ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮

○食品関連事業者等は、食品表示基準に従い、食品の表示をする義務

○違反調査のため必要がある場合
　～立入検査、報告徴収、書類等の提出命令、質問、収去

○内閣総理大臣は、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するため、食品表示基準
を策定

　①名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、
原産地その他食品関連事業者等が表示すべき事項

　②前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項
○食品表示基準の策定・変更
　～厚生労働大臣・農林水産大臣・財務大臣に協議／消費者委員会の意見聴取

○何人も、食品の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき
　～内閣総理大臣等に申出可
　⇒内閣総理大臣等は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であれば、適切な措置
○著しく事実に相違する表示行為・おそれへの差止請求権
　（適格消費者団体～特定商取引法、景品表示法と同様の規定）

○内閣総理大臣の権限の一部を消費者庁長官に委任
○内閣総理大臣・消費者庁長官の権限の一部を都道府県知事・保健所設置市等に委任
　（政令）

○食品表示基準違反（安全性に関する表示、原産地・原料原産地表示の違反）、命令違反
等について罰則を規定

○施行期日～公布の日から２年を超えない範囲内で政令で定める日から施行
○施行から３年後に見直す旨規定を設けるほか、所要の規定を整備

○表示基準の整理・統合は、府令レベルで別途実施
（法律の一元化による表示義務の範囲の変更はない。）

【今後の検討課題】
○中食・外食（アレルギー表示）、インターネット販売の取扱い～当面、実態調査等を実
施

○遺伝子組換え表示、添加物表示の取扱い～当面、国内外の表示ルールの調査等を実施
○加工食品の原料原産地表示の取扱い
　～当面、現行制度の下での拡充を図りつつ、表示ルールの調査等を実施
→上記課題のうち、準備が整ったものから、順次、新たな検討の場で検討を開始
○食品表示の文字のポイント数の拡大の検討等

○内閣総理大臣（食品全般）、農林水産大臣（酒類以外の食品）、財務大臣（酒類）
　～食品表示基準に違反した食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、遵守事項を遵守す

べき旨を指示
○内閣総理大臣～指示を受けた者が、正当な理由なく指示に従わなかったときは、命令
○内閣総理大臣～緊急の必要があるとき、食品の回収等や業務停止を命令
○指示・命令時には、その旨を公表

【現行】
・食品衛生法･･･衛生上の危害発生防止
・JAS法･･･････品質に関する適正な表示
・健康増進法･･･国民の健康の増進

３�）たんぱく質、脂質、炭水化物等の栄養成分や熱量（カロリー）に関する表示。
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新たな表示基準の策定の一環として、表
示の対象となる栄養成分等についても検
討が必要です。
　消費者委員会では、「食品表示部会」
の下に、「栄養表示に関する調査会」、「生
鮮食品・業務用食品の表示に関する調査
会」及び「加工食品の表示に関する調査
会」の三つの調査会を設け、これらの課
題を検討しています。

②機能性表示

　食品は栄養や味覚等様々な機能を持っ
ていますが、近年では身体の調子を整え
ること等の「食品の３次機能4」が注目
されています。
　この「食品の３次機能」は、文部省（現

文部科学省）の「食品機能の系統的解析
と展開」（1984年～1986年文部省特定研
究）において初めて提唱されたものであ
り、このような機能を持つ食品として、
「機能性食品」の概念が生まれました。
　その後検討が進められ、1991年には特
定保健用食品が制度化されました。さら
に、2001年には栄養機能食品が制度化さ
れました （図表１-１-１0）。

　特定保健用食品（トクホ）とは、体調
調節機能を有する成分（関与成分）を含
み、その摂取により、特定の保健の目的
が期待できる旨の表示（保健の用途の表
示5）をする食品です。特定保健用食品は、
健康増進法第26条第１項に基づき、個別
の食品ごとに、消費者庁がその保健の用

現行制度の概要

特定保健用食品とは

図表１-１-１0 食品の現行の食品の機能性表示制度

食品 医薬品

ビタミン
ミネラル

食物繊維
オリゴ糖

他

・医療用医薬品
・一般用医薬品

医薬部外品

健康食品をはじめとする加工食品
農林水産物

【栄養機能食品】
栄養成分の機能の表示がで
きる
（例）カルシウムは骨や歯
の形成に必要な栄養素で
す。

【特定保健用食品】
保健の機能の表示ができる
（例）おなかの調子を整え
ます。

新たな機能性表示制度の範囲
（企業等の責任で機能表示が可能）

４�）食品には、生命維持のための栄養面での働きである「１次機能（栄養機能）」、食事を楽しもうという味覚等の、
感覚面での働きである「２次機能（感覚機能）」、身体の調子を整えること等の働きである「３次機能（体調調節機能）」
の３つの機能があるとされている。
５�）保健の用途の表示としては、「お腹の調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」「食後の血中中性脂肪の
上昇をおだやかにする」等の表示が挙げられる。
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途に関する科学的根拠が明らかであるか
どうか等を審査し、表示できる内容を許
可しています。許可に当たっては、その
安全性及び効果について、食品安全委員
会（安全性に関する点に限る）及び消費
者委員会の意見を聴き、薬事法（昭和35
年法律第145号）による表示規制の抵触
の有無につき厚生労働省の意見を聴くこ
ととなっています。

　栄養機能食品とは、栄養成分の機能を
表示した食品で、食生活において特定の
栄養成分の補給を目的として利用されま
す。栄養機能食品の対象となる栄養成分
は、2014年４月時点で17種類6です。
　栄養機能食品として販売するために
は、個別の許可申請等の必要はありませ
んが、国が定めた規格基準（１日当たり
の摂取目安量に含まれる当該栄養成分量
が、定められた上限値・下限値の範囲内
にあること等）に適合し、食品の包装部
分に定められた表示7をしなければなり
ません。

　規制改革実施計画（2013年６月14日閣
議決定）及び日本再興戦略（2013年６月
14日閣議決定）において、食の有する健
康増進機能等に着目し、いわゆる健康食
品を始めとする保健機能を有する成分を
含む加工食品や農林水産物に関し、企業
等の責任において科学的根拠をもとに機
能性を表示できる新たな方策について、
2013年度中に検討を開始し、2014年度中
に結論を得た上で実施することとされま
した。
　これらの閣議決定を受けて、消費者庁
は2013年12月より「食品の新たな機能性
表示制度に関する検討会」を開催し、検
討を行っています。
　同検討会における検討に当たっては、
①安全性の確保、②機能性表示を行うに
当たって必要な科学的根拠の設定、③適
正な表示による消費者への情報提供に配
慮し、消費者の誤解を招かない、自主的
かつ合理的な商品選択に資する表示制度
とすることを、新たな制度の基本的な考
え方としています。また、「食品の機能
性表示に関する消費者意向等調査」を実
施し、その中で「米国のダイエタリーサ
プリメント制度に関する課題等調査」と
「機能性表示に対する消費者の読み取り
に関する実態調査」を行い、検討に活用
していくこととしています。

栄養機能食品とは

食品の新たな機能性表示制度に
関する検討

６�）ビタミン12種類（ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、
ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸）、ミネラル５種類（亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネ
シウム）。
７�）「栄養機能食品」の表示や「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」（栄養機能表示）等の表示。
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　2013年12月29日、株式会社マルハニチ
ロホールディングス及び同社の連結子会
社である株式会社アクリフーズ（当時。
以下「㈱アクリフーズ」という）では、
群馬工場で生産された冷凍食品の一部か
ら、本来含まれることのない農薬である
マラチオン8が検出されたため、同一工
場で生産している全商品を、賞味期限に
かかわらず自主回収する旨の発表を行い
ました。
　最初に、消費者から「群馬工場生産の
ミックスピザから、石油・機械油のよう
な臭いがする」との異臭苦情の申出が
あったのは11月13日であり、その後も同
様の異臭申出が複数あったことを受け
て、外部検査機関を通じて臭気分析定性
検査や残留農薬検査等を行いました。
　残留農薬検査の結果、12月27日にピザ
１検体より2,200ppmの濃度のマラチオ
ンが検出され、商品の自主回収に至りま
した。

　㈱アクリフーズは回収開始当時、年末
年始ということもあり、自社のコールセ

ンターに用意できた回線数が50台未満で
した。一方、消費者から同社への電話が
殺到し、同社に電話がつながらない状態
が続くという事態となりました。
　そこで消費者庁は㈱アクリフーズに対
して電話回線の増設を要請するととも
に、消費者の身近な相談窓口である消費
生活センターと消費者ホットラインによ
る相談受付について周知しました。
　この結果、多くの消費者から「㈱アク
リフーズに電話がつながらず困ってお
り、商品を保有している場合の対処方法
を教えてほしい」といった内容の相談が、
全国の消費生活センター等に寄せられ、
2013年度の㈱アクリフーズの「冷凍調理
食品」に関する相談は3,707件となりま
した。
　なお、㈱アクリフーズでは、１月９日
には110回線、１月11日には210回線に増
設したため、これ以降、全国の消費生活
センターへの相談件数は減少しています
（図表1-2-1）。消費者の安全に関する情
報を発信する事業者は、多くの消費者か
らの相談を受け付けるための体制を早期
に構築することが必要となります。
　㈱アクリフーズの「冷凍調理食品」に
関する相談を性別・年代別に見ると、購
入者は女性が約８割を占め、30歳代～60
歳代までの年代が約４分の３を占めてい
ます （図表1-2-2）。また、地域別に見る
と「南関東」「近畿」「東海」といった大
都市を含む地域での相談件数が多くなっ
ていますが、工場のある関東だけでなく

（ １）冷凍食品の農薬混入事案

アクリフーズ事案の
発覚までの経緯

冷凍食品に関する
消費生活相談の状況

食の安全・安心の確保第 ２節

８�）マラチオンは、有機リン系の殺虫剤であり、中毒症状としては吐き気・おう吐、唾液分泌過多、発汗過多、下痢、
腹痛、軽い縮瞳等が知られている。
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全国各地から相談が寄せられています。
　一方、㈱アクリフーズの「冷凍調理食品」
のうち生命身体に関する危害情報は、961
件でした。危害を訴えた人は男性38.1％、
女性53.5％と、購入者と比較して性別の

差が少ないことが分かります （図表1-2-
３）。危害を訴えた人を年代別に見ると、
未成年者が32.3％と、比較的若年層に多
いこと分かります。

（件）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
（回線）

0

50

100

150

200

250

当初は
50回線未満

110回線に
増設

210回線に増設

１月６日 １月７日 １月８日 １月９日 １月10日 １月11日 １月12日 １月13日 １月14日 １月15日 １月16日

行政への
相談件数減少

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された20１4年 １ 月の「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（20１4
年 4 月30日までの登録分）。

　　　　 2．コールセンター回線数は、㈱アクリフーズ「農薬混入事件に関する第三者検証委員会」中間報告より。

図表1-2-1 消費生活センター等への「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する相談は、
㈱アクリフーズコールセンターの改善とともに減少
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30歳代
17.1％

40歳代
23.6％50歳代

18.0％

60歳代
17.9％

男性
20.0％

女性
78.9％

1,0000
（件）

東北南部
北海道・東北北部

200 400 600 800
無回答（未入力）

九州北部
九州南部・沖縄

山陽
山陰

四国

近畿
東海
北陸

甲信越
南関東
北関東

244
176

26

303
124

188
78

117

584
374

181
182

883
244

70歳以上
8.7％

10歳未満
0.2％

10歳代
1.3％

20歳代
4.9％

30歳代
17.1％

40歳代
23.6％50歳代

18.0％

60歳代
17.9％

無回答（未入力）
8.2％

団体等、不明、
無回答（未入力）

1.1％

男性
20.0％

女性
78.9％

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された20１3年度の「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（20１4
年 4 月30日までの登録分）。

　　　　 2．受付年月日が20１3年１2月29日以降のもの。
　　　　 3．契約当事者のデータを集計。

図表1-2-2 「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」は、性別では女性・年代では３0～60歳
代が購入している
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　消費者庁は、㈱アクリフーズの12月29
日の発表を受け、30日に消費者に向けて
「㈱アクリフーズ群馬工場が製造した冷
凍食品は食べずに返品を」という内容の
注意喚起を行うと共に、消費者庁ウェブ
サイト内の「リコール情報サイト」に商
品情報を掲載しました （図表1-2-4）。
　2014年１月５日、消費者庁は、プライ
ベートブランド商品を含む回収対象商品
のパッケージ画像入りのリストと、消費
生活センター等と消費者ホットラインに
よる相談受付の紹介を公表しました。
　１月６日、都道府県等の消費者行政担
当部署に対して、㈱アクリフーズ内の消
費生活センター専用電話回線の案内や同
センター用に作成したお客様照会の際に
使用するQ＆Aの送付等の本事案に関す
る情報を提供するとともに、１月７日に
は、冷凍食品事案に関する重大事故等の
健康被害の情報が寄せられた場合の消費

者安全法に基づく速やかな通知を依頼し
ました。
　１月８日、内閣府特命担当大臣（消費
者及び食品安全）が、㈱アクリフーズの
幹部と面会し、「消費者被害が生じ得る
事案が発覚した場合は消費者へ速やかに
情報提供を行うこと」「行政に対しても
曜日や時間にかかわらず速やかに報告す
ること」「回収対象商品、特に「アクリ
フーズ群馬工場」の記載のないプライ
ベートブランド商品については、消費者
が該当商品であることを認識できるよう
に情報提供を行うこと」を要請しました。
　１月14日、関係府省庁の局長級で構成
される消費者安全情報総括官会議を開催
しました。これは、事業者による自主回収
発表から約２週間が経過しても事業者へ
の電話相談が増え続けていることと、関
係行政機関等への迅速な情報提供、プラ
イベート商品を含む消費者への情報周知
に関し、関係府省庁や関係業界を含めた
取組が必要と判断したことによるものです。
　その後、容疑者が逮捕、起訴され、事

消費者庁の対応

図表1-2-３ 「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」は、幅広い層が危害を訴えている

10歳未満
15.8％

10歳代
16.4％

20歳代
11.6％30歳代

12.8％

40歳代
9.4％

50歳代
9.3％

60歳代
9.1％

無回答
（未入力）
11.6％

男性
38.1％

女性
53.5％

70歳以上
4.2％

10歳未満
15.8％

10歳代
16.4％

20歳代
11.6％30歳代

12.8％

40歳代
9.4％

50歳代
9.3％

60歳代
9.1％

無回答
（未入力）
11.6％

不明、
無回答
（未入力）
8.4％

男性
38.1％

女性
53.5％

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された20１3年度の「アクリフーズ」の「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（危
害情報）（20１4年 4 月30日までの登録分）。

　　　　 2．受付年月日が20１3年１2月29日以降のもの。
　　　　 3．被害者のデータを集計。
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件の概要が徐々に明らかになりつつある
ことから、再発防止に向けた取組等につ
いて議論するため、３月14日、消費者安
全情報総括官会議を開催しました。
　以上の検討を経て、３月17日に「冷凍
食品への農薬混入事案を受けた今後の対
応パッケージ」（関係府省庁局長申合せ）
を取りまとめました。

　警察庁では、被害の拡大防止のために
関係行政機関との連携を図っています。
　また、都道府県警察に対して、情報収
集、関係行政機関との連携の必要性等に
ついて指示するとともに、こうした事件
等を認知した際には、必要に応じて、関
係行政機関に通報する等しています。こ
れを受け、都道府県警察では、流通食品
への毒物混入の疑いがある事案を認知し
た際には、迅速に捜査を推進し、責任の
所在を明らかにするよう努めるととも
に、関係行政機関との情報交換を積極的
に行う等相互に協力しながら被害の未然
防止、拡大防止に努めています。
　2013年12月29日、厚生労働省は群馬県
より自主回収について報告を受けたことを
公表するとともに、群馬県に対して原因
究明等必要な調査を行うよう指示しまし
た。
　12月30日、群馬県（保健所）が㈱アク
リフーズ群馬工場に立入調査を実施しま
した。
　厚生労働省は、株式会社マルハニチロ
ホールディングス及び㈱アクリフーズに
対し、速やかに自主回収を行うよう指導
するとともに、マラチオンの毒性の見解
に使用する指標を修正するよう指導しま
した。また、全国の地方公共団体に対し、

㈱アクリフーズが作成した自主回収製品
リストを情報提供し、自主回収が迅速に
進むように適宜指導するよう連絡しまし
た。さらに、報道機関を通じて消費者に
回収対象商品を食べないよう注意喚起を
実施しました。
　また、食品安全委員会は、12月30日、
株式会社マルハニチロホールディングス
及び㈱アクリフーズによる毒性の見解に
対する懸念を厚生労働省に伝達するとと
もに、マラチオンの概要（ADI�（１日摂
取許容量）、ARfD�（急性参照用量）等）
を食品安全委員会のウェブサイトに掲載
しました。
　12月31日、厚生労働省は㈱アクリフー
ズから、店頭からの撤去が終了した旨の
報告を受けました。同日、食品安全委員
会は、マラチオンの概要及び関係府省庁
の公表資料について、約１万人の会員に
メールマガジンを配信しました。農林水
産省は、約１万６千人の消費者等の会員
にメールマガジンを配信しました。
　2014年１月６日、厚生労働省は、株式
会社マルハニチロホールディングス及び
㈱アクリフーズより、自主回収状況と消
費者から寄せられた相談への対応状況に
ついて確認し、全国の地方公共団体に対
しては、農薬（マラチオン）が検出され
た冷凍食品に関連する健康被害が疑われ
る事例として公表したものについて情報
提供するよう依頼し、翌日以降随時、全
国分を取りまとめた結果を公表しました。
　１月９日、厚生労働省は、国際的な食
品安全問題に関する情報共有ネットワー
ク（INFOSAN）へ情報提供しました。
　１月16日、農林水産省は小売業者、卸
売業者に対し、消費者への情報提供の徹
底及び商品回収の協力要請に関する通知
を発出しました。
　４月21日、農林水産省は「食品への意

関係府省庁の対応
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図的な毒物等の混入の未然防止等に関す
る検討会」を開催しました。

　2013年12月29日、㈱アクリフーズは、
「群馬工場で生産している全商品の自主
回収」を発表し、図表入りの詳細説明と
して、具体的には商品の裏面に、製造者
「株式会社アクリフーズ�群馬工場」と
記載されている全商品と説明していまし
た。このため、製造者欄に「アクリフー
ズ群馬工場」という記載のない一部のプ
ライベートブランド商品についての消費
者への周知が不十分となってしまいまし
た。これを受け、消費者庁は、2014年１
月４日、プライベートブランド商品を含
む、パッケージ画像入りの回収商品一覧
を公表しました。
　プライベートブランド商品の場合で
あっても、商品回収の際は、通常、「商
品名」、「JANコード9」、｢賞味期限｣ 等
の情報をセットでいち早く公表できてい
れば、混乱はなかったものと考えられま
すが、今回の事案では、「㈱アクリフー

ズ群馬工場」という情報が前面に出てし
まったために、販売社名のみを記載し、
製造者名の記載がなく、かつ、製造所名
を「製造所固有記号」に代えて表示をし
ていたプライベートブランド商品の表示
方法が分かりにくいとの指摘がなされま
した。
　製造所固有記号については、食品表示
法制定時の附帯決議でも指摘されている
ように、消費者への分かりやすい情報提
供を行うという観点から制度的な見直し
を求める声があります。一方で、パッケー
ジに後から記号を入れるだけで済むこと
で、複数の自社工場を持つ製造者が同一
パッケージを利用でき、また、販売者は、
効率性・経済性の側面から複数の製造者
に製造委託した場合でも同一のパッケー
ジを利用できることから、表示に掛かる
コストが削減できるメリットがあります。
　こうした状況を踏まえ、消費者委員会
食品表示部会では、食品表示法に基づく
食品表示基準の議論の中で、消費者や事
業者の方々等の意見を幅広く聴きなが
ら、製造所固有記号制度の在り方を検討
しています。

自主回収対象商品の分かりにく
さと製造所固有記号

９�）日本工業規格（JIS）に定められている、商品識別番号とバーコードの規格一つ。

図表1-2-4 ㈱アクリフーズ農薬混入事案の主な経緯

20１3年１１月１3日 ㈱アクリフーズへ、消費者から異臭の申出（石油・機械油のような臭い）

20１3年１2月29日 ㈱アクリフーズが群馬県保健所等に報告、自主回収を発表
親会社であるマルハニチロ㈱によると20１4年3月3１日時点で約536万パックを回収。

20１3年１2月30日 消費者庁による、「食べずに返却」を呼び掛ける注意喚起（第 １報）
20１4年 １ 月 5 日 消費者庁による、市販品リスト公表、「消費者ホットライン」を周知
20１4年 １ 月 ８ 日 ㈱アクリフーズ幹部が消費者担当大臣に対し、自主回収発表までの経緯等を報告
20１4年 １ 月１4日 消費者安全情報総括官会議の開催（関係省庁の情報共有）
20１4年 １ 月25日 ㈱アクリフーズ群馬工場の契約社員を容疑者として逮捕
20１4年 3 月１4日 消費者安全情報総括官会議の開催（関係省庁の情報共有）
20１4年 4 月30日 ㈱アクリフーズ「農薬混入事件に関する第三者検証委員会」中間報告公表
20１4年 5 月29日 ㈱アクリフーズ「農薬混入事件に関する第三者検証委員会」最終報告公表
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　2011年３月11日の東日本大震災に伴う
東京電力福島第一原子力発電所の事故に
より、環境中に放射性物質が放出され、
消費者の食品に対する不安が高まりまし
た。このため、同年３月17日厚生労働省
は、食品の安全性を確保するための緊急
時の対応として、当時の原子力安全委員
会が定めていた「原子力施設等の防災対
策について」における飲食物の摂取制限
に関する指標を準用し、食品衛生法に基
づく食品中の放射性物質の暫定規制値を
定めました。
　その後、食品安全基本法の定める手続
の下、食品安全委員会における食品健康
影響評価を始め、関係府省庁における検
討を経て、食品衛生法に基づく食品中の
放射性物質（放射性セシウム）の基準値
が定められ、2012年４月１日から施行さ
れています。現在も引き続き、地方公共
団体により食品の検査が続けられてお
り、基準値を超える食品が地域的な広が
りをもって見付かった場合には、その品
目の出荷が止められています。
　しかしながら、今も福島県を始めとす
る被災地産の食品の購入をためらう風潮
は残っています。
　このため、消費者庁では、消費者が不
正確な情報や思い込みに惑わされること
なく、自ら安全な食品の選択が可能とな
るように支援するため、関係府省庁、地
方公共団体、国民生活センターが連携し、
①消費者サイドでの放射性物質検査体制

の整備、②消費者への分かりやすい情報
提供、③消費者とのリスクコミュニケー
ション（意見交換会等）の積極的な開催
等、食品中の放射性物質に関する消費者
理解の増進に取組んできました。

　放射性物質による食品の汚染に対し、
政府は、食品の出荷・摂取制限の設定と
ともに、流通する食品の検査体制を整備
しました。また、消費者庁では、住民が
自宅の庭等で育てた自家消費作物等の食
品を持ち込んで検査できるようにするた
め、国民生活センターと共同で、2011年
度より希望する地方公共団体に放射性物
質検査機器を貸し出しています。あわせ
て、検査結果の信頼性を担保するため、
検査を担当する地方公共団体の職員等を
対象とした研修会も随時開催しています。
　なお、配備した検査機器による検査結
果は、各地方公共団体が公表しており、
消費者庁のウェブサイト10からも確認で
きるようにしています。

　消費者庁では、消費者に分かりやすく
正確な情報を提供するため、2011年度以
降、食品・水道水に含まれる放射性物質
の検査結果や、出荷・摂取制限の設定状
況等を取りまとめて、ウェブサイトで公
開しています。また、放射線や放射性物
質の基礎から、食品中の放射性物質の基
準値や検査結果等について分かりやすく
説明する冊子「食品と放射能Ｑ＆Ａ」

（ ２）食品中の放射性物質への対応

食品中の放射性物質

消費者サイドでの放射性物質検査
体制の整備

消費者への分かりやすい
情報提供

10�）http://www.caa.go.jp/jisin/kensakiki.html
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（2011年５月30日初版発行、2013年９月
２日時点第８版）や、リーフレット「食
べ物と放射性物質のはなし」等を作成、
配布するとともに、ウェブサイトでも公
開しています。そのほか、政府インター
ネットテレビに食品中の放射性物質の現
状についてまとめた動画を作成、掲載し
ています11。

　2013年度までに消費者庁では、関係府
省庁、地方公共団体、消費者団体等との
連携による開催や、地方公共団体・消費
者団体等が開催する講演会等への協力
（講師派遣・講師紹介・後援等）を合わ
せて、消費者とのリスクコミュニケー
ション（意見交換会等）を319回（2011
年度45回、2012年度175回、2013年度99回）
実施しています。
　また、2013年度は、地域に根ざした情
報提供の機会を設けることを目的とし、
消費生活相談員、保健師、栄養士、保育
士、学校給食関係者、JA職員等を対象に、
正確な情報提供ができる専門家（コミュ

ニケーター）の養成研修を全国66か所で
開催し、受講者は約3,400名（2014年３
月31日時点）に達しました。研修受講後
に、コミュニケーターによるミニ集会等
を始めとした情報発信を促すため、コ
ミュニケーターへの情報提供を目的とし
たウェブサイトの開設、食品中の放射性
物質の現状をまとめた視聴覚教材
（DVD）・リーフレットを作成、提供を
行いました。

消費者とのリスクコミュニケーション
（意見交換会等）の積極的な取組

11�）http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8196.html

食べものと放射性物質のはなし（ ３部作）食品と放射能Q&A
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　被災４県（岩手、宮城、福島、茨城の
各県）において、地域の実情に応じて食
品等の放射性物質検査の体制整備、食の
安全性等に関する消費生活相談対応等に
取り組めるよう、2012年度より東日本大
震災復興特別会計による「地方消費者行
政活性化基金」の上積みを行っています。
さらに、この基金を活用し、国が先駆的
な政策テーマの１つとして「福島第一原
子力発電所の事故による食品の風評被害
の防止」を示し、地方公共団体が行う事

業を支援しています。

　2013年９月に、生産者による食品の安
全性確保や復興を目指した取組等を消費
者に広く知っていただくために、消費者
庁は女優の秋吉久美子さんを「東北未来
がんばっぺ大使」に任命し、被災地の生
産者の訪問等の活動を行っています。活
動内容については、ウェブサイトやリー
フレットで広く紹介しています（コラム
３参照）。

地方消費者行政活性化基金
の活用

東北未来がんばっぺ大使の任命
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　東京電力福島第一原子力発電所の事故による食品の風評被害を防止するた
め、生産者による安全性確保や復興を目指した取組等を消費者の皆さんに広
く知っていただく活動を行うことを目的として、2013年 ９ 月12日、消費者庁
は女優の秋吉久美子さんを「東北未来がんぱっぺ大使」として任命しました。
秋吉さんは福島県いわき市で育った日本を代表する女優であり、東日本大震
災発生後、頻繁に被災地を訪れて復興支援活動に取り組んでいらっしゃいます。
　大使として、同年11月に開催された「ふくしまオーガニックフェスタ 2013 
in 郡山」のシンポジウムに特別ゲストとして参加し、有機農業やレストラ
ンの経営者と意見交換したほか、同年12月には大津波で被災した宮城県亘理
町のいちご団地を訪問し、 2 年ぶりに再開された栽培の様子を見学するとと
もに、生産者と対談を行いました。また、本年 1 月には宮城県産の有機農産
物の信頼回復を図るために行われた女性同士の交流会に参加し、生産者・消
費者双方と交流を行いました。
　2014年度においても引き続き東北各地で精力的な活動をされる予定の秋吉
さんよりメッセージを頂きました。

東北未来がんばっぺ大使の活動
C O L U M N 3

　生産者の皆さんは今、原発事故で失われた信頼の回復のために大変な
努力をなさっています。私は、福島が故郷だからというだけではなく、
日本中の皆さんが被災地を応援することが大切だと考え、そのために「被
災地のいま」を伝えたくて大使をお引き受けいたしました。これまでの
活動で現地の方たちと直接顔を合わせ、言葉を交わすことで、生産者の
方々が今も努力を続けていらっしゃることを改めて理解しました。前向
きに取り組んでいる方々のお心をきちんと承って、これからも何かチャ
ンスがあるごとにたくさんの方々に伝えていきたいと思っています。
　被災地の農林水産物は放射性物質の検査
を受けており、基準値を下回っているもの
のみが出荷されています。
　消費者の皆さんには商品を選ぶ権利があ
りますが、ぜひ生産者の方々の努力を知っ
ていただき、産地はもちろんのこと、数値
（検査結果）を踏まえて選んでいただきた
いです。そのためには、私たち一人一人が
消費者として日頃から情報を収集したり、
勉強することが大切だと思います。
　日本中で東北の農家の方々を支えていき
ましょう。 秋吉久美子さん
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　消費者庁では、2013年２月、同年８月
及び2014年２月に、被災地域及び被災地
産品の主要仕向け先の都市圏の消費者約
5,000人を対象として、インターネット
を通じた消費者意識の実態調査を行いま
した。
　食品がどこで生産されたかを気にする
理由で最も多いのは、�「品質（味）が異
なるから」で29.5％でした。「放射性物
質の含まれていない食品を買いたいか
ら」は、2014年２月には、それ以前の２
回の調査時より減少し21.0％でした（図
表1-2-５）。

　「放射性物質の含まれていない食品を
買いたいから」と回答した人に対して、
「食品を買うことをためらう産地」につ
いて聞いたところ、「福島県」と回答し
た人は15.3％、「被災地を中心とした東
北（岩手県、宮城県、福島県）」と回答
した人は11.5％と、2013年２月の第１回
調査以降、いずれもためらう人の割合が
低下しています（図表1-2-6）。
　これらの結果から、少しずつではあるも
のの、消費者の理解が進んでいることが
うかがえます。消費者庁では、関係府省
庁とも連携し、今回の調査結果も踏まえ
つつ、今後とも、消費者に対して食品中
の放射性物質に関する正確な情報提供を
行い、消費者理解の増進に努めていきます。

放射性物質に関する消費者の
意識の変化

（備考）　 １．消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第 3回）」（20１3年度）。
　　　　 2．�食品がどこで生産されたかを「気にする」「どちらかといえば気にする」と回答した人に対して、

「あなたが、その食品がどこで生産されたかを気にされるのはどのような理由からでしょうか。」
との問に対する回答の全体に対する割合。
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図表1-2-５ 食品がどこで生産されたか気にする理由として、産地によって品質（味）が
異なるからと回答した人が最も多い
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　放射性物質検査結果12によると、農畜
産物に含まれる放射性セシウムの濃度水
準は年々減少しており、2013年度の農産
物については「野菜」、「果実」等を始め、

多くの品目で基準値を超過したものは検
出されませんでした。また、「水産物」、
「きのこ・山菜類」は、302件、194件が
基準値を超過しましたが、検査を実施し
たもののうち、1.5％、2.6％程度にとど
まっており、超過割合も減少しています
（図表1-2-7）。

放射性物質検査結果

12�）原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を踏まえ、厚生労働
省が示した「地方自治体の検査計画」に基づき、各都道府県等で実施されている。

図表1-2-6 福島産など東日本産の購入をためらう人は減少傾向

（備考）　 １．消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第 3回）」（20１3年度）。
　　　　 2．�食品の産地を「気にする」「どちらかといえば気にする」と回答し、「放射性質が含まれていない

食品を買いたいから」と回答した人に対して、「食品を買うことをためらう産地を次の中から選
んでください。」との問に対する回答の全体に対する割合。
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図表1-2-7 食品中の放射性物質の検査結果
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（備考）　 １．農林水産省のウェブサイトに掲載されている情報を基に消費者庁において作成。
　　　　 2．�「検査結果、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」（原子力災害対策本部決定）で対象地方自治体とし

ている１7都県を集計。ただし水産物については全国を集計。
　　　　 3．20１１年度の検査結果は、震災後の20１１年 3 月の検査結果を含む。
　　　　 4．ここでの基準値超過とは、20１2年 4 月から適用された一般食品の基準値である１00Bq/kg超過のこと。
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　「食品ロス」とは、本来はまだ食べら
れるのに捨てられる食品のことを指しま
す。
　日本国内の年間食品廃棄量は約1,700
万トンといわれています。これは国内及
び海外から調達された農林水産物のうち
食用に向けられた約8,400万トンの２割
に相当します。
　このうち、いわゆる「食品ロス」は年
間約500万～800万トンと試算されてお
り、これは、我が国における米の年間収
穫量（2011年産水稲の主食向け約813万
トン）に匹敵します。また、食品ロスの
約半分に当たる年間約200万～400万トン
は家庭から発生しています。
　世界に目を向けると、年間約13億トン
（世界の食料生産量の３分の１）の食料
が廃棄される一方で、開発途上国を中心
に世界人口の約８人に１人が栄養不足の
状態にあります。

　食品ロスは食品メーカーや卸、小売店、
飲食店、家庭等、「食」に関わる様々な
段階で発生しています。
　家庭における食品ロスの発生要因とし
ては、過剰除去（野菜や果物の皮を厚く
むきすぎる等、食べられる部分まで除去
して廃棄すること）、食べ残し、手付か
ずのまま捨てられる食品（以下「手付か
ず食品」という。）が挙げられます （図
表１-３-１）。
　実際に、家庭から出される生ごみの中
には、手付かず食品が２割もあり、さら
に、その４分の１は賞味期限前にもかか
わらず捨てられているという調査結果も
あります （図表１-３-２）。
　また、食品関連事業者（食品メーカー、
卸、小売店）においては、業界における
商慣習等に起因して、流通・調理・販売
の過程で発生する過剰在庫品や破損品、
売れ残り等が食品ロスとなっています。
　レストラン等の飲食店においても、客
が残した料理（特に野菜や穀類）が食品
ロスとなっています。特に、宴会、結婚
披露宴、宿泊施設で提供した料理の食べ
残し割合が約10～15％程度となってお
り、一般の食堂・レストランの約３％程
度よりも大きくなっています。

（ １）食品ロス

食品ロスの現状

食品ロスの発生要因

食品ロスの現状と削減への取組第 ３節
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　2014年１月に消費者庁が実施した「消
費者意識基本調査」では、食品ロス問題
について知っている方の割合が64.5％
（「よく知っている」11.6％と「ある程
度知っている」52.9％との合計）、知ら
ない方の割合が35.3％（「あまり知らな
い」24.4％と「ほとんど・全く知らない」
10.9％との合計）となっています （図表
１-３-３）。

食品ロスに関する消費者の認知度

図表１-３-１ 家庭から出される生ごみの内訳（京都市の調査結果）
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（備考）　京都市「家庭ごみ組成調査」（2007年度）。

図表１-３-２ 廃棄された手付かず食品の賞味
期限の内訳（京都市の調査結果）

賞味期限前
24％

１週間以内
19％

２週間
以内
7％

１か月以内
10％

半年以内
16％

半年を超える
24％

賞味期限前
24％

１週間以内
19％

２週間
以内
7％

１か月以内
10％

半年以内
16％

半年を超える
24％

（備考）　京都市「家庭ごみ組成調査」（2007年度）。
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　また、同調査において、食品関連事業
者が取り組んでいる商慣習である「３分
の１ルール13」について質問したところ、
「取組内容を含めて知っている」との回
答が5.1％、「見聞きしたが取組内容は知
らない」との回答が32.9％、「知らない」
との回答が61.8％でした （図表１-３-４）。
　さらに、食品ロスを削減するために取
り組んでいることについて聞いたところ、
「『賞味期限』を過ぎてもすぐに捨てる

のではなく、自分で食べられるか判断す
る」、「残さず食べる」、「冷凍保存を活用
する」等が多く挙げられ、食品ロス問題
について「知っている」人の方が食品ロ
スを削減するために取り組んでいる割合
も高いことが分かりました （図表１-３-５）。
　以上の結果からも、消費者一人一人が
自ら食品ロスについて学び、日常生活の
中で行動に移していくことが大切です。

13�）例えば、製造日から賞味期限までの期間が６か月の場合、①食品メーカー・卸から小売店までの納入までを２か
月（納品期限）、②小売店から消費者に販売するまでを２か月（販売期限）、③消費者の購入から賞味期限までを２
か月、というように製造日から賞味期限までの期間を３分の１ずつ区切るもの。①の納品期限や②の販売期限が過
ぎた食品は、その時点で返品や廃棄されることがあり、食品ロス発生の要因の一つとも言われている。

図表１-３-３ 食品ロス問題について知っ
ていると答えたのは6４.５％

よく
知っている
11.6％

ある程度
知っている
52.9％

あまり
知らない
24.4％

ほとんど・
全く知らない

10.9％

よく
知っている
11.6％

無回答
0.1％

ある程度
知っている
52.9％

あまり
知らない
24.4％

ほとんど・
全く知らない

10.9％

（N＝6,528）

（備考）　１．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　2．�「あなたは、食品ロスという問題を知ってい

ますか。」との問に対する回答。

見聞きしたが
取組内容は知
らない　　　

32.9％
知らない
61.8％

無回答
0.2％

取組内容も含めて
知っている　　　

5.1％

見聞きしたが
取組内容は知
らない　　　

32.9％
知らない
61.8％

（N＝6,528）

（備考）　１．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　2．�「生産・流通段階での食品ロスを減らすため、

食品メーカー・卸・小売店が協力して、食
品ロスの要因のひとつといわれている「 3
分の １ルール」を見直す取組が始まってい
ます。あなたはこのことを知っていますか。」
との問に対する回答。

図表１-３-４ ３ 分の １ ルールを知らない
と回答したのは6１.8％
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　食品ロスの約半分は家庭から発生して
いることから、実際に食品を購入して食
べている消費者を抜きにして、食品ロス
の削減は望めません。
　また、食品関連事業者における食品ロ
スの背景として、消費者が小売店に品切
れを起こさないよう求める傾向があるこ
とや、消費者の過度な鮮度や品質に対す
る意識が指摘されることもあり、消費者
が食品ロス削減に対する認識を深められ
るような普及啓発が必要です。
　このため、消費者庁では、2012年より
消費者向けの普及啓発として、「食べも

ののムダをなくそうプロジェクト」とい
うウェブサイト14を開設したほか、啓発
パンフレットの作成、啓発動画の配信等
を行っています。
　また、事業者・消費者双方の意識改革
等を進めるため、2012年７月に「食品ロ
ス削減関係省庁等連絡会議」（以下「連
絡会議」という。）を消費者庁に設置し、
関係府省庁が連携を図ることとしまし
た。関係府省庁の取組は、2013年10月以
降、「食品ロス削減国民運動（NO-
FOODLOSS-PROJECT）」という名称
で展開しています。さらに、本運動のロ
ゴマーク（ろすのん）を作成して、行政
のみならず消費者団体や企業で活用され
ています （図表１-３-6）。

消費者に対する普及啓発

14）http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html

図表１-３-５ 食品ロス問題について「知っている人」の方が削減に取り組んでいる

無回答

その他

料理を作り過ぎない

食べきれなかったものを他の料理に作り変える

取り組んでいることはない

飲食店等で注文し過ぎない

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量を確認する

冷凍保存を活用する

残さず食べる

805010 70604020 300
（％）

食品ロス削減の取組を行っている事業者に対し
商品を購入する等の応援をする

食品を無駄にしないよう、日頃から消費期限を
把握する

小分け商品等、少量パック商品、バラ売り等、
食べきれる量を購入する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではな
く、自分で食べられるか判断する

73.3
54.4

62.7
53.6

61.2
48.9
49.4

35.4
45.8

35.8
42.5

32.1
41.7

29.6
35.1

27.6
30.7

19.1
5.2

1.9
2.8

12.0
1.6
0.6

0.2

食品ロスを知っている
食品ロスを知らない

（N＝6,528）

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2．�「あなたは食品ロスを軽減するために取り組んでいることはありますか・当てはまるもの全てをお選びください。（あなた自身が

取り組んでいるものをお答えください。（同居する家族等が取り組んでいる場合を除く。）」との問に対する回答。
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　さらに、消費者に対する普及啓発を進
めるため、2013年10月、有識者による「食
品ロス削減に関する意見交換会」（以下
「意見交換会」という。）を消費者庁に
設置しました。
　意見交換会には、学識経験者、消費者
団体、食品関連事業者、広報関係者、地

方公共団体等幅広い分野から13名の委員
が参加しました。また、連絡会議を構成
する関係府省庁もオブザーバーとして参
加しました。
　意見交換会は３回にわたり、消費者に
対する効果的な普及啓発の方策等につい
て活発な議論を行い、2014年３月26日に
意見交換会の取りまとめを公表しました
（図表１-３-７）。

食品ロス削減に関する意見交換会

図表１-３-6 関係府省庁が連携して「食品ロス削減国民運動」を展開

●2012年度に設置
●関係行政機関が連携
●消費者の意識改革等を推進

農林水産省

内閣府
（食育推進室）

環境省

消費者庁
文部科学省

経済産業省

食品ロス削減関係省庁等連絡会議

食品ロス削減国民運動

2013年10月から展開

（ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳ
ＰＲＯＪＥＣＴ）　　

ロゴマーク（ろすのん）
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　日本は「もったいない」という言葉の
発祥地ですが、国内の食品ロスの発生状
況を見ると、非常に「もったいない」状
況が生じています。
　食品ロスの削減は、事業者任せにする
のではなく、消費者と事業者が問題意識
を共有し、それぞれが主体的に取り組む
「国民運動」として進めていくことが不

可欠です。
　また、消費者が食品ロスの削減に取り
組むことは、「消費者市民社会」（消費者
自らの消費行動が、現在及び将来にわた
る内外の社会経済情勢や地球環境に影響
を及ぼすことを消費者が自覚し、公正で
持続可能な社会の形成に参画する社会）
の実践事例ともなり得ます。
　消費者庁では、引き続き、関係府省庁
と連携しながら、食品ロス削減国民運動
を展開していくこととしています。

今後の食品ロス削減国民運動の展
開に向けて

図表１-３-７ 食品ロス削減に関する意見交換会の取りまとめ概要

普及啓発方針
年齢・性別・季節etcに応じて

食品産業
商慣習見直し進行

外食産業
「食べきり」運動

消費期限：食べきる期限
賞味期限：食べ頃の期限　等と説明

①食品ロスの認知度アップ

②期限表示の理解度アップ

③楽しくできる方策やコツを提案

④事業者を応援する雰囲気作り

世界の
食糧事情

家計との
つながり

使いきり料理
フードバンク保存・備蓄

買い物の工夫

手付かず食品

食べ残し
調理くず　等

「食品ロス削減に関する意見交換会」の取りまとめ（概要）

●地方公共団体、消費者団体、民間団体などとも連携し、官民が一体となって取り組む。
●消費者の日常生活や家計に結び付けた「分かりやすい問題提起」と「楽しく実践できる方
策の提案」を通じて、食品ロスの認知度向上と削減に向けた協力を促す。

食品由来の廃棄物
約1713万トン

家庭系
約1072万トン

事業系
約641万トン

現状等

食品ロス
推定200～
400万トン

食品ロス
推定300～
400万トン

画像や調査で
「見える化」

・事業者の取組を消費者に情報提供
・食べきり運動の事例収集・紹介

（備考）農林水産省試算（20１0年）。
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　情報通信技術の発達と情報通信機器・
サービスの急速な普及により、インター

ネット上で流通する情報量は飛躍的に増
加しています。我が国のブロードバンド
契約者15の総ダウンロードトラヒック
（ネットワーク上を移動する音声や文
書、画像等のデジタルデータの情報量）
を見ると、この10年間で約10倍に増えて
います （図表２-１-１）。

（ １ ）情報通信技術（ICT）
関連市場の進展

インターネット上で流通する情報
量は飛躍的に増加

　　　　  情報通信の発達と消費者問題
～ネット社会に消費者はどう向き合うか～
特集 ２第2章

情報通信社会の現状第 １ 節

15�）FTTH（Fiber�To�The�Homeの略。光ファイバケーブル。）、DSL（Digital�Subscriber�Lineの略。デジタル加入
者回線。電話用のメタリックケーブルにモデム等を設置することにより、高速のデジタルデータ伝送を可能とする
方式の総称。）、CATV（ケーブルテレビ。）、FWA（Fixed�Wireless�Accessの略。加入者系無線アクセスシステム。
P-P（対向）方式、P-MP（１対多）方式があり、それぞれ最大百数十Mbps、10Mbpsの通信が実現可能。）の契約者。

図表２-１-１ 情報通信の発達によりインターネット上で流通する情報量は飛躍的に増加

（備考）　 １．総務省「情報通信統計データベース」。
　　　　 ２．トラヒックとは、ネットワーク上を移動する音声や文書、画像等のデジタルデータの情報量のこと。
　　　　　　�通信回線の利用状況を調査する目安となる。「トラヒックが増大した」とは、通信回線を利用するデータ量が増えた状態を指す。

（Gbps）
我が国のブロードバンド契約者のトラヒック総量の試算

3,000

2,500

2004年

216 241 257 344 390 459 540 629 708 799
939

1,102
1,206 1,235

1,363
1,516

1,696 1,730
1,905

2,275

2,584

9 10 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11（月）
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

2,000

1,500

1,000

500

0
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　パソコン、携帯電話・PHS等の情報通
信機器は、1990年代後半から2000年代前
半にかけて急速に普及しました。このう
ち、携帯電話・PHSの世帯普及率を見る
と、９割以上に上っています。特に、ス
マートフォンの普及が急速に進んでお
り、2010年に9.7％でしたが2012年末に
は49.5％16と５倍以上の普及率となって
いるほか、タブレット型端末も2010年末
に比べて約２倍の普及率となりました。
こうしたスマートフォンやタブレット型
端末への移行を要因の一つとして、近年
ではパソコンや固定電話の世帯普及率が
減少傾向にあります。
　このほか、既存の家電製品等もイン
ターネットとの結合により「情報家電」

として世帯普及率が上昇し始めています
（図表２-１-２）。

　消費者庁が2013年度に実施した「消費
生活に関する意識調査」によると、現在
利用している情報通信機器のうち、「パ
ソコン」については20歳代～70歳代の全
てにおいて85％以上の高い利用率となっ
ています。また、「携帯電話・PHS」と「ス
マートフォン」を合わせた利用率につい
ても20歳代～70歳代の全てにおいて80％
以上と高くなっています。このうち、急
速に普及が進んでいる「スマートフォン」
の利用率を見ると、40歳代では43.8％、
50歳代では30.5％、60歳代では15.4％と
世代が上がるにつれて利用率が低くなっ

スマートフォン、タブレット型端末など
様々な情報通信機器が急速に普及している

若年層を中心に様々な情報通信機
器の利用が進んでいる

16�）内閣府「消費動向調査」（2014年３月）によれば、2014年３月末時点のスマートフォンの世帯（２人以上世帯）
普及率は54.7％。

図表２-１-２ 情報通信機器の普及が急速に進んでいる

（備考）　 １．総務省「平成２4年通信利用動向調査」より消費者庁作成。
　　　　 ２．�「携帯電話・PHS」には、２009年末以降は携帯情報端末（PDA）も含む。また、２0１0年末以降は「スマートフォン」も含む。
　　　　 ３．「スマートフォン」は「携帯電話・PHS」の再掲。
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ていますが、20歳代～30歳代では53.4％
と半数以上が利用しており、20歳代～30
歳代を中心にスマートフォンの利用が進
んでいます。
　このほか、「タブレット型端末」や
「ゲーム専用端末」、「携帯音楽プレー
ヤー」等もスマートフォンと同様に20歳
代～30歳代の利用率が高い傾向にあり、
総じて若年層を中心に様々な情報通信機
器の利用が進んでいることが分かります
（図表２-１-３）。

　総務省が実施した「平成24年通信利用
動向調査」によると、インターネット利
用率（年齢階層別）は、13～49歳までの
年齢階層では９割を超える高い利用率で
あるのに対し、60歳以上の年齢階層では、
他の年齢階層と比べると低い状況にある
ものの、ここ５年間はおおむね増加傾向
にあります （図表２-１-４）。これは、イン
ターネット利用が高齢者にも普及したこ
とに加え、元々インターネットを利用し
ていた層が高齢化したことによるものと
考えられます。

インターネットの利用率は、60歳
以上でおおむね拡大傾向に

図表２-１-３ 情報通信機器の利用度は若者を中心に高くなっている

（備考）　 １．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（２0１３年度）。
　　　　 ２．�「以下の機器の内、あなたが現在利用している機器を教えてください。（仕事以外で、専ら私的に利用している機器に限る。）」�

との問に対する回答。（複数回答可）
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　我が国のＢtoＣ電子商取引の市場規模
は2005年の3.5兆円から2012年の9.5兆円
となり、７年間で2.5倍以上に増加して
います （図表２-１-５）。また、情報通信産
業GDP（実質）を見ると、1995年は約３兆
円でしたが、2011年には約５兆円へ増加
しています。また、全産業に占める情報
通信産業GDPの割合は、1995年は6.0％
でしたが、2011年には10.5％となり、経
済的にも重要な位置付けとなってきてい
ます （図表２-１-６）。

　インターネットでは様々な商品・サー
ビスの購入・取引、デジタルコンテンツ
の購入や金融取引等が可能となり、実際
に多くの消費者がこうした利便性の高い

インターネット経由の取引を行うように
なっています。
　総務省が実施した「平成24年通信利用
動向調査」によると、インターネットを
経由して購入又は取引した商品・サービ
スの中で最も多かったのは「趣味関連品・
雑貨」と「書籍・CD・DVD・ブルーレ
イディスク」の37.6％、次いで「化粧品、
衣料品・アクセサリー類」と続いていま
す （図表２-１-７）。
　また、デジタルコンテンツの中で最も
多かったのは、「地図情報提供サービス」
が21.2％、次いで「ニュース、天気予報」
の20.4％、「音楽（※デジタル配信され
るもの）」が20.3％と続いており、消費
者がインターネットを経由して様々な分
野の商品・サービス等の取引を行ってい
ることが分かります （図表２-１-８）。
　さらには、一般用医薬品のインター
ネット販売が解禁される予定となってい
る17ほか、不動産取引における重要事項
説明に際しての対面原則についても見直

インターネットを利用した取引が増加、情
報通信産業は経済的に重要な位置付けに

様々な商品・サービスがインター
ネット経由で取引されるように

17�）一般用医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決等を踏まえ、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律
（平成25年法律第103号）が2013年12月13日に公布され、2014年６月12日が施行期日となっている。

図表２-１-４ インターネットの利用率は、６0歳以上の層でおおむね拡大傾向にある

（備考）　 １．総務省「平成２4年通信利用動向調査」。
　　　　 ２．年齢階級別インターネット利用率の推移（個人）、「全体」は ６歳以上人口を指し、「無回答者」を除いて集計。
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図表２-１-５ 電子商取引の市場規模は ７年で２.５倍以上に

（備考）　 １．経済産業省「電子商取引に関する市場調査」。
　　　　 ２．我が国のBtoC電子商取引の市場規模。
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図表２-１-６ GDPに占める情報通信産業の割合は増加傾向

（備考）　総務省　「ICTの経済分析に関する調査」（２0１３年）より消費者庁作成。
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図表２-１-７ 様々な商品・サービスがインターネット経由で取引されるようになってきている（商品・サービス）

（備考）　 １．総務省「平成２4年通信利用動向調査」。
　　　　 ２．インターネットで購入・取引した「商品・サービス」の種類。
　　　　 ３．�対象は、１5歳以上のインターネットからの「商品・サービスの購入・取引」、「金融取引」又は「デジタルコンテンツの購入」経験者。
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27.9

24.7
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10 4020 300
（％）

趣味関連品・雑貨（玩具、ゲームソフト、楽
器、スポーツ用品、文房具など）
書籍・CD・DVD・ブルーレイディスク（電子
書籍などデジタル配信されるものは含めない）

各種チケット・クーポン・商品券（交通機関、
コンサート等のチケット、ギフト券など）
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旅行関係（パック旅行申込、旅行用品購入等）

その他（家具、家電製品、自動車関連部品など）

図表２-１-８ 様々な商品・サービスがインターネット経由で取引されるようになってきている（デジタルコンテンツ）

（備考）　 １．総務省「平成２4年通信利用動向調査」。
　　　　 ２．インターネットで購入・取引した「デジタルコンテンツ」の種類。
　　　　 ３．�対象は、１5歳以上のインターネットからの「商品・サービスの購入・取引」、「金融取引」又は「デジタルコンテンツの購入」経験者。
　　　　 4．「地図情報提供サービス」は交通機関等の乗換案内やルート検索サービスも含む。
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しが検討されることとなっている18な
ど、これまで対面販売が原則となってい
た分野でも、インターネットを経由した販
売方法の導入やその検討が進んでいます。

　従来型の携帯電話（フィーチャーフォ
ン）からスマートフォンへの移行を背景
として、2012年のフィーチャーフォン市

場規模は4,793億円となり、前年比で約2.7
割減となった一方、スマートフォン等市
場規模は約4.6倍の3,717億円となりまし
た （図表２-１-９）。
　スマートフォン等市場の中でも、特に
ゲーム・ソーシャルゲーム等市場規模の拡
大が進んでおり、2012年は前年比約5.4倍
の2,607億円となっています （図表２-
１-１0）。
　このほか、モバイルコマース市場規模
は、１兆4,997億円となり、前年比約1.3

従来型の携帯電話からスマートフォンへの移行を背景として、
スマートフォン等市場やモバイルコマース市場の規模が拡大している

図表２-１-９ スマートフォンへの移行を背景として、スマートフォン等市場やモバイルコマース市場規模が拡大

（備考）　 １．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」（２0１２年）より消費者庁作成。
　　　　 ２．�上記調査において、モバイルコンテンツ市場とは、モバイルインターネット上で展開されるビジネスに係るデジタルコンテンツ

を販売する市場と定義し、「フィーチャーフォン市場」と「スマートフォン等市場」に分けて考えられている。
　　　　 ３．�上記調査において、従来型の携帯電話であり、iモード等の携帯電話向けIPサービスが利用できる端末をフィーチャーフォンと定

義し、フィーチャーフォンに係る公式サイトにおけるキャリア課金代行を主モデルとする音楽・ゲーム等のデジタルコンテンツ
を販売する市場をフィーチャーフォン市場と定義されている。

　　　　 4．�上記調査において、インターネット接続可能なオープンOS上でアプリ、ブラウザ等を用いて汎用的な利用ができる端末をスマー
トフォンと定義し、スマートフォンに係るコンテンツ等（アプリ含む。）のデジタルコンテンツを販売する市場をスマートフォン
等市場と定義されている。

　　　　　　�なお、インターネット接続は可能であるがゲームタイトルのみをダウンロードするゲーム専用端末や、ノートPCの市場は含まな
い。

　　　　 5．�上記調査において、モバイルコマース市場とは、モバイルインターネット上で展開される物販、サービス等に関する市場と定義
されている。
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【図表2―1―10】参照

【図表2―1―11】参照
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18�）「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」（2013年12月20日高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部決定）において、不動産取引の契約に際して宅地建物取引主任者が行う重要事項説明等について
「国土交通省は、インターネット等を利用した、対面以外の方法による重要事項説明について、具体的な手法や課
題への対応策に関する検討に着手し、平成26年６月に中間とりまとめを行い、平成26年中に結論を得て、必要な方
策を講じる。また、契約に際して交付する書面の電磁的方法による交付の可能性についても検討を行い、平成26年
中に結論を得る。」とされている。
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倍となりました。パソコンと同等の表現
力を持ち、携帯電話と同様に時と場所を
選ばずに簡単に利用できるスマートフォ

ンの増加により、ユーザー層、利用機会
ともに拡大しています （図表２-１-１１）。

図表２-１-１0 スマートフォン等向けのモバイルコンテンツ市場規模は、 １年で４.６倍に

（備考）　 １．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」（２0１２年）より消費者庁作成。
　　　　 ２．�ゲーム・ソーシャルゲーム等市場とは、オンラインゲーム、SNS等での課金コンテンツを指し、ア

バター、アイテム等購入可能な道具類を含む。
　　　　 ３．動画・映像配信市場とは、スマートフォン等で利用可能な動画、映像配信コンテンツを指す。
　　　　 4．音楽コンテンツ市場とは、スマートフォン等で利用可能な配信された音楽コンテンツを指す。
　　　　 5．上記 ３及び 4は２0１２年から新規追加された項目であり、２0１１年は「その他」に含まれる。
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図表２-１-１１ モバイルコマース市場規模は、 ３年で１.５倍以上に

（備考）　 １．総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」（２0１２年）より消費者庁作成。
　　　　 ２．物販系市場とは、一般的な通販を対象とした市場を指す。
　　　　 ３．�サービス系市場とは、興行チケット、旅行チケット、航空チケット、鉄道チケット等を対象とした市

場を指す。
　　　　 4．�トランザクション系市場とは、証券取引手数料、オークション手数料、公営競技手数料等を対象とし

た市場を指す。
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　インターネット利用が一般に普及し始
めた当初は、多くの人にとってはウェブ
ブラウザによるウェブサイト閲覧と電子
メールのやりとりが大半でしたが、その
後の技術進歩等により、現在ではイン
ターネットを通じて多種多様なサービス
が提供されるようになっています。中で
も近年成長が著しい分野としては、SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）のような人と人とのコミュニケー
ションを前提としたサービスや、個人の
属性・ウェブ閲覧履歴・購買履歴・位置
情報などのパーソナルデータ19を活用し
たきめ細かなサービスがあります。また、
こうしたサービスは以前のようなパソコ
ンでの利用のみを前提としたものではな
く、携帯電話・スマートフォンにも対応
しているのも最近の特徴の一つです。こ
れらのサービスの充実により個々の利用
者はより効率的、即時的に充実感のある
インターネットの利用が出来ますが、一
方でSNSを通じた対人関係でのトラブル
やパーソナルデータの意図せざる利用・
漏えいなどによる弊害も生じるように
なっています。特に、消費者としてのイ
ンターネット利用に焦点を当てた場合、
こうした新たなウェブサービスにより消

費者トラブルに巻き込まれるケースも増
えています。
　「SNS」とは、ソーシャル・ネットワー
キング・サービス（Social�Networking�
Service（Site））の略で、インターネット
上で友人を紹介しあい、個人間の交流を
支援するサービス（サイト）のことをい
い、「Facebook」や「mixi」などを始め
として多くのサービスが存在します。
SNSの会員は自身のプロフィール、日記、
知人・友人関係等を、ネット全体、会員
全体、特定のグループ、コミュニティ等
を選択の上公開できるほか、SNS上での
知人・友人等の日記、投稿等を閲覧した
り、コメントしたり、メッセージを送っ
たりすることもできるなど、様々なスタ
イルにより利用者間相互のコミュニケー
ションを促進する仕組みが導入されてい
るのも大きな特徴です20。
　このほか、近年ではスマートフォンの
普及により、地図を用いたアプリケー
ションや乗換・歩行案内のアプリケー
ションが広く浸透するとともに、GPSの
位置情報や地図を用いた位置情報サービ
スが多数普及しています。また、従来は
利用者が手元のコンピュータで利用して
いたデータやソフトウェアを、ネットワー
ク経由で、サービスとして利用者に提供
する「クラウドサービス」21などこれまで無
かった新たなサービスが出てきています。

新たなサービスの普及

19�）「パーソナルデータ」は、「個人の行動・状態等に関するデータ」（パーソナルデータの利活用に関する制度見直
し方針の概要）などとされており、個人情報保護法における「個人情報」より広い範囲を含み得る概念。
20�）平成25年版情報通信白書（総務省）（用語解説）。
21�）平成25年版情報通信白書（総務省）（用語解説）によると、インターネット等のブロードバンド回線を経由して、
データセンタに蓄積されたコンピュータ資源を役務（サービス）として、第三者（利用者）に対して遠隔地から提
供するもの。なお、利用者は役務として提供されるコンピュータ資源がいずれの場所に存在しているか認知できな
い場合がある。
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　消費者がインターネットをより日常的
に利用するようになるにつれて、イン
ターネット広告の市場規模も大きくなっ
ています。以前は、不特定多数に広告す
る「マス広告」が主流でしたが、近年で
は、消費者の興味を引くことで広告をよ
り多く見てもらい、その後の消費行動に
つなげるために、ICTを活用して特定の
対象に狙いを定めて広告する「行動ター
ゲティング広告」などターゲティング広

告の手法が発達しています （図表２-１-
１２）。「行動ターゲティング広告」とは、
蓄積されたインターネット上の行動履歴
（ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引
サイト上での購買履歴等）から利用者の
興味・し好を分析して利用者を小集団（ク
ラスター）に分類し、クラスターごとに
広告を出し分けるサービスです22。　
　ターゲティング広告の発達は、広告効
果や利便性について評価される一方、自
らの検索履歴や閲覧履歴等の目的外使用
などプライバシーやセキュリティ上の懸
念・不安を指摘する声も上がっています。

インターネットの広告利用

22�）総務省「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言。
23�）総務省�情報通信政策研究所「行動ターゲティング広告の経済効果と利用者保護に関する調査研究�報告書」（2010
年３月）。

図表２-１-１２ 代表的なターゲティング広告の例２３

ターゲティング広告の種類 特徴・説明

行動ターゲティング広告

行動ターゲティング広告とは、利用者のインターネット利用上の行動履歴に着目
した広告手法である。インターネット利用上の行動履歴とは、ウェブサイトの検
索や閲覧の履歴などを指す。
利用者の行動履歴に着目して、興味関心にあった広告を適切なタイミングで配信
することによって、広告の効果を高めようとするものである。

検索連動型広告

インターネット検索サイトに入力したキーワードに対応する検索結果とともに、
関連する広告を表示するものであり、リスティング広告とも呼ばれる。
検索連動型広告では、利用者が探している情報に関連した広告を効率良く表示す
ることができる。利用者が入力した検索キーワードは、興味関心が高い可能性が
高く、広告をクリックする率が高まることが期待できる。ウェブサイトを探す方
法として検索サイトの利用が定着してきていることから、検索連動型広告の利用
が高まっている。
なお、検索連動型広告の広告料は、入札によって決まるのが一般的である。広告
主は、利用者が入力すると思われる検索キーワードのうち、広告に結びつきそう
なものに入札する。多くの人が入力する検索キーワードほど、検索連動型広告の
表示回数が多くなるが、入札価格の水準も高くなる傾向にある。

属性ターゲティング広告

利用者の好みに合わせてウェブサイトに表示する項目を選べるカスタマイズサー
ビスを提供するサイトでは、ログインIDを使用することが一般的である。このID
会員登録する際に入力した利用者のプロフィールデータ（年齢・性別・居住地な
どの属性）を参考にして広告を配信するものである。

コンテンツ連動型広告

閲覧しているコンテンツ内容に関連する広告を自動的に表示するものである。
広告配信サイトは、利用者が見ているサイトの内容に対応した広告を配信する。
多くの提携サイトを抱える広告配信事業者では、個別に配信広告の設定を行うの
は非効率であることから、サイトの内容を自動的に分析して関連性の高い広告を
表示する仕組が利用されている。
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　インターネットの普及による我が国の
電子商取引市場の拡大や、スマートフォ
ンやタブレット端末等のモバイル機器の
普及を背景として、電子商取引の分野で
は、O2O（Online�to�Offline）と呼ばれる
インターネット上の販売と実店舗による
販売の連携・融合が注目を集め、インター
ネット販売中心の事業者が物流網を強化

したり、数多くの品目を扱ういわゆる
「ネットスーパー」を開設する一方で、
実店舗中心の事業者もインターネットの
活用に積極的になりつつあり、こうした
動きが消費者の消費行動にも影響を与え
ています。
　経済産業省「平成24年電子商取引に関
する市場調査」によると、インターネッ
ト経由で得た情報をきっかけに、店頭に
赴いた経験のある人は半数以上に上って
おり、インターネットから実店舗での消
費行動へと誘導していくO2Oの動きが
活発化しています （図表２-１-１３）。

（ ２ ）情報通信の発達による
消費社会の変化

インターネットから実店舗での消費行動
へと誘導していくO２Oの動きが活発化

図表２-１-１３ 半数以上がインターネット経由で得た情報をきっかけに店頭に赴いた経験あり

（備考）　 １．経済産業省「平成２4年電子商取引に関する市場調査」より消費者庁作成。
　　　　 ２．�「Online�to�Offline」とは、オンライン上で実店舗への訪問を促すという手法や、オンライン上の活

動がオフラインである実店舗でのビジネスにも影響を与えるという概念、
　　　　　　あるいはリアルとネットの融合により相乗効果を狙うという考え方の総称。
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　私たちが商品・サービスを購入・利用
する際の決済手段は、情報通信技術や機
器の発達とともに多様化が進んでおり、
近年では、現金での支払いやクレジット
カード決済に加えて、電子マネーの普及
が進んでいます。
　総務省「家計消費状況調査」によると、
電子マネーの世帯普及率（電子マネーを
持っている世帯員がいる世帯の割合）は、
2008年には24.4％でしたが、2013年には
43.2％まで上昇しています。また、電子
マネーを利用した世帯員がいる世帯の割
合も上昇傾向にあります （図表２-１-１４）。
　また、近年ではインターネットを経由
した取引が増加していますが、こうした
インターネット上での取引における決済

手段も電子化・多様化が進んでいます。
　総務省「平成24年通信利用動向調査」
によると、インターネットで商品・サー
ビスを購入する際に利用される決済手段
としては、「クレジットカード払い（配
達時を除く）」の割合が52.6％と最も多
く、前年と比べてもその割合は増加して
います （図表２-１-１５）。また、インター
ネットで購入した商品・サービスの代金
をコンビニエンスストアカウンターで支
払うことが可能な場合もあり、約３割の
人が利用しています。このほか、商品配
達時の代金引換、銀行・郵便局の窓口・
ATMでの支払い、インターネットバン
キング・モバイルバンキングによる支払
い等、様々な決済手段が用いられるよう
になっています。
　一方、インターネット取引の普及や決
済手段の電子化が、消費者被害の発生に

電子マネー等の普及及びインター
ネット上での決済手段の多様化

図表２-１-１４ 電子マネーの保有世帯の割合は約 ４割

（備考）　 １．総務省統計局「家計消費状況調査」より消費者庁作成。　
　　　　 ２．�電子マネーの保有状況の推移（総世帯）。
　　　　 ３．�電子マネーとは、事前に現金と引き換えに金銭的価値が発行されたICカードやプリペイドカード等

（次の例を参照）の利用をいう。
　　　　例）�Suica、PASMO、nanaco、WAON、楽天Edy、WebMoney、BitCash、クオカードなど。
　　　　　　�なお、デビットカードの利用や、クレジットカードのような後払い方式の決済サービスの利用は含

まない。
　　　　　　�また、バスカードのように特定の商品・サービスしか購入できないプリペイドカード等の利用も含

まない。
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深く関わってくるケースも出てきていま
す。
　例えば、インターネット上の店舗で商
品を購入し、クレジットカードで決済し
たにもかかわらず商品が届かないといっ
た事例や、出会い系サイト（サクラサイ
ト）や、有料メール交換サイト等におい
て、クレジットカード決済によって高額
なポイント等を購入させられてしまった
などの事例が見られます。こうした悪質
な事業者は、消費者からの苦情を発生さ
せるおそれがあるなどの理由により、直
接国内のクレジットカード会社の加盟店
にはなれないことから、海外のクレジッ
トカード会社と加盟店契約を結んだクレ
ジットカード決済代行会社24（以下「決
済代行業者」という。）を経由して行わ
れているものが多く、その場合の契約関
係も複雑化しています。　

　こうした決済代行業者を介している場
合、カード会社による加盟店審査が不十
分となり、結果として悪質な事業者が加
盟店となっているケースがあるため、
カード会社による加盟店審査の厳格化や
加盟店による不良取引の監視等を強化し
ていくことが重要となります。
　また、最近では、クレジットの国際ブ
ランドが付いたプリペイドカード、いわ
ゆる「ブランドプリカ」が使われるよう
になっています。プリペイドカードの一
種であり、未成年者やクレジットカード
を持つことができない層でも簡単に入手
することができるもので、あらかじめ
チャージされた金額の範囲内ではあるも
のの機能としてはクレジットカードと同
様であり、さきに述べたクレジットカー
ド決済と同様の被害が発生する可能性が
あります。

24�）決済代行業者は、アクワイアラー（加盟店契約会社）と加盟店契約を結んで、クレジットカード加盟店となり、
商品等の販売事業者にクレジットカードの利用を可能にしている。

図表２-１-１５ インターネットで購入する際の決済方法は「クレジットカード払い」が５２.６％と最も多い

（備考）　 １．総務省「平成２4年通信利用動向調査」。
　　　　 ２．インターネットを使って商品を購入する際の決済手段。（複数回答可）
　　　　　　�（対象：過去 １年間に、インターネットから商品・サービス購入・取引、金融取引、又はデジタルコンテンツを購入を経験した１5歳
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　情報通信技術や機器の発達により、消
費者によるインターネットを通じた商品
の購入やサービスの利用を通じて、購入
履歴や移動履歴等の莫大なデータが蓄積
されるようになりました。こうしたデー
タは、企業にとって消費者のし好や消費
行動の傾向を読み解く上で重要なデータ
となり、実際に、こうしたビッグデータ25

をマーケティングや商品開発に活用し
て、商品機能やサービスの質的向上を
図っている企業も出てきています。
　一方で、消費者個人に関する大量の情
報が蓄積・利活用されることによる、プ
ライバシー等の面における不安も生じて
います。

　2011年３月11日の東日本大震災の発生
は、ICT利用を促進する大きなきっかけ
となりました。まず、地震発生直後から
電話回線を通じた通話が著しく制限され
る中、インターネットを通じた情報流通
は比較的機能し、また、流通した情報は
広く共有され集合知として活用されると
ともに、協調行動の一助となりました。
　具体的には、ポータルサイト事業者に

より、地震や津波、避難所やライフライ
ン、電力需給、原子力発電所、募金、被
災者支援等の情報をまとめた特設ウェブ
サイトや、安否情報を検索・登録・閲覧
するためのツールが開設され、効果的な
情報収集・提供が行われたり、電気通信
事業者により災害用伝言サービスが提供
され、被災者支援に活用されました。ま
た、業態の異なる事業者間の自主的な取
組・連携により、テレビを受信できない
被災地や海外在住者への災害情報提供を
目的として、動画サイト運営事業者が各
テレビ局の地震関連報道番組をインター
ネット上で同時に放送したり、電子商取
引のウェブサイト運営事業者が地方公共
団体とも連携しながら、被災地の支援物
資のニーズとユーザーの支援申出との
マッチングを実施したりするなど、震災
を契機として従来にはなかった新しい
サービスが登場しました。
　このほか、行政機関や電力会社等が保
有する情報を２次利用しやすい形式
（JPEGやPDFではなくCSV等の形式）
で公表するよう、関係府省庁から要請26

した結果、電力会社が保有する電力需給
情報や計画停電情報等がCSV形式で公
表され、一部先行していたサービスと合
わせ、多様な新しいサービスが登場しま
した。さらに、行政機関によるTwitter
等のソーシャルメディアを利用した情報
発信が活発化しました27。

ビッグデータの活用により、企業
は消費者行動の把握が容易に

震災とICTの活用等

25�）平成25年版情報通信白書（総務省）によると、ビッグデータの概要は以下のとおり。
　・�ビッグデータの定義は依然として曖昧であるが、我が国でも様々な場面で言及され、実際の活用事例も紹介され

るようになってきている。
　・�ビッグデータの特徴について説明すると、データの利用者やそれを支援する者それぞれにおける観点からその捉

え方は異なっているが、共通する特徴を拾い上げると、多量性、多種性、リアルタイム性等が挙げられる。
　・�ビッグデータと一口に言っても、それを構成するデータは出所が多様であるため様々な種類に及んでいる。その

内訳を見ると、POS（Point�of�Sales：販売時点）データや企業内で管理する顧客データといった構造化データもビッ
グデータに含まれるが、最近、注目を集めているのは、構造化されていない多種・多量なデータ（非構造化データ）
がICTの進展に伴い、急激に増加し、かつ、分析可能となっている点にある。

26�）経済産業省から電力会社等の民間企業へ、総務省から行政機関へ要請を実施した。
27）2011年３月13日から首相官邸Twitterが開始された。
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　他方、東日本大震災発生直後のこうし
たICTを活用した情報流通の場面では、
高齢者を始めとした「ICTリテラシー」
（ICT機器を使いこなす力）が劣る人へ
の情報伝達の遅延が見られたほか、避難
所におけるインターネット環境の整備等
に関する地域間格差が発生するなどの課
題も指摘されました。また、「Twitter」
や「Facebook」といったソーシャルメ
ディアが、情報の伝達に大きな影響を与
え、即時性と事実を伝えるメディアに成
長していることが実証された一方で、こ
うしたメディアを経由して得られた断片
的な情報から判断した一部の消費者の行
動により、首都圏のスーパーマーケット

や小売店で米や水等の買占めが発生する
などの問題も発生しました。
　このように、東日本大震災では、イン
ターネットを利用した安否確認や情報収
集が効果的に行われた一方で、消費行動
ではインターネットを活用したソーシャ
ルメディア等が買占めや風評被害の温床
になった場面も見受けられるなど、災害
時のインターネット、ソーシャルメディ
アの利用の在り方が問われました。私た
ち消費者には、特に災害時のような社会
が混乱状態にある場面では、様々な媒体
から情報を取得し、その情報を正しく使
いこなす「情報リテラシー」が求められ
ます。
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情報通信分野、特にインターネッ
トに関する相談は増加
　前節で見たように、携帯電話やイン
ターネットを始めとする情報通信ツール
は、連絡手段や情報収集手段としてのみ
ならず、買い物や交通機関・飲食店等の
各種サービスの予約といった消費活動の
ため、映像・音楽・ゲームなどの教養・
娯楽サービスを楽しむため、さらには
ソーシャルメディアを通じた個人の情報
発信・コミュニケーションツールとして、
今や私たちの暮らしと切り離せないもの
となっています。
　しかしそれに伴い、情報通信に関連す
る新しい消費者トラブルが次々と発生し
ています。携帯電話や光回線など電気通
信サービス契約に関するもの、インター
ネット通販での商品・サービスの購入、
インターネットサイトを利用したアダル
ト情報サイト・出会い系サイト・オンラ
インゲーム等のコンテンツに関するも
の、覚えのない連絡先からの「連絡を下
さい」とのメールや、一方的に送り付け
られる「迷惑メール」、フィッシング等
による個人情報の不正入手など、内容も
多岐にわたっています。
　全国の消費生活センター等に寄せられ
る消費生活相談は、PIO-NETに登録さ
れており、情報通信の利用に関連した相

談も多数寄せられています。例えばイン
ターネット経由の取引がほとんどを占め
る「電子商取引」に関する消費生活相談
を見ると、その件数は年々増加傾向にあ
り、特に2009年度以降大きく増加した結
果、2013年度の相談件数は約20万8,000
件に上り、消費生活相談全体の２割以上
を占めるに至っています （図表２-２-１）。
　この節では、これらの情報通信機器・
サービスやインターネットを利用した電
子商取引に関する最近の主なトラブルに
ついて見ていきます。

通信サービスの普及に伴い、
トラブルも増加傾向に
　近年の情報通信技術の発達に伴い、通
信サービスの普及が進むと同時に、サー
ビスの高度化・複雑化も進展しており、
これらのサービスに関する相談も増加傾
向にあります。全国の消費生活センター
等に寄せられた電気通信サービスに関す
る消費生活相談の状況を見ると、2009年
度には約2.4万件でしたが、2013年度に
は約1.7倍の約４万件へと増加していま
す。また、その内訳を見ると、光ファイ
バーやADSL等の「インターネット接続
回線」や、「モバイルデータ通信」28に関
する相談が大きく増加しています。この
ほか、「携帯電話サービス」に関する相

（ １）情報通信に関連する消費者トラブルの概況

（ ２）情報通信機器・サービス等の契約・利用等に伴う被害・トラブル

情報通信の発達に伴う消費者意識の変化、消費者被害・トラブル等の状況第 ２ 節

28�）データ通信専用の移動端末を使ったインターネット通信や、パソコンを持ち運んで、外出先でインターネットを
利用するためのデータ通信専用の通信契約。
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談も増加傾向にあります （図表２-２-２）。

　電気通信サービスの中でも、特に「イ
ンターネット接続回線」に関する相談件

インターネット接続回線に関する相談が
増加、中でも年代が高い層の相談が多い

図表２-２-２ 通信サービスに関する相談は増加傾向

（備考）　�PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」「モバイルデータ通信」「携帯電話サービス」「他のネッ
ト通信関連サービス」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表２-２-１ 「電子商取引」に関する相談は増加傾向
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（備考）　PIO-NETに登録された「電子商取引」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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数の増加が目立っており （図表２-２-２）、
消費者庁が実施した「消費生活に関する
意識調査」（2013年度）によると、通信サー
ビス29の契約や利用に際してのトラブル
としては、強引な勧誘によるもの、機能・
性能の不足によるもの、説明不十分によ
るものが目立っています （図表２-２-３）。
　また、消費生活センター等に寄せられ
た「インターネット接続回線」に関する
相談の内訳を年齢別に見ると、2009年度
には65歳以上の割合は約15%でしたが、
2013年度には26％以上へ増加しており、

高齢者の相談の割合が増えていることが
分かります （図表２-２-４）。
　また、「インターネット接続回線」に
関する相談を販売購入形態別に見ると、
2009年度以降は「通信販売」の割合が大
きく減少する一方で、「電話勧誘販売」
と「訪問販売」の割合がそれぞれ増加傾
向にあり、販売購入形態にも変化が見ら
れます （図表２-２-５）。
　電気通信サービスの勧誘は、サービス
を提供する電気通信事業者ではなく、「代
理店」が行っているケースがほとんどで

29�）消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）では、携帯電話、PHS、スマートフォ
ン、インターネット回線、インターネット接続サービスを合わせて「通信サービス」としている。
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図表２-２-３ 通信サービスのトラブルは、販売方法や機能・性能、説明不十分に関するものが目立つ

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは過去 3年間に通信サービス（インターネット回線）の契約や利用に関して、トラブルに遭ったこと

はありますか。」との問に対する回答。（複数回答可）

トラブルに遭ったことがない
92.2

トラブルに
遭ったことがある

7.8

29

34

38

38

41

44

44

57

57

59

62

89

不当に高額な利用料金を請求された

虚偽の説明によりだまされて契約した

解約の際にトラブルになった

（％）
0 20 40 60 8010 30 50 70 90 100

トラブルに
遭ったことがある

7.8
トラブルに遭ったことがない

92.2

（人）
0 20 40 60 8010 30 50 70 90 100

オプションサービスなど、不要なサービスを
強制的に付加されて後でトラブルになった
契約書面の未発行や不備によりトラブルに
なった

機種変更やサービス内容変更に際してトラブ
ルになった

機器の故障に対して十分な修理や補償が受け
られなかった

説明が不十分なまま契約して後でトラブルに
なった

機能・性能の不足（回線接続状況など）に対
し十分な改善がなされなかった

訪問勧誘で強引に勧誘された（契約したかど
うかを問わず。）

店舗で強引に勧誘された（契約したかどうか
を問わず。）

電話で強引に勧誘された（契約したかどうか
を問わず。）

（N＝3,000）

（N＝233）
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す。契約先となる事業者と勧誘に関わる
事業者が別で、多くは、電気通信事業者
と代理店契約を結ぶ１次代理店が、更に
他の事業者と代理店契約を結び、実際の
勧誘はこの２次代理店が行うことで、よ

り幅広い勧誘を行っているという仕組み
となっています。中には、３次、４次と
何層にも多階層化している場合があり、
消費者側からは誰と契約を結んでおり、
誰からサービス提供を受けるのか、複雑

図表２-２-４ 「インターネット接続回線」に関する高齢者の相談の割合が増加

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの
登録分）。

　　　　 2．「インターネット接続回線」とは、光ファイバーやADSL等の料金やサービスの内容に関するもの。
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65歳未満 65歳以上 無回答（未入力）

図表２-２-５ 「インターネット接続回線」に関する相談は、「電話勧誘販売」や「訪問販売」によるものが増加

（備考）　 1．PIO-NETに登録された「インターネット接続回線」に関する消費生活相談情報（2014年 4月30日までの登録分）。
　　　　 2．2013年 2月21日以降、特定商取引法の改正により「訪問購入」が新設されている。
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で分かりにくくなっています （図表２-２-６）。
　また、勧誘事業者は契約を獲得すると、
サービスを提供する事業者（電気通信事
業者）から手数料を得ており、「安くな
る」、「お得」であることを強調した勧誘
により、不要な契約を含んだ複数の契約
を同時に結びトラブルとなるケースも見
られます。
　消費者は１つの勧誘事業者に申し込む
だけで様々なサービス・商品を同時に契
約することができますが、契約先となる
事業者はサービスごとに異なる場合が多
く、解約はサービスごとにそれぞれ異な
る契約先との手続が必要になる場合もあ
り、それも分かりにくいものとなってい
ます （図表２-２-７）。
　電気通信サービスの申込・契約に際し
ては、電話や訪問販売による迷惑な勧誘
が繰り返されたり、契約先や契約内容を
記した書面が交付されず、消費者の理解
が不十分なまま、口頭での契約となって
いることや、店舗での購入であっても、
不意打ち性の高い勧誘や説明不足、広告
表示による誤解が生じているケースがあ
り、こうしたことがトラブルの原因に

なっています。
　トラブルに遭わないためには、勧誘さ
れてもすぐに事業者へ返事をせず、契約
内容等をよく確認し、また、必要がなけ
ればきっぱりと断ることが重要です。あ
わせて、価格のみではなく、自身の利用
環境や目的に照らして必要性を十分に検
討することも大切です。

　「携帯電話サービス」に関する相談は
増加傾向にあり （図表２-２-２）、相談内容
としては「契約・解約」に関するものが
全体の約８割と最も多く、次いで「販売
方法」、「接客対応」、「価格・料金」に関
するものが続いています （図表２-２-８）。
　携帯電話（スマートフォンを含む。）
の利用料金には、端末自体の割賦料金、
通信サービスの料金や映像配信サービス
等のオプション契約の料金等が合算され
ていることがあり、また、それらをまた
いだ割引システムも存在するなど、消費
者にとって理解しにくい内容であること

携帯電話サービスに関するトラブルは、
「契約・解約」に関するものが多い

図表２-２-６ 電気通信サービスの勧誘の仕組み（例）

（備考）　�国民生活センター「よく分からないまま契約していませんか？インターネット、携帯電話等の電気通信サー
ビスに関する勧誘トラブルにご注意！」（2014年 3 月 ６ 日公表）より引用。

電気通信サービス提供事業者

１次代理店

２次代理店 ２次代理店 ２次代理店

紹介店（３次代理店）

２次紹介店
（４次代理店）

消費者 消費者 消費者 消費者 消費者

勧誘事業者

加盟店契約
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図表２-２-７ 電気通信サービスの勧誘事業者が行うセット販売と契約先（例）

（備考）　�国民生活センター「よく分からないまま契約していませんか？インターネット、携帯電話等の電気通信サー
ビスに関する勧誘トラブルにご注意！」（2014年 3 月 ６ 日公表）より引用。

プロバイダー事業者

回線事業者

その他事業者
（オプション契約）

勧誘事業者

商品・サービス値引き
キャッシュバック

光回線

インターネット接続サービス

パソコン

オプション（映像サービス） 映像配信会社

オプション（セキュリティ商品） セキュリティ会社

プロバイダー事業者

回線事業者

家電販売事業者

契約先契約したサービス・商品

※契約時、消費者は勧誘事業者に同時に申し込むことができるが、契約先は、
サービス・商品それぞれ、別々の事業者となることが多い。そのため、契約後
の案内、書面、問合せ窓口対応等は、各事業者それぞれ異なる方法で行う。 

図表２-２-８ 「携帯電話サービス」に関する相談のうち、約 ８割は「契約・解約」に関するもの

（備考）　 1．PIO-NETに登録された2013年度の「携帯電話サービス」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．�携帯電話サービス、PHSサービス、自動車電話、衛星携帯電話への加入・利用、パケット料金に関する苦情等を含む。
　　　　 3． 1件の相談について複数種類の分類を行っており、合計は100％を超える。
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があります。こうした複雑な料金体系や、
それによる消費者の理解不足が、利用中
や解約時のトラブルの要因の一つになっ
ているものと思われます。
　また、回線の混雑状況や通信環境によ
り、パンフレット等に表示されている通
信速度が実際には担保されていないこと
や、提供エリア（通信可能なエリア）と
示されていても、電波の届かないところ
（山間部、トンネル、地下など）で通話
できない場合があることによるトラブル
も存在しています。

　消費者庁が実施した「消費生活に関す
る意識調査」によると、携帯電話・ＰＨ
Ｓ、スマートフォンを契約した消費者の
うち、約４割がオプションサービスを付
けられ、後日自身で解除するように求め
られた経験を有していますが、そのうち
約６割強は実際にはそうした条件を付け
られることを望んでいません。また、約
６割強が複雑な解除方法や解除忘れによ
る料金請求等、契約時にオプションサー
ビスを付けて困った経験をしています
（図表２-２-９～２-２-１２）。

携帯電話・スマートフォン等の契約時に付けられ
るオプションサービス30を不満に思う消費者が多い

30�）例えば、スマートフォン等の本体機器を購入する際などに、映像配信サービスやセキュリティサービス等を同時
に契約すること。こうしたオプションサービスを契約することにより、本体価格の割引やキャッシュバック等を受
けることができる場合がある。

４２.４%があらかじめ付けられていた経験あり図表２-２-９

ない　57.6％ ある　42.4％ない　57.6％ ある　42.4％
（N＝1,415）

６５.２%があらかじめ付けら
れることを望んでいない図表２-２-１0
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（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「過去 3年間の携帯電話・PHS／スマートフォンの契約時に、あらかじめオプションサービスが契約の条件として付けられ、後日自

分で解除するように求められた経験はありますか。」との問に対する回答（図表2-2-9）。
　　　　 3．�「あらかじめオプションサービスを付けられることについてどう思いますか。あなたの気持ちに最も近いものを選んでください。」と

の問に対する回答（図表2-2-10）。
　　　　 4．�「あらかじめオプションサービスが付けられていたことで、困ったことはありましたか。」との問に対する回答（複数回答可）（図表

2-2-11、2-2-12）。
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　パソコンや携帯電話などの情報通信機
器に関する相談件数は、スマートフォン
やタブレット端末等のモバイル専用端末
機器の急速な普及とも相まって、近年は
増加傾向にあります （図表２-２-１３）。

　中でもスマートフォンに関する相談は
2011年度以降増加傾向が顕著です。「ス
マートフォン」そのものに関する相談は
2010年度以降目立つようになり、2011年
度で4,762件寄せられました。その後も、
2013年度は9,405件となっていますが、
半期ごとの推移を見ると徐々に横ばい傾
向になってきています （図表２-２-１４）。

　一方、スマートフォンから「アダルト情
報サイト」や「出会い系サイト」等のデジ
タルコンテンツを利用した「スマートフォ
ン関連サービス」の相談は、2011年度下半
期に急増し、その後「スマートフォン」そ
のものの相談件数を大きく上回り、2013年
度は上半期で１万8,479件、下半期は更に
増えて２万4,434件、2013年度全体では
４万2,913件となりました。
　2013年度の相談を年代別で見ると、「ス
マートフォン」、「スマートフォン関連
サービス」とも40歳代が最も大きな割合
を占めています。平均年齢は2010年度か
ら徐々に上昇しており、「スマートフォ
ン」は2010年度には38.0歳でしたが、
2013年度は41.5歳となっています。「ス
マートフォン関連サービス」は、2010年
度は33.6歳でしたが、2013年度は35.3歳
となっており、「スマートフォン」より
平均年齢は低い傾向にあります。

パソコンや携帯電話などの情報通
信機器に関する相談が増加

スマートフォンに関する相談は
増加傾向

図表２-２-１３ 情報通信機器に関する相談件数は、近年は増加傾向

（備考）　�PIO-NETに登録された「電話機・電話機用品」及び「パソコン・パソコン関連用品」に関する消費生活
相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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　スマートフォンは、従来の携帯電話の
持つ通話やメールの機能に加えて、パソ
コンのように様々なソフトウェア（アプ
リ）をインストールできる携帯電話機で
あり、その機能性や利便性の高さから、
近年急速に普及が進んでいますが、普及
とともに機器の不具合によるトラブルも
増加し、中には充電端子の焼損や本体の
発熱といった、重大事故につながりかね
ないトラブルも発生しています。
　「スマートフォンの充電端子の焼損や
本体の発熱等」に関する相談件数は、
2011年度以前にはそれほど見られません
でしたが、2012年度には524件、2013年

度には497件となっており、スマートフォ
ンの普及とともに急増しています。また、
相談件数全体のうち、危害・危険に該当
する相談の割合も増加傾向にあります
（図表２-２-１５）。
　これらの相談には、充電中に充電端子
が焼損してしまった事例や、使用中や充
電中に本体が発熱した事例などがあり、
中にはやけどを負った事例も見られます。
　こうしたトラブルから身を守るために
は、スマートフォンを充電する際は、毎
回充電端子の取扱いに注意し、異常を感
じた場合は直ちに充電を中止する、また、
やけど防止のため、スマートフォンを使
用する際や充電する際は、長時間肌に密
着させないようにするなどの注意が必要
です。

スマートフォンの充電端子の焼損や
機器本体の発熱等に関する相談が急増

図表２-２-１４ スマートフォンに関する相談は、関連サービスの増加が目立つ

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．「スマートフォン」に関する相談とは、具体的には、通信料に関するものや機器の不具合等。
　　　　 3．�「スマートフォン関連サービス」の相談とは、具体的には、スマートフォンを利用したデジタルコン

テンツに関するもの。
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約１0人に１人が過去 3年間にインター
ネットでの取引のトラブル経験あり
　情報通信の発達により私たちの消費生
活は大きく変貌してきていますが、中で
も大きな変化の一つは、インターネット
通販が一般化し、自宅のパソコンや携帯
電話などを使ってインターネット経由で
簡単に注文し、それまで自分で店舗に
行って買っていたようなものでも自宅で
受け取ることができるようになったこと
でしょう。こうしたインターネット経由
の取引は今やあらゆる商品・サービス分
野に及んでおり、大抵のものはインター
ネットで買えるようになったと言っても
過言ではありませんが、それに伴って
様々な消費者トラブルが発生するように
なっています。

　第１節で見たように、インターネット
取引が全体として増加傾向にあるため、
当然消費者トラブルも増加する傾向にあ
ると考えられますが、インターネット通
販等では、表示された商品と実物が異な
るといったトラブルや、返品・解約に関
するトラブルも生じやすくなっていま
す。また、一部のインターネット販売事
業者による不当な二重価格表示が問題に
なったように、インターネット上の不当
表示により、消費者が不利益を被ること
があります。さらに、近年ではインター
ネットの特性を悪用した詐欺的な通販サ
イトや、実在するサイトを模倣したいわ
ゆるなりすましサイトによるトラブルも
発生しています。
　消費者庁が2014年３月に実施した「消
費生活に関する意識調査」によると、過
去３年間にインターネットでの取引にお
いてトラブルに遭った経験のある方は、
全体の12.0％でした （図表２-２-１６）。ま

（ 3）インターネット通販等に関するトラブル

図表２-２-１５ スマートフォンの充電端子の焼損や機器本体の発熱等に関する相談が急増

（備考）�1 ．�PIO-NETに登録された「スマートフォンの充電端子の焼損や機器本体の発熱等」に関する消費生活
相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。

　　　 2．�「携帯電話」「携帯電話サービス」に区分されているもののうち、スマートフォンが関連していると
判別できたもので、「安全」「品質」に関する相談のうち、「過熱」「焦げ」「発煙」「発火」「火災」「熱
変形」「熱傷」などに関するもの。
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た、トラブルに遭った経験のある方に対
し、それがどのようなトラブルかを尋ね
たところ、「偽物や粗悪品が届いた」が
52.8％と最も回答が多く、次に「サービ
スの内容が著しく劣っていた」が20.0％
と続きます。性別で見ると、女性は「サ
ンプルを申し込んだら定期購入扱いにさ
れた」、「注文をキャンセルしたのに代金
が引き落とされた」等が男性に比べ多く
見られます。

　次に全国の消費生活センター等に寄せ
られた「インターネット通販」に関する
消費生活相談情報により、最近のイン
ターネット通販におけるトラブル内容等

を見ていきます。
　「インターネット通販」31の年度別推移
を見ると、2009年度の相談件数は１万
6,890件でしたが、2013年度は５万364件
で約３倍、前年度の2012年度の２万9,667
件に比べても1.7倍と、大幅に増加して
いることが分かります （図表２-２-１７）。
　そのうち、「外国」に関連するものは
2009年度の1,200件から2013年度の１万983
件と９倍以上に増加を続けており、前年度
に比べても２倍以上に急増しています。特
に「外国」に関連するもののうち、支払方
法に注目すると、「前払い」が非常に増加
していることが分かります。これは、後ほ
ど見るように海外の通販サイトではいわゆ
るブランド品の偽物を送る、あるいは最初
から商品を送るつもりがないなど悪質なも
のが増加しており、こうした悪質事業者で

インターネット通販の
消費者トラブルが急増

31�）PIO-NETの「インターネット通販」は商品・サービス双方を含み、2013年度にはサービスが７割以上を占めている。そ
の内訳を見ると「アダルト情報サイト」、「出会い系サイト」、「オンラインゲーム」といったものが上位を占め、一般的な「イ
ンターネット通販」のイメージとはかい離するため、本節では「インターネット通販」のうち「商品」に限定して分析して
いる。なお、「商品」のうち「パソコンソフト」についてはオンラインで入手できるセキュリティソフト等に関するものが多く、
同じく「インターネット通販」のイメージと異なるため、本節では除外している。

図表２-２-１６ 過去 ３年のインターネットでの取引のトラブル経験を有する割合は１２.0％

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは過去 3年間にインターネットでの取引において、トラブルに遭ったことはありますか。ある場合、どのようなトラブルか

選択してください。また、その際に購入・契約した商品・サービスを選択してください。（仕事以外の、専ら私的な利用に限る。）」
との問に対する回答。（複数回答可）
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は、詐欺的行為が発覚する前に代金を確
実に手にすることができるよう銀行振込等
の前払い方式を多用しているものと見られ
ます。
　次に、2013年度の相談を見ていくと、

商品別の構成では洋服、履物、かばん、
アクセサリー等の「被服品」が41.4％と
最も大きな割合を占めています。それに、
腕時計、スポーツ用品等の「教養娯楽品」
が25.5％と続きます （図表２-２-１８）。

図表２-２-１７ 「インターネット通販」に関する相談は２0１３年度に大幅増加

（備考）　1．�PIO-NETに登録された「インターネット通販」のうち、商品別分類が「商品」の範囲であり、「パソ
コンソフト」を除いた消費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

　　　　2.「前払い」とは、「信用供与の有無」が「無」のもの。
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図表２-２-１８ ２0１３年度の「インターネット通販」の相談のうち、「被服品」が ４割を超える

（備考）　�PIO-NETに登録された2013年度の「インターネット通販」のうち、商品別分類が「商
品」の範囲であり、「パソコンソフト」を除いた消費生活相談情報（2014年 4 月
30日までの登録分）。
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　更に商品の分類を細かく見ると、上位
には「商品一般」32のほか、「財布類」、「ハ
ンドバッグ」、「腕時計」等、主にいわゆ
るブランド品に関するものが並びます
（図表２-２-１９）。

　性別や年齢別に見ると、男性が
44.4％、女性が53.2％で女性の割合が大
きく、それぞれ平均年齢が40.4歳、37.4
歳となっています。性別年齢別で見ると、
30歳代女性の相談件数が7,925件と最も
多く、40歳代女性がそれに続いています
（図表２-２-２0）。
　50歳代以上は相談件数が大きく減少
し、年代が上がるほど件数は少なくなっ
ています。また50歳代は性別に見るとほ
ぼ同程度、60歳代以上は男性の方が多く
なっている点も他世代とは異なります。
　さらに性別年齢別に、2013年度の相談
をそれぞれ５位までの上位商品を見てい
くと、性別や年代の特徴が分かります。
　男性では、20歳未満は「電子ゲームソ
フト」が最も多く、その他主にいわゆる
ブランド品の「財布類」や「履物」が上
位に挙がっています （図表２-２-２１）。成
人では20歳代から40歳代は、「腕時計」
が上位で、ほかに「履物」もそれぞれ多

32）何らかの商品に特定できない、あるいは複数種類に関する相談。

図表２-２-１９ ２0１３年度の「インターネット通販」のうち、「財布類」「ハン
ドバッグ」「ジョギングシューズ」等の「被服品」が上位

順位 商品名 件数
1 商品一般 2,６39
2 財布類 2,503
3 ハンドバッグ 1,99６
4 腕時計 1,６7６
5 ジョギングシューズ 1,580
６ 婦人靴 1,507
7 運動靴（全般） 1,012
8 他の健康食品 885
9 身の回り品その他 7６9
10 デジタルディスクソフト 748

（備考）1．�PIO-NETに登録された2013年度の「インターネット通販」
のうち、商品別分類が「商品」の範囲であり、「パソコ
ンソフト」を除いた消費生活相談情報（2014年 4 月30日
までの登録分）。

　　　 2．品目は商品キーワード（下位）。

図表２-２-２0 「インターネット通販」の相談は３0歳代、４0歳代に多い

（備考）　�PIO-NETに登録された2013年度の「インターネット通販」のうち、商品別分類が「商品」の範囲であり、
「パソコンソフト」を除いた消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表２-２-２１ 性別や年齢で「インターネット通販」のトラブル対象商品は異なる

男性 女性
順位 商品名 件数 構成比 順位 商品名 件数 構成比

20歳未満 全体 1,344 100.0％ 20歳未満 全体 1,329 100.0％
1 電子ゲームソフト 109 8.1％ 1 財布類 238 18.1％
2 財布類 79 5.9％ 2 ハンドバッグ ６0 4.６％
3 ジョギングシューズ ６2 4.６％ 3 腕時計 55 4.2％
4 運動靴（全般） ６1 4.5％ 4 婦人靴 50 3.8％
5 バスケットシューズ 58 4.3％ 5 婦人洋服（全般） 47 3.６％

20歳代 全体 3,4６7 100.0％ 20歳代 全体 5,317 100.0％
1 腕時計 231 ６.7％ 1 財布類 ６07 11.4％
2 ジョギングシューズ 220 ６.3％ 2 ハンドバッグ 40６ 7.６％
3 財布類 200 5.8％ 3 婦人靴 312 5.9％
4 運動靴（全般） 143 4.1％ 4 ジョギングシューズ 275 5.2％
5 紳士靴 141 4.1％ 5 腕時計 200 3.8％

30歳代 全体 5,452 100.0％ 30歳代 全体 7,925 100.0％
1 ジョギングシューズ 25６ 4.7％ 1 婦人靴 5６8 7.2％
2 腕時計 233 4.3％ 2 ハンドバッグ 542 ６.8％
3 紳士靴 212 3.9％ 3 財布類 452 5.7％
4 商品一般 201 3.7％ 4 ジョギングシューズ 287 3.６％
5 運動靴（全般） 175 3.2％ 5 商品一般 253 3.2％

40歳代 全体 5,152 100.0％ 40歳代 全体 ６,455 100.0％
1 腕時計 259 5.0％ 1 ハンドバッグ 4６5 7.2％
2 商品一般 253 4.9％ 2 財布類 345 5.3％
3 ジョギングシューズ 147 2.9％ 3 婦人靴 309 4.8％
4 紳士靴 145 2.8％ 4 商品一般 297 4.６％
5 紳士上着 12６ 2.4％ 5 他の健康食品 207 3.2％

50歳代 全体 2,7６7 100.0％ 50歳代 全体 2,792 100.0％
1 商品一般 173 ６.3％ 1 商品一般 210 7.5％
2 腕時計 13６ 4.9％ 2 ハンドバッグ 193 ６.9％
3 テレビジョン ６2 2.2％ 3 他の健康食品 110 3.9％
4 紳士靴 59 2.1％ 4 財布類 94 3.4％
5 ノートパソコン 58 2.1％ 5 婦人靴 8６ 3.1％

６0歳代 全体 1,817 100.0％ ６0歳代 全体 1,149 100.0％
1 商品一般 188 10.3％ 1 商品一般 115 10.0％
2 テレビジョン 72 4.0％ 2 ハンドバッグ ６６ 5.7％
3 腕時計 59 3.2％ 3 他の健康食品 29 2.5％
4 ノートパソコン 5６ 3.1％ 4 財布類 25 2.2％
5 ゴルフクラブ 44 2.4％ 5 テレビジョン 21 1.8％

70歳以上 全体 873 100.0％ 70歳以上 全体 400 100.0％
1 商品一般 141 1６.2％ 1 商品一般 5６ 14.0％
2 テレビジョン 53 ６.1％ 2 他の健康食品 15 3.8％
3 ノートパソコン 24 2.7％ 3 健康食品（全般） 12 3.0％
4 他の健康食品 21 2.4％ 4 デジタルディスクソフト 9 2.3％
5 単行本 18 2.1％ 5 漬物容器 8 2.0％

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された2013年度の「インターネット通販」のうち、商品別分類が「商品」の範囲であり、「パソコンソフト」を除い
た消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。

　　　　 2．品目は商品キーワード（下位）。
　　　　 3．「他の健康食品」とは、主にダイエットサプリメント等。
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くなっています。50歳代、60歳代は「腕
時計」のほか、「テレビジョン」、「ノー
トパソコン」等の電気機器の「教養娯楽
品」が見られます。70歳以上は、身に着
ける商品ではなく、「健康食品」が上位
に挙がっています。
　女性では、20歳未満は約２割が「財布
類」となっており、「ハンドバッグ」、「腕
時計」と続いています。20歳代から40歳
代では「財布類」や「ハンドバッグ」、「婦
人靴」や「ジョギングシューズ」等の「履
物」、「腕時計」等、主にいわゆるブラン
ド品関連の商品が中心であることが分か
ります。年代が上がると、サプリメント
等の「他の健康食品」が見られるように
なります。

　企業活動がグローバル化し、また消費

者がインターネット経由で気軽に海外事
業者と取引ができるようになったことに
より、海外事業者と国境を越えて取引（越
境取引）する経験や、それに伴うトラブ
ルの経験が増えています。国民生活セン
ターが2013年９～10月に実施した「国民
生活動向調査」によると、インターネッ
トでの購入経験者のうち、この３年間に、
インターネットを使った海外通販で、海
外から直接商品やサービスを購入した経
験がある場合は13.9％という結果でした
（図表２-２-２２）。性別年代別では、女性
は30歳代が21.6％、男性では40歳代が
18.3％と最も高くなっています。イン
ターネットでの海外通販の購入経験者の
うち「トラブルを経験した」割合は8.6％
で、約１割近くがトラブルに遭っている
という結果となりました。
　消費者庁では、2011年11月より「消費者
庁越境消費者センター（CCJ：Cross-Bor-
der�Consumer�Center�Japan）」を開設し、

越境取引に関する相談は
増加傾向

図表２-２-２２ 過去 ３年のインターネットでの海外通販の購入経験は １割強、トラブル経験はそのうちの約 １割

（備考）　 1．�国民生活センター「第41回国民生活動向調査」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは、この 3年間に、インターネットを使った海外通販で、外国から直接、商品やサービスを購入した

ことはありますか。（○は 1つ）」との問に対する回答。
　　　　 3．�上記の設問に「海外通販で買ったことがある」とした回答者への「海外通販の購入で、トラブルを経験した

ことはありますか。（○は 1つ）」との問に対する回答。

ある
13.9％

ある
8.6％

ない
86.1％

ない
87.3％

ある
13.9％

ある
8.6％

ない
86.1％

ない
87.3％

無回答
4.1％

インターネットでの購入経験者
（N＝1,753）のうち、海外通販
での購入経験

海外通販での購入経験者（N＝244）のうち、
トラブルに遭った経験
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海外ショッピングでトラブルに遭った消費
者からの相談を受け付けています。2013年
度に受け付けた相談は4,508件となり、2012
年度の2,490件を大幅に上回っています（詳
細は第４章第１節参照）。取引類型別で見
ると、「電子商取引」が4,383件となっており、
2012年度の2,363件から約1.9倍、２千件以
上増加し、構成比に占める割合でも94.9％
から97.2％へと大きくなっています。
　そこで、以下では「電子商取引」に関
するCCJへの相談について、相談の傾向
を様々な角度で見ていきます。まず、
2013年度の相談について、相談者の性別
に見ると、男性が48.8％、女性が50.6％
でほぼ半々でした。相談件数を性別年代
別に見ると、30歳代女性が最も多く、男
性では40歳代が最も多くなっています。
また、40歳代までは女性が男性を上回っ
ていますが、50歳代以上は男性の方が女
性より多くなっています （図表２-２-２３）。

　商品・サービス類型別の構成比を見ると、
2013年度は「衣類」、「履物」、「身の回り品」33

といった被服品が2012年度同様、約６割を占
めています。そして、2013年度は2012年度に
比べ、「履物」や「身の回り品」、「ソフトウェ
ア」の割合が大きくなっています。一方、「衣
類」や「趣味用品」34の構成比は前年度に比
べ小さくなっています （図表２-２-２４）。

　2013年度の相談における事業者につい
て、その所在国／地域別に見ると、「中
国」、「アメリカ」の２国で全体の半分を
占めています。前年度からの動きとして
は、2012年度２位であった「中国」の割
合が大幅に増えて第１位となり、第１位
であったアメリカの割合が小さくなって
いることが確認できます （図表２-２-２５）。

中国の事業者のインターネット通販ト
ラブルが急増し全体の１ / 3を占める

33�）バッグ、腕時計、装飾品等を含み、いわゆる有名ブランド品であることが多い。
34�）ゴルフ用品、釣り用品、モータースポーツ用品等の「スポーツ用品」や、カメラ、ヘッドフォン、DVD等の「音
響／映像用品」、「スマホ／タブレット端末」等。

図表２-２-２３ 相談は女性では３0歳代、男性では４0歳代が最も多い

（備考）2013年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた「電子商取引」に関する相談。

0

（件）

100

200

300

400

500

600

700

800

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

男性 女性

59 84

399

570
525

670

565 570

339

230

154

61 56
1611 1

68



　トラブル類型別構成比では、2012年度
は「模倣品到着」35が22.9％で、「商品未
到着」、「解約」に関するトラブルがそれ
に続いていましたが、2013年度は「詐欺
疑い」36が36.3％と大幅に増え、「模倣品
到着」と合わせると６割を占めるに至っ
ています。一方「商品未到着」37の割合
が小さくなっています （図表２-２-２６）。

　2013年度のトラブル類型で大きな割合
を占める「模倣品到着」、「詐欺疑い」に
ついて、事業者の所在国／地域別に見る
と、「模倣品到着」のうち75.1％、「詐欺
疑い」のうち40.4％と、所在国/地域が
不明のものを除くとほとんどが中国の事
業者であり、「模倣品到着」、「詐欺疑い」
ともに中国が他国に比べ突出しているこ

35）広義には詐欺と考えられるが、模倣品到着に関する事実と傾向を把握するため、区別している。
36�）注文及び決済の事実が確認できるにもかかわらず、何も届かないまま事業者とのコミュニケーションが途絶え（又
は事業者が合理的な応対をしない）、なおかつ事業者の実態が正確に把握できない相談を指す。
37）事業者の存在実体が確認できる場合にこのカテゴリを使用しており、この点で「詐欺疑い」とは異なる。

図表２-２-２４ 商品・サービス類型別では「履物」、「身の回り品」等が増加

（備考）2012-2013年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた「電子商取引」に関する相談。
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図表２-２-２５ 事業者の所在国/地域別で見ると中国が大きな割合となり、アメリカは小さくなっている

（備考）　2012-2013年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた「電子商取引」に関する相談。
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とが分かります。
　さきに見た図表２-２-２５と合わせて見る
と、2013年度に相談件数が大幅に増加し
た主な要因は、中国の事業者による「模
倣品到着」、「詐欺疑い」に代表されるト
ラブル類型に関する相談が増えたものと
言えます。
　さらに、2013年度の相談の事業者の所
在国／地域の中で、「中国」、「アメリカ」、
「欧州」を取り上げ、それぞれのトラブ
ル類型別に構成比を見ると、国によって
明らかな違いが見られます。「中国」では、
「模倣品到着」が52.9％と最も大きな割
合を占め、「詐欺疑い」41.9％を合わせ
ると９割を超えていて、中国の事業者に
関するほとんどのトラブルがこれらに該
当しています。
　「アメリカ」で最も大きな割合を占め
るのは「解約」で53.0％となっており、「商

品未到着」が24.1％と続きます。「解約」
の主な内容は、アメリカ発のインター
ネットサービスやダウンロードソフト
ウェア、旅行予約サイト等に関する相談
で、サービスに関するものです。
　「欧州」では、「商品未到着」が36.4％で、
いわゆる通常の海外通販サイトでの商品
購入時のトラブルが中心です。それに次
ぐ31.6 ％ の「解 約」 は、2012年 度 の
12.5％から大幅に増加していますが、こ
れはダウンロードソフトウェアの解約に
関する相談が増加したことが大きな要因
です。

　決済手段別に構成比を見ると、「クレ
ジットカード」が2012年度の51.8％から

海外通販サイトでは銀行振込から
トラブルにつながることが多い

図表２-２-２６ 「模倣品到着」、「詐欺疑い」が２0１２年度に比べ大幅に増加しており、中国関連が多い

（備考）　2012-2013年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた「電子商取引」に関する相談。
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2013年度は39.3％へと割合が減少してお
り、代わりに「金融機関振込」の割合が
2012年度の40.0％から2013年度は55.8％
と、大幅に増加しています （図表２-２- 
２７）。
　トラブル類型別では前述のとおり「模
倣品到着」、「詐欺疑い」が増加していま
すが、これらの多くは、模倣品・詐欺関
連サイトとは知らずに商品を申込み、「銀
行振込のみを支払い手段として指定され
ているため銀行振込をしたが、商品が届
かない（又は模倣品が届いた）」といっ
たケースです。そのため、これらの「模
倣品到着」及び「詐欺疑い」に用いられ
た決済手段では、2013年度は「クレジッ
トカード」が14.9％、「金融機関振込」
が83.7％となっており、このようなトラ
ブルの増加が決済手段の構成比の変化に
も影響していることが分かります。

　以上見てきたように、ここ１～２年で
海外通販サイト、特に中国の事業者に関
する相談が急増しています。これらのト
ラブルになっている事業者の中には、模
倣品を送るもの、最初から商品を送るつ
もりのないものなど詐欺的なものも多
く、また一度代金を支払ってしまうと取
り戻すのが難しく、連絡先が分からずに
交渉もできないようなケースが多く見ら
れます。したがって、特に前払いで契約
するような場合には、その事業者が信頼
できる事業者なのか、消費者一人一人が
見極める必要があります。
　このような詐欺的な海外通販サイトの
特徴として、「事業者の住所・電話番号
等の表記がない」、あるいは「表記が不
完全」、「事業者の実態が不明で、連絡手
段が電子メールのみで相手からの返信が
ないと連絡が取れない」、「正規販売店の

海外通販サイトで
トラブルに遭わないために

図表２-２-２７ 決済手段別で見ると「金融機関振込」割合が大きく増加している

（備考）　2012-2013年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた「電子商取引」に関する相談。
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販売価格よりも極端に値引きされてい
る」、「サイトの日本語の表記に不自然な
点が見られる」、「支払い手段が銀行振込
のみとなっており、クレジットカードが
利用できない」、「銀行口座の名義が屋号
やネットショップ名を含まない個人名だ
けになっている」などの傾向が見られま
す。
　消費者は怪しいと思ったら利用を避
け、また既に振り込んでしまった後で詐
欺と気付いた場合は直ちに警察等へ相談
するといった対応が被害の未然防止・被
害回復のために重要です。また、少しで
も分からないことや不安なことがあれ
ば、消費生活センター等へ相談してくだ
さい。

　また、インターネット通販による商品
の購入のみならず、サービスの分野でも
インターネットを通じた予約・契約が普
及しています。例えば鉄道や飛行機など
の交通機関の予約や、ホテル等の宿泊施
設の予約、映画・コンサートなどのイベ
ントチケットの購入は今やインターネッ
トで行うことが当たり前になっており、
株式取引や外国為替証拠金取引といった
金融取引もインターネットで行うことも
一般化してきています。さらには、こう
した取引を簡単・便利に行うためのウェ
ブサービスも充実しています。一方で、
インターネット通販同様に、これらの取
引は非対面で行われるものであり、それ
に伴い従来にないトラブルも発生するよ

うになっています。

　共同購入型クーポンサイトは、昔から
ある「共同購入」の仕組みをクーポンに
応用しており、ユーザーが他のユーザー
と共同でクーポン券を購入すれば、通常
よりも安い料金で商品やサービスの提供
を受けることができます。クーポンの販
売数量や販売時間が限定されており、時
間内に一定の人数がクーポンを購入すれ
ば契約が成立しますが、一定時間内に最
低販売数に購入枚数が届かなければ契約
は成立しないシステムとなっていま
す38。また、一般に「通常価格」と「割
引価格」の「二重価格表示」が行われて
います39。
　2010年頃からこうした共同購入型クー
ポンサイトが急速に増えており、それに
伴って、様々な消費者トラブルが起きて
います。記憶に残る事例としては、2011
年の正月に発生したおせち問題があり、
消費者庁は同年２月におせちを販売した
株式会社外食文化研究所に対し景品表示
法違反で措置命令を出すとともに、クー
ポンを販売したグルーポン・ジャパン株
式会社にもサイト運営上留意するよう求
めました。また、同年10月に公表された
「インターネット消費者取引に係る広告
表示に関する景品表示法上の問題点及び
留意事項」において、事業者が留意すべ
き点を取りまとめました。このような表
示と実際のサービスの相違に関するトラ
ブルのほか、「予約が一杯と言われ、クー

サービス分野等におけるインター
ネット予約・契約等のトラブル

共同購入型クーポンサイトに関す
るトラブルが増加

38�）商品・サービスの価格を割り引くなどの特典付きのクーポンを、一定数量、期間限定で販売するビジネスモデル
をフラッシュマーケティングと呼ぶ。
39�）ただし、後述のおせちのように、「季節もの」など極めて短期間に販売される商品については、「通常価格」とい
うものは存在せず、二重価格表示を行った場合には景品表示法違反となる可能性がある。
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ポンが利用期限内に利用できなかった」
「クーポンの発行元が倒産した」「１人
１枚限りしか使えないクーポンを複数枚
購入してしまった」といった相談も多く
寄せられています。
　こうしたトラブルに遭わないよう、消
費者がサイトの仕組みを理解し、事前に
返品等の条件をよく確認してからクーポ
ンを購入することが必要です。また、事
前に利用予定の店の評判を確認しておく
ことも重要です。

　第１節でも取り上げたように、消費者
は様々な商品・サービスに加え、音楽、
画像、映像、書籍、ゲームなどの様々な
教養娯楽サービス等を、インターネット
を経由してデジタルコンテンツとして直
接自分のテレビ、パソコン、携帯電話等
に取り込み、楽しむことができるように
なっています。しかしながら、それらの
デジタルコンテンツの普及に伴う消費者
トラブルも発生しています。
　ここでは、デジタルコンテンツのうち、
主に消費者トラブルの多い分野であるオ
ンラインゲームとアダルト情報サイトに
関するトラブルや消費者の意識について
見ていきます。

①�オンラインゲームに関する消
費者トラブルや消費者意識

　オンラインゲームとは、インターネッ
トに接続して利用するゲームを指しま
す40。ゲームの基本部分は無料で、ゲー
ムをより有利に進めるための多くのオプ
ション（アイテム等）が有料で提供され
る形式のものが一般的となっています。
　「オンラインゲーム」に関する消費生
活相談は近年増加傾向にあり、2013年度
の総数は5,827件でした。このうち、未
成年者に関する相談件数は、2010年度以
降、毎年度約２倍のペースで増加してお
り、2013年度は2,439件と全体の約４割
を占めています （図表２-２-２８）。
　未成年者に関する相談の詳細を見る
と、2012年度から2013年度にかけて未就
学児の相談が約3.6倍、小学生（低学年）
の相談が約2.4倍、小学生（高学年）の
相談が約2.1倍、中学生の相談が約1.8倍
と増えており、低年齢化が進んでいるこ
とがうかがえます。一方、高校生以上の
相談は横ばいとなっています。また、女
子より男子の相談が圧倒的多数を占めて
います （図表２-２-２９、 図表２-２-３0）。

（ ４）デジタルコンテンツの普及とそれに伴う消費者トラブル

未成年者のオンラインゲームに
関するトラブルが急増

40�）パソコンや携帯電話など、機器を問わず、インターネット回線を通じたゲームすべてを含む。ソーシャルゲーム、
アプリ型ゲーム等を含む。ゲームをする際にインターネット接続が必要なものを指し、単にインターネット経由で
ダウンロードしただけのものは含まない。
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図表２-２-２８ 未成年者のオンラインゲームに関するトラブルが急増している

（備考）　PIO-NETに登録された「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表２-２-２９ 小学生（高学年）・中学生のトラブルが大幅に増加

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された契約当事者が20歳未満の「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月
30日までの登録分）。

　　　　 2．�この図表では、PIO-NETにおける学生の区分を使用せずに、契約当事者が 7 ～ 9歳を「小学生（低学年）」、10
～12歳を「小学生（高学年）」、13～15歳を「中学生」、1６～18歳を「高校生」、19歳を「大学生等」としている。
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　2013年度の「オンラインゲーム」に関
する相談の全体の平均契約購入金額は、
約21.3万円であったのに対し、未成年者
の場合は約23.3万円であり、未成年者の
方がやや金額が大きくなっています。
　また、契約購入金額が10万円以上の相
談の割合を見ると、全体では2009年度の
12.6％から2013年度は33.6％と約2.7倍の
増加ですが、未成年者の場合は2009年度
の15.6％から2013年度は54.4％と約3.5倍
に増加しており、未成年者の契約購入金
額がより高額化していることがうかがえ
ます （図表２-２-３１）。

　2013年度の相談の内容41を見ると、「契
約・解約」に関するものが非常に多く、
全体では81.9％、未成年者では95.0％を
占めています。以下、「販売方法」（全体
53.1％、未成年者56.9％）、「価格・料金」
（全体26.7％、未成年者35.7％）と続き
ます。
　具体的な事例としては、「中学生の息
子が親のクレジットカードを無断で利用
し、ゲームのアイテムを高額購入してい
た」「子どもに頼まれオンラインゲーム
上でカード番号と暗証番号を入れた。一
度限りではなくその後も有効で高額な費
用を請求された」等といった課金に関す
る相談、特にクレジットカード決済をめ
ぐる相談が多く見られます。
　また、「オンラインゲームで事業者側

未成年者のトラブルは
契約購入金額も高額化

クレジットカード決済に関する
相談が多数

41�）１件の相談について複数種類の分類を行っており、合計は100%を超える。

図表２-２-３0 女子より男子の相談が圧倒的多数を占める

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された2013年度における契約当事者が20歳未満の�「オンラインゲーム」に関する消費生活相談
情報�（2014年 4 月30日までの登録分）。

　　　　 2．�この図表では、PIO-NETにおける学生の区分を使用せずに、契約当事者が 7 ～ 9歳を「小学生（低学年）」、10
～12歳を「小学生（高学年）」、13～15歳を「中学生」、1６～18歳を「高校生」、19歳を「大学生等」としている。
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からアカウント停止された。身に覚えが
無く、調査を依頼しても具体的な理由も
教えてくれない」「相次ぐ仕様変更によ
るバグやサーバーダウンが多く、苦情へ
の対応も悪い」「パソコンのオンライン
ゲームで特定のアイテムを入手するため

電子くじを購入したが、一定の確率で出
るはずのアイテムが入手できない」と
いった相談も寄せられています。
　ここからは、特に相談が急増している
未成年者のオンラインゲーム利用につい
て、利用実態や保護者の意識を見ていき

図表２-２-３１ 未成年者のトラブルは契約購入金額も高額化

（備考）　PIO-NETに登録された「オンラインゲーム」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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ます。

　消費者庁が行った「消費生活に関する
意識調査」によると、未成年者の子ども
のいる家庭では、どの年齢の子どもを持
つ保護者でも、半数以上が子どもとの間
で何らかの利用ルールを定めており、年
齢別に見ると、未就学児（４～６歳）、
小学生（低学年）の子どもの場合は「利
用時間を制限する」、小学生（高学年）
以上の子どもの場合は「課金が必要なオ
ンラインゲームを行わせない」が最も多く
設定されているルールです （図表２-２-３２）。

　ただし、消費者トラブルの主な原因と
なっている課金に関するルールの設定割
合を見ると、「課金が必要なオンライン
ゲームを行わせない」は最も多く設定さ
れている小学生（高学年）で57.2％、「保
護者向けのメッセージを保護者に確認さ
せる」は小学生（高学年）で19.9％、「課
金額を制限する」は高校生で9.6％となっ
ており、必ずしも割合が大きいとは言え
ません。

　課金等に必要なパスワードの管理につ
いては、子どもが中学生以下の場合は保

どの年齢の子どもを持つ保護者でも、
半数以上が何らかの利用ルールを定めている

小学生高学年では約 ２割、低学年以下でも約１割
の子どもが課金等に必要なパスワードを把握

図表２-２-３２ どの年代の子どもを持つ保護者でも、半数以上が何らかの利用ルールを定めている
（N＝3,000）

未就学児（ 4～ ６歳） 小学生（低学年） 小学生（高学年） 中学生 高校生 大学生・その他
ルールの内容 （%） ルールの内容 （%） ルールの内容 （%） ルールの内容 （%） ルールの内容 （%） ルールの内容 （%）

第 1位 利用時間を制
限する ６６.9� 利用時間を制

限する ６６.7�

課金が必要な
オ ン ラ イ ン
ゲームを行わ
せない

57.2�

課金が必要な
オ ン ラ イ ン
ゲームを行わ
せない

53.9�

課金が必要な
オ ン ラ イ ン
ゲームを行わ
せない

44.６�

課金が必要な
オ ン ラ イ ン
ゲームを行わ
せない

34.６�

第 2 位

課金が必要な
オ ン ラ イ ン
ゲームを行わ
せない

37.2�

課金が必要な
オ ン ラ イ ン
ゲームを行わ
せない

4６.7� 利用時間を制
限する 5６.3� 利用時間を制

限する 44.9� 利用時間を制
限する 22.2� 個人情報を書

き込ませない 20.1�

第 3 位

保護者がいな
い際にオンラ
インゲームを
行わせない

35.5�

保護者がいな
い際にオンラ
インゲームを
行わせない

30.3� 個人情報を書
き込ませない 30.2� 個人情報を書

き込ませない 32.６� 個人情報を書
き込ませない 21.7� 利用時間を制

限する 12.4�

第 4 位 利用場所を制
限する 14.8� 利用場所を制

限する 22.0� 利用場所を制
限する 20.６� 利用場所を制

限する 17.7� 課金額を制限
する � 9.６� 課金額を制限

する � 9.4�

第 5 位
利用曜日・時
間帯を制限す
る

14.8�
利用曜日・時
間帯を制限す
る

21.7�

新たにダウン
ロードや課金
をする際には
オ ン ラ イ ン
ゲームの内容
をよく確認し、
保護者の判断
が必要なメッ
セージが画面
に出たときに
あなた（又は
他の保護者）
に確認させる

19.9�

新たにダウン
ロードや課金
をする際には
オ ン ラ イ ン
ゲームの内容
をよく確認し、
保護者の判断
が必要なメッ
セージが画面
に出たときに
あなた（又は
他の保護者）
に確認させる

15.4�

新たにダウン
ロードや課金
をする際には
オ ン ラ イ ン
ゲームの内容
をよく確認し、
保護者の判断
が必要なメッ
セージが画面
に出たときに
あなた（又は
他の保護者）
に確認させる

8.8� 利用場所を制
限する � ６.4�

特に決
めてい
ない

12.4� � 7.1� 10.1� 1６.8� 32.2� 44.4�

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「お子さんとあなた（又は他の保護者）の間でオンラインゲームに関してどのようなルールを決めていますか。」との問に対する回答。

（複数回答可）
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護者のみが管理している割合が最も大き
く、高校生以上の場合では子どものみが
管理している割合が最も大きくなってい
ます。一方、小学生（高学年）では約２
割、小学生（低学年）や未就学児（４～
６歳）でも約１割の子どもがパスワード
を把握しており、課金トラブルにつなが
る可能性が懸念されます （図表２-２-３３）。

　クレジットカードの管理については、
「全てのカードやカード番号が分かりそ
うなものを、子どもが一切触ることがで
きないようにしている」と回答したのは、
中学生の保護者が52.8％と最も多くなっ
ていますが、どの年齢の子どもを持つ保
護者でも約４～５割程度にとどまってお
り、クレジットカードの管理があまり厳
密にされていないことがうかがえます
（図表２-２-３４）。

クレジットカードの管理を厳密に
行っている保護者は約 ４～ ５割

図表２-２-３３ 小学生（高学年）では約２割、小学生（低学年）以下でも約１割の子どもが課金等に必要なパスワードを把握

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「インターネットを経由したオンラインゲームのダウンロードや課金のために必要なパスワードは誰が知っていますか。」

との問に対する回答。

1.3

0 100
（％）

908070605040302010

83.883.8

81.181.1

70.970.9

47.347.3

21.321.3

11.111.1 73.173.1 14.514.5 1.3

58.058.0 17.317.3 3.53.5

27.727.7 20.420.4 4.64.6

8.98.9 14.014.0 6.26.2

4.34.3 6.36.3 8.38.3

4.54.5 5.95.9 5.95.9
10.4％

10.6％

22.9％

48.1％

75.3％

87.6％
大学生・その他

高校生

中学生

小学生（高学年）

小学生（低学年）

未就学児（４～６歳）

（N=3,000）

保護者（回答者自身含む。）のみ お子さんのみ 
お子さんと保護者（回答者自身含む。） それ以外 
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図表２-２-３４ クレジットカードの管理を厳密に行っている保護者は約 ４～ ５割

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたはお子さんがクレジットカードを勝手に利用しないよう、又はお子さんにクレジットカードの番号を知られないよ

うに気を付けていますか。」との問に対する回答。

0 100
（％）

908070605040302010

37.237.2

31.631.6

33.033.0

32.232.2

35.035.0

45.345.3 6.46.4 5.15.1 43.243.2

6.66.6 5.85.8 52.552.5

6.86.8 8.28.2 52.852.8

8.58.5 7.67.6 50.850.8

10.910.9 9.39.3 48.248.2

10.010.0 4.84.8 47.947.9

大学生・その他

高校生

中学生

小学生（高学年）

小学生（低学年）

未就学児（４～６歳）

特に気を付けていない 
子どもが触らないよう（子どもに知られないよう）気を付けているが、全
てのカードを子どもが勝手に触ることができる（番号を知ることができ
る）状態にある 
子どもが触らないよう（子どもに知られないよう）気を付けているが、一
部のカードを子どもが勝手に触ることができる（番号を知ることができ
る）状態にある 
全てのカードやカード番号が分かりそうなものを、子どもが一切触ること
ができないようにしている

（N=3,000）
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　オンラインゲームへの課金に関し、ク
レジットカード等の請求明細を発行され
る都度必ず確認している保護者は全体の

約８割を占めます （図表２-２-３５）。一方、
子どもがオンラインゲームで課金される
プレイを行った後に必ず課金状況を確認
している保護者は３割強にとどまってい
ます （図表２-２-３６）。

請求明細は必ず確認していても、課金の都
度課金状況を確認している保護者は少ない

図表２-２-３５ 請求明細を発行される都度必ず確認している保護者は約 ８割

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたのお子さんがオンラインゲームにかける金額は月平均でどのくらいですか。」との問に「 0円以外」、かつ、「あなたのお子

さんのオンラインゲーム利用による課金の支払は主にどの方法で行われていますか。」との問に「クレジットカード払い」又は「キャ
リア決済（携帯電話／スマートフォンの通話料と一緒に支払う）」と回答した人に対して、「あなたは請求明細を確認していますか。
確認している場合、その頻度を回答してください。」との問に対する回答。

〈クレジットカード払い〉（N=219） 〈キャリア決済〉（N=135）

84.7％84.7％84.7％

9.2％9.2％9.2％

2.5％ 3.7％
5.0％

6.3％

確認していない

78.8％78.8％78.8％

10.0％10.0％10.0％

クレジットカード
明細の発行時（月
１回）に必ず確認
している
２～３か月に１回
は確認している
それ以下の頻度だ
が確認している

確認していない

携帯電話／スマート
フォンの通話明細の
発行時（月１回）に
必ず確認している
２～３か月に１回
は確認している
それ以下の頻度だ
が確認している

週１回は
確認している

12.2％

週１回は
確認している

12.2％

月２～３回は
確認している

10.5％

それ以下の頻度で
確認している
    13.5％

確認していない
30.4％

確認していない
30.4％

課金されるプレイ
を行った後は必ず
確認している

33.4％

課金されるプレイ
を行った後は必ず
確認している

33.4％

（N=587）

（備考）　 1．�消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたのお子さんがオンラインゲームにかける金額は月平均でどのくらいで

すか。」との問に「 0円以外」と回答した人に対して、「あなたはどのくらいの
頻度で自分でオンラインゲームにログインして課金状況を確認していますか。」
との問に対する回答。

図表２-２-３６ 課金されるプレイを行った後に必ず課金状況を確認している保護者は ３割強
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　未成年者によるオンラインゲームへの
課金が社会問題化していることを受け、
複数のゲーム会社では未成年者保護の取
組として「月々の課金上限額設定」42や
「課金制限機能（ペアレンタルコントロー
ル等）」43を導入していますが、消費者庁
が行った「消費生活に関する意識調査」

によると、この「月々の課金上限額設定」
を子どもに必ず利用させている保護者は
２割以下にとどまっており、また、「課
金制限機能（ペアレンタルコントロール
等）」は約１割程度の保護者しか設定し
ていません。いずれも保護者が男性であ
る方が知っている割合が大きく、対応し
ている傾向があります （図表２-２-３７、２-
２-３８）。

ゲーム会社が行う未成年者保護
の取組はあまり知られていない

42�）オンラインゲーム利用時に正しい生年月日を入力することで、未成年のユーザーに対してゲーム会社が定めた
「月々の課金上限額」が自動的に適用される仕組み。
43�）決済のタイミングごとやゲームごとに保護者しか知らないパスワード等を用いて、課金の上限額を設定できる機
能。

図表２-２-３７ 「月々の課金上限額設定」を必ず利用させている保護者は ２割以下

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは複数のゲーム会社が未成年者保護の取組として行っている「月々の課金上限額設定（※）」を御存知ですか。

また、あなたはその機能を使用するために必要な設定を行っていますか、又は行わせていますか。（※）オンライン
ゲーム利用時に正しい生年月日を入力することで、未成年のユーザーに対してゲーム会社が定めた「月々の課金上
限額」が自動的に適用される仕組み。」との問に対する回答。

0

19.719.7

14.614.6 3.13.1 21.721.7 60.660.6

4.24.2 26.326.3 49.849.8

100
（％）

80604020

「月々の課金上限額設定」について知っており、正しい生年月日を入力す
るように注意しているが、子どもが正しい生年月日を入力していない可能
性がある

「月々の課金上限額設定」について知っており、必ず正しい生年月日を入
力させるようにしている（回答者自身が正しい生年月日を入力している場
合も含む。）

「月々の課金上限額設定」について聞いたことがあるが、必要な設定につ
いて知らない
「月々の課金上限額設定」について聞いたことがない

保護者（女性）

保護者（男性）

（N＝3,000）
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　オンラインゲームに関する何らかの教
育に対するニーズはどの年齢の子どもを
持つ保護者においても高く、中でも小学
生（高学年）が76.4％と最も高くなって
います （図表２-２-３９）。教育の内容とし
ては、「課金に関する注意事項」を希望
した保護者の割合が77.2％と最も大き
く、以下「セキュリティに関する注意事
項」68.0％、「他のプレイヤーとのコミュ
ニケーションに関する注意事項」
57.7％、「トラブルが発生した場合の対
処方法」57.6％となっています （図表２-
２-４0）。
　以上から、オンラインゲーム利用に関

するトラブルを未然に防ぐためには、保
護者がオンライゲームの仕組みを理解
し、子どもと話し合った上で特に課金に
関する利用ルールを定めること、課金に
必要なパスワードやクレジットカードの
管理を厳重に行うこと、ゲーム会社が提
供する未成年者保護のための機能を活用
すること等が肝要です。また、ゲーム会
社やクレジットカード会社等の事業者側
からも、未成年者保護のための取組の更
なる整備や、それらの普及・啓発を行う
ことが必要です。

小学生（高学年）の子どもを持つ保護
者を中心に、教育へのニーズは高い

図表２-２-３８ 「課金制限機能」を設定している保護者は約 １割程度

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは複数のゲーム会社が未成年者保護の取組として行っている「課金制限機能（ペアレンタルコントロール等）

（※）」を御存知ですか。また、あなたはその機能を使用するためにどのような設定が必要か御存知ですか。
（※）�決済のタイミングごとやゲームごとに保護者しか知らないパスワード等を用いて、課金の上限額を設定でき

る機能。」との問に対する回答。

0 100
（％）

80604020

「課金制限機能」及び設定方法について知っているが、設定していない
「課金制限機能」及び設定方法について知っており、設定している

「課金制限機能」について聞いたことがあるが、必要な設定について知ら
ない
「課金制限機能」について聞いたことがない

保護者（女性）

保護者（男性）

（N＝3,000）

13.313.3 13.113.1 24.924.9 48.748.7

10.410.4 9.09.0 20.320.3 60.360.3
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図表２-２-４0 課金やセキュリティに関する教育へのニーズが高い

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�図表2-2-39で示した問に「教育を受けたい／受けさせたい」と回答した人に対して、「どのような内容

の教育を受けたいか選択してください。」との問に対する回答。（複数回答可）
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図表２-２-３９ 小学生（高学年）の子どもを持つ保護者を中心に、教育へのニーズは高い

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「今後オンラインゲームの利用に関するトラブルに遭わないよう、何らかの教育を受けたいと思いますか。」との問に対する

回答。

0 100
（％）

908070605040302010

9.09.0

6.66.6

3.03.0

1.71.7

0.80.8

2.12.1 19.219.2 20.120.1 3.43.4 55.155.1

24.924.9 31.031.0 3.93.9 39.439.4

19.019.0 47.947.9 2.12.1 29.229.2

16.916.9 54.454.4 2.12.1 23.623.6

15.415.4 49.249.2 2.32.3 26.526.5

7.27.2 51.751.7
69.7％69.7％

73.5％73.5％

76.4％76.4％

70.8％70.8％

60.6％60.6％

44.9％44.9％

1.71.7 30.330.3

大学生・その他

高校生

中学生

小学生（高学年）

小学生（低学年）

未就学児（４～６歳）
（N＝3,000）

保護者のみ受けたい 子どもに受けさせたい 保護者と子どもが一緒に受けたい 
保護者と子どもが別々に受けたい 自分も子どもにも特に必要ない 

第
２
節

第
２
章

第
１
部

　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

情
報
通
信
の
発
達
に
伴
う
消
費
者
意
識
の
変
化
、
消
費
者
被
害
・
ト
ラ
ブ
ル
等
の
状
況

83



②�アダルト情報サイトに関す
るトラブル

　2013年度の消費生活相談件数を商品・
サービス別に見ると、2012年度同様「ア
ダルト情報サイト」は79,286件と、依然
として上位にあります。そのような中、
最近ではスマートフォンの普及を背景に
して、スマートフォンからアクセスして
トラブルに巻き込まれるケースが増加
し、2012年度の18.7％から2013年度は
35.2％へと大きく増えています （図表２-
２-４１）。
　スマートフォンからアクセスするもの
についての相談内容は、「有料の認識が
ないままタップしたところ、料金の請求
画面が表示された」といったもので、パ
ソコン等と大きな違いはありませんが、
いわゆる公式マーケットで無料アプリを

ダウンロードしたのに、突然、料金を請
求されたといったトラブルも寄せられて
います。
　また、2013年度の相談を性別年齢別で
見ると、男性は「アダルト情報サイト」
全体では40歳代、60歳代、50歳代の順で
大きな割合を占めますが、スマートフォ
ンからアクセスするケースになると、大
きな割合を占めるのが40歳代、30歳代、
20歳未満の順になり、スマートフォンの
利用率と連動していると思われます （図
表２-２-４２）。
　一方、女性の場合は、「アダルト情報
サイト」全体で30歳代、40歳代、20歳代
が大きな割合で、50歳代以上はわずかと
なります。これは、スマートフォンから
アクセスするケースで見ても同様の傾向
です。

図表２-２-４１ スマートフォンからアクセスする「アダルト情報サイト」に関する相談が増加

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された「アダルト情報サイト」及び「スマートフォン利用のアダルト情報サイト」に
関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。

　　　　 2．�2009、2010年度の「スマートフォン利用のアダルト情報サイト」相談件数は「スマートフォン」等の
名称が一般的に浸透していなかったことから、登録件数が少ない可能性がある。
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③�その他のデジタルコンテン
ツに関するトラブル

　近年、パソコンを操作中に、使用中の
パソコンの危険などを知らせる警告表示
が現れて不安になり、セキュリティソフ
トやパソコンの性能を改善するソフトな

どをインターネット経由でダウンロード
してしまったが、解約したいというよう
な相談が増加44しており、特に2013年度
は大幅に増えて1,585件の相談が寄せら
れています （図表２-２-４３）。
　この種のトラブルでは、パソコンの画
面上に、自分のパソコンの状況を知らせ

44�）国民生活センター「突然現れるパソコンの警告表示をすぐにクリックしないこと！」（2014年４月24日公表）。

図表２-２-４２ 「アダルト情報サイト」は性別年代別で傾向が異なる
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情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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ているかのような警告を突然表示して不
安をあおったり、様々な表示方法により、
ソフトの購入手続き画面に誘導するケー
スなどが見られます。

　2013年度の相談を年代別に見ると、60
歳代が最も多く、70歳代前半でも多くの
相談が寄せられています （図表２-２-４４）。
　また、これまでは消費者が商品として

図表２-２-４３ 「警告表示をきっかけにソフトをダウンロード」するトラブルは２0１３年度急増

（備考）　�PIO-NETに登録された「警告表示をきっかけにダウンロード等したパソコンソフト」に関する消費生活
相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表２-２-４４ 「警告表示をきっかけにソフトをダウンロード」するトラブルは６0歳代に多い

（備考）　�PIO-NETに登録された2013年度の「警告表示をきっかけにダウンロード等したパソコンソフト」に関
する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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購入していた音楽（レコード、CD等）
や書籍等がデジタルコンテンツとしてオ
ンラインで販売されるようになっていま
す。音楽ＣＤや紙の書籍の購入が所有権
の売買であるのに対し、デジタルコンテ
ンツとしての音楽や電子書籍は一般には
利用権として提供されており、事業者が
事業から撤退した場合や事業者自体が破
綻した場合の取扱いについての問題も指
摘されています。さらに、消費者自身が
既存の商品を簡単にデジタル化したり、
購入したデジタルコンテンツや自らデジ
タル化したものを、インターネット上で
気軽に他の消費者と共有できるように
なっており、著作権上の問題も生じてい
ます。

　近年のウェブサービスの特徴として、
人と人とのつながり、コミュニケーショ
ンといったいわゆるソーシャル機能を活
用したサービスが発達していることが挙
げられます。これを消費者という視点で
考えると、従来消費者は事業者と一対一
で対峙していたために、情報力等で圧倒
的に勝る事業者にはかないませんでした
が、ソーシャル機能の活用により消費者
はインターネットを介した口コミなど
様々な手段で各自の持つ情報を全国的・
世界的なレベルで共有できるようにな
り、またこれまで事業者が仲介すること
で成り立っていた各種の取引もインター
ネットを介して個人間で直接やりとりが
できるようになるなど、消費者にとって
も大きなメリットのあるものとなってい
ます。また、SNS等のソーシャルメディ
アは基本的に無料で提供され、広告モデ
ルに依存していることが多いため、こう

したソーシャルメディア上の広告を活用
して販売促進を行っている事業者も数多
く見られます。さらに、事業者自身がソー
シャルメディアの持つソーシャル機能を
活用して自ら情報発信し、インターネット
上から実際の店舗への来店、購入につな
げようというO2O（online�to�offline）の
取組も活発に行われています。
　一方でこうしたソーシャル機能には、
玉石混交で情報過多のウェブ上の情報の
中から有益な情報を抽出・選択すること
の難しさや、インターネットを介してや
りとりをしている相手の信頼性を判断す
ることの難しさなど、消費者一人一人に
人や情報を見極める力が求められ、また、
間違った情報が広範囲に拡散されやす
い、匿名でのやりとりが多くトラブルが
生じた際に相手を追跡することが困難と
いった特性から思わぬ被害が生じること
もあります。
　以下では、SNSなど最近のソーシャル
機能を活用したウェブサービスに伴う消
費者トラブルについて見ていきます。

①SNSに関するトラブル
　利用者がインターネット上で情報を発
信し形成していくソーシャルメディアで
は、利用者同士のつながりを促進する
様々な仕掛けが用意され、利用者が互い
の関係を視覚的に把握できるよう工夫さ
れており、近年若年層を中心に急速に普
及が進んでいます。古くは電子掲示板
（BBS）やブログから、最近ではSNS、
ミニブログ、ソーシャルブックマーク、
ポッドキャスティング、動画共有サイト、
動画配信サービス、ショッピングサイト
の購入者評価欄等を含む、幅広いサービ
スが提供されるようになっています。
　特に、SNS（ソーシャル・ネットワー

（ ５）ソーシャル機能を活用したウェブサービスの普及とそれに伴う消費者トラブル
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キング・サービス）の普及により、普通
に生活していれば出会うことがなかった
消費者同士が容易に出会うことができる
ようになったり、匿名のままでコミュニ
ケーションすること等が可能になり、こ
うしたツールは消費生活の幅を大きく広
げている一方で、それに起因した消費者
トラブルも増加傾向にあります。
　ここでSNSに関するトラブルの状況を
見ると、「SNS」に関する消費生活相談
件数は増加傾向にあり、2013年度は2009
年度の約２倍となっています （図表２-２- 
４５）。
　2013年度の「SNS」に関する相談は、
性別では女性が５割を超えており、年代
では20歳代が約３割と最も大きな割合を
占め、30歳代が約２割となっています。
ただし、平均年齢は2009年度の28.7歳か
ら2013年度は34.0歳と年々上昇してお
り、今やSNSは多くの世代に広がり、そ
れに関連してトラブルも増えていること
がうかがえます。
　相談内容としては、「SNSで知り合っ

た相手から出会い系サイトに誘導され
た」、「SNSの知人から、マルチ商法に勧
誘された」といったSNSで知り合った相
手を介した消費者トラブルや、SNSに表
示された広告がきっかけとなったトラブ
ルなどが挙げられます。
　SNSに関する2013年度の上位商品・
サービスを見ると、1,301件と最も相談
件数が多いのが「出会い系サイト」であ
り、SNS上での友人申請の後、サイトへ
誘導されるケースが主な相談内容になっ
ています （図表２-２-４６）。
　また、SNSに表示された広告がきっか
けとなったトラブルも多く、SNSの広告
をきっかけに副業サイトに登録し、そこ
からメールのやり取りをしなければなら
ないと誘導されたケースや、健康食品等
の無料サンプルを試すつもりが定期購入
となっていたケース等も見られます。
　そのほか、個人情報の流出や退会手続
等のSNS利用自体のトラブル、SNS上で
の嫌がらせ、なりすまし、架空請求等の
デジタルコンテンツ、「オンラインゲー

図表２-２-４５ ２0１３年度の「SNS」に関する相談は２00９年度の ２倍に

（備考）　PIO-NETに登録された「SNS」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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ム」等があります。「相談その他（全般）」
は、主にSNSをきっかけに知り合った知
人とのトラブルが事例として挙げられま
す。以上のように、SNSに関連する最近
の消費者トラブルは多種多様となってい
ます。

②�出会い系サイトや婚活サイ
トに関するトラブル

　さきに述べたソーシャルメディアには
含まれないものの、インターネット上で
個人間の新たな結び付きを可能とする
ネットサービスとして、出会い系サイト、
婚活サイトがあります。
　SNSで知り合った相手との消費者トラ
ブルについて触れましたが、最近では婚
活サイトなどで知り合った相手から、将

来のための財産形成や資産運用を口実
に、投資用マンションなどを購入してし
まったといったトラブルも起きてお
り45、2013年度に入り増加が目立ってい
ます （図表２-２-４７）。いわゆるデート商
法の一種ですが、SNSや婚活サイト等、
インターネットがそのきっかけになって
います。
　性別で見ると、2013年度の相談では、
女性が男性の約２倍で、女性の中で年代
別で見ると30歳代が７割を占めています。
　これまでのデート商法といえば、異性
の販売員が名簿などを基にアポイントを
取り、デートのような状況を演出、恋愛
感情を利用し、アクセサリーや投資用ソ
フトなどを購入させるケース等が見られ
ていましたが、SNS等をきっかけとする
この種のトラブルでは、勧誘者が本来の
マンション勧誘の目的を隠して婚活サイ
ト等に入り込み、対象者の年齢や、勤務
先、収入、資産状況などを事前に十分把
握した上でアプローチし、デート商法の
ような手法で勧誘を行っています。この
ような悪質商法に巻き込まれた場合、商
品がマンションといった高額商品である
ため経済的負担も大きく、更に金銭面の
みならず、手口に気付いた後の精神的な
ダメージも大きくなります。
　また、出会い系サイトの中には、サイ
ト業者に雇われたサクラが異性、タレン
ト、社長、弁護士、占い師などのキャラ
クターになりすまして、消費者の様々な
気持ちを利用し、サイトに誘導し、メー
ル交換等の有料サービスを利用させ、そ
の度に支払いを続けさせる手口（サクラ
サイト商法）が多く見られます。

45�）国民生活センター「婚活サイトなどで知り合った相手から勧誘される投資用マンション販売に注意‼―ハンコを
押す相手は信ジラレマスカ？―」（2014年１月23日公表）。

図表２-２-４６ ２0１３年度の「SNS」に関する
相談は多種多様

順位 商品・サービス名 件数
1 出会い系サイト 1,301
2 他のデジタルコンテンツ 802
3 デジタルコンテンツ（全般） 241
4 他の健康食品 232
5 オンラインゲーム 228
６ アダルト情報サイト 205
7 パソコンソフト 1６7
8 健康食品（全般） 1６4
9 コンサート 109

10
相談その他（全般）

85
他の教室・講座

（備考）　1．�PIO-NETに登録された2013年度の「SNS」に関する消
費生活相談情報（2014年4月30日までの登録分）。

　　　　2．品目は商品キーワード（下位）。
　　　　3．�「他のデジタルコンテンツ」は主にSNS利用自体のト

ラブルのほか、SNS上の嫌がらせ、なりすましなど。
　　　　4．「デジタルコンテンツ（全般）」は主に架空請求など。
　　　　5．�「他の健康食品」、「健康食品（全般）」は主にダイエッ

トサプリの定期購入など。
　　　　６．�「相談その他（全般）」は主にSNSをきっかけに知り合っ

た知人とのトラブル。
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図表２-２-４７ 「婚活サイト等のマンション勧誘」に関するトラブルが最近見られる

（備考）　�PIO-NETに登録された「婚活サイト等のマンション勧誘」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30
日までの登録分）。
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慶應義塾大学経済学部准教授
田中　辰雄
　インターネットが生活の隅々に入り込むに伴い、依存症の問題が取り上げられ
ることが多くなっています。ここで、依存症とは、ネット上に行きかう情報の世
界に耽

た ん

溺
で き

し、現実世界での生活に支障を来たすような状態のことを言います。
　もともとネットへの依存は、インターネットの草創期からあった古い問題でし
た。ネットの接続が従量課金の時代は、接続料の過大な支払いが問題になったこ
とがあります（いわゆる「パケ死」）。定額制の普及によってこの問題はなくなり
ましたが、代わって定額で何時間もネットをやり続けることができるので、依存
症問題は激化したとも言えます。オンラインゲームでは「ネトゲ廃人」という言
葉が示すように、現実から遊離したユーザを生み出しました。Facebookや
LINEなどのSNSをやり過ぎて疲れるという話もよく聞かれます。一昨年のコン
プガチャ問題はネット上のソーシャルゲームへの依存で過大な課金をすることが
問題になった例です。確かに、片時もネットから離れられず、時間的・金銭的に
ネットに入れ上げるのは依存症的と言ってよいでしょう。
　しかし、依存症問題への対策は難しいのが実情です。第一に、そもそも依存症
かどうかの判断が簡単ではありません。あらゆるエンターティメントは夢中にな
ればある程度依存症的に見えるからです。たとえばクラシック音楽好きがCDを
1,000枚買い集めたとしてこれは依存症でしょうか、それとも単なる音楽マニア
でしょうか。ゲームに月に10万円使う人は依存症的でしょうか。 ３万ならどうで
しょうか。どんなにお金を使っても、その人が満足し、かつ、社会生活に悪影響
がなければその人の趣味の問題で、依存症と呼ぶのは不適切です。ではどこから
を依存症と呼べばよいのか、その線引きはなかなか難しいです。
　第二に、そのサービス（ゲーム・SNS等）を提供すること自体は違法ではな
いので、業者の取締りが簡単ではありません。詐欺サイトは取り締まればよいの
ですが、SNSやゲームのサイトは違法ではなく、健全に楽しむ人もたくさんい
るので、依存症の人が出ていてもすぐには取締れません。無理に取り締まろうと
すると、産業を失速させ、依存症ではない他の人の利益を損ないかねません。コ
ンプガチャの場合、規制は高額課金の抑制に一定の成果を上げましたが、世界に
進出する勢いだった日本のソーシャルゲームの勢いを殺してしまった面があると
も言われます。
　第三に消費者への啓蒙

も う

があまり有効策になりません。ネット上の詐欺サイトで
は、身に覚えのないメールに反応するなという啓蒙が有効な対策でした。しかし
依存症の場合、これと同じ方法を取っても効果が限られます。SNSやゲームを
やり過ぎないようにというのは「健康のためたばこや飲み過ぎに注意しましょう」
と同じくらい力弱い啓蒙でしかないでしょう。
　こうしてインターネットへの依存症問題への対策は簡単ではありません。現状
まず行うべきことは、実態把握でしょう。依存症かどうかは心理学的な指標があ
る程度できているので、これを使って調査することは可能です。依存症問題はと
かく情緒的な議論になりやすいので、客観的な現状把握を蓄積していくことが大
事でしょう。

インターネットへの依存症問題
C O L U M N 4
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③�各種仲介サービスに関する
問題

　SNSや出会い系サイト、婚活サイトは、
あくまで個人間の出会い、結び付きが目
的となっていますが、消費者同士が「商
取引」を気軽に行うことを目的としたい
わゆる「仲介サービス」も多数存在して
います。
　具体的には、個人が自己の所有物を別
の個人に販売するオークションサイト、
個人が製作した商品（手芸品、デジタル
コンテンツ等）を販売するサイト、個人
がサービス（いわゆる在宅ワーク、家事
代行等）を提供するために申し出るサイ
ト等があります。さらに、小規模な事業
者や個人が、ビジネスプロジェクトやア
イデアをインターネット上で提示し、そ
れに対し、不特定多数の投資家から出資
を募る仕組みである「クラウドファン
ディング」も欧米を中心に盛んになって
おり46、一般消費者も気軽に出資できる
ようになってきています。
　双方がルールを守って適切に取引を
行っていれば非常に便利なサービスです
が、サービスの仕組みや利用ルールが明
確に定まっていない等、特に黎

れい

明期に多
いサービスを提供する事業者側の問題
や、その利用ルールの隙を縫って悪質事
業者が介入してくるケース等により、消
費者トラブルが発生することがあります。
　例えば、1990年代後半に登場したイン
ターネットオークションでは、当初は代
金を振り込んだにもかかわらず商品が届
かないといった詐欺的行為が横行してい
ましたが、事業者側の是正の取組による

効果もあり、消費生活相談件数は20歳代、
30歳代を中心に減少傾向にあります （図
表２-２-４８）。しかし、最近ではスマート
フォンの普及により、無料のフリマ（フ
リーマーケット）アプリが登場し、スマー
トフォンで商品を撮影して出品できる手
軽さから人気が出ている一方で、そのア
プリの利用に関係した消費生活相談も寄
せられており、個人間の取引という性格
上、トラブルになった際に返金等が困難
になる場合もありますので47、仕組みを
よく理解した上で慎重に利用する必要が
あります。
　また、2014年３月17日、ベビーシッター
を名乗る男性の自宅から男児が遺体で発
見されるという、大変痛ましい事件が発
生しました。男児を預けた母親がイン
ターネット上のベビーシッター仲介サイ
トを利用していたこと、そのサイトにお
いて容疑者が偽名登録をしていたこと等
から、仲介サイトの仕組みが問題視され
ました。共働き家庭やいわゆるシングル
マザーの増加、核家族化が進む中、自宅
で子どもを預けることができるベビー
シッターは必要とされる存在であり、特
に個人契約のベビーシッターは安価に依
頼できることから、今後もこうした仲介
サイトのニーズは高いものと考えられま
す。事業者や個人シッターの側で消費者
保護に留意してサービスを提供すること
が求められるほか、利用する消費者の側
でも、ベビーシッターとの事前の面会や
身分証明書の確認、ベビーシッターの連
絡先や保育場所の確認、登録証の有無や
保険加入有無の確認等を行うことが重要
です。

46�）平成25年版情報通信白書（総務省）第１部第２章第２節。
47�）フリマアプリでは、代金のやり取りは個人間ではなく運営会社を通して行われ、商品が買い手に到着した後に出
品者に運営会社から代金が支払われるシステムになっていることが多いとされるが、トラブルが発生しても、運営
会社の規約に規定がなければ解決は個人間の話し合いに委ねられ、返金等が困難になる場合もある。
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　さらに、昨今では、仲介サービスのよ
うなサービスを活用しなくても、ある程
度のスキルがあれば個人が気軽にウェブ
サイトを構築し、新たに商品・サービス
をインターネット経由で提供することが
可能な時代です。消費者トラブルとは、
一般的には消費者と事業者の間のトラブ
ルを指しますが、こうした個人間の取引
の拡大により、消費者と事業者の垣根が
曖昧になっていくことで、消費者トラブ
ルの性質も変化していく可能性がありま
す。商品・サービスを提供する側は相応
の責任を持ち、また提供を受ける側はト
ラブルに遭わないよう慎重に判断するこ
とが、今後一層必要になるものと考えら
れます。

④�各種口コミ・評価サイト等
の情報操作に関する問題

　近年、電化製品、飲食店、化粧品など
様々な商品・サービス分野において、口
コミ・評価をまとめたサイトが消費者に
人気です。また、通販サイトのユーザー
評価の投稿欄や、さきに述べたSNS等の
ソーシャルメディアを通じて、消費者が
商品・サービスの評価について各自で情
報発信することが可能となっています。�
　他の消費者による口コミ・評価は、消
費者が商品・サービスを選択する上で有
用な情報源の一つとなっていますが、一
方で誤情報や故意にゆがめられた評価を
流通させることも比較的容易であり、中
には事業者によってステルスマーケティ
ング48に利用される例も見られます。

48�）特定の商品の宣伝であることを、消費者に隠して行うマーケティングの手法。口コミサイト等を通じて行われるが、
事業者が自ら又は第三者に委託して掲載した「口コミ」が、実際のもの又は競合事業者のものより著しく優良又は
有利であると消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上問題となる。

図表２-２-４８ 「インターネットオークション」に関する相談は２0歳代、３0歳代を中心に減少傾向

（備考）　PIO-NETに登録された「インターネットオークション」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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　2012年１月には、口コミサイト（グル
メサイト）「食べログ」を対象とした口
コミ代行業者が複数存在することが発覚
し、それを受けて消費者庁では同年５月
に「インターネット消費者取引に係る広
告表示に関する景品表示法上の問題点及
び留意事項」の一部改定を行いました。
　こうした情報操作は消費者の自主的・
合理的な選択を阻害するものであり、事
業者がこのような不適切な広告手法に頼
らないよう、その遵法意識が問われると
ともに、消費者の側でも、口コミ・評価
が妥当なものかを見極める力が求められ
るようになっています。

個人情報の保護と利活用

　社会が成熟するにつれて重視されるよ
うになる権利の一つに、個人情報やプラ
イバシーの保護があります。我が国では、
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の
権利利益を保護することを目的とし
て49、個人情報保護法が2003年５月に成
立、一部施行、2005年４月に全面施行さ
れました。
　最近ではプライバシー保護の議論の対
象となる情報は拡大傾向にあります50。
一方、個人情報保護法制により行政や事

業者が情報提供に過度に消極的になる萎
縮の弊害も指摘され、一部にはそうした
弊害に対処する動きも出始めています。
例えば防災の分野では、東日本大震災で
生じた課題を踏まえ、2013年６月に行わ
れた災害対策基本法（昭和36年法律第
223号）の改正において、災害発生時の
避難に特に支援を要する者の名簿（避難
行動要支援者名簿）の作成を市町村長に
義務付け、名簿の作成に必要な個人情報
の利用が可能となるよう個人情報保護条
例との関係を整理するとともに、名簿の
活用に関して平常時と災害発生時のそれ
ぞれについて避難支援者に情報提供を行
うための制度を設けるなどの対応がとら
れました51。
　特にインターネットを利用したサービ
スでは、住所・氏名・電話番号・生年月
日等の基礎情報や、商品・サービスの購
入・利用履歴など利用者に関する膨大な
情報を事業者が蓄積することが可能であ
り、事業者の有するこれらのパーソナル
データをマーケティング等に利活用する
ことへの期待も大きく高まっています
（詳細は、第１節ビッグデータの箇所参
照）。また、携帯電話等のGPS機能の普
及により、これを利用した位置情報サー
ビスが発達していますが、こうした位置
情報も重要なパーソナルデータの一つで
す。さらに、クラウドサービス52の普及
によって、消費者は膨大なパーソナル
データを事業者のサーバに預けています。

（ ６）個人情報に関する主な消費者トラブルや消費者意識

49�）個人情報保護法第１条「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していること
にかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に
関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う
事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
を目的とする。」。
50�）平成25年版情報通信白書（総務省）第１部第３章第１節。
51）災害対策基本法第49条の10から第49条の13。
52�）従来は自分のパソコン等にダウンロード・インストールして利用していたようなソフトウェアやデータ等を、利
用者がインターネットを通じてサーバにアクセスすることで必要に応じて利用できるサービス。写真や音楽等の
ファイルを保管するストレージサービスなどがある。
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　ここでは、新たな動きを見せる個人情
報の保護や利活用に関する消費者の意識
と、個人情報に関するトラブルの状況を
見ていきます。

　消費者庁調査によれば、2012年度に事
業者が公表した個人情報の漏えい事案件
数は319件53であり、個人情報保護法施
行後減少傾向にあります （図表２-２- 
４９）。漏えいした情報の形態について見
ると、電子媒体のみが約42％、紙媒体の
みが約56％です。また、漏えいした情報
に対する暗号化等の情報保護措置の有無
について見ると、特段措置を講じていな

かった件数が全体の約72％を占めていま
す。これに対し、一部についてのものも
含め、何らかの措置を講じていた件数は、
全体の約21％にとどまっています （図表
２-２-５0）。
　一方、2012年度に地方公共団体及び国
民生活センターに寄せられた個人情報に
関する苦情相談件数は5,623�件でした54。
そのうち、消費生活センター等が受け付
けたものが5,283件で、約94％を占めて
おり、以下、地方公共団体の個人情報保
護条例所管部局等で受け付けたものが
164件、国民生活センターで受け付けた
ものが176件となっています55。また、
認定個人情報保護団体に寄せられた苦情
が613件あったほか、事業者に直接苦情
が寄せられているケースも相当数あるも

個人情報に関する漏えい事案件数は減少傾向　苦情相談の
内容は「不適正な取得」に関するものが全体の約 ４割

図表２-２-４９ 事業者が公表した個人情報の漏えい事案件数は減少傾向

（備考）　 1．�消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施行状況の概要」。
　　　　 2．�「漏えい」のほか、「滅失」、「毀損」の事案を含む。また、各主務大臣において把握し、消費者庁に報告

された事案に限る。
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53�）「漏えい」のほか、「滅失」、「毀
き

損」の事案を含む。また、各主務大臣において把握し、消費者庁に報告された事
案に限る。
54）消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施行状況の概要」。
55�）「消費生活センター等」とはPIO-NET端末の設置された消費生活センター等を指す。また、「消費生活センター等」
受付分及び「国民生活センター」受付分は、2013年５月31日までに受付機関決裁済となったもの。「地方公共団体
の個人情報保護条例所管部局等で受け付けたもの」は、同年６月28日までの国民生活センター受領分。
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のと考えられます。
　地方公共団体及び国民生活センターに
寄せられた苦情相談の内容としては、「不
適正な取得」に関するものが全体の約４
割を占めており、以下「同意のない提供」、
「漏えい・紛失」、「目的外利用」に関す
るものが上位に挙がっています （図表２-
２-５１）。
　具体的な相談事例56としては、以下の
ようなものがあります。
○�不適正な取得：「身に覚えがない会社
から突然電話で、アダルトサイトの未
払いがあり和解のためと脅され、個人
情報を伝えてしまった。」「小学生の子
どもが留守番中に不審な電話を受け、
尋ねられるままにクラス連絡網にある
電話番号を読み上げてしまった。」
○�同意のない提供：「大型商業施設で使
うポイントがたまるカードを作ったと
ころ、勝手に生命保険会社に個人情報
を流された。」「マンション購入の勧誘
電話があった。個人情報を名簿会社か
ら購入したと言うが違法ではないの
か。」「数年前に購入した未公開株の被

害回復をうたう複数の業者から電話が
あり、流出した個人情報を削除して欲
しい。」
○�漏えい・紛失：「登録した結婚相談所
のウェブサイトがハッキングされ、個
人情報が漏えいしたと電話があった。
非通知電話が携帯に多くかかるように
なった。」「店舗で車検を依頼したとこ
ろ、業者が個人情報を含む車検に関す

図表２-２-５１ 苦情相談の内容は「不適正な取得」
に関するものが全体の約 ４割

相談内容 件数 （割合）
不適正な取得 2,282 （ 40.６％）
同意のない提供 1,1６7 （ 20.8％）
漏えい・紛失 1,138 （ 20.2％）
目的外利用 8６3 （ 15.3％）
開示等 211 （  3.8％）
苦情等の窓口対応 191 （  3.4％）
情報内容の誤り ６8 （  1.2％）
オプトアウト違反 ６4 （  1.1％）
委託先等の監督 39 （  0.7％）
その他 9６６ （ 17.2％）
合計（重複分を除く。） 5,６23 （100.0％）

（備考）　�消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施
行状況の概要」。

図表２-２-５0 漏えいした情報に対する暗号化等の情報保護措置を特段講じていなかった事案が約７２％を占める

漏えいの
形態

暗号化
等の情報
保護措置

電子媒体のみ 紙媒体のみ 電子媒体と
紙媒体 不明

合計
件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合） 件数 （割合）

全部措置有 3６（11.3％） 4（ 1.3%） 0 （0.0％）

2 （0.６%）
一部措置有 11（ 3.4％） 15（ 4.7%） 0 （0.0％）
措置無 75（23.5％） 152（47.６%） 2 （0.６％）
措置不明 13（ 4.1％） 8（ 2.5%） 1 （0.3％）
合計 135（42.3％） 179（5６.1％） 3 （0.9％） 2 （0.６%） 319（100%）

（備考）　 1．消費者庁「平成24年度個人情報の保護に関する法律　施行状況の概要」。
　　　　 2 .�（　）内は、漏えい事案全体（319件）に対する割合。
　　　　 3．�暗号化等の情報保護措置とは、情報の暗号化や紛失したパソコンへのパスワードによるアクセス制限等、情報保護のために講

じられた措置をいう。
　　　　 4．「紙媒体のみ」には、口頭による漏えいを含む（「措置不明」に分類）。

56�）PIO-NETに登録された2013年度の消費生活相談情報（2014年４月30日までの登録分）。
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る書類を紛失した。」
○�目的外利用：「葬儀の際、写真送付す
ると言われ親戚の住所や電話番号を書
いた。後日、葬儀社の社員が写真を持
参して親戚のところに行き互助会の勧
誘を行った。」
○�開示等：「個人情報が漏れているよう
だが、事業者に開示を請求しても応じ
てもらえない。」「受診先の病院にカル
テの開示請求を行ったところ法外な手
数料を請求された。」
○�情報内容の誤り：「消費者金融で、自
分の個人情報の開示を請求したら、一
部間違った内容になっていた。」

　消費者庁が行った「消費者意識基本調
査」によると、約９割の消費者は自分の

個人情報を事業者に提供することについ
て、個人情報の「漏えい」や「目的外利
用」を不安視しています。一方で、過半
数の消費者において、個人情報の提供に
より「サポートが受けられる」「経済的
なメリットが得られる」といった肯定的
な考えも見られます （図表２-２-５２）。

　近年、ビッグデータの利活用への期待
が大きく高まっています（詳細は、第１
節ビッグデータの箇所参照）。一方、消
費者庁が行った「消費生活に関する意識
調査」によると、消費者のビッグデータ
に関する認知度は、男性は約３割、女性
は約１割にとどまっています （図表２-２- 
５３）。また、適切な個人情報保護措置が
講じられることを前提としたビッグデー

消費者は事業者への個人情報の提供において
個人情報の漏えいや目的外利用を不安視している

ビッグデータの認知度は男性約 3割、女性約１割にとどまる
ビッグデータを知らない人ほどその利活用に否定的

図表２-２-５２ 消費者は事業者への個人情報の提供において、個人情報の漏えいや目的外利用を不安視している

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）。
　　　　 2．�「自分の個人情報を事業者に提供することについて、以下の項目はあなたの考えにどの程度当てはまりますか。」との問に対する回答。

0 100

そう思う
（計）

45.6 52.9

61.8 36.9

56.2 42.4

45.5 52.8

87.8 11.4

88.6 10.5

そう思う（計）（N＝6,528）
そう思わない
（計）

そう思わない（計）

（％）
80604020

8.08.0

15.815.8

13.613.6

8.48.4

56.756.7

59.959.9 28.728.7 7.47.4
3.13.1
0.90.9

31.131.1 8.38.3
3.13.1
0.80.8

37.137.1 35.435.4 17.417.4 1.71.7

42.642.6 26.426.4 16.016.0 1.41.4

46.046.0 23.023.0 13.913.91.31.3

37.637.6 29.929.9 23.023.0 1.51.5
取引がスムーズになる、自分に必
要な商品・サービスを勧められる
等、利便性が向上する
商品に欠陥等問題があった場合、
メーカー・販売者等から連絡をも
らえる等サポートが受けられる

自分を含む購入者・利用者の情報
が蓄積されることで、より良い商
品・サービスの提供につながる
自分の個人情報を事業者が利用目
的外で勝手に利用しないか心配で
ある

自分の個人情報が第三者に漏えい
しないか心配である

割引クーポンやポイント等による
経済的なメリットが得られる

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない
そう思わない 無回答
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タの利活用について尋ねると、ビッグ
データ自体を「知っている」、「ある程度
知っている」と回答した人のうち約７割
は利活用に肯定的ですが、ビッグデータ
自体を「あまり知らない」、「知らない」
と回答した人のうち約７割は利活用に否
定的であり、ビッグデータを「知らない」
人ほど利活用に不安を感じていることが
うかがえます （図表２-２-５４）。
　以上のことから、ビッグデータの利活
用等に関し、消費者は不安視する傾向が
強く、個人情報を含むビッグデータにつ
いて、適切な個人情報保護措置の検討と
ともに、消費者へその仕組みを周知・啓
発することにより、不安を軽減し、また、
ビッグデータの利活用によって得られる
効果・便益を周知していくことが重要と
考えられます。
　また、事業者側には、法の遵守に加え、
日々の業務において個人情報に対する暗
号化等の保護措置を確実に行うことが求
められます。

　インターネット上の各種サービスは高
度な情報通信技術により構成されてお
り、一般の消費者にはそれがどのような
仕組みで機能しているのか分からないこ
とがほとんどです。こうした技術的な知
識格差を利用して、不正アクセスその他
の様々な犯罪的な行為が横行していま
す。具体的には、迷惑メールの受信をきっ
かけとしたフィッシング57や、マルウェ
ア58感染、ハッキングによる口座番号等
個人情報の不正取得があります。
　消費者としては、不審なウェブサイト
に容易にアクセスしたり、容易に個人情
報等を入力しないようにするほか、自身
のインターネットリテラシーを向上さ
せ、こうした被害に遭わないよう気を付
ける必要があります。

（ ７）不正アクセスその他の犯罪的行為

57�）平成25年版情報通信白書（総務省）第１部第３章第２節によると、フィッシングとは、金融機関等信用のある者
からの電子メールを装い、電子メールの受信者に偽のウェブサイトにアクセスするよう仕向け、そのページを通じ
て住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号等の個人情報等を不正に詐取するものであり、電子メールの
送信がフィッシングサイトへの誘引の主要な手段の一つとなっている。
58�）平成25年版情報通信白書（総務省）第１部第３章第２節によると、マルウェアとは、コンピュータウイルスのよ
うな有害なソフトウェアの総称。
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図表２-２-５３ ビッグデータの認知度は男性約 ３割、女性約 １割にとどまる

0 100
（％）

80604020

女性

男性

（N＝3,000）

9.59.5

2.42.4
10.510.5 22.122.1 65.065.0

22.322.3

「知っている」31.8％「知っている」31.8％

87.1％87.1％12.9％

「知らない」68.2％

24.324.3 43.943.9

よく知っている
名前を聞いたことはあるが、あまり知らない 名前を聞いたことがない

名前を聞いたことはあり、ある程度知っている

図表２-２-５４ ビッグデータの認知度によって、利活用への賛否は大きく異なる
※利活用の際に「適切な個人情報保護措置が講じられること」を前提としている

（備考）　 1．消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（2013年度）。
　　　　 2．�「あなたは「ビッグデータ」について知っていますか。※「ビッグデータ」とは、従来のデータベース管理シ

ステムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群。今までは管理しきれないため見過ごされて
きたそのようなデータ群を記録・保管して即座に解析することで、ビジネスや社会に有用な知見を得たり、こ
れまでにないような新たな仕組みやシステムを産み出す可能性が高まるとされています。」との問に対する回答。

　　　　 3．�「この「ビッグデータ」に関して、事業者があなた自身に関する様々な情報を集約してマーケティング等に活
用したり、又は、個人を特定できない形に情報を加工して第三者に提供したりといった利活用が進んでいます。
あなたは事業者が「ビッグデータ」を利活用することについてどう思いますか。」との問に対する回答。

※図表2-2-53は備考 2の問の回答のみを利用、図表2-2-54は備考 2と 3の問の回答を利用。

0 100
（％）

80604020

6.36.3 22.022.0 33.333.3 38.538.5

16.216.2 54.054.0 20.220.2 9.69.6

「活用してほしい」70.2％「活用してほしい」70.2％ 「活用してほしくない」29.8％「活用してほしくない」29.8％

28.3％28.3％ 71.7％71.7％

知らない

知っている

（N＝3,000）

是非活用してほしい 活用してもらっても構わない
できれば活用してほしくない 絶対に活用してほしくない
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　第１節で見たように、我が国のイン
ターネット利用は急速に普及しており、
消費生活においても不可欠なものになっ
ています。一方で、インターネット経由
で商品・サービスを購入することや、情
報通信機器・サービスの契約・購入を行
うことは多くなっており、それに伴い、
第２節で見たようにインターネットに関
連した消費者トラブルも増加しています。
　特にインターネットや最新の情報通信
機器に不慣れな高齢者や、オンライン
ゲーム等の課金の意味を理解しない子ど
もなどが被害に遭っています。こうした
消費者トラブルに対し、電気通信事業法
（昭和59年法律第86号）や消費者関連法
など既存の法制度により対応を行ってき
ましたが、技術が日進月歩で進歩し、新
しい機器やサービスが次々と登場するた
め、行政による対応が必ずしも追いつい
ていないとの指摘もあります。
　本節ではこうした情報通信の性格も踏
まえつつ、情報通信に関する行政の取組
について整理していきます。

　インターネット通販やオンライン上で

のゲームその他各種サービスの利用など
のインターネット取引（電子商取引）は、
従来からの店舗等での取引と異なるた
め、その特性に応じたルールが必要です。
インターネット取引に関しては、2001年
に電子消費者契約及び電子承諾通知に関
する民法の特例に関する法律が制定さ
れ、①錯誤無効制度の特例（操作ミスに
より行った意図しない契約を無効とす
る）、②成立時期の明確化（民法の発信
主義59と異なり、承諾の通知が到達した
時点を契約成立時期とする）等の仕組み
が導入されています。
　そのほかにも、民法はじめ現行法の大
半はインターネット等による新技術を前
提としていないため、電子商取引や情報
財取引等について現行法がどのように適
用されるのか、解釈が必ずしも明確に
なっていない場合があります。こうした
法的問題点に関する現行法適用の包括的
な解釈指針として「電子商取引及び情報
財取引等に関する準則」を経済産業省が
作成しており、ほぼ毎年改訂されていま
す。
　なお、あらゆる取引分野の消費者契約
に幅広く適用される消費者契約法におい
ても、インターネット取引の普及など社
会の変化に対応できるよう60、2013年８
月には消費者委員会が「『消費者契約法
に関する調査作業チーム』論点整理の報
告」を取りまとめたほか、消費者庁にお

（ １）情報通信に関する消費者被害・トラブルへの対応

電子商取引に関する法整備

安全で快適なネット社会の構築に向けた取組第 ３節

59�）民法（明治29年法律第89号）第526条第１項。なお当該条項については、「民法（債権関係）の改正に関する中間
試案」（2013年２月法制審議会民法（債権関係）部会決定）において、削除するとの方向が示されている。
60�）例えば、一般に、広告など、客観的に見て特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思の形成に直接影響を
与えているとは考えられない場合は、消費者契約法上の「勧誘」に当たらないと解されるが、特定消費者を対象と
する「ターゲティング広告」等の手法について「勧誘」に当たると解すべき場合があるとの指摘がされている。
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いても2014年３月より「消費者契約法の
運用状況に関する検討会」を開催してい
ます。

　特定商取引法に基づく規制のほか、イ
ンターネットによる広告・表示は、他の
広告・表示と同様に景品表示法により規
制されますが、インターネット上での特
徴的なサービスとしては、フリーミアム
（基本的なサービスを無料で提供し、高
度なあるいは追加的なサービスを有料で
提供して収益を得るビジネスモデル）、
口コミサイト（人物、企業、商品・サー
ビス等に関する評判や噂といったいわゆ
る「口コミ」情報を掲載するサイト）、
フラッシュマーケティング（割引クーポ
ン等を期間限定で販売するマーケティン
グ手法）、アフィリエイト（販売事業者
のサイトへリンク広告を貼るサイトに対
しクリック数等に応じた報酬が支払われ
る広告手法）、ドロップシッピング（電
子商取引サイトの運営者が在庫を持った
り発送を行ったりせず、商品の製造元・
卸元等がそれらを行うビジネスモデル）
等、インターネット特有のビジネスモデ
ルやマーケティング手法があり、これら
について景品表示法の問題点や留意事項
を整理したものとして、2011年10月に消
費者庁が「インターネット消費者取引に
係る広告表示に関する景品表示法上の問
題点及び留意事項」を公表しています。
　また、電子メールの普及に伴い2001年
頃から急増しているいわゆる迷惑メール
に対しては、総務省及び消費者庁におい
て協力して対策を行っています。特定商
取引法及び特電法では、①一定の例外を
除き、受信者の同意を得ずに広告宣伝

メールを送信することを禁止（オプトイ
ン規制）、②受信者から広告宣伝メール
の受信を拒否する旨の通知を受けた場合
は、以後の送信を禁止（再送信禁止）、
③広告宣伝メールを送信する際には、受
信拒否の通知先など一定事項の表示を義
務付け、等の規制がなされており、総務
省及び消費者庁では同法に基づき違法な
迷惑メール送信事業者に対し是正のため
の措置命令や改善指導を行っています。
なお、特電法の考え方等については2011
年８月に総務省及び消費者庁が「特定電
子メールの送信等に関するガイドライ
ン」を改正・公表しており、特定商取引
法の考え方等については2008年10月に経
済産業省が「電子メール広告をすること
の承諾・請求の取得等に係る『容易に認
識できるよう表示していないこと』に係
るガイドライン」を公表しています。

　固定電話・携帯電話サービス、光回線、
データ通信サービス、インターネット接
続サービス等の電気通信サービスは、契
約・解約時等にトラブルの多いものの一
つであり、また、通信速度や人口カバー
エリア等を誇張する表示をめぐってしば
しば問題になっています。これらのサー
ビスに関する消費者保護については、電
気通信事業法において、事業の休廃止の
事前周知、提供条件の説明、苦情等の処
理等が規定されています。また、これら
の法令上の規定の趣旨・内容を分かりや
すく示すとともに、消費者保護の観点か
ら電気通信事業者等が自主的に採ること
が望ましいと考えられる対応を示すた
め、総務省が2004年に「電気通信事業法
の消費者保護ルールに関するガイドライ

インターネットによる
広告・表示の規制

情報通信サービス契約の
トラブルへの対応
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ン」を策定し、以降数次にわたり改正し
ています（最終改正は2014年３月）。
　しかしながら、近年、スマートフォン
等を中心として、電気通信サービスの料
金体系や契約条件の複雑化により消費者
がこれらを正確に理解することが困難に
なっており、また、事業者と消費者の間
のトラブルも依然として減らない状況に
あります。こうした状況を背景として、
2013年９月に総務省では「スマートフォ
ン安心安全強化戦略」を取りまとめ、そ
の中で消費者からの苦情・相談に対する
課題解決と相談減少のための具体的方策
を「CS適正化イニシアティブ」として
取りまとめました。
　一方、事業者側でも、料金体系やサー
ビス内容などが複雑化・多様化し分かり
にくくなっている電気通信サービスにつ
いて、個々の消費者が適切なサービスを
選択できるよう、電気通信事業者団体４
団体61により構成される電気通信サービ
ス向上推進協議会が、（１）広告表示に
ついて、2004年に「電気通信サービスの
広告表示に関する自主基準及びガイドラ
イン」を、（２）勧誘・契約解除の適正
化について、2012年に「電気通信事業者
の営業活動に関する自主基準」を制定し、
その後遵守の徹底や継続的な見直しを
図っています。
　また、事業者と消費者の間のトラブル
に関する苦情・相談が高止まりしている
ことを受け、消費者委員会より2012年12
月に「電気通信事業者の販売勧誘方法の
改善に関する提言」がなされたほか、国
民生活センターからも2014年３月に総務
省に対し要望がなされています。この中
では、電気通信事業法が電話勧誘販売や

訪問販売等に関する消費者保護規定を置
いている特定商取引法の適用除外となっ
ており、契約時の書面交付義務やクーリ
ング・オフ規定など、特定商取引法によ
り他の商品・サービスの取引に適用され
ている消費者保護規定と同レベルの消費
者保護規定の導入等の必要な措置につい
ての検討が要望されています。
　これらも踏まえ、総務省では、2014年
２月に「ICTサービス安心・安全研究会」
を開催し、「消費者保護ルールの見直し・
充実に関するWG」において、利用者が
安心・安全に電気通信サービスを利用す
るために必要な消費者保護ルールの見直
し・充実について制度的な検討を行って
います。

　インターネット通販は、一般に事業者
の顔が見えない非対面の取引、多くの場
合遠隔地取引であり、また、商品を手に
取って確かめることができないという特
性があります。このため、商品未着や返
品に関するトラブルが多く、また事業者
と連絡が取りづらい、あるいは全く取れ
なくなる場合もあります。インターネッ
ト通販を含む通信販売は特定商取引法に
よって、①広告の表示（原則として事業
者の氏名（名称）、住所、電話番号など
を表示しなければなりません。）、②誇大
広告などの禁止、③未承諾者に対する電
子メール広告の提供の禁止、④前払い式
通信販売の承諾などの通知、⑤契約解除
に伴う債務不履行の禁止、⑥顧客の意に
反して申込みをさせようとする行為の禁

インターネット通販の
トラブルへの対応

61�）（一社）電気通信事業者協会、（一社）テレコムサービス協会、（一社）日本インターネットプロバイダー協会、（一
社）日本ケーブルテレビ連盟。

102



止といった行為が規制されており、違反
した事業者は行政処分及び罰則の対象と
なります。一方、訪問販売や電話勧誘販
売と異なり、自らサイトにアクセスして
商品を購入するインターネット通販には
クーリング・オフは適用されません。
　第１節で見たようにインターネット通
販を含む電子商取引の市場規模は近年大
きく拡大している一方、第２節で見たよ
うに、特に2013年度は越境取引において
消費者トラブルが大幅に増加するなど、
インターネット通販における消費者トラ
ブルが増加しています。こうしたトラブ
ルに対し、消費者庁等では、特定商取引
法の執行により悪質な事業者に対する処
分を行っているほか、通信販売業者に対
して不適切な広告の改善を促していま
す。また、違法な電子メール広告等に関
する情報をインターネット・サービス・
プロバイダや金融庁等に提供することに
より、ウェブサイトの削除や口座凍結等
を促しています。
　また、最近では、第２節で見たように、
特に中国など海外事業者とのインター
ネット通販のトラブルも数多く見られ、
中には不正表示や発注・発送の行き違い
といったものにとどまらず、発送するも
のが模倣品である場合や最初から商品を
発送するつもりがない、事業者自体が存
在しないといった詐欺のケースも多く
なっています。こうしたトラブルに対し、
消費者庁では2011年11月より消費者庁越
境消費者センター（CCJ）においてこう
したトラブルに関する相談を受け付け、

相談内容に応じて警察への相談を通じた
金融機関への口座凍結依頼やクレジット
カード会社へのチャージバック62依頼等
をアドバイスしているほか、「悪質な海
外ウェブサイト」を消費者庁ウェブサイ
トで定期的に公表しており、また、国民
生活センター等からも注意喚起63を行っ
ています。また、警察庁においても、海
外の偽サイト等（実在する企業のサイト
を模したサイトや、インターネット
ショッピングに係る詐欺や偽ブランド品
販売を目的とするサイト）に関する情報
をウイルス対策ソフト事業者等に提供す
ることにより、利用者が偽サイトをパソ
コン等で閲覧しようとすると画面に警告
表示等を行う対策を始めています。

　スマートフォン等を利用したオンライ
ンゲームやSNSに関するトラブルも最近
若年層を中心に増加しているものの一つ
です。オンラインゲームに関しては、
2012年にいわゆる「コンプガチャ64」が
社会問題となり、同年５月に消費者庁は、
これが景品表示法で禁止されている
「カード合わせ」に当たるとの考え方を
公表しましたが65、これに限らず未成年
者の高額課金に関する相談など、オンラ
インゲームをめぐるトラブルは依然とし
て多く見られ、消費者庁や国民生活セン
ターからは主に未成年者の利用を念頭に
注意喚起を行っています66。また、事業

オンラインゲーム・ＳＮＳ等
でのトラブルへの対応

62�）不正利用等の理由によりカード会員が決済に同意しない場合に、クレジットカード会社が加盟店に対し支払いを
拒否すること。
63�）国民生活センター「『インターネット通販の前払いによるトラブル』が急増！―個人名義の銀行口座への前払い
はしない―」（2013年12月19日公表）等。
64�）オンラインゲーム内で、「ガチャ」と呼ばれる有料のくじで得られる特定のアイテムを数種類そろえる（コンプリー
トする）仕組み。未成年者を中心に、コンプリートまでに利用者の予想を超える高額課金が発生してトラブルにな
るケースが多発し、社会問題となった。
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者側でも、オンラインゲームに関する各
種ガイドラインを策定、公表する等67に
よりサービス内容の健全化に取り組んで
います。
　SNSに関しては、SNSを通じて知り
合った人に勧誘された出会い系サイト、
マルチ商法に関するトラブルや、SNSの
広告がきっかけの商品購入に関するトラ
ブルなどが多く見られ、国民生活セン
ターにおいて消費者に対し注意喚起68を
行っています。
　なお、SNSの適切な使い方の普及やト
ラブルの未然防止のためには未成年者に
対する消費者教育が重要であり、地方公
共団体等において行われています（詳細
（２）参照）。

　情報通信分野での消費者トラブルに対�����
処するためには、消費者それぞれが知識
や技術を身に付け、トラブルを未然に防
ぐことが肝要であり、そのためには消費
者教育の充実を図る必要があります。消
費者教育推進法に基づき2013年６月に策
定された「消費者教育の推進に関する基
本的な方針」では、「特に、若年層には、
急速に普及した携帯電話、スマートフォ
ン等の情報通信機器等や、インターネッ

トの利用による契約トラブルも増加して
いる。また、成年年齢の引下げに向けた
検討が進められている。このような消費
者被害等の状況や、成年年齢の引下げに
向けた環境整備の観点等から、高等学校
段階までに、契約に関する基本的な考え
方や契約に伴う責任、消費者市民社会の
形成に参画することの重要性などについ
て理解させ、社会において消費者として
主体的に判断し責任を持って行動できる
ような能力を育む。」とされており、若
年層におけるICT利用に伴う契約等に関
する教育の重要性が指摘されています。
　また、文部科学省の調査によると、い
じめの態様のうち「パソコンや携帯電話
等でひぼう中傷や嫌なことをされる」も
のは、国公私立小・中・高・特別支援学
校において2012年度に7,855 件（2011年
度より4,863 件増加）発生しており69、
いわゆるネットいじめが近年問題視され
ています。また、ブログやSNS等への書
き込みに対する炎上、SNS上のなりすま
しやアカウントの乗っ取り等、成人に見
られたトラブルがインターネット利用の
低年齢化に伴い子ども・青少年にも見ら
れるようになり、未成熟である子ども・
青少年がこうしたトラブルに巻き込まれ
ることによる影響の大きさが懸念されて
います。そのため、サービス提供事業者
や行政による対応の必要性に加え、家庭・

（ ２）情報通信分野における消費者教育

65�）懸賞による景品類の提供は、原則として、景品類の最高額や総額によって制限されているが、例外として、「二
以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用い
た懸賞による景品類の提供」は、景品類の最高額や総額にかかわらず、提供自体が禁止されている（懸賞景品制限
告示第５項）。この方法が「カード合わせ」「絵合わせ」等と呼ばれるもの。
66�）消費者庁「消費者が実行すべきポイント～「ソーシャルゲーム」、「口コミ（サイト）」、「サクラサイト」につい
て～」（2013年４月３日公表）、国民生活センター「増え続ける子どものオンラインゲームのトラブル―家族でゲー
ムの遊び方を話し合うとともに、クレジットカード管理の徹底を！―」（2013年12月12日公表）等。
67�）一般社団法人ソーシャルゲーム協会「コンプリートガチャ等に関するガイドライン」「ゲーム内表示等に関する
ガイドライン」、一般社団法人日本オンラインゲーム協会「オンラインゲーム安心安全宣言」等。
68�）国民生活センター「SNSの思わぬ落とし穴にご注意！―消費者トラブルのきっかけは、SNSの広告や知人から？―」
（2014年４月24日公表）等。
69�）文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（2012年度）。
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学校におけるリテラシー教育の必要性を
感じる意識も強くなっています。これに
関し、消費者庁が行った意識調査によれ
ば、子ども・青少年のインターネット利
用に関して、「保護者と子ども・青少年
の間で何らかの利用ルールを定めるべき
である」、「事業者が商品・サービスの利
用に何らかの制限を設ける必要がある」
と考える方が多く、回答者の年齢が高い
ほどその傾向が強くなっています（図表
２-３-１）。
　青少年のICTリテラシー向上の観点か
らは、関係府省庁では、2014年の春に、
多くの青少年が初めてスマートフォン等
を手にする、卒業・進学・新入学の時期
に特に重点を置き、関係事業者等と協力
して「春のあんしんネット・新学期一斉
行動」として集中的に普及啓発の取組を
実施しました。
　また、総務省では、インターネット通
販等の注意点等、消費者トラブルへの対
処を含む子どもによるICTメディアの健
全な利用を促進するため、2010年度まで
に開発したICTメディアリテラシー教育
のための指導マニュアルや教材からなる
「ICTメディアリテラシー育成プログラ
ム」を公開しています。また、保護者や
教員からのアンケート、ヒアリングを通
じて得たトラブル事例をまとめた「イン
ターネットトラブル事例集」を2009年度
から毎年作成しています。加えて、青少
年のインターネットリテラシーを可視化
するための指標策定やソーシャルメディ
アガイドラインの普及促進に取り組んで
おり、また、地方の各総合通信局が地域
の核としてコーディネーター役等を務
め、関係者を巻き込んだリテラシー向上
の枠組み整備とそれを活用した周知啓発
活動を推進しています。
　さらに、消費者庁では、「消費者教育

ポータルサイト」中で「情報の収集・処
理・発信能力」「情報社会のルールや情
報モラルの理解」「消費生活情報に対す
る批判的思考力」の分野ごとに、幼児期
から成年期までのライフステージ別に消
費者教育に役立つ教材を紹介しています。

　現代の消費社会では、事業者は膨大な
顧客データを保有・活用し、また消費者
は各種の商用・非商用のサイト上でＩＤ・
パスワードを用いて自分の個人情報を管
理しています。こうした情報は電子商取
引を含むインターネット上のやりとりを
円滑に進める上では今や不可欠なものと
なっており、また個人や事業者がこれら
の情報を適切に活用することにより、利
便性が大きく向上するものでもありま
す。一方で、個人情報は一旦誤った扱い
をされると個人に取り返しのつかない被
害を及ぼすおそれがあるものであり、こ
れらの情報を事業者が不適切な形で利用
したり、漏えいさせたり、あるいは悪意
のある第三者の不正アクセスにより盗用
されたりということがあっては、情報通
信社会での消費経済は成立しません。
　個人情報を保護するため、2003年に個
人情報保護法が成立し、事業者が消費者
等の個人情報を取得・利用する際の義務
等が規定されました。同法により、個人
情報の取扱いに対する意識も高まったも
のと考えられますが、一方で、必要以上
に情報提供を控えることにより、本来必
要な業務に支障を来すなど、いわゆる過
剰反応による弊害も見られるようになっ
てきました70。消費者庁では、こうした
状況も踏まえ、全国各地で個人情報保護
法の説明会を開催するなど、法律・制度

（ ３）個人情報保護への対応と不正アクセス防止
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図表２-３-１ 子ども・青少年のネット利用に関して、保護者との間にルールが必要との意
識が高い

（備考）　 １．�消費者庁「インターネット調査「消費生活に関する意識調査」」（20１3年度）。
　　　　 2．�「携帯電話・スマートフォンの普及や、SNSやオンラインゲーム等のサービスの普及に伴い、子ども、

青少年がトラブルに遭うケースが増えています。この問題についてどう対応すべきだと考えますか。
例：ネット依存、高額課金、出会い系トラブル、誹謗中傷、いじめ等」との問に対する回答。（複
数回答可）
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の内容に関する情報提供及び啓発を行っ
ています。
　また、事業者等が保有する膨大な情報
（ビッグデータ）に関して、個人が特定
できないよう匿名化した上でマーケティ
ング等に利活用するための研究が進んで
います。ビッグデータは住所・氏名・電
話番号等の明らかに個人情報を特定でき
る部分を削除しても、他の複数の項目を
結合することにより個人の特定が可能に
なる場合もあり、事業者が個人情報保護
法上の義務を遵守していたとしても、プ
ライバシーに関する社会的な批判を受け
るケースも見られます。さらに、企業活
動のグローバル化や情報通信技術の進歩
により、クラウドサービス等を介して国
境を越えた情報流通が極めて容易になっ
ており、制度の国際的な調和を図る必要

性も指摘されています。こうした状況を
踏まえ、政府は「パーソナルデータの利
活用に関する制度見直し方針」（2013年12
月20日高度情報通信ネットワーク社会推
進戦略本部決定）に基づき、個人情報保
護制度の見直しを行い、2015年通常国会
に法案提出を目指すこととなっています。
　個人情報の取扱いルールを決めるだけ
でなく、不正アクセスから情報その他を
守ることも必要です。不正アクセス防止
の観点からは、不正アクセス行為の禁止
等に関する法律（平成７年法律第128号）
に基づき、フィッシング事犯の取締りや
注意喚起、フィッシング対策のためのガ
イドライン等による啓発活動、電子メー
ルの送信ドメイン認証技術等の技術的対
策の普及促進等を関係府省庁において実
施しています。

70�）例えば、防災の分野では、東日本大震災においても、災害時要援護者名簿等の作成・活用にあたり、高齢者や障
害者等に関する個人情報の利用・提供が個人情報保護条例によって制限されていることから、部局間で必要な個人
情報の共有や、外部の避難支援者への情報提供を一律に控えてしまうという問題があったところである。これを踏
まえ、2013年の災害対策基本法改正において、避難行動要支援者名簿の作成・活用について法的に位置付け、個人
情報保護法制との関係を整理している。
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東京大学大学院法学政治学研究科　教授
宇賀　克也

　情報通信技術の急速な進展により、膨大なデータが集積され、容易に収集・分
析が可能になりました。このビッグデータの中でも、とりわけ、パーソナルデー
タの利活用に対する産業界の期待は高まっています。しかし、そのためには、プ
ライバシー保護が的確に行われることが前提になります。
　「個人情報の保護に関する法律」では、特定の個人が識別できなければ個人情
報ではなくなるので、同法の規制はかからなくなります。したがって、特定の個
人が識別されないように匿名化を行えば、同法に違反せずに当該情報を利活用で
きることになります。もっとも、匿名化された状態とは何かは決して明確ではあ
りません。なぜならば、個人情報から氏名、住所等のそれ自体で容易に個人を識
別できる情報を削除しても、他の情報と容易に照合することができ、それにより
特定の個人を識別できる場合には、当該情報は個人情報であるからです。そして、
情報の照合を考慮すると、個人情報の匿名化はビッグデータの時代には、困難に
なることが多いのです。なぜならば、インターネット上には膨大な情報が存在す
るため、照合の対象になる情報もきわめて多く、想定外の照合がなされてしまう
可能性が高くなっており、さらに、情報通信技術の飛躍的な発展のため、従前は
困難であった照合が容易に行える場合も増大しているからです。そのため、どの
程度の措置を講ずれば匿名化が行われたといえるのかが不明確になり、このこと
は、パーソナルデータの利活用を企業に躊

ちゅう

躇
ち ょ

させる原因になるとともに、パーソ
ナルデータの利活用をしている企業としては匿名化したつもりであっても、実際
には匿名化が不十分でプライバシー侵害が生じてしまうケースを生じさせていま
す。
　したがって、企業にとっても、パーソナルデータの利活用ルールを明確化する
ことが、その利活用を過度に躊躇する状態を解消し、主観的には十分であると考
えた匿名化が後に不十分と批判されるリスクを回避する観点から望まれることに
なります。他方において、消費者にとっても、パーソナルデータの利活用ルール
の明確化は、適切な匿名化措置を講じたパーソナルデータの利活用により、自ら
の利便の向上につながることが期待されますし、不明確なルールの下で不十分な
匿名化のままパーソナルデータが利活用されることによるプライバシー侵害のリ
スクの回避につながることになります。
　さらに、IPアドレスを利活用した行動ターゲティング広告のように、特定の個
人を識別できなくても、同一の人物であることを識別している場合、個人情報で
ないという一事をもって、その利活用に対する法的規制が皆無であってよいわけ
ではなく、他の情報と結合することにより、特定の個人が識別される蓋然性が高
い以上、プライバシー保護の観点からの規制が必要と思われます。
　このように、ビッグデータの時代に適合した個人情報保護法制の見直しは、喫
緊の課題といえます。

ビッグデータと消費者保護
C O L U M N 5
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【OECDでの取組】
　消費者がオンライン上で商品を購入する場合において、地元店舗やカタログ注
文で購入する場合と同じように保護されることを目的として、OECDの消費者
政策委員会（CCP）71にて「電子商取引分野における消費者保護ガイドライン72」
が作成され、1999年にOECD理事会勧告として採択されました（以下「1999年
電子商取引ガイドライン」という。）。我が国も、関連する法律（特定商取引法、
景品表示法、特電法等）の整備等の際に、1999年電子商取引ガイドラインを参考
にしています。
　現在、CCPでは、昨今の情報通信の更なる発展を受け、「オンライン・モバイ
ル決済」、「デジタルコンテンツ製品」、「参加型電子商取引」の ３分野について、
消費者被害の現状分析とそれに基づく政策ガイダンスの策定を進めています。今
後これらの現状分析及びガイダンスを踏まえて、1999年電子商取引ガイドライン
の改定作業が進められる予定です。

　同じくOECDのデジタル経済政策委員会（CDEP7３。旧：情報・コンピュータ・
通信政策委員会（ICCP）74）では、情報、コンピュータ、通信に関する政策提言
やガイドライン策定を行っており、消費者庁、総務省及び経済産業省が参加して
います。同委員会が作成した「プライバシー保護と個人データの国際流通につい
てのガイドライン」が1980年にOECD理事会勧告として採択され、201３年 9 月
に改定されました。また、2014年は我が国がOECDに加盟して50周年の節目の
年であること、我が国にとっても極めて関心の高い「ビッグデータ」、「高齢化社
会におけるICT利活用（シルバーICT）」が主な議題となる予定であること等から、
CDEP等が担当する「知識・経済に関するグローバル・フォーラム75」が10月に
我が国で開催される予定です。このフォーラムは総務省・経済産業省の共催です
が、「プライバシーにおける消費者問題」について議論される可能性があること
から、消費者庁もこのフォーラムに協力する見込みです。また、本年 ３月には
OECDデジタル経済政策課76のアン・カブラン課長が来日し、これらの関係府省
庁に表敬訪問をされ、我が国がCDEP等において積極的な役割を果たしているこ
とに感謝を述べられました。

【ICPENでの取組】
　ICPEN77では、国境を越えたオンライン関連取引に関する情報の消費者への提
供等の共同プロジェクトに取り組んでいます。例えば、201３年10月の会合では、
子どものオンラインゲーム、モバイルペイメント等について検討されるとともに、
我が国からは、オンラインゲームや口コミサイトの現状についてプレゼンテー
ションを行いました。

ＯＥＣＤ及びＩＣＰＥＮにおける情報通信に関する取組
C O L U M N 6

71）詳細は、第５章第４節参照。
72） Guidelines�for�Consumer�Protection�In�the�Context�of�Electronic�Commerce
73） Committee�on�Digital�Economy�Policy
74） 2013年12月に名称変更。
75�） OECD科学技術産業局（DSTI）が2011年より年１回開催。CCP、CDEPを含む４委員会はこの局の所管であり、
持ち回りでフォーラムの担当を行っている。
76） Division�for�Digital�Economy�Policy
77）詳細は、第５章第４節参照。
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　社会経済活動の中で、消費活動は非常
に大きなウエイトを占めています。消費
者が支出する消費額の総額は、2013年現
在約286兆円で、経済全体（国内総生産
（GDP）＝約478兆円）の約６割を占め
ています（図表３-１-１）。

　これを諸外国と比較すると、先進国で
は概して消費者が支出する消費額の総額
が経済全体の５割を超えており、我が国
においても約６割となっています（図表３-１
-２）。消費者の消費活動は、我が国の社会
経済全体に大きな影響を及ぼすことになり
ます。したがって、経済の持続的な発展
のためには、消費者が安心して消費活動
を営める市場を構築することが重要です。

社会経済活動の中で大きな
ウエイトを占める消費活動

消費者を取り巻く社会経済情勢
と消費者行動・意識第3章
消費者を取り巻く社会経済情勢第 １節

図表３-１-１ GDPの約 ６割を占める家計消費

（備考）　 １．内閣府「国民経済計算」。
　　　　 ２．�「その他」は、対家計民間非営利団体最終消費支出、政府最終消費支出、在庫品増加、純輸出の合計。

家計消費
285.5兆円
（59.7%）

その他
89.0兆円
（18.6%）

設備投資
64.7兆円
（13.5%）

公共投資
23.7兆円
（5.0%）

住宅投資
15.3兆円
（3.2%）

2013年
名目国内総生産

（GDP）
478.2兆円
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　総務省「家計調査」により、１世帯当
たりの消費支出構造の長期的な変化を見
ると、1970年に３割弱だったサービスへ
の支出は、2013年には４割を超えるなど、
モノへの支出からサービスへの支出へシ
フトしています。
　具体的な支出の内訳について、1970年
と2013年を比較すると、サービスへの支
出では、通信サービス、教養娯楽サービ
ス、自動車関係サービスの割合が大きく
増加しており、商品への支出では、自動
車関係の割合が増加しています。一方、
食料、被服及び履物の割合は大きく減少
しています78（図表３-１-３）。
　家計の支出構造の変化は、高齢化の進
展、インターネット・携帯電話の普及を
始めとする高度情報化の進展、国際化の

進展等、経済社会の様々な変化によるラ
イフスタイルの多様化を反映したものと
考えられます。

　家族類型別に世帯数の割合の推移を見
ると、単独世帯の割合が1980年の19.8％
から2010年には32.4％に増加しており、
さらに、2035年には37.2％まで増加する
ことが見込まれています（図表３-１-４）。
高齢者や若者など、一人暮らしの世帯が
増えることで、周囲の目から隔離されて、
消費者トラブルに巻き込まれやすくな
る、また、トラブルに巻き込まれた際に
誰にも相談できずに一人で抱え込むと
いった問題が大きくなっているものと考
えられます。

家計の消費支出構造の変化：
モノからサービスへ

世帯構造の変化：
単身世帯が増加傾向

78�）長期時系列データが取れる二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く。）の場合。

図表３-１-２ 先進国では消費支出は経済全体の ５割超

（備考）　 １．「OECD.Stat」により作成。
　　　　 ２．国内総生産のうち家計最終消費支出が占める割合として算出（２0１２年）。

中国
ノルウェー

スウェーデン
韓国

スイス
フランス
カナダ
ドイツ
日本

イタリア
イギリス
アメリカ

806040200
（％）

36.7
38.5

46.9
52.0
54.3
55.4
55.6
55.7

59.3
60.4
63.4

66.8
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図表３-１-３ 家計の消費支出はモノからサービスへシフト

（備考）　 １．総務省「家計調査」により作成。二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く。）の一世帯当たり支出の構成比。
　　　　 ２．「その他（サービス）」とは、家具・家事用品、被服及び履物、諸雑費の合計。
　　　　 ３．「その他（財）」とは、住居、保健医療、通信、教育、諸雑費の合計。

教養娯楽
（旅行、月謝等）

7.2％

その他
（サービス）

6.8％

住居
5.9％

外食
5.3％

通信
4.6％

食料
23.4％

食料
38.1％

教育
4.4％

交通
2.2％

自動車関係
3.1％

保健医療
2.7％

教養娯楽
4.6％

自動車関係
6.0％

光熱・水道
8.9％

被服及び履物
4.5％

被服及び履物
10.2％

家具・家事用品
3.7％

その他（財）
6.6％

は、対サービス支出。
は、対財支出。

教養娯楽
（旅行、月謝等）

4.3％

その他
（サービス）

4.6％

住居
4.7％ 外食

4.2％

交通
2.3％

通信
1.2％

教育
3.0％

自動車関係
0.7％

保健医療
2.0％

教養娯楽
6.4％

自動車関係
1.9％

光熱・水道
5.1％

家具・家事用品
5.8％

その他（財）
5.4％

は、対サービス支出。
は、対財支出。

①2013年・二人以上の世帯 ②1970年・二人以上の世帯

図表３-１-４ 単独世帯の割合が年々増加している

（備考）　 １．�総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（２0１３
年 １ 月推計）により作成。

　　　　 ２．２0１0年については国勢調査の結果を基に国立社会保障・人口問題研究所が算出した。

19.8 20.8 23.1 25.6 27.6 29.5 32.4 33.3 34.4 35.6 36.5 37.2

60.3 60.0 59.5 58.7 58.4 57.9 56.5 56.9 56.9 56.6 56.2 55.9

19.9 19.2 17.4 15.7 14.0 12.7 11.1 9.7 8.7 7.9 7.3 6.9
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　日本の年齢別の人口構成の長期的な推
移を見ると、1960年には5.7％だった高
齢化率79は2013年には25.1％となってお
り、2060年には39.9％まで上昇すると見
込まれるなど、高齢化が着実に進展して
います（図表３-１-５）。消費生活を送る上
で、商品・サービスに起因する事故や悪
質事業者による不当な契約など、様々な
消費者トラブルが発生していますが、特
に高齢者の場合は、様々な身体能力の低
下や判断力の衰えにより、消費者トラブ
ルに巻き込まれるリスクが高まると考え
られます。

　国際化の進展に伴い、食料品、衣料品、
電気製品等の様々な商品が我が国に輸入
されて流通することで、私たちは日常生
活においても数多くの外国産の商品に囲
まれて生活しています。我が国の消費財
の輸入額推移を見ると、1980年には約
５兆円でしたが、2012年には約15兆円ま
で増加しています80（図表３-１-６）。また、
近年では、先述した情報化の進展とも相
まって、インターネット等を通じて消費
者が自ら海外から直接購入することが容
易になっており、消費者の行動は今や国
内にとどまらず、消費生活においても国
際化が進展していると言えます。

高齢化の進展：
高齢化率は上昇傾向

国際化の進展：
輸入品や海外直接購入の増加

79�）全人口に占める65歳以上人口の割合。
80）この間、我が国の名目GDPは約２倍に増加している。

図表３-１-５ 着実に進展する人口の高齢化

0
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100,000

120,000

140,000
人口（千人）
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65歳以上人口

高齢化率
（65歳以上人口の割合）

14歳以下人口
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2013年
25.1％

2060年
39.9％

1960年
5.7％

実績値 推計値（中位推計）

（備考）　 １．国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（２0１３年 １ 月）により消費者庁作成。
　　　　 ２．２0１３年以降は中位推計値。
　　　　 ３．２0１１～２0１３年は総務省統計局の推計。
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図表３-１-６ 消費生活の国際化が進んでいる

（備考）　 １．財務省「貿易統計」より消費者庁作成。
　　　　 ２．�我が国の輸入額のうち、消費財（耐久消費財、非耐久消費財、食品及びその他の直接消費財）の

輸入額推移。
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　消費者庁が2013年度に実施した「消費
者意識基本調査」で、消費者として心掛
けている行動について質問したところ、
「表示や説明を十分確認し、その内容を
理解した上で商品やサービスを選択す
る」ことについて、７割以上が「心掛け
ている」と回答しています。一方、「ト
ラブルに備えて、対処方法をあらかじめ
準備・確認しておく」ことについて「心
掛けている」と回答した割合は約３割に
とどまっています（図表３-２-１）。

　同じく「消費者意識基本調査」による
と、この１年間に商品・サービスを利用
する際に利用した販売形態について聞い
たところ、「電話勧誘による販売」を利
用したと回答した人は1.7％、「訪問販売」
を利用したと回答した人は2.1％と受け
身の販売購入形態が低い結果となり、一
方、「インターネット通販」を利用した
と回答した人は43.9％、カタログ販売を
利用したと回答した人は37.3％と、自分
の生活に合わせて自分のペースで消費行
動が可能な販売形態が選択されているこ
とが分かります（図表３-２-２）。

多くの消費者が商品選択時に
表示や説明を十分確認している インターネット通販の利用が多い

消費者行動・意識の状況第 ２節

図表３-２-１ 表示や説明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービスを選択する人は ７割以上

（備考）　 １ ．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ．「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対する回答。

19.5 54.2 17.0 7.4
1.7
0.1

4.5 27.7 34.2 25.6 7.8
0.2

10.4 36.0 27.9 16.9 8.5
0.2

7.0 35.9 31.6 18.7 6.6
0.2

14.2 42.6 26.8 12.1 4.1
0.2

8.8 39.1 32.4 14.5 5.0
0.2
100
（％）

806040200

（N＝6,528）

表示や説明を十分確認し、その内容を理
解した上で商品やサービスを選択する

トラブルに備えて、対処方法をあらか
じめ準備・確認しておく

商品やサービスについて問題があれ
ば、事業者に申立てを行う

ライフステージや経済状況の変化等、
将来を見通した生活設計を考える

個人情報の管理について理解し、適切
な行動をとる

環境に配慮した商品やサービスを選択
する

かなり心掛けている
あまり心掛けていない

ある程度心掛けている どちらとも言えない
ほとんど・全く心掛けていない 無回答

19.5 54.2 17.0 7.4
1.7
0.1

4.5 27.7 34.2 25.6 7.8
0.2

10.4 36.0 27.9 16.9 8.5
0.2

7.0 35.9 31.6 18.7 6.6
0.2

14.2 42.6 26.8 12.1 4.1
0.2

8.8 39.1 32.4 14.5 5.0
0.2
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消費者は主体的な判断や消費者
主導の購買行動を望んでいる
　インターネット通販、カタログ通販を
利用した理由を聞いたところ、「営業時
間を気にせず買い物ができるから」、「品
揃えが豊富、インターネット通販、カタ

ログ通販でしか買えない商品があるか
ら」等、消費者の主体的な判断や消費者
主導の購買行動を望んでいる様子がうか
がえます。こうした消費者側からの積極
的な消費行動は、社会に積極的に関与し
ていく「消費者市民社会」の考え方にも
つながります（図表３-２-３）。

図表３-２-２ 過去 １年間でインターネット通販を利用した人は4３.9％

（備考）　 １ ． 消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ．「あなたは、この １ 年間に、商品・サービスを利用する際、以下の販売形態を利用しましたか。」との問に対する回答。

43.9 55.7 0.4

37.3 62.4 0.3

12.7 86.9 0.4

2.1 97.5 0.3

1.7 98.0 0.3

43.9 55.7 0.4

電話勧誘による販売

利用した 利用しなかった 無回答

訪問販売

0 100
（％）

80604020

テレビショッピング

カタログ通販

インターネット通販

（N＝6,528）

37.3 62.4 0.3

12.7 86.9 0.4

2.1 97.5 0.3

1.7 98.0 0.3

図表３-２-３ インターネット通販・カタログ通販を利用する理由

（備考）　 １ ． 消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「インターネット通販（カタログ通販）を利用した理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。当てはまるもの全てをお選び

ください。」との問に対する回答。

（％）
8060402010 30 50 700

品揃えが豊富、インターネット通販（カタロ
グ通販）でしか買えない商品があるから

店舗までの移動時間・交通費がかから
ないから

外出が困難なため、自宅で買い物がで
きて便利だから

様々な商品の価格や品質を比較しやす
いから

インターネット通販（N＝2,866）
カタログ通販（N＝2,432）

無回答
その他

営業時間を気にせず買い物ができるから

安いから

以前から利用していて便利だから

店員対応がなく煩わしくないから

44.6
66.9

51.9
61.0

31.0
58.1

28.9
53.1

31.2
47.7

44.5
44.8

15.0
22.1

14.3
14.3

0.5

5.7

11.8

0.1

3.1

13.6

商品の詳細な説明を知ることができるから
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約 ６割の人が社会貢献につながるも
のを意識的に選択することがある
　内閣府が2013年度に実施した「消費者
行政の推進に関する世論調査」によると、
「ご自身が商品・サービスを選択する際
に、環境、被災地の復興、開発途上国の
労働者の生活改善等、社会貢献につなが
るものを意識的に選択するかあります
か」との問いに、「ある」、「どちらかと
いえばある」と答えた人は59.2％でした
（図表３-２-4）。

約 ７割の人が消費者問題に
関心がある
　また、この１，２年くらいに生じた消
費者問題に「関心がある」と答えた人は
73.8％と、前回の2008年度の結果より下
回ったものの、依然として高い関心であ
ることが分かります（図表３-２-５）。

　消費者問題に「関心がある」と答えた
人に対してどの分野の消費者問題に関心
があるか聞いたところ、「食中毒事故や食
品添加物の問題等の食品の安全性につい
て」と答えた人は、2008年度の結果をやや
下回ったものの、81.7％と最も高く、以下、
「偽装表示等事業者による商品やサービス
に関する偽りの情報について」66.8％、「強
引な勧誘や不正な利殖商法等の悪質商法
について」43.7％、「交流サイト、ゲーム、
ネット通販等のインターネット利用により
生じるトラブル」41.4％、「製品の欠陥によ
り生じる事故について」38.8％等の順となっ
ています（図表３-２-６）。

　消費者として重要な情報を、どのよう
な方法で提供してほしいと思うか聞いた
ところ、全体としては「テレビ・ラジオ」

食の安全、食の表示問題に
高い関心

インターネットでの情報提供を
希望する人が急増

図表３-２-4 社会貢献につながるものを意識的に選択する人は５9.２％

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、ご自身が商品・サービスを選択する際に、環境、被災地の復興、開発途上国の労働

者の生活改善など、社会貢献につながるものを意識的に選択することがありますか。」との問に
対する回答。

ある
21.7％

どちらかといえばある
37.5％

どちらかといえばない
21.6％

ない
17.9％

（N＝1,781）
わからない

1.3％
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図表３-２-５ 消費者問題に関心がある人は７３.8％

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、この １ ，2 年くらいの間に生じた消費者問題について、関心がありますか、それともありませんか。」

との問に対する回答。

73.8 24.0 2.2

82.0 15.9 2.1

0

73.8

20 40 60 80 100
（％）

ある ない わからない

24.0 2.2

82.0 15.9 2.12008年度調査
（N＝1,853）

（N＝1,781）
2013年度調査

図表３-２-６ 消費者は食品の安全性、表示問題に強い関心

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、この １ ，2 年くらいの間に生じた消費者問題について、関心がありますか、それともありませんか」との問に「ある」

と回答した人に対して、「どの分野の消費者問題に対して関心がありますか。この中からいくつでもあげてください。」との問に対
する回答。

23.0

38.8

41.4

43.7

81.7

21.7

38.9

44.0

88.8

施設の瑕疵により生じる事故について

（％）
10060402010 30 50 70 80 900

食中毒事故や食品添加物の問題などの
食品の安全性について
偽装表示など事業者による商品やサー
ビスに関する偽りの情報について
強引な勧誘や不正な利殖商法などの悪
質商法について
交流サイト、ゲーム、ネット通販などのイ
ンターネット利用により生じるトラブル

2008年度調査（N＝1,519）
2013年度調査（N＝1,315）

製品の欠陥により生じる事故について

その他

わからない

66.8
70.9

0.2

0.4
1.3

0.3
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89.7％、「新聞・雑誌」68.2％、「インター
ネット」38.0％の順となりました（図表
３-２-７）。2008年度の結果と比較するとイ
ンターネットが30.4％から38.0％と約８
ポイントも増加しています。
　年代別では、「テレビ・ラジオ」は各年
代で高い結果となりましたが、20代・30代
では「新聞・雑誌」よりも「インターネット」
が高い結果となっています（図表３-２-8）。

　消費者庁が2013年度に実施した「消費
者意識基本調査」によると、「消費者庁
として取り組んでいることを知っていま

すか」と聞いたところ、「公共料金関連
業務」を除き前年度の調査結果を上回る
認知度となりました。2013年度は、化粧
品による白斑問題や外食産業での食品表
示等問題、冷凍食品の農薬混入事案等の
多くの消費者問題が発生しましたが、こ
れらへの対応等を通じて消費者庁が情報
発信に努め、また報道等によって周知さ
れたことが影響しているものと考えられ
ます（図表３-２-9）。

消費者庁の業務に関する
認知度が向上

図表３-２-７ インターネットでの情報提供を望む人は３8.0％

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、消費者として重要な情報を、どのような方法で提供してほしいと思いますか。この中

からいくつでもあげてください。」との問に対する回答。

0

（％）

2013年度調査（N＝1,781）
2008年度調査（N＝1,853）

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
89.7

68.2

38.0

27.2

17.7 16.7

7.5
2.1 0.4 0.2

87.9

70.4

30.4
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21.3
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1.8 0.6 0.3

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

新
聞
・
雑
誌

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

自
治
体
、
町
内
会
な
ど
の

広
報
誌

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
チ
ラ
シ

公
共
の
場
の
掲
示
物

研
修
会
、
講
演
会
、

展
示
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

第
２
節

第
３
章

第
１
部

　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

消
費
者
行
動
・
意
識
の
状
況

119



図表３-２-8 ２0-３0代は新聞・雑誌よりインターネットの割合が高い

（備考）　 １ ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、消費者として重要な情報を、どのような方法で提供してほしいと思いますか。この中からいくつでもあげてください。」

との問に対する回答。（年代別）

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
0

100
（％）（N＝1,781）

60

70

90

80

40

50

20

30

10

テレビ・ラジオ
新聞・雑誌
インターネット
パンフレット・
チラシ
自治体、町内会
などの広報誌
研修会、講演会、
展示会、シンポ
ジウム
公共の場の掲示
物
その他
特にない
わからない

図表３-２-9 消費者庁の業務は全体的に認知度が上昇している

（備考）　 １ ．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2 ． 「あなたは、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいることを知っていますか。当てはまるもの全てをお選びください。」と

の問に対する回答。

50

34.4

25.5

28.8

23.9

22.2

20.5

19.5

26.4
21.0

12.0

8.7

4.4
5.6
5.5
5.3

18.4
12.4

3.3
1.1

0.2
0.2

46.8

40.3

37.2

32.7

29.8

29.4

27.3

16.3

15.9

10 4020 300 15 4525 355
（％）

無回答

消費者の生命・身体事故の原因調査

地方における消費者行政の取組推進

消費者教育や消費生活の普及啓発

食品と放射性物質の説明会等の実施

公共料金関連業務

その他

名前は知っていたが取組は知らない

消費者庁を知らなかった

食品表示ルールの整備

消費者の利益を守るための制度作り

消費者の生命・身体安全の情報発信

商品等についての不当な表示の規制

訪問販売等の取引の規制

消費者財産被害についての情報発信

2013年度調査（N＝6,528）
2012年度調査（N＝6,690）

120



全国の消費生活センター等に寄せられた
消費生活相談は ９年ぶりに増加
　全国の消費生活センター等では、事業
者に対する消費者からの相談を受け付け
ており、寄せられた消費生活相談情報は
国民生活センターが運営するPIO-NET
（パイオネット：全国消費生活情報ネッ
トワーク・システム）に登録されます。
その動向を見ると、2004年度の約192万

件をピークに８年連続で減少しました
が、2013年度は約92万5,000件で、９年
ぶりに増加となり、2009年度以降の過去
４か年度の相談件数をも上回る水準とな
りました （図表４-１-１）。
　なお、2004年度のピーク時は、消費生
活相談総件数約192万件のうち、架空請
求に関する消費生活相談が約68万件と
35.2％を占めていました。その後、架空
請求に関する相談は大きく減少してお
り、2013年度は約３万8,000件となって
います。
　2013年度の相談件数が前年度を６万件

（ １）20１3年度の消費生活相談の全体的な概況

消費者問題の動向第4章
消費者問題の概況第 １節

図表４-１-１ 20１3年度の消費生活相談件数は ９年ぶりに増加

20131985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121984
0

200

4.9 8.9 13.3 15.2 15.2 16.6 16.5 17.1 19.1 21.8 23.4 27.4
35.1 40.1 41.5 46.7

54.7
1.51.5

65.6
1.71.7

87.4
7.67.6

151.0

48.348.3

192.0

67.667.6

130.4

26.726.7 111.3

17.817.8
105.1
12.512.5 95.1

9.99.9
90.2
6.16.1

89.7
2.32.3

88.4
2.12.1

86.0

4.24.2

92.5

3.83.8

（万件）

（年度）

120

140

180

160

40

60

80

100

20

架空請求
架空請求以外

（備考）　 １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．2003年度以前は、国民生活センター「消費生活年報20１3」。
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以上上回り、近年の減少傾向と異なる動
きを見せた要因としては、第一に「健康
食品の送り付け商法」によるトラブルが
2012年度から引き続き増加傾向にあり、
上半期を中心として急増したことが挙げ
られます。その結果、「健康食品」に関
する相談件数は2013年度に約４万6,000件
となり、前年度に比べ２万件近く増加し
ています（詳細については、第３節参照）。
　また、第２章でも取り上げたように、
情報化社会の進展に伴う様々な消費者ト
ラブルが、世代を問わず広がっています。
そのうち2013年度の特徴として、特に外
国の事業者から「インターネット通販」
で商品を購入する際のトラブルが増加し
ていることが第二の要因として挙げられ
ます（詳細については、第２章第２節参
照）。中でも、従来と異なり、主に中国
の事業者に関する、いわゆる「詐欺的な
サイト」によるトラブルが非常に多く
なっている点が特徴的で、代表的なもの
として「ブランド品を注文したが、届い
た商品が模倣品であった」、「商品が届か
ない」といった模倣品や商品未着の詐欺
的な事例が多く見られるようになってい
ます。こうしたトラブルの増加に伴い、
「インターネット通販」に関する相談件
数は2013年度に約５万件となり、前年度
に比べ２万件以上増加しています。
　さらに、2013年度の相談件数の増加要
因としては、人口の高齢化に伴い、65歳
以上の高齢者に関する相談がますます増
加している点も挙げられます（詳細につ
いては、133ページ参照）。
　高齢者のトラブルに多く見られるもの
としては、前述の「健康食品の送り付け
商法」によるトラブル以外にも、依然と

して続いている、主に金融商品を対象と
した「劇場型勧誘」のトラブル等が挙げ
られ（詳細については、第３節参照）、
近年、特に高齢者が悪質事業者のター
ゲットとなっていることの証左とも考え
られます。
　しかし、相談件数の増加には、必ずし
も消費者被害に遭った件数が増えている
という理由だけではなく、消費者自身の
行動の変化や相談体制の強化の効果も、
徐々に影響してきている可能性もありま
す。例えば、高齢者に関する相談で、ト
ラブルのどのタイミングで消費生活セン
ター等へ相談が寄せられているのか、契
約・申込み状況の推移を見ると、最近で
は「まだ契約・申込みしていない」段階
の割合が増加しています。これは、消費
者被害が拡大する前の、トラブルの入口
段階で、早めに相談するというケースが
増加しているということを示しています
（詳細については、136ページ参照）。「劇
場型勧誘」については、事業者から不審
な電話があった、不審なパンフレットが
届いた等、実際に金銭的な被害に遭う前
での相談が多くなっており、様々な注意
喚起が消費者に周知されてきて、不審に
感じる事業者からの勧誘に対して、予防
的に相談するという行動が消費者にある
程度浸透してきたものと推測されます。
　また、消費者庁発足後、全国の消費生
活センター等の拡充によって、消費生活
相談の受付体制が強化され、相談の受け
皿が広がっていること（詳細については、
第５章第１節参照）や、消費生活センター
等の存在の認知度が上がっている81こと
も、こうした傾向の背景にあるものと考
えられます。

81�）国民生活センター「国民生活動向調査」（2013年度）によると、消費生活センター等の認知度は2011年度には
70.7％であったが、2013年度は74.6％となっている。
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　以上のように、2013年度の消費生活相
談件数の増加の背景には、依然として悪
質商法による消費者被害が減少していな
いというマイナス面がある一方、トラブ
ルが深刻化しないうちに早めに相談する
という、消費者の行動の変化、消費者行
政側の相談受付体制の強化等、プラスの
側面もあるものと考えられます。

　さらに、2013年度の消費生活相談につ
いて属性別での状況を見ると、年代は幅
広い層からの相談が寄せられていますが、
特に60歳以上が全体の36.6％を占め、高
年齢層の割合が大きいことが分かります
（図表４-１-2）。性別では、女性が51.1％、

男性が45.0％となっています。職業等別
では、給与生活者が34.9％と最も多く、
次いで無職が26.0％となっています。
　2013年度の相談を性別、年代別（10歳
単位）及び商品・サービス別（以下「商品
別」という。）に見ると、相談件数は70歳代
女性に関する相談が7万7,283件と最も多
く、次に40歳代女性、40歳代男性、60歳代
女性、60歳代男性と続きます（図表４-１-3）。
　70歳代及び80歳代女性で「食料品」が
多いのは、「健康食品の送り付け商法」
による影響が大きく、70歳代女性では「金
融・保険サービス」の件数も多くなって
います。
　また、若年層から50歳代までは性別を
問わず、主にデジタルコンテンツ等に関
する「運輸・通信サービス」が大きな割
合を占めています。

20１3年度相談の属性別の傾向

図表４-１-2 20１3年度の相談を属性で見ると、高齢者、給与生活者が多い

女性
51.1％
女性

51.1％

男性
45.0％
男性

45.0％

無回答
（未入力）

10.9％

20歳未満
3.1％

20歳代
8.5％ 
20歳代
8.5％ 

30歳代
13.2％
30歳代
13.2％

40歳代
15.3％
40歳代
15.3％

50歳代
12.4％
50歳代
12.4％

不明・無回答
（未入力）

2.0％

不明・無回答
（未入力）

9.9％

団体等
1.9％

60歳代
14.3％
60歳代
14.3％

70歳
以上

22.3％

70歳
以上

22.3％ 年代別 性別

職業等別家事
従事者
18.0%

家事
従事者
18.0%

自営・自由業
5.1%

給与
生活者
34.9%

給与
生活者
34.9%

その他
1.9%
学生
4.2%

無職
26.0%
無職

26.0%

（備考）　PIO-NETに登録された20１3年度の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。

第
１
節

第
４
章

第
１
部

　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

消
費
者
問
題
の
概
況

123



　2013年度の消費生活相談について、相
談件数と１件当たりの実際に支払った金額
（既支払額）の関係を商品別に見ると、「運
輸・通信サービス」が20万件を超えて最も
相談件数が多く、２番目の「金融・保険サー
ビス」の２倍以上と、他の商品を大きく上
回っています。ただし、相談１件当たりの
平均既支払額は2.9万円と低くなっていま
す。相談件数が２番目に多い「金融・保
険サービス」は、相談件数が多いこと、平
均既支払額が高額であるという点は2012年
度と共通していることが分かります （図表
４-１-４、 図表４-１-５）。
　その他、2013年度の相談件数では３番

目に「食料品」が来ており、2012年度の
「教養娯楽品」と順位が入れ替わってい
ます。これは、第１章でも取り上げた「食
品表示等問題」、「冷凍食品への農薬混入
事案」や、「健康食品の送り付け商法」等、
2013年度は「食」に関する様々な問題が
発生したことによるものです。
　また、「被服品」、「商品一般」等も2012
年度と比べ上位に来ています。「被服品」
は、第２章でも紹介したインターネット
通販による、いわゆるブランド品等のト
ラブルの増加が影響しています。「商品
一般」は、「怪しい電話勧誘があった」、
「怪しいパンフレットが送られてきた」
等、相談の対象商品が具体的にどのよう
なものか不明なケースや架空請求等が含
まれます。

20１3年度の消費生活相談では「運輸・
通信サービス」の相談件数が突出

図表４-１-3 性別・年代別・商品別で見ると、20１3年度は70歳代女性の相談が最も多く、
その中でも「食料品」、「金融・保険サービス」が目立つ

90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
（件） （件）

住居品 保健衛生品
土地・建物・設備 レンタル・リース・貸借

管理・保管
運輸・通信サービス 保健・福祉サービス

食料品 被服品
車両・乗り物 クリーニング

修理・補修 金融・保険サービス
教養・娯楽サービス

他の相談

商品一般

男性 女性

光熱水品 教養娯楽品
他の商品

工事・建築・加工 役務一般
教育サービス

他の役務 他の行政サービス

90歳以上

80歳代

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代

10歳未満

内職・副業・ねずみ講

（備考）　 １．PIO-NETに登録された20１3年度の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品別分類（大）。
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図表４-１-４ 20１2年度は「運輸・通信サービス」の相談件数が多いものの平均既支払額が
少なく、「金融・保険サービス」は相談件数・平均既支払額ともに多かった

0

50,000

100,000

150,000

200,000

（万円）

教養娯楽品
食料品
レンタル・リース・貸借
他の役務
住居品

保健・福祉サービス
被服品 商品一般

他の相談

保健衛生品
修理・補修
光熱水品
クリーニング
教育サービス

内職・副業・ねずみ講
他の行政サービス
管理・保管
他の商品
役務一般

（件）

87.64.2 128.588.9 36.9 49.6

教養・娯楽サービス

土地・建物・
設備

土地・建物・
設備 工事・建築・加工工事・建築・加工

運輸・通信サービス

車両・乗り物金融・
保険サービス

金融・
保険サービス

（備考）　 １．PIO-NETに登録された20１2年度の消費生活相談情報（20１3年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．縦軸は、商品別分類の相談件数。
　　　　 3．横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 4．平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 ５．各商品分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。

図表４-１-５ 20１3年度は20１2年度に続き「運輸・通信サービス」の相談件数が突出しており、
「金融・保険サービス」は相談件数・平均既支払額とも多い

0

50,000

100,000

150,000

200,000

（万円）

教養娯楽品
食料品

レンタル・リース・貸借

他の役務

住居品
保健・福祉サービス

被服品

商品一般
他の相談

保健衛生品

修理・補修

光熱水品
クリーニング
教育サービス

内職・副業・ねずみ講
他の行政サービス

管理・保管
他の商品
役務一般

（件）

97.72.9 2.1 122.696.6 40.4 61.3

教養・娯楽サービス

土地・建物・
設備

土地・建物・
設備 工事・建築・加工工事・建築・加工

運輸・通信サービス

車両・乗り物
金融・

保険サービス
金融・

保険サービス

（備考）　 １．PIO-NETに登録された20１3年度の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．縦軸は、商品別分類の相談件数。
　　　　 3．横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 4．平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 ５．各商品分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。
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　2013年度の消費生活相談を販売購入形
態別構成比で見ると、全体では「通信販
売」、「店舗購入」が３割強を占めていま
す （図表４-１-６）。
　他方、このうちの高齢者について時系
列推移で見ると、「訪問販売」が減少傾
向にある一方で「電話勧誘販売」が増加
し、2013年度は23.9％と高齢者の相談の
中では最も大きな割合を占めています。
この背景としては、電話勧誘による「健
康食品の送り付け商法」の被害が増加し
たことや、「劇場型勧誘」のトラブルが
依然として多いこと等が挙げられます。
　次に、相談総件数の前年度からの増減

率に対する、販売購入形態別のそれぞれ
の寄与度を時系列で見ると、最近では「店
舗購入」の減少が続いています （図表
４-１-7）。一方、「電話勧誘販売」は増加
傾向にあり、特に2013年度は前年度から
の増加に大きく寄与しています。
　図表４-１-６で見たように、2013年度の
相談全体において、販売購入形態別では
「通信販売」が３割を超えています。第
２章で紹介した「インターネット通販」82

が増えていることも要因の一つですが、
それのみならず「テレビショッピング」
や「カタログ通販」等、他の通信販売に
関するトラブルも、高齢者、特に女性を
中心として増加傾向にあります （図表４-
１-８、 図表４-１-９）。

販売購入形態別に見ると、「通信販売」、
「店舗購入販売」がそれぞれ 3割

82�）第２章では「インターネット通販」を「商品」のみで分析したが、本来、PIO-NETの「インターネット通販」は
商品・サービス双方を含み、2013年度はサービスが７割以上を占めているが、その内訳を見ると「アダルト情報サ
イト」、「出会い系サイト」、「オンラインゲーム」といったものが上位を占める。

図表４-１-６ 高齢者のトラブルは「電話勧誘販売」の増加が目立つ

6.46.4
6.26.2

6.66.6
7.77.7

8.18.1
9.49.4

14.114.1
16.216.2

20.120.1

35.635.6
26.926.9
21.821.8

15.115.1
15.915.9
14.614.6

13.713.7
16.916.9

16.916.9

32.632.6
30.430.4

27.627.6
28.428.4

24.324.3
23.323.3

22.022.0
20.920.9

19.019.0

12.412.4
14.114.1
18.218.2

26.626.6
27.427.4
29.829.8
28.828.8

25.525.5
22.922.9

40 60 80 1000 20

65
歳
以
上

65
歳
未
満
全
体

2004
（年度）

（％）

2008
2007

2005
2006

2010
2009

2011
2012
2013

2013

2013

21.121.1 15.315.3 16.516.5 23.923.9

33.733.7 6.96.9 38.838.8 5.25.2

29.729.7 9.79.7 30.130.1 10.910.9

不明・無関係訪問購入
通信販売店舗購入 電話勧誘販売

その他無店舗ネガティブ・オプション
マルチ取引訪問販売

（備考）　 １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．20１3年 2 月2１日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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図表４-１-８ 「テレビショッピング」に関する相談は増加傾向

20132004

1,5411,541 1,3651,365
1,7801,780

2,1962,196 2,3692,369

3,692
4,1564,156

4,623
4,2134,213

5,912

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

7,000
（件）

（年度）

6,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1,000

441441 363363 531531 638638 855855 1,3621,362 1,6191,619 1,8771,877 1,8801,880

3,1693,169

テレビショッピング
うち、65歳以上

（備考）　PIO-NETに登録された「テレビショッピング」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。

図表４-１-7 20１3年度の相談総件数の変化には、大きく「電話勧誘販売」が寄与

2010 2011 2012 20132009

－2

8
（%）

（年度）

6

2

4

－6

0

－4

不明・無関係その他無店舗

通信販売店舗購入

電話勧誘販売 訪問購入
ネガティブ・オプションマルチ取引
訪問販売

（備考）　 １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．20１3年 2 月2１日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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図表４-１-９ 「カタログ通販」に関する相談は増加傾向

20132004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

（件）

（年度）

1,695 1,780
1,569

1,756 1,776

2,434

3,201

3,794
3,579

3,916

364364 387387 431431 441441 497497 725725
1,0751,075

1,5091,509 1,4881,488
1,8661,866

4,500

4,000

2,000

2,500

1,500

500

3,000

3,500

1,000

カタログ通販
うち、65歳以上

（備考）　PIO-NETに登録された「カタログ通販」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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図表４-１-１0 20１3年度の消費生活相談の平均金額は減少傾向に

0
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（万円）
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
（年度）

総数
65歳以上
65歳未満
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183
204

190

237 216

189
168

109

98
116 120

144
133 125 118 114 106

124
132

158
147 153

143 136 128

平均契約購入金額

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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平均既支払額

　相談１件当たりの平均金額を、請求さ
れた、又は契約した金額である「契約購
入金額」と実際に既に支払った金額「既
支払額」とでそれぞれ見ると、全体、高
齢者（65歳以上）、65歳未満の全てにお

いて、2011年度から平均金額は減少傾向
にあり、2013年度の全体は１件当たり平
均契約購入金額が約128万円で、平均既
支払額は54万円となっています （図表４-
１-１0）。
　高齢者は、65歳未満と比較して平均契
約購入金額及び平均既支払額が共に高額
である傾向は変わりませんが、2013年度

20１3年度の相談 １件当たりの
平均金額は減少
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は平均契約購入金額が約168万円で前年
度から約21万円減、平均既支払額は約87
万円で約17万円減となっています。これ
は、金融商品等、高額商品に関する相談
で、既支払額100万円以上の件数が減少
していることや、単価が比較的小さい「健
康食品の送り付け商法」の相談が増加し
たことにより、平均値で見ると金額が小
さくなることが影響しています。
　相談全体での既支払額100万円以上の
件数でも2012、2013年度は減少傾向にあ

り、商品別に見ると「金融・保険サービ
ス」の件数の減少が顕著です（図表４-
１-１１）。
　また、契約購入金額及び既支払額それ
ぞれの総額で見ると、2013年度の契約購
入金額総額は5,855億円、既支払額総額
は2,199億円と前年度をやや上回ってお
り、そのうち高齢者に関するものが契約
購入金額では2,053億円と全体の約35.1％
を占め、既支払額では988億円と全体の
約44.9％を占めています （図表４-１-１2）。

図表４-１-１１ 既支払額が１00万円以上の高額案件の相談件数は減少している
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（備考）　 １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．既支払額が１00万円以上の相談を集計。
　　　　 3．品目は商品別分類（大）。
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図表４-１-１2 20１3年度の消費生活相談総額のうち、既支払額に占める高齢者割合は約４５％

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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83�）「インターネット通販」は様々な商品分野にわたるものであるが、2013年度に限れば相談件数の増加は「被服品」
等の一部の商品分野に集中している。

　これまで消費生活相談の件数や平均金
額等により、相談の推移を見てきました
が、これにより分野別の相談状況は分か
るものの、そもそも相談件数の増加には
「被害・トラブル自体の増加」と「消費
生活センター等の認知度上昇等による相
談の増加」の２つの要素が影響している
ものと考えられ、どちらの要素がどの程
度影響しているかは必ずしも判然としま
せん。例えば2013年度の相談件数の増加
はこれまで見たように「健康食品の送り
付け商法」や「インターネット通販」と
いった個別の要因による影響が大きく、
消費生活センター等の増加等、消費者行
政の取組の成果が相談件数にどの程度反
映されているのかが相談件数からは見え
づらくなっています。そこで、こうした

個別要因による影響を排除するため、試
みとしてPIO-NETの商品・サービス別
分類ごとに、対前年度の件数の増減を求
め、件数が増加した項目と減少した項目
の個数による分析を行ってみました。こ
れによれば、2013年度は増加項目数95に
対し減少項目数32と、増加項目の方がは
るかに大きく （図表４-１-１3）、このこと
から2013年度の消費生活相談件数の増加
は、単に「健康食品の送り付け商法」や
「インターネット通販」83といった特定
の商品・サービスに限定された要因だけ
によるものではなく、広範な商品・サー
ビス分野にわたり相談件数が増加したこ
とによるものであることが分かります。
また、相談件数の総数が一貫して減少し
ていた2005年度から2012年度において
も、2005、2007、2009、2010の各年度は
増加項目数が減少項目数を上回ってお
り、年度によって違いがあることが分か

20１3年度は幅広い商品・サービス
分野にわたり相談件数が増加

図表４-１-１3 商品・サービス別相談件数の前年度比増加項目数・減少項目数を見ると、20１3年度は増加項目が多い

（備考）　 １．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2 . 商品別分類の各品目の年度別相談件数より集計。折れ線は増加項目数と減少項目数の差である。

2010 2011 2012 20132007 2008 200920062005

29

88

68

46

40

76

60

56

56

72

52

76

66

62

72

56

32

95

0

120
（項目数）

（年度）

80

80

100

100

40

40

60

60

20

20

増
加
項
目

減
少
項
目

132



ります。
　以上のことから、消費者が消費生活セ
ンター等に、より相談するようになった、
と一概に言えるものではありませんが、
広範な商品・サービス分野にわたる相談
件数の増加は、消費生活センター等の設
置や消費者行政の認知が進んだことの影
響も一定程度反映されているものとも考
えられ、消費者行政を評価する上での一
つの目安となり得るものと考えられます。

　トラブルが発生しやすい商法には様々
なタイプのものがありますが、主なもの
を図表４-１-１４に挙げています。これらの
手口には少しずつ認知されて相談件数が
減少しているものもありますが、依然と
して多くの相談が寄せられています。ま
た、これらの手口だけではなく、新たな
手口も次々と発生しています。

　消費生活相談全体において高齢者に関
する相談は近年大きな割合を占めるよう
になっています。ここでは、改めて最近
の高齢者の消費者トラブルについて見て
いきます。
　2008年度の消費生活相談件数を基準と
してこれを100とすると、相談件数全体
は2012年度までは減少傾向にありました
が、2013年度は97.3と増加しています
（図表４-１-１５）。65歳未満の相談件数も
総件数と同様に推移しており、2012年度
は79.1でしたが、2013年度は80.0とやや
増加しました。しかし、５年間で相談件
数は２割減少しています。

　一方、高齢者の相談件数はこれらの傾
向とは逆に、2008年度を基準としてこれ
を100とすると、2010年度以降毎年約１
割増のペースで増えており、2013年度は
162.8と、前年度の130.7から大幅に増加
しています。
　高齢者人口は、2008年を基準としてこ
れを100とすると、2013年は113.1となっ
ており、この５年で１割強増加していま
すが、高齢者の消費生活相談件数はそれ
を大きく上回るペースで増加しているこ
とが分かります。

　高齢者の消費生活相談を商品別に見る
と、「食料品」が2013年度は４万7,746件
と前年度の２倍弱に大幅に増え、前年度
は２番目に多かったものが、2013年度は
最も多い結果になっています （図表４-
１-１６）。次いで、「金融・保険サービス」
は４万1,034件となっています。また「金
融・保険サービス」は相談１件当たりの
平均既支払額が約152万円で、他の商品
と比較して高額です。そのほか、相談件
数が多い順に「運輸・通信サービス」、「教
養娯楽品」と続く点は2012年度と同様で
すが、「商品一般」が前年度８番目の多
さから2013年度は５番目の多さになって
いる点が特徴として挙げられます。

　高齢者の消費生活相談件数の前年度か
らの増減率に対する各販売購入形態の寄
与度を見ると、2009年度以降ほとんどの
形態において相談件数の増加に寄与して
います （図表４-１-１7）。中でも「電話勧

トラブルが発生しやすい商法

20１3年度の高齢者の
消費生活相談は更に増加

20１3年度の高齢者の消費生活相談は
「食料品」が最も多い結果に

高齢者の相談は販売購入形態別に
見てほとんどが増加
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図表４-１-１４ トラブルになりやすい商法の例

点検商法 「ふとんのダニの点検に来た」、「無料耐震診断をしてあげる」などといって家に上がり込み、
「このままでは危ない」などと不安をあおり商品の販売や工事の契約をする商法。

SF商法（催眠商法） 「健康に良い話をする」などといって公民館や近所の家に人を集め、閉鎖的な空間で商品説
明会等を開催して、雰囲気を盛り上げて興奮状態にし、最終的に商品の購入を募る商法。そ
の場の消費者同士の競争意識をあおって高額な商品を買わせることもあります。臨時に設営
された会場での販売の場合、販売業者の所在がはっきりせず、連絡が取れなくなるといった
トラブルも起こりがちです。

次々販売 一人の消費者に対し、業者が次々と必要のない商品等を販売する商法。複数の業者が入れ替
わり次々と販売するケースもあります。

キャッチセールス、アポ
イントメントセールス

駅や繁華街の路上でアンケート調査等と称して消費者を呼び止めて、喫茶店や営業所に連れ
ていったり、「抽選に当たった」、「特別モニターに選ばれた」等と販売目的を明らかにしな
いで、又は有利な条件を強調して消費者に接触し、不安をあおったり契約しないと帰れない
状況にするなどして商品等を契約させる商法。若者のトラブルが多くなっています。

デート商法 街角で声を掛けたり、出会い系サイトや間違い電話、メール等で販売目的を隠して近付き、
言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それに付け込んで商品等を契約させる商法。異性の恋愛感
情を巧みに利用して断りにくい状況で契約を迫り、契約後行方をくらますケースが多くなっ
ています。

サイドビジネス商法 「在宅ビジネスで高収入が得られる」などと言って勧誘し、実際は高額な教材等を購入させ
る商法。結局仕事は提供されず、商品の代金支払だけが残ってしまいます。最近では、インター
ネットを利用した手軽なサイドビジネスに関する事例が目立ちます。

マルチ商法 販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、更にその消費者が別の消費者を組織に加入さ
せることを次々と行うことにより組織をピラミッド式に拡大していく商法。一部の成功例を
引用して多大な利益が得られるかのように消費者を信じ込ませたり、商品の優秀性を過度に
強調したり、友人や親戚を巻き込んでトラブルになることが多くなっています。

ネガティブ・オプション
（送り付け商法）

契約を結んでいないのに商品を勝手に送ってきて、受け取ったことで、支払義務があると消
費者に勘違いさせて代金を支払わせようとする商法。商品と一緒に請求書が入っていたり、
福祉目的をうたって寄付と勘違いさせるようなものもあります。

無料商法 「無料」をうたって勧誘し、商品等を契約させる商法。「無料」をうたったインターネット
サイトで利用料を請求されたという相談が多くなっています。

当選商法 「当選した」、「景品が当たった」、「あなたが選ばれた」等、有利性を強調して契約をさせる
商法。最近では、海外宝くじのダイレクトメールに関する相談が多くなっています。

褒め上げ商法 「すばらしい作品だ、是非掲載したい」などと褒め上げ、新聞や雑誌等への出展を迫る商法。
作品掲載料は「無料」と勧め、承諾した後に高額請求するものも見られます。短歌や俳句等
に関する相談が多く寄せられています。

利殖商法 「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する商法。
株、公社債、ファンド型投資商品、商品デリバティブ取引等に見られます。

二次被害 以前契約をした商品・サービスについて「解約してあげる」「損を取り返してあげる」など
と電話等で説明し、これまでに遭った被害の救済を装って金銭を支払わせるものをいいます。

過量販売 必要以上の量や長期間の契約を迫り、結果として高額な契約をさせる販売方法。�
複数年分に当たる商品を契約させたり、次々に役務契約を結ばせる相談も見られ、訪問販売
の相談が多くなっています。

劇場型勧誘 契約の相手先以外の第三者が、特定の消費者に対し、何らかの利益が得られる等の勧誘を行
い、契約の成立をあおることをいいます。なお、ここでいう第三者とは、契約の相手先とは
直接の契約関係や一体性が形式上は存在していない者を指します。
具体的には、未公開株発行業者など金銭を支払う先（契約の相手方）と、「高値で買い取る」
などと契約をあおる勧誘を行う者が異なり、両者の間には直接の契約関係等が形式上は存在
していないものをいいます。（両者が背後で何らかの関連性があると疑われる場合を含みます。）

サクラサイト商法 サイト業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクター
になりすまして、消費者の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等の有料サー
ビスを利用させ、その度に支払を続けさせるサイト（主に出会い系サイト）による商法。

押し買い 消費者が要請していないにもかかわらず、事業者が訪問し、貴金属等を強引な手口で相場よ
り安く「買い取る」トラブル。事業者が突然自宅を訪れたり、不用品の買取りの名目で電話
をかけた後に訪問し、不意打ち的に持っている貴金属やアクセサリーの買取りを持ちかける
ため、消費者は冷静に考えることができないまま渡してしまう事例が多く見られます。

（注）上記の商法名は俗称であり、それぞれ厳密な定義があるわけではない。
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図表４-１-１５ 20１3年度の高齢者の消費生活相談は更に増加

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）及び総務省「人口推計」
（各年１0月 １ 日現在のデータ）より消費者庁作成。

　　　　 2．2008年度（年）＝１00としたときの指数。
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図表４-１-１６ 20１3年度の高齢者の商品別消費生活相談件数は、「食料品」が最も多い結果

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された20１3年度の契約当事者が6５歳以上の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日
までの登録分）。

　　　　 2．縦軸は、商品別分類の相談件数。
　　　　 3．横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 4．平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 ５．各商品分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。
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誘販売」が大きく寄与しており、特に
2013年度の大幅な増加は、「電話勧誘販
売」の増加が大きな要因となっているこ
とが分かります。これは、「健康食品の
送り付け商法」や「劇場型勧誘」等、電
話勧誘によることが多いトラブルの増加
が要因となっているものと見られます。
また、2013年度は「ネガティブ・オプショ
ン」の寄与度も目立っており、これも「健
康食品の送り付け商法」の増加が影響し
ています。

　消費生活相談が寄せられるタイミング
での契約・申込みの有無別を年代で分け
て見ると、2004年度以降、60歳未満は「ま
だ契約・申込みしていない」割合が７％
前後でほぼ横ばいで推移しています （図
表４-１-１８）。
　一方、高年齢層では「まだ契約・申込

みしていない」段階での相談が比較的多
く、各年代とも2010年度以降「まだ契約・
申込みしていない」割合が増えてきてい
ることが分かります。特に、70歳代、80
歳代の割合は2009年 度はそれぞれ
12.9％、12.0％でしたが、2013年度は
22.3％、20.1％と２割を超えるようになっ
ています。
　また、高齢者の「まだ契約・申込みし
ていない」段階での相談について、販売
購入形態別に推移を見ると、「電話勧誘
販売」の割合が大きくなっています （図
表４-１-１９）。
　この背景としては、消費者行政等の関
係機関による多数回にわたる注意喚起や
情報提供等を通して、高齢者が商品・サー
ビスの申込みや契約に慎重な対応をする
ようになったり、不審な電話勧誘等が
あった場合、すぐに消費生活センター等
へ相談するという行動が徐々に浸透して
きている可能性も一つと考えられます。

高齢者の相談は契約の申込み前に相談が
寄せられる傾向が強まってきている

図表４-１-１7 20１3年度の高齢者の前年度からの相談件数の変化には、ほとんどの販売購入
形態が増加に寄与しており、中でも「電話勧誘販売」が大きく寄与

（備考）　１．PIO-NETに登録された契約当事者が6５歳以上の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　2．20１3年 2 月2１日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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図表４-１-１９ 高齢者に関する相談で「まだ契約・申込みしていない」段階での相談は、特に「電話勧誘販売」で多い

（備考）　１．PIO-NETに登録された契約当事者が6５歳以上の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　2．全体に占める「まだ契約・申込みしていない」相談の割合を集計。
　　　　3．�民法上の契約・申込みではない。例えば、架空請求のように消費者が契約・申込みをしていないの

に請求を受けているケースについても、本集計においては「既に契約・申込みした」と整理している。
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図表４-１-１８ 最近は高齢者の相談で「まだ契約・申込みしていない」段階での相談が増加

（備考）　１．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　2．全体に占める「まだ契約・申込みしていない」相談の割合を集計。
　　　　3．�民法上の契約・申込みではない。例えば、架空請求のように消費者が契約・申込みをしていないの

に請求を受けているケースについても、本集計においては「既に契約・申込みした」と整理してい
る。

　　　　4．年齢が無回答（未入力）のものを除いて集計している。
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　「二次被害」84に関する消費生活相談
は、全体では2004年度の３万5,329件か
ら2013年度は１万3,039件と、長期的には
減少傾向にあります。ただし、高齢者に
ついて見ると2010年度以降増加が目立っ
ています。2013年度にはこうした「二次
被害」に関する高齢者の相談が7,721件
寄せられており、約６割を占めています。
　「二次被害」のトラブルは、例えば、
将来の値上がりの見込みがほとんどない
ような山林や原野などの土地を、値上が
りするかのように偽って販売する手口で
契約し、土地が売れないまま数十年が経
過した、いわゆる原野商法の被害に遭っ

た消費者に対して、土地が高く売れるな
どと勧誘し、そのための測量サービスな
どの契約や、新たな土地の購入などをさ
せ、費用を請求するといったケース85が
見られます。その他、過去に未公開株や
社債、ファンド型投資商品など投資に
よって経済的損失を被っている消費者に
対して、「国の被害救済制度で過去の被
害回復が図れる」と消費生活センター等
や公的機関を思わせる名称をかたって、
支援のためという名目で手数料を求める
勧誘を行ったり86、別の投資商品を勧め
たりするケースも典型例です。
　高齢者の「二次被害」に関する相談を
販売購入形態別に見ると、以前は「訪問
販売」が大きな割合を占めていましたが、
「訪問販売」の相談件数は大きく増加し

高齢者の「二次被害」は「電話勧誘販売」に
関するトラブルが目立つ

84�）以前被害に遭った商品・サービスについて「解約してあげる」「損を取り戻してあげる」などと説明し、これま
でに遭った被害の救済を装って被害に遭った人を勧誘し、金銭を支払わせるなどの手口。
85�）国民生活センター「相談件数が過去最高に！原野商法の二次被害トラブルが再び増加－「買いたい人がいる」「高
く売れる」などのセールストークをうのみにしないこと－」（2013年 8 月 1 日公表）。
86�）国民生活センター「「国の被害救済制度で過去の投資被害の回復が図れる」という不審な勧誘にご注意！－消費
生活センターをかたり、公的機関を思わせる手続き書類を使うなど、手口が巧妙化―」（2013年 5 月 9 日公表）。

図表４-１-20 高齢者の「二次被害」は「電話勧誘販売」に関する相談が増加

（備考）　 １．�PIO-NETに登録された契約当事者が6５歳以上の「二次被害」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月
30日までの登録分）。

　　　　 2．20１3年 2 月2１日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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てはおらず、一方で近年「電話勧誘販売」
の割合が大きく増えたことが、「二次被
害」に関する相談が増加した要因である
ことが分かります（図表４-１-20）。また、
ここ数年は「通信販売」も一定の割合を
占めるようになっています。

　未成年者の2013年度の消費生活相談を
年齢層別・商品別に見ると、いずれの年

齢層でも「アダルト情報サイト」87が最
も多くなっています。そのほか、小学生
の場合は「オンラインゲーム」や「電子
ゲームソフト」、「電子ゲーム玩具」といっ
たゲーム関係が多くなっており、中学生
や高校生では「オンラインゲーム」に加
えてデジタルコンテンツ88が多く見られ
ます。さらに、大学生等になると「テレ
ビ放送サービス（全般）」、「賃貸アパー
ト」、「新聞」といった、一人暮らしを始
めた際に遭いやすいトラブルが多く見ら
れるようになります （図表４-１-2１）。

未成年者の消費生活相談はアダルト情報サイト、ゲーム関係、
デジタルコンテンツなどが多く見られる

87�）必ずしも自らの意思でアダルト情報サイトにアクセスするものばかりではなく、誤操作等によりそういったサイ
トにアクセスしてしまうケースも多く見られる。
88�）漫画サイト、アニメサイト、占いサイト、内容不明の有料情報サイトに関する相談など。実際に利用していない
のにアクセスしただけで料金支払を求められる架空請求が多く見られる。

図表４-１-2１ 20１3年度の未成年者の主な消費生活相談は、アダルト情報サイト、ゲーム関係、デジタルコンテンツ等

小学生 中学生 高校生 大学生等
順
位 商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数

１ アダルト情報サイト １,6５9 アダルト情報サイト 3,607 アダルト情報サイト 3,3１0 アダルト情報サイト １,70１
2 オンラインゲーム 826 オンラインゲーム 902 デジタルコンテンツ（全般） 407 テレビ放送サービス（全般） 6１8
3 電子ゲームソフト １１3 デジタルコンテンツ（全般） 276 オンラインゲーム 3１3 出会い系サイト 26１
4 デジタルコンテンツ（全般） 7５ 他のデジタルコンテンツ 22５ 他のデジタルコンテンツ 293 デジタルコンテンツ（全般） 2１6
５ 他のデジタルコンテンツ ５５ 出会い系サイト 77 出会い系サイト 200 賃貸アパート 202
6 電子ゲーム玩具 34 携帯電話サービス ５3 財布類 １4１ 新聞 １80
7 スポーツ・健康教室 22 商品一般 42 携帯電話サービス １１2 他のデジタルコンテンツ １4５
8 歯科治療

2１
携帯型音響映像機器 40 携帯電話 94 光ファイバー １１7

9 他の玩具・遊具 学習塾 32 相談その他（全般） 80 財布類 93
１0 パソコンソフト １7 電子ゲームソフト 3１ 商品一般 73 インターネット接続回線（全般） 89

総数 3,１49 総数 6,１48 総数 7,226 総数 ５,83１

（備考）　 １．PIO-NETに登録された20１3年度の契約当事者が20歳未満の消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（下位）。
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　2012年度に続き、消費者庁、警察庁及び金融庁では内閣府と連携し、「高
齢者の消費者トラブル未然防止」啓発キャンペーンを実施しました。高齢者
の消費者トラブルの相談件数は年々人口の伸び以上に増加しており、高齢者
自身が自分の問題として強く認識し、警戒・確認する行動習慣を醸成するこ
とを目的として実施しています。
　2013年度のキャンペーンでは、被害に遭わないための対処法を覚えやすい
合言葉『お・し・だ・そう！高齢者詐欺！』（「〖お〗いしい話にのらない！」
「〖し〗んじ込まない！」「〖だ〗いじょうぶと思わない！」「〖そう〗だんし
よう！」として周知しました。また、俳優松平健さん扮

ふ ん

する「未然奉行」を
イメージキャラクターとして継続して起用するとともに、新たに消費者代表
として歌手の八代亜紀さんにも御協力いただきました。

　2013年 ９ 月11日には、“お年寄りの原宿”東
京都・巣鴨でイベントを行いました。トーク
ショーやフォトセッション等を通して、高齢
者の消費者トラブル未然防止のＰＲを行った
ほか、松平さん、八代さん自らが巣鴨の街を
練り歩き、トラブルの未然防止を呼び掛けま
した。

『お・し・だ・そう！高齢者詐欺！』
「高齢者の消費者トラブル未然防止」啓発キャンペーン

C O L U M N 7

巣鴨の町を練り歩く松平さん、八代さん

20１3年 ９ 月１１日のPRイベント
森まさこ内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）、松平健さん、八代亜紀さんで

相談窓口の番号をお知らせ
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　このイベントを皮切りに、テレビCM、BSでのミニ番組、ラジオCM、新
聞広告、雑誌広告、ポスター、ウェブサイトや SNS等、幅広い媒体を活用
してキャンペーンを展開しました。また、より効果的に高齢者へ情報が届く
よう、病院約2,800か所にポスターを掲出するとともに、診療所や総合病院
で流れるデジタルサイネージ（電子看板）に情報を流す等の工夫もしていま
す。

　また、「未然奉行」を活用した独自の取組が、地方公共団体にも広がって
います。
　大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）は、時刻表を持ち歩く
消費者の目にとまるようにと、特急列車時刻表の広告欄に「未然かるた」と
相談窓口情報を掲載しました。

　石川県消費生活支援センターでは、「未然かるた」をラミネート加工して
特大パネルを作成し、センター内の情報プラザに提示しています。

　なお、政府広報オンラインでは、キャンペーンの詳細を確認できるほか、
ポスターや「未然かるた」、パンフレット等をダウンロードすることができ
ます。

政府広報オンライン『おしだそう！消費者トラブル』
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/20130９/index.html

※ 記事等を転載・引用する場合には、「政府広報オンライン」からの転載で
ある旨を明示してください。

「未然かるた」を特急列車時刻表に掲載
（大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）
※協力：JR九州）

「未然かるた」を特大パネルに加工
（石川県消費生活支援センター）
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　2009年９月の消費者庁設置以降、消費
者庁には消費者安全法等に基づき、関係
行政機関や地方公共団体等から消費者事
故等に関する様々な情報が寄せられてお
り、消費者庁ではこれらの情報の集約・
分析を行っています。
　2013年度に消費者安全法に基づき消費
者庁に通知された消費者事故等は、１万
2,627件（前年度１万2,729件、0.8％減）
となっています。その内訳は、生命又は
身体被害に関する事案（以下「生命身体
事故等」という。）が3,511件（前年度2,813
件、24.8％増）、財産被害に関する事案（以
下「財産事案」という。）が9,116件（前
年度9,916件、8.1％減）となっています。
また、生命身体事故等のうち、死亡等�

の重大なもの（以下「重大事故等」とい
う。）は1,317件（前年度1,322件、0.4％減）
となっています （図表４-１-22）。

　消費者安全法に基づき2013年度に消費
者庁に通知された消費者事故等のうち、財
産事案は9,116件あり、前年度の9,916件から
8.1％減少しています。特に「金融・保険サー
ビス」及び「運輸・通信サービス」に関す
る事案が減少しています（図表４-１-23）。
　2013年度に通知された財産事案の商品
等別内訳は、商品が52.2％、サービスが
42.7％と商品に関する事案の割合が高く
なっています （図表４-１-2４）。商品では、「教
養娯楽品」が11.2％と最も多く、次いで「食
料品」が7.4％、「住居品」が7.0％となって
おり、サービスでは、「金融・保険サービス」
が11.0％と最も多く、次いで「運輸・通信
サービス」が6.5％となっています。

（ 2）消費者安全法に基づき通知された消費者事故等

消費者安全法に基づき20１3年度に
通知された消費者事故等は１万2,627件 消費者安全法に基づき20１3年度に通知された

消費者事故等のうち「財産事案」は９,１１6件

図表４-１-22 消費者庁に通知された消費者事故等は １万2,６27件（20１3年度）

（備考）　�消費者安全法に基づき、2009年 9 月消費者庁設置から20１4年 3 月3１日までに消費者庁へ通知
された消費者事故等の件数。
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図表４-１-2４ 財産事案の内訳では、サービスより商品が多い

（備考）　 １．消費者安全法に基づき、20１3年度に消費者庁へ通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。
　　　　 2．「その他商品」とは、光熱水品、保健衛生品、他の商品。
　　　　 3．�「その他のサービス」とは、クリーニング、レンタル・リース・貸借、工事・建築・加工、修理・

補修、管理・保管、役務一般、教育サービス、他の役務、内職・副業・ねずみ講、他の行政サー
ビス。
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被服品
5.1％

車両・乗り物
3.2％その他の商品

6.7％

金融・保険サービス
11.0％

運輸・通信サービス
6.5％

教養・娯楽サービス
6.0％

保健・福祉サービス
3.6％

その他の役務
15.6％

その他の役務
15.6％

他の相談
5.0％ 商品　52.2％サービス　42.7％

図表４-１-23 財産事案は減少傾向

（備考）　�消費者安全法に基づき、2009年 9 月消費者庁設置から20１4年 3 月3１日までに消費者庁へ通知
された消費者事故等のうち、財産事案の件数。
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448448
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669669
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運輸・通信サービス
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それ以外
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　消費者庁では、2011年11月より「消費
者庁越境消費者センター（CCJ：Cross-
Border�Consumer�Center�Japan）」を開
設し、海外ショッピングでトラブルに
遭った消費者からの相談を受け付けてい
ます。2013年度に受け付けた相談は4,508
件で、2012年度の2,490件を大幅に上回っ
ています （図表４-１-2５）。取引類型別で

見ると、「電子商取引」が4,383件で97.2％
を占め、2012年度の94.9％から更に大きな
割合となっています（詳細は第２章第２節
参照）。
　トラブル類型では「通販サイトで洋服
を購入し、代金を銀行に振り込んだが、
事業者から連絡がなく、商品も未だに到
着しない」等の「詐欺疑い」に関する相
談が35.4％と最も多く寄せられました
（図表４-１-2６）。
　また、商品・サービス類型別では、バッ
クや財布、腕時計等の「身の回り品」が
35.0％、事業者所在国/地域別では「中国」
が34.1%と最も多くなっています。

（ 3）越境取引によるトラブルの状況

越境取引によるトラブル

図表４-１-2５ 20１3年度の相談は９7.2％が電子商取引

取引類型
20１2年度 20１3年度

件数 割合 件数 割合
電子商取引 2,363 94.9% 4,383 97.2%
現地購入 80 3.2% 66 １.５%
その他 47 １.9% ５9 １.3%
合計 2,490 １00.0% 4,５08 １00.0%

（備考）　20１2-20１3年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談。

図表４-１-2６ 20１3年度の越境取引

（備考）　20１3年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談。

商品・サービス類型
件数 割合

衣類 376� 8.3%
履物 820� １8.2%
身の回り品 １,５77� 3５.0%
趣味用品 468� １0.4%
役務・サービス 40５� 9.0%
ソフトウェア 32５� 7.2%
宿泊 ５4� １.2%
航空券 37� 0.8%
健康補助食品 20１� 4.５%
家電 ５3� １.2%
その他 １92� 4.3%
合計 4,５08� １00.0%

トラブル類型
件数 割合

模倣品到着 １,080� 24.0%
詐欺疑い １,５96� 3５.4%
商品未到着 40１� 8.9%
解約 9１9� 20.4%
不当請求 １34� 3.0%
返品 92� 2.0%
不良品 63� １.4%
その他 223� 4.9%
合計 4,５08� １00.0%

事業者所在国／地域
件数 割合

中国 １,５37� 34.１%
アメリカ 706� １５.7%
イギリス １５8� 3.５%
香港 222� 4.9%
インド １５3� 3.4%
韓国 ５2� １.2%
台湾 ５6� １.2%
フランス 24� 0.５%
タイ 26� 0.6%
ドイツ 22� 0.５%
その他 27５� 6.１%
不明 １,277� 28.3%
合計 4,５08� １00.0%
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　消費者庁が2013年度に実施した「消費
者意識基本調査」によると、この１年間
に購入した商品や利用したサービスにつ
いて、何らかの消費者被害・トラブルを
受けた経験がある人は8.0％でした （図
表４-１-27）。

　この１年間に購入した商品や利用した
サービスについて、何らかの消費者被害・
トラブルを受けた経験がある人に、その
事例についてどこかに相談したり、伝え
たりしたかを聞くと、「相談した」が
43.1％、「誰にも相談していない」が
53.6％という結果でした。性別で見ると、

（ ４）消費者被害・トラブルの経験と相談の状況

商品・サービスについての消費者
被害・トラブルの経験

被害・トラブルを誰にも相談しな
かった人は半数以上

図表４-１-2８ 女性と比較して男性は誰にも被害を相談しない傾向

（備考）　 １．�消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に対する回答。

相談した 相談していない
0

70

43.1 40.8
45.3

53.6
57.4

50.0

（％）

30

40

60

50

10

20

男性（N＝284）

N＝580

女性（N＝296）全体

図表４-１-27 この １年間に消費者被害・トラブ
ルを受けた経験のある人は８.0％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）。
　　　　 2．�「あなたがこの １年間に購入した商品、利用したサー

ビスについてお尋ねします。この １年間に、以下に
当てはまる経験をしたことはありますか。」との問に
対して、以下の経験が １つでもあると回答した人を
集計した結果。経験とは、「けが、病気をする等、安
全性や衛生に問題があった」、「機能・品質やサービ
スの質が期待よりかなり劣っていた」、「思っていた
よりかなり高い金額を請求された」、「表示・広告と
実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」、
「問題のある販売手口やセールストークにより契約・
購入した」、「契約・解約時のトラブルにより被害に
遭った」、「詐欺によって事業者にお金を払った（又
はその約束をした）」、「その他、消費者被害の経験」。

被害を受けた
8.0％

N＝6,528

被害を受けていない
92.0％

被害を受けていない
92.0％
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「誰にも相談していない」と回答した女
性は50.0％であったのに対し、男性は
57.4％と、男性の方が高い結果でした
（図表４-１-2８）。

　相談した相手について見ると、「商品
やサービスの提供元であるメーカー等の
事業者」や「商品・サービスの勧誘や販
売を行う販売店、代理店等」は男女とも
に割合が高い結果となり、女性は「家族、
知人、同僚等の身近な人」（59.7％）が
高く、男性は「市区町村や消費生活セン

ター等の行政機関の相談窓口」、「弁護士、
司法書士等の専門家」等が女性と比較し
て高い結果でした （図表４-１-2９）。

　相談した理由について見ると、「相談
すれば解決すると思ったから」（42.7％）
が最も多く、「どうすればよいか分から
なかったから」（25.2％）、「他の人が同
様の被害に遭わないようにしたかったか
ら」（22.8％）、「自分では解決できない
と思ったから」（20.4％）と続きます （図
表４-１-30）。

相談した相手
相談した理由

図表４-１-2９ 女性は被害を身近な人に相談する傾向

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「相談した」と回答した人に

対して、「相談をした相手は」との問に対する回答。（複数回答可）
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　相談した結果について見ると、「被害
を受けて失った金額の全部が取り戻せ
た」、又は「被害を受けて失った金額の
一部が取り戻せた」という回答が合わせ
て26.2％であり、「被害は取り戻せなかっ
たが謝罪が得られた」は7.3％でした （図
表４-１-3１）。

　「誰にも相談していない」と回答した
人に対して、更にその理由を聞くと、「相
談しても仕方ないと思った」（55.8％）、「相
談するほどの被害ではなかった」
（41.9％）、「自分にも責任があると思っ
た」（32.5％）の順に多い結果でした （図
表４-１-32）。

相談した結果 相談しても
仕方ないと思った人は約 ５割

図表４-１-30 相談した理由として「相談すれば解決すると思ったから」は４2.7％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「相談した」と回答した人に

対して、「相談した理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。当てはまるもの全てをお選
びください。」との問に対する回答。（複数回答可）
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図表４-１-3１ 相談した結果「被害の全部又は一部が取り戻せた」は2６.2％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「相談した」

と回答した人に対して、「相談した結果どうなりましたか。」との問に対する回答。

N＝206

問題が解決しなかった
37.9％

問題が解決しなかった
37.9％

無回答
28.6％
無回答
28.6％

被害を受けて失った金
額の全部が取り戻せた

23.3％

被害を受けて失った金
額の一部が取り戻せた

2.9％

被害は取り戻せなかっ
たが謝罪が得られた　

7.3％

図表４-１-32 「相談しても仕方がないと思った」は５５.８％

（備考）　 １．消費者庁「消費者意識基本調査」（20１3年度）により作成。
　　　　 2．�「この １年間の消費者被害について誰かに相談しましたか」との問に「誰にも相談していない」と

回答した人に対して、「相談しなかった理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。当ては
まるもの全てをお選びください。」との問に対する回答。（複数回答可）
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　消費者行政の使命の一つは、悪質商法
を始めとする様々な消費者被害・トラブ
ル（以下本節において「消費者被害等」
という。）から消費者を守ることにあり
ます。しかし、消費者行政が対処すべき
消費者被害等は現実にどの程度の規模で
存在するのかはっきりは分かりません。
例えば交通事故であれば、運転手には道
路交通法（昭和35年法律第105号）によ
り警察への報告が義務付けられています
が、消費者被害等に関しては消費者にこ
うした報告義務があるわけではなく、実
際に全国の消費生活センター等の行政機
関の相談窓口へ相談がなされるのは全体
の２～３％程度となっています89。また、
事故の態様から明らかである交通事故と
は異なり、何をもって消費者被害等とす
るのかも必ずしも明確ではありません。
　しかしながら、道路交通行政の分野で
は交通事故の年間件数や年間死傷者数が
ベンチマークとして用いられているよう
に、消費者行政の分野においても、行政
評価・政策評価の客観的な指標の一つと
して消費者被害等の状況を可視化する必
要があります。消費者被害等の状況を把
握するための一つの指標として、全国の
消費生活センター等に寄せられた相談情
報（PIO-NET情報）があり、この白書

でも様々な消費者被害等の状況を説明す
るために相談情報を活用しています。こ
れは、消費者被害等の端緒やトレンドを
把握するためには極めて有効な情報です
が、あくまで消費者やその家族等から相
談があったものだけに限られており、相
談情報に現れない実際の消費者被害等の
規模がどの程度なのかはこれだけでは明
らかにすることはできません。
　そこで今回、消費者庁では消費者被害
等の全体のおおまかな規模を明らかにす
るため、過去の取組や海外の事例等を参
考に、消費者被害・トラブル額の推計を
試みました。

　今回の消費者被害・トラブル額の推計
は、2008年に内閣府が公表90した推計及
び海外における同様の事例を参考に、消
費者被害等の推計件数に消費者被害等の
平均金額を乗じる手法により実施しまし
た。具体的には、消費者被害・トラブル
額は単純化すると「消費者被害等の総数」
×「消費者被害等１件当たりの平均金額」
で求めることができるため、まず全国の
満15歳以上から無作為抽出して意識調
査91を行い消費者被害等の「発生確率」
を求めた上で消費者被害等の総数を推計
し92、これに相談情報（PIO-NET情報）93

から計算される平均金額94を乗じ、所要
の補正を行って推計値を算出するという
手法を採っています。

（ ５）消費者被害・トラブル額の推計

消費者被害・トラブル額
推計の必要性

消費者被害・トラブル額の
推計方法

89�）例えば、消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）では2.5％、国民生活センター「国民生活動向調査」（2013
年度）では2.8％。
90�）平成20年版国民生活白書（内閣府）では、消費者被害に伴う経済的損失額を最大3.4兆円（契約購入金額ベース）
等とする推計結果が公表されている。
91�）消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）において、層化２段無作為抽出法により抽出した全国の満15歳以
上１万人（全国400地点）を対象に訪問留置・訪問回収法により調査を実施。調査時期は2014年１月16日～２月９日、
回収率は65.3％。
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　また、今回の推計に際して、推計手法
の精緻化を図るために以下の工夫を行っ
ています。

①　�実態に近い消費者被害等の件
数の把握

　一口に「消費者被害等」と言っても、
悪質商法による詐欺的なもの、契約・解
約時のトラブル、粗悪品の販売、不適正
な表示・広告に基づく誤解による購入、
強引な勧誘による意図しない購入等様々
なものがあり、単に消費者被害等の経験
の有無を尋ねても回答者は自身の被害に
ついて正確に回答することは困難です。
そこで、上の例のような消費者被害等の
態様別に経験を尋ねることにより、より
実態に近い消費者被害等の件数の把握を
行っています。

②　�相談情報（PIO-NET情報）の
特性に応じた補正

　今回の推計では、PIO-NET情報の「契
約購入金額」「既支払額」といった項目
により平均金額を算出していますが、実
際には消費者は小さな消費者被害等では
わざわざ消費生活センター等に相談をす
ることはせず、より深刻な消費者被害等
ほど相談率は高いものと考えられ、PIO-
NET情報から得られる平均金額は実態
より相当高い水準にあるものと推測され
ます。そこでこうした相談情報の特性を

考慮し、少額のものと高額のものを分け
て推計することで推計値の補正を行って
います。

③　高齢者の特性に応じた補正
　図表４-１-１５で見たように、近年高齢者
の消費者被害等が大幅に増加しています
が、高齢者の特性として、本人が被害に
気付かず相談しないということがあり
（図表５-2-2参照）、特に認知症の高齢者
等に顕著に見られる傾向があります。こ
のため、本人が自ら回答することが前提
の意識調査では、本人が認識していない
消費者被害が十分に把握できない可能性
があります。そこで今回の推計では、こ
うした高齢者の潜在被害が一定数存在す
るものと仮定し、その分を推計値に上乗
せする形で補正を行っています。
　以上により、実際に推計を実施した結
果、2013年（暦年）１年間の消費者被害・
トラブル額（消費者被害・トラブルに関
する商品・サービス等への支出総額）は、
約1,010万件の消費者被害等の件数（推
計）に対し約6.0兆円との推計結果が得
られています （図表４-１-33）。
　なお、検討に際しては、消費者庁にお
いて「消費者被害に関連する数値指標の
整備に関する検討会」（座長：田口義明
名古屋経済大学消費者問題研究所所長）
を2013年11月～2014年３月までに計４回
開催し、推計手法等について検討を行い

92�）意識調査結果からは、１年間に人口100人当たり約8.9件の消費者被害等が認知されているとの結果を得た。これ
を基に消費者被害等の件数を推計している。
93）2013年の消費生活相談情報（2014年１月31日までの登録分）を用いている。
94�）厳密には、PIO-NET情報から得られる金額は「契約購入金額」や「既支払額」であり、消費者被害・トラブル額
とは異なるが、他に活用可能な金額情報が存在しないことからこれらの数値で代替している。なお、「消費者意識
基本調査」では試験的に被害相当額、派生的な被害額、問題対応費用等についても尋ねているが、サンプルの少な
さ及び回答の正確性の問題のため、推計に用いるには精度が不十分なものと判断した。また、このような性格から、
本推計値は厳密には「消費者被害・トラブルに関する商品・サービス等への支出総額」と称すべきものだが、便宜
上「消費者被害・トラブル額」と表現している。なお、多重債務者問題等により深刻化している消費者金融等の融
資サービスによる消費者被害等も消費者問題の重要な一分野であるが、技術的な観点から今回の推計には含めてい
ない。
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ました。
　ここでは、「契約購入金額」「既支払額
（信用供与含む）」「既支払額」の３つの
推計値を示しています。このうち、「既
支払額」（実際に消費者が事業者に既に
支払ってしまった金額）に「信用供与」
（クレジットカード等で決済しており、
まだ支払いは発生していないがいずれ引
き落とされる金額）分を加えたものが消
費者が負担した金額の実態に近いものと
して取り扱っています。
　なお、本推計はあくまで消費者の意識
に基づくものであり、消費者被害の捉え
方が回答者により異なること、意識調査
の性格上一定の誤差95を含むものである
こと等から、少なくとも毎年の短期的な
増減を政策評価等に用いるには、必ずし
も十分な精度が期待できるものではあり
ません。ただし、今後毎年推計を実施し

ていくことにより、中長期的に見れば消
費者行政の成果を測定する上で有効な指
標となります。
　この推計から得られた約6.0兆円とい
う消費者被害・トラブル額は、国内総生
産（GDP）の約1.2％、家計支出の約2.1％
に相当する規模のものであり、また、国
民の13人に１人が１年間に何らかの消費
者被害に遭っていることになります。ま
た、平均被害・トラブル額（既支払額（信
用供与含む））は約59万円、国民一人当
たりでいうと約4.7万円という深刻なも
のとなっています。なお、具体的な被害
の内訳を本推計により示すことは困難で
すが、PIO-NET情報を併せて考えると、
１件当たりの被害・トラブル額が高額と
なる傾向のある金融商品や建築・不動産
関係の消費者被害等が相当部分を占める
ものと考えられます。

95�）標本誤差は95％の確率で約0.67％となり、既支払額（信用供与含む）ベースでの消費者被害額は約5.5～6.5兆円の
幅で示される。

図表４-１-33 消費者被害・トラブルに関する商品・サービス等への支出総額（20１3年）

契約購入金額 既支払額
（信用供与含む） 既支払額

消費者被害・トラブルに関する
商品・サービス等への支出総額

約6.５兆円
（約１,067万件）

約6.0兆円
（約１,0１0万件）

約５.4兆円
（約977万件）

GDP（478兆2,248億円） 約１.4％ 約１.2％ 約１.１％
家計最終消費支出（28５兆５,１9１億円） 約2.3％ 約2.１％ 約１.9％

（備考）　 １．�「消費者意識基本調査」において、次の問に対する回答を集計した結果に基づき件数を推計している。「あなたがこの １年間に購入し
た商品、利用したサービスについてお尋ねします。この １年間に、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。①けが、病気を
する等、安全性や衛生に問題があった、②機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた、③思っていたよりかなり高い金
額を請求された、④表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた、⑤問題のある販売手口やセールストークにより
契約・購入した、⑥契約・解約時にトラブルにより被害に遭った、⑦詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした）、
⑧その他、消費者被害の経験。」

　　　　 2．PIO-NETに登録された20１3年の消費生活相談情報（20１4年 １ 月3１日までの登録分）に基づき平均既支払額を算出。
　　　　 3．GDP、家計最終消費支出については、内閣府「四半期GDP速報20１4年 １ - 3 月 １ 次速報値」を用いて算出。
【参考】　英国及びオーストラリアにおける消費者被害・トラブル額の対GDP比は以下の通りである。
　　　　英国　　　　　：約0.2％（＝30.8億ポンド／１.５6兆ポンド：20１2年）
　　　　オーストラリア：約１.0％（＝１42.2億ドル／１.47兆ドル：20１１年）
　　　　※　英国の消費者被害・トラブル額は「Consumer�Detriment�20１2」より。
　　　　※　オーストラリアの消費者被害・トラブル額は「Australian�consumer�survey�20１１」より。
　　　　※　GDPは「National�Accounts�Main�Aggregates�Database（UN）」より。
　　　　※　いずれも推計方法が異なるため単純に比較できない。
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生命・身体に関する事故情報は
様々なルートで消費者庁に集約
　死亡事故のような重大な消費者事故が
発生した場合、被害の拡大や同種・類似
の被害の発生を防止することが必要で
す。このため、消費者安全法では、重大
事故等が発生した旨の情報を得た場合、
関係行政機関、地方公共団体等は、それ
を直ちに消費者庁に通知することとなっ
ています。また、重大事故等以外の消費
者事故等が発生した旨の情報を得た場合
であって、被害が拡大し、同種・類似の
消費者事故等が発生するおそれがあると
認めるときにも消費者庁に通知すること
となっています。
　さらに、消費生活用製品安全法では、
消費生活用製品の使用に伴い生じた事故
（消費生活用製品の欠陥によって生じた
ものでないことが明らかな事故以外のも
の）のうち重大なもの（以下「重大製品
事故」96という。）について、事業者は消
費者庁に報告することとなっています。
　このほかにも、医療機関利用者から事
故情報を収集する「医療機関ネットワー
ク」事業による情報や、生命・身体に関
する事故のデータ収集・提供システムで
ある「事故情報データバンク」の参画機
関から寄せられた情報、PIO-NETに収
集された消費生活相談情報等、消費者庁

には多くの事故情報が集約されており、
これらの情報を活用して安全対策に取り
組んでいます。

　消費者安全法に基づき2013年度に消費
者庁に通知された「消費者事故等」のう
ち「生命身体事故等」は3,511件あり、
前年度の2,813件から24.8％増加していま
す。このうち、「重大事故等」は、1,317
件あり、前年度の1,322件から0.4％減少
しています（詳細は図表４-1-22参照）。
　事故内容別に見ると、「火災」の通知
が1,066件（前年度1,038件、2.7％増）と
最も多く、自動車等の車両・乗り物と電
子レンジ、エアコン等の家電製品に関す
るもので約７割となっています （図表４-
2-1）。次いで「転落・転倒・不安定」が
77件（前年度115件、33.0％減）となっ
ており、大半は乗合バス等で転倒して怪
我をする事案が通知されており、2013年
度は前年より減少しましたが、依然とし
て多く見られています。「化学物質によ
る危険」は㈱カネボウ化粧品等による白
斑問題により増加しています。
　「重大事故等」を除く「生命身体事故等」
は、2,194件あり、前年度の1,491件から
47.1％増加しています。事故内容別に見
ると、「発煙・発火・過熱」が672件（前
年度368件、82.6％増）と最も多く、次
いで「中毒」が661件（前年度704件、6.1％

（ １）事故情報の収集

消費者安全法に基づき20１3年度に
通知された「生命身体事故等」は3,5１１件

生命・身体に関する消費者事故等第 2節

96�）消費生活用製品事故の中でも、死亡や30日以上の治療を要するなど被害が重大であった事案や火災の発生があっ
た事案を指しており、消費生活用製品安全法第２条６項に規定されている。
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減）となっています （図表４-2-2）。具体
的には、「中毒」の大半が「食中毒」に
関するもので、「店舗・商業施設」で調理・
提供された料理や弁当によって発生する

事案が多くなっています。また、ノロウ
イルスが流行し、多くのウイルス性食中
毒事案が通知されました。また、「発煙・
発火・過熱」では、風呂釜の発火や過熱

図表４-2-1 2013年度の重大事故等の通知の約 ８割は火災によるもの

（備考）　�消費者安全法に基づき、2009年 9 月消費者庁設置から2014年 ３ 月３1日までに消費者庁へ通知された重大事
故等の件数。
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図表４-2-2 重大事故等を除く生命身体事案の件数
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2,000

2,500
その他 中毒 化学物質による危険
ガス漏れ 破裂 発煙・発火・過熱

（年度）
（備考）　 1．�消費者安全法に基づき、2009年 9 月消費者庁設置から2014年 ３ 月３1日までに消費者庁へ通知された重

大事故等を除く生命身体事故等の件数。
　　　　 2．�「化学物質による危険」とは、検疫時に、食品から農薬等が確認され、成分規格不適、規格基準不適

等となったものや、製品に使用された防腐剤、接着剤、塗料等による被害等。
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によりケーシング（カバー）が変形した
事案や電気ストーブやテレビ等の家電製
品から発煙や発火した事案が多く発生し
ています。さらに、2013年度は、化粧品
による事故が発生し、「化学物質による
危険」の件数が前年度より増加しました。

　消費生活用製品安全法に基づき2013年
度に報告された「重大製品事故」は、
941件あり、前年度の1,077件から12.6％
減少しています （図表４-2-3）。製品別に
見ると、「ガス機器・石油機器」に関す
る事案が246件（前年度275件、10.5％減）、
「電気製品」に関する事案が573件（前
年度604件、5.1％減）、「その他」が122
件（前年度198件、38.4％減）となって
います。具体的には、「ガス機器・石油
機器」ではガスこんろや石油ストーブ等

が、「電気製品」ではエアコンや電気ス
トーブ等が、「その他」では自転車や脚立・
踏み台・はしご等が多く報告されていま
す。

　2013年度にPIO-NETに収集された消費
生活相談のうち、生命・身体に関する危害・
危険情報は２万226件です。このうち、危
害情報の件数が2004年度以降、増加傾向
にあり、2013年度は2004年度に比べて約2.4
倍に増加しています （図表４-2-４）。
　危害情報97について危害内容別に見る
と、「皮膚障害」が最も多くなっています
（図表４-2-５）。2013年度に「皮膚障害」
が3,999件（前年度2,684件、49.0％増）と
増加したのは、主に㈱カネボウ化粧品等３
社が製造した化粧品による、いわゆる白斑
問題をうけて、化粧品に関する相談が急増

消費生活用製品安全法に基づき
20１3年度に報告された重大製品事故は94１件

PIO-NETに収集された20１3年度の
危害・危険情報は 2万226件

97）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けた相談。

図表４-2-3 2013年度に報告された重大製品事故は9４1件
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（備考）　�消費生活用製品安全法に基づき、2014年 ３ 月までに消費者庁へ報告された重大製品事故の件数（2009年度

下半期より集計）。
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図表４-2-５ 危害情報は「皮膚障害」が多い
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（備考）　 1．�PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害情報）（2014年4月３0日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。

図表４-2-４ 2013年度は危害・危険に関する相談ともに増加

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害・危険情報）（2014年4月３0日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
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したことによります。「消化器障害」につ
いても1,981件（前年度1,032件、92.0％増）
と増加しています。これは主に㈱アクリ
フーズの農薬混入事案を受け、冷凍食品
に関する相談が多く寄せられたことにより
ます。
　続いて危険情報98について危険内容別に
みると、2013年度は「異物の混入」が2,790
件（前年度482件、478.8％増）と最も多く、
これは危害情報と同様に、主に㈱アクリ
フーズの農薬混入事案を受け、冷凍食品
に関する相談が多く寄せられたことにより
ます （図表４-2-６）。

　2013年度にPIO-NETに収集された消
費生活相談のうち危害情報及び危険情報
を商品別に見ると、「調理食品」3,776件

（前年度438件、762.1％増）、「化粧品」2,324
件（前年度1,423件、63.3％増）、「医療」
1,735件（前年度1,591件、9.1％増）、「理
美容」1,118件（前年度1,086件、2.9％増）
の順に多くなっています （図表４-2-７）。
　「調理食品」に関する相談については、
前年度の約8.6倍と急増しています。こ
れは2013年12月に明らかになった㈱アク
リフーズの農薬混入事案を受け、冷凍食
品に関する相談が多く寄せられたためで
す。
　「化粧品」に関する相談が、前年度の
約1.6倍に増加しています。これは2013
年７月に、株式会社カネボウ化粧品並び
に株式会社リサージ、株式会社エキップ
の製造販売する「有効成分ロドデノール」
の配合された製品を使用した方に、使用
中止のお願いと自主回収の呼びかけをし
た影響によるものです（詳細はＰ.163参
照）。

20１3年度の主な事故事例

98）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれのある相談。

図表４-2-６ 2013年度の危険情報は「異物の混入」が多い

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危険情報）（2014年 4月３0日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
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　「医療」と「理美容」に関する相談は
前年度から大きな増加は見られないもの
の、依然として多くの相談が寄せられて
います。
　件数は多くはないものの前年度と比較
して相談が増加しているものとしては、
「洗 浄 剤 等」393件（前 年 度119件、
230.3％増）、「電話機・電話機用品」279
件（前年度203件、37.4％増）、「魚介類」
276件（前年度177件、55.9％増）があり、
「洗浄剤等」については、柔軟剤等の使
用により周囲の人が、臭いにより体調不
良を訴える等の相談が寄せられていま
す。「電話機・電話機用品」については、
「携帯電話機が充電中に発火し、本体と
アダプターが変形した」や「約２年使用
したスマートフォンが充電中に発火し布
団や布団カバー等が燃えた」等の「発火・
引火」に関する相談が寄せられています。
「魚介類」については、基準値を超える
ヒスタミンを含有する製品が市場に流通

し、事業者がツナ缶を自主回収したこと
を受け、「メーカーが自主回収したツナ
の缶詰を食べて舌がひりひりした。メー
カーに何度電話をかけても繋がらない」
や「自宅にツナの缶詰がまとまってある。
メーカーは大丈夫と言うが心配してい
る。検査をしてくれるところを教えてほ
しい」等の相談が寄せられています。

　2013年度の危害情報のうち、子どもの
被害者年齢を分けて上位商品を挙げてみ
ると、それぞれ特徴が見受けられます。
　幼稚園等への就園前にあたる３歳未
満、幼稚園児にあたる３歳以上７歳未満、
小学生にあたる７歳以上13歳未満に年齢
を分類したところ、上位商品５位までで
共通しているのは「外食」が多いことです。
　その他、それぞれの年齢別では、３歳

20１3年度の子どもの事故に
関する主な商品

図表４-2-７ 危害情報及び危険情報　商品別件数

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害・危険情報）（2014年4月３0日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
　　　　 ３．品目は商品キーワード（上位）。

2010年度 2011年度 2012年度 201３年度 201３年度
前年度比順位 商品・サービス名 件数 件数 件数 件数

1 調理食品 ３22 ３15 4３8 ３,776 862.1%
2 化粧品 665 ３,595 1,42３ 2,３24 16３.３%
３ 医療 1,276 1,３16 1,591 1,7３5 109.1%
4 理美容 922 1,001 1,086 1,118 102.9%
5 自動車 876 684 882 727 82.4%
6 健康食品 428 5３8 544 655 120.4%
7 空調・冷暖房機器 65３ 500 528 555 105.1%
8 外食・食事宅配 ３84 507 5３5 5３4 99.8%
9 食生活機器 497 ３97 4３３ 454 104.8%
10 家具・寝具 449 415 4３2 440 101.9%
11 洗浄剤等 86 77 119 ３9３ ３３0.３%
12 医療用具 298 256 294 ３59 122.1%
1３ 菓子類 247 227 249 ３３2 1３３.３%
14 他の保健衛生品 189 2３0 ３84 299 77.9%
15 飲料 19３ 2３7 258 294 114.0%
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未満は「ベビーカー」や「幼児用イス」
がみられます。３歳以上７歳未満になる
と、2013年度の㈱アクリフーズの農薬混
入事案の影響から「冷凍調理食品」が上
位に位置しており、他には「遊園地・レ
ジャーランド」等が見られます。７歳以

上13歳未満でも「冷凍調理食品」が上位
で、他に「一般用自転車」、「スポーツ・
健康教室」も見られ、子どもの成長段階
における行動範囲の拡大を反映するよう
な、商品・サービスが危害情報にも出て
きています。

図表４-2-８ 子どもの危害情報の件数の多い商品は、年齢によって違い

（備考）　 1．PIO-NETに登録された201３年度の消費生活相談情報（危害情報）（2014年 4 月３0日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
　　　　 ３．品目は商品キーワード（下位）。

３ 歳未満 ３歳以上 7歳未満 7歳以上1３歳未満
順位 商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数
1 外食 15 冷凍調理食品 104 冷凍調理食品 86
2 冷凍調理食品 12 外食 14 一般用自転車 12
３ ベビーカー 10 商品一般 1３ 外食 10
4 ミネラルウォーター

7

遊園地・レジャーランド 8 保健衛生品その他 7

5 医療サービス

他の菓子類

4 遊園地・レジャーランド 6
保健衛生品その他
無認可保育園
幼稚園
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　消費者庁では、 ０歳児を除く子どもの死因の上位である「不慮の事故」を
減らすべく、「子どもを事故から守る！プロジェクト」を推進しています。
　2０13年 1 月に「プロジェクト」のシンボルキャラクター「アブナイカモ」
を公表し、子どもや保護者に「不慮の事故」について知ってもらうために、
一緒に全国各地へ行ってきました。
　そこで、今回は、2０13年度のアブナイカモの活動の一部を紹介します。

2013年度　子どもを事故から守る！プロジェクト
シンボルキャラクター「アブナイカモ」の活動記録

C O L U M N 8

○子ども霞が関デー
　日時：2０13年 ８ 月 ８ 日　　会場：山王パークタワー

　消費者庁を訪れた子どもたちに阿南
長官が消費者庁職員と一緒にテーマソ
ング「おしえてね　アブナイカモ」に合
わせてダンスを披露しました。
　子どもたちも一緒にテーマソングを
歌ってくれました。

○�HAPPY�MEETS×ママまつり2０13�in�横浜
　日時：2０13年1０月1０日　　会場：大さん橋ホール

　2０13年1０月に横浜市内で開催された「HAPPY�MEETS×ママまつり2０13�
in�横浜」では、阿南長官も参加し、ステージにてプロジェクトの紹介を行い、
消費者庁職員も参加してテーマソングに合わせたダンスを披露しました。
　また、会場内にアブナイカモが登場し、子ども達と一緒に写真を撮りました。

第
２
節

第
４
章

第
１
部

　消費
者
行
動
・
意
識
と
消
費
者
問
題
の
現
状

生
命
・
身
体
に
関
す
る
消
費
者
事
故
等

159



　2０14年度も子どもの「不慮の事故」を減らすべく、引き続きアブナイカモ
をよろしくお願いします。

消費者庁ウェブサイト「子どもを事故から守る！プロジェクト」
　→http://www.caa.go.jp/kodomo/index.php

参加予定のイベント情報等を掲載しています。
　→http://www.caa.go.jp/kodomo/event/index.php

��アブナイカモの活動記録を紹介しています。
　　→http://www.caa.go.jp/kodomo/event/index2.php

○Love＆Safetyフェスタ2０14
　日時：2０14年 3 月16日　　会場：大村市コミュニティセンター

　2０14年 3 月に長崎県大村市で開催さ
れた「Love＆Safetyフェスタ2０14」に
参加してきました。

　プログラムの中で、長崎県大村市内の12
の幼稚園・保育園が、テーマソング「おし
えてね　アブナイカモ」に合わせて作った
オリジナルダンスのコンテストも開催され
ました。

子ども安全メールfrom消費者庁の登録はこちら！

消費者庁
携帯サイト
ＱＲコード
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　「事故情報データバンク」は、生命・
身体に関する事故情報を広く収集し、事
故防止に役立てるためのデータ収集・提
供システムであり、消費者庁と国民生活
センターが連携し、関係機関の協力を得
て、2010年４月から運用しているもので
す （図表４-2-9）。
　「事故情報データバンク」には、生命
身体事故等、PIO-NET情報（「危害情報」
及び「危険情報」）、重大製品事故、さら
に、参画機関99から寄せられた生命・身
体に関する事故情報が登録され、イン
ターネット上で簡単に閲覧・検索するこ
とができます。2013年度、事故情報デー

タバンクには２万9,801件の事故情報が
登録され、このうち、消費者庁、国民生
活センターを除く事故情報データバンク
参画機関からの通知は１万3,334件と
なっています。また、2014年３月31日時
点で登録されている情報は累計で11万
2,314件となっています。
　商品やサービス、設備等により生命や
身体に危害を受けた、又はそこまでは
至っていないもののそのおそれがある
ケース等、安全に関する消費生活相談は、
消費生活センター等に寄せられる相談の
中では契約トラブル等に比べ少ないです
が、消費者行政ではそれらの情報を収集、
分析して同様の事故等が起きないよう、
注意喚起等に活用しています。その他、
危害・危険に関する情報をきっかけに、

事故情報データバンクに
収集された情報

図表４-2-9 生命・身体に関する事故情報の集約

※�生命身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は201３年度に通知又は報告された件数、PIO-NET情報は201３
年度に受け付け2014年4月３0日までにPIO-NETに登録された相談件数となっており、1事案が複数機関から通知され
る場合があることや事故情報データバンク登録までに一定期間を要することから、累積件数及び登録件数はそれぞ
れの件数を合計しても一致しない。

※201３年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、144,162件となっている。
※�消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、他の法律の規定によって危害の発生及
び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く。

※その他、医療機関ネットワーク参加機関からも消費者庁に事故情報が提供されている。

生命・身体に係る事故情報を登録 生命・身体に係る
相談情報を登録

報告された
重大製品事故を登録

事故情報データバンク

生命・身体に係る事故発生

2014年３月31日時点累積件数：112,314件（※）
（2013年度登録件数：29,801件）

事故情報データバンク
2014年３月31日時点累積件数：112,314件（※）

（2013年度登録件数：29,801件）

関係省庁・地方公共団体等 事業者

生命・身体に係る事故発生

国民生活センター
消費生活センター

生命・身体に係る事故情報を登録 生命・身体に係る
相談情報を登録

報告された
重大製品事故を登録

重大製品事故
の報告［941件］

（消費生活用製品※）

PIO―NET情報
［20,226件］

重大事故等の通知
［1,317件］

重大事故等を除く
生命身体事故等の
通知［2,194件］

消費者庁、国民生
活センターを除く
事故情報データバ
ンク参画機関から
の通知
［13,334件］

99�）2013年度末時点の参画機関は以下のとおり。消費者庁、国民生活センター、消費生活センター、日本司法支援セ
ンター、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国土交通省、独立行政法人
日本スポーツ振興センター。
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「苦情処理テスト100」、「商品テスト101」
を実施することもあり、重要な情報と
なっています。

　医療機関ネットワーク102は、消費生活
において生命・身体に被害を生ずる事故
に遭い医療機関を利用した被害者からの
事故の詳細情報を収集し、同種・類似事
故の再発を防止するため、2010年12月よ
り消費者庁と国民生活センターの共同事

業として実施しているものです。
　2013年度に医療機関ネットワークに収
集された生命・身体に関する事故情報103

は、6,906件となっています。事故のきっ
かけと危害の程度を見ると、「転倒」（自
転車等）が1,503件と最も多く、次いで「転
落」（階段等）が1,464件となっています
（図表４-2-10）。

医療機関ネットワークに
収集された情報

図表４-2-10 医療機関ネットワークに収集された事故情報は６,90６件（2013年度）

（備考）　 1．消費者庁資料。
　　　　 2．201３年度に収集されたもの。

（単位：件）
軽症 中等症 重症 重篤 死亡 合計

転倒 1,３44 145 1３ 1 0 1,50３
転落 1,229 215 18 1 1 1,464
刺す・切る ３64 44 2 0 0 410
挟む 2３4 42 2 0 0 278
ぶつかる・当たる 865 54 ３ 0 0 922
さわる・接触する ３27 78 2 0 1 408
誤飲・誤嚥 467 ３2 5 1 7 512
溺れる ３ 4 0 0 0 7
有害ガスの吸引 7 4 1 0 0 12
その他 1,15３ 12３ 10 0 1 1,287
不明 9３ 8 1 0 1 10３
合計 6,086 749 57 ３ 11 6,906

100）消費者からの消費生活に係る苦情相談について、原因を究明するもの。
101）複数の商品について、品質・性能等、様々な角度から比較し、評価を行うもの。
102�）2013年度末時点の協力医療機関は以下の24機関。札幌社会保険総合病院（2014年４月１日より独立行政法人地
域医療機能推進機構札幌北辰病院に名称変更）、医療法人渓仁会手稲渓仁会病院、独立行政法人国立病院機構仙台
医療センター、社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院、独立行政法人国立成育医療研究センター、立正佼成会
附属佼成病院、社会医療法人河北医療財団河北総合病院、ＮＴＴ東日本関東病院、日本赤十字社大森赤十字病院、
日本赤十字社成田赤十字病院、国保松戸市立病院、社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院、新潟医療生活
協同組合木戸病院、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院、地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立
総合病院、社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院、日本赤十字社京都第二赤十字病院、社会医療法人協和
会加納総合病院、医療法人行岡医学研究会行岡病院、地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院、鳥取県立中
央病院、県立広島病院、国立大学法人佐賀大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構長崎医療センター。

103�）「医療機関ネットワーク」から収集される事故情報は、24の医療機関を受診する原因となった事故のうち、各医
療機関が重大性などの観点から選択して収集するものであり、各医療機関を受診する原因となった全ての事故を
対象としているものではない。また、事故分類・件数等は、今後事故情報を更に蓄積・分析していく過程で変わ
る場合がある。
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　㈱カネボウ化粧品、㈱リサージ及び㈱エ
キップが製造販売する薬用化粧品のうち、
「有効成分ロドデノール」104の配合された
製品（以下、「回収対象製品」という。）を
使用された方に、「肌がまだらに白くなった」
ケースが確認されたことから、2013年７月
４日、３社は被害の拡大を防ぐため使用中
止を呼び掛けるとともに、本製品について
自主回収を開始しました。同日、消費者庁
でも注意喚起を行っています。
　その結果、事業者が2014年３月31日まで
に対象製品約69万個を自主回収しています。
　消費者から寄せられた主な情報は、「薬
用化粧品の美容液を利用したところ、顔
と首に白斑が出た」、「薬用化粧品が原因

で、顔と手にかゆみと発しんが出た。化
粧品の使用を止めたところかゆみと発し
んは良くなったが、目の下、頬、フェイ
スラインに白いブチができている」と
いったものです。
　2013年７月４日以降の2013年度の㈱カネ
ボウ化粧品等の回収対象製品に関する白
斑トラブルについては、消費者庁にも関係
行政機関より消費者安全法に基づく通知
がなされました。通知件数は46件で、内訳
としては重大事故等が36件、非重大事故
が10件となっています。
　また、医療機関ネットワークにも11件
寄せられています。
　その他、全国の消費生活センター等に寄
せられた危害情報は427件となっています。
　これらの危害情報427件について見て
いくと、相談が寄せられたのは自主回収

カネボウ「白斑」トラブルの
影響は消費生活相談にも

図表４-2-11 ㈱カネボウ化粧品等の回収対象製品に関する白斑トラブルの危害情報は、2013年 ７月に集中

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された「「カネボウ化粧品」等の回収対象製品に関する白斑トラブル」の消費生活相談情報
（危害情報）（201３年 7 月 4 日以降、2014年 4 月３0日までの登録分）。

　　　　 2．本集計では消費者庁にて独自に精査したデータを使用している。
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104�）ロドデノール：製品には、成分名として、４-（４-ヒドロキシフェニル）-２ブタノールと記載されている。（株）カ
ネボウ化粧品は、ロドデノールを有効成分として配合した製品について、メラニン生成を抑え、しみ、そばかす
を防ぐ効果を有する医薬部外品として、2008年に厚生労働省の承認を取得している。
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が始まった2013年７月に最も件数が多
く、174件でした。その後、８月は103件
でしたが、徐々に減少傾向にあります
（図表４-2-11）。
　被害者の性別では女性が417件と圧倒
的で、年代別に分けると40歳代から60歳
代までで約６割を占めました （図表４-
2-12）。
　危害程度は、「１か月以上」が206件で、
不明（無回答）を除くと、約64.8％を占
めています （図表４-2-12）。

　2013年12月に発覚した㈱アクリフーズ
の農薬混入事案（詳細は第１章参照。）
を機に「冷凍調理食品」に関する消費生
活相談が急増し、2013年度は4,477件と
前年度の約24倍となりました （図表４-
2-13）。そのうち、危害に関するものは
1,064件、危険に関するものは2,251件と
なっています。これは中国冷凍ギョウザ
問題が発生した2007年度の相談件数をは
るかに超えるものとなりました。
　月別の相談件数の推移を見ると、事案

の報道直後の2014年１月に４千件以上が
集中し、２月には２桁に戻っています。
　相談内容としては、「冷凍食品のグラ
タンを食べたら１日中下痢が続いた。後
で農薬が検出されたため回収対象になっ
ている商品と知った」や「報道されてい
る農薬が検出された冷凍食品を返送した
いが、ずっと電話がつながらない。方法
を教えてほしい」、「回収中の冷凍コロッ
ケを食べたかもしれない。不安」といっ
たものが多く見られました。
　なお、健康被害が疑われる事例につい
て、全国の地方公共団体が公表した資料
によると、マラチオンが検出された事例
はありません。

　乗合バス（以下「路線バス」という。）
の車内事故等であって、骨折等のけがが
生じているものが2009年９月の消費者安
全法の施行以降、2013年７月までに273
件、消費者庁に通知されています。その
うち、270件（98.9％）が重大事故等となっ
ています。

冷凍食品への農薬混入事案の
影響は消費生活相談にも

路線バスでの高齢者の転倒、
骨折事故が多発

図表４-2-12 （株）カネボウ化粧品等の回収対象製品に関する白斑トラブルの被害は女性が圧倒的で、危害程度は1か月以上が多い

（備考）　 1．�PIO-NETに登録された「「カネボウ化粧品」等の回収対象製品に関する白斑トラブル」の消費生活相談情報（危害情報）（2014年 4
月３0日までの登録分）。

　　　　 2．本集計では消費者庁にて独自に精査したデータを使用している。

年代 件数
20歳未満 2
20歳代 10
３0歳代 ３5
40歳代 81
50歳代 72
60歳代 114
70歳代 67
80歳以上 12
不明(無回答) ３4

計 427

性別 件数
女性 417
男性 8
不明（無回答） 2

計 427

危害程度 件数
治療 1週間未満 12
1 ～ 2 週間 8
３ 週間～ 1カ月 10
1 カ月以上 206
医者にかからず 82
不明（無回答） 109

計 427
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　路線バスが動き出すときや停車すると
き等に特に事故が多く起きており、60歳
以上のけがが213件（78.0％）に上って
います。
　性別で見ると女性が175件（64.1％）、
けがの内容の内訳では236件（86.4％）
が骨折によるものです。
　発生年度別に見ると、2009年度54件、
2010年度61件、2011年度59件、2012年度
82件、2013年度17件（2013年７月末まで）
となっています。
　そのうち、けがをした時のバスの状況
については「バス停から動き出すとき」
の事故が最も多く、発進時に着席しよう
とした利用者の転倒が目立ちます （図表

４-2-1４）。中には、高齢者が完全に着席
する前にバスが発車した場合も見られま
す。なお、「バス停へ停止するとき」の
事故では、停車する前に席を立ったため
に転倒したケースが目立ちます。
　走行中の事故では、急ブレーキや一旦
減速してすぐに加速した際の転倒が多く
見られ、「信号等から動き出すとき」の
事故では、赤信号等で停車している間に
座席を移動しようとした利用者が転倒し
たものが目立ちます。
　乗り降りの際にも、バランスを崩した
ことによる転倒事故が発生しており、バ
スが停まっていても油断してはならない
ことが分かります。

図表４-2-13 「冷凍調理食品」の「危害・危険」に関する相談は、2013年度に急増

（備考）　�PIO-NETに登録された「冷凍調理食品」に関する消費生活相談情報（2014年 4 月３0日までの登録分）。
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図表４-2-1４ 路線バスでの事故は「バス停から動き出すとき」の状況で起きることが最も多い

（備考）　 1．消費者庁「路線バスでの高齢者の転倒、骨折事故が多発‼」（201３年 9 月1３日公表）。
　　　　 2．201３年 7 月３1日までに通知された路線バスに関する消費者事故等を集計。
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　近年、高齢者を中心に深刻な被害が生
じているのが、複数の業者が役回りを分
担し、パンフレットを送り付けたり、電
話で勧誘したりして、消費者があたかも
得をするように信じ込ませて実体不明の
金融商品等を買わせる手口である「劇場
型勧誘」であり、依然として相談が多い
状況が続いています。
　消費生活センター等に寄せられた「劇
場型勧誘」に関する消費生活相談を見る
と、2012年度以降、月によって差はある
ものの、月平均で1,500件以上の相談が
寄せられています（図表４-３-１）。
　また、2013年度における「劇場型勧誘」
に関する相談を年齢別で見ると、65歳以

上の高齢者の相談の割合が約８割となっ
ているほか、性別で見ると女性の相談の
割合が約７割となっています。このほか、
販売購入形態別で見ると、およそ４分の
３が電話勧誘によるものとなっており、
高齢者や女性が電話による劇場型勧誘を
受けるケースが多いことが分かります
（図表４-３-2）。
　さらに、最近では、事業者が大手証券
会社や大手メーカー等の有名企業や公的
機関の名をかたるなどして身分を詐称し
た上で勧誘を行うといった事案が増加し
ています（図表４-３-３）。
　なお、消費生活センター等へ寄せられ
た「劇場型勧誘」に関する相談のうち、
相談前に契約・申込みをしてしまった割
合は２割台にとどまっている一方、約７
割の人は契約・申込みをする前に相談し

劇場型勧誘の被害は
依然として深刻

最近の消費者問題の傾向第 ３節

図表４-３-１ 「劇場型勧誘」に関する相談は金融商品を中心として依然として多い

1,4801,445
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1,304

1,519
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1,800
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ファンド型投資商品
未公開株

公社債
貴金属など

金融その他
その他

（備考）　 １．PIO-NETに登録された「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（20１4年4月30日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（中位）、（下位）。
　　　　 3．�「金融その他」とは、「金融・保険サービス」のうち、「ファンド型投資商品」、「公社債」、「未公開株」

を除くもの。
　　　　 4．「貴金属など」とは、「貴金属」、「原石」、「アクセサリー」。
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ており、行政による注意喚起や報道等に
より手口が一般に浸透し、勧誘の信ぴょ
う性に疑いを持つ意識が高まっているこ
とがうかがえます（図表４-３-４）。
　こうした勧誘を受けて、少しでも怪し
いと思ったら、消費生活センター等や周
囲の人等に相談してみることが重要で
す。あわせて、身近な高齢者に、口数が
減る、買い物をあまりしなくなる、借金
を申し込んでくる等の変化が生じていな
いか、周囲の人が気を配ることが重要で
あり、高齢者の生活に不自然な点があれ

ば消費生活センター等へ相談するよう勧
めることが被害の未然防止・拡大防止に
つながります。

　近年、実際に消費者自身が現地を確認
することが難しい海外の「リゾート地」
や「農地」の「使用権」、不動産や債権
等を投資対象とする商品に関するトラブ
ルが出てきています。例えば、「カンボ

海外の土地・不動産・債権等への投資
をうたった商品に関するトラブル

図表４-３-2 高齢者や女性が電話による「劇場型勧誘」を受けるケースが多い

（備考）　PIO-NETに登録された20１3年度の「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。

女性
72.4％

65歳以上
79.9％

電話勧誘販売
74.9%

女性
72.4％

男性
26.3％

無回答（未入力）
0.8％

不明
0.4％
団体等
0.1％

65歳未満
15.4％

無回答（未入力）
4.7％

65歳以上
79.9％
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0.1%
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マルチ取引
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ネガティブオプション
  0.1%
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0.2%
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1.1%

不明・無関係 
14.0%

図表４-３-３ 身分を詐称した上で行われる「劇場型勧誘」が増加している

（備考）　 １．PIO-NETに登録された「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．内容等キーワード「身分詐称」により集計したもの。
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ジアの土地使用権等」の売買に関する相
談は、2011年度から寄せられ始めたため、
国民生活センターでは2012年５月に注意
喚起を行いました。しかし、2012年度か
ら2013年度にかけても、マンションの所
有権に関するトラブルなどその内容が変
化してきたものの、一定の件数が寄せら

れ続けており、特に高齢者からの相談が
目立ちます（図表４-３-5）。
　また、2013年４月には、米国において行
う診療報酬請求債権の購入及び回収事業
から生じる利益の一部を配当することを
内容とする権利の販売勧誘を行っていた
第二種金融商品取引業者（MRI INTER-

図表４-３-４ 約 ７ 割の人は、「劇場型勧誘」を受けて契約・申込みをする前に相談している

図表４-３-5 「カンボジアの土地使用権等」に関する相談が依然として寄せられている

（備考）　PIO-NETに登録された「劇場型勧誘」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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での登録分）。

　　　　 2．�20１2年5月公表資料（国民生活センター）による注意喚起後、新たにマンション所有権のトラブルが増
えてきたため、PIO-NET上の検索条件を改定しており、当時の公表資料の件数との単純比較はできない。
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NATIONAL, INC.）が、日本国内の顧客
の出資金を実際には運用せずに、他の顧
客への配当金等の支払に流用していたな
どとして、登録を取り消されるといった
事案が発生し、当該事案に関する相談が
急増しました。
　こうした実体の不明な権利等を投資対
象とする商品の勧誘を受けたとしても、
当該契約の内容等が分からない場合は絶
対に契約をしてはなりません。また、上
記のカンボジアの土地使用権利等の売買
に関する勧誘で見られたような「権利を
高値で買い取る」等と話を持ちかけてく
る業者の話は信じないことが肝要です。

「二次被害」に関する相談は全体として減
少、一方で高齢者の相談割合は増加傾向

　以前契約した商品・サービスについて、
「解約してあげる」、「損を取り戻してあ
げる」等と説明し、これまでに遭った被

害の救済を装って被害に遭った人を勧誘
し、金銭を支払わせる等の手口による「二
次被害」も近年高齢者に目立つ被害です
（詳細は第１節）。この「二次被害」に
関する相談の推移を見ると、2011年度を
ピークとして減少に転じていますが、
2013年度には13,039件と依然として多く
の相談が寄せられています（図表４-３-6）。
また、その内訳を見ると高齢者の相談割
合が2009年度以降増加傾向にあり、引き
続き高齢者を狙った「二次被害」に関す
るトラブルが深刻であることが分かりま
す。
　さらに、高齢者の相談を商品分類別に
見ると、「ファンド型投資商品」「未公開
株」「公社債」等、金融商品に関するト
ラブルが目立っています （図表４-３-７）。

図表４-３-6 「二次被害」に関する相談は20１１年度をピークに減少に転じたが、高齢者の
相談は依然深刻

（備考）　PIO-NETに登録された「二次被害」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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　2012年度から2013年度にかけて、ヤミ
金融業者が質屋営業を仮装し、担保価値
の無い物品を質入れさせた上で、実質的
に年金等を担保にして105金銭の貸付を行
い、高額な金利等の支払を求める事案（い
わゆる「偽装質屋」）に関する相談が増
加しました （図表４-３-8）。
　消費者金融等の貸金業における上限金
利は年20.0％となっていますが、質屋営
業においては質物の鑑定や保管等のコス
トが掛かるといった理由から、出資法上
の特例により、年109.5％までの金利を設
定することが可能となっており、この高
金利での貸付を行うことを目的として、
質屋営業を装っていたものと見られます。
　こうしたいわゆる「偽装質屋」に関す
る相談が急増したことを受けて、消費者
庁及び国民生活センターではいわゆる

「偽装質屋」を利用しないよう消費者に
向けて注意喚起106を行いました（2013年
６月３日）。同注意喚起の公表後は、い
わゆる「偽装質屋」に関する相談は減少
しています。

　「健康食品」に関する相談は、商品別
に見た消費生活相談では従来から上位に
挙がる商品の一つであり、販売購入形態
別では以前は「訪問販売」、「通信販売」、
「マルチ取引」等に関する相談が毎年度
一定数見られました。その後、2009年度
から2011年度にかけてはやや減少してい
ましたが、2012年度、2013年度は大幅な
増加に転じています（図表４-３-9）。これ
は、2012年度以降「電話勧誘販売」、「ネ
ガティブ・オプション107」が大きな割合
を占めるようになったことから分かるよ

いわゆる「偽装質屋」に関する
トラブルが増加

「健康食品の送り付け商法」は
201３年度上半期がピーク

105 ）貸金業法（昭和58年法律第32号）第20条の２により、貸金業を営む者が、年金等の公的給付から弁済を受ける
ことを目的として、口座振替を求める行為は禁止されている。

106 ）国民生活センター「いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借り入れしないで！－「質草は何でもいい」「年金口座
から自動引落し」などのうたい文句に注意－」（2013年６月３日公表）。

107 ）この数年の「ネガティブ・オプション」（送り付け商法）の傾向を見ると、例えば2009年度は「単行本」、2010
年度は「かに」の送り付けが顕著になる等、時期によりトラブルの多い商品には流行が見られる。

図表４-３-７ 「ファンド型投資商品」等の金融商品による「二次被害」のトラブルが目立つ

順位 商品・サービス名 件数
１ 役務その他サービス １,598�
2 ファンド型投資商品 １,006�
3 未公開株  �99１�
4 商品一般  �346�
5 公社債  �320�
6 山林  �249�
７ 健康食品（全般）  �１93�
8 測量サービス  �１35�
9 興信所  �１26�
１0 株（全般）  �１１3�

（備考）　PIO-NETに登録された20１3年度の「二次被害」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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図表４-３-8 20１2年度から20１３年度にかけて「偽装質屋」に関する相談件数が急増

（備考）　PIO-NETに登録された「偽装質屋」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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図表４-３-9 「健康食品」に関する相談は、「送り付け商法」によって大幅に増加

（備考）　１．PIO-NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
　　　　2．20１3年 2 月2１日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
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うに、「健康食品の送り付け商法」によ
るトラブルが急増したことによるものです。
　「健康食品の送り付け商法」によるト
ラブルは、2012年度より急増しています
が、2013年度に入っても引き続き多くの
相談が寄せられ、結果的に2013年度の相
談件数は2012年度の約２倍となる3万312
件となりました（図表４-３-１0）。
　これらについては、第１節でも触れた
ように、高齢者が大きな割合を占めてお
り、2012年度は81.5％、2013年度は更に
増えて87.5％と、ほとんどが高齢者に関
するトラブルとなっています。
　「以前申込みいただいた健康食品を今
から送ります」などと突然電話があり、
申し込んだ覚えがないと断ったのに強引
に健康食品を送り付けられた等という、
この商法によるトラブルでは、事業者か
ら「申し込んだのだから払え」と高圧的

に言われ、押し切られて承諾してしまう
ケースや暴言を吐かれるケース等も見ら
れます。被害の相談は70歳代、80歳代が
中心で、2013年度は80歳代が最も多く、
80歳代の人口が比較的少ないことを考慮
すれば108、高齢者の中でも特に80歳代に
深刻なトラブルが生じていることがわか
ります。
　さらに、相談件数を月別に見ると、
2012年度下半期から増加が見られるよう
になり、5,897件とピークを迎えた2013
年５月を中心に、2013年度の上半期にか
けて、約１年間相談が集中して寄せられ
ていたことが分かります。その後は月を
追うごとに減少傾向となっています（図
表４-３-１１）。
　また、相談は全国的に寄せられていま
すが、地域別では、増加が目立つように
なった2012年度の下半期は東海地方や近

図表４-３-１0 20１３年度の「健康食品の送り付け商法」に関する相談は、高齢者を中心に前年
度の 2倍に

（備考）　�PIO-NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）のうち、①「ネ
ガティブ・オプション」、②「電話勧誘販売」でかつ「販売方法」に問題があるもの、の合計。
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108 ）総務省「人口推計」（2013年10月１日時点）によれば、70歳代の人口が約1,390万人であるのに対し、80歳代の人
口は約769万人である。
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畿地方、九州北部地方で件数が増えてい
く一方、2013年度に入ると東京都、神奈
川県、埼玉県、千葉県といった南関東地
方で顕著になる等、時期によって被害地
域にも差異が見られます。
　これらのトラブルについて、多数の事
業者に関する相談が消費生活センター等
に寄せられていますが、その中で幾つか
の事業者に対しては、消費者庁等が特定

商取引法に基づき業務停止命令の措置等
を行っています。
　そのほか、「健康食品の送り付け商法」
に関する相談の中で、代金引換配達に関
する相談が特に増加していたことから、
配送事業者の中では、トラブルが多発す
る事業者との取引を停止する等の取組が
進められています。

図表４-３-１１ 「健康食品の送り付け商法」に関する相談は20１３年度上半期にピークを迎えている

（備考）　�PIO-NETに登録された「健康食品」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）のうち、①「ネ
ガティブ・オプション」、②「電話勧誘販売」でかつ「販売方法」に問題があるもの、の合計。
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　大学生等が消費者トラブルに巻き込ま
れることがあり、20歳になったばかりの
大学生等109をターゲットにした「投資用
DVD」に関する相談が特に2013年度に
入って増加しています（図表４-３-１2）。「ア
ルバイト先の先輩に誘われて飲食店に
行ったら、もうかる投資用DVDがある
と言われ、勧められるまま借金をして購
入してしまった」等、大学生やその親か
ら、2013年度は2012年度の２倍を超える

相談が寄せられています（トラブルの典
型例については図表４-３-１３参照）。
　また、「ウェブサイトに中途解約可能
とあったので就活塾に申込みをしたが、
解約も返金も不可と言われた」、「就活に
有利等と同級生に誘われて、マルチ商法
の会員になり健康食品が届いたが解約し
たい」、「友人から就活に役立つ話を聞く
ことができると誘われ、自己啓発セミ
ナーの契約をしたが、クーリング・オフ
したい」等、主に就職活動を控えた、又
は就職活動中の学生に対する強引な勧誘
トラブルも見られます。

成人直後や就活中の大学生等
を狙ったトラブルも

109 ）未成年者による契約は原則として法定代理人（通常は親権者）の同意が必要であり、同意を得ないで行った契
約は民法第５条の規定により取り消すことができる。このため、未成年者契約の取消が行えなくなる20歳の誕生
日以降を狙って悪質事業者が勧誘するケースがある。

図表４-３-１2 大学生等の「投資用DVD」に関する相談が20１３年度は急増

（備考）　PIO-NETに登録された大学生等の「投資用DVD」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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図表４-３-１３ 大学生等の「投資用DVD」に関するトラブルの典型例

（備考）　�国民生活センター「相談急増！大学生に借金させて高額な投資用DVDを購入させるトラブル」
　　　　（20１4年 5 月 8 日公表）資料より引用。
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ビットコインに関する
トラブルが発生

　2014年２月25日に、いわゆるインター
ネット上の仮想通貨「ビットコイン」の
取引所である株式会社MTGOX（マウン
トゴックス）が、大量のビットコインの
消失及び預り金残高と預金残高のそごが
発覚したことから、平常の事業運営が困
難であるとして取引を停止しました。そ
して、同月28日には同社が民事再生手続
開始の申立を行い、事実上の経営破綻に
陥りました110。消費者庁は、同取引所で
の取引が停止された翌日（２月26日）に
消費者へ向けて注意喚起を行い、その後
は「ビットコイン」や同社に関する消費
生活相談情報をモニタリングするなど、
必要な情報収集を行いました。この事案
は、テレビや新聞等のメディアでも大き
く取り上げられ、消費者に「ビットコイ
ン」を始めとするいわゆるインターネッ
ト上の仮想通貨の存在を広く知らしめる
こととなりました（ビットコインの詳細
については、コラム９参照）。
　「ビットコイン」は、各国政府や中央
銀行による信用の裏付けのあるものでは
ありません。こうしたいわゆるインター
ネット上の仮想通貨の利用に当たって
は、その仕組みやリスクを十分に理解・
納得した上で利用することが重要です。

　前述した「劇場型勧誘」等による詐欺
的な投資勧誘では、これまでも二酸化炭
素排出権取引やiPS細胞等、ニュースで
話題になるようなその時々の社会情勢に
合わせたテーマが登場します。このよう
なものの中で、今後増加することが予想
されるトラブルとして、2020年開催の東
京オリンピック・パラリンピックに関す
るものが挙げられます。
　2013年９月のIOC総会において、2020
年のオリンピック・パラリンピックが東
京で開催されることが決定されました。
これを機に、2013年９月以降「将来値上
がりする。オリンピック関連の社債を買
わないか」、「値上がりしたら買い取る。
オリンピックのチケットを買わないか」
といった主に投資勧誘トラブルが増加し
ており111、これらに関する消費生活相談
が168件寄せられています（図表４-３-１４）。
　消費者庁では2014年４月に、東京オリ
ンピックの開催予定地近隣の用地買収等
を行っていると装った事業者による社債
募集に係る取引について、消費者への注
意喚起を行っています112。
　今後、東京オリンピック開催時期が近
付くにつれ、このようなトラブルはます
ます増加することが予想されるため、十
分注意が必要です。

これから増えることが予想されるトラブ
ル：2020年開催の東京オリンピック関連

110 ）しかし、同申立ての原因となったビットコインの消失や預金残高の不足等の過去の事実関係の調査には多くの
時間を要することが見込まれ、事業再開の見込みも立たないことなどから、2014年４月16日に、東京地方裁判所
は同申立ての棄却を決定し、同月24日には取引所を運営する事業者の破産手続開始が決定された。同破産手続開
始を受けて、消費者庁は改めて消費者に注意を促す観点から、同月28日にあらためて同庁ウェブサイトにおいて
ビットコインを始めとするいわゆるインターネット上の仮想通貨の利用に関する注意喚起を行った。

111 ）国民生活センター「東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルにご注意ください！」（2013年10月30日公表）、
「東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルにご注意ください！（No.2）－オリンピック用の建物・土地に関
する架空の儲け話－」（2014年２月14日公表）。

112 ）消費者庁「2020年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行っていると装い社債を募集する「株式
会社エーライン」に関する注意喚起」（2014年４月18日公表）。
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消費税率引上げに関する
相談が増加

　2014年４月からの消費税率引上げに伴
い、「消費税」に関する消費生活相談が
2013年度下半期から徐々に増加していま
す（図表４-３-１5）。2012年度から2013年度
の上半期にかけては、月平均約50件前後
で推移していましたが、引上げ直前の
2014年２月には775件、３月には2,070件
寄せられ、引上げ実施以降の４月には
2,313件と、更に増加しています。
　商品別に見ると、「商品一般」に代表
される消費税率引上げ全般に関する相談

のほか、引上げ直前の３月には「賃貸ア
パート」や「月極駐車場」等、毎月継続
的に支払いが発生するようなサービスに
関する相談が寄せられていましたが、引
上げ後の４月には、そのほか「外食」、「食
料品一般（全般）」、「弁当」等、食品を
始めとする日用品に関するものも目立っ
てきています（図表４-３-１6）。
　このほか、2013年10月に開設した消費
者庁の便乗値上げ情報・相談窓口では、
2013年10月から2014年４月の間に消費者
等からの情報・相談が計3,476件寄せら
れています（詳細は第５章第１節参照）。

図表４-３-１４ 「オリンピック開催」に関するトラブル増加が今後予想される

（備考）　PIO-NETに登録された「オリンピック関連詐欺的トラブル」に関する消費生活相談情報（20１4年 4 月30日までの登録分）。
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図表４-３-１6 消費税率引上げ前後では相談が寄せられる件数が多い商品・サービスが異なる

（備考）　 １ . PIO-NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（20１4年 5 月20日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（下位）。
　　　　 3 . 「商品一般」は主に消費税率引上げ全般に関する相談など。
　　　　 4．�「食料品一般（全般）」とは、食料品であることが明確であるが、具体的な食料品名を特定できない、

あるいは特定する必要がないもの。

20１4年 3 月 20１4年 4 月
商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数

１ 商品一般 26７ 商品一般 593
2 賃貸アパート １04 外食 8１
3 月極駐車場 94 賃貸アパート 58
4 スポーツ・健康教室 56 新聞 54
5 不動産貸借サービス 49 食料品一般（全般） 49
6 墓 48 月極駐車場 4７
７ 教室・講座（全般） 38 理髪サービス 4１
8 スポーツ施設利用

35
不動産貸借サービス 3７

9 新築工事 弁当 33
１0 修理サービス 32 スポーツ・健康教室 3１

図表４-３-１5 消費税に関する相談は消費税引上げ前後に急増

（備考）　PIO-NETに登録された「消費税」に関する消費生活相談情報（20１4年 5 月20日までの登録分）。
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　2014年 2 月25日、大手ビットコイン取引所のMTGOX（マウントゴックス）が
同社ウェブサイトを閉鎖したことにより、事実上の取引停止状態となりました。
さらに、同月28日に、同社が民事再生法の適用を申請し、経営破綻しました。そ
の後、同年 4 月24日には、東京地方裁判所が同社の破産手続開始を決定しました。
　これまで、一般にはあまり馴染みのなかった「ビットコイン」でしたが、この
出来事を通じて、その存在が知られるようになりました。
　「ビットコイン」（単位：BTC）は、2008年に「ナカモト サトシ」の名前で発表
された論文に基づいて、2009年に運用が開始されたものとされており、ビットコイ
ンのほかにも似たような仮想通貨が数多く存在すると言われています。
　当初、ビットコインはIT （情報技術）の専門家や愛好家が集う一部のインター
ネット空間で利用されていましたが、海外では次第に大手事業者が決済に採用す
るようになり、2011～2012年にかけて顕在化したキプロス金融危機の際には、「金」
に近い安定した資産として資金の待避先に利用されたとされています。また、
2013年には、中国等の投資家の間で人気が出たことから一時期価格が暴騰し注目
を集めました。
　ビットコインの発行は、参加者が複雑な演算問題を解く 「mining (採掘)」とい
う作業などを通して行われ、「ブロックチェーン」と呼ばれる取引履歴データに、
参加者が複雑な演算処理により新たなブロックを次々追加していく仕組みとされて
います。このため、データの改ざんには膨大な計算量が必要となり事実上不可能
であるため、取引履歴の正統性が担保されているとされています。
　ただし、こうしたビットコインを始めとするいわゆる仮想通貨は、各国政府や
中央銀行による信用の裏付けがないものであり、その仕組みやリスクについて十
分に理解した上でなければ思わぬ損害を被ることもあり、こうした点を納得した
上で利用すべきものです。
　ビットコインと通貨（米ドルや円など）との交換は、「取引所」を通しても行
われます。また、ビットコインそのものの決済は金融機関を通さないため、諸経
費や手数料などがほとんど発生しません。そのため、小口の売買やP2P（Peer-
to-Peerの略、個人同士）の取引、とりわけ国境を越えた送金・決済に利用され
ていることが多いようです。さらに、ビットコインによる支払いを受け付けてい
る現実の店舗も一部に現れています。このように、手軽さや利便性の高さが人気
で、開発開始から僅か 4 年の2013年 4 月には流通総価値が10億ドルを超えるまで
に成長したとも言われています。
　しかし、通貨との交換レートは、需給関係や経済状況に左右され、投機の影響も
受けやすいため、乱高下を繰り返しています。さらに、ビットコインは匿名での取
引が可能である点や、取引されるビットコインと犯罪との関連性を判断することが
困難であること等を背景として、犯罪に悪用されるおそれがあるという指摘もあり
ます。また、MTGOXの問題については、システムのセキュリティのぜい弱性により、
ビットコインを喪失したのではないかとの見方もあり、その場合に利用者が何の補
償も得ることが出来ないといったリスクも指摘されています。

ビットコインとは
C O L U M N 9
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　前章までに見てきたような消費者事
故・トラブルを始め様々な消費者問題の
解決が消費者政策の課題となっていま
す。詳細は第２部で政策分野ごとに解説
していますが、本章では、2013年度１年
間を中心に、最近の消費者政策の主な展
開について取り上げています。なお、第
１章、第２章の特集で取り上げた分野の
政策の展開のうちの一部については、そ
れぞれの章で記載しています。

　消費者政策の基本となるのは、2004年
に公布された消費者基本法に基づいて策
定されている消費者基本計画です。この
消費者基本計画は、2005年度～2009年度
までの５年間を対象として第１期の計画
が2005年４月に策定された後、2010年３
月には、2010年度から2014年度の５年間
を対象とする第２期の計画が策定され、
現在の消費者政策はこの計画に沿って進
められています （図表５-１-１）。なお、高
度情報通信社会や国際化など経済社会の
進展、高齢化の一層の進行など、消費者
を取り巻く環境は刻々と変わっており、
こうした状況変化に柔軟に対応していく
ため、消費者基本計画は毎年度検証・評
価・監視が行われ、適切に見直しがなさ

れています。2015年度以降を対象期間と
する次期基本計画についても、今後検討
していくこととなります。
　また、2012年８月に消費者基本法が改
正され、消費者政策の実施の状況を毎年
政府が国会に報告することとされたこと
を受け、2013年６月には消費者政策に関
する初の法定白書である「消費者政策の
実施の状況」（消費者白書）を閣議決定し、
国会に報告しました。この第１回目の消
費者白書では、近年の高齢化の進行に伴
い高齢者の消費者被害が急増しているこ
とを踏まえ、「高齢者の消費者トラブル」
を特集しました。
　2013年８月には、政府が進める成長戦
略を積極的に推進するために不可欠な消
費者政策を「消費者安心戦略」という政
策パッケージとして取りまとめました。
この「消費者安心戦略」では、消費者の
不安を払拭し、消費市場の安全・安心を
確保するため、物価モニター体制の強化、
公共料金改定の際の適切な対応の確保な
どを柱とする物価・消費市場関連の対策
と、消費者被害に遭いやすい高齢者など
の消費者被害の防止や被害回復のための
取組などを柱とする消費者の安全・安心
確保に向けた確保対策を進めています
（図表５-１-２）。
　さらに、消費者行政における様々な取
組に対し、消費者委員会から建議・提言・

消費者政策の推進

消費者政策の展開第5章
消費者政策の主な展開第 １節
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意見等が出されています。2013年度は建
議として「地方消費者行政の体制整備の
推進に関する建議」「詐欺的投資勧誘に
関する消費者問題についての建議」、提

言として「公共料金問題に関する提言　
～公共料金等専門調査会報告を受けて
～」、ほか15件の意見が取りまとめられ
ました （図表５-１-３）。

図表５-１-１ 消費者基本計画の見直しについて

消費者基本計画：毎年度、計画に盛り込まれた施策の実施状況を検証・評価し、必要な見直しを行い、閣議決定・公表　⇒　翌年度の施策に反映

◆事故調査機関の体制整備（24年10月消費者安全調査委員会設置）
◆財産分野のすき間事案への対応強化（25年４月改正消費者安全法施行）
◆「訪問購入」の規制（25年２月改正特定商取引法施行）
◆特定商品等の預託等取引対策（情報開示の強化：25年７月府令施行予定）

◆脱法ドラッグ対策：指定薬物「包括指定」の導入等〔関係省庁等〕
◆製品火災対策の強化：消防法改正〔総務省〕
◆放射線測定結果の信頼性の確保：JIS規格の制定〔経済産業省〕
◆クレジット取引における過剰与信防止の徹底〔経済産業省〕

消費者庁関係 各省関係

平成24年度の検証・評価　

３．消費者トラブルへの対応を中心とした「消費者の信頼の確保」

２．消費者に身近な地域における取組を充実する「地域力の強化」

重点施策の概要

重点施策の推進
本基本計画の開始から３
年が経過したことを踏まえ、
３つの観点から26年度末
までの重点施策を示して、
消費者庁及び関係省庁の今後の
取組を更に促進

①リコール情報の周知強化等
　〔消費者庁、経済産業省、国土交通省、関係省庁等〕
・販売事業者及び関係省庁等の情報提供ツールを活用した情報発信（25年度）
・消費者が自主的に情報を入手し、行動する必要性についての教育・啓発等（25年度）
②食品と放射能に関するリスクコミュニケーション等
　〔消費者庁、食品安全委員会、外務省、厚生労働省、農林水産省、復興庁〕
・消費者のニーズに合わせた効果的なリスクコミュニケーション等の実施（25年度～）
・実態把握に基づく消費者理解の増進による風評被害の払拭（25年度）
③消費者契約法〔消費者庁、法務省〕
・消費者契約法の規定の在り方の検討（25年度～）
④公共料金等の決定過程の透明性を確保
　〔消費者庁、消費者委員会、各公共料金等所管省庁〕
・透明性を確保する方法についての検討（25年度）及びフォローアップ（26年度）
⑤食品表示法〔消費者庁〕
・食品表示法に基づく、食品表示基準の策定（25年度～）
・義務化される栄養表示の対象成分等に関する検討（25年度～）
⑥いわゆる健康食品の表示等〔消費者庁、厚生労働省、農林水産省〕
・いわゆる健康食品の利用について消費者が正しい判断ができる環境整備（25年度～）
・企業等の責任でいわゆる健康食品等の機能性を表示できる新たな方策について、安全性
の確保も含む運用の仕組みを検討（25年度）、検討結果を踏まえた食品表示制度の見直
し（26年度）
⑦消費者教育の推進〔消費者庁、文部科学省、関係省庁等〕
・消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定（25年度）
・地方公共団体における推進計画策定・地域協議会設置を推進・支援（25年度～）
⑧消費者被害救済制度〔消費者庁、法務省〕
・（消費者裁判手続特例法案成立後）円滑な法施行に向けた準備、集団的消費者被害回復
に係る訴訟制度の周知・広報（25年度～）

・消費者被害の防止・救済のための具体的な行政手法の更なる検討（25年度～）
⑨食品ロス削減等〔消費者庁、関係省庁等〕
・家庭の食品ロスの実情等の調査分析と食品ロス削減の効果的な取組の在り方の検討
（25年度）

⑩地方消費者行政〔消費者庁、関係省庁等〕
・地方公共団体の支援方策の検討（25年度）
・地方公共団体への支援の方針の明示並びに、基金等により整備した消費者行政体制の維持・充実のため
の方策についての中長期的な観点からの検討及びその結果に基づく所要の対応（25年度～）
⑪消費生活相談業務の質の一層の向上と体制の整備
　〔消費者庁、総務省、関係省庁等〕
・消費生活相談員の処遇改善を地方自治体へ働きかけ（25年度）
・相談員資格の法的位置付けの明確化の検討（25年度）
⑫PIO―NETの刷新〔消費者庁〕
・新システムに関する最適化計画（業務・システム開発の指針）の策定、基本機能・仕様の確定（25年
度）

⑬消費者安全行政〔消費者庁、関係省庁等〕
・消費者事故等の発生・拡大防止に向けた消費者安全法のより効果的な運用（25年度～）
・消費者安全調査委員会の体制整備、消費者事故等の原因究明調査等の着実な実施（25年度～）
⑭エステ・美容医療サービス〔厚生労働省〕
・美容医療サービスのHPガイドライン遵守状況の検証・評価（25年度）
・改善されない場合、HP表示適正化のための法規制を含めた必要な措置の検討（25年度）・実施（26年
度）
⑮特定商取引法〔消費者庁、警察庁、経済産業省、関係省庁等〕
・特定商取引法の規定の施行状況の検討（26年度）
⑯詐欺的投資勧誘等
　〔消費者庁、金融庁、警察庁、総務省、経済産業省、厚生労働省、関係省庁等〕
・金融商品取引法、消費者安全法等の関係法令の厳正な執行、犯罪収益移転防止法等の運用強化等による
犯行ツール対策の強化（25年度～）

・悪質商法排除のモデル事業の実施（録音機の高齢者宅への設置等：25年度）
・医療機関債発行等のガイドラインの改定（25年度）
⑰有料老人ホーム〔厚生労働省〕
・24年度法改正以降の入居一時金の実態調査（25年度）、調査結果を踏まえ、実態を分析し、必要な方策
の検討（26年度）
⑱電気通信事業における販売勧誘方法の改善〔総務省〕
・自主基準等の遵守状況の把握、制度的対応も含む措置の検討・実施（25年度）

平成25年６月28日
閣議決定（一部改定）

１．消費者の自助・自立の促進を図る「消費者力向上の総合
的支援」

182



図表５-１-２ 「消費者安心戦略」の概要

「消費者安全・安心確保対策」の推進 「消費市場・物価関連対策」の推進
○GDPの６割を占める消費の拡大は、経済成長に必要不可欠。しかし
ながら、食品表示等の不正事案の発生、高齢者等の消費者被害の増
加などにより、消費者の不安の増大が懸念される。

○このため、食品表示等の適正化及び充実、積極的な消費者被害防止
対策の展開、消費者被害回復のための取組などを通じて、消費者の
生命・身体・財産の安全・安心確保に取り組む。

〈生命・身体・財産の安全・安心確保〉
●食品表示等の適正化及び充実、食品の安全性の確保
●悪質商法への厳正な取締りと消費者取引の適正化
●リコール情報の周知強化による事故再発防止

〈「消費市場関連対策」の推進〉
●消費者と事業者との協働支援（商品企画・開発
段階での消費者の参画、食品ロスの削減等）

●リスクコミュニケーション、風評被害対策など

〈「物価関連対策」の推進〉
●物価モニター体制の強化
●公共料金改定の際の料金の適正性の確保
●消費税転嫁対策特措法の普及啓発、執行等

〈「消費者被害防止対策」の積極展開〉
●トラブルに遭うリスクの高い消費者（高齢者等）を見守る「地域
ネットワーク」の構築や啓発活動等

●消費者教育の充実

〈「消費者被害回復」のための取組〉
●地域における身近な消費生活相談体制の強化（消費生活相談員
の職やその資格に関する法的整備等を含む）

●「消費者被害の集団的回復のための裁判手続」の構築を始めとし
た消費者被害回復のための取組の充実

○成長戦略を踏まえ、市場における消費者と事業者
の協働・連携を支援すること等により、消費者の
多様な好みやニーズを反映した市場の創出、消費
の拡大・活性化を目指す。

○経済金融情勢を踏まえつつ、生活関連物資等に係
る物価動向を注視する体制を強化する。また、公
共料金改定や、消費税転嫁対策に向けて適切な対
応を確保する。（消費の５割程度は生活必需品）

安倍内閣が「三本の矢」の施策による我が国経済の活性化を図る中、成長戦略「日本再興戦略」が目指す「消費
が増え、新たな投資を誘発するという好循環」の実現には、健全で活気と厚みのある消費市場の構築が不可欠。
このため、消費者の不安を払拭し、安全・安心を確保するための「消費者安心戦略」を積極的に推進。

「消費者安心戦略」の推進
－経済社会情勢を踏まえ、消費者の安全・安心確保対策を強化－
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　生命・身体に危害・危険を及ぼすよう
な消費者事故が発生した際に、その情報
を迅速・的確に把握し、速やかに消費者
に伝えることは消費者行政の重要な使命

の一つです。2013年度は、㈱カネボウ化
粧品の白斑問題、㈱アクリフーズの農薬
混入事案など、消費者の生命・身体を脅
かす事態が発生し、迅速な情報把握と周
知が課題となりました。
　㈱カネボウ化粧品の白斑問題では、事
業者側が被害を把握していたにもかかわ

生命・身体に影響する消費者事故
への対応

図表５-１-３ 消費者委員会による建議等（２0１３年度）

消費者委員会による建議
日　　付 建　　　　　　議 建　議　先

2013年 ８ 月 ６ 日 地方消費者行政の体制整備の推進に
関する建議 内閣府特命担当大臣（消費者）

　　　 ８月 ６日 詐欺的投資勧誘に関する消費者問題
についての建議

内閣府特命担当大臣（消費者）
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣（金融）
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

消費者委員会による提言
日　　付 建　　　　　　議 建　議　先

2013年 ７ 月30日
公共料金問題に関する提言
～公共料金等専門調査会報告を受け
て～

内閣府特命担当大臣（消費者）
総務大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

消費者委員会による意見
日　　付 建　　　　　　議

2013年 ５ 月2８日 消費者基本計画の改定素案（平成2５年 ４ 月）等に対する意見
６月2５日 「消費者白書」及び「消費者安全法に基づく国会報告」への意見
７月23日 公益通報者保護制度に関する意見　～消費者庁の実態調査を踏まえた今後の取組について～
７月30日 東北電力及び四国電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
７月31日 北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
８月2７日 インターネットを通じた消費者の財産被害問題に関する消費者委員会としての現時点の考え方
11月12日 商品先物取引における不招請勧誘禁止規制に関する意見
11月19日 消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会の意見について
12月1７日 「食品表示等適正化対策」に対する意見

201４年 2 月1８日 消費税率の引上げに伴うJTのたばこ小売価格の改定案に関する消費者委員会の意見について
2月1８日 消費税率の引上げに伴う鉄道運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について
2月1８日 消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について

2月1８日 消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会の意
見について

2月2５日 クラウドファンディングに係る制度整備に関する意見
2月2５日 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見
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らず公表・自主回収が遅れたことや、行
政が相談情報等による情報収集を通じて
被害を早期に把握できなかったことが問
題視されました。消費者事故等の情報は、
消費者安全法により関係省庁や地方公共
団体（消費生活センター等）から、また、
消費生活用製品安全法により事業者から
消費者庁に情報提供される仕組みが構築
されており、そのほかにも病院で把握し
た事故情報が医療機関ネットワークによ
り消費者庁に提供されるなど、様々な
チャネルで消費者庁に情報集約がなされ
る仕組みとなっています。今回のような
消費者事故が発生した際にも、関係省庁
や地方公共団体等を通じて迅速に情報集
約ができるよう、連携していくことが必
要です。
　㈱アクリフーズの事案では、同社が事
案の発生と自主回収を公表したことを受
けて、ただちに消費者庁から消費者に対
し注意喚起を行ったほか、消費者安全情
報総括官会議を開催し、関係府省庁で情
報共有を図るとともに消費者庁・関係府
省が連携して流通業界に協力要請するこ
ととするなど、被害の拡大防止に迅速に
対応しました。さらに、事案の概要があ
る程度明らかになった段階で２回目の消
費者安全情報総括官会議を開催し、再発
防止に向けた「冷凍食品への農薬混入事
案を受けた今後の対応パッケージ」を取
りまとめています（第１章参照）。
　なお、消費者安全情報総括官会議の開
催等の仕組みは、2012年９月に改正され
た「消費者安全の確保に関する関係府省
緊急時対応基本要綱」（関係閣僚申合せ）
に基づいており、この仕組みが適切に機
能するよう、2013年12月には消費者庁が
関係府省と連携した緊急時対応訓練を初
めて実施しました。
　このほか、生命・身体事案への対処で

は、事故の発生原因や被害の原因を科学
的に究明し、得られた知見を再発・拡大
防止のための対策につなげていくことも
引き続き重要な課題です。2012年10月に
消費者庁に設置された消費者安全調査委
員会は、内閣総理大臣が任命する非常勤
の委員７名で構成され、消費者庁に集約
された情報や被害者からの申出などを端
緒に委員会が自ら調査を行う事故等原因
調査のほか、他の行政機関等が実施した
調査等の結果の評価を行うことにより、
事故等の原因を究明することとされてい
ます。同委員会では、発足以降、ガス瞬
間湯沸器による一酸化炭素中毒事故やエ
レベーター事故などこれまでに計７件の
事案を調査等の対象として選定して調査
等を行っており、2013年度は２件の経過
報告書、３件の評価書を公表しました。
　さらに、医療事故の原因究明及び再発
防止の観点から第三者機関（医療事故調
査・支援センター）が調査を行うこと等
を内容とする医療事故調査制度につい
て、「地域における医療及び介護の総合
的な確保を推進するための関係法律の整
備等に関する法律案」を今国会に提出し
ています。

　消費者に経済的な被害をもたらす悪質
事業者等への対応も消費者行政の重要な
課題の一つであり、高齢者を中心として
多数発生している消費者被害の未然防
止・拡大防止や被害回復のため、これま
でも様々な政策対応を行ってきました。
しかしながら、2013年度の消費生活相談
件数は約92.5万件に増加し、中でも高齢
者の相談が約26.7万件に大幅に増加する
など、悪質事業者等による被害は跡を絶

悪質な事業者等による経済的な被
害への対応
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ちません。特に高齢者を中心として深刻
化している詐欺的な金融商品等の被害に
関して、2013年８月には消費者委員会が
「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題に
ついての建議」を内閣府特命担当大臣（消
費者）を始めとする関係８大臣に提出し
ています。
　こうした状況も踏まえ、2013年度は、
まず2012年８月の消費者安全法改正によ
り導入された消費者の財産被害に係る
「隙間事案」への行政措置の仕組みが
2013年４月に施行されました。これは、
既存の法規制では対応の難しかった事案
（隙間事案）に対して、内閣総理大臣（消
費者庁）が勧告・命令といった行政措置
を行うことができるようにしたもので、
これに基づき2013年度には２件の勧告を
行っています （図表５-１-４）。
　また、情報力や交渉力に勝る事業者に
対し、消費者が費用と労力をかけて訴訟
を行い消費者被害の回復を図ることは困
難ですが、このような被害回復を容易に
するため、2013年12月には消費者裁判手
続特例法が成立しました。これは、①一

段階目の手続で、内閣総理大臣の認定を
受けた特定適格消費者団体が原告とな
り、事業者が消費者に対し共通する要因
に基づいて金銭を支払う義務を負うべき
ことの確認を求める訴えを提起し、②一
段階目で特定適格消費者団体が勝訴した
場合、個々の消費者が二段階目の手続に
加入し、簡易な手続によって迅速に金額
等を決定する、というものです（第２部
第１章第５節参照）。現在、消費者庁では、
同法を円滑に施行し、かつ、実効的な運
用を図るため、特定適格消費者団体の認
定・監督に関する指針等検討会を開催す
るなど、施行に向けた準備、制度の周知・
広報に取り組んでいます。なお、検討過
程では、いわゆる濫訴につながるのでは
ないかとの懸念も示されましたが、訴訟
を起こすことができる主体を特定適格消
費者団体に限定し、消費者庁において適
切に監督していく仕組みとするなど、そ
ういった懸念も踏まえた制度になってい
ます。

図表５-１-４ 消費者安全法に基づく「隙間事案」への勧告・命令のイメージ

（取引）特定商取引法、特定電子メール法、
　　　　預託法、貸金業法、割賦販売法、
　　　　宅建業法、旅行業法等
（表示）景品表示法、JAS法、食品衛生法等

消費者庁

措置要求
事業者への

勧告・命令等（※２）
事業者への
勧告・命令等（※１）

（安全）消費生活用製品安全法等

2012年８月の改正
で新たに導入

措置要求

消費者庁
（消費者安全法）

消費者庁
（消費者安全法）

（※２）「多数消費者財産被害事態」が発生した場合（※１）「重大事故等」が発生した場合

各
省
庁
所
管
法

（
財
産
）

各
省
庁
所
管
法

（
生
命
・
身
体
）

隙
間
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）
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早稲田大学大学院法務研究科教授
伊藤　眞

　昨年末、｢消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関
する法律」（平成25年法律第96号。以下、「特例法」といい、この法律に基づいて行わ
れる手続を「消費者被害回復裁判手続」と呼びます。）が成立しました。この法律は
公布の日（2013年12月11日）から３年を超えない範囲内の施行が予定されており、関
連法令や最高裁規則などの立案作業が精力的に進められている模様ですが、新たな制
度の意義や運用に対する期待についての愚見を述べてみたいと思います。
1．画期的な制度であること
　消費者被害は、いわゆる集団的被害の代表例といってよいかと思いますが113、現在
までのところ、それをめぐる紛争の解決を目的とする特別の手続は存在していません
でした114。特例法は、消費者被害の回復の任務を担うにふさわしいと認められた特定
適格消費者団体が、多数の消費者のために、その権利の確定と実現を目指して手続を
遂行する点で、画期的な制度といえます。
2 �．二段階構造の意義―消費者と事業者の正当な利益保護に十分な配慮がなされてい
ること
　特例法に基づく消費者被害回復裁判手続は、事業者が多数の消費者に対する金銭の
支払義務を負うかどうかを確定する ｢共通義務確認訴訟｣ の段階と、支払義務が存在
することを前提として、個々の消費者の支払請求権の存否や内容を確定する ｢簡易確
定手続｣・「異義後の訴訟」の段階の２つから成り立っています。この二段階構造は、
一見すると回り道のようにみえますが、個々の消費者は、自らの権利が成立すること
を第一段階の結果から見極めて、第二段階で特定適格消費者団体に権利実現を委ねる
ことになりますから、十分な余裕を持った判断ができるでしょう。
　また、紛争が発生していても、事業者に責任を負わせるべきでない事案も存在する
ことを考えれば、多数の消費者から個別に、又は集団的に訴訟などを提起されること
と比較すると、事前に慎重な判断をした特定適格消費者団体が、いわば代表選手とし
て、共通義務確認訴訟を遂行することは、相手方となる事業者にとっても、防御のた
めの費用と労力とを集中でき、自己の責任の有無について裁判所の判断を得る機会が
保障されるという意味で、決して不利益ではありません。
3．特定適格消費者団体に期待される役割
　以上の点から、消費者被害回復裁判手続の遂行主体である特定適格消費者団体に期
待される役割の重大さが理解いただけると思います。訴えを提起するかどうかはもち
ろんですし、その後も、第一段階又は第二段階で相手方事業者と和解をするかどうか
など、適切な判断が求められることになるでしょう。

消費者裁判手続特例法の施行に向けて
―特定適格消費者団体に期待される役割

C O L U M N 10

113）山本和彦 ｢集団的利益の訴訟における保護｣ 民商法雑誌148巻６号606頁（2014年）参照。
114�）差止請求（消費者契約法第12条以下）は、消費者被害の発生や拡大を防ぐことを目的とする点で、関連する制
度ではあるが、消費者被害の回復そのものとは区別される。
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　さらに、表示の分野では、2013年度は
特にホテル・レストラン等においてメ
ニュー表示と異なる料理を提供していた
メニュー偽装が相次いで発覚し、食に対
する消費者の安心を揺るがす社会問題と
なりました（第１章参照）。こうした問
題が発生・拡大したことを受けて、事業
者のコンプライアンス体制の確立や国・
都道府県の執行態勢の強化のため、景品
表示法等改正等法 （図表５-１-５）が2014年
６月６日に成立したほか、不当表示規制
の実効性を確保するため、違反事業者に
課徴金を課す課徴金制度の検討を消費者
委員会及び消費者庁において行っていま
す115。
　一方、被害を未然に防ぐためには、高
齢者など被害に遭いやすい消費者の見守

り体制を強化することも大切です。2014
年６月６日に成立した景品表示法等改正
等法による消費者安全法の改正では、高
齢者など配慮を要する消費者の見守り等
を行うため、地域に消費者安全確保地域
協議会を置くこと等を規定しています
（図表５-１-６）。
　また、法制度以外でも、特に被害の深
刻な高齢者の消費者被害の未然防止のた
め、2013年９月から約５か月間、全国５
地域において「高齢消費者の二次被害防
止モデル事業」を実施する等、高齢消費
者への悪質電話対策のモデル事業を実施
し、被害に遭いやすい高齢者に対し、定
期的に電話で問合せ・注意を促す電話見
守りや、通話録音装置の設置を行いまし
た（第２節参照）。

115�）消費者委員会では2014年２月より「景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会」を
開催している。

図表５-１-５ 景品表示法改正の概要

１．行政の監視指導体制の強化
景品表示法は消費者庁が中心となって法執行を行っているが、
多数の事業者を対象とした監視指導を行うには体制面で限界

２．事業者の表示管理体制の強化
事業者による表示の重要性の意識、コンプライアンス
（法令・社会規範の遵守）意識が欠如

不当景品類及び不当表示防止法の改正

３．課徴金制度の導入に係る検討規定

（1）消費者庁を中心とする国における体制強化
・消費者庁を中心として関係省庁が連携し、表示に関する監視指導
を強化するための体制を確立

（2）都道府県知事の権限強化
・都道府県知事に対して、景品表示法に基づく措置命令権限を付与

・食品表示等に関するコンプライアンス強化のため、事
業者における表示に関する管理体制の明確化
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　消費者が不幸にして消費者事故やトラ
ブルに見舞われた場合、まずは直接の取
引相手に対応を申し入れることが多いと
考えられますが、消費者と事業者の間に
は、情報の量や質、交渉力に格差があり、
中には泣き寝入りしてしまう消費者もい
ます。しかし、このような事故やトラブ
ルに巻き込まれた場合は、各地方公共団
体に置かれている消費生活センター等を
利用することができます。窓口では、消
費生活相談員が消費者からの事業者に対
する苦情の相談に応じたり、必要に応じ
て、消費者自身では対応が困難な個別事
案の解決に向けてあっせんを行ったりし
ています。
　消費者事故・トラブルを未然に防ぎ、
また、被害回復を図る上では、これまで
見たような制度等の充実に加え、地方公
共団体の消費生活センターなど、消費者
行政の「現場」である地域で消費者に接
する地方消費者行政の充実・強化が必要
です。その観点から、これまで消費者委
員会が３回の建議を提出しており、直近
では2013年８月に「地方消費者行政の体

制整備の推進に関する建議」を内閣府特
命担当大臣（消費者）に提出しています。
　地方消費者行政の充実・強化に関して
は、これまで地方消費者行政活性化基金
（2009～13年度で約319億円）等を活用し、
消費生活センター・相談窓口の設置、消
費生活相談員の配置・養成、消費者教育・
啓発など地方公共団体の様々な取組を支
援しており、その間、消費生活センター
数は501か所（2009年４月１日時点）か
ら745か所（2013年４月１日時点）へ244
か所増加 （図表５-１-７）、消費生活相談員
など消費者行政担当職員数は同じく
8,067名から8,600名へ533名増加していま
す （図表５-１-８）。また、地方消費者行政
の予算規模は2008年度の約101億円（最
終予算額）から、2013年度は約145億円（当
初予算額）となっています （図表５-１-９）。
さらに、国は2014年度当初予算において
地方消費者行政活性化基金を約37億円
（一般会計30億円、復興特別会計７億円）
上積みし、地方公共団体への支援を継続
しています。
　一方、特に小規模な地方都市を中心に、
消費生活相談員の配置や消費生活セン
ターの設置が進んでいない状況にありま
す （図表５-１-１0）。このため消費者庁で

地方消費者行政の充実・強化

図表５-１-６ 消費者安全法改正の概要

消費者安全法の改正 地方消費者行政の連携イメージ

高齢者等
３つの不安
「お金」
「健康」
「孤独」

消費生活
協力団体

消費生活
協力員

病院

地方公共団体
（消費者行政担当課）

教育機関

警察

消防機関

※秘密保持義務を課す地域協議会

消費生活センター
消費生活相談員

情報共有情報共有
情報共有

庁内連携

相談窓口

保健所

１．地域の見守りネットワークの構築
・地方公共団体による「消費者安全確保地域協議会」の設置
・地域で活動する「消費生活協力員」「消費生活協力団体」を育成・確保

２．消費生活相談等により得られた情報の活用に向けた基盤整備
・協議会の構成機関・構成員が消費生活相談等により得られた情報を「地域
　協議会」の活動等のために共有するとともに、秘密保持義務規定や情報管
　理等のルールを整備

３．消費生活相談体制の強化
・都道府県の事務として、市町村に対する助言・協力、広域連携の調整
・民間委託受託者に対し、秘密保持義務、最低限求められる要件を課す

４．消費者行政職員及び消費生活相談員の確保と資質向上
・消費者行政職員及び消費生活相談員に対する研修の実施等
・「消費生活相談員」の職を法律に位置付け
・資格試験制度を法定化し、消費生活相談員を、資格試験の合格者及びこれ
　と同等以上の知識・技術を有する者から任用（所要の経過措置）。
・要件を満たし、内閣総理大臣の登録を受けた法人が試験を実施
・都道府県は、消費生活相談員の中から「指定消費生活相談員」を指定
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は、2014年１月に基金を通じた当面の政
策目標として「地方消費者行政強化作戦」
を定め、どこに住んでいても質の高い相
談・救済を受けられる地域体制を全国的
に整備することを目指しています。
　さらに、地方消費者行政の核となる消
費生活センター等は消費生活相談員に
よって支えられていますが、その法的位
置付けは明確でなく、また待遇面も十分
なものではありませんでした。地方公共
団体における消費生活相談員の人材確保
や質の向上を目的とした2014年６月６日
に成立した景品表示法等改正等法中の消
費者安全法の改正では、消費生活相談員
の職を法的に位置付け、登録試験機関の
実施する新しい資格試験に合格した者等

から任用することとしています。なお、
現在の消費生活専門相談員、消費生活ア
ドバイザー、消費生活コンサルタントの
資格保有者のうち、相談業務等の一定の
実務経験のあるものは新資格試験合格者
とみなすこととしています。
　全国の消費生活センター等では、相談
内容に応じて消費生活相談員が直接事業
者と消費者の間に入ってあっせんを行う
ことによりトラブルの解決を図ってお
り、年度別に見ると、あっせん件数は年々
増加しています。また、消費生活センター
等があっせんを行った場合の解決率（契
約の解約、返金、交換・修理、損害賠償
など）は、おおむね９割となっています
（図表５-１-１１）。

図表５-１-７ 消費生活センター数は ４年で２４４か所増加
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（備考）　 1．�消費者庁「地方消費者行政の現況調査」。
　　　　 2．各年度とも ４月 1日現在。
　　　　 3．�消費生活センターの定義については、19８9年以前と1990年以降、2009年以前と2010年以降が異なる

ため、単純比較できない（2009年度以前は週 ４日以上開所しているものであったが、2010年度以降
は消費者安全法で規定する、①週 ４日以上開所、②消費生活相談員等の配置、③電子情報処理組織
その他の設備（PIO-NET）を配備しているものに改めている）。
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図表５-１-８ 地方公共団体の消費者行政担当職員数は ４年で５３３名増加

（備考）　 1．�消費者庁「地方消費者行政の現況調査」。
　　　　 2．�200８年度以降、調査方法を変更したため、200７年度以前のデータとは接続していない。
　　　　 3．各年度とも ４月 1日現在。
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図表５-１-９ 地方消費者行政の予算規模は約１４５億円に

（備考）　 1．�消費者庁「地方消費者行政の現況調査」。
　　　　 2．�2012年度までは最終予算であり、2013年度は当初予算（年度途中の補正は含まない）である。
　　　　 3．�市区町村等には、広域連合、一部事務組合を含む（政令市除く）。
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図表５-１-１0 小規模な地方都市を中心に、消費生活相談員の配置や消費生活センターの設置が進んでいない

46

68

97

773

949

388

72

220

59

101
129

112

67

115

24

90

16
4

5064

00
（％）

設置 未設置

0

20

40

60

80

100

30
万
人
以
上

20
万
人
以
上

30
万
人
未
満

15
万
人
以
上

20
万
人
未
満

10
万
人
以
上

15
万
人
未
満

7
万
5
千
人
以
上

10
万
人
未
満

5
万
人
以
上

7
万
5
千
人
未
満

3
万
人
以
上

5
万
人
未
満

2
万
人
以
上

3
万
人
未
満

1
万
人
以
上

2
万
人
未
満

1
万
人
未
満

市
区
町
村
全
体

46

68

97

773

949

388

72

220

59

101
129

112

67

115

24

90

16
4

5064

00

②　市区町村における人口規模別、相談員数別の地方公共団体数

（備考）　 1．�消費者庁「地方消費者行政の現況調査」。
　　　　 2．市区町村等には、広域連合、一部事務組合を含む（政令市除く）。
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①　市区町村における消費生活センターの設置状況

（備考）　 1．�消費者庁「地方消費者行政の現況調査」。
　　　　 2．市区町村等には、広域連合、一部事務組合を含む（政令市除く）。
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図表５-１-１１ あっせん件数に対する解決率は約 ９割

56,192 59,963 59,482 60,796 60,110 65,941 68,491 67,183 68,895 72,093

（件）

（年度）
2013

あっせん件数
うち、あっせん解決件数
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90,000
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61,045
64,848 64,641 66,724 66,185

72,905 75,781 74,760 76,376
79,728

56,192 59,963 59,482 60,796 60,110 65,941 68,491 67,183 68,895 72,093

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（201４年 ４ 月30日までの登録分）。
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消費者庁参与
千葉マリン法律事務所　弁護士
拝師　徳彦

　創設から 5年。この間消費者庁は、宿題だった立法課題を少しずつ実現し、存在感
を増してきました。地方消費者行政についても、消費生活センターの増設など、量的
な面での整備は一定程度進みつつあります。
　しかし2013年度中に全地方公共団体に寄せられた消費生活の相談件数が約92.5万件に
上るなど、消費者被害は相変わらず高止まりの状況を続けていますし、特に高齢者の消
費者被害に限って言えば、増加の一途をたどっています。リコール製品が未回収のまま
火災を発生させ死亡事故に至るなど安全面での課題も山積しています。
　こうした現状を見ると、消費者行政はまだまだその役割を果たし切っていないと言
わざるを得ません。
　私は、消費者行政の飛躍的な発展のためには、地域（特に、消費者の生活圏レベル
の地域）との連携を中核に据えた政策展開を行う必要があると考えています。
　例えば消費者被害を予防するための情報発信を行う場合、行政による情報発信手段
は、ウェブサイトや広報誌等ある程度限られています。これに対して地域では、回覧板、
会報、口コミ等様々な団体がそれぞれ独自の情報伝達ツールを持っています。地域に
協力してもらうことで、こうした様々なツールを活用した緊密で重層的な情報の伝達
が可能となると考えられます。
　このほかにも、地域の力を借りることで、リコール製品の回収を確実に行って安全性の
向上につなげたり、早期に被害を発見して、迅速な被害救済・行政処分につなげたりといっ
た様々な施策の実効性向上が期待できます。2013年度に行われた高齢消費者への悪質電
話対策のモデル事業では、電話録音装置の事前警告機能で勧誘が激減するなどの成果が
上がっていますが、こうした取組を広げるためにも地域の協力が不可欠です。
　さらに、地域の方々がこうした様々な取組を実践しながら、その制度的背景、社会
経済的意義等を学んでいくことで、自ら考え行動する「消費者市民」を育成すること
にもつながります。
　このように、各消費者政策と地域との関係を眺めてみると、消費者行政と地域との
連携は、今後の消費者行政の中核として位置付けられるべき重要なポイントだという
ことが分かります。
　現在、消費者庁では、地域の見守り活動に参加する消費生活協力員などの制度を整備し
たり、消費者教育推進法の枠組みを使って、「コーディネーター」「サポーター」といった地
域の人材を育成し、地域連携を図りながら消費者教育を行っていく体制整備の検討を進め
たりしています。しかし残念なことに、国も地方も、これらの制度をまだまだ断片的にしか
捉えていないように思います。これらの制度は、消費者行政と地域との連携の要として位
置付けられるものであり、ひいては消費者行政全体の向上につながるものです。国も地方も、
まさにこれらの制度を消費者行政の中核に据えた上での政策展開が求められているのです。
　今後、国、都道府県、市区町村、そして地域がこうしたイメージを共有しながら地
域連携を実現していくことが喫緊の課題です。

地域との連携を中核に据えた政策展開を
C O L U M N 11
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　消費者を取り巻く現状と課題、それに
対応するための様々な施策の推進が重要
であることは、既に見てきたとおりです
が、消費者自身が合理的な意思決定を行
い、被害を認識したり危害を回避したり、
被害に遭った場合に適切に対処すること
ができる能力を身に付けることも重要で
す。そのような自立した消費者の育成は、
健全な経済社会の形成にとっても喫緊の
課題であり、公正かつ持続可能な社会の
形成に積極的に参画する消費者市民社会
を目指して行動する消費者を育むことが
求められています。
　消費者教育は、消費者の自立を支援す
るために行われる消費生活に関する教育
及びこれに準ずる啓発活動であり、消費
者が主体的に消費者市民社会の形成に参
画することの重要性について理解及び関
心を深めるための教育も含まれます（消
費者教育推進法第２条）。
　消費者庁は、消費者教育ポータルサイ
トを設置し、消費者教育の推進に資する
各種の情報の収集提供を行っているほ
か、関係省庁や地方公共団体において、
学校教育や社会で活用できる各種パンフ
レット、事例集の作成、研修会や講座の
開催など様々な取組を進めています。
　第３節では、消費者教育推進法の成立
を踏まえた消費者庁等における消費者教
育の取組を具体的に紹介しています。

　政府の規制する料金または価格である
公共料金等の新規設定及び変更に係る決
定、認可などを行うにあたっては、消費
者基本法116の趣旨を踏まえ、消費者利益
の擁護の観点から対応することが重要で
す。
　2011年３月の東日本大震災・東京電力
福島第一原子力発電所事故を契機とし
て、電力会社各社から電気料金値上げ認
可申請が相次いでおり、2013年度は、
2012年度の東京電力、関西電力及び九州
電力に引き続き、東北電力、四国電力、
北海道電力及び中部電力の料金認可の手
続きが行われました。これらの料金認可
にあたっては、所管省庁（経済産業省）
における審査の後、消費者庁との協議を
経て、物価問題に関する関係閣僚会議の
了承を得たうえで、料金改定を認可しま
した。この過程において、経済産業省の「電
気料金審査専門小委員会」に消費者の代
表が委員として参画するほか、公聴会（経
済産業省主催）や消費者との意見交換会
（消費者庁、消費者委員会主催）の場の
設定、消費者委員会からの意見聴取など、
消費者参画の実質的な確保のための取組
を行いました。また、消費者庁において、
消費者利益の擁護の観点から重要である
と考えられる事項を取りまとめたチェッ
クポイントを作成・公表し、消費者庁と
所管省庁（経済産業省）との協議に活用
しました。これらの取組の結果、各電力
会社の値上げ幅はそれぞれ申請時に比べ
圧縮されています （図表５-１-１２）。

消費者教育の推進 公共料金政策

116�）消費者基本法第16条第２項では、「国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であって
その形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、
消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする」と規定されている。
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　また、消費者基本計画に掲げられた「公
共料金等の決定過程で開催される公聴会
や審議会における消費者参画の実質的な
確保」及び「据え置きが続いている公共
料金等を含め料金の妥当性を継続的に検
証する具体的方法の検討と実施」117につ
いては、2012年11月に設置された消費者
委員会の公共料金等専門調査会（座長：
古城誠　上智大学法学部教授）において、
本施策の進捗状況や専門調査会での議論
を踏まえて、2013年７月に今後取り組む
べき課題と検討すべき論点を示した「公
共料金等専門調査会報告」を取りまとめ
ました。

　商品・サービスの取引に対して広く公
平に課税される消費税（地方消費税を含
む。）の税率は、従来の５％から2014年４
月には８％に引き上げられ、さらに、
2015年10月には10％へと２段階で引き上
げられることが予定されています。この

消費税率引上げに際して、消費者行政の
分野では、公共料金の改定、便乗値上げ
対策、転嫁対策などが課題となっています。
　公共料金の改定に関しては、2013年８
月の物価担当官会議申合せ ｢消費税率引
上げに伴う公共料金等の改定について｣
により、公共料金において消費税転嫁を
どのように行うべきかについて、各公共
料金に共通する基本的な考え方を整理し
ました。この申合せに基づき、重要な公
共料金等で消費税率引上げに伴う料金改
定申請等がされたものについては、消費
者委員会からの意見聴取や物価問題に関
する関係閣僚会議の了承を得たうえで、
料金改定を認可等しました118。
　便乗値上げ対策に関しては、2013年10
月に消費者庁に便乗値上げ情報・相談窓
口（03-3507-9196）を開設しました119。
この窓口では、2013年10月から2014年４
月の間に計3,476件の消費者及び事業者
からの情報・相談を受け付け、このうち、
便乗値上げ関連の情報・相談は2,493件
となっています120。また、生活関連物資
等の価格動向及び消費や物価動向につい

消費税率引上げへの対応

117）「消費者基本計画」施策番号67-2、具体的施策②、③。
118�）25グラム以下の定形郵便物及び信書便物の料金の上限の改定については2013年11月29日了承。ＪＲ旅客会社、
民鉄大手15社、東京地下鉄及び６大都市の公営地下鉄の運賃、東京大手民営バス９社及び６大都市の公営バスの
運賃、東京都特別区に係るタクシーの運賃、製造たばこの小売定価の改定については2014年２月28日了承。

119�）このほか、価格転嫁等に関する政府共通の相談窓口として内閣府に「消費税価格転嫁等総合相談センター」を
設置したほか、関係府省庁でも転嫁対策、総額表示、便乗値上げ等に関する相談窓口を設けて対応している。

図表５-１-１２ 各電力会社の家庭用電気料金における値上げ幅等の比較

申請日 値上げ率（申請時） 値上げ率（認可時） 認可日 実施日
東京電力 2012/ ５ /11 10.2８％ ８.４６％ 2012/ ７ /2５ 2012/ 9 / 1
関西電力 2012/11/2６ 11.８８％ 9.７５％ 2013/ ４ / 2 2013/ ５ / 1
九州電力 2012/11/2７ ８.５1％ ６.23％ 2013/ ４ / 2 2013/ ５ / 1
東北電力 2013/ 2 /1４ 11.４1％ ８.9４％ 2013/ ８ / ６ 2013/ 9 / 1
四国電力 2013/ 2 /20 10.9４％ ７.８0％ 2013/ ８ / ６ 2013/ 9 / 1
北海道電力 2013/ ４ /2４ 10.20％ ７.７3％ 2013/ ８ / ６ 2013/ 9 / 1
中部電力 2013/10/29 ４.9５％ 3.７７％ 201４/ ４ /1８ 201４/ ５ / 1
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ての意識の変化等を正確・迅速に把握す
るため、2013年10月に物価モニター調査
を開始しましたが、消費税率引上げ前後
（2014年３月、４月及び６月）には、よ
り細かな物価の動きを把握するため、調
査対象品目を25品目から40品目に拡大さ
せるとともに、モニター数を2,000人か
ら4,000人に増員して、調査を実施しま
した。
　転嫁対策に関しては、2013年６月に消

費税転嫁対策特別措置法が制定され、事
業者間の消費税の転嫁拒否等の行為規制
のほか、「消費税還元セール」のような
消費税を転嫁していない旨の表示等の禁
止、価格表示の特例（誤認を防ぐための
所要の措置を講じた上で、税込価格を表
示しなくてもよい）等の措置がなされて
います。特に「消費税還元セール」等の
表示規制に関しては、具体的にどのよう
な表示が問題となるのかに関して流通業

120�）便乗値上げ関連の情報・相談2,493件の内訳は、消費者からの情報1,519件、事業者からの相談760件、その他（便
乗値上げに関する一般的な問合せ（例：便乗値上げとは何か））214件となっている。また、消費税率引上げ直後
の2014年４月は、受付件数が全体で1,555件となり、そのうち便乗値上げ関連の情報・相談件数は1,196件（消費者
からの情報：1,104件、事業者からの相談：35件、その他：57件）となった。

図表５-１-１３ 消費税の転嫁を阻害する表示の具体例

禁止される表示の具体例

（ 1）　取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
　　ア　「消費税は転嫁しません。」
　　イ　「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
　　ウ　「消費税は転嫁していないので、価格が安くなっています。」
　　エ　「消費税はいただきません。」
　　オ　「消費税は当店が負担しています。」
　　カ　「消費税はおまけします。」
　　キ　「消費税はサービス。」
　　ク　「消費税還元」、「消費税還元セール」
　　ケ　「当店は消費税増税分を据え置いています。」
（ 2）�　取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示し

ているもの
　　ア　「消費税率上昇分値引きします。」
　　イ　「消費税 ８％分還元セール」
　　ウ　「増税分は勉強させていただきます。」
　　エ　「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」
（ 3）�　消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって（ 2）に掲げる表示に

準ずるものとして内閣府令で定めるもの
　　ア　「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
　　イ　「消費税相当分の商品券を提供します。」
　　ウ　「消費税相当分のお好きな商品 1つを提供します。」
　　エ　「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」

禁止されない表示の具体例

（ 1）　消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」「新生活応援セール」
（ 2）　たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「 3％値下げ」「 3％還元」「 3％ポイント還元」
（ 3）　たまたま消費税率と一致するだけの「10％値下げ」「 ８％還元セール」「 ８％ポイント進呈」

（備考）　消費者庁「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」（2013年 9 月10日）。
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界の懸念があり、2013年９月に消費者庁
が「消費税の転嫁を阻害する表示に関す
る考え方」を取りまとめ、禁止される具
体的な表示例等を提示しました （図表５-
１-１３）。

　2011年３月11日の東日本大震災の発生
以降、全国の消費生活センター等には東
日本大震災（以下この節において「震災」
という。）に関する多くの消費生活相談
が寄せられました。震災直後の2011年３
月は9,074件と多くの相談が寄せられま
したが、2014年３月には117件となって
おり、2013年度は月間100～240件ほどで
推移しています （図表５-１-１４）。また、
相談全体に占める震災関連の相談の割合
は、2014年３月には0.2％となっています。
　一方、「被災４県」121の相談を見ると、
震災直後のピーク時には月間2,294件の
相談が寄せられ、被災４県の相談全体の

半数近くを占めました （図表５-１-１５）。
2014年３月には63件と震災直後より大き
く減少しており、相談全体に占める震災
関連の相談の割合は1.3％となっていま
す。

　2013年度の震災関連の相談を商品等別
に見ると、まず被災４県では、「工事・
建築」、「不動産貸借」に関する相談が多
く寄せられています （図表５-１-１６）。特
に福島県ではこれらに加えて、「野菜」
を始め食料品に関する相談も上位に入っ
ており、被災４県の間でも震災に関する
相談内容に差があることが分かります。
　また、震災発生以降、全国に寄せられ
た震災に関する相談のうち「放射能」に
関連したものでは、「野菜」、「米」、「果実」
に関する相談が上位に来ています （図表
５-１-１７）。

震災関連の相談は減少 被災 ４県では「工事・建築」、特
に福島県では「野菜」

121）ここでは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県を「被災４県」とする。
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図表５-１-１４ 震災関連の相談は減少

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（201４年 ４ 月30日までの登録分）。
　　　　 2．2011年 3 月11日以降のもの。
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図表５-１-１５ 被災 ４県における震災関連の相談も減少

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（201４年 ４ 月30日までの登録分）。
　　　　 2．被災 ４県とは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県。
　　　　 3．2011年 3 月11日以降のもの。
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図表５-１-１６ 福島県は「野菜」、「米」に関する相談が上位に（２0１３年度）

順
位

岩手県 宮城県 福島県 茨城県
商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

1 工事・建築 11 工事・建築 1４1 野菜 ６1 工事・建築 ４1
2 不動産貸借  ６ 不動産貸借 11６ 工事・建築 ４9 役務その他サービス 1４
3 フリーローン・サラ金  ５ フリーローン・サラ金  ５0 不動産貸借 23 デジタルコンテンツ 10
４ デジタルコンテンツ

 ４
他の行政サービス  33 米 1５ 修理サービス  9

５ 他の目的限定ローン デジタルコンテンツ  31 相談その他 1４ 不動産貸借  ７
６ ソーラーシステム

 2

宅地  23 デジタルコンテンツ
12

相談その他  ６
７ テレビ放送サービス 住宅ローン  1７ 果実 火災保険

 3
８ 園芸用品 保健・福祉その他  11 他の行政サービス  9 他の戸建住宅
9 果実 火災保険

 10
フリーローン・サラ金  ６ ゴルフ会員権

 2
10 四輪自動車 修理サービス 修理サービス  ５ ソーラーシステム

（備考）　 1．PIO-NETに登録された2013年度の「震災関連」の消費生活相談情報（201４年 ４ 月30日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（中位）。

図表５-１-１７ 「震災関連」のうち「放射能」に関する相談は「野菜」、「米」、「果実」などの食品が上位に

順
位

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

1 野菜 1４８ 野菜 ６39 野菜 30４ 野菜 11７
2 ミネラルウォーター 11８ 保健衛生品その他 ６0４ 米 13７ 米  3６
3 水道水 102 ファンド型投資商品 ５４2 他の行政サービス 11７ 果実  29
４ 相談その他  ４2 緑茶 ５12 果実  ７3 相談その他  20
５ 他の台所用品  3５ 米 ４８４ 相談その他  31 他の行政サービス  20
６ 乳製品  32 生鮮肉 399 四輪自動車  29 役務その他サービス  19
７ 環境・公害問題  22 園芸用品 2６9 鮮魚  2５ 四輪自動車  1５
８ 不動産貸借  1８ 乳製品 2５9 保健衛生品その他  2４ 鮮魚  11
9 米  1５ 果実 2５８ 園芸用品  19 保健衛生品その他   9
10 他の水  13 ミネラルウォーター 192 不動産貸借  1５ 海草   ７

（備考）　 1．PIO-NETに登録された「震災関連」のうち「放射能」に関する消費生活相談情報（201４年 ４ 月30日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（中位）。
　　　　 3．2011年 3 月11日以降のもの。
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　第４章でも高齢者の消費者トラブルに
ついて述べましたが、消費生活センター
等への相談件数の推移を具体的に見てい
くと、2008年度以降年々増加傾向にあり、
特に2013年度は前年度の21万4,317件を
５万件以上上回る26万6,976件の相談が
寄せられました （図表５-２-１）。
　また、相談者が契約者本人かどうかに
分けてみると、本人の割合が2004年度は
66.1％でしたが、2013年度には74.6％となっ
ており、最近では自ら相談するという行動
が増加しています。これは、深刻化する高
齢者の消費者トラブルに対して、様々な機
関が消費者に対して情報提供、注意喚起

を行ってきたことにより、消費者にも認知
されてきた結果、トラブルに遭った際、自
身で早めに消費生活センター等へ相談す
るという行為につながっているものとも考
えられます（詳細は、図表4-１-１8、4-１-１9
参照）。
　さらに、2013年度の相談をそのトラブ
ルの当事者本人が相談しているかどうか
について、年代別に見ていくと、未成年
者、高齢者では他の世代と異なり、本人
の割合が小さくなっています （図表５-２-
２）。成人の中では、30歳代から60歳代ま
では本人からの相談が約９割とほとんど
が本人からの相談となっていますが、70
歳以上になると、年代が上がるにつれ本
人の割合が小さくなっていきます。
　消費生活センター等が相談を受ける中

高齢者・障害者に関する相談は増加

高齢者・障害者の見守り第 ２節

図表５-２-１ 「高齢者」に関する相談は増加傾向

（備考）　PIO-NETに登録された契約当事者が65歳以上の消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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で、トラブルの当事者が身体障害、知的
障害、精神障害や、認知症高齢者等の判
断力不十分者であると判断した「障害者
等」についての相談件数の推移を見てい
くと、2008年度以降、年々増加傾向にあ
り、2013年度は2万1,542件の相談が寄せ
られています （図表５-２-３）。
　未成年者、高齢者と同様、「障害者等」
も本人が消費生活センター等へ相談する
割合が小さく、2013年度は33.1％にとど
まっています。
　また、「障害者等」の2013年度の相談
について販売購入形態別に見ると、第４
章で見た消費生活相談全体や高齢者、65
歳未満の構成比とも異なり、「訪問販売」
の割合が大きいという特徴があります
（図表５-２-4）。
　そこで、「訪問販売」の件数が多い商
品を見ると、「新聞」が最も多く、「修理
サービス」、「屋根工事」と続きます。相
談全体では「訪問販売」が減少している

中、「障害者等」では従来型の「訪問販売」
でトラブルの多い商品・サービスが見ら
れ、対面で強引な勧誘を受けるケースが
多いことがうかがえます。
　高齢者に関する相談で、本人以外から
消費生活センター等へ相談が寄せられ、
かつ、相談者が団体のケースは全体では
僅かな割合ではありますが、2004年度の
1.4％から2013年度は2.3％となっており、
徐々に増加傾向にあります。これは、単
身高齢者が増加したことも影響している
と考えられ、福祉事業者や行政等、家族
以外の見守りも少しずつ広がってきてい
ることがうかがえます。
　しかし、他の世代等に比べ、消費生活
センター等への本人相談の割合が小さい
といった特徴があることから、高齢者や
「障害者等」の消費者トラブルに際して
は、本人だけではなく、周囲が気付いて
被害に対応する必要があります。トラブ
ルの未然防止や拡大防止には、見守り体

図表５-２-２ 高齢者・未成年者の被害は本人以外から相談が寄せられる傾向

（備考）　PIO-NETに登録された2013年度の消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
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図表５-２-３ 「障害者等」に関する相談は増加傾向

（備考）　 1．PIO-NETに登録された「障害者等」の消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．�「障害者等」の相談とは、「心身障害者関連」または「判断不十分者契約」に関する相談（認知症高齢者

と一部重複）。
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図表５-２-4 ２0１３年度の「障害者等」の相談は「訪問販売」が「店舗購入」とともに大きい

（備考）　 1．PIO-NETに登録された2013年度の「障害者等」の消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．�「障害者等」の相談とは、「心身障害者関連」または「判断不十分者契約」に関する相談（認知症高齢

者と一部重複）。
　　　　 3．品目は商品キーワード（下位）。
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0.70.7
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商品・サービス名 件数順位
1 新聞 956
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4 ファンド型投資商品 138
5 浄水器 121
6 ふとん 120
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10 光ファイバー 97
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制の強化が不可欠です。

　第４章第１節でも見たように、高齢者
の消費者トラブルにおいて、近年「電話
勧誘販売」の相談件数が増加傾向にあり
ます。そこで、消費者庁では、高齢消費
者を悪質な電話勧誘から守るための新し
い被害防止対策として、①高齢者に定期
的に電話を架けて問合せや注意喚起（「電
話見守り」）をする、②「通話録音装置」
を設置し通話を録音するなどして被害の
抑止を図る、③「自動着信拒否装置」を
設置して悪質商法等に用いられた電話番
号からの着信を自動で拒否するという３
つの対策を採り上げて地方公共団体向け
に手引を作成し、全国の同様の取組の改
善・高度化を促して、被害の防止を図っ

ています。

①�高齢消費者の二次被害防止モデ
ル事業の実施

　消費者庁では、地方公共団体と連携し
て、電話をきっかけとした消費者トラブ
ル抑止を図る「高齢消費者の二次被害防
止モデル事業」を2013年９月末から2014
年２月末までの約５か月間実施しました。
　同モデル事業では、岩手県、千葉県、
大分県の市町村（５地域）を対象とし、
①高齢者522世帯に定期的に電話を架け
て問合せや注意喚起を行うことを内容と
する電話による見守りを行うとともに、
②そのうち、協力いただける238世帯に
定期的な電話見守りに加えて通話録音装
置を設置し、不審な電話の録音データが
取れた場合は、訪問してそのデータのみ
回収し、高齢消費者の相談・あっせん対
応や事業者の手口公表・行政処分等への

高齢者の悪質電話対策のモデル事
業の実施

図表５-２-５ 「高齢消費者の二次被害防止モデル事業」の対象世帯数と実績件数

対象世帯数�と�実績件数 岩手県
盛岡広域

千葉県
千葉市

千葉県
旭市

大分県
杵築市

大分県
日出町 合計

電話見守り実施�世帯数 33 115 99 18 257 522
通話録音装置設置�世帯数 26  85 77 18  32 238
被害を受けた件数  0   0  0  0 0（2）※ 0（2）※

悪質な電話を受けた件数  9   6  8  2  47  72
録音データ取得件数  6   0  0  0   4  10

（備考）�対象世帯数と実施期間に限りがあるが、悪質な電話勧誘をきっかけとする被害は発生していない。一方で、訪問をきっかけとする被害は
2件発生。

図表５-２-6 「電話見守り」と通話録音装置のイメージ

コールセンター・
訪問担当
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電話見守り＆通話録音装置のイメージ

・録音データの訪問・回収
電話機電話局

電源
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活用を図りました （図表５-２-５、 ５-２-6）。
　通話録音装置には、録音すると事前に
警告メッセージを流す機能の有無、録音
の開始の自動と手動の別などの違いがあ
ります。事前警告機能があると、悪質な
電話そのものが約10分の１に減少し、事
後のアンケート調査では約96％の利用者
が安心できたと回答するなど、悪質な電
話自体を防止する効果が見られました
（図表５-２-７）。
　また、事前警告機能がなく、自動録音
する装置でのみ、10件の録音データを取
得できました。事業目的によって、事前
警告機能の有無や、自動録音機能を選択
する必要があることが分かりました。
　今後、各地の取組で、悪質な電話勧誘
の通話録音データを取得できた際には、
PIO-NETの相談情報の中に録音データ
があることを入力し、相談・あっせん、
手口の公表、法執行等への活用を図りま
す。
　また、事業効果を調べるため、2014年

２月、消費者庁のモデル事業対象者にア
ンケート調査を実施（522人中421人が回
答、回答率80.7％）したところ、電話見
守りは約８割、通話録音装置は約７割が
継続を希望すると回答し、高い満足度が
うかがえました（コラム12参照）。

②自動着信拒否装置の設置
　また、地方消費者行政活性化基金の先
駆的プログラム「悪質事業者による消費
者被害の防止の強化」により、電話によ
る見守りや通話録音装置の設置だけでな
く、自動着信拒否装置の設置など、地方
公共団体が主体的に行う施策を８地域で
支援しました （図表５-２-8）。
　自動着信拒否装置は、民間事業者が提
供するサービスで、悪質商法等の犯行に
使用された電話番号がデータベース化さ
れ、装置が自動判別して着信の通知を変
えることで、利用者個人が知らない迷惑
電話番号も含め、着信を拒否することが
できます。

図表５-２-７ 通話録音装置に事前警告機能があると、不審な電話の件数の減少に大きく寄与

変わらない 増えた減ったなくなった

100806040200
（％）

電話のみ（n＝69）

警告無（n＝11）

警告有・手動録音（n＝19）

警告有・自動録音（n＝132）

全体平均（n＝231）

47.447.4

61.461.4

48.548.5

36.836.8

23.523.5

27.327.3

15.815.8

15.215.2

19.919.9 4.34.3

18.2

29.0

45.5

29.0

9.1

31.9

27.3

10.1

18.2

29.0

45.5

29.0

9.1

31.9

27.3

10.1

18.2

29.0

45.5

29.0

9.1

31.9

27.3

10.1

（備考）　消費者庁「「高齢消費者の二次被害防止モデル事業」対象者へのアンケート調査」（2014年）。
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　登録されていない電話番号は、着信を
拒否したい場合と許可したい場合に、自
分で設定が可能です。各地の警察から提
供される電話番号や、他の利用者から通
報された迷惑・犯行電話番号を基に、情
報が毎日更新され、新しい番号から架
かってくる迷惑電話を拒否できることが
期待されます。

③�「高齢消費者の悪質電話勧誘か
らの被害防止対策の導入の手
引」の作成

　「高齢消費者の悪質電話勧誘からの被
害防止対策の導入の手引」は、消費者庁
のモデル事業の５地域、先駆的プログラ
ムに取り組んだ８地域の事例に加え、別
途実施されている先進７事例の合計20事
例を調査し、分析・検証して取りまとめ
ました （図表５-２-9）。
　消費者庁では、全国で実施される①「電
話見守り」、②「通話録音装置の導入」、
③「自動着信拒否装置の導入」の取組に
ついて改善・高度化を促し、高齢者の消
費者被害の防止を図るため、地方公共団
体に手引を配布し、普及を図っています。

図表５-２-8 自動着信拒否装置のイメージ

迷惑電話の
場合 迷惑・犯行電話を自動で判別

許可された
電話の場合

赤点滅

青点灯

黄点灯登録されて
いない場合

自動着信拒否機器のイメージ
対象の高齢者世帯

迷惑・犯行電
話の情報は、
PHS網等を
通じて管理
サーバーに蓄
積し、各機器
が共有
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図表５-２-9 手引で紹介している事例

栃木

鹿児島

福岡

大分

岐阜

群馬
富山

長野 埼玉
東京

神奈川
山梨

静岡愛知滋賀兵庫岡山

奈良
愛媛

香川
徳島

大阪
広島

岩手

北海道

青森

秋田

宮城

福島

茨城

千葉

新潟

栃木

熊本

石川

福井

鹿児島

沖縄

京都鳥取島根

山口

福岡

大分

高知

岐阜

佐賀

宮崎

鹿児島

長崎

群馬
富山

長野 埼玉
東京

神奈川
山梨

静岡

三重

愛知滋賀兵庫岡山

奈良

和歌山

愛媛
香川
徳島

大阪
広島

岩手

山形

富山市 （富山県）
通話録音装置を配置するとともに、本人の了解の
もと通話録音データの警察等への情報提供や、消
費生活センターで実施している出前講座での音声
データの活用等

旭市・千葉市：消費者庁モデル事業 （千葉県）
電話による見守りと通話録音装置の設置

新潟県警
電話とダイレクトメールによる注意喚起

山陽小野田市 （山口県）
電話により定期的な見守り

福岡県警
電話とはがきの送付により注意喚起及び不審電話
等の情報収集等を実施

臼杵市 （大分県）

電話による見守りと通話録音装置の設置

防犯カメラ設置地区等のシール設置や高齢者など
の一部世帯には防犯カメラを設置し、対象者に月
数回状況確認し、悪質訪問販売の通報等の措置

赤磐市 （岡山県）

キーワードや、声のトーン等から、振り込め詐欺
誘引通話を検出する技術を活用した実証実験を実
施

自動着信拒否機器を設置

愛媛県
団体、ボランティア等と連携して見守りネット
ワークを形成し、毎月１～２回の見守りメールを
配信。講演や寸劇等を交えた見守りフォーラム等
を実施

愛知県警
自動着信拒否機器を設置

京都府
自動着信拒否機器を設置

名張市 （三重県）
「まちの保健室」による電話・訪問による見守
り、通話録音装置の設置、防犯カメラ・防犯ラジ
オ・自動着信拒否機器等の貸出等を実施

遠野市 （岩手県）
電話や訪問による定期的な見守りや注意喚起

電話による見守りと通話録音装置の設置

杉並区 （東京都）
自動着信拒否機器を設置

事前警告メッセージを流す通話録音装置を購入
し、各警察署に配備。希望を受けて無償で設置
また、自動着信拒否機器の実証実験に協力し、迷
惑電話の電話番号を事業者に提供

杵築市・日出町：消費者庁モデル事業

富士通・岡山県警（JSTからの受託、名大と共同
研究）

盛岡広域８市町村：消費者庁モデル事業

警視庁

消費者庁の「高齢消費者の二次被害防止モデル事業」
地方消費者行政活性化基金の先駆的プログラム「悪質事業者による消費者被害の防止の強化」
別途取り組まれている先進事例
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　消費者庁では、2013年度に、電話による見守り（定期的に電話を架けて問
合せ・注意喚起）と通話録音装置を設置するなどのモデル事業を実施し、対
象者への電話アンケートでは、90％以上の方の安心感につながっていました
（421人回答、回収率80.7％）。モデル事業の成果として、地方公共団体向け
の手引を作成して、取組の普及を図っているところです。
　対象者へのアンケートでは、対策の継続についての意向も質問し、電話に
よる見守りは79.9％、通話録音装置の設置は73.4％が継続を希望するとの回
答でした（無料を条件に希望する方を含む。）。当初は本人だけでなく、その
家族にも、通話が録音されることに抵抗があり、思うように希望者を募るこ
とができませんでしたが、対策を取り入れた方からは一定の満足度がうかが
えました。

電話見守りと通話録音装置の設置に
継続の意向の高さを確認

C O L U M N 12

100806040200

無料であっても、継続してほしくない（55件）
分からない（29件）

無料であれば、継続してほしい（304件）
有料であっても、継続してほしい（29件）

（％）

7.07.07.013.213.213.272.972.972.97.07.07.0

「継続してほしい」79.9％「継続してほしい」79.9％「継続してほしい」79.9％

（N＝417）

【電話見守りに対する意向】

「置いておきたい」73.4％「置いておきたい」73.4％「置いておきたい」73.4％

100806040200
（％）

無料であっても、返却したい（39件）
分からない（17件）

今回は無料なので置いておきたいが、買取りなら返却したい（110件）
買取りだったとしても、置いておきたい（44件）

8.18.18.118.618.618.652.452.452.421.021.021.0（N＝210）

【通話録音装置の設置に対する意向】
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　対象者からのコメントでは、「通話録音装置を取り付けてから不審電話や
セールス電話が減少し安心できた」と、装置の効果を実感する声が多く寄せ
られました。電話見守りの際には、地域ごとに注意すべき不審電話の情報な
どを提供しましたので、防犯意識が高まったというコメントも頂きました。
また、電話を架ける担当者を固定することで、電話の回を追って徐々に信頼
関係ができ、高齢者にとっても安心して相談できるようになったのではない
かと推察されます。

　一方で、電話見守りには、頻繁に電話が架かってくると煩わしい、事前警
告機能が流れる通話録音装置には、電話がつながるまでに時間が掛かり煩わ
しい、友人知人への周知が面倒など、否定的な意見も聞かれました。対象者
によって電話見守りの架電回数を調整したり、通話録音などの対策への理解
を得ながら、効果的に取組が普及することが望まれます。

【対象者からの主なコメント】
〈電話による見守り〉
・定期的に情報を頂いて安心できた。
・家族も喜んでいる。
・困ったときに相談することができ、一人暮らしは心細いので安心できた。
〈通話録音装置の設置〉
・�装置の設置によって不審な電話が減った。友人にも勧めたい。効果絶大
である。
・�装置を設置してからセールスや不審電話がなくなり感謝している。友達
からも好評である。
・�悪質電話が減少して本当に役立った。録音装置があることによって安心
できた。
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　そのほか、地域の見守り活動を更に促
進していくこととなる消費者安全法の改
正が2014年６月６日に成立しました。
　同法では、地方公共団体による消費者
安全の確保のための「地域協議会」の設
置、地域で活動する「消費生活協力団体」、
「消費生活協力員」を育成・確保する等、
地域の見守りネットワークの構築を更に
進めていくこととしています。
　また、地域の見守り活動を一層促進し
ていくため、消費者庁としても、地域協
議会による見守り活動を実施する際の参
考に資するよう、ガイドラインを示すと
ともに、先進事例等の情報提供の実施を
行うこととしています。また、現場にお
いて、地域協議会と他の見守り活動等と
の有機的な連携を促進するため、関係府
省庁や関係機関に対して、連携の強化の
働きかけを行うなどの取組を実施するこ
ととしており、これらにより、見守りの
現場での活動が円滑に行われるよう支援
していく予定です。

　障害者団体のほか、高齢者団体・行政
機関等を構成員とする「高齢消費者・障
害消費者見守りネットワーク連絡協議
会」が2007年から開催され、高齢者及び
障害者の消費者トラブルの防止に向け
て、消費者トラブルの情報共有や各会合
での申合せの取りまとめを通じ、悪質商
法の新たな手口や対処の方法などの情報
提供等を行う仕組みの構築を図っていま
す。
　そのほか、消費者庁では「障害者の消
費者トラブル見守りガイドブック」（2007
年作成・公表）で、障害者の周囲の方の
取るべき行動等について紹介しているほ
か、国民生活センターでは高齢者・障害
者に係るトラブル事例について、本人の
みならず周囲の人々に悪質商法の手口等
をメールマガジンやウェブページでお知
らせする「見守り新鮮情報」の発行や、
「消費者問題出前講座」の実施により見
守り支援を行っています。

地域の見守り活動の促進 見守りネットワーク連絡協議会の
取組等
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　高齢者や障害者（以下「高齢者等」という。）の消費者被害防止には「見
守り」が重要であり、これまでも福祉関係者等を中心に見守り活動が行われ
てきました。しかし、高齢者等の消費者トラブルの相談件数は増加傾向にあ
り、介護サービスを受けていない場合等、見守りから漏れてしまいがちな高
齢者等に対する、よりきめ細かな見守りが求められています。
　そこで消費者庁では、対象を見守りの担い手に特化した啓発用視聴覚教材
「高めよう！見守り力」を作成しました。①これまで消費者被害を他人事と
して思い、見守り活動に関心のなかった人が関心を持つこと、②「気付き」、
「声掛け」、適切な部署への「つなぎ」のポイントを知ることですぐに見守
りを実践できるようになること、を目的としています。
　本教材は基礎編・応用編から構成されています。基礎編は、4つのエピソー
ドを通し、誰もが見守りの担い手になり得ることを説明しています。主人公
（コンビニ店長）は、故郷で一人暮らしをする母が見守りによって消費者被
害の拡大を防ぐことができた経験から、今度は自らが、ATMを利用しに来
店した高齢者に声を掛け、詐欺的投資商法の被害を未然に防止したり、常連
客から障害者の消費者被害を聞きポスターを作成するといったストーリーが
展開されます。応用編は、Q&A形式で見守り活動の疑問について解説して
います。

高齢者・障害者の消費者被害防止のための見守りの
担い手向け視聴覚教材「高めよう！ 見守り力」

C O L U M N 13

〈構成〉
　�全編（約40分）、基礎編（約26分、 4チャプター分け）、応用編（約14分
3 チャプター分け）、必要なチャプターのみ視聴できます。「字幕あり」「字
幕なし」の選択可能。
〈利用方法〉
　�DVDの貸出し：消費者庁Webサイトから貸出申込書をダウンロードし
FAXを送信。
　�ウェブサイトから視聴：http://www.caa.go.jp/information/mimamori/
index.html
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　消費者教育推進法が2012年８月22日に
公布、同年12月13日に施行されました。
　消費者教育推進法は、消費者教育を総
合的・一体的に推進し、国民の消費生活
の安定及び向上に寄与することを目的と
し（第１条）、消費者の実践的な能力の
育成や、消費者市民社会の形成に参画し、
発展に寄与できる消費者の育成、消費者
教育の体系的、効果的な推進などを基本
理念としています（第３条）。この基本
理念にのっとり、国、地方公共団体は消
費者教育の施策を推進し、また、消費者
団体や事業者団体は、消費者教育につい
て自主的な活動を行うことを明確化して
います。そして、学校、地域、家庭、職
域などそれぞれの場において多様な主体
が連携して取り組んでいくことが求めら
れています。

　消費者教育推進法では、「消費者教育
の推進に関する基本的な方針（以下「基
本方針」という。）」を定めることとされ
ており（第９条）、消費者庁と文部科学
省において基本方針の案を作成し、閣議
決定することとされています。
　基本方針の案に対して、消費者教育推
進会議（詳細は後述）の第１回から第４
回において意見交換が行われました。ま
た、消費者委員会から聴取した意見や消
費者等の意見を反映して最終案が取りま
とめられ、2013年６月28日に閣議決定し
ました （図表5-3-1）。
　この基本方針は2013年度から2017年度
までの５年間を対象としており、消費者

消費者教育推進の基本方針の決定

消費者教育の推進第 ３節

図表5-3-1 消費者教育の推進に関する基本的な方針

Ⅰ．消費者教育の推進の意義
　 １ ．消費者を取り巻く現状と課題
　 ２ ．消費者教育の推進の必要性
　 ３ ．基本方針の視点･位置付け
Ⅱ．消費者教育の推進の基本的な方向
　 １ ．体系的推進のための取組の方向 
　 ２ ．各主体の役割と連携・協働
　 ３ ．他の消費生活に関連する教育と消費者教育との連携推進
Ⅲ．消費者教育の推進の内容 に関する事項
　 １ ．様々な場における消費者教育
　 ２ ．消費者教育の人材（担い手）の育成・活用
　 ３ ．消費者教育の資源等
Ⅳ．関連する他の消費者施策との連携
　 １ ．消費者の安全・安心の確保
　 ２ ．消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保
　 ３ ．消費者意見の反映・透明性確保
　 ４ ．苦情処理・紛争解決の促進
Ⅴ．今後の消費者教育の計画的な推進  
　 １ ．今後の推進方策について
　 ２ ．基本方針の達成度の検証

（別紙）今後検討すべき課題
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教育の推進の意義及び基本的な方向、推
進の内容、関連する他の消費者政策との
連携に関する事項を定めています。

　消費者教育推進法では、「消費者教育
推進会議」を置くこととされており（第
19条）、同会議の事務は、①消費者教育
の総合的、体系的かつ効果的な推進に関
して、委員相互の情報の交換及び調整を
行うこと、②基本方針に関し、意見を述
べることとなっています。同推進会議は、

消費者、事業者、教育関係者及び消費者
団体、事業者団体、学識経験者など20名
から構成されています。
　同会議は2012年度、2013年度中に計６
回開催されました。2013年３月６日に開
催された第１回会議から同年６月４日の
第４回会議では、基本方針の閣議決定に
向けた意見交換が行われました。また、
基本方針の閣議決定後に行われた第５回
会議では、新たに専門委員を任命し、基
本方針の「別紙」に掲げた「今後検討す
べき課題」を同会議に置かれた３つの小
委員会（消費者市民育成小委員会、情報
利用促進小委員会、地域連携推進小委員

消費者教育推進会議の設置

図表5-3-2 小委員会の役割と各委員会が今後検討すべき課題

○消費者市民育成小委員会 
　 　消費者市民社会の形成に向けて、消費者教育・消費者学習における系統的・横断的な課題に関する事項を

検討する

　・消費者学習運動の展開策 
　・イメージマップに照らした不足領域の抽出とそれを補う教材等の作成 
　・イメージマップのバージョンアップ 
　・実践事例と対応させた消費者市民社会概念の研究･普及 
　・モデル地区、先進的取組の研究方法 
　・安全安心確保のための総合的体系的な安全教育 
　・消費者教育の推進のための指標化 
　・消費生活に関連する教育と消費者教育との有機的な連携方策 

○情報利用促進小委員会
　 　多様な担い手の積極的な参画に向けて、情報の効果的な収集、整理及び提供のあり方等に関する事項を検

討する

　・高齢者･障害者見守りにおける効果的な情報提供方策等 
　・消費者教育ポータルサイトの掲載基準等 
　・効果的かつ確実な情報提供の仕組み 
　・総合的な情報サイト 
　・情報提供の実効性確保の方策 

○地域連携推進小委員会
　 　多様な担い手の有機的な連携に向けて、地域における資源の活用及びネットワーク化等に関する事項を検

討する

　・消費者行政担当部局と、教育委員会を始めとした教育部局との連携方策 
　・地域における各主体の連携･協働のための方策 
　・消費生活センターの消費者教育の拠点化の具体的方法 
　・地域の各主体の連携･協働具体策 
　・コーディネーターの仕組み･人材確保・育成等の方策 
　・地域ごとの消費者教育推進会議の開催による国と地方の連携策

（備考）　「第 ５ 回消費者教育推進会議」（２0１３年 ８ 月）の資料を基に作成。
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会）で検討することが決まりました （図
表5-3-2）。その後、2013年12月以降に各
小委員会が３回ずつ開催され、各課題の
優先順位付けや課題の具体的な検討が行
われ、2014年３月24日に行われた第６回
会議において、各小委員会から検討状況
の報告が行われました。
　「今後検討すべき課題」は、2014年度
も引き続き各小委員会で検討されます。
また、課題の内容によっては、複数の小
委員会で連携して検討が行われます。今
後、半年に一回程度開催される消費者教
育推進会議において検討状況が共有され
るとともに、2015年２月に全ての課題に
ついて検討結果が取りまとめられる予定
です。

【消費者市民育成小委員会】
　消費者市民育成小委員会（座長：古谷
由紀子 公益社団法人日本消費生活アド
バイザー・コンサルタント協会常任顧問
を含む計13名で構成）では、2013年度に
次の２つの課題について検討が行われま
した。

〈 実践事例と対応させた消費者市民社会
概念の研究・普及〉

　消費者自らが主体的に問題を解決する
のに有効な消費者教育プログラムを作
成・普及させるため、これまでに全国各
地域で行われた数多くの消費者教育の実
践事例を、どのような観点から抽出し整
理すべきか検討されました。例として整
理したプログラム集では、事例抽出の観
点として、①プログラムの目的、②設定
されたテーマ、③学習方法を採用し、事
例を抽出しています。今後も継続的に事
例を収集・整理するとともに、プログラ
ムの有効活用について検討する予定です。

〈イメージマップのバージョンアップ〉
　「消費者教育の体系イメージマップ」
は消費者教育の対象領域（重点領域）ご
と、個々の消費者のライフステージごと
に消費者教育の目標を一覧表にまとめた
ものであり、2013年１月に公表されまし
た。このイメージマップは地方公共団体
や学校等の実践の場で活用され始めてお
り、その役割が重要である一方、｢消費
者市民社会の構築｣ 領域と他の重点領域
との関係性がわかりにくい、成人期に関
してはライフステージ別だけでなく他の
切り口の観点からの整理が必要ではない
かなどの論点も指摘されており、それを
踏まえた解説編の作成が検討されていま
す。2014年度は、学習指導要領との関係
の整理も含めた解説編の作成や、イメー
ジマップとその他の消費生活に関する教
育（安全教育、金融経済教育、食育、環
境教育など）との関係性の整理を検討す
る予定です。

【情報利用促進小委員会】
　情報利用促進小委員会（座長：大竹美
登利 東京学芸大学教授を含む計12名で
構成）では、2013年度に次の２つの課題
について検討が行われました。

〈 高齢者・障害者見守りにおける効果的
な情報提供方策等〉

　高齢者・障害者等の消費者教育のアプ
ローチが困難な層に対する情報提供の在
り方を検討するなかで、受け手の状態や
情報環境に配慮することの重要性が確認
され、口コミなど人を介した情報提供方
策を引き続き検討することとしていま
す。また、消費者教育に関心の薄い層に
対してインターネット情報端末の活用や
多様な主体が連携したプロジェクト型情
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報提供の方策などが提案され、地方公共
団体で実践できるような、より具体的な
提言に向けた検討を続ける予定です。

〈消費者教育ポータルサイトの掲載基準等〉
　消費者教育ポータルサイトは、消費者
教育を実施している方々の支援を主な目
的に、消費者教育に関する様々な情報を
提供する場であり、関係機関で作成され
た教材や実践事例に関する情報が一元的
に集約されています。情報収集はある程
度進んでおり、消費者教育の体系イメー

ジマップに沿った分類に変更する等の整
備も進みつつあります。情報の有効活用
の観点から、掲載の基準をより明確にす
るとともに、消費者教育ポータルサイト
掲載情報評価委員会（仮称）を設けて、
利用者が掲載情報を選ぶ際のヒントとな
る「お勧め」コメントを提示してはどう
かなどの提案がなされました。さらに、
より容易に具体的な情報を検索できるよ
う、情報の整理の仕方、それを受けての
ウェブサイトの改修等が検討されていま
す。

（消費者教育の実践事例）
エコチケット（環境通貨）を使った循環型エコ活動

埼玉県川口市立戸塚南小学校

　埼玉県川口市立戸塚南小学校では、学校全体でエコスクールとしての活動に
取り組む中、児童が牛乳パック・古紙回収等のエコ活動をすることでエコチケッ
ト（環境通貨）を手に入れることができる仕組みを構築しました。また、学期
ごとに １回エコチケットを利用して、苗やカブトムシの幼虫等を購入すること
ができるエコマーケットを開催しています。このマーケットは、当初は教師側
の呼び掛けで開催していましたが、現在は児童主体で企画をしており、自分た
ちのアイディアで店や会社を作っています。
　主体的に行動し、問題解決することを通じて、児童は消費者・事業者それぞ
れが環境保護において果たすべき役割を理解しています。 第
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【地域連携推進小委員会】
　地域連携推進小委員会（座長：吉川萬
里子 公益社団法人全国消費生活相談員
協会理事長を含む計11名で構成）では、
2013年度に次の２つの課題について検討
が行われました。

〈 消費生活センターの消費者教育の拠点
化の具体的方法〉

　消費者教育の推進のために、消費者被
害の相談・救済にとどまらない、地域の
生活を支え、更には人々に身近な学習や
交流の場となるような消費者教育の拠点
ともなる消費生活センターの在り方を検
討しました。消費生活センターの規模や
機能は多種多様であるため、今後は都市
規模別のセンターの実態の把握や類型

化、それを踏まえた対応についていわゆ
る拠点化指針として検討される予定です。

〈 コーディネーターの仕組み・人材確保・
育成等の方策〉

　基本方針では、コーディネーターにつ
いて、消費者教育を担う多様な関係者を
つなぐために、間に立って調整をする役
割を担う者であり、消費者市民社会形成
の推進役としての重要な役割を果すもの
としています。まずはコーディネーター
の機能・役割について検討し、消費者教
育担当の職員、コーディネーター、サポー
ターの三段階に分けて整理することが現
実的であると提言されました。その上で、
それぞれの役割、育成の方策をより具体
的に検討していくこととしています。

（消費生活センターの消費者教育の拠点化例）

神戸消費者教育センター

　神戸市生活情報センターでは、センター内に悪質商法や製品事故情報、消費
者教育の教材などを集めた「神戸消費者教育センター」を20１2年 ７ 月23日にオー
プンしました。テーマごとの多様な展示のほか、大型モニターや電子看板で最
新の消費生活情報を映像で観ることができ、消費者が実践的な学習の場として
利用することが可能です。見学者の案内や、ミニ講座も開催しています。例えば、
子どもコーナーでは、すごろく等で遊びながら学ぶことができるほか、夏休み
等に子ども向けの実験講座を実施しています。

家庭の安全・安心コーナー 子どもコーナー
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　消費者教育推進法において、消費者教
育推進計画を策定すること、及び、消費
者教育推進地域協議会を設置することが

地方公共団体の努力義務として規定され
ています。2013年度に、９都府県、１政
令指定都市で同計画が策定されました。
また、同協議会は、14都府県、２政令指
定都市で設置されました （図表5-3-3）。

地方公共団体の取組

図表5-3-3 「消費者教育推進計画等策定状況」及び「消費者教育推進地域協議会設置状況」
消費者教育推進計画等策定状況

都道府県 策定年月日
山形県 ２0１４年 ３ 月１８日
茨城県 ２0１４年 ３ 月２0日
群馬県 ２0１４年 ３ 月２８日
東京都 ２0１３年 ８ 月２0日
静岡県 ２0１４年 ３ 月 ４ 日
山梨県 ２0１４年 ３ 月２５日
岐阜県 ２0１４年 ３ 月 ７ 日
京都府 ２0１４年 ３ 月１１日
岡山県 ２0１４年 ３ 月１８日

政令指定都市 策定年月日
神戸市 ２0１３年１２月１6日

消費者教育推進地域協議会設置状況
都道府県 第 １ 回開催年月日
山形県 ２0１３年 ９ 月１３日
福島県 ２0１４年 ２ 月 ４ 日
茨城県 ２0１３年 ９ 月１３日
東京都 ２0１３年 6 月２１日
富山県 ２0１３年１１月１５日
山梨県 ２0１３年１0月３１日
長野県 ２0１３年 ９ 月 ２ 日
岐阜県 ２0１３年 ７ 月２３日
京都府 ２0１３年 ７ 月１９日
岡山県 ２0１３年 ７ 月 ４ 日
山口県 ２0１３年 ９ 月 １ 日
徳島県 ２0１３年１１月 ５ 日
愛媛県 ２0１３年１0月３0日
福岡県 ２0１４年 １ 月２３日

政令指定都市 第 １ 回開催年月日
静岡市 ２0１３年 ７ 月 ８ 日
神戸市 ２0１３年 ８ 月２９日
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　消費者の安全・安心の確保に向け、消
費者問題に関する先駆的なテーマを国か
ら提案し、問題意識を共有した上で、地
方公共団体の自主性・独自性を確保しつ
つ、地方の現場において実証実験等を実
施し、その成果を全国的に波及・展開す

ることを目的に「先駆的プログラム」が
実施されています。2013年度の先駆的プ
ログラムのテーマの一つとして「体系
立った消費者教育の展開」があり、そこ
では金融分野を中心としたイメージマッ
プの有用性の検証を目的として、７つの
地方公共団体で事業が行われました（図
表5-3-4）。

201３年度先駆的プログラムの実績

図表5-3-4 2013年度　先駆的プログラム（体系立った消費者教育の展開）の実績

北海道

栃木

熊本

福岡
大分

岐阜

群馬
富山

長野 埼玉
東京

神奈川
山梨

静岡愛知滋賀兵庫岡山

奈良
愛媛

香川
徳島

大阪
広島

岩手

北海道

青森

秋田

宮城

福島

茨城

千葉

新潟

栃木

熊本

石川

福井

鹿児島

沖縄

京都鳥取島根

山口

福岡
大分

高知

岐阜

佐賀

宮崎

鹿児島

長崎

群馬
富山

長野 埼玉
東京

神奈川
山梨

静岡

三重

愛知滋賀兵庫岡山

奈良

和歌山
愛媛

香川
徳島

大阪
広島

岩手

山形

兵庫県
①大学生によるワークショップ開催
学生自らが企画・運営するワークショップを開催し、
「消費者市民社会」を形成するための意識啓発を行う。

②消費者教育教材の作成・配布
消費者市民社会を構築するための消費者の在り方等につ
いてまとめた教材を作成・配布するとともに、インター
ネット（スマートフォン）で閲覧できるウェブサイトを作成
する。

③大学生向けモデル講座の開催
作成した教材（２種類）を活用しながら、グループワー
ク等も含めた大学生向け消費者教育プログラムを開発
し、モデル講座を企画・実施する。

青森県青森市
市内の高校生・大学生・短大生及び企業等に勤め
る一般社会人４階層の若者30～40名程度を対象
に、それぞれカリキュラムを作成し、11月から
２月まで月１回、計４回、４講座を実施する。

岐阜県
近年被害が深刻化している金融分野を題材とした、授
業案（小・中学校、高等学校、大学用の４種類）を作
成し、家庭科の授業や大学での講義を実施する。

徳島県
高齢者を対象とした講座（寸劇・ロールプレイ等を含
む。）を実施する。（県内３圏域、各１回（受講者30
名程度）の講座を実施。）

熊本県長洲町
町内小学校２校の児童（４、５年生を対象）とその保
護者を対象に、お金の計画的な使い方について考える
ワークショップ及びアンケート調査を実施する。ま
た、町内小学校４校・中学校２校のPTA連合研修とし
て、携帯電話に関する研修・ワークショップを実施す
る。

熊本県玉東町
町内小学校２校の児童（５、６年生を対象）とその保
護者を対象に、お金の計画的な使い方について考える
ワークショップ及びアンケート調査を実施する。

山口県柳井市
消費生活講座（高齢者向けの悪質商法の予防：10～15回
開催）を実施する。

―イメージマップの有用性の検証（金融分野を中心に）―
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（先駆的プログラムによる事業）

熊本県長洲町、玉東町

　熊本県長洲町、玉東町では、消費者教育NPO法人お金の学校くまもとと連携
し、各種事業を行いました。両町共通で行われた事業として、「人生いろいろや
りくりゲーム（以下、「ゲーム」という。）」を通した金銭管理教育があります。
長洲町では 2小学校 ４ ～ ５ 年生の児童とその保護者、玉東町では 2小学校 ５ ～
６年生の児童とその保護者が参加しました。

　このゲームでは、参加者がロールプレイ方式で役割を演じることで、自分以
外の立場でものを考える訓練をするとともに、自分と他人の金銭感覚の違いに
気づくこと、家族の一員として家計を管理することに責任をもつ態度を養うこ
とを目的としており、ある家族に予期せぬ出費が発生した場合に、どのように
家計をやりくりして対応するかを話し合い、結果を所定のシートに記入して発
表します。また、ゲームによって、金銭管理に関してどのような点で児童・保
護者の意識の変容があったのかを明らかにするために、ゲームの直前・直後、
及び 3か月後に同じ設問によるアンケートを実施し、結果を綿密に分析・評価
しています。

　アンケート結果の分析によると、総じて、児童・保護者では、お金について
家族等と話をすることやお金の管理の重要性について、意識が高まっており、
児童の方がゲーム直前・直後の意識の変化が大きくなっています。特に児童に
おいて「先生とお金について話をすること」を重要だと考えるとの回答がゲー
ム直後のアンケートによって増えており、このゲームのような取組を学校教育
の中で充実させていくことで、教師が金銭管理教育を進めやすくなり、児童の
金銭管理感覚を養う上で有効であると考えられます。
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　我が国と同様に、諸外国においても経
済発展とともに消費者問題が顕在化し、
各国の歴史的経緯や既存の中央省庁の仕
組み等を踏まえた消費者政策体制が整備
されてきました。ここでは、消費者政策
の国際的な潮流のうち、我が国と主要国
の消費者政策体制の進展について振り返
ります122。
　まず、我が国における消費者政策体制
の進展を改めて見ると、消費者政策の始
まりは第２次世界大戦後であり、戦後間
もなく私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律（昭和22年法律第54号）、
以下「独占禁止法」という。）（1947年）、
食品衛生法（同年）、JAS法（1950年）、
出資法（1954年）が制定されました。そ
の後、経済の高度成長期を迎え、大量生
産・大量販売の仕組みを背景に欠陥商品
による消費者被害発生や不当表示事件な
どの消費者の生命・身体を脅かす事件が
多発したため、政府においても消費者問
題への取組が本格化し、食品衛生法の改
正（1957年）を行ったほか、薬事法（1960
年）、割賦販売法（1961年）、景品表示法
（1962年）など消費者にとって重要な分
野での法整備が進められました。さらに
1968年には消費者保護基本法が制定さ
れ、消費者政策の基本的な枠組みが定め
られました。

　法整備を受けて消費者政策体制も順次
整備されました。1961年４月に都道府県
として初めて東京都に、1963年１月に中
央省庁として初めて農林省に、消費経済
課が設置されました。経済企画庁では、
1961年６月に国民生活向上対策審議会が
発足し、1965年６月には消費者政策を担
当する国民生活局が設置されました
（2001年１月に内閣府に移管）。また、
消費者問題の情報提供や苦情相談、商品
テスト、教育研修などを担う国民生活セ
ンターが1970年10月に設立されました。
　他方、地方公共団体についても消費者
保護基本法でその責務が規定されるとと
もに、1969年に地方自治法（昭和22年法
律第67号）で消費者保護が地方の事務と
して規定され、1970年代には消費者保護
条例の制定が進められました。これを受
け、兵庫県生活科学センターが1965年に
設立される等、消費者政策専管部局や消
費生活センターが地方公共団体に設置さ
れました。
　1970年代以降、大衆消費社会を背景と
した製品の安全性に係る問題が更に大き
くなるとともに、訪問販売や通信販売等
で新しいタイプの消費者問題が発生する
など、消費者被害は食品・製品の品質・
安全性に関するものから、その販売方法
や契約などに関するものへと変化してい
き、この流れを受けて各種法整備が進め
られました。
　2000年代に入り、食品偽装等消費者の

諸外国の消費者政策体制の進展

諸外国の消費者政策体制及び国際的連携第 ４節

122�）平成20年版国民生活白書（内閣府）第２章第１節「１．消費者を取り巻く環境の変遷と消費者政策」を基に最
新の状況を加味して記述している。
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安全・安心を脅かす消費者問題が再び頻
発したことから、各府省庁で縦割りと
なっていた消費者行政を一元化すべく、
2009年９月に消費者庁及び消費者委員会
が設置され、これに伴い内閣府国民生活
局は廃止されました。現在では消費者庁
が消費者行政の司令塔として消費者政策
の企画立案を行うほか、所管法に基づく
執行業務等を行っています。また、消費
者委員会は独立した第三者機関として自
ら調査審議を行い、政府の消費者行政全
般に対して建議等を行うほか、内閣総理
大臣や関係各大臣等の諮問に応じて調査
審議を行っています。
　以上のような、我が国における消費者
政策体制の進展を踏まえ、これ以降、主
要国の消費者政策体制の進展を見ていき
ます。

①アメリカ
　大量生産・大量消費において世界の最
先進国であったアメリカは、20世紀初頭、
食品の安全性への不安を抱く世論を背景
として1906年に「純正食品・医療品法」
を制定する一方、一般化してきたトラス
ト（企業合同）の弊害を規制する独占禁
止政策を推進する「連邦取引委員会法」
を1914年に制定しました。これにより現
在のアメリカの消費者行政の中心的組織
である化学局（現在の食品医薬品局
（FDA））、そして連邦取引委員会（FTC）
が創設されました。また、1972年に「消
費者製品安全法」が制定、1973年に消費
者製品安全委員会（CPSC）が設置され
たことにより、製品安全に関する体制整
備が進みました。

②韓国
　韓国では、飲食店、飲料水、牛乳など
の別々であった規制を統合して1962年に

「食品衛生法」が制定されました。また、
1960年代後半から経済成長に伴う工業用
品の生産の増大を受けて、その品質表示・
品質検査及び品質向上を図ることによっ
て消費者の利益を保護するとともに、工
業用品の品質向上を目指す目的で1968年
に「工産品品質管理法」が制定されました。
　1980年には、改正した憲法において消
費者保護運動の保障が規定され、更に、
日本の消費者保護基本法をモデルにした
「消費者保護法」が制定されました。
1986年に消費者政策の総合的な推進のた
めに同法が改正され、消費者の権利の明
示とともに韓国消費者保護院が設立さ
れ、消費者紛争委員会が院内に設置され
る等、保護院を中心とした消費者政策が
行われることになりました。
　また、一定の商品に品質検査を義務付
けるとともに違反に対する回収命令など
を導入するため、1986年には「工産品品
質管理法」が改正され、さらに「約款規
制法」も制定されました。その後、公正
取引委員会の消費者政策上の役割強化が
進み、1996年に新設された同委員会の消
費者局は、「約款規制法」、「表示・広告
の公正化に関する法律」（1999年）を所
管し、「訪問販売法」（1991年制定）、「割
賦取引法」（1991年制定）の移管を受け、
消費者保護と競争政策を車の両輪とする
体制に移行していきました。また、民事
ルールとして「製造物責任法」が2000年
に制定され、情報化の進展に伴って「電
子商取引消費者保護法」が2002年に制定
されました。
　2006年には消費者保護法が大幅に改正
され、名称が「消費者基本法」に変更さ
れました。「消費者基本法」では、消費
者を保護されるべき対象から自立した経
済の主体であると捉え直し、消費者の権
益増進と消費生活の向上を目指す政策を
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行うこととされ、団体訴訟制度の規定も
盛り込まれました。また、韓国消費者保
護院が「韓国消費者院」と名称変更され、
法執行能力の強化のため、2007年に公正
取引委員会の傘下に置かれることになり
ました。2008年２月には消費者政策の総
合調整の強化や企画立案機能の一元化の
ため、財政経済部の消費者保護部局を廃
止し、「消費者基本法」などの所管を公
正取引委員会に移管させています。

③スウェーデン
　スウェーデンでは、20世紀前半から福
祉国家の建設が進められましたが、1970
年代はオイルショックに伴う世界的な不
況の中で、重税・失業・インフレといっ
た諸問題など、その経済負担の重さによ
り福祉国家路線に対する支持が揺らぎま
した。そうした社会的動揺の中で、政府
が消費者政策の充実に着手し、1968年の
国立消費者苦情処理委員会（ARN）の
設立以降、1970年代の初めに消費者政策
の基本的な体系が整備されました。
　1971年に「不公正契約条項法」が制定
されるとともに、スウェーデンの消費者
保護制度として象徴的な消費者オンブズ
マン123制度が世界で初めて導入され、あ
わせて、消費者問題を扱う専門裁判所と
して市場裁判所が設置されました。また、
1973年には消費者研究所、製品申告所な
どを統合して消費者庁が設立されまし
た。さらに、誤認表示などの不公正な取
引方法や製品安全を規制する「マーケ
ティング法」が1975年に制定されるとと
もに、1976年には消費者庁長官を消費者

オンブズマンが兼務する体制が整えられ
ました。このほか、1973年には欠陥商品
や遅配などから消費者を保護する「消費
者販売法」、1977年には信用販売に関す
る「消費者信用法」も整備されています。

④その他欧州
　そのほかの主要国の消費者政策体制の
進展を見ると、欧州では、健全な消費の
基盤を確保することが経済の発展に資す
るという考え方に基づき、経済や産業に
関する行政分野との関係に重点をおいて
消費者保護が置かれている場合が多く、
イギリスでは、経済発展に係る政策立案
を一つの省庁に集約する観点から、関連
省庁が統合されて2009�年６月に設立さ
れた「企業・イノベーション・技能省」
が消費者政策を担当しています。
　また、フランスでは、1983年に消費者
安全に関する法律（通称ラミュミエール
法）を採択したのを契機に、経済・財政・
産業省（現、経済財務省）の内局である
競争・消費者問題・詐欺防止総局が消費
者政策を担当しており、消費者政策当局
が経済・産業政策についても推進する体
制となっています。

　このように、諸外国ではそれぞれの国
における消費者問題の歴史的経緯や法体
系等に合わせて、各国の状況に見合った
独自の消費者政策体制が形成されてきて
いることが分かります。

123�）消費者オンブズマンは、商取引に関して消費者を代理する役割を担い、裁判所において集団訴訟という形で法
的措置をとる権利を有する。オンブズマンとは、スウェーデン語で「代理人」という意味で19世紀初めにスウェー
デンに設けられた公権力全般を監視する「国会オンブズマン」から世界に広がったとされる。一方、20世紀に入っ
て特定分野において法執行などを担うオンブズマンが置かれるようになり、消費者オンブズマンもその一つと考
えられる。したがって、消費者オンブズマンは公権力の監視を任務としていない。
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　消費者問題の国際的な広がりに伴い、
諸外国の消費者政策の動向を十分に把握
することが一層重要となってきていま

す。諸外国の消費者政策体制は、各国に
おける消費者問題の相違、食の安全に関
する各国の経験の相違等、様々な要因を
背景に異なる特徴を有していますが124、
下記のように大きく３つに類型されます
（図表5-4-1）。

諸外国の消費者政策体制の類型

124�）消費者庁「海外主要国における消費者政策体制等に係る総合的調査」（2012年度）。

図表5-4-1 諸外国の消費者政策体制

（備考）　�「第 ５回消費者行政推進会議」（2008年 ４ 月）の資料を基に、201４年 ４ 月～ ５月に消費者庁にてウェブサイトの情報や各国担当者への確認
を行い、取りまとめた。

事業者

中央省庁
（企画立案）

（法執行）

フランス型 英米型 北欧型

中央省庁
―消費者政策

事業者

中央省庁
もしくは
独立委員会

―消費者政策
―競争政策

中央省庁
もしくは
独立委員会

―消費者政策

中央省庁等
―製品安全

中央省庁等
―食品安全

事業者

中央省庁
もしくは
独立委員会

―競争政策

中央省庁
―消費者政策

中央省庁
―競争政策

中央省庁等
―製品安全

中央省庁等
―食品安全

特定の中央省庁が消費者
政策の企画立案及び法執
行を担当。

中央省庁もしくは独立委員会が
消費者政策と競争政策を担当。

（注）アメリカ、イギリス、韓国、イタ
リアなど。

　　　アメリカの連邦取引委員会では、
消費者保護（詐欺・欺まん的行為
等の取締り）や市場競争性の担保
（市場競争を阻むような企業合併
等、市場における不公正な取引の
取締り）を主に行っている。

　　　韓国では、消費者政策・競争政策
を担当する公正取引委員会・消費
者院が製品安全及び食品安全・表
示についても一部担当している。

（注）フランスなど。 （注）スウェーデン、ノルウェーなど。
スウェーデンでは、消費者政策を担当する法務省・
消費者庁が製品安全についても担当している。

消費者政策を担当する中央省庁もしくは独
立委員会と、競争政策を担当する中央省庁
もしくは独立委員会が並存。

※食品表示に係る政策は、消費者政策統括部署又は食品安全関係統括部署が担当する等、各国で多様な形態が
あり、一概にいえない。
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　また、主要国における、現在の主な消
費者政策体制は以下のようになっていま
す （図表5-4-2）。
　我が国の消費者政策体制の大きな変化
である消費者庁及び消費者委員会の設置
に当たっては、先に述べた主要国の消費
者政策体制を参考に、消費者庁及び消費
者委員会の機関としての在り方や持つべ
き機能が検討されました。
　消費者行政は、地域の住民に対する行
政サービスの一環であること、消費者問
題の裾野が広く複数の行政分野に関わる
こと等から、消費者政策体制、中央（連
邦）政府と地方公共団体との関係、相談
窓口の形態、他の消費者関連行政機関と

の連携・調整、消費者団体等外部機関と
の連携といった課題は、多くの国に共通
するテーマであり、各国の取組の中には
我が国にとって参考になる事例があると
考えられます125。しかしながら、我が国
において消費者庁及び消費者委員会が設
置されたように、諸外国でも消費者問題
の動向等を踏まえて消費者政策体制の見
直しがしばしば行われています。こうし
た諸外国の状況に関し、消費者庁では
2009年度に続き、2012年度に「海外主要
国における消費者政策体制等に係る総合
的調査」を行っており、こうした調査等
を通じて諸外国の最新の消費者政策体制
の把握に努めています126。

125）消費者庁「海外主要国における消費者政策体制等に係る総合的調査」（2012年度）。
126�）平成７年版国民生活白書（経済企画庁）では、「経済企画庁においては、消費者問題についての国際的な連携の
必要性が増大するなかで、今後の我が国の消費者行政システムのあり方についての参考とするため、平成６年度
より、主として消費者が自己責任原則に基づき行動するための環境整備がどのようになされているか等の視点か
ら、欧米等の諸外国の消費者行政システムとその運用についての調査及び比較分析に取り組んでいる。」とされて
いる。
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図表5-4-2 諸外国の消費者政策等担当機関

（備考）
1．�消費者庁「海外主要国における消費者政策体制等に係る総合的調査」（2012年度）を基に、201４年 ４月～ ５月に消費

者庁にてウェブサイトの情報や各国担当者への確認を行い、取りまとめた。
2．図表内の情報の補足は以下。
※1：�旧来消費者政策を担当していた公正取引庁（OFT）は201４年 ３月末で閉鎖となり、OFTの業務がCMA等他の様々

な組織に移管された。
※2：�消費者保護（詐欺・欺まん的行為等の取締り）や市場競争性の担保（市場競争を阻むような企業合併等、市場

における不公正な取引の取締り）を主に行っている。
※３：�通常は、消費者政策を担当する省に担当大臣がいるが、現在は法務省に担当大臣はおらず、首相府のEU問題担

当大臣が兼務している。
※４：地方議会の取引基準担当にも執行権限がある。
※５：�安全行政部�（MOSPA）、知識経済部技術標準院（KATS）、国土交通部�（MOLIT）、産業通商資源部（MOTIE）等

も担当している。
※６：�リスク評価は健康・農業・環境・労働・消費者問題省の傘下の食品・環境・職業衛生安全庁が担当している。
※７：�安全行政部�（MOSPA）、農林畜産食品部�（MAFRA）、食品医薬品安全処（MFDS）、国立食品医薬品安全評価院�

（NIFDS）等も担当している。
※8：農林畜産食品部�（MAFRA）、食品医薬品安全処（MFDS）等も担当している。�
※９：�欧州委員会が共同出資する欧州2９か国にまたがる欧州消費者センター・ネットワークの1つ。フランスでは、主

に越境取引に関する相談を担当している。
※10：�非営利民間団体である市民助言局協会が運営している。
※11：�政府の支援金を財源とし、主に低所得者層を対象に無料で法律相談を行っている。
※12：連邦取引委員会（FTC）�消費者保護局、計画と情報課が所管している。
※1３：消費者庁（SCA）に属している。

〈凡例〉

緑　　色：�消費者政策を担当する行政機関と
同じ機関が担当

オレンジ色：�消費者政策を担当する行政機関と
同じ機関及び別の機関が担当

黄　　色：�消費者政策を担当する行政機関と
別の機関が担当

日本 フランス 英国 米国 韓国 スウェーデン

消費者政策
を担当する
行政機関�

・消費者庁
・消費者委員会

競争・消費者問題・詐
欺防止総局（DGCCRF）
（経済財務省の内局）

・企業・イノベーション・
技能省（BIS）

・競争・市場庁（CMA）
※1

連邦取引委員会（FTC）
※2

・公正取引委員会（FTC）
・消費者院（KCA）（FTC
の傘下機関）

・企画立案：法務省
・法執行：消費者庁
（SCA）（法務省の所
管）

職員数 ・消費者庁：３01名（201４
年度末機構定員）

・消費者委員会：委員
10名、事務局定員1３
名（201４年度末機構
定員）

３,11４名（201３年12月３1
日現在）

・BIS：約2,５00名（201４
年 ３ 月現在）

・CMA：約５00名（201４
年 ３ 月現在）

1,1６５名（201３年 ９ 月３0
日現在）

・FTC：５1９名（201３年
６ 月現在）

・KCA：３2５名（201３年
12月現在）

・法務省：約３５0名、う
ち消費者政策課は1３
名（201４年 ５月５日現
在）

・SCA：1３４名（201４年 ５
月５日現在）

担当大臣 内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全）

経済・生産再建・デジ
タル大臣�

・BIS：雇用関係・消
費者問題閣外担当大
臣

・CMA：無
　（大臣が置かれない
政府機構）

無
（連邦取引委員会委員
長）

・FTC：無
　（公正取引委員会委
員長）

・KCA：無
　（消費者院院長）

・首相府：消費者問題
担当大臣

　※ ３
・SCA：無
　�（消費者オンブズマ
ン／消費者庁長官）

競争政策を
担当する行
政機関

公正取引委員会 競争・消費者問題・詐
欺防止総局（DGCCRF）�

競争・市場庁（CMA） 連邦取引委員会（FTC） 公正取引委員会（FTC） ・企業・エネルギー・
通信省�

・競争庁（企業・エネ
ルギー・通信省の所
管）

製品安全を
担当する行
政機関

・消費者庁
・経済産業省

競争・消費者問題・詐
欺防止総局（DGCCRF）�

取引基準機関（TSI）　
※ ４

消費者製品安全委員会
（CPSC）

・公正取引委員会（FTC）
・消費者院（KCA）等
※５

・企画立案：法務省
・法執行：消費者庁
（SCA）

食品安全・
食品表示を
担当する行
政機関

・消費者庁
・厚生労働省
・農林水産省

競争・消費者問題・詐
欺防止総局（DGCCRF）
※ ６

食品基準庁（FSA） ・食品医薬品局（FDA）
・農務省（USDA）

〈食品安全〉�
消 費 者 院（KCA）（消
費者安全局食品・医薬
品安全チーム）
※ ７
〈食品表示〉
公正取引委員会（FTC）
※ 8

・農業省
・食糧庁（農業省の所
管）

苦情受付・
相談を担当
する行政機
関やその他
機関

・国民生活センター
・地方公共団体の消費
生活センターや相談
窓口

・消費者団体
・企業の消費者相談窓
口

・消費者団体
・欧州消費者センター
※ ９

・シチズンズ・アドバ
イス　※10

・コミュニティ法律相
談所　※11

・消費者相談センター
※12

・連邦政府の各機関
・各州及び地方政府に
よる消費者相談窓口

・消費者団体
・企業の消費者相談窓
口

・ウェブサイトwww.
econsumer.gov

・消費者院（KCA）
・消費者団体
・地方公共団体の消費
者相談センター

・地方公共団体相談事
務所

・欧州消費者センター
※1３

等
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　消費生活における国際化の進展に伴
い、消費者の安全と安心の確保、消費者
と事業者との間の適正な取引の確保、苦
情処理や紛争解決の促進等の様々な消費
者政策を進める上では、国際的な連携を
確保していくことが一層重要となってい
ます。
　1969年11月、消費者政策に関する加盟
国間の情報及び経験の交換、討議並びに
協力の推進を目的として、OECDに「消
費者政策委員会（CCP）」が設置されま
した。CCPは「国際消費者機構（CI）」、
「経済産業諮問委員会（BIAC）」等と
も連携し、密に相談しながら活動してい
ます。日本は副議長国の一国であり、消
費者庁を含む関係府省庁が通常年２回開
催される本会合に出席し、加盟国間の幅
広い消費者問題に関する各プロジェク
ト127に参加する等、CCPの活動に積極的
に加わっています。また、消費者庁や関
係府省庁は、1963年に消費者の健康の保
護、食品の公正な取引の確保等を目的と
して「国連食糧農業機関（FAO）」と「世
界保健機関（WHO）」により設置された
国際的な政府間組織である「コーデック
ス委員会」（日本は1966年に加盟）、国際
標準化機構（ISO）やISO下に設置され

た消費者政策委員会（COPOLCO）等に
も積極的に関わっています。
　一方、日本は日中韓３か国における消
費者問題への対応についても、様々な連
携強化を図っています。2004年９月に日
中韓三か国の消費者政策当局等が参加す
る第１回「日中韓消費者政策協議会」が
開催され、３か国における消費者政策の
取組につき情報共有・意見交換を行いま
した。第２回協議会では、３当局間の消
費者保護分野における協力関係の覚書案
について基本合意し、2006年11月に署名
を完了しました。以降、同協議会は定期
的に開催され、第６回協議会は2014年７
月に日本で開催される予定です。
　加えて、1992年にロンドンで開催され
たOECD／CCPアドホック会合により設
立された、国境を越えた不正な取引行為
を防止するための取組を促進することを
目的とする、関係国における消費者行政
の法執行当局をメンバーとする非公式会
合「消費者保護及び執行のための国際
ネットワーク（ICPEN）128」等を通じて
情報交換を行うこと等により、法執行機
関の国際的な連携の強化を図っていま
す。あわせて、参加国が一斉にウエブの
監視を行うインターネット・スウィ－プ
活動、詐欺防止月間キャンペーン等の共
同プロジェクトに取り組んでいます。

消費者政策に関する
国際的連携の強化

127）2014年４月時点では、「電子商取引」、「消費者の経済学」、「製品安全」等のプロジェクトを行っている。
128）2003年４月にIMSN（International�Marketing�Supervision�Network）からICPENへと名称変更が行われた。
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　ベトナムでは、近年の急速な経済発展に伴い、偽装表示や悪質商法による
被害が顕在化してきたことから、諸外国からの協力を得つつ、消費者保護法
制が整備されてきました。しかしながら、消費者行政部門における人員不足
や法執行についての経験不足により、消費者行政が十分機能していないため、
ベトナム政府から日本政府に対し、消費者保護のための執行力強化への協力
が要請されました。
　この要請に応え、消費者庁は、国民生活センターと協力し、独立行政法人
国際協力機構（JICA）が実施する2010年 ６ 月から2012年 ５ 月までの 2 年間
の「消費者保護行政能力強化プロジェクト」に、ベトナムからの研修生の受
入れや、ベトナムにおける研修への講師派遣という形で協力を行いました。
2012年度までに、延べ40名の研修生を受け入れるとともに、現地で約230名
の政府職員等に研修を行いました。
　このプロジェクトの成果として、ベトナムでは、2011年 ７ 月から、訪問販
売や通信販売、特定継続的役務取引に関する規制のほか、リコール制度や個
人情報保護等を含む消費者権利保護法が施行され、消費生活相談窓口が開設
されました。しかし、執行能力は依然として不十分であり、消費生活相談を
集約して消費者行政に反映させる仕組みも確立されていないこと等から、同
プロジェクト終了後もベトナム政府から引き続き消費者保護行政強化への協
力が求められ、消費者庁及び国民生活センターは同プロジェクトのフォロー
アップに協力していました。
　2013年12月、懸案となっていた日本からの長期専門家派遣の見通しが立っ
たことを契機に、更なる執行力強化の支援のための「消費者保護行政強化プ
ロジェクト」が新たに立ち上がりました。
　2014年 2 月、消費者庁、国民生活センター及びJICAの担当者がベトナム
に赴き、プロジェクトの具体的な支援内容をベトナム政府と協議しました。
ベトナムの消費者行政を所管するベトナム競争庁との協議では、日本の消費
生活センター等で相談員が使用する消費生活相談カードや、消費者庁の執行
担当者が法執行の参考にする逐条解説といった執行のためのツール作りを消
費者庁及び国民生活センターの協力の下で行っていくこと、また、ベトナム
競争庁とベトナムの中核的な消費者団体であるVINASTAS（Vietnam 
Standard and Consumers Association）の連携の下、消費者行政の一
環としての商品テストの導入を目指すことが合意されました。現地で意見交
換を行った日系企業も、担当官によって運用が異なるベトナム行政に対して
予見可能性を確保するための解釈の統一を求めており、また、VINASTAS
との意見交換でも、相談カードのフォーマットを全国で統一することや、商
品テストの実施に関するベトナム競争庁との連携について前向きな意見を聴

ベトナムにおける「消費者保護行政強化プロジェクト」への協力
C O L U M N 14
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くことができました。 
　 3 月には再度担当者間で、 2 月の協議を踏まえて、プロジェクト全体のス
ケジュールなど支援の基本的な枠組みについての協議がベトナムで行われ、
これまでの協議について、協議議事録が作成され、JICAとベトナム競争庁
との間で署名されました。今後、両者間での正式な合意文書の締結を経て、
このプロジェクトは2014年夏頃から、 3 年間に渡って実施される予定です。
　日本企業も多く進出しているベトナムは、今後は消費市場としても期待さ
れており、消費者保護行政の強化への支援を通じて、ベトナム消費市場の健
全な発展を促すことは、ベトナムの消費者の利益のためのみならず、進出し
ている日本企業の活動にも資するものと考えられます。
　また、アジアの他国でも経済の急速な発展に伴い、消費者被害が増えるこ
とが予想されることから、相互依存関係が深まるアジア地域における消費者
政策の実効性を挙げていくために、他国の消費者政策の実効性確保に向けて
日本が協力を強化することが求められています。
　日本政府は世界の開発途上国に対して幅広い国際協力を行っているところ
であり、消費者庁としても、引き続き、各国の消費市場の健全な発展のため
の可能な限りの国際協力を行ってまいります。

ベトナム競争庁との協議の模様 協議議事録への署名の模様
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１ ．�迅速・的確な情報の収集・
発信の体制整備

（ １）相談情報、事故情報の集約
ア．相談情報の集約
　全国消費生活情報ネットワーク・シス
テム（以下、「PIO-NET」という。）は、
全国の消費生活相談業務の円滑な実施を
支援するために1984年に運用を開始した
システムであり、国民生活センターと地
方公共団体の消費生活センター等がオン
ラインネットワークで結ばれ、全国に寄
せられた消費生活相談が集約されていま
す。
　近年では、消費者被害が多様化、複雑
化する中で、消費生活相談業務の支援に
加えて、法執行等を担当する行政機関等
からの需要も高まっています。
　2011年４月には、消費者庁が「国の行
政機関等におけるPIO-NET情報の利用
指針」を策定し、中央省庁や独立行政法
人といった関係機関への端末配備に加え
て政府共通ネットワークが利用できる中
央省庁等にはPIO-NET利用のためのア
カウント発行を行っています。さらに、
適格消費者団体へのPIO-NET端末の設
置に向けた検討を行っています。
　他方、現行のシステムは、消費生活相
談員による相談情報の入力作業の負担の

大きさや、キーワード方式の採用により
複雑な検索式を組み合わせないと相談情
報を正確に検索できないといった点が課
題となっています。こうした点を踏まえ、
相談員や関係機関にとって使い勝手の良
い仕組みとするため、2011年12月から、
相談員や地方公共団体職員、学識経験者
等を構成員とする「PIO-NET刷新に関
する検討会」において、PIO-NET刷新
について検討を行い、2012年７月に中間
報告を取りまとめました。その後、PIO-
NETに関する業務やシステムの分析を
行い、その分析結果を踏まえ2014年１月
に国民生活センターにおいて「全国消費
生活情報ネットワーク・システムの業務・
システム最適化計画」を策定し、同計画
及び地方公共団体からの意見や要望を踏
まえ、2015年度のPIO-NET刷新に向け
た作業を進めています。

イ．事故情報の集約
　消費者庁及び国民生活センターでは、
関係機関の協力を得て、生命・身体に関
する事故情報を広く収集し、事故防止に
役立てるためのデータ収集・提供システ
ムである「事故情報データバンク」1を
2010年４月１日から運用しています。
事故情報データバンクでは、国民向けに

第 ２部　消費者政策の実施状況

消費者の権利の尊重と
消費者の自立の支援第1章
消費者の安全・安心の確保第 １節
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開示する範囲からは個人を特定すること
のできる情報を除くなど、個人情報保護
に配慮しつつ、登録された生命・身体に
関わる消費生活上の事故情報を簡単に閲
覧・検索できるようにしています。
　事故情報データバンクには、「重大事
故等」や生命・身体に関わる「消費者事
故等」、PIO-NET情報（「危害情報」及
び「危険情報」）、「重大製品事故」を始め、
参画機関から2013年度には２万9,801件
の事故情報が登録され、2014年３月31日
時点で登録されている情報は累計で11万
2,314件となっています。
　また、消費者庁ウェブサイトのトップ
画面にバナーを設定するなどにより、国
民のアクセスのしやすさを考慮した運用
を行っており、2013年度の事故情報デー
タバンクへのアクセス件数は、14万4,162
件となっています。

（ ２）�事故情報の報告、公表、注意喚
起

　消費者の消費生活における被害を防止
し、その安全を確保するため、省庁横断
的な緊急の対応が必要な場合には、緊急
時における国の対処の在り方等に基づき
対処することとしています。
　2013年12月末に発覚した㈱アクリフー
ズ群馬工場が製造した冷凍食品への農薬
混入事案は、消費者の食への信頼を揺る
がすものでした。そこで、関係府省庁間
で情報共有を行い、課題についての認識
を深めるために、2014年１月14日に１回
目の消費者安全情報総括官会議を開催し
ました。同会議では、関係府省庁（消費
者庁、食品安全委員会、警察庁、厚生労
働省、農林水産省）が緊密な連携及び情
報の共有を図るとともに、商品の自主回

収が一層、円滑かつ確実に進むよう、流
通業界に対し、消費者庁と関係府省庁が
連携して、店頭での消費者への情報提供
等の協力を要請することとしました。
　さらに、事案の概要がある程度明らか
になった段階の同年３月14日に、２回目
の消費者安全情報総括官会議を開催し、
関係府省庁局長申合せとして、本事案の
再発防止に向けた「冷凍食品への農薬混
入事案を受けた今後の対応パッケージ」
を取りまとめました。具体的には、①食
品等事業者に対する食品安全に関する情
報提供、②食品等事業者から保健所への
届出・相談、③リコール情報周知の推進、
④緊急時対応について検討するととも
に、関係府省庁が連携してこれらの取組
を実施することとしています。
　当該事案以前に、消費者庁は、2012年
９月28日に改正した「消費者安全の確保
に関する関係府省緊急時対応基本要綱
（関係閣僚申合せ）」を踏まえ、緊急時
対応訓練を実施することとしており、
2013年12月11日に食品安全委員会、厚生
労働省、農林水産省と連携し、消費者庁
として初めて緊急時対応訓練を実施しま
した。
　消費者庁では、消費者安全法に基づき
関係行政機関等から通知された、生命・
身体被害に関する消費者事故等につい
て、（原則として）週１回定期的に公表
しており、2013年度には、重大事故等約
1,300件の事故の概要等の公表を計50回
行いました。
　また、消費生活用製品安全法に基づき
事業者から報告のあった重大製品事故に
ついては、週２回定期的に公表しており、
2013年度には、約900件の事故の概要等
の公表を計104回行いました。その際、

１）http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
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リコール対象品の事故について報告が
あった場合は、当該リコールの内容につ
いても併せて公表し、周知を図っていま
す。
　同庁が収集した事故情報のうち、被害
の重篤性や拡大性が予想される事案につ
いては、未然防止・再発防止を図るため、
消費者への注意喚起を実施しました（32
回）。
　このほか、2013年10月31日には、「生
命身体事故等に係る消費者事故情報等の
公表に関する基本要領」について、定期
公表における詳細情報公表の規定の整
備、消費生活用製品安全法に基づく重大
製品事故情報の公表に関する規定の統合
等に関する改訂を行いました。
　消費者被害の発生の動向については、
PIO-NET情報や消費者安全法第12条に
基づく通知情報等を的確に分析し、関係
機関等に対し情報提供するとともに、消
費者安全法第38条第１項の規定に基づ
き、消費者等に対し、2013年度において
７件の注意喚起を実施しました。また、
国民生活センターにおいて71件の情報提
供（商品テスト情報を含む。）を実施し、
これらの情報等について、2013年６月に
消費者安全法第13条の規定に基づき、「消
費者事故等に関する情報の集約及び分析
の取りまとめ結果」として公表し、国会
に報告しました。
　消費者行政が高齢化や情報化、国際化
といった消費者を取り巻く状況の変化に
柔軟に対応していくためには、消費者行
政の検証・評価を行うための数値指標が
必要となりますが、その一環として、
2013年11月より「消費者被害に関連する
数値指標の整備に関する検討会」を計４
回開催し、「消費者意識基本調査」結果
及びPIO-NET情報等を活用した消費者
被害・トラブル額の推計方法等に関する

検討を行いました。

（ ３）�リコールに係る情報収集及び関
連情報の提供

　これまで担当省庁等が個々に公表して
いた「リコール情報」について、消費者
庁がこれらの情報を一元的に収集した上
で、消費者が分野横断的にリコール情報
を確認できる「消費者庁リコール情報サ
イト」の運用を2012年４月１日より開始
しました。また、同サイトにおいて、消
費者の特性のうち年齢層に着目して、「高
齢者向け」、「子ども向け」等のメール配
信サービスも開始しました。さらに、リ
コール情報をより分かりやすく消費者に
伝えるとともに、利便性が向上するよう、
サイト上の検索機能の充実やリコール対
象製品の写真の掲載、掲載情報の拡大な
ど掲載内容の充実・改善を図りました。
　このほか、リコール対象製品による事
故の再発・拡大防止等を図るために、リ
コール対象製品の再公表や使用時期に応
じた注意喚起等、消費者への情報提供を
積極的に実施しました。また、リコール
情報サイトに関するチラシを作成し、
2013年５月の「消費者月間」等において
配布を行い、リコール情報が広く消費者
の目に触れるよう普及啓発に努めました。
　国土交通省では、自動車のリコールの
迅速かつ着実な実施のため、自動車メー
カー等及びユーザーからの情報収集に努
め、自動車メーカー等のリコール業務に
ついて監査等の際に確認・指導するとと
もに、安全・環境性に疑義のある自動車
については独立行政法人交通安全環境研
究所において現車確認等による技術的検
証を行っています。
　また、ユーザーからの不具合情報の収
集を強化するため、「自動車不具合情報
ホットライン2」について周知活動を積
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極的に行いました。
　さらに、同省に寄せられた不具合情報
や事故・火災情報等を公表し、ユーザー
への注意喚起が必要な事案や適切な使用
及び保守管理、不具合発生時の適切な対
応を促進するために必要な事項につい
て、ユーザーへの情報提供を実施しまし
た。特に、「エアブレーキを装備したト
ラックではブレーキのバタ踏みは危険で
す！」及び「自動車用緊急脱出ハンマー
の性能確保と使用方法の周知について」
について報道発表等を通じ、ユーザー等
への注意喚起を行いました。
　なお、2013年度のリコール届出件数は
303件及び対象自動車台数は797万8,639
台でした。

（ ４）�子どもの事故防止のための情報
発信

　長年にわたり、０歳を除く１～14歳の
子どもの死因の上位が不慮の事故となっ
ており3、この傾向は変わっていません。
　消費者庁では、子どもの不慮の事故を
防止するための取組として、2009年12月
より、「子どもを事故から守る！プロジェ
クト」を実施しています。具体的には、
同プロジェクトのウェブサイトにて、全
国の先進的な取組事例等を紹介している
ほか、子どもの事故予防等に関する情報
を提供しています。2012年10月には同
ページ内のコンテンツ「あなたのお子さ
んは安全？」をリニューアルし、事故が
起こりやすい状況ごとに事故事例等を紹
介しています4。

　また、同庁に集約される事故情報を基
にした注意喚起や事故予防の豆知識等を
含む「子ども安全メールfrom消費者庁」
を毎週木曜日に配信しており、2013年度
には、事故情報を踏まえ、カーテンの留
めひも（タッセル）やブラインドのひも
による事故防止の情報等を配信しました5。
これまで、第180号まで配信し、登録者
数は２万6,321人となっています（2014
年３月31日現在）。
　さらに、より親しみやすい啓発活動を
行っていくため、同プロジェクトのシン
ボルキャラクター及びテーマソングを
2013年１月23日に公表するとともに6、
全国の地方公共団体等主催の子ども関連
イベントに参加し、チラシ・冊子等の配
布やテーマソングを披露するなど、積極
的な啓発活動を行っています。
　経済産業省では、子どもの安全・安心
と健やかな成長発達につながる生活環境
の創出を目指したデザインである「キッ
ズデザイン」の開発・普及を推進してい
ます。2007年度に、キッズデザインに優
れた製品や取組等を表彰する「キッズデ
ザイン賞」が創設され、特定非営利活動
法人キッズデザイン協議会において運営
がなされています。キッズデザイン賞の
受賞作品には「キッズデザインマーク」
の使用が認められます。第７回目に当た
る2013年には、新たに内閣総理大臣賞が
新設され、企業、地方公共団体、研究機
関などから合わせて383点の応募があり、
そのうち211点がキッズデザイン賞を受
賞しました。

２）http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html
３）厚生労働省「平成24年人口動態統計」
４）2012年３月に、事故が起きた際の対処方法等を追加した。
５）配信内容は資料編を参照。
６�）一般公募を経てシンボルキャラクターとして「アブナイカモ」が採用され、消費者庁職員がテーマソング「おし
えてね　アブナイカモ」を制作した。
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　また、子どもを安全かつ安心して生み
育てられる生活環境の整備に向けて、子
どもの事故予防に配慮された設計・デザ
インによる製品の開発を、産業界が積極
的かつ持続的に推進する体制を構築し、
キッズデザインによる製品市場の拡大を
目指して「キッズデザイン製品開発支援
事業」を実施しました。具体的には、よ
り安全・安心な製品を開発する上で必要
となる、子どもの事故情報の分析データ、
子どもの身体寸法や行動特性データ等
を、業種の異なる企業・業界団体等に広
く提供しました。この事業で得られた成
果をウェブサイト「キッズデザインの輪」7

において公開しています。

（ ５）�化学製品の危険有害性に関する
情報提供

　「化学品の分類および表示に関する世
界調和システム」（以下「GHS」8という。）
とは、人の安全・健康及び環境の保護を
目的として、全ての化学品について、危
険有害性（引火性などの物理化学的危険
性、発がん性などの健康有害性、環境有
害性）を国際的な統一基準で分類し、共
通のラベル等により、化学品を譲り渡す
者から譲り受ける者に分かりやすく伝達
する仕組みであり、化学品の適正な管理
に役立つものです。
　我が国では、特定化学物質の環境への
排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律（平成11年法律第86号）、労
働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、
毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第
303号）において、化学品の取引の際に、
対象化学物質及びこれを含有する製品及
び製剤については、その成分名等をSDS

（安全データシート）やラベル表示を用
いて情報提供することが規定されていま
す。
　経済産業省及び厚生労働省はGHS分
類に関するJIS（JIS�Z7252）をGHS第４
版と整合させるために改訂し、2014年３
月25日に公示しました。
　経済産業省では、2012年度に作成した
GHS分類作業を正確かつ効率的に実施
するための手引である「GHS分類ガイダ
ンス」を2013年７月に公開しました。ま
た、事業者が混合物に含まれる化学物質
を入力することで、GHSに基づく混合物
の危険有害性分類とラベル表示の出力を
行うことができるツール（GHS混合物分
類判定システム）を2013年度に開発しま
した（2014年度中に公開予定）。

２ ．事故情報の分析・原因究明
（ １）�重大事故等の分析、原因究明
　消費者庁が設置されたことにより、生
命又は身体に係る消費者事故の情報を一
元的に集約する体制が整備されました。
集約した情報は、消費者庁が分析した上
で、関係行政機関に対して提供を行って
います。
　さらに、消費者への注意喚起も関係行
政機関と連携して行っており、2013年度
は「路線バスでの転倒事故にご注意くだ
さい！」、「機械式立体駐車場での事故に
御注意ください！（周知）」の２件につ
いて、消費者庁と国土交通省との連名で
注意喚起しました。
　また、消費生活において生命又は身体
に被害を生じる事故に遭い医療機関を利
用した被害者から事故の詳細情報を収集
し、同種・類似事故の再発防止にいかし

７）http://www.kd-wa-meti.com/index.html
８）Globally�Harmonized�System�of�Classification�and�Labelling�of�Chemicalsの略。
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ていく取組を着実に推進することを目的
として、2010年12月より、消費者庁と国
民生活センターが共同で「医療機関ネッ
トワーク事業」を開始しました（2014年
３月31日時点で、参画医療機関は24機関）。
　2013年度末時点で、同ネットワーク参
画医療機関から登録された生命・身体に
関わる事故情報は、１万8,580件となっ
ています。
　また、収集した情報のうち、事故が多
発しているもの、被害の拡大が想定され
るものなどについては、更に詳細な情報
を収集したり、事故の被害者に直接事故
の状況等を聞き取りしたりするなどして
事故内容の分析を行うとともに、収集・
分析した事故情報を、注意喚起の実施に
活用しています。
　2013年度には、医療機関ネットワーク
からの情報により「ジャンプ式の折りた
たみ傘及び乳幼児用のいすの事故に気を
つけて！」、「高齢者の餅による窒息事故
に気を付けて！」の２件の注意喚起と
「ペットボトルのラベルで窒息！？の危
険」、「赤ちゃんを大人用ベッドに１人で
寝かせないで！」など22件のメールマガ
ジンの配信を行いました。

（ ２）�消費者安全調査委員会の運営
　2012年10月、消費者庁に消費者安全調
査委員会（以下「調査委員会」という。）
が設置されました。調査委員会は、生命・
身体の被害に関する消費者事故等の中か
ら、事故等の発生・拡大の防止及び被害
の軽減を図るために原因を究明する必要

がある事故を選定し、調査を行います。
その際、調査委員会は、調査権限を行使
するなどして自ら調査を行うほか、他の
行政機関等により調査が行われている場
合には、その調査を評価（活用）して原
因を究明します。また、必要に応じて、
被害の発生・拡大防止のために講ずべき
施策・措置について、内閣総理大臣や関
係行政機関の長に勧告や意見具申を行う
こともできます。
　調査委員会は、2012年11月に開催され
た第２回調査委員会において、2005年11
月28日に東京都で発生したガス瞬間湯沸
器による一酸化炭素中毒事故9、2006年
６月３日に東京都で発生したエレベー
ター事故10、2009年４月８日に東京都で
発生したエスカレーター事故11、家庭用
ヒートポンプ給湯機から生じる運転音・
振動等により不眠等の健康上の症状が発
生したとされる事案、2011年７月11日に
神奈川県内の幼稚園で発生したプール事
故を調査等の対象として選定しました。
さらに、2013年７月に開催された第10回
調査委員会において、機械式立体駐車場
の事故を、2013年12月に開催された第15
回調査委員会において、子どもによる医
薬品の誤飲事故を同様に調査等の対象と
して選定し、調査等を開始しました。
　これら７件の事案のうち、エスカレー
ター事故については、国土交通省の行っ
た調査結果の評価を行っていましたが、
2013年６月にその結果を取りまとめた評
価書を決定・公表し、この評価書に示さ
れた論点について自ら調査を行っていま

９�）2005年11月、東京都港区の共同住宅で、当時大学生の男性が、ガス瞬間湯沸器から発生した一酸化炭素による中
毒で死亡した事故。
10�）2006年６月、東京都港区の共同住宅で、当時高校生の男子生徒が、エレベーターから降りようとしたところ、扉
が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の上枠とかごの床部分の間に挟まれて死亡した事故。
11�）2009年４月、東京都港区の商業施設で、下りエスカレーターの手すりから男性会社員が階下に転落して死亡した
事故。
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す。同様に、エレベーター事故について
も、同年８月に、国土交通省の行った調
査結果の評価を取りまとめて決定・公表
し、その後、自ら調査を行っています。
また、ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素
中毒事故については、経済産業省の行っ
た調査等の結果の評価を行っていました
が、2014年１月にその結果を取りまとめ
た評価書を決定・公表し、調査委員会委
員長から経済産業大臣に対して消費者安
全法第33条に基づき、消費者安全の確保
の見地から意見を述べて調査等を終了し
ました。
　調査委員会は、消費者安全法第28条に
基づき事故等原因調査等の申出を受け付
け、調査等の端緒情報として活用してい
るところですが、この申出制度は2012年
10月１日から運用が開始され、2013年度
は57件12の申出を受け付けました。

（ ３）�医療分野における事故の原因究
明、再発防止

　医療事故に係る調査の仕組みについて
は、2012年２月以降、「医療事故に係る
調査の仕組み等のあり方に関する検討部
会」において議論され、医療事故に係る
調査の仕組み等に関する基本的なあり方
（2013年５月29日）が取りまとめられま
した。この取りまとめを踏まえ、医療事
故調査制度を医療法に位置付ける「地域
における医療及び介護の総合的な確保を
推進するための関係法律の整備等に関す
る法律案」を2014年２月に国会に提出し
ました。
　医療事故調査制度は、
①�医療事故が発生した医療機関が、医療
事故調査・支援センターへの届出（報
告）、調査の実施、調査結果の遺族へ

の説明及び医療事故調査・支援セン
ターへの報告を行うこと
②�その上で、医療機関や遺族からの依頼
に応じて、医療機関からも患者側から
も中立的な立場である医療事故調査・
支援センターにおいて更なる調査を行
うこと
③�さらに、こうした医療事故調査結果を、
医療事故調査・支援センターが整理・
分析し、再発防止に係る普及啓発を行
うこと
を内容としています。

（ ４）�食品等による窒息事故の再発防
止

　消費者庁ではこれまで、食品等に起因
する窒息事故の防止に取り組んできまし
た。
　2013年度は、窒息事故について消費者
に注意喚起を行い、併せて包装餅の業界
団体に対し、注意表示の記載の取組につ
いて要請を行いました（「高齢者の餅に
よる窒息事故に気を付けて！」（2013年
12月18日）。

（ ５）�消費生活用製品の事故情報の分
析、原因究明

　経済産業省では、使用者の誤使用等に
より乳幼児がベッドから転落する事故が
発生している状況を踏まえ、「消費生活
用製品安全法特定製品関係の運用及び解
釈について」の改正を2013年４月１日に
行い、乳幼児の転落を未然に防止するた
めの注意表記を追加しました。
　また、2013年４月から2014年３月末ま
でに消費生活用製品安全法第35条に基づ
き政府に報告・受理された重大製品事故
（約900件）について、製品事故の原因

12）詳細は資料編を参照。http://www.caa.go.jp/csic/action/index3.html
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究明を行うとともに、その結果について
公表し、事故情報の提供と注意喚起を
行っています。その中で、製品の回収等
が必要な場合は、事業者に対して市場対
応を要請するとともに、特に緊急の対応
が求められる場合は、消費生活用製品安
全法第39条第１項（危害防止命令）に基
づき、当該事業者に対して該当する製品
の回収や消費者向けの注意喚起を行うな
ど、必要な措置を講ずるよう命じること
としています（2013年３月、TDK株式
会社に対し発出した危害防止命令に基づ
き、同社から未回収の加湿器の回収、消
費者への注意喚起の措置状況について定
期的に報告を受け、確認するとともに、
報告内容について同省ウェブサイトで公
表しました。）。
　そのほか、関係機関と連携し、製品事
故の未然防止のため各種注意喚起を行っ
ています。例えば、学校で発生する事故
については、2013年６月に地方公共団体
や教育機関に対して「学校で発生した製
品事故に関する情報提供について」を配
布し、各学校における事故の予防に役立
てることができるよう周知を図りまし
た。また、介護ベッドについては、医療・
介護ベッド安全普及協議会と協力し、同
年９月に関係機関に対して事故の再発防
止の注意喚起文書を発出するとともに、
介護ベッドの設置状況の点検を行うよう
促しています。

（ ６）�昇降機、遊戯施設における事故
の原因究明、再発防止

　昇降機（エレベーター、エスカレー
ター）や遊戯施設の安全性の確保のため、
国土交通省では、「社会資本整備審議会

昇降機等事故調査部会」において事故原
因究明のための調査を引き続き行ってい
ます。
　また、2012年10月31日に発生した金沢
市のエレベーターでの死亡事故13を受け
て取りまとめを行い、2013年２月に公表
した「石川県内エレベーター戸開走行事
故調査中間報告書」に付された意見を踏
まえ、同様の事故の再発防止に向けた取
組を進めています。
　さらに、昇降機等の事故に対する調査
体制を強化するため、調査機関の在り方
も検討した結果、建築物等についての国
の調査権限の創設等を内容とする「建築
基準法の一部を改正する法律案」を国会
に提出し、2014年５月29日に成立しまし
た。
　他方、消費者庁に設置された消費者安
全調査委員会は、2009年４月８日に東京
都内で発生したエスカレーター事故と
2006年６月３日に東京都内で発生したエ
レベーター事故について国土交通省が
行った調査結果の評価を実施し、2013年
６月にエスカレーター、同年８月にエレ
ベーターについての評価書を公表しまし
た。調査委員会は、この評価書を踏まえ
て、引き続き、事故の原因を究明するた
め、自ら調査を進めています（「（２）消
費者安全調査委員会の運営」参照）。

（ ７）�製品等の利用により生じた事故
等の捜査

　近年、エレベーターによる死亡事故等、
消費者被害に関する事故が発生してお
り、事故発生の原因や責任の所在捜査は
もちろんのこと、事故の再発防止、被害
拡大防止が求められています。

13�）2012年10月、石川県金沢市の宿泊施設で、女性従業員がエレベーターに乗り込もうとしたところ、扉が開いたま
まの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の上枠とかごの床部分の間に挟まれて死亡した事故。
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　これらを背景として、都道府県警察で
は、製品等の利用により生じたと疑われ
る事故等を認知した際には、迅速に捜査
を推進し、責任の所在を明らかにするよ
う努めるとともに、関係行政機関と共に
事故現場等において情報交換を積極的に
行うなど相互に協力しながら再発防止を
図っています。
　また、警察庁では、都道府県警察に対
して、製品等の利用により生じた事故等
の情報収集や関係行政機関との協力の必
要性等について指示しているほか、こう
した事故等を認知した際には、関係行政
機関に通知するなどしています。
　なお、製品等の利用により生じた事故
について、2013年度中に警察庁が関係行
政機関に対して通知した件数は38件であ
り、2012年度に比べて20件減少していま
す。

（ ８）�商品テスト等による調査、分析、
事故原因究明

　国民生活センターでは、全国の消費生
活センター等で受け付けた商品に関する
苦情相談の解決のために商品テストを行
うとともに、商品群として問題があると
考えられる場合は、被害の未然防止・拡
大防止のために商品テストを実施し、広
く情報提供しています。
　商品テストの実施に当たっては、外部
テスト機関や事業者、専門家の技術・知
見の活用を図っています。また、地方公
共団体からの相談解決のためのテスト依
頼については、原則として全件に対応し
ていることから、調査・分析機能の強化
を図るため、テスト担当職員を積極的に
研修等に派遣するとともに、定型的なテ
ストや専門的なテストは積極的に外部試
験機関等に依頼し、テスト手法の改善・
効率化を図っています。

　なお、「独立行政法人の事務・事業の
見直しの基本方針」（平成22年12月７日
閣議決定）を踏まえ、2011年５月17日に
締結した独立行政法人製品評価技術基盤
機構（以下「NITE」という。）及び国
民生活センターとの協定に基づき、定期
的に意見交換、情報提供を行うため実務
者会議を開催して相互の協力関係を強化
しています（2013年度は12回開催）。具
体的には、試験、事故調査及び広報の担
当者間でテレビ会議等により情報共有を
密に行い、国民への効果的な情報提供を
図るとともに、2012年度からは、国民生
活センターの商品テスト事業に必要な分
析の依頼をNITEが受けて行うなど、緊
密に連携を図っています。
　さらに、重大消費者事故に係る商品テ
ストを国民生活センターで実施する場合
は、消費者庁に事前に連絡を行っている
ほか、生命・身体事案の情報提供につい
ては双方の役割分担や連携に関する文書
を取り交わしています。また、消費者安
全調査委員会の設置後は、同委員会の事
務局である事故調査室も加えて意見交
換・情報提供を定期的に実施し、調査案
件の委託分析・実験、さらに、知見の協
力に関する文書を取り交わしています。
　NITEでは、事故原因究明の機能強化
を図るため、2009年度以降、随時、製品
事故原因究明に関する試験施設等の整備
及び増強を行っています。
　2012年４月にはNITEの一部組織を改
組し、燃焼技術センターを設置しました。
また、事故原因究明の取組については、
リスク評価手法に基づく調査事案の優先
度付けにより、調査の効率化の徹底を引
き続き実施しています。
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（ ９）�製品火災・事故等に係る未然防
止

　近年の火災の出火原因は極めて多様化
しており、その中で自動車、電気用品や
ストーブなど、国民の日常生活に身近な
製品が発火源となる火災が発生している
ことから、消防庁では、消費者の安全・
安心の確保を図るため、製品火災の未然
防止に向けた取組を強化しています。特
に、製品火災情報については、消防機関
の特性をいかして火災情報を網羅的に収
集する体制を確立し、発火源となった製
品の種類ごとに火災件数を集計して、製
造事業者名と製品名などを四半期ごとに
公表することにより、国民への注意喚起
を迅速かつ効率的に行っています。
　この調査結果については、全国の消防
機関に通知するとともに、収集した火災
情報を消費者庁、経済産業省及び国土交
通省と共有し、連携して製品火災対策を
推進しています。また、製品火災対策の
強化を図ることを目的として、2012年６
月27日に改正消防法（昭和23年法律第
186号）が成立し、2013年４月１日より、
消防機関は火災の原因である疑いがある
製品の製造事業者又は輸入事業者に対し
て、資料提出等を命じることができるよ
うになりました。さらに、製品火災対策
の一環として、2011年度より、製品火災
に関する情報及び火災調査結果に関して
消防機関とNITEとの連携強化を図って
います。

３ ．食の安全・安心の確保
（ １）�食品の安全性の確保に関する取

組
ア．�食品の安全性の確保に関する基本的
事項の決定

　食品安全基本法第21条第１項に規定す
る基本的事項（2004年１月16日閣議決定）

とは、食品安全行政に関して講じられる
各般の措置についての具体的な推進方策
を定めたものです。
　同基本的事項については、2004年の閣
議決定以降の食品安全をめぐる状況の変
化や、消費者庁の設置に伴う食品安全行
政に関する体制の変更等に応じた見直し
を行いました（2012年６月29日閣議決
定）。具体的には、①いわゆる「隙間事案」
については、消費者庁が消費者安全法に
基づき措置すること、②リスクコミュニ
ケーションに係る関係府省の事務の調整
を消費者庁が実施すること、③食品事故
に係る緊急対策本部は、内閣府特命担当
大臣（消費者及び食品安全）が設置する
ことなどについて新たに記述され、消費
者庁が、食品安全に関わる行政機関とし
て同基本的事項において明確に位置付け
られました。
　以後、食品安全行政を行う関係府省庁
においては、消費者庁の調整の下、相互
の密接な連携を図る取組として、関係府
省連絡会議等を定期的に開催し、食品の
安全性の確保に関する施策を総合的に推
進していくこととしています。

イ．�食品の安全に関するリスク評価
　食品安全基本法では、食品のリスクが
存在することを前提として、これをコン
トロールしていくという考え方の下、「リ
スクアナリシス」14という考え方が導入
されています。また、同法に基づき、食
品の安全性について、科学的知見に基づ
いて中立公正に「リスク評価」を行う機
関として、2003年７月、内閣府に食品安
全委員会が設けられ、人の健康に悪影響
を及ぼすおそれのあるものを含む食品を
摂取することによって、どのくらいの確
率で、どの程度人の健康に悪影響が生じ
るかを科学的に評価しています。
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　食品安全委員会では、2013年５月に評
価体制の強化を図るとともに、同年７月
には豪州・ニュージーランド食品基準機
関（FSANZ）と、2014年１月には欧州
食品安全機関（EFSA）との定期会合を
開催し連携強化を図りました。また、
2013年11月には、食品安全に関する論文、
食品安全委員会が取りまとめた食品健康
影響評価の内容等を国内外に広く発信す
るため、英文ジャーナルを創刊しました。
　このような取組を通じ、食品安全委員
会は、リスク評価機関としての機能強化
や国際的な評価の確立に努めています。
なお、2014年３月31日時点で、リスク管
理機関からの要請や自ら行うことを決め
た2,096件の事案のうち、1,596件の評価
を終えています。

ウ．�食品の安全性の向上に関するリスク
管理

①�食品の安全性に関するリスク管理
　国産農畜水産物や食品の安全性を向上
させ、健康への悪影響を未然に防止する
ためには、生産から消費にわたってリス
ク管理に取り組むことが不可欠です。
　農林水産省は、まず、食品が安全であ
るかどうか、安全性を向上させる措置を
採る必要があるかどうかを知るために、
食品安全に関する情報を収集・分析し、
優先的にリスク管理の対象とする有害化
学物質・有害微生物を決定した上で、農
畜水産物・食品中の含有実態調査を行っ
ています。その上で、これらの実態調査
の結果を解析し、必要がある場合には、
低減対策を検討することとしています。
これらの各過程において、生産者、事業

者、消費者、地方公共団体等と情報・意
見の交換を行い、必要に応じそれらの情
報・意見をリスク管理措置に反映させて
います。
　2013年度には、食品安全に関する国際
動向及び国内での取組などについての基
礎情報を提供し、農林水産省が実施して
いる食品安全に関するリスク管理の取組
について理解を深めていただくことを目
的として、食品安全に関するセミナーを
開催しました（2013年６月、７月）。
　このほか、有害化学物質の低減対策と
して、食品の加工や調理中の高温加熱が
原因となって、意図せずに生成し食品中
に含まれてしまう化学物質の一つである
アクリルアミドについて、食品関連事業
者が自主的に行う食品中のアクリルアミ
ド低減の取組を支援するため、事業者な
どの意見を取り入れながらこれまでの知
見を整理した「食品中のアクリルアミド
を低減するための指針」を作成・公表し
ました（2013年11月）。
　厚生労働省では、飲食に起因する衛生
上の危害の発生に関するリスク管理機関
として、食品衛生法に基づき、食品に残
留する農薬、汚染物質や食品に使用する
添加物など、食品や添加物等の規格基準
の設定を行っています。これらは、内閣
府に設置された食品安全委員会が科学的
知見に基づいて行うリスク評価の結果に
基づき、食品事業者や消費者等関係者の
意見等を踏まえて実施しているもので
す。例えば、食品添加物については、そ
の食品添加物が人の健康を損なうおそれ
のない場合に限って使用を認めた上で、
品質の安定したものが流通するよう、純

14�）リスクアナリシスとは、①食品中に含まれる特定の物質等が人の健康に及ぼす影響を科学的に評価する「リスク
評価」と、②リスク評価の結果に基づいて国民の食生活等の状況を考慮して基準の設定や規制等の対応を行う「リ
スク管理」、③これらの情報を共有して、消費者、事業者、行政機関等が情報・意見交換する「リスクコミュニケー
ション」の３要素からなる考え方のこと。
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度や成分について成分規格を定め、過剰
摂取による健康被害が生じないよう、食
品ごとに使用基準を定めるなどしていま
す。さらに、実際に市場から仕入れた食
品中の添加物の種類と量を検査し、国民
１人当たりの摂取量を調査するなど、継
続的な安全確保に努めています。
　また、食品の安全性を確保するために
は、厚生労働省や都道府県等関係行政機
関が連携して、規格基準の遵守等に関す
る監視指導を実施することが重要です。
これを重点的・効率的かつ効果的なもの
とするため、同省では「食品衛生に関す
る監視指導の実施に関する指針」を定め、
輸入時については同省が、国内流通時に
ついては各都道府県等が、それぞれ関係
者の意見を踏まえつつ、毎年度、監視指
導計画を作成・公表の上、監視指導を実
施しています。

②HACCP導入の促進
　食品の安全と消費者の信頼の確保を図
るため、生産から消費に至るフード
チェーン全体において安全管理の取組強
化が求められている中、農林水産省では
食品の安全性の向上と品質管理の徹底等
を目的に、問題のある製品の出荷を未然
に防止することができるHACCP15の普
及・導入促進のための施策を実施してい
ます。
　具体的には、事業者が、食品の製造過
程の管理の高度化に関する臨時措置法
（平成10年法律第59号）による計画認定
を受けると、これに必要な施設の整備等
に対して、株式会社日本政策金融公庫か

ら長期低利融資が受けられる制度によ
り、HACCP導入に対する支援を実施し
ています。さらに、2013年６月には同法
が改正され、HACCP導入のための体制・
施設の整備に加え、HACCP導入の前段
階の衛生・品質水準の確保や消費者の信
頼確保のための体制・施設の整備（高度
化基盤整備）のみに取り組む場合も新た
に支援の対象とされました
　また、2003年度以降、予算措置により、
HACCP導入促進のための研修会等の実
施、低コストなHACCP導入の推進、専
門家による現地指導の取組等への支援を
実施し、特に食品製造事業者の中小規模
層におけるHACCPの導入を促進してい
ます。

③�農業生産工程管理の推進
　農業生産工程管理（以下「GAP」16と
いう。）とは、農業生産活動を行う上で
必要な点検項目を関係法令等に則して定
め、これに沿って、各工程の正確な実施、
記録、点検及び評価による持続的な改善
を行う活動のことです。
　我が国におけるGAPの現状をみると、
国内に様々なGAPが存在するとともに、
科学的知見や消費者・実需者のニーズを
踏まえた取組への対応も十分に進んでい
ない状況にあることから、農林水産省で
は2010年４月に、高度な取組内容を含む
先進的なGAPの共通基盤として、「農業
生産工程管理（GAP）の共通基盤に関
するガイドライン」を策定しました。
　産地における更なる取組の拡大と内容
の高度化を図るため、消費・安全対策交

15�）食品衛生管理システムの一つ。Hazard�Analysis�and�Critical�Control�Pointの頭文字をとったもので、危害要因
分析重要管理点と訳される。原料受入から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの危
害を分析（危害要因の分析）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点）を継続的に監視・記
録する工程管理のシステム。
16）Good�Agricultural�Practiceの略。
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付金等を活用し、指導者の育成や産地で
の導入等に対する支援を実施しています。

④�輸入食品の安全性の確保
　海外からの食品を多く輸入する我が国
では、近年、輸入食品に対する安全性に
ついても国内の関心は高まっています。
このような関心の高まりを受け、政府は、
主要食料輸入国や食の安全問題に関わり
の深い国際機関等を所管する在外公館を
中心に「食の安全担当官」を設置するな
ど、個別事例への対応や各国政府・国際
機関との連絡体制の強化、さらには、国
内関係府省・機関における連絡体制の強
化に取り組んでいます。
　食品流通のグローバル化の進展、消費
者ニーズの多様化などを背景に、輸入食
品の届出件数は年々増加しています。増
加する輸入食品の安全性を確保するた
め、厚生労働省は、年度ごとに「輸入食
品監視指導計画」を策定し、重点的、効
率的かつ効果的な監視指導の実施に取り
組んでいます。
　この計画では、輸出国、輸入時（水際）、
国内流通時の３段階で厚生労働省本省、
検疫所、都道府県等の関係行政機関が対
策を講じることとしています。
　輸出国での安全対策としては、日本へ
の輸出食品について食品衛生法違反が確
認された場合は、輸出国政府等に対して
原因の究明及び再発防止対策の確立を要
請するとともに、二国間協議を通じて生
産等の段階での安全管理の実施、監視体
制の強化、輸出前検査の実施等の推進を
図っています。また、必要に応じて担当
官を派遣し、輸出国の安全対策の調査等
を実施しており、中国、カナダ等の現地
日本大使館に「食の安全担当官」を配置
するとともに、2013年度は、メキシコ、
南アフリカ等に担当官を派遣し食品安全

に関する情報収集等を行いました。引き
続き、二国間協議及び現地調査を通じて
輸出国段階の安全対策を検証するほか、
計画的に主要な輸出国の安全管理体制に
関する情報収集の推進に努めます。
　輸入時の対策としては、多種多様な輸
入食品を幅広く監視するため、輸入港や
空港に設置された検疫所が年間計画に基
づくモニタリング検査を実施しており、
検査の結果、違反の可能性が高いと見込
まれる輸入食品については、輸入の都度、
輸入者に対して検査命令を実施していま
す。また、検疫所の検査機器の整備等、
輸入食品の安全性確保体制の強化を図っ
ています。
　国内流通時の対策としては、厚生労働
省本省、検疫所等と連携を取りつつ、都
道府県等が国内流通品としての輸入食品
に対する監視指導を行っており、違反食
品が確認された際には、速やかに厚生労
働省に報告を行い、輸入時監視の強化（モ
ニタリング検査や検査命令等）を図って
います。

エ．�食品の安全性に関するリスクコミュ
ニケーション

　2011年６月に、食品安全基本法第21条
第１項に定める基本的事項が閣議決定さ
れ、消費者庁が食品安全行政を実施する
機関として明確に位置付けられました。
そのうち、リスクコミュニケーションに
関しては、消費者庁が関係府省庁等の事
務の調整を担うこととされ、消費者庁、
食品安全委員会、厚生労働省及び農林水
産省（以下「４省庁」という。）が連携
して、食品安全に関するリスクコミュニ
ケーションの取組を推進しています。
　特に、東日本大震災に伴う東京電力福
島第一原子力発電所事故を受け、食品中
の放射性物質に関するリスクコミュニ
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ケーションに関しては、４省庁が重点的
に取り組んでおり、2013年度には、４省
庁共催の下、食品中の放射性物質に関す
る正確な情報提供に重点を置いたシンポ
ジウム形式による意見交換会を、全国で
８回開催しました。
　また、関係府省庁等が連携した食品の
安全性に関するリスクコミュニケーショ
ンの取組として、2013年度には、食品安
全委員会、厚生労働省及び消費者庁共催
によるBSE（牛海綿状脳症）対策の見直
しに関する説明会を２回、厚生労働省と
消費者庁の共催による健康食品の安全性
確保に関する意見交換会を３回、それぞ
れ開催しました。また、厚生労働省と農
林水産省では、BSE対策に関するポス
ターを全国の地方公共団体や関係団体等
を通じて配布し、対策の見直しの経緯に
ついて説明しました。
　なお、関係府省庁等ごとに行った食品
の安全性に関するリスクコミュニケー
ションの取組は、以下のとおりです。
　食品安全委員会では、東日本大震災へ
の対応として、「放射性物質に関する緊
急とりまとめ」（2011年３月）、「食品中
に含まれる放射性物質」に関する評価書
（2011年10月）の概要やＱ＆Ａをウェブ
サイトで情報提供しました。また、地方
公共団体等で開催された意見交換会等へ
の講師の派遣を行いました。
　そのほか、2013年度には、BSE対策の
見直し、農薬、食品添加物、遺伝子組換
え食品、食中毒等に関する意見交換会を
28回開催するとともに、地方公共団体等
で開催された意見交換会への講師の派遣
を行いました。また、ウェブサイト等を
通じて食品の安全性に関する情報提供を
行いました。
　厚生労働省では、食品中の放射性物質
の基準値の設定理由や検査計画、摂取量

調査の結果など対策の概要を始め、都道
府県等が実施している食品中の放射性物
質の検査結果を取りまとめてウェブサイ
トで公表し、国内外への迅速な情報提供
を行っています。
　また、HACCPやノロウイルス、輸入
食品の安全性確保について、説明会等を
主催するとともに、地方公共団体が開催
する意見交換会への講師を派遣しました。
そのほか、有毒植物やノロウイルスによ
る食中毒についての注意喚起や健康食品
の正しい利用方法などのパンフレット、
動画等を作成し、ウェブサイトに掲載し
て、消費者の食品の安全性に関する知識
と理解を図るための情報の提供を行って
います。
　農林水産省では、消費者を重視した農
林水産行政を進め、食品の安全性等に関
する正しい知識を普及するために、本省
及び各地方農政局等において各種説明
会、出張講座等の実施や講師の派遣を
行っています。
　2013年度は、動物検疫所の見学・説明
会を開催するとともに、畜産分野におけ
る薬剤耐性菌対策に関する意見交換会を
行いました。
　また、食品中の放射性物質について、
正確な情報提供を通じて正しい知識の普
及を図るために、本省及び各農政局等は、
４省庁共催による説明会の開催のほか、
消費者団体や食品製造・流通業者等に対
して、2013年度は47回の説明会を開催す
るとともに、ウェブサイト等を通じた分
かりやすい情報の発信を行いました。
　さらに、東日本大震災による被災地や
その周辺地域で生産・製造されている農
林水産物・食品を積極的に消費すること
で被災地等の復興を応援するため、「食
べて応援しよう！」のキャッチフレーズ
の下、食品産業事業者、地方公共団体等
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の協力を得て、被災地産の農産物等の販
売フェアや各府省庁の食堂・売店、社内
食堂での積極的利用等の取組を推進して
います。
　その結果、「食べて応援しよう！」に
賛同した取組は373件（2013年４月～
2014年３月）となっています。このうち、
被災地産食品販売フェア等は257件、社
内食堂等での食材利用は93件、セミナー・
シンポジウムの開催等は23件となってい
ます。
　また、農林水産省のほか各府省庁の食
堂においては、米や水産物を始めとする
被災地産食材の積極的な利用を随時実施
しています。
　消費者庁では、2013年度も引き続き、
食品中の放射性物質に関するリスクコ
ミュニケーションに重点的に取り組み、
福島県を始めとした地方公共団体や消費
者団体等と連携し、全国91か所で意見交
換会を開催しました。
　加えて、2013年度はより地域に根ざし
た取組として、正確な情報発信ができる
専門家（コミュニケーター）の養成研修
を開催し、受講者は約3,400名に達しま
した17。さらに、2011年度以降、食品・
水道水の検査結果や、出荷・摂取制限の
範囲など、正確な情報をウェブサイトで
発信しているほか、放射性物質や、食品
等の安全の問題を分かりやすく説明する
冊子「食品と放射能Ｑ＆Ａ」を作成（2011
年５月30日～適宜改訂、2013年９月２日
に第８版を発行）し、ウェブサイトで公
表するとともに、配付しています。
　このほか、食品の安全性を脅かす危害
要因等の注意喚起について、ウェブサイ
トを活用して情報提供を行っています。

（ ２）�米穀等のトレーサビリティの推
進

　米穀等（米穀、米加工品の中間原材料
及び米加工品）の流通に関しては、問題
が発生した際に速やかに流通ルートや原
因を特定し、必要な対策が円滑に講じら
れることが重要です。そのため、農林水
産省及び国税庁では米トレーサビリティ
法に基づく米穀等の取引等に係る情報の
記録の作成・保存に関する状況の確認等
のため、米穀事業者に対する巡回立入検
査等を全国で実施し、制度の定着を図っ
ています。
　また、農林水産省では、米穀等以外の
飲食料品についても、食品事業者による
トレーサビリティの取組を推進するた
め、実践的なマニュアルを作成したほか、
地域におけるセミナー開催等の普及活動
を推進しました。

（ ３）�食品のリコール社告の適正化
　食品のリコール社告を通じた消費者へ
の情報提供の適正化を図るため、農林水
産省では、2011年５月19日から６月６日
に順次、食品事業者団体（140団体）に
対して、「消費生活用製品のリコール社告
の記載項目及び作成方法」（JIS�S0104：
2008。以下「当該JIS18規格」という。）
を参考とするよう文書による周知を行い
ました。なお、同文書の発出後も、一部
には当該JIS規格の趣旨を十分踏まえて
いない社告も見受けられることから、当
該JIS規格の趣旨を分かりやすく整理し
た記載例を作成し、2013年４月５日に農
林水産省のウェブサイトに掲載するとと
もに食品事業者団体に対して周知しまし
た。

17）コミュニケーター養成研修については、P.315を参照。
18）Japanese�Industrial�Standards（日本工業標準）の略。
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（ ４）�新たなJAS規格導入の推進等
　農林水産省では、新たなJAS19規格の
制定や定期的なJAS規格の見直しのプロ
セスの透明性を高めるため、2011年度か
ら、JAS規格の制定等に関する計画を作
成・公表し、規格に関する調査、原案の
作成等の時期・実施主体等のJAS規格の
制定と見直しに関する作業手順を明らか
にしました。2013年度は、同計画に基づ
き、１規格の新規制定と26規格の見直し
について農林物資規格調査会で審議を行
いました。

（ ５）�流通食品への毒物混入事件への
対処

　警察庁では、流通食品への毒物混入事
件について、被害の拡大防止のために、
関係行政機関との連携を図っています。
　また、都道府県警察に対して、流通食
品への毒物混入事件に関する情報収集、
関係行政機関との連携の必要性等につい
て指示するとともに、こうした事件等を
認知した際には、必要に応じて、関係行
政機関に通報するなどしています。
　これを受け、都道府県警察では、流通
食品への毒物混入の疑いがある事案を認
知した際には、迅速に捜査を推進し、責
任の所在を明らかにするよう努めるとと
もに、関係行政機関との情報交換を積極
的に行うなど相互に協力しながら被害の
未然防止、拡大防止に努めています。
　2013年中、警察庁及び群馬県警察は、
群馬県の冷凍食品製造工場における農薬
混入事件について、関係行政機関と情報
交換を行いました。

（ ６）�食品安全や食生活と健康につい
ての情報提供

　農林水産省は、同省のウェブサイト「安
全で健やかな食生活を送るために」20に
て、食品安全や食生活と健康に関する親
しみやすく分かりやすい情報提供に取り
組みました。また、食品中の放射性物質
対策について、専門家ではない方にも分
かりやすく解説したページを作成・更新
しています。

（ ７）�食品関係事業者のコンプライア
ンスの徹底促進

　食品業界では、食品の偽装表示等の消
費者の信頼を揺るがす不祥事が引き続き
起こっており、消費者の生命・健康に直
接関わる食品を取り扱う企業として許さ
れるものではありません。このため、食
品業界のコンプライアンス徹底を図る観
点から、農林水産省では、食品業界が「道
しるべ」として利用するための「『食品
業界の信頼性向上自主行動計画』策定の
手引き～５つの基本原則～」（2008年３
月農林水産省食品の信頼確保・向上対策
推進本部決定）を策定しました21。これ
を受け、食品業界団体に対し、「信頼性
向上自主行動計画」の策定とそれに基づ
く取組の実施を要請しました。また、各
団体の会員等企業に対し、①消費者基点
の明確化、②コンプライアンス意識の確
立、③適切な衛生管理・品質管理の基本、
④適切な衛生管理・品質管理の体制整備、
⑤情報収集・伝達・開示等の取組の５つ
の基本原則と、基本原則ごとの取組方針
及び具体的な行動を示し、それらを参考
としながら実際の取組を進めることを働

19）Japanese�Agricultural�Standard（日本農林規格）の略。
20）http://www.maff.go.jp/j/fs
21�）「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き～５つの基本原則～について（2008年３月農林水産省総合
食料局長、消費・安全局長、生産局長、経営局長、林野庁長官、水産庁長官連名通知）
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きかけるよう要請しました。
　また、農林水産省では、2008年度以降、
補助事業により、コンプライアンス徹底
を図るための研修会を実施しています。
2013年度においては、食品製造事業者等
において、消費者視点、安全な食品の供
給を重視する方針の徹底や法令等の遵守
の徹底、緊急時における責任を持った対
応を取るための体制の整備、これらに関
するPDCAサイクルの適切な運用等、国
際的に通用するマネジメント体制の構築
に携わる人材を育成するための研修会を
全国で20回開催しました。

４ ．�消費者の安全・安心の確保
のためのその他の施策

（ １）�消費生活用製品の分野における
リスクアセスメントの普及啓発

　経済産業省では、事業者が安全な製品
を市場に供給するために、事前に製品安
全に関するリスクの把握と評価を行い、
製品の設計・開発・製造の各段階で反映
させるリスクアセスメント手法について
解説したリスクアセスメントハンドブッ
クを作成（基礎知識編（2010年５月公表）
と実務編（2011年６月公表））し、リス
クアセスメントの普及・定着を図ってい
ます。具体的には、各工業会を通じた周
知を実施するとともに、関連団体の説明
会等において当該ハンドブックを紹介
し、また、企業の品質管理担当者向けの
セミナーで当該ハンドブックをテキスト
として使用しました。さらに、同省ウェ
ブサイト「製品安全ガイド」にダウンロー
ド可能な形式で掲載しました。
　また、販売事業者の販売形態、取扱製
品、事業規模等の特色を踏まえた効果的
なリスクアセスメント等の取組を促進す

るため、同省では、各業界団体が自業界
の実情を調査・分析し、業界ごとの製品
安全に関する指針・ガイドラインを作成・
公表する作業を支援しました（2013年度、
中小家電、通信販売、ホームセンターの
取組を対象とした。）。
　他にも、販売事業者のリスクアセスメ
ント等を含む製品安全の自主的な取組を
促すことを目的とし、国内３か所（東京、
大阪、名古屋）において、製品安全に関
する流通事業者向けガイドの内容を紹介
するセミナー（計215人参加）を開催し
ました。

（ ２）�家庭用品の安全確保の促進
　厚生労働省では、家庭用品に使用され
る化学物質による健康被害を防止するた
め、家庭用品規制法に基づいて規制基準
を定めており、2014年１月時点で、20物
質について、物質ごとに対象製品（繊維
製品、洗浄剤等）の基準を設定していま
す。
　また、1995年７月のPL22法の施行に伴
い、事業者自らによる製品の安全確保レ
ベルのより一層の向上を支援するため、
家庭用品メーカー等が危害防止対策を推
進する際のガイドラインとなっている
「家庭用化学製品に関する総合リスク管
理の考え方」を踏まえ、各種製品群につ
き、事業者が製品の安全対策を講じるた
めに利用しやすい「安全確保マニュアル
作成の手引き」を作成しています。1998
年に防水スプレーについて手引きを作成
したのを皮切りに、2011年の洗浄剤・漂
白剤まで５種類の手引き（10製品群）を
作成しました。
　現在、防水スプレー安全確保マニュア
ル作成の手引きについては、改訂を検討

22）Product�Liabilityの略。
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しており、有識者12名から構成されてい
る家庭用品安全確保マニュアル（防水ス
プレー等）検討会を2013年度に２回23開
催しました。

（ ３）�合法ハーブ等と称して販売され
る薬物の取締り体制の強化

　薬物乱用対策の実施に当たり、関係行
政機関相互間の緊密な連携を確保すると
ともに、総合的かつ積極的な施策を推進
することを目的として「薬物乱用対策推
進会議」（2008年12月閣議決定）を設置
しています。現在は、薬物乱用の根絶を
図るため、「第四次薬物乱用防止五か年
戦略」（2013年８月策定）に基づき、関
係行政機関が連携した対応を行っていま
す。
　最近、合法ハーブ等と称して販売され
る薬物を使用した者が、二次的な犯罪や
健康被害を起こす事例が多発していま
す。その中で、取締りの強化を図るため、
厚生労働省では、指定薬物への指定の迅
速化のため、薬事・食品衛生審議会薬事
分科会指定薬物部会の開催頻度を上げる
とともに、現在、我が国での流通が確認
されていないものであっても、海外の流
通実態や危険情報を基にして指定を行っ
ています。
　また、化学構造が類似している特定の
物質群を指定薬物として包括的に指定す
る「包括指定」について、2013年12月13
日付けで495物質を指定薬物として指定
する省令を公布し、2014年１月12日付で
施行しました。これらの結果、指定薬物
数は1,360物質となっています（2014年
３月31日時点）。
　販売事業者に対する取締りについて
は、都道府県警察と都道府県等の衛生主

管部局が連携し、販売実態の把握に努め、
指導・警告を実施しており、また、2013
年10月に施行した薬事法の改正で麻薬取
締官（員）に指定薬物に対する取締権限
を付与するとともに、2013年12月13日に
公布された薬事法及び薬剤師法の一部を
改正する法律（平成25年法律第103号）
により新たに指定薬物の所持、使用等が
禁止される（施行は2014年４月１日）な
ど、指導・取締りを強化しています。指
定薬物に関しても、関係府省庁間で必要
な意見交換や情報提供を促進し、港湾や
空港等の水際における対策を含め、摘発
に当たっての一層の連携強化を図り、取
締りを実施しています。
　また、厚生労働省、文部科学省、警察
庁、消費者庁、内閣府、財務省がそれぞ
れ消費者への情報提供・啓発活動を行っ
ています。
　厚生労働省では、合法ハーブ等と称し
て販売される薬物（いわゆる脱法ドラッ
グ）を使用した者が二次的犯罪や健康被
害を起こす事例が多発していることか
ら、指定薬物や麻薬を指定する際など、
機会を捉えて脱法ドラッグに関するポス
ターの作成・配布をしています。また、
麻薬・覚醒剤乱用防止運動等における啓
発実施の徹底、関係機関等とも連携した
広報・啓発の実施、情報を一元的に収集・
提供するための、「あやしいヤクブツ連
絡ネット」の運用を行っています。あわ
せて、小学校６年生保護者向け、高校３
年生等に配布する心と体を守る啓発資材
に当該薬物の危険性が理解できるような
記載を充実させ、配布を行っています。
　文部科学省では、全ての中学校と高等
学校で、警察職員、麻薬取締官OB、学
校薬剤師等を講師とした薬物乱用防止教

23）第１回（2013年12月17日）、第２回（2014年３月25日）。
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室を年１回は開催するよう促すととも
に、薬物乱用防止啓発のための啓発教材
等を作成し、全ての小学５年生、中学１
年生、高校１年生及び大学１年生等に配
布するなど、学校等での薬物乱用防止教
育の充実強化を図っています。
　警察庁では、規制薬物はもとより、合
法ハーブ等と称して販売される薬物の危
険性・有害性等について理解させるなど、
薬物乱用防止に関する啓発活動を効果的
に行うためのパンフレットを作成し、学
校等に配布しているほか、薬物乱用防止
教室、学校警察連絡協議会等を通じて、
健康被害事例についての情報提供を積極
的に行っています。また、「薬物乱用防
止広報強化月間」を設定するなど、関係
部門、関係機関・団体等との連携を強化
し、薬物乱用防止のための広報啓発活動
を推進しています。
　消費者庁では、合法ハーブ等と称して
販売される薬物に関する啓発ポスターや
チラシを消費生活センター等の協力を得
て配布を行うなどして予防啓発の強化に
取り組んでいます。
　内閣府では、政府広報オンラインにお
いて、短編マンガを用いた広報啓発活動
を実施するなど、青少年に訴求力の高い
広報媒体等を活用して、合法ハーブ等と
称して販売される薬物等の危険性の周知
を図っています。また、関係省庁と連名
で、都道府県・指定都市等に対して、卒
業・進学・新入学等の時期における合法
ハーブ等と称して販売される薬物等、新
たな乱用薬物に係る広報啓発の強化につ
いて依頼し、この種薬物の危険性・有害
性の周知徹底、訴求対象に応じた広報啓
発活動の推進、関係機関の相談窓口の周
知徹底等を図っています。
　財務省では、合法ハーブ等と称して販
売される薬物に関する輸入規制及び当該

薬物の危険性・有害性等について、税関
見学会等の機会を利用し、注意喚起を
行っています。

（ ４）�製造物責任法に関連する事例収
集、公表

　製造物責任法は、製品の欠陥によって
生命、身体又は財産に損害を被ったこと
を証明した場合に、被害者は製品の製造
業者等に対して損害賠償を求めることが
できる、円滑かつ適切な被害救済に役立
つ法律です。
　具体的には、製造業者等が、自ら製造、
加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡
した製造物の欠陥により他人の生命、身
体又は財産を侵害したときは、製造業者
等の過失の有無にかかわらず、これに
よって生じた損害を賠償する責任がある
ことを定めています。同法は、1994年７
月１日に公布され、1995年７月１日より
施行されています。
　消費者庁では、消費者が消費者被害を
未然防止・拡大防止するために必要な知
識を得る環境を整備するために、同法に
関連する判例等を収集・公表しています。
消費者庁及び国民生活センターが連携・
協力して、同法に関連する判例、同法に
基づき提訴された訴訟等の情報を収集
し、その概要について、国民生活センター
のウェブサイト（消費者庁のウェブサイ
トからリンクを設定。）で公表しています。
　2013年度は、判例（全166件うち第一
審103件、控訴審50件、上告審13件）や、
同法に基づき提訴された訴訟情報（197
件）等を公表しました（2014年３月末時
点の累計件数。うち2013年度収集分の公
表件数は、判例９件、同法に基づき提訴
された訴訟の情報６件。）。
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（ ５）�美容医療サービス等の消費者被
害防止

　美容医療ではない施術を行ういわゆる
エステティックについては、公益財団法
人日本エステティック研究財団24におい
て、エステティック営業施設における衛
生基準を作成し、事業者等に対する周知
を図るとともに、衛生基準に関する知識
の習得のため、2010年12月よりe-ラーニ
ングを実施しており、2013年度は10月１
日から実施しました。
　同財団では、消費者の安全を確保する
ための知識等の向上のため、毎年、エス
テティシャンを対象に学術会議を開催
し、最新の衛生管理の知見等について周
知しています。さらに、2010年からは厚
生労働科学研究を実施しており、フェイ
シャルエステ等について安全性の検証を
行うとともに、施設の衛生管理の実態把
握を行った上で、衛生管理導入の手引等
を作成し、2013年３月からウェブサイト
で公開しています。
　医療従事者から患者に対し、丁寧に説
明しなければならない事項については、
「診療情報の提供等に関する指針の策定
について」（2003年９月12日通知）にお
いて定めており、厚生労働省から各都道
府県に周知していましたが、最近、美容
医療サービス等の自由診療について、患
者の理解と同意が十分に得られていない
ことに起因するトラブルが発生していま
す。「診療情報の提供等に関する指針」
では、「代替的治療法がある場合には、
その内容及び利害得失（患者が負担すべ
き費用が大きく異なる場合には、それぞ
れの場合の費用を含む。）」を医療従事者
が患者に対して丁寧に説明しなければな

らない事項として定めており、緊急性が
それほど高くない美容医療サービスの提
供に当たっては、こうした事項について
特に丁寧な説明が求められます。
　しかし、患者の理解と同意が十分に得
られていないことに起因すると考えられ
るトラブルが生じていることを踏まえ、
同省では、事前説明の内容やその方法を
具体的に示した指針として「美容医療
サービス等の自由診療におけるイン
フォームド・コンセントの取扱い等につ
いて」を定め、各都道府県等へ通知しま
した25。
　また、2011年11月から「生活衛生関係
営業等衛生問題検討会」において、まつ
毛エクステンションの施術に係る安全性
の確保等について検討を重ね、2013年６
月に教育プログラムを取りまとめまし
た。この教育プログラムの作成を受けて、
公益社団法人日本理容美容教育センター
において当該プログラムに沿って美容師
養成施設における2014年度の教科書の作
成が行われ、教育の充実が図られました。�
　また、消費者への情報提供の在り方等
についても、施術の安全性の確保につい
て検討し、これを踏まえ、地方公共団体
に対して、「まつ毛エクステンションに
係る教育プログラムと情報提供等につい
て」（2013年６月28日通知）を発出し、
健康被害のリスク等に関する情報提供等
の取組の徹底について、営業者に対する
周知や指導監督を求めました。

（ ６）�民間サービス事業者に対する第
三者認証制度の普及促進

　民間サービス業の中でも、エステティッ
ク産業や結婚相手紹介サービス業は、市

24）1992年５月22日設立：2013年４月１日より公益財団法人へ移行。
25）2013年９月27日通知。
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場として高い成長が期待されている分野
ですが、その反面、多くの消費者相談が
寄せられている現状にあり、当該産業の
健全な成長・発展にはサービス品質の確
保等により消費者の信頼を得ることが不
可欠となっています。
　そのため、経済産業省では、サービス
品質や信頼性向上の観点から、エステ
ティック産業及び結婚相手紹介サービス
業の第三者認証制度について、運用上の
課題を把握するとともに、当該認証機関
や事業者からの相談、一般の消費者から
の各種問合せ等に対応しました。
また、同制度が運用されておらず、消費
生活センター等に寄せられる苦情相談件
数が増加している業界を中心に、制度導
入の可能性・必要性等について検討を
行っています。

（ ７）�障害者の消費者としての利益の
擁護及び増進

　消費者庁では、2013年６月�に「第８
回高齢消費者・障害消費者見守りネット
ワーク連絡協議会」を開催し、「高齢者、
障害者の消費者トラブル防止のため積極
的な情報発信を行う」、「多様な主体が緊
密に連携して、消費者トラブルの防止や
「見守り」に取り組む」こと等を同協議
会の構成員と申し合わせました。その後、
同年12月に開催した第９回同協議会にお
いて、申合せ事項に関するフォローアッ
プの状況を報告しました。
　また、消費者トラブルの防止及び被害
からの救済について、各都道府県に造成
されている「地方消費者行政活性化基金」
により、被害に遭うリスクの高い消費者
（障害者、高齢者、被害経験者等）を効
果的・重点的に地域で見守る体制を構築
し、消費者トラブルの防止及び早期発見
を図る取組等を支援するとともに、障害

者の特性に配慮した消費生活相談体制整
備を図る取組等を促進しました。
　加えて、「地方消費者行政の体制整備
の推進に関する建議（2013年８月６日消
費者委員会）」を踏まえ、消費者の安全・
安心確保のための「地域体制の在り方」
に関する意見交換会を開催し、報告書を
取りまとめました。これを踏まえ、不当
景品類及び不当表示防止法等の一部を改
正する等の法律案を国会へ提出し、2014
年６月６日に成立しました。同法案では、
地方公共団体が、障害者を始めとする消
費生活上特に配慮を要する消費者への見
守り活動等を目的とした「消費者安全確
保地域協議会」を組織することができる
こととしています。

（ ８）�小規模社会福祉施設等における
スプリンクラー設備等の整備に
向けた取組

　2013年２月８日に長崎県長崎市におい
て死者５名が発生した認知症高齢者グ
ループホーム火災を踏まえ、消防庁主催
で「認知症高齢者グループホーム等火災
対策検討部会」及び「障害者施設等火災
対策検討部会」を開催し、認知症高齢者
等が入居する施設における火災対策の在
り方について検討を行いました。
　この検討結果を踏まえて、自力避難困
難な方が入居する高齢者施設及び障害者
施設等については、原則として全ての施
設にスプリンクラー設備を設置すること
を義務付ける消防法施行令（昭和36年政
令第37号）の改正を行うとともに、自動
火災報知器と火災通報装置の連動を原則
義務化する消防法施行規則（昭和36年自
治省令第６号）の改正を実施しました
（2013年12月27日公布）。
　なお、新築建築物には2015年４月、既
存建築物には2018年４月から適用されま
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す。

（ ９）乗合バスにおける転倒防止対策
　乗合バスにおける車内事故は、バスの
発進時に多く発生しており、事故による
負傷者は65歳以上の高齢者が半数以上を
占めています。
　国土交通省では、このような事故を防

止するため、2010年度に「乗合バスの車
内事故を防止するための安全対策実施マ
ニュアル」を作成し、関係団体及び事業
者等に対しチラシや通知文での周知を行
いました。また、2013年度には、消費者
庁とともに利用者等に転倒防止の注意喚
起を行うなど、車内事故の防止を呼び掛
けています。
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１ ．�消費者取引の適正化を図る
ための施策

（ １）�特定商取引法等の執行等
　消費者が商品を購入する際、通常は、
店舗に出掛けて行って商品を見比べ、自
分の必要とする品質・性能を持つかどう
かや価格等を十分考慮します。一方、事
業者からの電話で勧誘を受ける場合や、
事業者が自宅に突然訪れて勧誘される場
合もあります。このような場合、消費者
にとってみれば、いわば「不意打ち」の
ような形となり、商品について冷静かつ
十分に吟味する時間もなく、適切な判断
ができないおそれがあります。
　そこで、特定商取引法では、事業者と
消費者との間でトラブルを生じやすい取
引類型（①訪問販売、②通信販売、③電
話勧誘販売に係る取引、④連鎖販売取引、
⑤特定継続的役務提供に係る取引、⑥業
務提供誘引販売取引、⑦訪問購入）につ
いて、購入者等（消費者）の利益を保護
し、商品の流通や役務の提供を適正で円
滑なものとするため、事業者が守るべき
ルール（行為規制）と、クーリング・オ
フ等の消費者を守る民事ルールを定めて
います。事業者に同法の規制に違反する
行為が確認された場合には、業務停止命
令等の行政処分が行われています。
　あわせて、特定商取引法の執行を補完
する取組として、通信販売については、
通信販売業者に対して不適切な広告の改
善を促すとともに、インターネット・サー
ビス・プロバイダや金融庁等に対し、違
法な電子メール広告等に関する情報を提
供することにより、ウェブサイトの削除
や口座凍結等を促しています。

　特定商取引法の適用除外とされた法律
の一つである電気通信事業法（昭和59年
法律第86号）について、消費者委員会よ
り「電気通信事業者の販売勧誘方法の改
善に関する提言」（2012年12月）が出さ
れたこと等を踏まえ、総務省において消
費者保護ルールの見直し・充実について
制度的な検討が進んでいます。また、消
費者庁としても、特定商取引に関する法
律及び割賦販売法の一部を改正する法律
（平成20年法律第74号）の附則に基づき、
特定商取引法の規定の施行の状況につい
て、必要な検討を行っていく予定です。
さらに、2014年３月６日には、国民生活
センターにて電気通信事業サービスに関
する消費者への注意喚起を行い、併せて
電気通信事業法における電話勧誘販売、
訪問販売について、特定商取引法と同レ
ベルの消費者保護規定（契約時の書面交
付義務、クーリング・オフ規定等）を導
入すること等について総務省への提言を
行いました。
　このほか、消費者庁では、預託法及び
その関連法令について、制度面、運用面
の問題点を整理し、政省令等で速やかに
対応可能なものについて検討を行いまし
た。その結果を踏まえ、預託法施行令（昭
和61年政令第340号）（2013年７月公布、
９月施行）及び施行規則（昭和61年通商
産業省令第75号）（2013年６月公布、７
月施行）を改正しました。

（ ２）�消費者契約の不当勧誘・不当条
項規制の在り方の検討

　民法は、私人間の対等な当事者関係を
前提として、取引に関するルールを定め
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ていますが、そもそも消費者と事業者の
間には情報量や交渉力に格差があること
から、その格差を前提とした上で消費者
の利益の擁護を図るためのルールを定め
た消費者契約法が、2001年４月に施行さ
れました。
　消費者契約法は、あらゆる取引分野の
消費者契約（消費者と事業者の間で締結
される契約（労働契約を除く。））に幅広
く適用され、不当な勧誘行為があればそ
の契約を取り消すことができるととも
に、不当な契約条項については無効と定
めています。
　不当な勧誘行為には、消費者を誤認さ
せるものと消費者を困惑させるものがあ
ります。具体的には、消費者を誤認させ
るものとして、重要な項目について事実
と違うことを言ったり26（不実告知）、
将来の変動が不確実なことを断定的に
言ったり27（断定的判断の提供）、利益
になることだけ言って不利益になること
を故意に言わない28（不利益事実の不告
知）ことが挙げられます。
　また、消費者を困惑させるものとして
は、帰ってほしいと言ったのに帰らない
（不退去）、帰りたいと言ったのに帰し
てくれない（監禁）といったことが挙げ
られます。
　さらに、無効となる不当な契約条項と
しては、事業者の損害賠償の責任を免除
する条項や、消費者が支払うべき違約金
等の額を過大に設定する条項、消費者の
利益を一方的に害する条項が挙げられま
す。
　消費者庁では、消費者契約に関する裁
判例等の収集・分析や関係府省庁におけ

る消費者契約法や民法（債権関係）につ
いての検討の場への参加・協力等を通じ、
消費者契約の不当勧誘・不当条項規制の
在り方についての検討を行ってきている
ところです。さらに、2014年３月からは、
「消費者契約法の運用状況に関する検討
会」を開催し、消費者契約法施行後の社
会の変化（情報化、高齢化、国際化等）
への対応、民法（債権関係）改正への対
応及び消費者団体訴訟制度における差止
請求の対象を検討するため、消費者契約
法の運用状況を踏まえた立法事実の把握
や論点の整理等を行っています。
　このほか、消費者団体訴訟制度に関し
ては、2013年２月に特定商取引に関する
法律の一部を改正する法律が施行された
ことにより、差止請求の対象となる不当
行為に係る類型として、訪問購入が追加
されました。
　また、2013年６月に成立・公布された
食品表示法において、著しく事実に相違
する食品表示が差止請求の対象とされて
います（消費者団体訴訟制度関係につい
ては、施策番号127番及び128番参照）。

（ ３）�消費者の財産被害に係る隙間事
案への対応

　消費者安全法に消費者の財産被害に係
る隙間事案への行政措置が導入（2013年
４月１日施行）され、同法の厳正な執行
に努めた結果、2013年度は７件の注意喚
起及び２件の勧告を行いました。

26）例えば、中古車を販売する際に事故車であることを隠して「事故歴なし」と言うなど。
27）例えば、市場で変動するにもかかわらず「将来値上がり確実」と言うなど。
28�）例えば、宅地を販売する際に、半年後に隣にマンションが建つことで日当たりが悪くなることを知っていて「日
当たり良好」と勧誘するなど。
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（ ４）�詐欺的商法等による消費者被害
の取締り強化

ア．�生活経済事犯への取締り強化
　利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯
は、被害者に占める高齢者の割合が依然
として高く、悪質業者が高齢者を狙って
いる状況がうかがわれます。警察では、
これら国民の生活を脅かす悪質な生活経
済事犯に重点を置いた取締りを推進して
います。
　生活経済事犯を行う者は、被害金の振
込先として銀行口座を悪用するほか、被
害者等を信用させるためにバーチャルオ
フィス・商業登記を悪用するなどの事例
が認められます。さらに、法により契約
締結時に義務付けられている本人確認を
履行せずにサービスを提供する悪質な事
業者等が存在する状況が認められます。
　このような現状を踏まえ、被害回復を
目的とした犯罪収益の保全のほか、被害
拡大防止等に向け、口座凍結のための迅
速かつ積極的な金融機関への情報提供、
金融機関に対する凍結口座名義法人情報
の提供、事業者に対する解約要請、悪質
な事業者の検挙、犯行助長サービスの悪
用実態の継続的な把握・分析等の犯行助
長サービス対策を推進しています。
　なお、生活経済事犯に利用された疑い
がある口座として2013年中に警察が金融
機関に情報提供し、凍結を求めた件数は、
３万4,790件でした。
　このほか、警察庁では、教養資料を発
出するなどして、都道府県警察に対して
取締要領等について指導するとともに、
都道府県警察の捜査幹部や捜査員を招集
した全国規模の研修を２回開催するなど
して、捜査力向上を図っています。

イ．�融資保証金詐欺等への取締り強化
　融資保証金詐欺や架空請求詐欺等につ

いて、都道府県警察では、現に犯行を繰
り返す犯行グループに重点を指向し、部
門横断的な集中取締体制の構築等によ
り、検挙の徹底を図っています。また、
警察庁では、集約した情報を都道府県警
察に還元し、都道府県警察による戦略的
な取締活動を推進するとともに、都道府
県警察間の合同・共同捜査を積極的に推
進しています。
　2013年中に警察が検挙した融資保証金
詐欺は、270件（検挙人員20人）、架空請
求詐欺は、354件（検挙人員156人）でし
た。
　架空・他人名義の携帯電話や預貯金口
座等が、融資保証金詐欺や架空請求詐欺
等に利用されていることから、警察では、
これらの犯行ツールの流通を遮断し、犯
行グループの手に渡らないようにするた
め、預貯金口座を売買するなどの、犯罪
を助長する犯罪についても取締りに当
たっています。また、犯行に利用された
携帯電話の携帯電話事業者に対する契約
者確認の求め、金融機関に対する振込先
指定口座の凍結依頼等による犯行ツール
の無力化を実施しています。
　2013年中に警察が検挙した融資保証金
詐欺や架空請求詐欺等を助長する犯罪
は、金融機関から通帳・キャッシュカー
ドをだまし取る詐欺及びだまし取られた
通帳等であることを知りながら譲り受け
る盗品譲受け等は2,031件（検挙人員1,115
人）、正当な理由なく有償で通帳等を譲
り渡すなどした犯罪収益移転防止法（平
成19年法律第22号）違反は1,729件（検
挙人員1,200人）、携帯電話販売店から携
帯電話端末をだまし取る詐欺は432件（検
挙人員275人）、自己が契約者となってい
ない携帯電話端末を他人に譲り渡すなど
した携帯電話不正利用防止法（平成17年
法律第31号）違反は85件（検挙人員57人）
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でした。

ウ．�詐欺的商法による新たな消費者被害
への対応�

　未公開株や社債の勧誘等、新たな手口
による詐欺的商法に関する勧誘を巡るト
ラブルが増加したことから、2010年１月
に、消費者庁、警察庁、金融庁等の関係
省庁からなる「新たな手口による詐欺的
商法に関する対策チーム」を設置し、被
害の発生・拡大防止に向けた対策を検討
しました。そして、「情報集約から取締
までを一貫的かつ迅速に行う体制の構
築」、「注意喚起、普及啓発の強化」、「被
害の抑止・回復の迅速化に向けた制度の
運用・整備のあり方の検討」を盛り込ん
だ対応策を取りまとめ、関係省庁が連携
し、以下のとおり取り組んでいます。

①情報集約・共有
　2011年６月に、警察庁、金融庁、消費
者庁等の関係府省庁からなる消費生活侵
害事犯対策ワーキングチームにおいて、
「消費生活侵害事犯の被害が疑われる相
談情報の警察への提供について」を申し
合わせ、関係府省庁等、地方公共団体、
警察間で互いに関係情報を共有するなど
連携を深めています。
　警察庁では、金融庁や消費者庁等の行
政機関から利殖勧誘事犯被害が疑われる
相談情報の提供を受け、当該情報を関係
都道府県警察に提供し、犯罪利用口座凍
結及び被疑者検挙に活用しています。
　金融庁、証券取引等監視委員会では、
同庁、同委員会、国民生活センター及び
日本証券業協会コールセンターに寄せら
れた無登録業者等の情報を収集・分析し、

無登録業者の調査等に活用しています。

②業者への対応
　消費者庁では、既存の法令で対応困難
な財産被害事案について、事業者に対す
る措置等を設けることにより、被害の発
生・拡大を防止することを目的として消
費者安全法を改正し29、同法第40条第４
項の規定に基づき、消費者に対して不当
な勧誘行為等を行った事業者に対して当
該行為の取りやめ等を内容とする勧告を
２件実施しました（2013年度）。
　警察では、詐欺的商法による新たな消
費者被害の事案に対する取締りを重点的
に行い、未公開株取引や社債取引等をめ
ぐる事件で被疑者を検挙しています。
　また、この種の事犯等を行う者は、被
害金の受渡しに銀行口座や私設私書箱を
利用するほか、被害者等を信用させるた
めにバーチャルオフィス・商業登記を利
用するなどの状況が認められることか
ら、利用されたサービスの実態把握、口
座凍結のための迅速かつ積極的な金融機
関への情報提供、金融機関に対する凍結
口座名義法人情報の提供、宅配便事業者
に対する被害金送付先リストの提供及び
公表、事業者に対する解約要請等を推進
しています。
　さらに、この種の事案等に利用される
携帯電話や預貯金口座の不正な流通を防
止するため取締りを推進し、口座詐欺・
盗品等譲受け、携帯電話端末詐欺、犯罪
収益移転防止法違反及び携帯音声通信事
業者による契約者等の本人確認等及び携
帯音声通信役務の不正な利用の防止に関
する法律違反を検挙しています。
　また、金融庁では、無登録で金融商品

29�）消費者安全法の一部を改正する法律（平成24年法律第77号）により、消費者安全調査委員会の設置と重大な財産
被害に対する措置等の規定が加わり、前者は2012年10月に施行、後者は2013年４月に施行された。
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取引業を行っていた者152者、虚偽告知
や顧客資産の流用等の法令違反等が認め
られた適格機関投資家等特例業務届出者
29者及び無届けで有価証券の募集を行っ
ていた者１者に対して、警告書を発出し
ました。あわせて、金融庁と証券取引等
監視委員会は、これらの業者等について、
社名等を公表しました（2013年度）。
　このほか、証券取引等監視委員会では、
無登録業者及び悪質なファンド業者（適
格機関投資家等特例業務届出者）による
金融商品取引法違反行為に係る裁判所へ
の禁止命令等の申立て（２件）を実施し
ました（2013年度）。

③注意喚起・普及啓発
　消費者庁、警察庁及び金融庁では内閣
府と連携して、政府広報による注意喚起
や地方公共団体・関係機関等の協力を得
た普及啓発活動を展開しています。2013
年度には、金融庁では内閣府と連携して
「公的機関の職員を装った投資勧誘等に
関する注意喚起」と題した政府広報（ラ
ジオ番組等）を通じて、様々な手口によ
る詐欺的商法への注意を呼び掛けました。
　また、近年、高齢者を狙った消費者ト
ラブルが増加していることを受け、消費
者庁、警察庁及び金融庁は内閣府と連携
して、2012年度に引き続き、2013年９月
から政府広報（テレビCM、新聞広告、
インターネット、ポスター「おしだそう！
高齢者詐欺！」等）を通じて被害の未然
防止に向けた啓発と相談窓口の周知に取
り組みました。
　政府広報による活動のほか、既存の法
令で対応困難な財産被害事案について、
事業者に対する措置等を設けることによ
り、被害の発生・拡大を防止することを
目的として消費者安全法が改正され、消
費者庁は同法に基づき、未公開株等の取

引を利用した事案について注意喚起（い
ずれも事業者名公表）を５件実施しまし
た。
　また、高齢消費者を悪質な電話勧誘か
ら守るため、岩手県、千葉県及び大分県
の市町村（５地域）で、①高齢者522世
帯に定期的に電話を架けて問合せや注意
喚起を行うことを内容とする電話による
見守りを行うとともに、②その内238世
帯で通話を録音するなどして被害の抑止
を図るモデル事業を実施しました。
　このほか、地方公共団体等が主体的に
行う施策の成果も含め、合計20事例を分
析・検証して、全国で同様の取組の改善・
高度化を促すため、地方公共団体向けの
手引を作成しました。
　金融庁では、投資詐欺を始めとする振
り込め詐欺等の被害を水際で防止する観
点から、2013年10月、詐欺的投資勧誘の
主な事例等を記載したリーフレット「こ
れは投資詐欺の可能性！」を作成し、金
融機関に対し、同リーフレットの活用や、
店頭での預貯金の引出しや振込手続等の
際に、職員から高齢者等への声掛けを積
極的に行うことなどを要請しました。
　また、金融商品以外の様々な投資商品
についてトラブルが発生していることを
踏まえ、2013年８月、同庁ウェブサイト
において、カンボジアの「マンションの
所有権」や「農地の権利」、「エネルギー
資源」などへの投資について注意喚起を
行いました。

④制度の運用・整備の在り方の検討
　金融商品取引法（昭和23年法律第25号）
上の無登録業者が非上場の株券等の売付
け等を行った場合には、その売買契約を
原則として無効とするルールの創設、無
登録業者による広告・勧誘行為の禁止、
無登録業者に対する罰則の引上げ等を盛
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り込んだ改正金融商品取引法が施行され
ています（罰則引上げは2011年６月、そ
の他の項目は同年11月）。
　また、適格機関投資家等特例業務30の
要件を充足しないファンドを運営するよ
うな悪質な業者自体を排除すべく、届出
記載事項の追加等の法令改正による規制
強化を行い、併せて「金融商品取引業者
等向けの総合的な監督指針」の一部改正
により、届出受理時のチェック項目の追
加等の監督上の着眼点を整備し、2012年
４月から施行されました。
　問題となったファンド業者（第二種金
融商品取引業者及び適格機関投資家等特
例業務届出者）の事案も踏まえ、金融商
品取引法施行令（昭和40年政令第321号）
の改正を行い、ファンド業者が契約の締
結等に当たって虚偽告知を行った場合
を、犯則調査の対象に追加しました（2014
年１月24日公布、同月27日施行）。また、
クラウドファンディングの制度整備に際
して、投資者保護のためのルールを盛り
込んだ金融商品取引法等改正法案を国会
に提出し、2014年５月23日に成立ました。
　このほか、既存の法令で対応困難な財
産被害事案について、事業者に対する措
置等を設けることにより、被害の発生・
拡大を防止することを目的とする消費者
安全法の一部を改正する法律（平成24年
法律第77号）が2012年８月に成立し、
2013年４月１日から施行されました。
　消費者庁では、改正消費者安全法に基
づき、地方公共団体が消費者安全法の運
用に参加する働きかけとして、消費者の

財産被害に係る事態が発生した場合に地
方公共団体の長等が行うこととすること
ができる事務について地方公共団体に同
意を求め、地方公共団体の長が行うこと
とする事務の範囲等を定める告示の改正31

を行いました。これにより、消費者の財
産被害に係る事態が発生した場合に改正
消費者安全法に基づく立入調査等の事務
を行うことについて同意した地方公共団
体は延べ１都２府29県11政令市となって
います。

エ．�CO２排出権取引への投資に係る諸
問題への対応

　CO2排出権取引に関する相談の多く
は、CFD32（差金決済）取引の複雑な仕
組みやリスクを十分に理解できないま
ま、必ずもうかる、元本を保証する、環
境問題に貢献できるなどといった勧誘に
より契約してしまい、多額の損失を被っ
たというものです。
　2011年１月頃から相談が寄せられ始
め、現在は月に数十件の相談を受けるま
でに急増しています。この状況を受け、
国民生活センターは、同年９月に相談事
例を踏まえた手口公表を行いました。政
府広報では、2012年10月に引き続き、
2013年９月に高齢者のトラブルを未然に
防止するための広報を実施し、消費生活
に潜む危険の手口の一つとして紹介して
います。
　また、CFD取引に係るサービスの提
供等、CO2排出権の取引の形態によって
は、特定商取引法の規制対象となる場合

30�）通常、ファンド業務（ファンドの運用や販売勧誘）を行う場合には、金融商品取引法の厳格な登録が必要だが、
一定の要件を満たすことにより、簡易な届出のみで、ファンド業務を行うことができる。
31�）2013年４月１日官報公示、同日施行及び2014年２月17日官報公示、2014年４月１日施行
32�）Contract�For�Difference�の略。差金決済取引とは、現物の受け渡しをせず、売買の利益や損失のみを決済する取
引。市場価格を指標に、証券会社など取扱業者と顧客が相対取引を行い、買った時の価格より高く売れば差金をも
らい、低く売れば差金を支払う。
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があり、消費者庁では2012年６月に同法
違反で取引業者を行政処分するなど、適
切な法執行を行っています。
　さらに、消費者庁、金融庁、経済産業
省、環境省の４省庁では、CO2排出権に
関係する制度や消費者からの相談の実
態、類似の取引に対する規制の状況等に
ついて情報・意見を交換する場を設けて、
この問題に対して連携して取り組んでい
ます。
　2013年３月には、警察庁を含む５省庁
でリーフレットを作成し、被害の多い高
齢者を中心とした一般消費者に向けた意
識啓発を行いました。
　しかし、全国の消費生活センター等に
寄せられる相談件数は、2010年度には57
件であったものが、2011年度には652件、
2012年度には809件と急増し、2013年度
には709件と前年度よりやや減少したも
のの、依然として多数に上っています。
このことから、引き続き、様々な方法で
消費者に意識啓発を継続するとともに、
CO2排出権取引に関係する制度や消費者
被害の実態等を踏まえ、効果的な対策を
検討しています。

（ ５）金融分野の取引の適正化
ア．�クレジット取引等への対応
①改正割賦販売法の適切な運用
　クレジット業者等信用購入あっせん業
者の過剰な信用供与による多重債務者発
生を未然に防止する観点から、2008年に
割賦販売法（昭和36年法律第159号）を
改正し、クレジットカード発行に係る審
査等に際して、申込者が支払可能である
と見込まれる金額について算定し、それ
に応じて信用供与することとする規制を
導入しました。
　割賦販売法の規制を事業者が遵守して
いるかなどを立入検査により確認するた

め、経済産業省は2013年度に「信用購入
あっせん業者等に対する立入検査に係る
基本方針（2013年６月28日）」を策定し
ており、当該基本方針において、上記規
制を遵守するための体制整備について重
点的に検証することを明記しています。

②加盟店情報交換制度の強化
　クレジット取引における悪質な加盟店
による消費者被害を防止するため、割賦
販売法に基づく認定割賦販売協会が実施
する加盟店情報交換制度において、消費
者からの申出に基づく登録制度を新設
し、消費者保護の更なる向上を図りまし
た。

③�携帯電話機の分割払いトラブルのモニ
タリング
　スマートフォン等の高額な携帯電話機
の分割払いによるトラブルが多く見られ
るようになったことに伴い、2012年度は
政府広報による注意喚起を実施したとこ
ろであり、2013年度もトラブル件数の増
減やその内容について、継続的なモニタ
リングを実施しています。

イ．�多重債務問題解決のための取組
　消費者金融市場が拡大する中で、返済
能力を超えるような過剰な貸付けが行わ
れるようになりました。その結果、返済
のために別の業者から更に借り入れて借
金が増え続けたり、借金苦を理由とした
自殺者が出たりするなど社会問題として
の多重債務問題が深刻化しました。
　これを背景とし、「貸し手」に対する
所要の規制強化を図るため、いわゆる「総
量規制」と「上限金利引下げ」をポイン
トとする改正貸金業法が2006年12月に成
立し、2010年６月18日に完全施行されま
した。同改正法の成立を機に、「借り手」
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に対する総合的な対策を講じるため、政
府は、関係大臣からなる「多重債務者対
策本部」を設置しました。同本部の下で、
2007年に「多重債務問題改善プログラム」33

を取りまとめ、関係府省が一体となって、
多重債務者向け相談体制の整備・強化を
始めとする関連施策に取り組んでいます。
　多重債務者からの相談については、各
地方公共団体の多重債務相談窓口、消費
生活センターや各地方財務局、関係団体
等が受け付けています。
　消費者庁では、「地方消費者行政活性
化基金」を通じ、弁護士や金融機関等の
専門家を講師とした多重債務問題研修の
実施等、地方公共団体等が行う多重債務
者対策の取組を支援しています。また、
国民生活センターでは、消費生活相談員
等を対象とした多重債務関連講座を開講
し、その能力向上を図っています。さら
に、金融庁及び消費者庁は、相談員向け
の「多重債務者相談の手引き」を作成の
上、全国の地方公共団体等に配布すると
ともに、相談員等を対象とする研修を実
施しています。
　なお、ヤミ金34の取締りの強化につい
ては、ヤミ金融事犯利用口座凍結のため
の金融機関への情報提供、ヤミ金業者に
対する電話警告、携帯電話不正利用防止
法に基づく契約者確認の求め等やイン
ターネット上の無登録貸金業広告の削除
要請を行っています。このほか、2012年
度から2013年度にかけて、ヤミ金業者が
質屋営業を装い、担保価値の無い物品を
質入れさせた上で、実質的に年金等を担

保にして金銭の貸付けを行い、高額な金
利等の支払を求める事案（いわゆる「偽
装質屋」）に関する相談が寄せられたこ
とを受け、消費者庁及び国民生活セン
ターでは消費者に向けて偽装質屋を利用
しないよう注意喚起を行いました（2013
年６月３日）。

【上記取組の実績】
・�地方公共団体等の多重債務相談窓口の
設置状況：財務局、都道府県では全て
設置済み、市区町村では1,711市区町
村（全体の約98％）で設置済み。
・�2013年中におけるヤミ金融事犯の検挙
事件数及び検挙人員：341事件、523人
（前年比＋16事件、＋53人）
・�2013年中のヤミ金融事犯利用口座凍結
のための金融機関への情報提供件数：
30,954件（前年比＋7,168件、＋30.1％）
・�2013年中の携帯音声通信事業者への契
約者確認の求めを行う旨の報告を受け
た件数：6,414件(出資法又は貸金業法
に基づくもので、警察庁が都道府県警
察（生活安全部門）から報告を受けた
件数)
・�2013年中のインターネット上のヤミ金
融事犯広告の削除要請件数：1,657件
（前年比＋1,238件）

ウ．�商品先物取引法の適正な執行
　経済産業省と農林水産省では、2013年
度も引き続き、商品先物取引法（昭和25
年法律第239号）35に基づく立入検査及び
監督を実施したほか、犯罪収益移転防止

33�）同プログラムでは、「相談窓口の整備・強化」、「セーフティネット貸付の提供」、「金融経済教育の強化」、「ヤミ
金の取締り強化」の４つの柱に沿って、取り組むべき施策等がまとめられている。
34）出資法違反（高金利等）、貸金業法違反及び貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行等に係る事犯。
35�）「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現するため、商品取引所法が改正され、名称も商
品先物取引法に変更された（2009年７月10日公布、2011年１月１日完全施行）。消費者の保護を図るため、取引所
取引に加え取引所外取引や海外商品先物取引について参入規制（許可制）を導入した。また、勧誘を要請しない一
般顧客への訪問・電話による勧誘（不招請勧誘）の原則禁止等についての規定を導入し、行為規制を強化した。
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法に基づく立入検査及び監督を実施しま
した。その結果、商品先物取引に関する
苦情や相談の件数は減少傾向にあります。
【商品先物取引に関する苦情受付件数】
　　　　　2009年度　191件
　　　　　2010年度　133件
　　　　　2011年度　�73件
　　　　　2012年度　�78件
　　　　　2013年度　�73件

（※）経済産業省・農林水産省の合算
　また、商品先物取引に関する委託者等
の実態調査を行い、国内商品先物取引（通
常取引、損失限定取引）、外国商品先物
取引及び店頭商品デリバティブ取引に関
する実態を把握したところであり、当該
調査の結果は、引き続き商品先物取引に
関する制度立案や運用のための基礎資料
として活用しています。

エ．�金融商品取引法の厳正な運用
①�AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見
直し
　AIJ事案を踏まえ、厚生年金基金が特
定投資家（いわゆる「プロ」）になるた
めの要件の限定や不正行為に対する牽制
の強化等の資産運用規制の見直しを盛り
込んだ「金融商品取引法等の一部を改正
する法律」（2013年６月19日公布）の整
備を行いました。また、同法の施行に伴
い、関係政令・内閣府令の整備を行いま
した（政令（20日後施行部分）：2013年
７月３日公布・同年７月９日施行、政令
（１年以内施行部分）：2014年１月24日
公布、2014年４月１日施行、府令（１年
以内施行部分）：2014年２月14日公布・
同年４月１日施行）。

②行政処分の実施状況について
　2013年度、投資者保護等の観点から重
大な問題が認められた金融商品取引業者

等17者に対し、行政処分を行い、公表し
ました。
　そのうち、第二種金融商品取引業者（以
下「二種業者」という。）に対しては６
者に行政処分（登録取消等）を行いまし
た。

③二種業者に対する規制の見直し
　2013年４月に行政処分を行った二種業
者（MRI INTERNATIONAL, INC.）の
事案も踏まえ、行政対応の充実等に資す
るため、以下の対応を行いました。
・�政令の改正を行い、契約の締結等に当
たって虚偽告知を行った場合を犯則調
査の対象に追加（2014年１月24日公布、
同年１月27日施行）。
・�内閣府令の改正を行い、契約締結前交
付書面の記載事項の充実及び当局に提
出される事業報告書の改善（2014年２
月14日公布、同年４月１日施行）。
・�第186回国会に以下の規制を盛り込ん
だ金融商品取引法の改正案を提出し、
2014年５月23日に成立。
　ⅰ）�二種業者が、ファンドに出資され

た　金銭が目的外に流用されてい
ることを知りながら、その募集の
取扱いを行うこと等の禁止。

　ⅱ）�二種業者について、国内拠点の設
置等を義務付け　など。

・�二種業者に対する検査・監督を強化す
るため、2014年度機構定員の増員を要
求し、監督部門、検査部門それぞれに
おいて、所要の増員措置。

④�証券会社等における高齢顧客に対する
適切な勧誘・販売態勢の確保について
　2013年10月、日本証券業協会において、
高齢顧客に対する金融商品の適切な勧
誘・販売態勢を確保するために自主規制
規則を改正しました。これを受け、2013
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年12月16日に金融商品取引業者等向けの
総合的な監督指針の改正を行い、監督上
の留意事項を示しました。

オ．�消費者信用分野における諸問題への
対応

　改正貸金業法の施行状況については、
同法の完全施行（2010年６月）に際し、
金融庁、消費者庁及び法務省において、
施行後の状況をフォローするため、関係
者ヒアリング等を実施した結果、特定の
制度の見直しが必要となるような実態は
把握されないとの結論を得ました。
　また、近年では、貸金業者から５件以
上の無担保無保証借入れの残高がある人
数が大きく減少していること（2007年３
月：171万人→2014年３月：17万人36）や、
多重債務を理由とする自殺者数も減少し
ていること（2007年：1,973人（全自殺
者数３万3,093人）→2013年：688人（全
自殺者数２万7,283人）37）、金融庁・財務
局等・日本貸金業協会における貸金に関
する１日当たりの相談・苦情件数が減少
してきていること（2010年６月：304件
→2014年２月199件）等を踏まえれば、
改正貸金業法が多重債務者対策の上で相
応の効果があったものと見られます。
　そのほか、クレジット取引における悪
質な加盟店による消費者被害を防止する
ため、割賦販売法に基づく認定割賦販売
協会が実施する加盟店情報交換制度にお
いて、消費者からの申出に基づく登録制
度を新設し、消費者保護の更なる向上を
図りました。（第２部第１章第２節（５）
ア「クレジット取引等への対応」を参照）。

カ．�金融機関における犯罪の未然防止、
拡大防止、被害回復

　預金口座を利用した悪質な事例が大き
な社会問題となっていることを踏まえ、
金融庁では、預金口座の不正利用に関す
る情報について、情報入手先から同意を
得ている場合には、明らかに信ぴょう性
を欠くと認められる場合を除き、当該口
座が開設されている金融機関及び警察当
局への情報提供を速やかに実施すること
としており、その情報提供件数等につい
ては、四半期ごとにウェブサイトにおい
て公表しています（2013年度においては、
2013年４月、７月、10月、2014年１月に
公表）。
　振り込め詐欺等の被害者に対する返金
率の向上については、「振り込め詐欺救
済法に定める預保納付金を巡る諸課題に
関するプロジェクトチーム」の最終取り
まとめ（「預保納付金の具体的使途につ
いて」）において、引き続き、振り込め
詐欺救済法に定める返金制度の周知徹底
を図ることとされました。2012年に引き
続き、返金率の向上に向けた取組の一環
として、①2013年８月から2014年３月31
日までの間、返金制度に係るインター
ネット広告を掲載し、広く一般国民に向
けて周知、②2013年11月、視覚障害者向
け音声広報CDによる政府広報を実施し
ました。また、2013年５月、公的機関を
装い、振り込め詐欺救済法に基づく被害
回復制度をうたった不当な勧誘を行う者
の存在が確認されたことから、金融庁及
び預金保険機構のウェブサイト上におい
て、不当な勧誘に関する注意喚起を実施
しました。
　なお、返金率は、2012年度が78.4％、

36）出典：株式会社日本信用情報機構
37）出典：警察庁統計
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2013年度が78.3％となっており、法施行
当 初（2008年 度：55.8 ％、2009年 度：
43.4％）と比較すると、被害者救済はよ
り一層進んでいるものと考えられます。
　振り込め詐欺救済法に基づく預保納付
金を用いた犯罪被害者等支援事業（犯罪
被害者等の子供に対する奨学金貸与事
業、犯罪被害者等支援団体に対する団体
助成事業）は、公益財団法人日本財団を
当該事業の担い手として決定し、2012年
12月18日より開始されました。
　2013年８月から2014年３月31日までの
間、犯罪被害者等支援事業に係るイン
ターネット広告を掲載し、広く一般国民
に向けた周知を実施しました。
　2012年10月、金融機関から「スキミン
グ38等により不正に入手したカード情報
から偽造キャッシュカードを作製し、他
人の預貯金を引き出す手口の犯罪が増加
している」との情報が警察に寄せられま
した。それらの被害の多くで特定の企業
が発行する磁気ストライプカードが悪用
されていることが判明し、また、それら
のカードは誰もが自由に、かつ、大量に
入手できる方法で配布されていたため、
警察では、同企業を始めとした関係団体
に対して配布方法の見直し等を要請しま
した。
　また、被害状況から暗証番号設定式の
貴重品ボックスを設置するゴルフ場等で
のスキミングがうかがえたことから、同
年12月、関係団体に対して、ゴルフ場に
おける不審者に対する声掛け、受付時の
利用客に対する貴重品ボックス利用時の
注意喚起（キャッシュカードの暗証番号
とは違う番号の設定）等の防犯対策の強
化を要請しました。
　さらに、銀行ATMのカード挿入口に

取り付けられたスキマーや防犯カメラを
偽装した暗証番号盗撮用の小型カメラに
よってカード利用に関する情報を不正に
入手する事案が発生したことから、金融
機関に対して、ATMコーナーにおける
警戒の強化、利用者に対する注意喚起の
徹底、ICキャッシュカードの更なる普
及促進等について要請しました。
　金融庁では、同庁ウェブサイトにて、
キャッシュカード利用者に対する注意喚
起を継続的に実施しているほか、2013年
５月、８月、11月、2014年２月には偽造
キャッシュカード等による被害発生状況
及び金融機関による補償状況について公
表しました。
　それとともに、2013年７月、2012年度
の偽造キャッシュカード問題等に対する
対応状況について、アンケート調査を実
施し、取りまとめの上、公表しました。
当該調査によると、ICキャッシュカー
ドを導入した金融機関の割合が増加する
など、金融機関による情報セキュリティ
向上への取組が着実に実施されています。
　加えて、2013事務年度の監督方針に、
偽造キャッシュカード等への対応など、
金融機能の不正利用の防止を重点事項と
して明記し、検証しました。
　振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の
被害者の多くは高齢者であり、また、被
害金の多くはＡＴＭや金融機関の窓口を
利用して出金又は送金されているのが実
態です。これらを踏まえ、警察では、被
害を未然に防止するため、金融機関に対
し、窓口職員等による高齢者を中心とし
た顧客に対する声掛けの徹底を要請して
います。同時に、「金融機関職員による
声掛けは、警察の要請に基づき実施して
いる」旨を記載した説明文書や声掛け用

38）真正なカードのデータを、スキマー（磁気情報読取装置）を用いて読み取る行為。
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のチェックリストの金融機関への提供、
金融機関と連携した声掛け訓練等を行っ
ており、その結果、声掛けによる特殊詐
欺被害の阻止率は年々上昇しています。
　さらに、特殊詐欺による被害額を最小
限に抑えるため、2011年３月、警察庁か
ら全国銀行協会に、2013年１月には全国
信用金庫協会に対し、それぞれの協会加
盟金融機関における１日当たりＡＴＭ利
用限度額の初期設定を引き下げるよう要
請し、これまでに多くの金融機関でＡＴ
Ｍの利用限度額が引き下げられています。
　このほか、金融庁では、2013事務年度
の監督方針に、振り込め詐欺等への対応
など、金融機能の不正利用の防止を重点
事項として明記し、金融機関における不
正利用口座の利用停止等の対応状況を検
証しました。また、2014年２月、警察庁
や全国銀行協会と連携し、振り込め詐欺
等の未然防止を図るリーフレット「『家
族の絆』で振り込め詐欺を予防！」を作
成し、金融庁ウェブサイトに掲載するこ
とにより、振り込め詐欺等が身近な危険
であることを家族間で共有・注意喚起を
行うよう振り込め詐欺等の未然防止のた
めの協力依頼を行いました。加えて、上
記活動の一環として、関係団体に対して、
会員企業等の職員への周知を依頼しまし
た。

（ ６）住宅分野の取引の適正化
ア．�賃貸住宅の賃借人の居住の安定
　昨今、賃貸住宅への入居に当たり、従
来の連帯保証人に代わるものとして、家
賃債務保証業者による機関保証の役割・
必要性が増しています。そのため、国土
交通省では、家賃債務保証をめぐる消費
者相談等の状況を踏まえ、家賃債務保証
会社を利用する賃借人及び賃貸人の基本
的属性、家賃債務保証会社の利用状況、

家賃債務保証業に関する消費者相談内容
等について、賃借人、賃貸人それぞれに
対して、アンケート等による調査を行う
など、家賃債務保証の実態を把握し、家
賃債務保証業者の適正な運営の確保や賃
借人の居住の安定を図るための必要な諸
施策の検討を行っています。
　また、民間賃貸住宅をめぐるトラブル
の未然防止のため、「原状回復をめぐる
トラブルとガイドライン」及び「賃貸住
宅標準契約書」の取りまとめを行い、ウェ
ブサイトに掲載等するとともに、賃貸住
宅の入退去に係る留意点をインターネッ
トテレビにより注意喚起を行っています。

イ．�既存住宅流通やリフォーム工事に係
る悪質事案の被害防止

　国土交通省では、既存住宅流通やリ
フォーム工事に係る悪質事案の被害防止
の観点から、以下のような取組を行って
います。
　「住まいるダイヤル」（公益財団法人住
宅リフォーム・紛争処理支援センター）
において、リフォーム工事の内容や価格、
事業者に確認すべき点等に関する相談を
含めた住宅に関する電話相談業務、リ
フォーム工事の見積書についての相談を
行う「リフォーム無料見積チェックサー
ビス」を実施しています。また、各地の
弁護士会における「専門家相談制度」等
の取組を進めています。さらに、住まい
るダイヤルのウェブサイトにおいて、住
まいるダイヤルや専門家相談制度で受け
付けた住宅に関する悪質事案を含む代表
的な相談内容と相談結果を公表しました。
　他方、消費者が安心してリフォームが
できるよう施工中の検査と欠陥への保証
がセットになったリフォーム瑕

か

疵
し

保険
や、大規模修繕工事瑕疵保険、消費者が
安心して中古住宅の取得ができるよう検
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査と欠陥への保証がセットになった既存
住宅売買瑕疵保険等において、引き続き、
これらの保険を利用する事業者に住宅瑕
疵担保責任保険法人への登録を求める制
度を実施し、各保険法人はウェブサイト
で各登録事業者を公開しています。
　なお、登録事業者は一般社団法人住宅
瑕疵担保責任保険協会のウェブサイトで
も公開され、消費者は事業者選びの参考
とすることができます。
　また、リフォーム支援制度を紹介した
ガイドブックや住まいるダイヤルが作成
する各種パンフレット等で、住まいるダ
イヤルや、リフォーム瑕疵保険の有用性
等について消費者に周知しました。
　さらに、中央建設業審議会39が作成・
勧告している戸建て住宅等の比較的規模
の小さな民間工事を想定した標準的な約
款（民間建設工事標準請負契約約款（乙））
について、利用促進のため周知に努めて
います。また、見積書の交付を促進し、
リフォーム工事等において見積書が手元
にないことによる契約後のトラブルを防
止するため、建設業者が注文者から求め
られた場合の見積書の「提示義務」を「交
付義務」とすること等を内容とする「建
設業法等の一部を改正する法律案」を
2014年３月に国会に提出し、同年５月29
日に成立しました。
　このほか、国土交通省では、事業計画
の認可等を通じて住宅瑕疵担保責任保険
法人が行う完成保証の適正な運用につい
て必要な助言を行いました。

（ ７）�有料老人ホーム等に係る契約等
の適正化

　入居一時金の償却についての透明性を
高める観点から、厚生労働省では、事業
者団体や消費者関係団体、地方公共団体、
国土交通省と連携して、有料老人ホーム
等の高齢者向け住まいへの入居を考えて
いる消費者向けに「－高齢者向け住まい
を選ぶ前に－消費者向けガイドブック」
を作成し（2012年度）、入居者が支払う
金額や契約が終了した場合に返還される
金額について、消費者向けに分かりやす
い説明を行うことを念頭に、モデルケー
スを設定し、グラフや表を用いて説明を
行っています。
　また、消費者向けの説明資料としての
活用を促進するため、地方公共団体や事
業者への送付やウェブサイトでの公開を
行うなど、周知に努めています。
　なお、2013年度の老人保健健康増進等
事業において2012年度の法改正以降にお
ける入居一時金についての実態調査を行
い、実態の把握に努めています。

（ ８）�警備業法の運用の適正化
　警備業は、施設警備、雑踏警備、交通
誘導警備、現金輸送警備、ボディーガー
ド等の種々の形態を有しており、ホーム
セキュリティ等の需要も拡大するなど、
国民生活に幅広くサービスを提供してい
ます。また、空港や原子力発電所のよう
なテロの標的とされやすい施設での警備
も担っています。こうした警備業が果た
す役割を踏まえ、警察では、警備業法（昭
和47年法律第117号）に基づき、警備業
者に対する指導監督を行い、警備業務の

39�）建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）等に基づき、経営事
項審査の項目と基準（建設業法第27条の23）や、建設工事の標準請負契約約款（建設業法第34条）等の事項につい
て審議を行っている。
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実施の適正と警備業の健全な育成を図っ
ています。
　警備業に対する社会的な需要が拡大す
る中で、警備業務の内容や契約の対価、
解除等の条件に関する説明がなかったな
ど、契約時における警備業者の説明が不
十分であることに起因する苦情が数多く
発生したため、2004年の警備業法の改正
で書面の交付に関する規定（第19条）が
新設されました。これにより、警備業者
は依頼者に対し、契約の成立前に書面を
交付して重要事項を説明しなければなら
ず、また、後日の紛争を防ぐため、契約
締結後に契約内容を記載した書面を交付
しなければならないこととされ、警備業
務の依頼者の保護が図られました。
　各都道府県警察は、警備業法第19条の
規定に基づく契約内容の書面交付が確実
に実施され、警備業務の依頼者の保護が
図られるよう、各種講習会や定期立入検
査など、様々な機会を捉えて警備業者に
対する指導を行い、さらには、違反業者
に対して行政処分を実施するなど、警備
業者に対する指導監督を継続的に実施し
ています。

（ ９）�探偵業法の運用の適正化
　探偵業は、個人情報に密接に関わる業
務でありながら、何らの法的規制もなさ
れず、調査の対象者の秘密を利用した恐
喝事件、違法な手段による調査、料金ト
ラブル等の問題が指摘されていました。
　このような状況に鑑み、2006年６月、
第164回国会において、探偵業の業務の
運営の適正を図り、もって個人の権利利
益の保護に資することを目的とし、探偵
業を営もうとする者の都道府県公安委員
会への届出制、探偵業者の遵守事項、探
偵業者に対する監督等について定めるこ
とを内容する探偵業の業務の適正化に関

する法律（平成18年法律第60号）（以下「探
偵業法」という。）が制定され、2007年
６月に施行されました。
　これにより、探偵業者は、依頼者と探
偵業務を行う契約を締結しようとすると
きは、依頼者に対し、重要事項について
書面を交付して説明しなければならず、
また、依頼者と探偵業務を行う契約を締
結したときは、遅滞なく、重要事項につ
いて契約の内容を明らかにする書面を依
頼者に交付しなければならないこととさ
れ、探偵業務の依頼者の保護が図られま
した。
　各都道府県警察は、探偵業法第８条の
規定に基づく契約内容の書面交付が確実
に実施され、探偵業務の依頼者の保護が
図られるよう、各種講習会や立入検査な
ど、様々な機会を捉えて探偵業者に対す
る指導を行い、さらには、違反業者に対
して行政処分を実施するなど、探偵業者
に対する指導監督を継続的に実施してい
ます。

２ ．�表示・規格・計量の適正化
を図るための施策

（ １）食品表示の信頼性確保
ア．�食品表示一元化に向けた取組
　食品一般について、その内容に関する
情報の表示ルールを定めた法律として、
現在、食品衛生法、JAS法、健康増進法
の３法があります。これら３法に基づき
複数の表示基準が定められ、それらの基
準に従って表示が行われていますが、制
度が複雑であるとともに、用語の定義が
異なるなど分かりにくいものとなってい
ました。
　このため、一元的な法律を制定するこ
とにより、３法の複雑なルールを統合す
るなど食品表示に関する包括的かつ一元
的な制度を構築するため、消費者庁では
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2011年９月より、学識経験者、消費者団
体、事業者団体等で構成される「食品表
示一元化検討会（座長：池戸重信宮城大
学特任教授）」を立ち上げ、2012年８月
に報告書を取りまとめました。同報告書
では、食品表示は、消費者の安全の確保
や自主的かつ合理的な選択の機会の確保
など消費者基本法に掲げられた消費者の
権利の実現を図る上で重要な役割を果た
すものであることを前提として、食品表
示の一元化のための新法の立案に向けた
基本的考え方を示しています。また、こ
れまで事業者の任意とされていた栄養表
示に関しては、近年の生活習慣病等の増
加、その対応策としての適切な食事と運
動の重要性、海外における栄養表示の義
務化の動き等を踏まえ、栄養表示を事業
者に義務付けることが適当とされました。
　こうした報告書の内容をもとに、食品
表示を一元化する法律の立案を行い、
2013年４月５日に「食品表示法案」とし
て閣議決定し、国会に提出しました。そ
の後、衆議院、参議院での審議を経て成
立し、同年６月28日に公布されました。
　食品表示法に基づく新たな食品表示基
準策定に当たっては、消費者委員会食品
表示部会及びその下に設置された３つの
調査会（栄養表示に関する調査会、生鮮
食品・業務用食品の表示に関する調査会、
加工食品の表示に関する調査会）におい
て、2013年11月より審議が行われている
ところです。
　食品表示基準の策定に当たっては、
・�食品及び事業者の分類に従って整序す
るとともに、食品の性質等に照らし、
できる限り共通ルールにまとめる、
・�現行の栄養表示基準を、実行可能性の
観点から義務化にふさわしい内容に見
直す、
・�安全性に関する事項に係るルールを、

より分かりやすいように見直す、
等の策定方針に基づき、様々な立場の意
見を広く収集しながら、消費者の求める
情報提供と事業者の実行可能性とのバラ
ンスを図り、双方にとって分かりやすい
表示基準を策定するよう努めることとし
ています。

イ．�食品の原産地等の表示の適正化
　2011年９月から2012年８月にかけて、
消費者庁において食品表示一元化検討会
を開催して取りまとめた「食品表示一元
化検討会報告書」（2012年８月９日）に
おける今後の検討課題として、
・加工食品の原料原産地表示
・�中食、外食やインターネット販売の取
扱い
・�その他の個別の表示事項（遺伝子組換
え表示など）
が示されました。
　一方で、2013年６月28日に公布された
食品表示法は、公布の日から２年を超え
ない範囲内において政令で定める日から
施行することとされており、同法に基づ
く食品表示基準は、同法の施行までに策
定する必要があります。
　このため、まずは、法の施行に間に合
うよう食品表示基準策定に優先的に取り
組み、今後の検討課題については、食品
表示基準策定のめどがついた段階から順
次検討を行っていくこととしています。
それらの検討に先立ち、まずは、諸外国
の表示ルールの調査や事業者ヒアリング
等について、並行的に進められるものか
ら実施しています。
　2008年９月、非食用として流通した、
いわゆる事故米穀が食用に不正転売さ
れ、米菓や焼酎等の原材料に紛れ込み、
加工された商品が一般に流通していたこ
とが明らかとなり、農林水産省の「米流
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通システム検討会」での検討を踏まえ、
2009年４月に米トレーサビリティ法が成
立しました。同法では、対象事業者に、
2010年10月から取引等の記録の作成・保
存が、2011年７月から原料米に関する産
地情報の伝達が、それぞれ義務付けられ
ました。
　具体的には、小売店等で販売されてい
る米飯類、だんごや米菓、清酒、焼酎等、
米を使った加工品については、容器・包
装や店頭等に原料米の産地が明記、又は
産地情報を知ることができる方法（ウェ
ブサイトや電話番号等）が記載されてい
るので原料米の産地を知ることができま
す。また、外食店で提供される米飯類に
ついては、店内掲示、メニューへの記載、
店員への問合せ等の方法で知ることがで
きます。
　農林水産省及び国税庁では、米トレー
サビリティ法に基づく米穀等に係る産地
情報の伝達状況の確認等のため、米穀事
業者に対する巡回立入検査等を全国で実
施し、制度の定着を図っています。

ウ．食品表示等問題への対応
　2013年秋以降、ホテルが提供する料理
等のメニュー表示に関して、表示と異な
る食材が使用されていた事実が次々と明
らかになり、国内外の消費者の「日本の
食」に対する信頼を揺るがす問題（いわ
ゆる「食品表示等問題」）が発生しました。
これを受け、消費者庁では、問題の解決
に向けて、様々な対策を行いました。
　まず、景品表示法の不当な表示の考え
方及びメニュー表示等の食品表示に係る
これまでの違反事例（考え方及び事例集）
を取りまとめるとともに、同年11月６日

及び８日に、関係団体に対して、傘下の
事業者にこれを周知させること等を要請
したほか、同月８日には、森内閣府特命
担当大臣からこれらの関係団体に対し
て、再発防止策を要求しました。
　また、同月11日には、菅内閣官房長官
が出席し、森内閣特命担当大臣の下に設
置された「食品表示等問題関係府省庁等
会議」（第１回）を開催しました。同年
12月９日に行われた同会議（第２回）で
は、今後の対策として「食品表示の適正
化について」を決定しました。
　さらに、同月19日には、個別事案への
対応として、景品表示法違反が認められ
た事業者３社に対して措置命令を行いま
した。加えて、同日に、メニュー・料理
等の食品表示に係る景品表示法上の考え
方を整理し、事業者の予見可能性を高め
ること等を目的とする「メニュー・料理
等の食品表示に係る景品表示法上の考え
方について（案）」を作成・公表し、
2014年３月28日には、成案である「メ
ニュー・料理等の食品表示に係る景品表
示法上の考え方について」を策定・公表
しました。
　このほか、行政の監視指導体制の強化
に向けた取組として、農林水産省の協力
を得て、同省の食品表示Ｇメン40、米穀
流通監視官等に対し、2014年２月26日に、
一定期間の消費者庁への併任発令を行っ
たことにより、景品表示法に基づくレス
トラン、百貨店等への監視指導体制を強
化したほか、食品表示等の適正化に向け
た抜本的な対策を採るため、同年３月11
日、不当景品類及び不当表示防止法等の
一部を改正する等の法律案を国会へ提出
し、同年６月６日に成立しました。

40�）農林水産省が不適正な食品表示の調査・指導などを行うため、農林水産本省、地方農政局及び地域センター等の
表示・規格課などに配置している職員の通称。
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エ．�健康食品の表示等の情報提供
　消費者庁では、2009年11月から2010年
７月まで、「健康食品の表示に関する検
討会」を開催し、同年８月にその論点整
理を取りまとめました。この論点整理を
踏まえ、新たな成分に係る保健の機能の
表示を認める可能性の検討に当たっての
基礎調査として、2011年度に「食品の機
能性評価モデル事業」を実施し、文献等
を用いて食品成分の機能性評価を行う場
合の主な課題を示しました。また、2011
年６月に「特定保健用食品の表示に関す
るＱ＆Ａ」を公表し、容器包装の表示だ
けでなく広告を含め、具体的に違反のお
それのある事例とその考え方を示しまし
た。さらに、特定保健用食品の審査の透
明性、公平性の確保のため、2012年度に
「特定保健用食品の審査基準の検討事業」
を実施しました。同事業の結果を受け、
消費者庁では特定保健用食品の表示許可
申請に係るヒト試験のデザインをより明
確に提示するため、特定保健用食品の審
査基準の通知の改正を予定しています。
　また、健康食品の表示等に関する執行
の強化として、2011年６月以降、通年的
にインターネットにおける健康食品等の
虚偽・誇大表示に対する監視を行い、健
康増進法に違反するおそれのある表示に
ついて、事業者に対して改善要請を行う
とともに、薬事法を所管する厚生労働省
担当部署との間で、連絡会議を設置し、
連携を深めています。
　健康食品の表示の適正化に向けた取組
としては、2013年７月に食品表示に係る
執行事務を一元的に担う体制として、食
品表示対策室を設置するとともに、同年
12月には、「いわゆる健康食品に関する
景品表示法及び健康増進法上の留意事項
について」を公表し、健康食品の表示・
広告に関する考え方や判断基準を明らか

にしました。
　このほか、規制改革実施計画（2013年
６月14日閣議決定）及び日本再興戦略
（2013年６月14日閣議決定）に基づき、
いわゆる健康食品等の加工食品及び農林
水産物に関し、企業等の責任において科
学的根拠を基に機能性を表示できる新た
な方策について、2013年度中に検討を開
始し、2014年度中に結論を得た上で実施
することとされており、消費者庁では「食
品の新たな機能性表示に関する検討会」
を2013年12月より開催しています。その
際、安全性の確保を前提とした上で、消
費者の誤認防止の観点から、機能性の表
示をするにはどの程度の科学的根拠が必
要かも含め、企業等の責任において適正
な表示を可能とし、さらに、販売後の情
報に関して企業が適切なフォローアップ
を行う制度を検討することとしています。
　消費者庁では、健康や栄養に関する健
康増進法に基づく健康食品等の表示につ
いては、2012年５月に消費者向けパンフ
レット（「おしえてラベルくん」）を作成
し、制度の普及・啓発に取り組みました。
同パンフレットでは、栄養表示のみでは
なく、栄養成分の含有量が規定の範囲内
にある食品について、栄養成分の機能表
示ができる規格基準型の栄養機能食品制
度や、食生活において利用することで、
特定の保健の目的が期待できる旨の表示
ができる個別評価型の特定保健用食品制
度についても紹介しています。同パンフ
レットについて、海外の方にも分かるよ
う、2012年10月に、英語版を同庁ウェブ
サイトに掲載しました。
　また、2013年２月に事業者へいわゆる
健康食品の表示についての再周知を行
い、消費者に対して摂取量等の情報が正
しく適切に提供されるよう取り組みまし
た。
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　加えて、2013年度は厚生労働省との共
催により、全国３か所で意見交換会を開
催し、いわゆる健康食品の過剰摂取や要
配慮者の摂取等に関して、消費者の正確
な理解のためのリスクコミュニケーショ
ンに取組みました。
　厚生労働省では、健康食品による健康
被害情報を収集し、５件の事案について
関係機関及び必要に応じ報道機関を通じ
て消費者に対し注意喚起を行いました。
さらに、これらの注意喚起の内容を同省
ウェブサイトに掲載し、消費者に対して
情報提供を行いました。また、2012年度
の「いわゆる健康食品による健康被害情
報の収集・解析手法の研究」の成果を踏
まえ、2013年度は、一部の地方公共団体
で試行を行いました。その結果を踏まえ、
2014年度の研修において改善を行う予定
としています。
　そのほか、必要に応じ講演会等に出席
し、いわゆる健康食品に関する消費者の
理解の促進を図り、正しい知識の普及啓
発を行いました。

オ．食品表示の監視
　JAS法に基づいて実施する地方農政局
等の職員による食品事業者に対する巡回
調査（年間約3.3万件）については、当
該事業者の表示違反の状況等を踏まえ、
調査対象を重点化するなど、監視業務の
実効の確保を図っています。
　また、独立行政法人農林水産消費安全
技術センターによる科学的な検査手法
（分析件数は年間約6,000件以上）を活
用した食品表示の監視を強化するため、
地方農政局等の職員が行う巡回調査の一
部について、同センターと合同での立入
検査を実施しています。

カ．�食品表示に関する関係機関の連携
　食品表示に関する取締りに関しては、
「生活安心プロジェクト�緊急に講ずる
具体的な施策」（「生活安心プロジェクト」
に関する関係閣僚会合了承（2007年12月
17日））において、不適切な食品表示に
関する監視を強化するため、関係省庁の
間で「食品表示連絡会議」を設置するよ
う決定されました。同会議は、関係機関
の連携の促進として、不適正な食品表示
に関する情報が寄せられた場合に、必要
に応じて関係機関で情報共有、意見交換
を行い、迅速に問題のある事業者への処
分等の必要な対応を講じるとともに、こ
うした対応が円滑に実施されるよう関連
情報の共有を進めることを目的としてい
ます。
　2008年２月に第１回食品表示連絡会議
が開催されてから、これまで６回開催さ
れました。なお、2013年度には、ホテル・
レストランでのメニュー偽装問題などが
発生したことを受け、これら喫緊の問題
に適切に対応していくため、食品表示連
絡会議の枠組みとは別に、同年11月、「食
品表示に関する関係省庁執行官会議」を
開催し、関係省庁間の情報共有や連携強
化を図りました。

キ．�食品表示に関する問合せ対応等のワ
ンストップ体制等の整備

　食品衛生法、JAS法、健康増進法に基
づく食品の表示制度を統合した「食品表
示法」が2013年６月28日に公布され、公
布の日から２年を超えない範囲で施行さ
れることとなっています。
　新しい食品表示制度について、事業者
等からの相談件数も増加することが予想
されることから、食品表示法の附帯決議
において「問い合わせ対応等のワンス
トップサービス等を早急に実現するこ
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と」が求められています。
　そのため、2013年度に、消費者庁では、
食品表示法における全国説明会を開催
し、さらに、各種行政機関等への説明会
にも積極的に参加することで、食品表示
法への理解の促進を図りました。今後も
問合せ対応等の拡充を進めていく予定で
す。

（ ２）�景品表示法の運用及び執行体制
の拡充

　正しい表示は、取引を行う上での基本
となるものです。消費者は、商品を購入
したりサービスを利用したりする場合、
その表示を基に選択しているため、その
表示に嘘や偽りがあると、自主的かつ合
理的な選択ができなくなってしまいます。
　景品表示法は、消費者にその商品・サー
ビスについて実際のもの又は競争事業者
のものより著しく優良又は有利であると
誤認される表示を禁止しています。同法
に違反する行為があれば、事業者に対し
て、その行為の取りやめ、再発防止策の
実施等を命令・指示する行政処分（措置
命令）等41を行っており、消費者庁では、
2013年度に45件の措置命令を行いました。
　また、消費者庁、公正取引委員会事務
総局地方事務所・支所等及び都道府県景
品表示法主管課では、同じく景品表示法
違反行為の未然防止等の観点から、商品・
サービスに関する表示の方法等につい
て、事業者等からの相談に応じています。
なお、消費者庁及び公正取引委員会事務
総局地方事務所・支所等42では、2013年
度に２万649件の相談を受け付けていま
す。

　このほか、消費者向け電子商取引の健
全な発展と消費者取引の適正化を図る観
点から、一般消費者約50名に「電子商取
引表示調査員」を委嘱し、インターネッ
ト上の広告表示の調査を委託して、電子
商取引監視調査システムを通じて問題と
なるおそれがあると思われる表示につい
て報告を受けています。電子商取引表示
調査員からの報告は、景品表示法違反事
件の端緒の発見、景品表示法違反行為の
未然防止の観点から行う事業者への啓発
活動に活用しています。
　特に、2013年度に行った行政の監視指
導体制の強化に向けた取組としては、農
林水産省の協力を得て、同省の食品表示
Ｇメン、米穀流通監視官等に対し、2014
年２月26日に、一定期間の消費者庁への
併任発令を行ったことにより、景品表示
法に基づくレストラン、百貨店等への監
視指導体制を強化したほか、都道府県知
事に措置命令権限等を付与すること等を
盛り込んだ、不当景品類及び不当表示防
止法等の一部を改正する等の法律案を同
年３月11日に国会に提出し、同年６月６
日に成立しました。

（ ３）�住宅性能表示制度の普及及び評
価方法の充実

　2000年４月に施行された住宅の品質確
保の促進等に関する法律（平成11年法律
第81号）に基づき、住宅の性能を客観的
に評価し表示する住宅性能表示制度が同
年10月より開始されました。
　具体的には、耐震性、劣化対策、省エ
ネルギー対策等、外見や簡単な間取り図
からでは分かりにくい住宅の基本的な性

41�）都道府県知事は、景品表示法違反があると認めるときはその行為の取りやめなど必要な事項を指示することがで
き、2012年度には29件、2013年度には64件の指示を行っている。
42�）公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限の委任を受け、公正取引委員会事務総
局地方事務所・支所等において、調査業務、相談業務等を行っている。
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能について共通ルールを定め、住宅の性
能を等級や数値等で表示し、比較しやす
くするものです。
　表示項目については、これまでに次の
とおり評価内容の充実が図られてきまし
た。
・�2001年８月　シックハウス対策の充実
のための項目を追加
・�2002年12月　既存住宅について同制度
の利用開始
・�2006年４月　防犯性能の評価・表示を
開始
・�2007年４月　免震建築物等の評価・表
示を開始
　現在、新築住宅については最大10分野
32項目にわたって評価が行われます。
2013年度には、次のとおり制度の充実を
図る見直しを行い、2015年４月から施行
されます。
・�設備を含めた一次エネルギー消費量を
評価する基準の導入
・�液状化に関する参考情報の提供を行う
仕組みを導入
・�現在９分野27項目である必須項目の範
囲について、４分野９項目に見直し
　2013�年度の住宅着工戸数に対する設
計住宅性能評価書の交付戸数の割合は、
23.6％となっています。
　このほか、国土交通省では、ウェブサ
イトやパンフレット等を活用し情報提供
を行うなど、制度の普及活動を実施して
います。

（ ４）�家庭用品の品質表示の見直し
　家庭用品の品質表示については、家庭
用品品質表示法に基づき、対象商品や表

示を行う事項が定められています。対象
となるのは、繊維製品、合成樹脂加工品、
電気機械器具及び雑貨工業品のうち、消
費者がその購入に当たって、品質を識別
することが難しく、かつ、識別すること
が特に必要と認められるもので、2013年
度末時点で、90品目となっています43。
　消費者庁では、同法第４条に基づき事
業者に対して「指示」44を行っているほ
か、事業者が自ら不適正表示を申し出た
ものについては、同庁のウェブサイト上
で消費者への注意喚起を行っています45。
　2013年度には、2010～2011年度に実施
した同法に関する調査・検討会の結果を
踏まえながら、消費者目線に立って、同
法の雑貨工業品品質表示規程における
「洋傘」と、「いす、腰掛け及び座いす」
のうち「乳幼児用のいす」について、取
扱上の注意等の表示による安全への配慮
を促すために、表示の標準として製品の
取扱上の注意表示を新たに追加する改正
を行いました。
　また、これに加えて、経済産業大臣か
ら「エアコンディショナー」その他の表
示の標準に関する改正の要請を受けたこ
とを踏まえ、併せて改正を行いました

（ ５）�建物部品の防犯性能の表示制度
の適正な運用

　ピッキング等の特殊開錠用具を使用し
た住宅侵入犯罪が多発していたことを受
け、住宅侵入犯罪に使用されるおそれの
高い用具の所持等を禁止するとともに、
建物に侵入して行われる犯罪の防止を図
る目的で、特殊開錠用具の所持の禁止等
に関する法律（平成15年法律第65号）が

43�）例えば、繊維製品では糸、ズボン、下着等。合成樹脂加工品では台所器具等。電気機械器具では電気洗濯機、電
子レンジ等。雑貨工業品では合成洗剤、なべ等。
44�）2011年度に４件、2012年度に９件、2013年度に20件（2014年３月31日時点）。
45�）2011年度に21件、2012年度に12件、2013年度に13件（2014年３月31日時点）。

第
２
節

第
１
章

第
２
部

　消
費
者
政
策
の
実
施
状
況

消
費
者
の
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
機
会
の
確
保

271



2003年６月に成立しました。
　同法第７条に基づく国家公安委員会告
示では、建物錠の製造業者や輸入業者に
対し、建物錠のうち、防犯性能の向上を
図ることが特に必要な指定建物錠（シリ
ンダー錠、シリンダー、サムターン）に
ついて、その防犯性能等を表示すべき事
項として定めています。
　また、警察庁、国土交通省、経済産業
省及び建物部品関連の民間団体から構成
される「防犯性能の高い建物部品の開発・
普及に関する官民合同会議」では、防犯
性能の高い建物部品（錠、ドア、ガラス、
サッシなど）の開発を促進すると同時に、
同部品の目録を作成の上、公表しており、
消費者が防犯性能により建物部品を選択
できるようになっています（目録掲載数：
17種類3,252品目（2014年３月末時点））。
　なお、指定建物錠や防犯性能の高い建
物部品に関する情報は、警察庁の侵入犯
罪防止対策ウェブサイト「住まいる防犯
110番46」や関係団体のウェブサイトに
掲載するなどして消費者に提供していま
す。

（ ６）�電気通信サービスの広告表示の
適正化

　総務省では、近年のインターネット、
携帯電話の発展普及に伴う諸問題につい
て、利用者視点を踏まえながら、関係者
間で速やかに具体的な対応策を検討する
ため、「利用者視点を踏まえたICＴサー
ビスに係る諸問題に関する研究会」を開
催し、その下で開催された「スマートフォ
ン時代における安心・安全な利用環境の
在り方に関するWG」において、2013年

９月に「スマートフォン安心安全強化戦
略」を取りまとめました。同戦略におい
ては、利用者視点を踏まえたサービス品
質、エリア等の表示について指摘がなさ
れています。
　同省では、通信速度の表示に関して、
同戦略における指摘等を踏まえ、2012年
11月から「インターネットのサービス品
質計測等の在り方に関する研究会」を開
催し、第一次報告書案を取りまとめ、パ
ブリックコメントを実施しました。同報
告書案では、通信事業者共通の統一的な
計測項目・条件、事業者中立性が確保さ
れる実施プロセス、実証実験で検証すべ
き事項に加え、計測結果の公表及び広告
等の利用者への情報提供手法の方向性に
ついて提言が行われています。
　こうした提言を踏まえ、同省では、
2014年度に統一的な計測項目・条件につ
いて実証実験による検証を行い、計測手
法等を確定するとともに、その後、通信
事業者により速やかに本手法に基づく実
効速度の分かりやすい情報提供が行われ
るよう、電気通信サービス向上推進協議
会47において「電気通信サービスの広告
表示に関する自主基準及びガイドライ
ン」の改訂等が行われるよう取組を促進
していく予定です。
　また、人口カバーエリアの表示に関し
て、同戦略における指摘等を踏まえ、同
協議会において、より利用者の実感にな
じむ算出方法への統一化に向けたルール
策定及び上記ガイドラインへの反映に向
けた対応が行われています。

46）http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top.html
47�）2007年11月に設立された。一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法
人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の４団体により構成されている。
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（ ７）�JIS規格等の国内・国外標準化
施策の実施

　経済産業省では、消費者への標準化48

知識の普及啓発及び消費者の日本工業規
格（JIS）開発審議への効率的な参加の
促進のために、同省委託事業として、消
費者のための標準化セミナーを全国で計
15回開催しました（約1,000名参加）。
　2013年度は、標準化への関心を喚起し
てもらう事とともに、消費者の安全・安
心、消費生活になじみ深い以下のJISが
制定される予定のため、その普及啓発活
動を行いました。
・洗濯記号表示
・�子ども服（ひも、フード部位）安全性
基準の策定
　また、国の審議会である日本工業標準
調査会へは、消費者代表者として合計16
名が参加し、消費者の立場から標準化・
認証に関する審議を行いました。
　このほか、2014年２月には、「計量法
関係法令の解釈運用等について」（2013
年６月最終改正）の一部見直しを行いま
した。具体的には、計量法（平成４年法
律第51号）第２条第４項の政令で定める
特定計量器の一つ（タクシーメーター）
について、特定地域及び準特定地域にお
ける一般乗用旅客自動車運送事業の適性
化及び活性化に関連する特別措置法改正
を受けてその定義を見直し、新たな定義
は関係地方公共団体等と共有するととも
に、同省ウェブサイトを通じて広く周知
を行いました。さらに、タクシーメー
ター、温度計、燃料油メーター等10器種
の特定計量器及び特殊容器製造業に関す
る省令等関連法令の整備を実施しました

（2014年５月１日公布）。

３ ．�物価・公共料金等の適正化
のための施策

公共料金等の透明性及び適正性の確
保
　2011年３月の東日本大震災・東京電力
福島第一原子力発電所事故を契機とし
て、電力会社各社から電気料金値上げ認
可申請が相次いでおり、2013年度は、
2012年度の東京電力、関西電力及び九州
電力に引き続き、東北電力、四国電力、
北海道電力及び中部電力の料金認可の手
続きが行われました。これらの料金認可
にあたっては、所管省庁（経済産業省）
における審査の後、消費者庁との協議を
経て、物価問題に関する関係閣僚会議の
了承を得たうえで、料金改定を認可しま
した。この過程において、経済産業省の
「電気料金審査専門小委員会」に消費者
の代表が委員として参画するほか、公聴
会（経済産業省主催）や消費者との意見
交換会（消費者庁、消費者委員会主催）
の場の設置、消費者委員会からの意見聴
取など、消費者参画の実質的な確保のた
めの取組を行いました。また、消費者庁
において、消費者利益の擁護の観点から
重要であると考えられる事項を取りまと
めたチェックポイントを作成・公表し、
消費者庁と所管省庁（経済産業省）との
協議に活用しました。
　また、消費者基本計画（施策番号67－
2）に掲げられた、公共料金等の決定過
程で開催される公聴会や審議会における
消費者参画の実質的な確保（具体的施策
②）、および、据え置きが続いている公

48�）標準化とは、様々な事象を統一化すること。例えば、乾電池や紙のサイズの標準化のように、標準化は日常生活
の利便性向上に寄与しているが、日頃から標準化を気にすることはないことから、日常生活と標準化との関わりに
ついて経済産業省は普及啓発を行っている。
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共料金等を含め料金の妥当性を継続的に
検証する具体的方法の検討と実施（具体
的施策③）については、2012年11月に設
置された消費者委員会の公共料金等専門
調査会（以下「専門調査会」という。）
において、本施策の進捗状況や専門調査
会での議論を踏まえて、2013年７月に今
後取り組むべき課題と検討すべき論点を
示した「公共料金等専門調査会報告」を
取りまとめました。
　なお、2014年４月１日からの消費税率
引上げに伴う公共料金等の改定に関して
は、2013年８月の物価担当官会議申合せ
｢消費税率引上げに伴う公共料金等の改

定について｣ により、公共料金において
消費税転嫁をどのように行うべきかにつ

いて、各公共料金に共通する基本的な考
え方を整理しました。この申合せに基づ
き、重要な公共料金等で消費税率引上げ
に伴う料金改定申請等がされたものにつ
いては、消費者委員会からの意見聴取や
物価問題に関する関係閣僚会議の了承を
得たうえで、料金改定を認可等しました。
（25グラム以下の定形郵便物及び信書便
物の料金の上限の改定については2013年
11月29日了承。ＪＲ旅客会社、民鉄大手
15社、東京地下鉄及び６大都市の公営地
下鉄の運賃、東京大手民営バス９社及び
６大都市の公営バスの運賃、東京都特別
区に係るタクシーの運賃、製造たばこの
小売定価の改定については2014年２月28
日了承）
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１ ．�消費者教育の体系的・総合
的な推進

（ １）�消費者教育推進会議と今後の消
費者教育の在り方

　消費者庁では、2012年12月に施行され
た「消費者教育の推進に関する法律」に
基づき、「消費者教育推進会議」を設置
しました（第19条）。同会議の事務は、
①消費者教育の総合的、体系的かつ効果
的な推進に関して、委員相互の情報の交
換及び調整を行うこと、②基本方針の案
の策定や変更に関し、意見を述べること
となっています。同会議は、いわゆる「８
条機関」の審議会49であり、委員は消費
者、事業者、教育関係者及び消費者団体、
事業者団体、学識経験者などから20名を
任命しており、任期を２年としています。
　同法では、「消費者教育の推進に関す
る基本的な方針」を策定（第９条）する
こととされています。同基本方針は、消
費者庁と文部科学省において案を作成
し、消費者教育推進会議や消費者委員会
の意見を聴くとともに、パブリックコメ
ント等を踏まえ、2013年６月28日に閣議
決定しました。閣議決定と同時に「地方
公共団体における消費者教育の事例集」
を作成し、公表しました。また、消費者
庁と文部科学省との共催により、各都道
府県及び政令指定都市の消費者行政部局
及び教育委員会担当者を対象とした、「消
費者教育の推進に関する基本的な方針」

に関する研修会を開催しました（2013年
７月19日）。
　同基本方針別紙の「今後検討すべき課
題」については、新たに専門委員を任命
し、消費者教育推進会議に置かれた３つ
の小委員会（消費者市民育成小委員会、
情報利用促進小委員会、地域連携推進小
委員会）において2013年12月から検討し、
各小委員会の検討状況については、2014
年３月に開催した第６回消費者教育推進
会議で報告されました。これらを踏まえ
て、更に消費者教育の推進を図ります。
　なお、「今後検討すべき課題」は、引
き続き、各小委員会で検討し、2015年２
月に取りまとめることとしています。

（ ２）�消費者教育ポータルサイト
　消費者庁では、特に学校・社会の様々
な場面で消費者教育を実施している方々
の支援を主な目的に、消費者教育に関す
る様々な情報を提供する場として、消費
者庁のウェブサイト上に消費者教育ポー
タルサイト50を運営しています。
　同ポータルサイトには、関係機関で作
成された教材や実践事例に関する情報が
一元的に集約されています。
　2013年１月に公表した「消費者教育の
体系イメージマップ」の領域やライフス
テージの内容に変更を行ったこと等によ
り、結果として、アクセス数が増加しま
した。

消費者に対する啓発活動の推進と消費生活に関する教育の充実第 ３節

49�）いわゆる「審議会」は、国家行政組織法第８条並びに内閣府設置法第37条及び第54条の「法律又は政令の定める
ところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適
当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる」との規定を根拠に行政機関に設置される。
50�）http://www.caa.go.jp/kportal/index.php
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　2013年３月末時点で、教材が800件、
各地域での実践事例に関する情報が364
件、講座等に関する情報が624件、合計
1,788件の情報が掲載されています。
　なお、2012年６月28日に閣議決定され
た「消費者教育の推進に関する基本的な
方針」の別紙「今後検討すべき課題」中
の「消費者教育ポータルサイトの掲載基
準等」については、消費者教育推進会議
の情報利用促進小委員会で検討していま
す。

（ ３）�食品ロス削減その他の消費者自
身の意識改革による社会問題へ
の対応

　消費者庁では、2013年度地方消費者行
政活性化交付金等を活用し、16地方公共
団体において、消費者に対する食品ロス
に関する実態調査（家庭から排出される
生ゴミの組成調査、食品ロスに関する意
識調査）や、食品ロスの削減に向けた普

及啓発（シンポジウムの開催、啓発用パ
ンフレットの作成など）を実施しました。
　また、消費者に対する効果的な普及啓
発方策の検討を目的とし、幅広い分野（消
費者団体、食品関連事業者、広報関係者、
学識経験者、地方公共団体）の有識者13
名を構成員とした「食品ロス削減に関す
る意見交換会」を開催し、３回（2013年
10月28日、同年12月18日、2014年２月26
日）にわたる意見交換を行い、その内容
を取りまとめ、2014年３月26日に消費者
庁ウェブサイトで公表しました。
　そのほか、消費者に食品ロスの現状や
課題などの情報を分かりやすく伝え、理
解を深めていただけるよう、消費者庁
ウェブサイト上の専用ページ「食べもの
のムダをなくそうプロジェクト」を通じ
た情報発信、啓発用パンフレットの作成
と消費者団体や地方公共団体等への配布
等を実施しました。
　また、同庁では、消費者の日頃の意識
や行動、消費者トラブルの経験、様々な
政策ニーズについて包括的に調査する、
「消費者意識基本調査」を2012年度より
毎年度実施しています。さらに、消費者
事故等情報の分析等を通じて浮かび上
がってきた個別分野や社会的に関心の高
い分野のうち、2013年度に特に適切かつ
迅速な対応が求められる「食品」、「情報
通信」の分野について、インターネット
を活用した消費者意識調査を行いまし
た。これらの調査結果は消費者白書での
分析に活用するとともに、調査結果を踏
まえ、今後の消費者への普及・啓発活動
等の取組に反映していきます。
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２ ．�学校における消費者教育の
推進・支援

（ １）学校における消費者教育の推進
ア．�小・中・高等学校
　学校教育においては、児童生徒の「生
きる力」を育むことを目指し、生涯にわ
たり学習する基盤が培われるよう、基礎
的な知識及び技能を習得させるととも
に、これらを活用して課題を解決するた
めに必要な思考力、判断力、表現力等の
能力を育み、主体的に学習に取り組む態
度を養うことを理念としています。また、
2006年に改正された教育基本法（平成18
年法律第120号）において、教育の目標
として、自主及び自律の精神を養うとと
もに、職業及び生活との関連を重視する
ことや、主体的に社会の形成に参画し、
その発展に寄与する態度を養うことが規
定されました。
　これらを踏まえ、2008年及び2009年に
改訂された小・中・高等学校の学習指導
要領において、社会科及び公民科、家庭
科、技術・家庭科などを中心に消費者教
育に関する教育内容を充実しました。改
訂された学習指導要領は小学校では2011
年度から、中学校では2012年度から全面
実施され、高等学校では2013年度から年
次進行で実施されています。
　また、文部科学省では、学習指導要領
に基づく指導の一層の充実を図るため、
2013年度に、教育委員会関係者等を対象
とする全国的な会議で学習指導要領の趣
旨の周知・徹底を図りました。
　さらに、消費者教育に関する教科横断
的なカリキュラムの開発や教材の開発、
教員研修等について調査研究を実施した
ほか、消費者教育フェスタを開催し、優
良な取組事例を全国で共有しました。

イ．大学等
　文部科学省では、2010年度、消費者教
育に関する取組の実態を把握するため、
全国の大学等に対して、「消費者教育に
関する取組状況調査」を行い、この結果
も踏まえながら、大学等における消費者
教育の在り方について検討を行い、その
成果を「大学等及び社会教育における消
費者教育の指針」としてまとめました。
さらに、同指針を、全国の大学・短期大
学・高等専門学校に配布したほか、2011
年度には、この成果を踏まえた教職員向
けパンフレットを作成し、学内での消費
者教育の啓発等のため、全国の大学等に
配布するとともに、ウェブサイトにも掲
載し、広く周知を図っています。
　また、毎年度、複数の地域で開催され
ている「学生指導研修会」等の大学等が
主催する会議等において、大学等の教職
員に対し消費者トラブルについて注意喚
起を行いました。

（ ２）�学校における消費者教育に対す
る支援

　消費者庁では、2012年度に同庁が作成
した小学生向け消費者教育副教材を活用
した授業を行った都内の小学校２校を訪
問し、この副教材の活用方法や意見等に
ついて情報交換を行いました。
　金融庁では、2012年11月から、金融庁
金融研究センターの下で、有識者、関係
省庁、関係団体をメンバーとする「金融
経済教育研究会」を開催、議論を重ね、
2013年４月30日に報告書を公表し、最低
限身に付けるべき金融リテラシー（４分
野・15項目）を提示しました。また、こ
の４分野・15項目を分かりやすくまとめ
たリーフレットを作成し、他のガイド
ブック（基礎から学べる金融ガイド）等
と併せて、全国の教育機関や地方公共団
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体等へ配付したほか、必要に応じて講師
を派遣するなど、学校における金融経済
教育の推進に取り組んでいます。
　総務省では、子ども達のICTメディア
をより主体的・能動的に扱う能力（ICT
メディアリテラシー）を育成するため、
2009年度から引き続き、小学校高学年を
対象とした教材「伸ばそうICTメディア
リテラシーつながる！わかる！これが
ネットだ」をウェブサイト上に公開して
います。また、2009年度に開発した中・
高校生を対象とした教材を引き続きウェ
ブサイト上に公開するとともに、2010年
度に開発した新たな教材を2011年４月か
ら公開しています51。
　2010年度の開発では、指導資料中にイ
ンターネットやメールなどを利用する際
の留意点等を記載し、学校や家庭等にお
ける話合いのきっかけ作りに使えるよう
にしました。
　法務省では、ウェブサイト上に法教育
に関する教材を公開するとともに、消費
者の権利を含め、契約や司法の役割等に
ついて、2013年度には2,992回、10万1,447
名に対して法教育の出前授業を実施しま
した。

３ ．�地域における消費者教育の
推進・支援

（ １）�社会教育施設等における消費者
教育の推進

　消費者庁では、年間を通じて新しい教
材や取組等の情報の登録を行うなど、消
費者教育ポータルサイトの充実を図って
います。また、高齢者・障害者の消費者
被害が増加傾向にあり、地域における幅
広い主体による見守りが重要であること
から、見守りの担い手向け視聴覚教材を

作成しました。
　公正取引委員会では、2013年度には、
一日公正取引委員会を８回、消費者セミ
ナーを49回、独占禁止法教室を141回（中
学54回、高校14回、大学・大学院73回）
開催しました。このほか、消費者教育用
教材「私たちの暮らしと独占禁止法の関
わり」等を消費者セミナー及び独占禁止
法教室の出席者に配布しました。消費者
セミナーや独占禁止法教室の参加者から
のアンケート結果では、「満足」、「おお
むね満足」との回答が消費者セミナーに
ついては64％、独占禁止法教室について
は88％と良好な結果が得られており、地
域における消費者教育の推進に寄与して
います。
　金融庁では、2012年11月から、金融庁
金融研究センターの下で、有識者、関係
省庁、関係団体をメンバーとする「金融
経済教育研究会」を開催、議論を重ね、
2013年４月30日に報告書を公表し、最低
限身に付けるべき金融リテラシー（４分
野・15項目）を提示しました。また、こ
の４分野・15項目を分かりやすくまとめ
たリーフレットを作成し、他のガイド
ブック（実例で学ぶ「未公開株」等被害
にあわないためのガイドブック）等と併
せて、全国の地方公共団体等に配付した
ほか、必要に応じて地域で開催される講
座等へ講師派遣などを行っています。
　さらに、金融庁と財務局の主催で、一
般の方々を対象として、金融経済教育の
重要性を内容とした、「金融リテラシー
（知識・判断力）を身に付けるためのシ
ンポジウム」を開催（全国５か所）しま
した。
　法務省では、ウェブサイト上に法教育
に関する教材を公開するとともに、消費

51�）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_literacy.html
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者の権利を含め、契約や司法の役割等に
ついて、2013年度には2,992回、10万1,447
名に対して法教育の出前授業を実施しま
した。
　地域における消費者教育については、
公民館等の社会教育施設を始めとして、
金融・保険・税金や消費者問題といった
各種の講座等が開催されています。
　文部科学省では、2010年度、社会教育
における消費者教育の基本的な方向性を
まとめた「大学等及び社会教育における
消費者教育の指針」を取りまとめたほか、
2011年度には、家庭における消費者教育
の推進を図るため、親子を対象とした実
践者向けの「消費者教育実践の手引き」
及び親子向け消費者教育教材「マナビィ
といっしょにおつかいすごろく」を作成
しました。
　さらに、毎年度、全国（2013年度は14
会場）で社会教育主事講習52を実施し、
消費者教育の講義を行うなど、地域にお
ける消費者教育の促進に取り組んでいま
す。

（ ２）�多様な主体との連携による消費
者教育の推進

　消費者庁と文部科学省では、消費者教
育推進法に基づく、消費者教育の推進に
関する基本的な方針（2013年６月28日閣
議決定）の策定にあわせて、各都道府県
及び政令指定都市宛てに「消費者教育の
推進に関する基本的な方針の策定につい
て」を通知し、周知するとともに、消費
者教育の推進に関する施策の実施につい
て依頼を行いました。

　また、消費者庁と文部科学省との共催
により、各都道府県及び政令指定都市の
消費者行政部局及び教育委員会担当者を
対象とした、「消費者教育の推進に関す
る基本的な方針」に関する研修会を開催
（2013年７月19日）しました。
　文部科学省では、消費者教育の一層の
推進を図るため、「社会的責任に関する
円卓会議」53の協力を得て、2010年度よ
り消費者教育フェスタを開催しており、
2013年度は、消費者庁主催の地方消費者
グループ・フォーラムと連携して、札幌、
名古屋、千葉の３か所で開催しました。
　消費者教育推進法の基本理念の一つで
ある学校、地域、家庭、職域その他の様々
な場における多様な主体の連携を確保し
つつ、効果的な消費者教育を推進するた
めに、それぞれの主体が取り組むべきこ
とや、連携・協働による消費者教育の在
り方等について、札幌会場では、ワール
ド・カフェ、名古屋会場では、学校及び
社会教育施設における消費者教育とし
て、実践事例発表及びミニパネルディス
カッションなどを実施しました。千葉会
場では、１日目は、千葉市立轟町小学校
及び同町中学校において、「100年以上続
く、伝統芸の動物ものまね芸を通じて考
える『消費者市民社会』」と題した、演
芸家によるトークイベントや、小学校・
中学校での消費者教育の授業実践の公
開、企業・団体等（19団体）によるデモ
ンストレーション授業などを実施し、２
日目は、千葉市民会館において、「連携・
協働による消費者教育の推進」をテーマ
に、パネルディスカッションなどを実施

52�）社会教育主事となり得る資格を付与することを目的として、全国の大学及び国立教育政策研究所社会教育実践研
究センターで実施される講習（約40日間）。社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれ
る専門的職員で社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割。
53�）多様なステークホルダーが、安心・安全で持続可能な社会の実現を目指し、政府だけでは解決できない諸課題に、
協働して取り組むための新しい枠組み（マルチステークホルダー・プロセス）。（http://sustainability.go.jp/forum）
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しました。
（札幌・名古屋・千葉消費者教育フェス
タには延べ944名が参加。）

４ ．�消費者に対する普及啓発・
情報提供

（ １）�消費者政策の実施の状況等に関
する情報提供

　2012年８月22日に消費者基本法が改正
され、政府が講じた消費者政策の実施の
状況について、毎年国会に報告書を提出
することとされました。これに基づき、
消費者庁は2012年度に講じた消費者政策
の実施の状況を取りまとめ、2013年６月
21日に「平成24年度消費者政策の実施の
状況」として国会へ報告するとともに、
消費者庁初の法定白書（法律に基づいて
作成される白書）である「消費者白書」

として公表しました。
　「消費者白書」は冊子形式のほか、同
庁ウェブサイトにおいて全文及び概要
（英語版を含む。）をPDF形式、HTML
形式で公表しています。また、電子書籍
版も併せて公表しています。

（ ２）�法的トラブルを取り扱う関係機
関・団体との連携

　日本司法支援センター（法テラス）で
は、消費者トラブルを始めとした法的ト
ラブルを解決するための相談窓口情報を
利用者に提供するために、全国の関係機
関・団体の約２万4,500の窓口情報を整
備し、紹介・取次ぎ・転送・予約の方法
により、関係機関・団体と連携していま
す。
　利用者にとって適切かつ利便性のある
窓口情報を提供するため、全国の地方事
務所等において、年１回以上地方協議会
を開催したり、日頃から他機関が主催す
る研修会、協議会等へ参加したりするな
どして、関係機関等との意見交換、情報
共有等を行い、より緊密な連携・協力関
係の構築に努めています。
　また、2011、2012年度に引き続き、
2013年度も、被災者への支援として、消
費者庁及び地元地方公共団体と協力し
て、宮城県南三陸町、同山元町、同東松
島市、岩手県大槌町、福島県二本松市、
同広野町、岩手県大船渡市において、複
数の分野の専門家によるワンストップの
よろず相談会を実施しました。
　このほか、法テラス・サポートダイヤ
ルに寄せられた事故情報については、消
費者庁の「事故情報データバンクシステ
ム」への登録を行って、消費生活上の事
故の再発・拡大を防止するための情報を
提供しています（事故情報データバンク
への登録は、６件）。

（デモンストレーション授業）

（授業実践公開）
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（ ３）�融資保証金詐欺及び架空請求詐
欺等に関する情報提供・注意喚
起

　2003年頃から融資保証金詐欺や架空請
求詐欺が顕在化し、オレオレ詐欺と同様、
電話等を利用して短期間に不特定多数を
だます詐欺として抑止対策の必要性が認
識されるようになりました。それ以降、
警察庁及び都道府県警察では、ウェブサ
イトや防犯講話等を通じて最新の手口や
発生状況について注意すべきポイントを
示すなどして、情報提供や注意喚起を
行っています。
　2011年５月には、東日本大震災に便乗
した融資保証金詐欺の発生を踏まえ、警
察庁と中小企業庁が連携して、自営業者
が多く加盟する中小企業団体に向けた
メールによる注意喚起を行いました。ま
た、これらの詐欺を行う犯人グループの
多くは、各種名簿を悪用して犯行を繰り
返していることから、警察では、2012年
７月から、捜査の過程で入手した名簿の
登載者に対し、民間委託したコールセン
ターからの電話連絡や警察官による戸別
訪問等により注意喚起するなどの取組を
実施しています。
　2013年度も引き続き、ウェブサイト、
防犯講話、被害防止キャンペーン等を通
じて、最新の手口や発生状況について情
報提供や注意喚起を行いました。

（ ４）�生活経済事犯の発生・再発防止
に向けた広報啓発活動

　警察庁では、国民が自主的に被害を回
避できるよう、生活経済事犯の発生・再
発防止に向けた広報啓発活動を推進して
います。
　具体的には、利殖勧誘事犯被害の防止
及び被害回復を図るため、2013年５月、
リーフレットを作成した上、警察庁ウェ

ブサイトに掲示し、悪質商法による被害
に遭わないための注意喚起等を行ってい
ます。また、政府広報を通じて、最近の
利殖勧誘事犯の現状を国民に伝え、被害
の未然防止のための広報啓発活動を実施
しています。
　さらに、保健衛生事犯被害の防止を図
るため、警察庁ウェブサイトにおいてイ
ンターネット上での無承認医薬品の購入
に対する注意喚起を行っています。加え
て、不正商品対策協議会が作成した模倣
品・海賊版撲滅に向けた広報啓発用ポス
ターを都道府県警察に配布し活用するよ
う指示しているほか、2013年11月、不正
商品対策協議会が主催するキャンペーン
を後援し、当該キャンペーンに警察庁担
当者を派遣して知的財産権の保護等を訴
えるなど、知的財産権の保護や不正商品
の排除に向けた広報啓発活動を権利者等
と連携しつつ推進しています。

（ ５）�子どもたちのインターネットの
安全・安心利用に向けた啓発

　総務省及び文部科学省は、通信関係団
体等と連携しながら、子どもたちのイン
ターネットの安心・安全な利用に向けて、
保護者、教職員及び児童生徒を対象とし
た啓発講座（e-ネット安心講座）を全国
規模で行うe-ネットキャラバンの活動
を、2006年度から全国で実施してきまし
た。
　2014年３月末までの間に、延べ8,428
件の講座が開催され、延べ111万人以上
が受講しています。また、2013年度は過
去最多の実施件数（2014年３月末時点で
2,073件）となりました。
　なお、2009年４月１日施行の「青少年
が安全に安心してインターネットを利用
できる環境の整備等に関する法律」に基
づき、「青少年が安全に安心してインター
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ネットを利用できるようにするための施
策に関する基本的な計画（第２次）」（2012
年７月６日）が決定され、官民連携して
青少年・教職員・保護者等に対するイン
ターネットの適切な利用に関する啓発講
座を実施することとされています。

（ ６）�景品表示法の普及・啓発
　消費者庁では、景品表示法の普及・啓
発、同法違反行為の未然防止等のために
消費者団体、地方公共団体、事業者団体
や広告関係の団体が主催する景品表示法
に関する講習会、研修会等に同庁職員を
講師として派遣しています。
　2013年度は、消費者団体、事業者団体
及び国・地方公共団体が全国各地で開催
する講習会等に、計69回講師を派遣しま
した。また、景品表示法について分かり
やすく解説したパンフレットを配布する
ことを通じた普及・啓発活動も行ってい
ます。
　2013年12月19日には、メニュー・料理
等の食品表示に係る景品表示法上の考え
方を整理し、事業者の予見可能性を高め
ること等を目的とする「メニュー・料理
等の食品表示に係る景品表示法上の考え
方について（案）」を作成・公表しました。
同案については、公表日から2014年１月
27日までの期間においてパブリックコメ
ントの手続に付すとともに、同月27日に
は意見交換会を開催し、多数の意見が寄
せられました。これらの意見を踏まえ、
2014年３月28日に、成案である「メ
ニュー・料理等の食品表示に係る景品表
示法上の考え方について」を策定・公表
を行いました。

（ ７）�リフォーム事業者等に関する情
報提供

　国土交通省では、消費者が安心して住

宅等のリフォームができるよう、施工中
の検査と欠陥への保証がセットになった
リフォーム瑕疵保険や大規模修繕工事瑕
疵保険、消費者が安心して中古住宅の取
得ができるよう検査と欠陥への保証が
セットになった既存住宅売買瑕疵保険な
どにおいて、引き続き、これらの保険を
利用する事業者に住宅瑕疵担保責任保険
法人への登録を求める制度を実施し、各
保険法人はウェブサイトで各登録事業者
を公開しています。
　なお、登録事業者は一般社団法人住宅
瑕疵担保責任保険協会のウェブサイトで
も公開され、消費者は事業者選びの参考
とすることができます。また、リフォー
ム支援制度を紹介したガイドブックで、
登録事業者を公開しているウェブサイト
について消費者に周知しました。

（ ８）�食品の安全性、栄養、食習慣等
の情報提供

　内閣府では、食品の安全性、栄養、食
習慣等の情報提供を、食育の一環として
推進し、関係省庁等と連携しながら次の
①及び②を実施しています。

①国民運動としての「食育」
　食育基本法及び第２次食育推進基本計
画（2011年３月食育推進会議決定）に基
づき、関係府省庁等が連携しつつ、家庭、
学校、地域等において国民運動として食
育を推進しています。
　内閣府では、生涯にわたるライフス
テージに応じた間断ない食育を推進する
ため、一人一人の国民が自ら食育に関す
る取組が実践できるように、2012年５月
に「食育ガイド」を作成し、普及啓発を
図っています。
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②食育月間及び食育の日
　第２次食育推進基本計画では、毎年６
月を「食育月間」と定め、全国的に、各
種広報媒体や行事等を通じた広報啓発活
動を重点的に実施し、食育推進運動の一
層の充実と定着を図ることとしています。
　また、同計画では、毎月19日を「食育
の日」と定め、食育推進運動を継続的に
展開し、地方公共団体、関係団体等によ
る食育の促進を図ることとしています。
　2013年度の食育月間の実施に際し、内
閣府では、「食育月間」実施要綱を策定
し（内閣府特命担当大臣決定）、食を通
じたコミュニケーション、バランスの取
れた食事、望ましい生活リズム、食を大
切にする気持ち及び食の安全の５つを重
点事項として定めるとともに、全国規模
の中核的な行事として、広島県との共催
により「第８回食育推進全国大会」を開
催し（2013年６月）、約２万７千人の来
場がありました。
　食品安全委員会では、ウェブサイトや
メールマガジン等での情報提供のほか、
ジュニア食品安全ゼミナール等の実施を
通じた食品安全に関する必要な情報の提
供を行いました。
　消費者庁では、「第８回食育推進全国
大会」において、リスクコミュニケーショ
ンとして、ミニステージ「疑問と不安に
お応えします・・・食品と放射能Ｑ＆Ａ」
を各日１回行うとともに、「食品と放射
能Ｑ＆Ａ」や食品表示に関するパネルの
展示、パンフレット等の配布を通じた普
及啓発を行いました。
　文部科学省では、ウェブサイトでの
PR等の広報媒体を通じた普及啓発を行
いました。
　厚生労働省では、関係団体等を通じた
普及啓発を行うとともに、ウェブサイト
等での情報提供を行いました。

　農林水産省では、地域の実情に応じた
食育活動や食材提供の場を活用した食育
活動に対する支援を通じて、「日本型食
生活」の実践を促す取組のほか、農林漁
業体験を通じて食や農林水産業への理解
を深める教育ファームの活動についての
情報提供等を行いました。

（ ９）�成年後見制度等による高齢者等
の権利擁護の推進

　厚生労働省では、高齢者の権利擁護の
推進を図るため、市町村による成年後見
制度の申立て等の助成を行う成年後見制
度利用支援事業、市民後見人の養成等を
行う市民後見推進事業及び都道府県によ
る市町村の市民後見の取組のバックアッ
プや相談体制の整備を行う高齢者権利擁
護等推進事業が積極的に実施されるよ
う、全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課長会議（2014年２月25日開催）などで
都道府県等に対して事業の周知を行いま
した。
　また、同省のウェブサイトに市民後見
推進事業等を実施している市区町村等の
取組事例等を掲載し、情報提供を行いま
した。
　さらに、成年後見制度利用支援事業と
して、障害福祉サービスの利用の観点か
ら成年後見制度を利用することが有用で
あると認められる者に対し、成年後見制
度の申立てに要する経費及び後見人等の
報酬を補助しています。
　このほか、成年後見制度法人後見支援
事業として、成年後見制度における後見
等の業務を適正に行うことができる法人
を確保できる体制を整備するとともに、
市民後見人の活用も含めた法人後見の活
動を支援しており、障害保健福祉関係主
管課長会議（2014年３月７日開催）等で
都道府県等に対して効果的・効率的に同
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事業を実施するよう周知を行っています。
　また、消費者庁から2014年２月に発行
した「ハンドブック消費者2014」におい
ては、高齢者を中心に悪質商法による被
害が増加していることを踏まえ、成年後
見制度に関する解説として、本人に一定
額以上の財産がある場合の適切な財産管
理方法について新たに記載するなどの工
夫を施し、記載内容を充実させました。
　さらに、国民生活センター発行の「く
らしの豆知識」2014年版において、「セ
カンドライフ、どう生きる」と題する章
を設け、成年後見制度等を取り上げて分
かりやすく解説しました。

（１0）�介護支援専門員及び訪問介護
員の知識の普及

　各都道府県において、介護支援専門員
及び訪問介護員の高齢者の権利擁護や消
費生活センターとの連携に関する知識の
向上を含む研修を継続的に実施しました。

（１１）�国民生活センターによる高齢
者の消費者被害防止への取組

　国民生活センターでは、高齢者や障害
者及びその周りの支援する人などを対象
に、高齢者や障害者等が遭いやすい消費
者トラブル等を分かりやすく説明する
「消費者問題出前講座」を、2013年度に
1,003回実施しました。
　また、高齢者や障害者の消費者トラブ
ルを防止するために、悪質商法の手口や、

注意すべき製品事故、製品リコールなど
の情報をまとめたメールマガジン「見守
り新鮮情報」を作成し、2013年度は27回
配信しました。
　ウェブサイトを通じた情報提供とし
て、メールマガジン「見守り新鮮情報」
を題材としたイラスト入りのカラーリー
フレットを作成し、誰もが自由に啓発用
資料として活用できるように「見守り情
報」コーナーに掲載しました。また、「高
齢者の消費者被害」コーナーにおいては、
高齢者に多いトラブルの手口や事例を紹
介するとともに、関連する情報をまとめ
ました。
　国民生活センター発行の「くらしの豆
知識」2014年版では、高齢者もネットを
楽しむようになったことから「高齢の人
も巻き込むネットトラブル」を取り上げ、
さらに、老齢年金の知識、エンディング
ノートの書き方、相続への備え、公的介
護保険サービスの利用法など、セカンド
ライフの生き方等についての情報をまと
めた「セカンドライフ、どう生きる」を
掲載しました。
　さらに、敬老の日（2013年９月16日）
にちなみ、高齢消費者被害の未然防止・
拡大防止と迅速な救済を目的として、関
東甲信越ブロックの消費生活センター等
と共同で ｢高齢者被害防止共同キャン
ペーン｣ として高齢者110番を実施しま
した。
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（ １）�生活者・消費者を代表する審議
会委員の選任

　今後の関係府省等における審議会委員
の選任に資するため、全国の消費者団体
数、会員数、団体の性格、設立年代、関
心事項、活動状況等を取りまとめた「消
費者団体名簿」を消費者庁ウェブサイト
で公表しており、また同庁では、各府省
において消費者団体関係者から委員等の
選任を検討する必要がある場合等に、消
費者団体と同庁の情報・意見交換システ
ムを活用出来るよう協力しています。

（ ２）�消費者からの情報・相談受付体
制の整備

　消費者庁を始めとする関係府省等で
は、消費者からの情報・相談を受け付け
る体制をそれぞれ整備しており、国民か
らの情報・相談等に適切な対応を行って
います。主な相談等窓口と2013年度の実
績は別表54のとおりです。
　また、消費者庁では、全国の消費生活
センター等の相談窓口の相談員からの同
庁の所管法令に関する法令解釈照会や改
善提案等を受け付ける専用窓口として、
「相談員の窓」を2012年４月１日に設置
しており、常時対応しています。

消費者の意見の消費者政策への反映と透明性の確保第 ４節
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１ ．�消費者被害の救済のための
制度の創設

（ １）�集団的消費者被害回復に係る訴
訟制度

　多くの消費者事件では、消費者と事業
者の間の情報の質・量や交渉力の格差や
訴訟に関する費用や労力のため、消費者
が自ら被害回復を図ることが困難な場合
が多いものと考えられます。
　消費者庁では、このような消費者被害
の回復を図りやすくするために、新しい
訴訟制度について検討を行い、2013年４
月19日に消費者の財産的被害の集団的な
回復のための民事の裁判手続の特例に関
する法律案を国会に提出しました。同法
案は同年12月４日に成立し、同月11日に
公布されました。
　この法律では、二段階型の訴訟手続を
新設することとしています。
　具体的には、まず、
　①�一段階目の手続で、内閣総理大臣の
認定を受けた特定適格消費者団体が
原告となり、消費者契約（消費者と
事業者の間で締結される契約）に関
して相当多数の消費者に生じた財産
的被害について、事業者がこれらの
消費者に対し、共通する原因に基づ
き金銭を支払う義務（共通義務）を
負うべきことの確認を求める訴えを
提起し、

　②�一段階目で特定適格消費者団体が勝
訴した場合、個々の消費者が二段階
目の手続に加入し、簡易な手続に
よって、それぞれの請求権の有無や
金額を迅速に決定する、

というものです。

　また、消費者の債権の実現を保全する
ため、特定適格消費者団体による仮差押
命令の申立ての仕組みが設けられていま
す。
　現在、消費者庁では、この法律の施行
に向けた準備を行うとともに、制度の周
知・広報に取り組んでいるところです。
　これに加え、消費者庁は2011年10月以
降、「消費者の財産被害に係る行政手法
研究会」を開催し、①財産に対する重大
な被害の発生・拡大防止のための行政措
置、②行政による経済的不利益賦課制度、
③財産の隠匿・散逸防止策について検討
を行ってきました。同研究会は、2011年
12月に①財産に対する重大な被害の発
生・拡大防止のための行政措置について
取りまとめを行いました。これを踏まえ
て、2012年２月14日に、多数の消費者に
重大な財産被害を生じさせた事業者に対
する行政措置の導入等を内容とする「消
費者安全法の一部を改正する法律案」を
国会に提出し、同年８月29日に成立しま
した。
　改正消費者安全法に基づき、2013年４
月１日から、多数消費者に生じた重大な
財産被害に関する「隙間事案」への行政
措置が導入されています。
　また、②行政による経済的不利益賦課
制度及び③財産の隠匿・散逸防止策につ
いては、2012年２月以降、考えられる制
度・手法等について議論を行い、2013年
６月に報告書を取りまとめました。同報
告書で挙げられた事項のうち、②に関し
ては、同年12月９日に、不当景品類及び
不当表示防止法上の不当表示規制の実効
性を確保するための課徴金制度の導入等
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の違反行為に対する措置の在り方につい
て、内閣総理大臣名で消費者委員会に諮
問がなされたところです。
　これを受け、現在、消費者委員会に設
置された「景品表示法における不当表示
に係る課徴金制度等に関する専門調査
会」において議論が行われているところ
です。

（ ２）�多重債務者に対する地方公共団
体の取組支援

　多重債務相談については、各地方公共
団体の多重債務相談窓口や消費生活セン
ター、関係団体等が受け付けています。
消費者庁では、「地方消費者行政活性化
基金」55を通じ、弁護士や金融機関等の
専門家を講師とした多重債務問題研修の
実施等、地方公共団体が行う多重債務者
対策の取組を支援しています。また、「地
方消費者行政の充実・強化のための指針」56

の事例集においても、庁内で一体となっ
て多重債務問題に取り組んでいる地方公
共団体の例を掲載し、その普及を図って
います。
　また、国民生活センターでは、消費生
活相談員等を対象とした多重債務関連講
座を開講し、その能力向上を図っていま
す。2013年度は、64コース中１コースで
多重債務関連講座を実施しました。

（ ３）�総合的な自殺対策の強化
　政府は、自殺対策基本法及び同法に基

づく「自殺総合対策大綱」（2012年８月
28日閣議決定）の下、自殺対策を総合的
に推進しており、同大綱に基づき、国、
地方公共団体、関係団体、民間団体で連
携して、総合的な対策の強化を図ってい
ます。
　2013年度においては、国、地方公共団
体、関係団体、民間団体等が連携・協働
し、国を挙げて自殺対策を推進するため、
「自殺総合対策会議」の下に新たに「自
殺対策官民連携協働会議」が設けられ、
同会議において関係機関・団体等による
取組状況についての報告等が行われまし
た。
　また、自殺予防週間（９月10日から９
月16日）及び自殺対策強化月間（３月）
において、各種の啓発活動を行うととも
に、関係省庁、地方公共団体、関係団体
及び民間団体等と連携して、こころの健
康、多重債務及び法律に関する相談など
の支援策を重点的に行いました。
　なお、2013年の年間自殺者数は、２万
7,283人となり、2012年と比べて575人減
少しました。

2．�裁判外紛争処理手続（ADR）
を行う機関等との連携

（ １）�国民生活センター紛争解決委員
会と地方公共団体及び民間
ADR機関との連携

　2008年の国民生活センター法の改正に
より、国民生活センターでは、2009年４

55�）2009年から2011年までの３年程度を地方消費者行政強化のための“集中育成・強化期間”とし、消費者行政強化
に取り組む地方公共団体を集中的に支援するために、2008年度第２次補正予算（150億円）及び2009年度１次補正
予算（78億円）で措置された地方消費者行政活性化交付金により各都道府県に造成された基金。その後、2012年当
初予算（５億円）、2012年度補正予算（60.2億円）、2013年度当初予算（５億円）を措置した。続いて、2013年度補
正予算（15億円）を措置するとともに基金の活用期間を延長し、2014年度予算（30億円）を上積し、当初予算にお
ける大幅な増額を実現した。
56�）「地方消費者行政現況調査」などとともに、「現場」の声から地方消費者行政の現状と課題を分析し、中長期的な
展望に立った地方消費者行政の目指す姿を描きながら、「集中育成・強化期間」後における地方消費者行政の充実・
強化に向けた取組の方向性として、「消費者庁の取組」と「自治体への期待（提言）」を示すもの。
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月から、独立して職権を行う公正・中立
な紛争解決委員会を設置し、消費者紛争
のうち、その解決が全国的に重要である
紛争（重要消費者紛争）について解決を
図る裁判外紛争解決手続（以下「ADR57」
という。）を実施しています。
　2013年度の紛争解決委員会への申請件
数は151件あり、2012年度と同数で推移
しています。制度開始以来これまで実質
的に手続が終了した事案（却下・取下げ
を除いた573件）のうち約６割強の367件
で和解が成立しました（2014年３月末時
点）。
　また、国民生活センター法第34条に基
づき、地方公共団体との適切な役割分担
及び連携の確保を図るため、都道府県・
政令指定都市の苦情処理委員会等の実施
状況等に関する情報交換を行いました。
　他のADR機関との連携に関しては「生
命保険協会との情報交換会」（2013年６
月４日）、「証券・金融商品あっせん相談
センター（FINMAC）との意見交換会」
（2013年12月18日）、「原子力損害賠償紛
争解決センターとの意見交換会」（2014
年２月４日）を開催し、国民生活センター
法第34条の趣旨を踏まえ、情報交換を実
施しました。

（ ２）�消費者に関する法的トラブルの
紛争解決

　日本司法支援センター（法テラス）で
は、多重債務問題その他の消費者に関す
る法的トラブル等について、民事裁判等
の手続において弁護士・司法書士の費用
を支払う経済的に余裕がない人々を対象
に、無料法律相談や、その費用を立て替

える民事法律扶助による援助を行ってい
ます。
　2013年度も引き続き、民事法律扶助業
務の周知徹底を図るとともに、法的トラ
ブルの紛争解決に向けた支援の提供に努
めており、民事法律扶助における多重債
務問題等に関し、無料法律相談、代理援
助、書類作成援助を実施しています。さ
らに、地方事務所等の相談場所へアクセ
スすることが困難な方を対象に、出張・
巡回法律相談を実施し、高齢者を始めと
した消費者トラブルの解決のための支援
の提供に努めています。
　2013年度においては、多重債務問題に
関する無料法律相談９万4,929件を始め、
様々な法的トラブル等について32万
2,012件の無料法律相談を行いました。
　また、多重債務問題についての弁護士・
司法書士費用の立替５万4,892件を始め、
様々な法的トラブル等について11万
1,389件の弁護士・司法書士費用の立替
を行いました。

（ ３）�金融分野における裁判外紛争解
決

　金融分野における苦情・紛争解決につ
いては、業界団体により自主的な取組が
進められてきましたが、利用者の信頼感・
納得感が十分に得られていないなどの指
摘が見られました。
　これらを受けて、2009年６月に成立し
た金融商品取引法等の一部を改正する法
律（平成21年法律第58号）において、紛
争解決機関の指定制を導入することによ
り苦情・紛争解決の中立性・公正性等を
確保した、金融分野における裁判外紛争

57�）Alternative�Dispute�Resolutionの略。消費者トラブルが生じた場合、紛争解決の方法として裁判があるが、一般
的には時間と費用がかかる。このため、厳格な裁判によらずに当事者の合意に基づいて迅速かつ簡便に紛争解決す
る方法としてADRがある。
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解決制度（以下「金融ADR制度」という。）
が創設され、2010年４月に施行されまし
た。同年10月より指定紛争解決機関（以
下「機関」という。）が紛争解決等業務
を開始し、現在、銀行・保険・証券等、
業態別に８つの機関が当該業務に従事し
ています。
　2013年度においては、金融トラブル連
絡調整協議会（機関に加え、消費者行政
機関・業界団体・弁護士会等も参加）を
２回開催し、各機関の業務実施状況や利
用者利便の向上に向けた取組状況等につ
いて継続的に議論を行うとともに、金融
ADR制度のフォローアップに関する有
識者会議の報告書（2013年３月公表）の
提言を踏まえ設置した、金融ADR連絡
協議会（全ての機関によって構成）を３
回開催し、機関間の連携強化を図るなど、
金融ADR制度の円滑な実施を図ってい
ます。
　また、金融トラブル連絡調整協議会に
提示した機関の業務実施状況等に関する
資料を金融庁ウェブサイトに速やかに掲
載するなど、金融ADR制度の確実な浸
透に向けて積極的な広報に取り組んでい
ます。
　さらに、金融ADR制度のフォローアッ
プに関する有識者会議の報告書の提言を
踏まえ、パブリックコメントを実施した
上で「指定紛争解決機関向けの総合的な
監督指針」を策定し、2013年８月に公表
及び適用を開始することにより、機関に
対する利用者の信頼性向上や各機関の特
性を踏まえた運用の整合性確保を図るな
ど、同制度の適切な運営に取り組んでい
ます。
　このほか、金融庁金融サービス利用者
相談室では、機関が円滑に紛争解決等業
務を遂行できるよう、2013年１月から12
月にかけて同相談室に利用者から寄せら

れた相談の傾向等を意見交換の場におい
て当該機関へ情報提供することを、2013
年10月から11月までの間及び2014年３月
に実施するとともに、同相談室の在り方
についての議論等を行うなど、役割の検
討等を行いました。

（ ４）�民間賃貸住宅に関する裁判外紛
争解決

　2010年１月の社会資本整備審議会住宅
宅地分科会民間賃貸住宅部会の「最終と
りまとめ」において、紛争が発生した場
合の円滑な解決のための方策として、
ADRの活用を促進する必要があるとの
意見がありました。
　それを受けて、2010年度から、司法書
士、行政書士等の専門家による賃貸借関
係紛争に関する電話相談・面接相談、各
団体における相談体制の整備を行ってい
ます。
　2013年度は、相談事業を弁護士会等16
事業者において実施し、計2,666件の相
談があり、また、研修事業は、９都道府
県で計10回開催し、827名の参加を得ま
した。

（ ５）�新築住宅等に関する紛争解決
　住宅性能評価を受けた住宅及び住宅瑕
疵担保責任保険を付した新築住宅に係る
消費者と事業者との間に生じた紛争につ
いて、全ての弁護士会において、あっせ
ん、調停及び仲裁の体制を整備しており、
2013年度は全国で126件の紛争について
申請を受け、迅速かつ適正な解決を図り
ました。
　また、住宅性能評価を受けた住宅、住
宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅及び
リフォーム工事に関して、全国の弁護士
会において、弁護士と建築士による対面
相談を受けることができる専門家相談制
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度を実施しました。さらに、住まいるダ
イヤル（公益財団法人住宅リフォーム・
紛争処理支援センター）において、住宅
に関する消費者からの相談、助言及び苦
情の処理を行って消費者の利益の保護を
図っています。
　リフォーム支援制度を紹介したガイド
ブックや住まいるダイヤルが作成する各
種パンフレットなどで、住まいるダイヤ
ルについて消費者に周知するとともに、
住宅瑕疵担保責任保険を付した新築住宅
の所有者全員に対して、紛争処理等活用
可能な制度について紹介する資料を送付
しました（2013年度には、2012年４月か
ら2013年３月までに保険証券が発行され
た住宅を対象として、約28万部を送付）。

（ ６）�消費生活センター等への相談支
援機能の強化

　国民生活センターでは、全国の消費生
活センター等からの商品やサービスなど
消費生活全般に関する相談や問合せ等に
対応する「経由相談」を実施し、相談解
決の支援を行っています。
　各地の消費生活センター等への相談支
援機能を強化するため、2012年度に専門
チーム制を本格導入し、2013年度には、
専門家からのヒアリング、事業者団体等
の意見交換会等を多数行い、専門性の強
化を図りました。
　また、消費生活センター等のバック
アップとして、土日祝日に窓口を開設し
ていない消費生活センター等を支援する
ため、消費者ホットラインを通じて、「土
日祝日相談」を行うとともに、平日には、
話し中のために電話がつながらない場合
に対応する「平日バックアップ相談」を
運営しています。
　2013年度には、土日祝日相談が7,485
件、平日バックアップ相談が3,231件

（2014年３月31日時点）寄せられました。
　加えて、消費生活センター等の窓口に
おいて昼休み等の時間帯に相談を受け付
けていない場合があることから、2013年
７月29日より、平日11時から13時に「お
昼の消費生活相談」を試行的に開始し、
2013年度中に1,951件の相談を受け付け
ました（2014年３月31日時点）。
　さらに、相談支援機能の一環として、
関東・甲信越ブロックの消費生活セン
ターと共催で「高齢者110番」（2013年度）
を実施しました。また、全国的に相談が
多く寄せられ、解決が困難なケースが多
い電気通信サービスについて「ネット回
線勧誘トラブル110番」を実施しました。
　そのほか、各地の弁護士会と連携し、
事例検討会を開催、消費生活相談担当（弁
護士及び消費生活相談員）との情報交換
を実施しました。また、各地消費生活セ
ンターでは解決が困難なケースが多い美
容医療について、美容医療の医師に助言
を求めることができる美容医療高度専門
電話相談窓口を開設するとともに、「美
容医療に関する相談処理マニュアル」を
作成、全国の消費生活センターに配布、
東京と大阪の２か所で説明会を行いまし
た。さらに、説明内容を収録したDVD
も作成し、希望する消費生活センター（71
か所）に貸出しを行いました。

（ ７）�警備業務に関する苦情の解決
　警備業法第20条（苦情の解決）は、警
備業者が、常にその行う警備業務につい
て、依頼者等からの苦情の適切な解決に
努めなければならないこととし、警備業
者の自己規律を通じて警備業務の実施の
適正を図るため、2004年５月の法改正で
新設されました。
　警備業務に関する苦情については、適
正な契約の締結に関するもののほか、依
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頼者の申出に対する警備業者の対応に関
するものが多いことから、依頼者等から
の苦情に適切に対処して、警備業務の実
施の適正を確保していくためには、契約
の内容を依頼者に対して明確にすること
に加えて、依頼者からの苦情の迅速かつ
円滑な解決を図るために、その責任を明
確化し、依頼者の保護を図ることによっ
て、警備業者自らが依頼者等の信頼や安
心感の醸成に努めることが不可欠です。

　警察庁では、警備業務に関する苦情の
解決業務が円滑に行われるよう、都道府
県公安委員会により報告徴収・立入検査
の監督権限によって、苦情の適切な解決
が行われているかどうかを確認していま
す。また、認定個人情報保護団体である
一般社団法人全国警備業協会との連携に
より、関係警備業者による個人情報の取
扱いについての苦情の解決業務の円滑化
を推進しています。
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（ １）�地方消費者行政の充実・強化
　消費者行政の「現場」は、地域です。
消費者庁では、「現場」である地方消費
者行政の抜本的強化が不可欠との認識か
ら、地方公共団体との連携を強化しなが
ら、その取組を支援してきました。
　具体的には、2009年から2011年までの
３年間を地方消費者行政の「集中育成・
強化期間」と位置付け、地方消費者行政
活性化交付金（以下「交付金」という。）
により各都道府県に「地方消費者行政活
性化基金」（以下「基金」という。）を造
成することなどに取り組んできました。
　2012年７月には、この「集中育成・強
化期間」後の地方消費者行政について、
「地方消費者行政の現況調査」や「現場」
の声から地方消費者行政の現状と課題を
分析し、中長期的な展望に立った地方消
費者行政の目指す姿を描きながら、「消
費者庁の取組」と「地方自治体への期待」
をまとめた「地方消費者行政の充実・強
化のための指針」を策定しました。
　2014年度の財政支援については、指針
も踏まえながら、これまで充実・強化さ
れてきた取組が後退しないよう、2013年
度補正予算において15億円を措置すると
ともに、基金の活用期間を延長しました。
また、これまで補正予算中心の措置であ
り、毎年度の予算措置の見通しが不透明
な状況であったことを踏まえ、2014年度

予算において30億円を措置し、当初予算
における大幅な増額を実現したことか
ら、地方における計画的・安定的な取組
が可能となりました。また、2013年度に
引き続き、2014年度においても「国と地
方とのコラボレーションによる先駆的プ
ログラム」として、国から先駆的なテー
マを提案して地方公共団体と連携して実
施します。
　これとは別に、東日本大震災の被災地
への支援として、震災・原発事故を受け
た緊急対応（食品等の放射性物質検査、
食の安全性等に関する消費生活相談対応
等）により、被災４県（岩手・宮城・福
島・茨城）では基金に不足が見込まれた
ため、2013年度予算において約7.29億円
の上積みを行いました。2014年度予算に
おいても、引き続き、約6.99億円の上積
みを行っています。
　また、交付金の当初予算化及び基金の
活用期間の延長を措置したことを踏ま
え、中長期的な検討を実施するため、「地
方消費者行政強化作戦」を定め、計画的・
安定的な取組の中で、質の高い相談・救
済を受けられる地域体制の全国的な整備
に取り組むとともに、人員・予算の確保
に向けた地方の自主的な取組を支援しま
す。
　また、消費者庁では、消費生活相談員
の専門性やその果たしている役割の重要

地方公共団体、消費者団体等との連携・
協働と消費者政策の実効性の確保・向上第2章
地方公共団体への支援・連携第 １節
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性を踏まえ、各地方公共団体において、
再度任用する回数に関して一律に制限を
設けることなく、消費生活相談員の専門
性に配慮した任用を行うよう、消費者庁
長官から地方公共団体の首長宛の通知等
により、消費生活相談員のいわゆる「雇
止め」の見直しを求めています。この消
費生活相談員の雇止め見直しについて
は、消費者庁と総務省との間で協議を行
い、①実態として非常勤職員の行う業務
の中にも恒常的な業務があること、②任
期ごとに客観的な実証を行った結果とし
て、同じ者を再度任用することは排除さ
れないことについて認識を共有していま
す。
　このほか、消費者委員会による「地方
消費者行政の体制整備の推進に関する建
議」（2013年８月）や消費者庁において
開催した「消費生活相談員資格の法的位
置付けの明確化等に関する検討会中間報
告」（2012年８月）での議論を踏まえ、
2013年10月から「消費者の安全・安心確
保のための『地域体制の在り方』に関す
る意見交換会」を４回にわたって開催し、
同意見交換会において、消費生活セン
ターの役割と体制の在り方や、消費生活
相談等の事務の実施に関する国・都道府
県・市町村の役割と責務その他の消費者
安全の確保のための「地域体制の在り方」
に関する議論を行い、報告書を取りまと
めました（2013年12月）。
　また、この報告書を踏まえ、消費者安
全法の一部改正を含む「不当景品類及び
不当表示防止法等の一部を改正する等の
法律案」を第186回国会に提出し、2014
年６月６日に成立しました。

（ ２）�消費生活相談員の資格の法的位
置付けの明確化

　消費者庁では、2011年10月より「消費

生活相談員資格の法的位置付けの明確化
等に関する検討会」を開催し、消費生活
相談業務の一層の質の向上と体制の整備
を図るため、消費生活相談員資格を明確
に法律に位置付ける必要性、資格付与の
要件・手続及び「消費生活相談員」の職
の法的位置付け等これらと併せて措置す
べき事項を検討し、2012年８月に中間取
りまとめを行いました。
　さらに、消費者委員会による「地方消
費者行政の体制整備の推進に関する建
議」（2013年８月６日）の提出を受け、
消費者庁では、2013年10月より「消費者
の安全・安心確保のための『地域体制の
在り方』に関する意見交換会」を開催し、
報告書を取りまとめました。これを踏ま
え、不当景品類及び不当表示防止法等の
一部を改正する等の法律案を第186回国
会へ提出し、2014年６月６日に成立しま
した。
　また、同法案に基づき、今後、一人暮
らしの高齢者を見守るネットワーク作り
など、全国各地で行われている地域にお
ける見守りの先進的取組の情報を収集
し、各地方公共団体に提供することで、
普及促進を図ることを予定しています。

（ ３）�消費者ホットラインの運用
　消費者がトラブルに見舞われたとして
も、相談窓口の存在に気付かなかったり、
相談窓口は知っていたとしてもその連絡
先が分からなかったりすることがありま
す。
　このため、消費者庁では、全国どこか
らでも身近な消費生活相談窓口を案内す
る「消費者ホットライン（0570-064-370）」
を運用しており、2013年度には30万8,519
件の利用がありました。国民生活セン
ターと連携して、その運用や活用状況を
踏まえつつ、消費者の利便に資する形で
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引き続き実施し、直接接続できる消費生
活センターや相談窓口を更に増やします。
　なお、国民生活センターでは、都道府
県・市区町村の消費生活相談窓口が開所
していない場合に相談を受け付ける「土
日祝日相談」の実施に加え、平日には「平
日バックアップ相談」を行っています。
土日祝日相談について、2013年度には
7,485件の相談を受け付け、平日バック
アップ相談については、2011年６月の平
日バックアップ相談開始以降、2013年度
末までに8,089件の相談を受け付けまし
た。

（ ４）�都道府県における法執行強化
　国と地方が情報共有を進めて法を厳正
に執行し、被害をもたらしている事業者
の行為を是正することにより、消費者被
害の拡大防止や軽減、予防につながりま
す。このため、消費者庁では、地方公共
団体の法執行力を強化することを目的と
して、地方公共団体の執行担当者を対象
とした研修を行っています。
　2013年度には、特定商取引法及び景品
表示法を中心に、執行実務に必要となる
基礎知識の習得を目的とした「執行初任
者研修」を５月に実施し（約110名参加）、
さらに、執行に必要な実務スキルの向上
を目指した「執行専門研修」を10月に実

施しました（約90名参加）。

（ ５）�地方公共団体との情報共有
　消費者庁では、2010年度から、国民生
活センター及び経済産業局等の国の機関
と、都道府県・政令指定都市の担当課長
との意見交換や情報共有の場として、「地
方消費者行政ブロック会議」を開催して
おり、2013年度にも全国６ブロックで同
会議を開催しました。
　また、都道府県・政令指定都市の消費
生活センター所長が意見交換や情報共有
を行うため、国民生活センターがブロッ
クごとに開催する「消費生活センター所
長会議」に、消費者庁職員が出席し、意
見交換を行っています。加えて、毎年４
月に都道府県及び政令指定都市の消費者
行政担当課長等向けの「都道府県等消費
者行政担当課長会議」を開催し、最近の
国の消費者行政の動向について、情報の
共有を図っています。
　さらに、地方公共団体への個別の施策
の情報共有のため、全国説明会を随時開
催しています。2013年度は、「地方消費
者行政に対する国の財政措置の活用期間
に関する一般準則」のほか、2014年度予
算要求や2013年度補正予算、2014年度当
初予算に関する全国説明会を開催しまし
た。
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（ １）�適格消費者団体の認定・監督
　事業者の不当行為は、消費者契約法等
の民事ルールのほか、特定商取引法や景
品表示法等により規制されており、行政
処分等が行われることもあります。この
ような場合、被害を受けた消費者は、消
費者契約法等により個別的・事後的には
救済されますが、同種の被害の広がりを
防止することは困難です。このため、
2007年６月から、消費者被害の未然防止・
拡大防止を図るため、行政以外の枠組み
として「消費者団体訴訟制度」が導入さ
れています。
　本来、事業者の不当行為について訴訟
を起こすことができるのは、直接その被
害を受けている消費者に限られ、消費者
団体等が事業者へ改善を求めても、法的
裏付けがないため、実効性の面で限界が
ありました。消費者団体訴訟制度は、一
定の要件58の下で認定された消費者団体
（適格消費者団体）に、事業者の不当行
為をやめさせるように、差止請求を行う
権利を認めています59。
　行政による規制には一定の限界がある
中、こうした適格消費者団体の取組は、
行政を補完する役割として極めて重要で
す。消費者契約法の不当勧誘、不当条項
に加えて、景品表示法の優良誤認表示、
有利誤認表示や特定商取引法の不当勧誘
や不当条項の一部についても、適格消費

者団体による差止請求が認められていま
す60。
　また、2013年６月、食品表示法が成立
（2013年６月28日公布）し、著しく事実
に相違する食品表示が差止請求の対象と
され、公布から２年を超えない範囲内に
施行されます（未施行）。
　なお、適格消費者団体としては、2013
年度末時点で、11団体を認定しており、
制度施行以来差止請求訴訟は33件（うち
2013年度は５件）提起されています。
　消費者庁では、適格消費者団体の活動

消費者団体等との連携第 ２節

適格消費者団体の名称 地域 認定日
特定非営利活動法人
　消費者機構日本 東京都 2007年 ８ 月23日

特定非営利活動法人
　消費者支援機構関西 大阪府 2007年 ８ 月23日

公益社団法人
　全国消費生活相談員協会 東京都 2007年11月 ９ 日

特定非営利活動法人
　京都消費者契約ネットワーク 京都府 2007年12月25日

特定非営利活動法人
　消費者ネット広島 広島県 200８年 1 月2９日

特定非営利活動法人
　ひょうご消費者ネット 兵庫県 200８年 5 月2８日

特定非営利活動法人
　埼玉消費者被害をなくす会 埼玉県 200９年 3 月 5 日

特定非営利活動法人
　消費者支援ネット北海道 北海道 2010年 2 月25日

特定非営利活動法人
　あいち消費者被害防止ネット
ワーク

愛知県 2010年 ４ 月1４日

特定非営利活動法人
　大分県消費者問題ネットワーク 大分県 2012年 2 月2８日

特定非営利活動法人
　消費者支援機構福岡 福岡県 2012年11月13日

（備考） 1．消費者庁資料
　　　　 2．201４年 3 月31日時点で認定されている団体

58�）要件としては、例えば、①不特定多数の消費者の利益を守るための活動を主な目的としていること、②相当期間、
継続的な活動実績があること、③特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること等がある。
59�）差止請求ができるのは、あくまで消費者契約法等に違反する行為（不当な勧誘、契約条項の使用）であり、事業
者の業務自体の停止を求めることができるわけではない。
60�）景品表示法については2009年４月から、特定商取引法については2009年12月から消費者団体訴訟制度の対象となっ
ている。さらに、2013年２月に特定商取引に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、差止請求
の対象となる不当行為に係る類型として、訪問購入が追加された。
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が適切に行われるよう監督するととも
に、適格消費者団体が行う差止訴訟の判
決内容等の情報を同庁ウェブサイトで公
表しています。

（ ２）�適格消費者団体に対する支援
　消費者庁では、適格消費者団体に対す
る支援の一環として、認定NPO法人制
度について周知を行ったほか、消費者団
体訴訟制度や適格消費者団体の活動につ
いての周知を行ってきています。
　また、2013年度予算においては、適格
消費者団体による差止請求の成果をまと
めた「差止請求事例集」を作成し、同事
例集を用いて北海道、宮城県、東京都、
石川県、愛知県、大阪府、広島県、愛媛
県及び福岡県にて差止請求事例集解説セ
ミナーを開催しました。さらに、宮城県、
神奈川県、石川県、兵庫県、愛媛県及び
大分県にて消費者団体訴訟制度シンポジ
ウムを開催するとともに、消費者団体訴
訟制度等に関する問合せ窓口の設置を行
いました。
　このほか、適格消費者団体へのPIO-
NET端末の設置に向けた検討を行って
います。

（ ３）�消費者団体等との連携
　消費者行政の推進に当たっては、幅広
い関係者に消費者庁の「サポーター」や
「提案者」になってもらうことが重要で
す。特に、消費者団体は、消費生活の実
態に即し、消費者の埋もれがちな声を集
約し、具体的な意見にまとめて表明する
団体であり、その継続的・持続的な活動

は消費者行政の推進に当たり極めて重要
です。
　このため、消費者庁では、全国の消費
者団体等と定期的に意見交換の場を設け
ており、2013年度は、仙台や札幌等での
開催を含む７回の意見交換会を開催しま
した。あわせて、電子メールを用いた消
費者団体等との意見交換システムを運用
し61、全国の消費者団体等との情報・意
見交換を行っているほか、消費者団体等
が開催するシンポジウム等に消費者庁幹
部等を派遣し講演等を行うなど、消費者
団体等の活動を支援しています。
　また、地域における消費者問題解決力
の向上を図る上で、行政と消費者団体を
含む地域の多様な主体との連携が不可欠
です。このため、地域の消費者団体等が
交流する場として、全国８ブロックごと
に「地方消費者グループ・フォーラム」
を開催し、地域における消費者団体等の
連携強化と活動の活性化を支援していま
す。
　消費者庁が主催する2013年度消費者月
間シンポジウム（2013年５月）では、地
域の消費者団体の取組を全国的に共有
し、地域の消費者問題解決力の一層の向
上を図ることを目的に、各ブロックのグ
ループ・フォーラム参加団体等から、活
動報告がなされました。
　さらに、地方消費者行政活性化基金を
通じて、地域の多様な主体と連携した取
組を支援するため、2013年度補正予算（一
般会計）において15億円を措置するとと
もに、2014年度当初予算（一般会計）に
おいて30億円を措置しました。

61）「だんたい通信」の名称でVol.33まで配信済み。同通信では配信登録団体からの意見を随時受け付けている。
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（ １）�公益通報者保護制度の推進
　消費者が安心して安全で豊かな消費生
活を営むことができる社会を実現してい
く上で、これを損なうような企業の不祥
事を防止するという観点は重要です。企
業の不祥事は、企業内部の労働者からの
通報をきっかけに明らかになることは少
なくありませんが、労働者がこうした通
報を行うことは、正当な行為として解雇
等の不利益な取扱いから保護されるべき
ものです。
　こうしたことから、公益通報者保護法
が2004年に成立し、2006年に施行されて
おり、労働者が、どこへどのような内容
の通報を行えば保護されるのかという制
度的なルールや公益通報に関して事業
者・行政機関がとるべき措置等が定めら
れています。
　なお、公益通報の対象は、国民生活の
安心や安全を脅かす法令違反の発生と被
害の防止を図る観点から、「国民の生命、
身体、財産その他の利益の保護にかかわ
る法律」に違反する一定の行為となって
おり、2013年度末時点で、439の法律が
対象法律として定められています。
　消費者庁では、公益通報者保護制度に
関するシンポジウムや行政機関職員向け
研修会を全国各地で開催（2013年度には、
シンポジウムを３回、行政機関職員向け
研修会を４回開催）しているほか、公益
通報ハンドブック等を作成して、労働者、
民間事業者及び行政機関等に広く配布す
るなど、周知啓発に取り組むとともに、
制度の運用状況等を把握するため、民間
事業者、労働者及び行政機関を対象とし
た調査等にも取り組んでいます。

（ ２）�公正競争規約の積極的な活用、
円滑な運用

　不当な表示や過大な景品類は、短期間
のうちに、その内容がエスカレートし、
際限なく広がっていくおそれがありま
す。このような不当な表示等を効果的に
規制するためには、規制当局の限られた
リソースだけでは困難です。
　そのため、業界自らが自主的かつ積極
的に守るべきルールとして定めた「公正
競争規約」が積極的に活用され、適切な
運用が行われるように関連団体等を支援
することは、景品表示法違反行為の未然
防止等の観点からも必要不可欠です。
　消費者庁と公正取引委員会では、公正
競争規約の所要の変更について公正取引
協議会から相談を受け認定を行うととも
に、消費者庁と公正取引委員会の規約担
当職員が、各公正取引協議会の担当者と
緊密に連絡を取り合い、規約の適正な運
用等について必要な助言等を行うことな
どにより、公正競争規約の積極的な活用、
円滑な運用を促進しています。
　具体的には、2013年度に、泡盛の表示
に関する公正競争規約、釣竿の表示に関
する公正競争規約、食用塩の表示に関す
る公正競争規約など５件の公正競争規約
の変更について認定を行いました。
　このほか、公正取引協議会等関連団体
が主催する研修会等へ、17回講師を派遣
しました。
　また、公正競争規約の実効性の確保を
目的として各公正取引協議会が実施す
る、「表示に関する公正競争規約の試買
表示検査会」の一部について、運営業務
等を支援しました。
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（ ３）�訪問販売、通信販売等による被
害抑制

　高齢者や子どもを含む消費者トラブル
の発生に際し、その解決に向けて、関係
団体に対してセミナーの開催等の取組の
要請を行いました。また、訪問販売、通
信販売の関係団体に対して、消費者をめ
ぐる政府の政策や取組に関する情報提供
を行うことで、消費者などからの相談へ
の対応が円滑に行われるよう支援しまし
た。

（ ４）買い物弱者対策に関する取組
　農林水産省では、高齢者を中心に食料
品の購入等に不便や苦労を感じる「食料
品アクセス問題」の実態を把握するため、
全国の市町村を対象にアンケート調査を
実施したほか、食料品等の買い物に不便

や苦労を感じる地域の方々を支援するた
め、2014年３月に関係省庁・機関の関連
施策等を分かりやすく紹介する「買い物
困難者等支援策活用ガイド」を作成しま
した。また、民間事業者等が市町村等と
連携して地域の実態に応じた改善策を策
定するための企画検討費を支援しました。
　経済産業省では、これまでに買い物弱
者支援の先進事例とその工夫のポイント
をまとめた「買い物弱者応援マニュアル」
の公表、全国の地方公共団体で実施して
いる買い物弱者に対する支援制度等の取
りまとめ及び公表等を行ってきました。
また、民間事業者等がミニ店舗事業や移
動販売事業等より買い物機会の提供を行
う「地域自立型買い物弱者対策支援事業」
（2012年度補正予算繰越事業）を実施し
ました。
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（ １）�消費者庁の所管法律の執行状況
の点検・評価

　2012年度の消費者庁の政策評価につい
ては、「消費者庁政策評価基本計画」（2010
年３月31日消費者庁長官決定、2011年11
月４日改定。）及び「平成24年度消費者
庁政策評価実施計画」（2012年10月３日
消費者庁長官決定）に基づき、2013年８
月にその評価書を公表しました。この中
で、2012年度中に実施した、食品表示の
一元的な法体系の在り方の検討や、集団
的消費者被害回復に係る訴訟制度の導入
に向けた取組などに関する課題を盛り込
みました。
　この2012年度の政策評価を踏まえた上
で、2013年度には、消費者庁が所管する
法律の執行体制の強化、効果的に機能す
る仕組みの構築及び法制化に向けた検討
などに取り組むこととし、予算要求及び
機構・定員要求並びに改正法案の成立に
つなげたところであり、消費者行政に係
る体制の更なる整備等に有効に結び付け
ることができました。
　具体的には、食品の表示に関する包括
的かつ一元的な制度を創設するための食
品表示法案を2013年４月５日に閣議決定
し、同年６月21日に成立しました。また、
消費者の財産的被害の集団的な回復のた
めの民事の裁判手続の特例に関する法律
案を2013年４月19日に閣議決定し、同年
12月４日に成立しました。
　また、消費税率の引上げに際し、消費
税の円滑かつ適正な転嫁を確保すること
を目的とする消費税の円滑かつ適正な転
嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害す
る行為の是正等に関する特別措置法案を

2013年３月22日に閣議決定し、同年６月
５日に成立しました。同法は、2013年10
月１日に施行されました。
　さらに、2014年３月11日には、不当景
品類及び不当表示防止法等の一部を改正
する等の法律案を閣議決定、同日国会に
提出し、同年６月６日に成立しました。
この法律案は、①不当景品類及び不当表
示防止法（景品表示法）に係る調査権限
を事業所管大臣等に委任すること、措置
命令権限及び合理的根拠提出要求権限を
都道府県知事に委任することなどを内容
とする景品表示法の一部改正、②消費生
活相談員資格試験の国家資格化などを内
容とする消費者安全法の一部改正、③法
律の施行後１年以内に課徴金に係る制度
の整備について検討を加え必要な措置を
講じるとすることを内容とする政府の措
置などから構成されています。
　加えて、2014年９月に消費者庁が創設
５周年を迎えることを踏まえ、2014年３
月25日に、他省庁からの所掌事務の引継
ぎや業務の運営を全般的にレビューする
ことを発表しました（衆議院消費者問題
に関する特別委員会における大臣答弁）。

（ ２）�国家公務員向け研修の実施
　「昇任時相談窓口等体験研修」は、「生
活安心プロジェクト「消費者・生活者を
主役とした行政への転換に向けて」（2008
年４月国民生活審議会意見）に対するア
クションプラン（工程表）」（同年７月23
日生活安心プロジェクトに関する関係省
庁局長会議決定）に基づき、各府省庁の
審議官級職員を対象に2009年度に人事院
と内閣府の共催により、試行的に開始さ
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れました。その後、「消費者基本計画」
（2010年３月30日閣議決定）において継
続的に実施することとされ、以後、人事
院と消費者庁の共催により実施していま
す。
　具体的には、国民生活センターや消費
生活センター、行政相談所、日本司法支
援センター（法テラス）、公共職業安定所、
児童相談所、福祉事務所、年金事務所の
協力を得て、消費者・生活者の声に触れ
る業務を体験する研修（業務体験研修）
を実施しています。
　また、業務体験研修の前に、研修に臨
むに当たっての問題意識を明確化し、研
修効果のより一層の向上を図るため、全
研修対象者に対し、消費者問題等に造詣
の深い有識者による講演及び意見交換を
行う「事前研修」を、業務体験研修の後
に、同研修で得られた経験や気付き、行
政や公務員の在り方等について、参加者
間で討議するとともに、幹部行政官経験
者による講話及び意見交換を行う「事後
研修」を実施しています。
　2013年度は、３回実施し、計82名が研
修に参加しました。
　研修終了後に実施したアンケートで
は、参加者の92.7％から有益、同じく
90.2％から満足との回答を得るなど、高
い評価を得ています。

（ ３）�他の相談機関との連携
　消費者庁では、注意喚起等の情報提供
を行う際、地方公共団体の消費者行政部
局に対し、高齢者担当や教育担当を始め
とするその他の関係部局等にも情報が共
有されるよう、協力を依頼しています。
　2014年３月には、消費者問題に関する
地域ネットワークにおける情報共有を円
滑に行うための消費者安全確保地域協議
会の設置等を盛り込んだ不当景品類及び

不当表示防止法等の一部を改正する等の
法律案を第186回国会に提出し、2014年
６月６日に成立しました。

（ ４）�消費者政策担当部局間の連絡、
情報交換

　個別事案に応じて関係府省が集中的に
議論する場を設けることに重点を置き、
消費者基本計画の見直し等に向けて消費
者政策担当課長会議を2013年度に１回開
催しました。
　また、食品ロス削減関係省庁等連絡会
議を同年度に１回開催しました。

（ ５）�公正取引委員会の体制強化及び
機能拡充

　公正取引委員会では、独占禁止法の違
反行為について、2013年度に延べ210名
の事業者に対して18件の法的措置を採
り、また、延べ181名の事業者に対して
総額302億4,283万円の課徴金の納付を命
じ、価格カルテル、入札談合等の独占禁
止法の違反事件に厳正かつ積極的に対処
しました。
　また、264件の届出のあった企業結合
計画について、迅速かつ的確に審査を行
いました。このうち、１件については、
報告等の要請を行い、詳細な審査を行っ
た結果、独占禁止法上の問題はないと判
断しました。届出会社に報告等を求める
必要がないと判断した案件については30
日の禁止期間（企業結合を実行してはな
らない期間。第１次審査）内に審査を終
了するとともに、届出会社から禁止期間
の短縮の申出のあった案件について当該
期間を短縮しました。
　なお、近年、公正取引委員会には、競
争環境を積極的に創造し、市場監視の機
能・体制を充実させるなど、競争政策を
強力に実施することが求められており、
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そのための体制の整備・充実が進められ
てきています。
　具体的には、2013年度に、消費税転嫁
対策部門、下請法運用部門及び審査部門
を中心に体制の強化が図られました。ま
た、即戦力を有する職員を確保する観点
から、民間実務経験者及び任期付職員を
採用しました。このほか、職員に対し、
業務上必要とされる知識・スキルを付与
する各種研修を実施しました。

（ ６）�消費者委員会事務局体制の充
実・強化

　消費者委員会は独立した第三者機関と
して、消費者の声を踏まえつつ自ら調査
審議を行い、消費者庁を含む関係府省の
消費者行政全般に対して建議等を実施す
るとともに、内閣総理大臣、関係各大臣
等の諮問に応じて調査審議を行います。
消費者行政が直面する諸課題に適切に対
処するためには、消費者委員会が様々な
消費者問題について調査審議を行い、積
極的に建議等を行うことが重要であるこ
とから、消費者庁及び消費者委員会設置
法の附則や国会の附帯決議、消費者基本
計画において、委員の常勤化について検
討を行うことや事務局体制の充実・強化
を図ることなどが求められています。
　このうち、委員の常勤化については、
2010年夏の2011年度概算要求に際して検
討が行われ、委員の常勤化よりも事務局
体制の強化を急ぐべきとの判断が下され
ました62。このため、内閣府において、
事務局体制の充実・強化を図るための予
算・定員要求を着実に行うとともに、民
間の多様な専門分野における人材を任期

付職員や非常勤職員等として任用し、委
員会活動をしっかりと支えることとして
います63。
　また、消費者委員会が調査審議を進め
るために、関係府省への資料要求やヒア
リング等を頻繁に実施しています。この
結果、消費者委員会は2009年９月の発足
以降、数多くの意見表明64を行ってきて
おり、消費者基本計画への反映、法令の
改正・執行強化等を通じて、消費者行政
の推進に活かされています。

（ ７）�国民生活センターの在り方に関
する検討

　国民生活センターは、消費者行政にお
ける中核的な実施機関であり、①消費者
行政の司令塔機能の発揮、②地方消費者
行政の推進、③消費者への注意喚起のい
ずれにとっても必要不可欠な存在です。
　国民生活センターの在り方について
は、内閣府特命担当大臣（消費者及び食
品安全）の下で開催される「消費者行政
の体制整備のための意見交換会」等にお
いて検討が進められるとともに、行政改
革推進会議独立行政法人改革等に関する
分科会においても議論が行われ、「独立
行政法人改革等に関する基本的な方針」
（平成25年12月24日閣議決定。）において、
独立行政法人の新たな類型の一つである
「中期目標管理型の法人」（国民向けサー
ビス等の業務の質の向上を図ることを目
的とし、中期目標管理により高い自主性・
自律性を発揮しつつ事務・事業を行う法
人）とすることとされました。
　今回の見直しは、国民生活センターが
行政措置（行政処分、有権解釈の提示）

62�）ただし、第３次消費者委員会の10人の委員（非常勤）のうち、３人については、常勤的に勤めることが可能にな
るように人選されている。
63）2013年度の消費者委員会事務局の予算額は255百万円（当初）、定員は11名となっている。
64）2013年度末までの主な成果は、建議13件、提言11件、意見等41件となっている。

第
４
節

第
２
章

第
２
部

　消
費
者
政
策
の
実
施
状
況

行
政
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化

301



を行う国の機関から業務運営・人事面で
独立し、柔軟性・機動性を持って消費者
問題に対応することが重要であることか
ら、独立行政法人とすることが適当であ
るとの結論に至ったものです。
　また、国民生活センター相模原事務所
研修施設については、同方針の閣議決定
において、「相模原研修施設の再開につ

いては、施設の利用見込み、長期を含め
たコスト等を総合的に勘案した上で、平
成26年夏までに結論を得る」こととされ
ました。これを踏まえ、消費者庁におい
て、「国民生活センター相模原事務所研
修施設の活用に関する懇談会」を開催し、
研修施設の再開について検討を行ってい
ます。
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（ １）�CO２削減に向けた行動
　環境省では、低炭素社会の構築に向け、
地球温暖化防止のために政府が推進する
国民運動を継続して展開しました。同運
動では、オフィスや家庭などで実践でき
るCO2削減に向けた具体的な行動を提案
（例えば、古いタイプの家電製品の省エ
ネタイプへの買換え、白熱電球の電球型
蛍光灯やLED照明への買換え、ハイブ
リッド自動車や電気自動車の購入など、
エネルギー効率の良い製品の選択を促
し、環境に配慮した消費行動を促進）し、
その行動の実践を広く国民に呼び掛けて
おり、趣旨に賛同した全ての個人、企業・
団体に対し、国民運動への参加を呼び掛
けました。

（ ２）�身近な化学製品等に関する理解
促進

　環境省では、化学物質やその環境リス
クに対する国民の不安に適切に対応する
ため、リスクコミュニケーションを推進
しています。
　具体的には、化学物質のリスクに関す
る情報の整備のため、「PRTRデータを
読み解くための市民ガイドブック」、「か

んたん化学物質ガイド」等を作成・配布
しています。
　また、市民、労働者、事業者、行政、
学識経験者等の様々な主体が意見交換を
行い、合意形成を目指す場である「化学
物質と環境に関する政策対話」を開催し
ており、2013年度は、リスク評価の進展
とそれを取り巻く課題等について議論し
ました。

（ ３）�３ R（リデュース、リユース、
リサイクル）の推進

　環境省では、2013年10月に栃木県で
「第８回３R推進全国大会」を開催65し、
イベントを通して３R66施策の普及啓発
を行いました。同大会式典で環境大臣表
彰を行った「３R促進ポスターコンクー
ル」には、全国の小・中学生から約１万
点の応募があり、環境教育活動の促進に
も貢献しています。また、同年10月は「３
R推進月間」でもあり、環境省、経済産
業省が共同で「環境にやさしい買い物
キャンペーン」を実施し、全国の都道府
県や流通事業者・小売事業者の協力を得
て、環境に配慮した商品の購入、マイバッ
グ持参など３R行動の実践を呼び掛けま

経済社会の発展等の
環境変化への対応第3章

65）主催は、環境省・環境省関東地方環境事務所・栃木県・３Ｒ活動推進フォーラム。
66�）環境問題への対応としては、廃棄物等の発生抑制、再利用、再生利用が重要となるが、これらの英語の頭文字を採っ
て、３R（Reduce，Re‒use，Recycle）と呼んでいる。
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した。
　また、環境省では、「新・ゴミゼロ国
際化行動計画」の中で掲げる「アジア全
体での循環型社会の構築」に向け、2014
年２月にはスラバヤ（インドネシア）に
おいて、アジア太平洋３R推進フォーラ
ム第５回会合を開催し、アジア諸国及び
太平洋島嶼国の33カ国の政府、地方公共
団体、国際機関などから約500名が参加
しました。その成果として、官民連携や
都市間等の協力関係の推進を記載した
「スラバヤ３R宣言」を採択しました。
　さらに、インターネットを利用する若
い世代を中心に、ごみの減量・資源の有
効活用について恒常的に周知徹底を図る
ため、ウェブサイト「Re-Style」（PC版、
携帯版）を運営し、循環型社会の形成に
関する最新データやレポート等の掲載、
循環型社会形成推進基本計画の周知及び
循環型社会に向けた多様な活動等の情報
を更新し、国民、民間団体及び事業者等
による活動の促進を図っています。
　このほか、環境省では各種リサイクル
法のポスターやパンフレット等を作成
し、一般国民・関係機関に配布をするこ
とで、各種リサイクル法の普及啓発を
行っています。特に、2013年４月１日か
ら新たに施行された使用済小型電子機器
等の再資源化の促進に関する法律につい
ては、パンフレット（１種類）の作成や、
雑誌（４紙）・新聞（全国紙）での広告等、
普及啓発を行いました。

（ ４）�生物多様性保全の取組
　環境省では、経済社会における生物多
様性67の保全と持続可能な利用を促進す

ることを目的に、2013年度は、前年度に
実施した事業者（農林水産業者を含む。）
に対する生物多様性に関する取組状況の
アンケート調査結果及び取組事例の評価
等を進め、取組促進策を検討するととも
に、生物多様性分野での民間参画に関す
る情報を一元的に発信するウェブサイト
のリニューアルを行いました。
　また、農林水産省では、農林水産省生
物多様性戦略（2012年２月改定）におい
て、消費者が日常の行為を通じて、生物
多様性について理解する機会を持つこと
が期待される「生きものマーク68」の取
組を推進していくこととしており、「生
きものマークガイドブック」を利用し、
農林水産業と生物多様性の関係について
３回のイベント等の機会を活用して国民
理解を図りました。

（ ５）�有機農産物など環境に配慮した
農産物の普及促進

　有機農業は、農業の自然循環機能を増
進し、農業生産活動に由来する環境への
負荷を大幅に低減するものであり、生物
多様性の保全に資するものです。また、
消費者の食料に対する需要が高度化し、
かつ、多様化する中で、安全かつ良質な
農産物に対する消費者の需要に対応した
農産物の供給に資するものです。
　農林水産省では、2013年度において、
有機農産物価値理解促進事業により、消
費者等の有機農産物等に関する理解を促
すための対面販売やセミナーの実施、有
機農業の産地等を紹介するポータルサイ
トの開設に関する取組を支援しました。
また、有機JAS制度69に関して、有機関

67�）生物多様性基本法において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々
な差異が存在することとされている。
68�）農林水産業の営みを通じて多くの生きものが暮らせる豊かな環境を取り戻す様々な取組を総称して、「生きもの
マーク（生物多様性に配慮した農林水産業の実施と、産物等を活用してのコミュニケーション）」と呼んでいる。
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係イベント等における同制度を解説した
パンフレットの配付や、農林水産省広報
誌「aff」での同制度の紹介により、消費
者等への啓発を行いました。
　さらに、登録認定機関の認定業務等の
適切な実施を確保するとともに、地方農
政局等の職員が小売店舗等に対する巡回
調査等を実施し、表示の適正化を図りま
した。
　このほか、エコファーマー70や環境保
全型農業のPRを目的として、エコファー
マーが生産した農産物等についての農林
水産省消費者の部屋における展示や、環
境保全型農業を推進している取組事例の
発表等を行う全国交流会の開催などエコ
ファーマーの取組に対する普及活動につ
いて協力しました。

（ ６）�住宅省エネラベル・建築環境総
合性能評価システム（CASBEE）
の普及促進

　2008年のエネルギーの使用の合理化に
関する法律（昭和54年法律第49号、以下
「省エネ法」という。）の改正により、
省エネ法第86条において、建築物の販売
又は賃貸の事業を行う者は、外壁、窓等
の断熱性及び建築物に設置する建築設備
におけるエネルギー利用の効率性につい
ての性能について表示するよう、消費者
への情報提供に関する努力義務が規定さ
れており、国土交通省では省エネ関連の

講習会等においてその普及促進に努めて
います。2013年度には、住宅の省エネル
ギー基準に関する講習会等（開催回数：
全57回）において、住宅省エネラベル71

等に関する情報提供を実施しました。
　また、建築環境総合性能評価システム
（CASBEE72）については、その内容や
開発状況等に関して、説明会やシンポジ
ウムを開催することにより、普及の促進
を図っています。現在24の地方公共団体
で、CASBEEを用いた届出制度等が導
入されています。
　2013年度には、省エネルギー基準の改
正や住宅の品質確保の促進等に関する法
律（平成11年法律第81号、以下「住宅品
確法」という。）改正などを受け、４年
ぶりとなるCASBEEの各ツールの大幅
改訂の検討を実施し、改訂案を策定しま
した。また、街区単位の新しい評価ツー
ルであるCASBEE街区や、賃貸ビルに
入居するテナント部分の評価を行う
CASBEEテナントオフィス（仮称）など、
ツールの新規開発を実施しました。
　このほか、省エネルギー基準の見直し
による一次エネルギー消費量の導入に伴
い、住宅品確法に基づく住宅性能表示制
度について見直しを行い、2014年２月25
日に公布し、2015年４月１日に施行予定
（一部は公布日施行）です。

69�）JAS法に基づく有機食品の認証制度。農林水産大臣に登録された登録認定機関から認定を受けた事業者は、有機
農産物や有機加工食品などの生産方法についての基準を満たすものに有機JASマークを付すことができる。有機農
産物、有機農産物加工食品については、有機JASマークが付されているものだけに「有機」と表示できる。
70�）エコファーマーとは、1999年７月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11
年法律第110号）（持続農業法）」第４条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知
事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者（認定農業者）の愛称名。エコファーマーにな
ると、認定を受けた導入計画に基づき、農業改良資金の特例措置が受けられる。
71�）「住宅省エネラベル」は、省エネ法第86条の規定を実施するために告示された「住宅省エネラベル指針」に基づ
くものであり、住宅事業建築主は、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅について、住宅本体への住宅
省エネラベルの貼付けや刻印、広告やパンフレットへの住宅省エネラベルの印刷ができる。
72�）Comprehensive�Assessment�System�for　Built　Environment�Efficiencyの略。
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（ ７）�食品リサイクルの推進及び普及
啓発

　食品関連事業者等による食品循環資源
の再生利用や熱回収、食品廃棄物等の発
生の抑制や減量に関する優れた取組を全
国に紹介することで、更なる取組の推進、
普及啓発を図るため、環境省が2007年に
食品リサイクル推進環境大臣賞を創設し
ました。2007年には８件、2008年には７
件、2009年には８件の表彰を行い、環境
省のウェブサイトで紹介しています。
2010年以降は循環型社会形成推進功労者
等環境大臣表彰において、食品リサイク
ルに関係する者も表彰しており、全国に
紹介しています。

（ ８）�環境ラベル等による環境情報の
提供

　環境省では、グリーン購入の普及促進
を図るためには、事業者等が製品に関す
る環境情報を適切に提供する必要がある
という考えに基づいて、事業者及び消費
者双方にとって有益な環境情報を提供す
るために、事業者等が取り組むべき内容
を取りまとめた「環境表示ガイドライン」
を2008年１月に策定しました。
　また、環境表示を行う事業者及び事業
者団体、製品等に関して認証を行う第三
者機関を対象に、同ガイドラインの利用
状況等に関する調査を実施するととも
に、今後の環境表示の在り方を整理・再
検討し、2013年３月に同ガイドラインの
改訂を行い、その後も業界団体への取組
状況の調査を行うとともに、ガイドライ
ンの配布による普及啓発を行いました。
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（ １）�インターネット取引の安全・安
心の確保

　高度情報通信社会の進展により、イン
ターネットを活用した取引が増加して利
便性が向上する一方、それに関連する
様々な消費者問題も数多く発生していま
す。
　消費者庁は2010年８月から「インター
ネット消費者取引研究会」を開催し、消
費者の視点に立った事業者や行政の取組
の在り方について検討を行い、2011年３
月に報告を取りまとめました。同報告で
は、①決済代行業者の名称、連絡先等の
分かりやすい表示の仕組み（「登録制度」）
を作ること、②インターネット取引に係
る表示について事業者が守るべき事項を
提示すること、③広告表示に対するネッ
ト上の監視活動を強化すること、④越境
取引に関する消費者トラブルの解決に向
けて各国消費者相談窓口間のネットワー
クを作ること、⑤関係事業者、消費者団
体等の参加を得て、関係者の実務的な連
携・協力の場としての連絡会を開催する
ことが提言されました。
　消費者庁では、同報告を受け、①に関
しては2011年７月から、任意の決済代行
業者登録制度の運用を開始し（平成25年
度末時点で30社が登録）、今後の制度の
在り方について継続的に検討していま
す。②に関しては、2011年10月に「イン
ターネット消費者取引に係る広告表示に
関する景品表示法上の問題点及び留意事
項」を公表しています（2012年５月９日

に一部改定）。また、③のインターネッ
ト上の広告表示については、引き続き景
品表示法や特定商取引法の厳正な執行、
健康増進法による健康食品の虚偽・誇大
広告の防止に向けた取組を行うととも
に、インターネット・サービス・プロバ
イダ等に対する情報提供を通じて違法な
ウェブサイトの削除を促しています

（2013年度には、景品表示法の観点から、
119事業者による126のサイトの表示につ
いて啓発メールの送信を行い、改善を促
しました。また、健康増進法による健康
食品の虚偽・誇大広告の防止に向けた取
組としては、健康増進法第32 条の２第
１項に違反するおそれのある文言等が
あった166事業者による185商品の表示に
ついて、改善を要請しました。）。
　なお、④に関しては、2011年11月より、
越境取引に関する消費者相談窓口である
「消費者庁越境消費者センター（CCJ）」
を開設し、海外ショッピングでのトラブ
ル等について消費者からの相談を受け付
けており、また、相談から得られた情報
等に基づき、悪質な海外ウェブサイトに
関する情報を消費者庁のウェブサイト上
で公表しています（2013年度末時点で80
サイトを公表）。
　また、⑤に関して、関係行政機関・事
業者団体等の参加を得て「インターネッ
ト消費者取引連絡会」を2013年度中に４
回開催しています。
　なお、上記の取組以外にも、二国間会
議、UNCITRAL73の作業部会も活用した

高度情報通信社会の進展への的確な対応第 ２節

73 ）United Nations Commission on International　Trade Law（国際連合国際商取引法委員会）の略。国際商取引法
の段階的なハーモナイゼーション（調和）と統一の促進のため、1966年、国際連合総会によって設立された国際連
合の組織（総会の補助機関）。経験を考慮した説明のこと。
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越境電子商取引のトラブル解決の在り方
について継続的に検討しています。
　インターネットの普及に伴い、電子商
取引や情報財取引は幅広い消費者に活用
され、重要な取引手段の一つとなってい
ます。
　経済産業省の「電子商取引に関する市
場調査」74によれば、2012年の我が国のB 
to C75電子商取引の市場規模は９兆5,130
億円（前年比12.5％増）にまで達してお
り、今後も一層拡大していくことが予想
されています。
　「電子商取引及び情報財取引等に関す
る準則」（以下「準則」という。）は、こ
のような電子商取引、情報財取引等の
IT活用の普及に伴って発生する様々な
法的問題点について、民法を始めとする
関係する法律がどのように適用されるの
かを明らかにすることにより、取引当事
者の予見可能性を高め、取引の円滑化に
資することを目的として、経済産業省が
2002年３月に策定したものです（策定時
の名称は「電子商取引等に関する準則」）。
　IT分野の環境変化は急速であるため、
同省では、市場の要請等に応じて、ほぼ
毎年、準則の見直しを行っています。
2013年は、①「インターネットと肖像権・
パブリシティ権等」等における新たな裁
判例の追加、②「インターネット上の著
作物の利用」等における著作権法改正に
伴う修正等を行い、2013年９月６日に10
回目の改訂版の準則を公表したところで
す。
　総務省では、国、消費生活センター、
電気通信事業者等の関係者による継続的
な意見交換を行い、消費者関係施策の一

体的推進に取り組むことにより、電気通
信分野における消費者利益を向上させる
ことを目的として、「電気通信消費者支
援連絡会」（以下「消費者支援連絡会」
という。）を開催しています。11の地方
支分部局（総合通信局等）において、消
費者支援連絡会を年度毎に２回ずつ開催
しており、2013年度は、同省の「利用者
視点を踏まえたICTサービスに係る諸問
題に関する研究会」の下で開催された「ス
マートフォン時代における安心・安全な
利用環境の在り方に関するＷＧ」におけ
る議論、同ＷＧが取りまとめた「スマー
トフォン安心安全強化戦略」を踏まえた
各電気通信事業者等による取組、電気通
信サービス向上推進協議会策定の「電気
通信事業者の営業活動に関する自主基
準」の遵守状況、高齢者が安心して電気
通信サービスを利用するため、高齢者等
の消費トラブルの防止・利用環境整備等
のテーマや、電気通信サービスの苦情・
相談事例等について意見交換、情報共有
等を行いました。
　また、2014年２月から新たに「ICTサー
ビス安心・安全研究会」を開催し、「消
費者保護ルールの見直し・充実に関する
ＷＧ」において高齢者等を含む利用者が
安心・安全に電気通信サービスを利用で
きるために必要な消費者保護ルールの見
直し・充実について制度的な検討を行う
とともに、法令、ガイドライン及び自主
基準等の徹底等、電気通信サービスにお
ける利用者利益の確保のための取組を促
進しています。

74）経済産業省「2012年度我が国情報経済社会における基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」（2013年９月27日）
75 ）商取引の形態の一つで、企業（business）と一般消費者（consumer）の取引のこと。企業間の取引はB to B、一

般消費者同士の取引をC to Cという。

308



（ ２）�医療機関のウェブサイトによる
情報提供

　医療に関する広告は、国民・患者保護
の観点から、医療法により限定的に認め
られた事項以外は、広告が禁止されてき
ましたが、インターネット上の表現につ
いては、これまで何の基準もありません
でした。
　一方で、美容医療サービス等の自由診
療を行う医療機関のウェブサイトに掲載
されている治療内容や費用と、受診時に
おける医療機関からの説明・対応とが異
なるなど、ウェブサイトに掲載されてい
る情報の閲覧を契機としてトラブルが発
生していました。
　このため、「医療情報の提供のあり方
等に関する検討会」の意見を踏まえ、引
き続き、原則としてウェブサイトについ
ては、医療法の規制対象と見なさないこ
ととするものの、ウェブサイトの内容の
適切なあり方について、2012年９月28日
に医療機関ウェブサイトガイドラインを
作成し、引き続き周知徹底しています。
また、バナー広告等は従前から医療広告
として法規制の対象でしたが、2013年９
月27日には、消費者委員会の指摘等を踏
まえ、医療広告ガイドラインを改正し、
医療機関のウェブサイトのうち、バナー
広告等にリンクするものは医療広告とし
て法規制の対象となることを明確化しま
した。

（ ３）�迷惑メールへの対応
　総務省及び消費者庁では、有識者によ
る検討の場である「利用者視点を踏まえ
たICTサービスに係る諸問題に関する研
究会」において取りまとめられた「迷惑
メールへの対応の在り方に関する提言」

を踏まえ、2011年８月、簡便なオプトア
ウト76の方法の例を追加するなど、「特
定電子メールの送信等に関するガイドラ
イン」を改正しました。また、特定電子
メールの送信の適正化等に関する法律
（平成14年法律第26号）について、法違
反が疑われる送信者に対する警告メール
の送信（2013年度：約4,000件）や措置
命令（2013年度：７件）を実施するなど、
厳正な運用に努めています。
　このほか、総務省では、2005年２月よ
り、官民協力の下で迷惑メールの追放を
目的とした「迷惑メール追放支援プロ
ジェクト」を実施しており、調査端末で
受信した迷惑メールの違法性を確認し、
当該メールに関する情報を送信元プロバ
イダに通知（2013年度：約１万5,000件）
することにより、送信元プロバイダにお
ける、迷惑メール送信回線の利用停止措
置等の自主的な取組を促しています。

（ ４）�インターネットオークション詐
欺の取締り

　インターネットオークションに関する
犯罪について、取締りを推進した結果、
2013年中のインターネットオークション
詐欺に関する検挙件数は158件でした。
　警察庁では、都道府県警察による情報
セキュリティに関する講演やウェブサイ
ト等を通じ、インターネット利用者に対
する注意喚起を推進しました。

（ ５）�フィッシング被害の防止
　金融機関（銀行やクレジットカード会
社）等を装った電子メールを送り、住所、
氏名、銀行口座番号、クレジットカード
番号等の個人情報を詐取するいわゆる
「フィッシング」行為や、それによる被

76）受信拒否の通知をした者に対する送信を禁止する方式。
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害を防止するため、関係省庁では、下記
の取組を実施しています。

①�フィッシングに係る不正アクセス事犯
への対策の推進

　フィッシングに係る犯罪について、都
道府県警察の実施する情報セキュリティ
に関する講習等を通じ、フィッシングに
関する注意喚起を行いました。また、
2012年に改正された不正アクセス行為の
禁止等に関する法律（平成11年法律第
128号）を適用した「フィッシング」行
為の検挙件数は、2013年中１件でした。

②�電子メールの送信ドメイン認証技術等
の技術的対策の普及促進

　総務省では、フィッシング対策にも有
効な技術的対策の一つとして、受信者が
受け取った電子メールについて、当該電
子メールの送信者の情報が詐称されてい
る（送信者になりすましている）か否か
を確認可能とする「送信ドメイン認証技
術」の普及促進に取り組んでおり、迷惑
メール対策に関わる関係者が幅広く参画
し、関係者による効果的な迷惑メール対
策の推進に資することを目的として設立
された「迷惑メール対策推進協議会」と
連携し、「送信ドメイン認証技術導入マ
ニュアル」を策定・公表しているほか、
各種業界団体や地方公共団体等に対し
て、送信ドメイン認証技術等の導入を推
進するための説明会を開催（2013年度は
６回開催）するなど、送信ドメイン認証
技術等の技術的対策の普及促進を支援し
ています。

③�フィッシング被害の防止に向けた情報
収集・注意喚起等について

　経済産業省では2013年度に、消費者向
けにフィッシング対策サービスを提供し
ている事業者に対するフィッシングサイ
ト情報の提供を増やすことにより、
フィッシング対策を強化しました。また、
海外フィッシング対策啓発活動の取組の
日本展開やフィッシング傾向をまとめた
レポート作成、事業者及び消費者側の
フィッシング対策のガイドラインの改
訂、インターネットバンキングの不正送
金に遭わないためのガイドライン作成な
どといった啓発活動を実施しました。

（ ６）�青少年が安全に安心してイン
ターネットを利用できる環境の
整備

　政府は、「青少年が安全に安心してイ
ンターネットを利用できる環境の整備等
に関する法律」に基づき、「青少年が安
全に安心してインターネットを利用でき
るようにするための施策に関する基本的
な計画（第２次）」（2012年７月６日子ど
も・若者育成支援推進本部決定）を決定
しました。同計画においては、スマート
フォンを始めとする新たな機器への対応
や保護者に対する普及啓発の推進及び
国、地方公共団体、民間団体の連携強化
を今後重点的に推進することとしていま
す。
　この基本計画を踏まえ、関係府省庁で
は、青少年や保護者、教育関係者への分
か り や す い 周 知 啓 発、2012年 ２ 月 に
OECD77において採択された「オンライ
ン上の青少年保護勧告」を踏まえた青少
年のインターネットリテラシーを可視化
するための指標策定等、スマートフォン

77）Organisation for Economic Co‒operation and Developｍent（経済協力開発機構）の略。
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を始めとする新たな機器に対応したフィ
ルタリングの推進等に取り組んでいます。
　また、2014年春に、多くの青少年が初
めてスマートフォン等を手にする、卒業・
進学・新入学の時期に特に重点を置き、
関係府省庁・関係事業者等が協力して「春
のあんしんネット・新学期一斉行動」と
して集中的に普及啓発活動を実施しまし
た。
　内閣府では、同法の施行状況について、

「青少年インターネット環境の整備等に
関する検討会」（2013年４月、８月、10月、
12月、2014年２月）を開催し、有識者に
よる検討を行いました。また、啓発活動
については、関係府省庁や関係団体等と
連携して、全国８か所において青少年の
インターネット利用環境整備に関する
フォーラムを実施するとともに2013年１
月に「保護者向け普及啓発リーフレット」
を公表しました。
　さらに、調査研究については、「平成
25年度青少年のインターネット利用環境
実態調査」（2014年３月公表）及び「ア
メリカ・フランス・スウェーデン・韓国
における青少年のインターネット環境整
備状況等調査」（2014年３月公表）を実
施しました。
　こ の ほ か、 国 際 協 力 に つ い て は、
OECD/情報・コンピュータ・通信政策
委員会情報セキュリティ・プライバシー
作業部会第34回会合及びOECD/情報・
コンピュータ・通信政策委員第65回会合
（2013年４月）に参加しました。

（ ７）�電気通信分野における勧誘及び
情報提供の適正化

　総務省では、近年のインターネット、
携帯電話の発展普及に伴う諸問題につい
て、利用者視点を踏まえながら、関係者
間で速やかに具体的な対応策を検討する

ため、「利用者視点を踏まえたICTサー
ビスに係る諸問題に関する研究会」を開
催し、その下で開催された「スマートフォ
ン時代における安心・安全な利用環境の
在り方に関するWG」において、2013年
９月に「スマートフォン安心安全強化戦
略」を取りまとめました。
　同戦略においては、苦情・相談におい
て高齢者等がトラブルに遭う事例が多く
見られること等から、適合性の原則の考
え方への配慮を求めるほか、勧誘の適正
化、申込みの撤回等を盛り込んだ「電気
通信事業者の営業活動に関する自主基
準」（電気通信サービス向上推進協議会
策定）等の遵守の徹底や継続的な見直し
等を行うことを求めました。また、同戦
略においては、サンキューレター及び重
要事項説明などの書面の交付を徹底する
とともに、電話勧誘時のチェックリスト
等、有効なツールを活用し、キャンペー
ン条件等も含め、利用者にサービス内容
等について分かりやすく説明し、利用者
の意思を確実に確認する仕組みの構築が
必要である旨の指摘がなされており、総
務省においては電気通信事業者の取組を
促進しています。
　これを受け、各電気通信事業者等は、
適合性の原則の考え方や自主基準に基づ
いた取組を推進しており、また、電気通
信サービス向上推進協議会はアンケート
を行い自主基準等の遵守状況を把握しま
した。
　同省では、これらの取組を加速するた
め、自主基準の遵守等に係る要請を行う
など、勧誘の適正化を促しています。
　また、同戦略において、「利用者から
の苦情・相談の件数が高止まり傾向にあ
ることからすれば、従来の延長線上にあ
る自主的な取組だけでは足りず、電気通
信事業法における消費者保護ルールを見
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直し、所要の規定を設ける等の制度的な
対応の検討に着手すべきである」とされ
たことを受け、同省では、2014年２月か
ら新たに「ICTサービス安心・安全研究
会」を開催し、「消費者保護ルールの見
直し・充実に関するWG」において、利
用者が安心・安全に電気通信サービスを
利用できるために必要な消費者保護ルー
ルの見直し・充実について制度的な検討
を行うとともに、法令、ガイドライン及
び自主基準等を徹底させ、消費者取引に
おける情報提供の適正化を促進していま
す。

（ ８）�個人情報保護
　高度情報通信社会の進展に伴い、コン
ピュータやネットワークを経由して大量
の個人情報が処理されるようになってい
ます。
　個人情報は、その取扱いを間違わなけ
れば、様々な便益をもたらす有用なもの
ですが、一旦誤った取扱いをされると、
個人に取り返しのつかない被害を及ぼす
おそれもあります。このため、個人情報
保護法が2003年５月に成立し、2005年４
月に全面施行されました。
　消費者庁では、法の定め以上に個人情
報の提供を控えるなど、いわゆる「過剰
反応」が一部に見られることも踏まえ、
全国各地で個人情報保護法の説明会を実
施するなど、法律及び制度の内容等に関
する情報提供及び啓発を行っています。
2013年度の説明会では、前年度に引き続
き、地方公共団体等が地域において個人
情報の適切な共有に取り組んでいる事例
の報告を行い、内容の充実を図っており、
全国12会場で約2,500人の参加がありま
した。
　また、2013年10月に消費者庁から「平
成24年度個人情報の保護に関する法律施

行状況の概要」について、消費者委員会
へ報告しました。
　なお、2013年12月に、IT総合戦略本
部において「パーソナルデータの利活用
に関する制度見直し方針」が決定され、
内閣官房をはじめ関係省庁と連携しつ
つ、2014年６月までに法改正の内容を大
綱として取りまとめるための検討を行っ
ています。

（ ９）�プライバシー保護等に配慮した
パーソナルデータの利活用に向
けた取組

① 　パーソナルデータの保護のための関
連技術の活用に関し、プライバシー保
護等に留意しつつ利活用の促進を図る
ために有用となる匿名化技術につい
て、調査研究を行い、報告書を取りま
とめました。

② 　2013年９月、アプリケーションにお
ける利用者情報の取扱いが適切かどう
か、第三者が検証する仕組みを推進す
る「スマートフォン プライバシー イ
ニシアティブⅡ」（SPＩⅡ）を取りま
とめ、同年12月には、SPＩ、SPＩⅡ
に係る諸課題を検討する場を設置しま
した。

　 　2014年度当初予算においては、第三
者検証の技術的課題等について実証実
験を行うため、所要の予算を計上して
います。

③ 　IT融合フォーラム・パーソナルデー
タワーキンググループにおける報告書
に示した「分かり易さに関する手法・
アプローチ」を実践しようとする協力
事業者を募集し、有識者委員会を組織
して、当該事業者による「実践案」を
試行的に評価する取組を実施しまし
た。この取組の成果として、試行的な
評価から得られた知見を元に策定した
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「評価基準」及び評価の結果モデルと
なるような事業者の実践を取りまとめ
た「ベストプラクティス集」を含む報
告書「消費者に信頼されるパーソナル
データ利活用ビジネスの促進に向け
た、消費者向け情報提供・説明の充実
のための『評価基準』と『事前相談評
価』のあり方について」を取りまとめ、
2014年３月に公表しました。

④ 　「パーソナルデータに関する検討会

の開催について（2013年６月14日高度
情報通信ネットワーク社会推進戦略本
部長決定）」に基づき、パーソナルデー
タに関する検討会をIT総合戦略本部
の下に設置しました。2013年９月より
当該検討会で検討を行い、2013年12月、
IT総合戦略本部において「パーソナ
ルデータの利活用に関する制度見直し
方針」を決定しました。
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（ １）�OECD消 費 者 政 策 委 員 会
（CCP）への参画

　CCP78本会合（年２回：2013年度は４
月、11月）に出席し、現在進められてい
る各プロジェクト（電子商取引に関する
調査、製品安全に関する情報共有等）の
作業・今後の検討スケジュール等につい
ての議論を行いました。
　また、食品ロスに関する我が国の現状
と取組や電子商取引に係る消費者問題に
関する我が国の現状と取組について情報
提供を行いました。

（ ２）�地域間・二国間における国際的
な連携の強化

　2013年７月、消費者庁は、中国・韓国
及びASEAN諸国等が参加するアジア消
費者政策フォーラムに出席し、消費者庁
の最新の政策や、電子商取引に関する我
が国の現状と取組についての情報提供を
行いました。
　このほか、その他の国々とも意見交換
を行い、特に2014年３月には、フランス
との間で、食の安全性・信頼確保等に関
して、閣僚級（フランスの農業・農産加
工業・林業大臣付農産食品業担当大臣と
森大臣）の意見交換を行いました。

（ ３）�消費者保護及び執行のための国
際ネットワーク（ICPEN）等
を通じた法執行機関の国際的な
連携

　ICPEN79本会合に出席し、各国におけ
る新たな分野における消費者問題への対
応及び国境を越える消費者トラブルにつ
いての取組等、各国消費者行政法執行機
関との間で情報交換を行いました（2013
年４月、10月）。
　また、ICPEN加盟各国の消費者保護
当局が参加している、インターネットを
監視する「インターネット点検キャン
ペーン」に参加しました（2013年９月）。
　さらに、「eConsumer.gov」の日本語
サイトにおいて情報提供を行いました
（2013年度は、2013年４月１日に施行さ
れた改正消費者安全法に関する記事、消
費者庁において模倣品の販売が確認され
た海外ウェブサイトを公表している旨の
記事、CCJ（越境消費者センター）にお
いて海外ショッピングのトラブルに関す
る相談事例を公開している旨の記事を掲
載しました）。 
　また、消費者啓発のキャンペーンの１
つである「ICPEN詐欺防止月間」に参
加し、日本の消費者月間に合わせ、５月
１日から１か月間、消費者庁・関係省庁
のウェブサイトを通じた消費者への注意
喚起・啓発を実施しました。

国際化の進展への対応第 ３節

78 ）Committee on Consumer Policy（消費者政策委員会）の略。
79 ）International Consumer Protection and Enforcement Network（消費者保護及び執行のための国際ネットワーク）

の略。
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（ １）�食品と放射能に関する消費者の
理解増進のための取組

　2013年１月７日に消費者庁内に設置し
た「食品と放射能に関する消費者理解増
進チーム」において、2013年４月26日に
取りまとめた「食品と放射能に関する消
費者理解増進のための施策の方針」に基
づき、関係省庁や地方公共団体との連携
の下、リスクコミュニケーションの強化
を始めとする消費者理解増進のための施
策を効果的に行うことにより、風評被害
の防止を図っています（2013年度に講じ
た食品中の放射性物質に関するリスクコ
ミュニケーションについては、242ペー
ジを参照）。
　その１つとして、消費者の安全・安心
の確保の観点から、消費者教育推進法第
９条に基づき、リスクコミュニケーショ
ンの充実などを踏まえた「消費者教育の
推進に関する基本的な方針」（平成25年
６月28日閣議決定）を作成しました。
　また、これまでのリスクコミュニケー
ションに加え、特に、地域に根ざした情
報提供の機会を設けることを目的とし、
消費生活相談員、保健師、栄養士、保育
士、学校給食関係者、JA職員等を対象に、
正確な情報提供ができる専門家（コミュ
ニケーター）の養成研修を全国66か所で
開催し、受講者は約3,400名（2014年３
月31日時点、当初目標2,000名）に達し
ました。研修受講後に、コミュニケーター
によるミニ集会等をはじめとした情報発
信を促すため、コミュニケーターへの情
報提供を目的としたウェブサイトの開設
を始め、食品中の放射性物質の現状をま
とめた視聴覚教材（DVD）やリーフレッ

トを作成し提供しました。
　さらに、2013年９月には、生産者によ
る安全性確保や復興を目指した取組等を
消費者に広く知っていただくために、女
優の秋吉久美子さんを「東北未来がん
ばっぺ大使」に任命し、被災地の生産者
の訪問等の活動も行っています。
　地方公共団体への支援として、消費者
自身が放射性物質を測定したいという
ニーズに対応するため、消費者庁は国民
生活センターとの共同で、地方公共団体
に放射性物質検査機器を貸与していま
す。2013年10月の５次配分時点で全国
272の地方公共団体に、386台の配分を決
定しました。また、検査機器を貸与した
地方公共団体を対象とした検査方法等の
研修会を開催し、検査の信頼性確保のた
めの支援を行っています。そのほか、国
民生活センターにおいて、地方公共団体
の要請に基づき、ゲルマニウム半導体検
出器を用いた食品中の放射性物質の精密
測定を行っています。
　さらに、被災４県（岩手・宮城・福島・
茨城）において、地域の実情に応じて食
品等の放射性物質検査の体制整備、食の
安全性等に関する消費生活相談対応等に
取組めるよう、東日本大震災復興特別会
計による「地方消費者行政活性化基金」
の上積みを行いました。そのほか、地方
消費者行政活性化基金の仕組みを活用
し、国が先駆的な政策テーマの１つとし
て「東京電力福島第一原子力発電所の事
故による食品の風評被害の防止」を示し、
地方公共団体において事業を実施しまし
た。
　また、2013年２月、８月に引き続き、
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2014年２月には、被災地域及び被災地産
品の主要仕向け先の都市圏の消費者約
5,000人を対象として、インターネット
を通じた消費者意識の実態調査を行いま
した80。その結果、少しずつではありま
すが、風評被害が改善していることがう
かがえました。今回の調査結果も踏まえ
つつ、今後とも、消費者に対して食品中
の放射性物質に関する正確な情報提供を
行い、消費者理解の増進を図っていく予
定です。

（ ２）�放射性物質検査体制の整備と情
報提供

　消費者庁では、東日本大震災の発生に
よる消費者からの不安の声を背景に、消
費者の安全・安心をより一層確保するた
め、消費者の身近なところでの食品等の
放射性物質の検査体制整備を支援するこ
とを目的として、国民生活センターと共
同で、2011年度より貸与を希望する地方
公共団体に放射性物質検査機器を貸与し
ています。
　具体的には、国民生活センターからの
貸与を希望した全272の地方公共団体に
対して、386台を配分しています（2013
年10月末時点）。また、検査を担当する
地方公共団体の職員等を対象とした研修
会も随時開催しています。なお、配備し

た検査機器による検査結果については、
各地方公共団体が公表しており、消費者
庁のウェブサイトからもアクセスできる
ようにしています。

（ ３）�被災地への専門家の派遣
　2011年３月11日の東日本大震災により
被災した地方公共団体では、相談窓口の
機能が低下する一方で、生活再建に伴う
消費生活相談への対応が必要となってい
ます。
　被災地では、津波により家屋を流され
た方々、親族を震災により亡くされた
方々、東京電力福島第一原子力発電所事
故を受けて住み慣れた地域を離れざるを
得なくなった方々等、被災者によって抱
える問題は多岐にわたります。そこで、
消費者庁では、国民生活センターと連携
しながら、地方公共団体からの要請に基
づき、被災地の相談窓口等に消費者問題
の専門家を派遣することにより、地方公
共団体の相談窓口機能の補完に加え、被
災者の負担軽減を図るための支援を行っ
ています。2013年３月末時点で、延べ
5,996人日の専門家を派遣しました。
　また、2013年度からは、地方消費者行
政活性化基金を活用して、地方公共団体
が事業主体として専門家派遣を行ってい
ます。

80）風評被害に関する消費者意識の実態調査（第３回）ウェブサイト
　http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140311kouhyou_2.pdf
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主な
相談等窓口 役割 所管省庁等 電話番号等 実績（件／月）

消費者ホットライン 身近な消費生活に関する相談窓口を
案内する 消費者庁 0570-064-370 2万5,710件／月

公益通報者保護制度
相談ダイヤル

企業の従業員、民間事業者、行政機
関職員等から寄せられる「公益通報
者保護法」に関する各種相談を受け
付ける

消費者庁 03-3507-9262 約70件／月

個人情報保護法質問
ダイヤル

民間事業者が守るルールである「個
人情報保護法」に関する解釈などに
ついての疑問に答える

消費者庁 03-3507-9160 約222件／月

食の安全ダイヤル
消費者等からの食品の安全性に関す
る情報提供、質問、意見等を受け付
ける。

食品安全委員会 03-6234-1177 66件／月

審査局管理企画課情
報管理室

独占禁止法違反被疑事実に関する情
報提供について、電話や書面のほか
電子申告を受け付ける

公正取引委員会 03-3581-5471 －

公正取引委員会
官房総務課

独占禁止法等に関する一般相談につ
いて、来訪や電話等による相談を受
け付ける

公正取引委員会 03-3581-5471 －

警察相談専用電話
「♯9110」番

犯罪の未然防止など生活の安全を守
るための相談等に応じる。 警察庁 ♯9110 －

金融サービス利用者
相談室（金融円滑化
ホットラインを含む）

金融サービス利用者からの相談等を
一元的に受け付ける 金融庁

0570-016811
（ナビダイヤル）
03-5251-6811
（IP電話・PHS）

3,397件／月

中小企業等金融円滑
化相談窓口

様々な状況に置かれた借り手の相
談・要望・苦情に一元的に答える 金融庁

下記ウエブサイト参照
（ht tp : //www. fsa .
g o . j p / n e w s / 2 4 /
ginkou/20130222-1a.
html）

108件／月

ディスクロージャー・
ホットライン

金商法上の開示義務違反等に係る情
報収集を目的としている 金融庁 03-3506-6156（FAX） 約 5件／月

証券取引等監視委員
会情報受付窓口

証券市場に関する一般の投資家等か
ら寄せられる情報を受け付ける

金融庁（証券取
引等監視委員会）03-3581-9909 533件／月

年金運用ホットライン 投資運用業者による疑わしい年金運
用等に関する情報を受け付ける

金融庁（証券取
引等監視委員会）03-3506-6627 2 件／月

電気通信消費者相談
センター

利用者が電気通信サービスを利用し
ている際のトラブル等について電話
による相談を受け付ける

総務省 03-5253-5900

・�電気通信消
費者相談セ
ンター：約
405件／月

・�総合通信局
等：約179件
／月

農林水産省「消費者
の部屋」

農林水産省の所管事項について消費
者の相談等を受け付け、情報提供等
を行う

農林水産省 03-3591-6529 約400件／月

経済産業省消費者相
談室

経済産業省所管の法律、物資やサー
ビスについて、消費者からの苦情、
相談、問合せなどを受け付け、助言
や情報提供等を行う

経済産業省 03-3501-4657 約670件／月

国土交通ホットライ
ンステーション

国土交通行政に関する要望、意見等
を一元的に受け付ける 国土交通省 03-5253-4150

03-5253-4192（FAX） 約1,100件／月

MOEメール 環境政策における意見・提案等を受
け付ける。 環境省

下記ウェブサイト参照
（https://www.env.
go.jp/moemail/）

380件／月

※上記の窓口の一部は、あっせん、仲介、調停等を行うことが出来ないものも含まれます。詳細は個別に御確認下さい。
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資料 １　消費者安全法に基づき通知された消費者事故等
2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

消費者事故等 10,151 17,884 15,117 12,729 12,627
生命身体事故等 1,330 2,191 2,889 2,813 3,511

重大事故等 318 661 1,390 1,322 1,317
重大事故等を除く生命身体事故等 1,012 1,530 1,499 1,491 2,194

財産事案 8,821 15,693 12,228 9,916 9,116
（備考）　 1．2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された消費者事故等の件数。
　　　　 2．生命身体事故等の件数には、過去に通知された事案と同一の事案について、他の機関から通知された場合は含めていない。

資料 ２　消費者安全法第１２条第 １項等１に基づき通知された重大事故等
○資料 ２ - １ 　事故内容別件数２

事故内容
2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

火災 114 35.8% 418 63.2% 1,089 78.3% 1,038 78.5% 1,066 80.9%
発煙・発火・過熱 6 1.9% 4 0.6% 6 0.4% 3 0.2% 3 0.2%
点火・燃焼・消火不良 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0%
破裂 3 0.9% 3 0.5% 4 0.3% 1 0.1% 1 0.1%
ガス爆発 2 0.6% 1 0.2% 2 0.1% 0 0.0% 3 0.2%
ガス漏れ 0 0.0% 0 0.0% 3 0.2% 0 0.0% 2 0.2%
燃料・液漏れ等 2 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
化学物質による危険 4 1.3% 2 0.3% 1 0.1% 7 0.5% 50 3.8%
漏電・電波等の障害 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
製品破損 12 3.8% 20 3.0% 17 1.2% 22 1.7% 13 1.0%
部品脱落 3 0.9% 8 1.2% 3 0.2% 4 0.3% 2 0.2%
機能故障 5 1.6% 7 1.1% 3 0.2% 6 0.5% 3 0.2%
転落・転倒・不安定 95 29.9% 95 14.4% 74 5.3% 115 8.7% 77 5.8%
操作・使用性の欠落 9 2.8% 13 2.0% 19 1.4% 9 0.7% 4 0.3%
交通事故 14 4.4% 45 6.8% 36 2.6% 36 2.7% 34 2.6%
誤飲 0 0.0% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
中毒 15 4.7% 11 1.7% 19 1.4% 8 0.6% 4 0.3%
異物の混入・侵入 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
腐敗・変質 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
その他 34 10.7% 32 4.8% 113 8.1% 72 5.4% 49 3.7%
無記入 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 3 0.2%

計 318 100.0% 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。

資料編

１）等とは、第29条第１項を示す。
２）事故内容別分類の主な事例については、資料10を参照。
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○資料 ２ - ２ 　事故内容別分類と通知月別件数（２0１3年度）
通知年月

事故内容

2013年 2014年
計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

火災 76（71）100（100） 85（81） 106（82） 93（86） 79（89） 83（95） 80（91） 83（71） 100（87） 97（90） 84（95） 1,066（1,038）

発煙・発火・過熱 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1） 1（0） 1（0） 0（0） 3（3）

点火・燃焼・消火不良 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1）

破裂 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1）

ガス爆発 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 3（0）

ガス漏れ 0（0） 0（0） 0（0） 2（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（0）

燃料・液漏れ等 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0）

化学物質による危険 2（0） 0（0） 0（0） 8（1） 18（0） 4（1） 6（0） 5（1） 2（0） 3（0） 1（2） 1（2） 50（7）

漏電・電波等の障害 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

製品破損 0（0） 1（0） 1（2） 4（2） 3（2） 0（3） 0（2） 0（2） 0（2） 1（1） 1（2） 2（4） 13（22）

部品脱落 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 1（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（2） 0（0） 0（0） 0（1） 2（4）

機能故障 0（0） 0（0） 0（3） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 2（0） 0（1） 0（1） 0（0） 3（6）

転落・転倒・不安定 4（6） 3（4） 10（12） 12（6） 4（4） 8（10） 9（16） 5（15） 9（17） 5（7） 3（7） 5（11） 77（115）

操作・使用性の欠落 0（1） 1（1） 0（3） 0（2） 0（0） 2（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（1） 4（9）

交通事故 1（5） 6（3） 1（2） 3（4） 6（5） 1（1） 2（2） 2（4） 4（4） 1（1） 4（1） 3（4） 34（36）

誤飲 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0）

中毒 0（0） 0（0） 0（1） 1（0） 0（2） 0（0） 0（1） 0（0） 0（1） 0（1） 2（2） 1（0） 4（8）

異物の混入・侵入 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

腐敗・変質 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 1（0）

その他 6（8） 2（3） 5（7） 0（9） 3（3） 2（5） 10（9） 1（7） 6（9） 3（5） 3（5） 8（2） 49（72）

無記入 2（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 3（0）

計 91（91）113（112）104（112）136（107）130（104） 97（110）111（125） 94（120）108（107）115（103）112（111）106（120） 1,317（1,322）

（備考）　件数欄の（　）内の数字は2012年度の件数。

○資料 ２ - 3 　商品等別件数（大分類）

　 2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

食料品 5 1.6% 3 0.5% 7 0.5% 4 0.3% 4 0.3%
家電製品 51 16.0% 145 21.9% 356 25.6% 318 24.1% 336 25.5%
住居品 51 16.0% 116 17.5% 160 11.5% 160 12.1% 153 11.6%
文具・娯楽用品 20 6.3% 25 3.8% 40 2.9% 23 1.7% 12 0.9%
光熱水品 3 0.9% 10 1.5% 14 1.0% 2 0.2% 4 0.3%
被服品 0 0.0% 3 0.5% 2 0.1% 8 0.6% 6 0.5%
保健衛生品 11 3.5% 13 2.0% 81 5.8% 43 3.3% 71 5.4%
車両・乗り物 49 15.4% 151 22.8% 467 33.6% 461 34.9% 430 32.6%
建物・設備 30 9.4% 83 12.6% 141 10.1% 137 10.4% 155 11.8%
保健・福祉サービス 30 9.4% 10 1.5% 22 1.6% 22 1.7% 17 1.3%
他の商品・サービス 68 21.4% 102 15.4% 98 7.1% 144 10.9% 102 7.7%
無記入 0 0.0% 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 27 2.1%

計 318 100.0% 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。
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○資料 ２ - ４ 　年代別商品等別分類（中分類）3（２0１3年度）

年代 商品等内訳 年代別
合計

5歳未満 家事用品（2） 福祉（1） 他の光熱水品（1）   4

5 歳以上
10歳未満

商品・サービスそ
の他（1） 他の建物・設備（1）   2

10歳代 スポーツ用品（1）   1

20歳代 住宅設備（2） 健康食品（1） 電話・電話機用品
（1）

自転車・自転車用
品（1）

商品・サービスそ
の他（1）   6

30歳代 自動車（2） 医療（1）   3

40歳代 商品・サービスそ
の他（4）   4

50歳代 化粧品類（3） 商品・サービスそ
の他（3） 文具・事務用品（1）理美容（1）   8

60歳代 商品・サービスそ
の他（4） 自動車（1） 他の被服品（1）   6

70歳代 商品・サービスそ
の他（8） 自動車（2） 生活家電（1） 家事用品（1） 他の住居品（1）   13

80歳以上 商品・サービスそ
の他（15） 自動車（1）   16

無記入 1,254

計 1,317

（備考）　 1．（　）内の数字は件数。
　　　　 2．「商品・サービスその他」とは具体的に乗合バス等による転倒事故等である。

○資料 ２ - ５ 　発生施設別件数

　
2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

住宅 98 30.8% 287 43.4% 483 34.7% 457 34.6% 473 35.9%
店舗・商業施設 19 6.0% 31 4.7% 91 6.5% 90 6.8% 76 5.8%
学校 2 0.6% 6 0.9% 6 0.4% 4 0.3% 8 0.6%
病院・福祉施設 22 6.9% 17 2.6% 25 1.8% 17 1.3% 19 1.4%
公園 8 2.5% 9 1.4% 6 0.4% 9 0.7% 2 0.2%
道路 36 11.3% 114 17.2% 276 19.9% 310 23.4% 285 21.6%
公共施設 1 0.3% 11 1.7% 3 0.2% 13 1.0% 1 0.1%
海・山・川等自然環境 0 0.0% 3 0.5% 5 0.4% 1 0.1% 2 0.2%
車内・機内・船内 63 19.8% 86 13.0% 78 5.6% 84 6.4% 68 5.2%
その他 4 1.3% 10 1.5% 81 5.8% 78 5.9% 51 3.9%
無記入 65 20.4% 87 13.2% 336 24.2% 259 19.6% 332 25.2%

計 318 100.0% 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。

３�）商品等別分類のうち、中分類を使用した。大分類と中分類の関係は、資料11を参照。なお、この表は、通知され
た重大事故等のうち、当該事故等による被害者が存在し、かつ当該被害者の年齢が明らかな事案を集計したもので
ある。
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○資料 ２ - ６ 　発生地域別件数４

　
2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

北海道・東北 32 10.1% 58 8.8% 201 14.5% 166 12.6% 165 12.5%
関東 118 37.1% 227 34.3% 444 31.9% 407 30.8% 420 31.9%
中部 52 16.4% 120 18.2% 248 17.8% 252 19.1% 218 16.6%
近畿 50 15.7% 115 17.4% 235 16.9% 265 20.0% 258 19.6%
中国 12 3.8% 37 5.6% 82 5.9% 74 5.6% 80 6.1%
四国 8 2.5% 19 2.9% 26 1.9% 27 2.0% 33 2.5%
九州・沖縄 41 12.9% 85 12.9% 152 10.9% 131 9.9% 143 10.9%
無記入 5 1.6% 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0％

計 318 100.0% 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。

○資料 ２ - ７ 　重大事故等の追跡確認状況

追跡確認状況 関係行政機関 地方公共団体等 消費者安全調査
委員会 計

調査終了

対策実施 394 69 1 464
原因特定に至らず 446 18 0 464
消費者事故等に該当せず 328 39 0 367
未進展・その他 9 30 0 39

小計 1,177 156 1 1,334
調査中 原因分析及び対策検討着手 514 43 4 561
その他 非公表等 0 0 12 12

計 1,691 199 17 1,907
（備考）　 1． 2013年 1 月 1 日から2013年12月31日までに通知のあった事案及び消費者庁「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の

報告」（2013年 6 月報告）にて調査中であった事案（原因分析及び対策検討着手）について、2013年 6 月30日、 9月30日、2014年 1 月31日
及び 4月30日時点での状況を確認したもの。なお、過去に通知された事案と同一の事案について、他の機関から通知された場合は件数には
含めない。

　　　　 2． 各分類の具体的な内容は以下のとおり。
　　　　　　・対策実施：注意喚起・リコール・啓発活動等により処理済の事案。
　　　　　　・ 原因特定に至らず：原因の調査を行ったが、製品や役務等に原因があるか否か特定できなかった事案。事故原因の特定には至らなかった

が、対策を実施したものを含む。
　　　　　　・消費者事故等に該当せず：原因分析の結果、消費者事故等に該当しなかった事案。
　　　　　　・未進展・その他：事実確認が困難である等により、未進展の事案。
　　　　　　・原因分析及び対策検討着手：原因分析及び対策検討着手又は着手予定の事案。

４）北海道・東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
　　中部：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
　　四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

資
料
編

325



資料 3　消費者安全法第１２条第 ２項等５に基づき通知された消費者事故等
（ １）生命身体事故等

○資料 3 - １ 　事故内容別件数

2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

発煙・発火・過熱 100 9.9% 292 19.1% 336 22.4% 368 24.7% 672 30.6%
点火・燃焼・消火不良 15 1.5% 14 0.9% 46 3.1% 17 1.1% 31 1.4%
破裂 35 3.5% 86 5.6% 60 4.0% 40 2.7% 57 2.6%
ガス爆発 17 1.7% 14 0.9% 4 0.3% 9 0.6% 7 0.3%
ガス漏れ 29 2.9% 25 1.6% 47 3.1% 53 3.6% 44 2.0%
燃料・液漏れ等 3 0.3% 4 0.3% 3 0.2% 3 0.2% 2 0.1%
化学物質による危険 84 8.3% 149 9.7% 41 2.7% 115 7.7% 45 2.1%
漏電・電波等の障害 5 0.5% 3 0.2% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
製品破損 21 2.1% 28 1.8% 26 1.7% 11 0.7% 16 0.7%
部品脱落 4 0.4% 10 0.7% 5 0.3% 4 0.3% 2 0.1%
機能故障 4 0.4% 18 1.2% 12 0.8% 3 0.2% 1 0.0%
転落・転倒・不安定 22 2.2% 12 0.8% 8 0.5% 7 0.5% 3 0.1%
操作・使用性の欠落 11 1.1% 19 1.2% 12 0.8% 3 0.2% 1 0.0%
交通事故 6 0.6% 6 0.4% 17 1.1% 7 0.5% 0 0.0%
誤飲 2 0.2% 2 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
中毒 497 49.1% 670 43.8% 730 48.7% 704 47.2% 661 30.1%
異物の混入・侵入 17 1.7% 12 0.8% 6 0.4% 4 0.3% 8 0.4%
腐敗・変質 13 1.3% 19 1.2% 7 0.5% 1 0.1% 3 0.1%
その他 127 12.5% 147 9.6% 136 9.1% 142 9.5% 635 28.9%
無記入 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 0.3%

計 1,012 100.0% 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0%
（備考）　 1．2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等を除く生命身体事故等の件数。
　　　　 2． 2013年度に消費者庁に通知された重大事故等を除く生命身体事案のうち、「中毒」に分類された事案の大半が、「食中毒」に関するものであっ

た。

○資料 3 - ２ 　商品等別分類（大分類）

　
2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

食料品 170 16.8% 279 18.2% 245 16.3% 350 23.5% 754 34.4%
家電製品 40 4.0% 78 5.1% 100 6.7% 91 6.1% 77 3.5%
住居品 92 9.1% 199 13.0% 165 11.0% 121 8.1% 132 6.0%
文具・娯楽用品 14 1.4% 21 1.4% 29 1.9% 18 1.2% 1 0.0%
光熱水品 30 3.0% 22 1.4% 33 2.2% 25 1.7% 15 0.7%
被服品 4 0.4% 1 0.1% 3 0.2% 2 0.1% 1 0.0%
保健衛生品 86 8.5% 95 6.2% 24 1.6% 68 4.6% 25 1.1%
車両・乗り物 20 2.0% 35 2.3% 20 1.3% 18 1.2% 13 0.6%
建物・設備 85 8.4% 203 13.3% 234 15.6% 234 15.7% 563 25.7%
保健・福祉サービス 29 2.9% 23 1.5% 17 1.1% 7 0.5% 31 1.4%
他の商品・サービス 442 43.7% 574 37.5% 627 41.8% 557 37.4% 525 23.9%
無記入 0 0.0% 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 57 2.6%

計 1,012 100.0% 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等を除く生命身体事故等の件数。

５）等とは、第29条第２項を示す。
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○資料 3 - 3 　発生施設別件数

　
2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

住宅 171 16.9% 414 27.1% 487 32.5% 467 31.3% 745 34.0%
店舗・商業施設 522 51.6% 672 43.9% 779 52.0% 696 46.7% 618 28.2%
学校 10 1.0% 31 2.0% 17 1.1% 37 2.5% 33 1.5%
病院・福祉施設 41 4.1% 52 3.4% 38 2.5% 47 3.2% 47 2.1%
公園 0 0.0% 7 0.5% 6 0.4% 3 0.2% 2 0.1%
道路 12 1.2% 25 1.6% 26 1.7% 19 1.3% 5 0.2%
公共施設 11 1.1% 36 2.4% 63 4.2% 70 4.7% 34 1.5%
海・山・川等自然環境 0 0.0% 5 0.3% 6 0.4% 7 0.5% 13 0.6%
車内・機内・船内 7 0.7% 9 0.6% 7 0.5% 5 0.3% 4 0.2%
その他 15 1.5% 43 2.8% 18 1.2% 62 4.2% 59 2.7%
無記入 223 22.0% 236 15.4% 52 3.5% 78 5.2% 634 28.9%

計 1,012 100.0% 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等を除く生命身体事故等の件数。

○資料 3 - ４ 　発生地域別件数

　
2009年度（9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

北海道・東北 92 9.1% 132 8.6% 153 10.2% 144 9.7% 233 10.6%
関東 337 33.3% 538 35.2% 612 40.8% 575 38.6% 737 33.6%
中部 159 15.7% 248 16.2% 220 14.7% 229 15.4% 291 13.3%
近畿 185 18.3% 259 16.9% 278 18.5% 266 17.8% 478 21.8%
中国 53 5.2% 96 6.3% 80 5.3% 83 5.6% 120 5.5%
四国 29 2.9% 43 2.8% 44 2.9% 52 3.5% 63 2.9%
九州・沖縄 73 7.2% 105 6.9% 98 6.5% 134 9.0% 261 11.9%
不明・無記入 84 8.3% 109 7.1% 14 0.9% 8 0.5% 11 0.5%

計 1,012 100.0% 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等を除く生命身体事故等の件数。
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（ ２）財産事案

○資料 3 - ５ 　商品等別件数

2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

商品一般 24 0.3% 443 2.8% 411 3.4% 163 1.6% 526 5.8%
食料品 448 5.1% 706 4.5% 595 4.9% 573 5.8% 671 7.4%
住居品 414 4.7% 788 5.0% 669 5.5% 625 6.3% 635 7.0%
教養娯楽品 1,037 11.8% 1,540 9.8% 1,358 11.1% 1,056 10.6% 1,018 11.2%
光熱水品 176 2.0% 262 1.7% 346 2.8% 316 3.2% 241 2.6%
被服品 279 3.2% 458 2.9% 383 3.1% 409 4.1% 464 5.1%
保健衛生品 197 2.2% 408 2.6% 386 3.2% 294 3.0% 265 2.9%
車両・乗り物 281 3.2% 428 2.7% 352 2.9% 304 3.1% 289 3.2%
土地・建物・設備 337 3.8% 500 3.2% 486 4.0% 387 3.9% 548 6.0%
他の商品 206 2.3% 147 0.9% 70 0.6% 74 0.7% 105 1.2%

商品全体 3,399 38.5% 5,680 36.2% 5,056 41.3% 4,201 42.4% 4,762 52.2%
クリーニング 0 0.0% 27 0.2% 18 0.1% 23 0.2% 13 0.1%
レンタル・リース・貸借 211 2.4% 379 2.4% 347 2.8% 265 2.7% 130 1.4%
工事・建築・加工 168 1.9% 344 2.2% 333 2.7% 285 2.9% 223 2.4%
修理・補修 58 0.7% 111 0.7% 159 1.3% 174 1.8% 111 1.2%
管理・保管 4 0.0% 16 0.1% 18 0.1% 13 0.1% 5 0.1%
役務一般 573 6.5% 394 2.5% 10 0.1% 6 0.1% 0 0.0%
金融・保険サービス 1,618 18.3% 3,214 20.5% 2,188 17.9% 1,375 13.9% 999 11.0%
運輸・通信サービス 296 3.4% 1,954 12.5% 1,132 9.3% 868 8.8% 593 6.5%
教育サービス 157 1.8% 161 1.0% 159 1.3% 159 1.6% 187 2.1%
教養・娯楽サービス 288 3.3% 616 3.9% 562 4.6% 464 4.7% 547 6.0%
保健・福祉サービス 124 1.4% 365 2.3% 339 2.8% 367 3.7% 331 3.6%
他の役務 305 3.5% 909 5.8% 1,096 9.0% 833 8.4% 600 6.6%
内職・副業・ねずみ講 88 1.0% 314 2.0% 165 1.3% 200 2.0% 129 1.4%
他の行政サービス 0 0.0% 117 0.7% 109 0.9% 149 1.5% 26 0.3%

サービス全体 3,890 44.1% 8,921 56.8% 6,635 54.3% 5,181 52.2% 3,894 42.7%
他の相談 1,532 17.4% 1,092 7.0% 537 4.4% 534 5.4% 460 5.0%

計 8,821 100.0% 15,693 100.0% 12,228 100.0% 9,916 100.0% 9,116 100.0%
（備考）　2009年 9 月消費者庁設置から2014年 3 月31日までに消費者庁へ通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。
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資料 ４　PIO-NETに収集された情報
○資料 ４ - １ 　商品等別件数

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

商品一般 45,707 5.1% 26,353 2.9% 23,018 2.6% 27,612 3.2% 40,058 4.3%
食料品 39,339 4.4% 37,260 4.2% 37,618 4.3% 50,412 5.9% 78,279 8.5%
住居品 39,554 4.4% 38,249 4.3% 34,693 3.9% 33,183 3.9% 39,332 4.3%
教養娯楽品 71,622 7.9% 72,504 8.1% 70,206 7.9% 66,909 7.8% 72,169 7.8%
光熱水品 8,657 1.0% 11,128 1.2% 8,856 1.0% 9,042 1.1% 8,010 0.9%
被服品 25,924 2.9% 27,697 3.1% 30,027 3.4% 32,451 3.8% 45,032 4.9%
保健衛生品 24,013 2.7% 22,100 2.5% 25,333 2.9% 21,256 2.5% 25,079 2.7%
車両・乗り物 23,021 2.6% 22,830 2.5% 21,831 2.5% 21,859 2.5% 23,057 2.5%
土地・建物・設備 34,398 3.8% 35,209 3.9% 32,613 3.7% 31,229 3.6% 31,441 3.4%
他の商品 747 0.1% 1,297 0.1% 2,069 0.2% 1,885 0.2% 2,311 0.2%

商品全体 312,982 34.7% 294,627 32.8% 286,264 32.4% 295,838 34.4% 364,768 39.4%
クリーニング 7,645 0.8% 6,745 0.8% 6,620 0.7% 6,169 0.7% 5,956 0.6%
レンタル・リース・貸借 57,139 6.3% 52,854 5.9% 51,235 5.8% 47,457 5.5% 46,308 5.0%
工事・建築・加工 24,180 2.7% 25,640 2.9% 28,101 3.2% 27,802 3.2% 30,785 3.3%
修理・補修 11,739 1.3% 12,198 1.4% 13,829 1.6% 12,318 1.4% 12,426 1.3%
管理・保管 1,851 0.2% 2,002 0.2% 2,041 0.2% 2,119 0.2% 2,338 0.3%
役務一般 2,716 0.3% 2,583 0.3% 2,059 0.2% 1,781 0.2% 2,163 0.2%
金融・保険サービス 152,011 16.8% 162,039 18.1% 136,582 15.5% 114,829 13.3% 103,404 11.2%
運輸・通信サービス 191,468 21.2% 201,942 22.5% 216,304 24.5% 211,964 24.6% 214,027 23.1%
教育サービス 5,129 0.6% 5,146 0.6% 4,770 0.5% 4,638 0.5% 4,849 0.5%
教養・娯楽サービス 35,580 3.9% 33,801 3.8% 35,454 4.0% 33,178 3.9% 29,710 3.2%
保健・福祉サービス 32,320 3.6% 29,513 3.3% 30,277 3.4% 32,330 3.8% 35,971 3.9%
他の役務 32,866 3.6% 35,492 4.0% 38,256 4.3% 38,711 4.5% 40,430 4.4%
内職・副業・ねずみ講 9,685 1.1% 6,520 0.7% 4,866 0.6% 4,179 0.5% 3,613 0.4%
他の行政サービス 4,120 0.5% 4,067 0.5% 4,569 0.5% 4,076 0.5% 4,476 0.5%

サービス全体 568,449 63.0% 580,542 64.7% 574,963 65.1% 541,551 62.9% 536,456 58.0%
他の相談 20,782 2.3% 21,769 2.4% 22,536 2.6% 22,987 2.7% 23,720 2.6%

計 902,213 100.0% 896,938 100.0% 883,763 100.0% 860,376 100.0% 924,944 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．商品等別は商品別分類（大分類）。

○資料 ４ - ２ 　相談内容別件数

相談内容
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
安全・衛生 33,214 3.7% 30,204 3.4% 34,002 3.8% 29,381 3.4% 36,395 3.9%
品質・機能、役務品質 111,313 12.3% 116,844 13.0% 124,620 14.1% 119,723 13.9% 129,284 14.0%
法規・基準 32,379 3.6% 37,633 4.2% 34,753 3.9% 32,836 3.8% 34,733 3.8%
価格・料金 150,261 16.7% 173,818 19.4% 162,752 18.4% 148,310 17.2% 152,748 16.5%
計量・量目 1,400 0.2% 1,373 0.2% 1,345 0.2% 1,407 0.2% 1,528 0.2%
表示・広告 41,503 4.6% 46,090 5.1% 50,925 5.8% 49,965 5.8% 56,905 6.2%
販売方法 344,090 38.1% 370,021 41.3% 401,624 45.4% 407,197 47.3% 464,728 50.2%
契約・解約 705,964 78.2% 675,321 75.3% 619,912 70.1% 607,022 70.6% 653,037 70.6%
接客対応 115,088 12.8% 121,226 13.5% 126,523 14.3% 129,280 15.0% 139,207 15.1%
包装・容器 759 0.1% 965 0.1% 885 0.1% 902 0.1% 1,094 0.1%
施設・設備 1,157 0.1% 2,019 0.2% 1,972 0.2% 1,810 0.2% 1,955 0.2%

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．相談内容別分類は複数回答項目。
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○資料 ４ - 3 　危害・危険別件数

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
危害情報 8,349 8,739 11,607 10,664 13,497
危険情報 3,643 4,159 3,727 4,199 6,729

計 11,992 12,898 15,334 14,863 20,226
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害・危険情報）（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。

○資料 ４ - ４ 　危害情報の危害内容別件数

相談内容
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
骨折 278 3.3% 341 3.9% 293 2.5% 340 3.2% 359 2.7%
脱臼・捻挫 71 0.9% 56 0.6% 81 0.7% 75 0.7% 81 0.6%
切断 13 0.2% 17 0.2% 12 0.1% 5 0.0% 4 0.0%
擦過傷・挫傷・打撲傷 602 7.2% 807 9.2% 698 6.0% 694 6.5% 850 6.3%
刺傷・切傷 690 8.3% 706 8.1% 625 5.4% 685 6.4% 727 5.4%
頭蓋（内）損傷 14 0.2% 22 0.3% 19 0.2% 20 0.2% 32 0.2%
内臓損傷 8 0.1% 9 0.1% 7 0.1% 13 0.1% 14 0.1%
神経・脊髄の損傷 205 2.5% 203 2.3% 202 1.7% 266 2.5% 219 1.6%
筋・腱の損傷 53 0.6% 64 0.7% 48 0.4% 58 0.5% 77 0.6%
窒息 24 0.3% 17 0.2% 24 0.2% 28 0.3% 21 0.2%
感覚機能の低下 60 0.7% 83 0.9% 108 0.9% 137 1.3% 175 1.3%
熱傷 675 8.1% 753 8.6% 694 6.0% 820 7.7% 754 5.6%
凍傷 5 0.1% 8 0.1% 14 0.1% 9 0.1% 15 0.1%
皮膚障害 1,956 23.4% 1,788 20.5% 3,876 33.4% 2,684 25.2% 3,999 29.6%
感電障害 23 0.3% 23 0.3% 23 0.2% 14 0.1% 17 0.1%
中毒 113 1.4% 86 1.0% 196 1.7% 181 1.7% 189 1.4%
呼吸器障害 182 2.2% 196 2.2% 614 5.3% 382 3.6% 324 2.4%
消化器障害 922 11.0% 787 9.0% 924 8.0% 1,032 9.7% 1,981 14.7%
その他の傷病及び諸症状 2,377 28.5% 2,711 31.0% 3,067 26.4% 3,106 29.1% 3,510 26.0%
不明 78 0.9% 62 0.7% 82 0.7% 115 1.1% 149 1.1%

計 8,349 100.0% 8,739 100.0% 11,607 100.0% 10,664 100.0% 13,497 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害情報）（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
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○資料 ４ - ５ 　危険情報の危険内容別件数

相談内容
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
火災 119 3.3% 95 2.3% 95 2.5% 89 2.1% 60 0.9%
発火・引火 433 11.9% 394 9.5% 333 8.9% 272 6.5% 319 4.7%
発煙・火花 609 16.7% 616 14.8% 553 14.8% 503 12.0% 563 8.4%
過熱・こげる 440 12.1% 433 10.4% 378 10.1% 453 10.8% 567 8.4%
ガス爆発 11 0.3% 19 0.5% 11 0.3% 9 0.2% 4 0.1%
ガス漏れ 16 0.4% 26 0.6% 22 0.6% 42 1.0% 31 0.5%
点火・燃焼・消火不良 71 1.9% 98 2.4% 90 2.4% 104 2.5% 83 1.2%
漏電・電波等の障害 19 0.5% 20 0.5% 29 0.8% 43 1.0% 36 0.5%
燃料・液漏れ等 128 3.5% 140 3.4% 90 2.4% 169 4.0% 138 2.1%
化学物質による危険 17 0.5% 11 0.3% 15 0.4% 46 1.1% 71 1.1%
破裂 216 5.9% 219 5.3% 240 6.4% 195 4.6% 195 2.9%
破損・折損 339 9.3% 439 10.6% 362 9.7% 460 11.0% 464 6.9%
部品脱落 141 3.9% 174 4.2% 133 3.6% 163 3.9% 157 2.3%
機能故障 470 12.9% 607 14.6% 477 12.8% 616 14.7% 544 8.1%
転落・転倒・不安定 48 1.3% 82 2.0% 69 1.9% 58 1.4% 74 1.1%
バリ6・鋭利 7 0.2% 4 0.1% 13 0.3% 19 0.5% 13 0.2%
操作・使用性の欠落 74 2.0% 107 2.6% 103 2.8% 111 2.6% 122 1.8%
腐敗・変質 17 0.5% 25 0.6% 36 1.0% 24 0.6% 59 0.9%
異物の混入 268 7.4% 330 7.9% 346 9.3% 482 11.5% 2,790 41.5%
異物の侵入 7 0.2% 5 0.1% 2 0.1% 12 0.3% 6 0.1%
その他 193 5.3% 315 7.6% 330 8.9% 323 7.7% 430 6.4%
不明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 0.1% 3 0.0%

計 3,643 100.0% 4,159 100.0% 3,727 100.0% 4,199 100.0% 6,729 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危険情報）（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。

６）商品の角等が滑らかに処理されていないこと。
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○資料 ４ - ６ 　危害情報の商品等別件数

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

商品一般 120 1.4% 144 1.6% 179 1.5% 163 1.5% 200 1.5%
食料品 1,569 18.8% 1,481 16.9% 1,612 13.9% 1,808 17.0% 3,095 22.9%
住居品 957 11.5% 992 11.4% 873 7.5% 1,008 9.5% 1,288 9.5%
教養娯楽品 387 4.6% 424 4.9% 345 3.0% 394 3.7% 409 3.0%
光熱水品 20 0.2% 23 0.3% 27 0.2% 33 0.3% 28 0.2%
被服品 397 4.8% 372 4.3% 358 3.1% 331 3.1% 448 3.3%
保健衛生品 1,386 16.6% 1,354 15.5% 4,201 36.2% 2,289 21.5% 3,243 24.0%
車両・乗り物 273 3.3% 338 3.9% 226 1.9% 236 2.2% 282 2.1%
土地・建物・設備 131 1.6% 184 2.1% 142 1.2% 177 1.7% 146 1.1%
他の商品 11 0.1% 15 0.2% 12 0.1% 8 0.1% 13 0.1%

商品全体 5,251 62.9% 5,327 61.0% 7,975 68.7% 6,447 60.5% 9,152 67.8%
クリーニング 13 0.2% 11 0.1% 7 0.1% 11 0.1% 11 0.1%
レンタル・リース・貸借 147 1.8% 191 2.2% 211 1.8% 246 2.3% 209 1.5%
工事・建築・加工 98 1.2% 111 1.3% 107 0.9% 133 1.2% 122 0.9%
修理・補修 20 0.2% 27 0.3% 21 0.2% 24 0.2% 27 0.2%
管理・保管 8 0.1% 7 0.1% 8 0.1% 11 0.1% 9 0.1%
役務一般 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 18 0.2% 25 0.3% 19 0.2% 18 0.2% 36 0.3%
運輸・通信サービス 49 0.6% 80 0.9% 66 0.6% 90 0.8% 100 0.7%
教育サービス 2 0.0% 10 0.1% 7 0.1% 4 0.0% 8 0.1%
教養・娯楽サービス 194 2.3% 242 2.8% 235 2.0% 289 2.7% 300 2.2%
保健・福祉サービス 2,139 25.6% 2,322 26.6% 2,454 21.1% 2,861 26.8% 2,996 22.2%
他の役務 397 4.8% 375 4.3% 493 4.2% 521 4.9% 513 3.8%
内職・副業・ねずみ講 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
他の行政サービス 13 0.2% 11 0.1% 3 0.0% 7 0.1% 13 0.1%

サービス全体 3,098 37.1% 3,412 39.0% 3,632 31.3% 4,217 39.5% 4,345 32.2%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 8,349 100.0% 8,739 100.0% 11,607 100.0% 10,664 100.0% 13,497 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害情報）（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
　　　　 3．商品等別は商品別分類（大分類）。
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○資料 ４ - ７ 　危険情報の商品等別件数

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

商品一般 6 0.2% 9 0.2% 9 0.2% 7 0.2% 11 0.2%
食料品 251 6.9% 328 7.9% 322 8.6% 458 10.9% 2,880 42.8%
住居品 1,533 42.1% 1,653 39.7% 1,298 34.8% 1,386 33.0% 1,500 22.3%
教養娯楽品 393 10.8% 481 11.6% 424 11.4% 422 10.1% 475 7.1%
光熱水品 56 1.5% 69 1.7% 95 2.5% 96 2.3% 85 1.3%
被服品 51 1.4% 58 1.4% 47 1.3% 58 1.4% 67 1.0%
保健衛生品 135 3.7% 151 3.6% 250 6.7% 195 4.6% 207 3.1%
車両・乗り物 790 21.7% 959 23.1% 769 20.6% 945 22.5% 840 12.5%
土地・建物・設備 158 4.3% 180 4.3% 172 4.6% 186 4.4% 208 3.1%
他の商品 8 0.2% 8 0.2% 7 0.2% 14 0.3% 12 0.2%

商品全体 3,381 92.8% 3,896 93.7% 3,393 91.0% 3,767 89.7% 6,285 93.4%
クリーニング 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 3 0.1% 2 0.0%
レンタル・リース・貸借 54 1.5% 50 1.2% 83 2.2% 75 1.8% 75 1.1%
工事・建築・加工 39 1.1% 43 1.0% 50 1.3% 70 1.7% 64 1.0%
修理・補修 108 3.0% 81 1.9% 72 1.9% 124 3.0% 90 1.3%
管理・保管 1 0.0% 4 0.1% 3 0.1% 9 0.2% 3 0.0%
役務一般 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 4 0.1% 1 0.0% 4 0.1% 3 0.1% 5 0.1%
運輸・通信サービス 9 0.2% 16 0.4% 11 0.3% 35 0.8% 24 0.4%
教育サービス 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
教養・娯楽サービス 2 0.1% 8 0.2% 9 0.2% 8 0.2% 15 0.2%
保健・福祉サービス 10 0.3% 21 0.5% 32 0.9% 43 1.0% 91 1.4%
他の役務 34 0.9% 34 0.8% 62 1.7% 59 1.4% 72 1.1%
内職・副業・ねずみ講 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他の行政サービス 0 0.0% 5 0.1% 6 0.2% 2 0.0% 3 0.0%

サービス全体 262 7.2% 263 6.3% 334 9.0% 432 10.3% 444 6.6%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 3,643 100.0% 4,159 100.0% 3,727 100.0% 4,199 100.0% 6,729 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危険情報）（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
　　　　 3．商品等別は商品別分類（大分類）。
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○資料 ４ - ８ 　危害情報の被害者年代別商品等内訳（上位１0位まで）（２0１3年度）

年代 商品等内訳
年代別
合計

5歳未満
冷凍調理食品（53） 外食（25） ベビーカー（11） 商品一般（11） 医療サービス（8）

296ミネラルウォーター
（7）

遊園地・レジャーラ
ンド（7） 四輪自動車（5） 保健衛生品その他

（5） 無認可保育園（5）

5歳以上
10歳未満

冷凍調理食品（111） 外食（9） 遊園地・レジャー
ランド（9） 自転車（8） 保健衛生品その他

（6） 263
パン類（5） 商品一般（5） スポーツ・健康教室

（4）
ミネラルウォーター、工事・建築、歯科
治療、他の菓子類（4）

10歳代

冷凍調理食品（165） 自転車（37） 外食（22） 医療サービス（14） パーマ（12）

465
基礎化粧品（11） コンタクトレンズ

（10） 他の化粧品（9） エステティックサー
ビス（8）

弁当、他の健康食品、
頭髪用具、不動産貸
借（6）

20歳代

エステティックサー
ビス（209） 冷凍調理食品（116） 医療サービス（106） 外食（58） パーマ（52）

1,078
基礎化粧品（51） 他の美容サービス

（44） 不動産貸借（32） 弁当（17） 他の健康食品（17）

30歳代
医療サービス（163） エステティックサー

ビス（157） 冷凍調理食品（134） 基礎化粧品（110） 外食（84）
1,666

パーマ（56） 不動産貸借（47） 洗濯用洗浄剤（45） 歯科治療（39） 他の美容サービス
（35）

40歳代
基礎化粧品（234） 医療サービス（178） エステティックサー

ビス（153） 冷凍調理食品（105） 洗濯用洗浄剤（76）
2,200

外食（74） パーマ（63） 他の健康食品（50） 歯科治療（46） 他の化粧品（43）

50歳代
基礎化粧品（293） 医療サービス（132） 冷凍調理食品（102） 洗濯用洗浄剤（71） 外食（59）

2,029エステティックサー
ビス（57） 歯科治療（56） 他の健康食品（54） 他の化粧品（52） 頭髪用化粧品、パー

マ（48）

60歳代
基礎化粧品（399） 医療サービス（145） 冷凍調理食品（101） 他の健康食品（73） 洗濯用洗浄剤（69）

2,150
歯科治療（57） 他の化粧品（50） 頭髪用化粧品（48） 外食（40） 保健衛生品その他

（34）

70歳代
基礎化粧品（238） 医療サービス（121） 他の健康食品（79） 頭髪用化粧品（52） 他の化粧品（51）

1,504家庭用電気治療器具
（40） 冷凍調理食品（35） 歯科治療（32） 健康食品（全般）（31）商品一般（30）

80歳以上
医療サービス（62） 基礎化粧品（53） 他の健康食品（51） 老人ホーム（35） デイケアサービス

（32） 642家庭用電気治療器具
（26） 健康食品（全般）（24）冷凍調理食品（19） 商品一般（14） 歯科治療、他の化粧

品（13）

無回答
冷凍調理食品（123） 医療サービス（87） 基礎化粧品（78） 外食（66） エステティックサー

ビス（27） 1,204
他の健康食品（25） 歯科治療（22） 不動産貸借（21） パーマ（20） 老人ホーム（20）

計 13,497

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（危害情報）（2014年 4 月30日までの登録分）。
　　　　 2．国民生活センターで受け付けた「経由相談」を除いている。
　　　　 3．（　）内の数字は件数。
　　　　 4．商品等内訳は商品キーワード（中位）。
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資料 ５　事故等原因調査等の申出７件数（２0１3年度）

　
申出件数

2013年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 2014年

1 月 2 月 3 月 累計

分野別
内 訳

食 品 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5
製 品 3 0 4 3 2 4 1 5 4 1 1 3 31
施 設 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
役 務 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 10
その他 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 8

総件数 7 1 5 6 5 6 3 6 8 2 2 6 57
（備考）　「その他」は明らかに消費者事故ではないもの。

７�）2012年の消費者安全法改正に伴う「消費者安全調査委員会」の設置と同時に開始された事故等原因調査等の申出
制度によるもの。

資
料
編
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資料 ６　消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故
○資料 ６ - １ 　製品別報告件数

2009年度下半期 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

ガス機器･石油機器 246 37.8% 339 29.7% 336 28.7% 275 25.5% 246 26.1%
電気製品 293 45.0% 564 49.4% 615 52.6% 604 56.1% 573 60.9%
その他 112 17.2% 238 20.9% 218 18.6% 198 18.4% 122 13.0%

合　　計 651 100.0% 1,141 100.0% 1,169 100.0% 1,077 100.0% 941 100.0%
（備考）　 1．消費生活用製品安全法に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。
　　　　 2．その後、要件を満たさないことが判明し公表しなかったものを含む。

○資料 ６ - ２ 　製品別上位品目（上位 ５位まで）

〈ガス機器・石油機器〉

2011年度 2012年度 2013年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 ガスこんろ 70 20.8% 1 石油ストーブ 57 20.7% 1 ガスこんろ 54 22.0%
2 石油ストーブ 69 20.5% 2 ガスこんろ 52 18.9% 2 石油ストーブ 45 18.3%
3 石油給湯機 43 12.8% 3 石油給湯機 33 12.0% 3 石油ふろがま 37 15.0%
4 石油ファンヒーター 25 7.4% 4 ガスふろがま 25 9.1% 4 ガスふろがま 24 9.8%
5 石油ふろがま 24 7.1% 5 石油温風暖房機 19 6.9% 5 石油給湯器 22 8.9%

〈電気製品〉

2011年度 2012年度 2013年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 エアコン 61 9.9% 1 エアコン 65 10.8% 1 エアコン 63 11.0%
2 電気ストーブ 53 8.6% 2 電気ストーブ 44 7.3% 2 電気ストーブ 39 6.8%
3 照明器具 39 6.3% 3 電気冷蔵庫 34 5.6% 3 電子レンジ 37 6.5%
4 電気冷蔵庫 33 5.4% 4 電子レンジ 29 4.8% 4 電気冷蔵庫 32 5.6%

5
電子レンジ 25 4.1%

5 電気洗濯機 23 3.8% 5 扇風機 28 4.9%
電気洗濯機 25 4.1%

〈その他〉

2011年度 2012年度 2013年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 自転車 33 15.1% 1 自転車 24 12.1% 1 自転車 22 18.0%
2 脚立・踏み台・はしご 22 10.1% 2 脚立・踏み台・はしご 20 10.1% 2 脚立・踏み台・はしご 20 16.4%
3 いす 14 6.4% 3 いす 19 9.6% 3 いす 11 9.0%
4 靴・サンダル 13 6.0% 4 靴・サンダル 18 9.1% 4 靴・サンダル 10 8.2%

5 介護ベッド用手すり 11 5.0% 5 電動車いす 14 7.1% 5 湯たんぽ・湯たんぽ
カバー 8 6.6%

（備考）　 1．消費生活用製品安全法に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。
　　　　 2．その後、要件を満たさないことが判明し公表しなかったものを含む。
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資料 ７　消費者庁が行った法執行・行政処分等
○資料 ７ - １ 　消費者庁が行った主な法執行・行政処分等（時系列データ）
〈消費者安全法に基づく注意喚起、勧告等〉

2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件　　数 0 1 7 6 9

〈不当景品類及び不当表示防止法に基づく消費者庁の措置命令〉

2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件　　数 6 20 28 37 45

〈特定商取引に関する法律に基づく消費者庁の業務停止命令及び指示〉

2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件　　数 26 53 43 40 21

〈特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づく消費者庁の措置命令〉

2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件　　数 4 7 10 8 7

〈家庭用品品質表示法に基づく消費者庁の指示〉

2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件　　数 7 6 4 9 20※

〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく消費者庁の改善命令〉

2009年度（ 9月～） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
件　　数 0 1 0 1 0

（備考）　2009年度の件数は消費者庁設置後の2009年 9 月以降となっている。
　　　　※�家庭用品品質表示法は、同法第 4条第 1項の指示に従わない場合に同条第 3項にて公表することができるとされており、2013年度に行った指

示のうち、指示に従わなかった事業者がいなかったため、内容の概要等は掲載しない。

資
料
編
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○資料 ７ - ２ 　消費者安全法に基づく消費者への注意喚起、勧告等（２0１3年度）

実施時期 件　　名 内　　　　　容

2013年
5 月31日

（注意喚起）

消費者を困惑させて代金の支
払を迫る公益法人を装った
「公益財団法人ハートライフ
クラブ」に関する件

・�（公財）ハートライフクラブ（HLC）は、公的機関等と連携してHIV予防
薬の配布支援事業を行っているとし、消費者に対して「信託受益権」の
購入を勧誘していたが、HLCは公益財団法人として認定された事実がな
く、所在地としている場所のほか、当該HIV予防薬も複数の団体等との
協賛関係も存在しないことが認められた（不実の告知）。�

・�勧誘においては別の事業者を名乗り、消費者に代理契約をさせていたが、
契約後には独自の契約事項を示し、「刑事告訴する」などと言って代金
の支払いを要求していた（威迫困惑）。�

8 月30日
（注意喚起）

副業を希望する消費者にウェ
ブサイト開設を持ちかける
「株式会社リミテッド」に関
する件

・�㈱リミテッドは、求人情報誌等でメルマガ作成のアルバイトを募集し、
応募した者に対して、副業あっせんとウェブサイト開設費用相当の収入
がない場合の全額返金保証を取引条件に、メルマガ作成とは別にウェブ
サイトの開設契約を結ばせ、その後、ウェブサイトのアクセス困難を理
由にサーバー拡張等の追加契約を結ばせているが、副業のあっせん、全
額返金のいずれも応じていないことが判明（不実の告知）。

・�代表者は、知人を介して面識のない者の依頼により、会社を設立していた。

12月13日
（注意喚起）
12月17日
（勧告）

有料老人ホームの運営を装っ
て「新株引受権付社債」を募
集する「友愛ホーム株式会社」
に関する件

・�友愛ホームは、有料老人ホーム事業について記載した資料を消費者宅に
送付し、自ら当該事業を営んでいるかのように装って社債の募集を行っ
ているが、同社に関わる拠点も老人ホーム設置の届出もなく、事業実態
がないことが判明（不実の告知）。

・�勧誘に際しては、友愛ホームとは別の買取仲介業者と称する者が消費者
に電話をし、代理申込み・申込金の立替えをゆうパック等の方法による
現金送付を依頼するが、支払い後、当該業者とは連絡が取れなくなって
いた。

12月26日
（注意喚起、

勧告）

インターネットを用いたオン
ラインゲーム事業の紹介者を
募集する「株式会社ELICC�
JAPAN」に関する件

・�ELICC�JAPANは、自社事業の紹介者の募集を口コミによって勧誘を行っ
ているところ、事業の説明は業績予測であるにもかかわらず、「事業は
必ず成功する」、「紹介者になるには登録料を支払う必要があるが、ゲー
ムが始まれば収益の一部を配当として受け取れるから、必ず利益を得る
ことができる」かのように消費者に告げていた（断定的判断の提供）。

12月26日
（注意喚起）

SIMフリー端末の通信販売を
装う香港電脳問屋という名称
のウェブサイトを運営する
「HK�Denno�Trading�Co.,�
Ltd」に関する件

・�HK�Denno�Trading�Co.,�Ltdは、他の通信販売サイトでは品薄とされて
いる最新機種のSIMフリー端末等の在庫があるとして通信販売を行って
おり、消費者に商品発送前に代金を振り込ませるが、商品到着予定日を
経過しても商品が届くことはなかった（不実の告知）。

・�取引の態様は2012年12月14日の注意喚起の件に酷似しており、振込先口
座の名義人及びサーバの契約者が同一であると認められた。また、事業
者の電話番号は不通であり、事業者に郵便物を送付しても到達しないこ
となどから、販売実態がないと強く疑われる。

2014年
2 月18日

（注意喚起）

未公開株の販売を委託された
と偽る「株式会社なでしこグ
ループ」に関する件

・�なでしこグループは、釧路ケーブルテレビから委託を受けて近く上場予
定の未公開株を販売する旨を記載した資料を消費者宅に送付している
が、釧路ケーブルテレビは、なでしこグループとは無関係であり、近く
上場する予定などないことが判明（不実の告知）。

・�勧誘に際しては、なでしこグループとは別の買取仲介業者と称する者が
消費者に電話にて代理申込みの依頼をし、金融機関の担当者を名乗る者
は電話にて口座凍結したなどと欺き、最終的には立替金を自宅付近まで
取りに来ていた。

3月31日
（注意喚起）

メールマガジン購読者に対し
て投資信託商品を勧誘する
「P a u l � G r e e n � A s s e t�
Partners」に関する件

・�Paul�Green�Asset�Partnersは、メルマガ購読者に対して投資信託商品の
販売を行っているが、約束どおりの分配金の支払や元本の払戻しをせず、
同商品の実体はないことが判明（不実の告知）。

・�裏でつながっていることが強くうかがわれる者が、メルマガポータルサ
イトを利用して、�Paul�Green�Asset�Partnersの投資信託商品を購入すれ
ば高い利益が得られるなどといった情報を購読者に無料配信していた。
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○資料 ７ - 3 　不当景品類及び不当表示防止法に基づく消費者庁の措置命令（２0１3年度）

実施時期 件　　　名

2013年
4 月 5 日

株式会社スーパーレッズに対する措置命令（中古自動車の修復歴に関する不当表示（優良誤認表示））
有限会社レッズ宇都宮に対する措置命令（中古自動車の修復歴に関する不当表示（優良誤認表示））

4月23日 一般社団法人美容整体協会に対する措置命令（「小顔矯正」と称する役務に関する不当表示（優良誤認表示））
5月21日 KDDI株式会社に対する措置命令（移動体通信サービスの利用可能地域に関する不当表示（優良誤認表示））
5月29日 医療法人社団太作会に対する措置命令（歯列矯正に係る役務の料金に関する不当表示（有利誤認表示））

6月 4日
株式会社グランドホテル樋口軒に対する措置命令（宿泊及び浴場利用役務に関する不当表示（優良誤認表示））
有限会社まむし温泉に対する措置命令（浴場利用役務に関する不当表示（優良誤認表示））

6月27日 株式会社アクセルクリエィションに対する措置命令（漬物容器の発酵促進効果に関する不当表示（優良誤認表示））
8月20日 株式会社秋田書店に対する措置命令（漫画雑誌の懸賞企画の当選者数に関する不当表示（有利誤認表示））
8月29日 有限会社ビートレードに対する措置命令（中古自動車の走行距離数に関する不当表示（優良誤認表示））
9月13日 株式会社モイストに対する措置命令（健康食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
10月17日 株式会社ヘルスに対する措置命令（家庭用電位治療器の効能又は効果に関する不当表示（優良誤認表示））
10月31日 株式会社川島に対する措置命令（中古自動車の修復歴に関する不当表示（優良誤認表示））

11月15日

株式会社エアージェイに対する措置命令（携帯電話等用ソーラー式充電器の充電時間に関する不当表示（優良誤認表示））
グリーンエージェント株式会社に対する措置命令（携帯電話等用ソーラー式充電器の充電時間に関する不当表示（優良誤認
表示））
サンワサプライ株式会社に対する措置命令（携帯電話等用ソーラー式充電器の充電時間に関する不当表示（優良誤認表示））
Hamee株式会社に対する措置命令（携帯電話等用ソーラー式充電器の充電時間に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社リンクスインターナショナルに対する措置命令（携帯電話等用ソーラー式充電器の充電時間に関する不当表示（優
良誤認表示））

12月 5 日 株式会社コマースゲートに対する措置命令（健康食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
12月10日 株式会社大雄振興公社に対する措置命令（粉末飲料の含有成分量に関する不当表示（優良誤認表示））

12月19日

近畿日本鉄道株式会社に対する措置命令（旅館等で提供される料理の原材料に関する不当表示（優良誤認表示）及び提供さ
れる料理に関するおとり広告）
近畿日本鉄道株式会社に対する措置命令（ホテル等で提供される料理の原材料に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社阪急阪神ホテルズに対する措置命令（ホテル等で提供される料理に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社阪神ホテルシステムズに対する措置命令（ホテルで提供される料理に関する不当表示（優良誤認表示））

12月26日 アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社に対する措置命令（ベビーカーのシートの通気性に関する不当表示（優良誤
認表示））

2014年
1 月21日 株式会社きむらに対する措置命令（うなぎ及びうなぎ蒲焼に関するおとり広告）

1月28日 株式会社シニアに対する措置命令（家庭教師派遣に係る役務の料金に関する不当表示（有利誤認表示））

3月20日 株式会社くるまや・LeOに対する措置命令（中古自動車の修復歴に関する不当表示（優良誤認表示）及び中古自動車に関す
るおとり広告）

3月27日

株式会社アシストに対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
ERA�Japan株式会社に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社エイビイエスに対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
大木製薬株式会社に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
紀陽除虫菊株式会社に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社クオレプランニングに対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認
表示））
株式会社阪本漢法製薬に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社ザッピィに対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
CKKインターナショナル株式会社に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良
誤認表示））
新光株式会社に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
大幸薬品株式会社に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社中京医薬品に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社ティエムシィに対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社東京企画販売に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示）
及び同グッズの価格に関する不当表示（有利誤認表示））
株式会社ヒュー・メックスに対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
株式会社プライスに対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
レッドハート株式会社に対する措置命令（二酸化塩素を利用した空間除菌グッズの効果に関する不当表示（優良誤認表示））
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○資料 ７ - ４ 　特定商取引に関する法律に基づく消費者庁の業務停止命令及び指示（２0１3年度）

実施時期 件　　名
2013年
5 月 9 日

訪問販売業者株式会社シーリードに対する業務停止命令（金地金の訪問販売に係る再勧誘、契約書面記載
不備、不実告知、判断力不足便乗及び適合性原則違反）

6月13日 訪問販売業者株式会社西日本マルショーに対する指示（下着、日用品、装身具などの訪問販売に係る勧誘
目的不明示、再勧誘及び書面記載不備）

7月 4日 電話勧誘販売業者株式会社健洋堂に対する業務停止命令及び指示（健康食品の電話勧誘販売に係る勧誘目
的不明示、再勧誘、書面記載不備、不実告知、威迫・困惑、迷惑勧誘及び判断力不足便乗）

8月 8日

特定継続的役務提供業者株式会社結婚情報センター（東京法人（同名他法人））に対する指示（結婚相手
紹介サービスの特定継続的役務提供に係る迷惑勧誘）
特定継続的役務提供業者株式会社結婚情報センター（名古屋法人（同名他法人））に対する指示（結婚相
手紹介サービスの特定継続的役務提供に係る迷惑勧誘）

8月27日

電話勧誘販売業者健美食品株式会社に対する業務停止命令（健康食品の電話勧誘販売に係る再勧誘、契約
書面の記載不備、不実告知及び迷惑勧誘）
電話勧誘販売業者ケア食品株式会社に対する業務停止命令（健康食品の電話勧誘販売に係る再勧誘、契約
書面の記載不備、不実告知及び迷惑勧誘）
電話勧誘販売業者日本ヘルスケア株式会社に対する業務停止命令（健康食品の電話勧誘販売に係る再勧誘、
契約書面の記載不備、不実告知、迷惑勧誘及び威迫・困惑）

9月19日 電話勧誘販売業者株式会社日本文学館に対する業務停止命令（自費出版の電話勧誘販売に係る再勧誘、不
実告知及び適合性原則違反）

10月 3 日 電話勧誘販売業者株式会社リミテッドに対する業務停止命令（ウェブサイトの開設等の電話勧誘販売に係
る氏名等不明示、再勧誘、契約書面記載不備、不実告知及び債務の履行拒否）

10月17日 訪問販売業者株式会社天寿に対する指示（家庭用温熱治療器の訪問販売に係る再勧誘及び迷惑解除妨害）

10月29日
電話勧誘販売業者中村美樹に対する業務停止命令（短歌、俳句、書等の作品、自費出版の書籍の紹介や名
刺広告を、自作の冊子やウェブサイト、あるいは業界新聞等の広告欄に掲載する役務の電話勧誘販売に係
る氏名等不明示、再勧誘及び迷惑勧誘）

10月30日 訪問販売業者株式会社DIAWINに対する業務停止命令（ネックレスや指輪等ジュエリーの訪問販売に係る
勧誘目的不明示、公衆の出入りしない場所での勧誘及び迷惑勧誘）

12月 5 日 訪問販売業者株式会社一心に対する業務停止命令及び指示（家庭用温熱治療器及び健康食品の訪問販売に
係る勧誘目的不明示、再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘）

12月10日 電話勧誘販売業者株式会社メディカルライフに対する業務停止命令（健康食品の電話勧誘販売に係る勧誘
目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備及び不実告知）

12月17日
業務提供誘引販売業者ジョブ・パートナーズ株式会社に対する業務停止命令（USBメモリ等の商品の販
売及び契約者専用のウェブサイト上でのパソコン入力研修等の役務提供のあっせんに係る不実告知、広告
表示義務違反及び書面記載不備）

2014年
1 月30日

特定継続的役務提供業者TBCグループ株式会社に対する指示（エステティック施術の特定継続的役務提
供に係る迷惑勧誘）

2月18日 電話勧誘販売業者株式会社ナチュラルファームに対する指示（健康食品の電話勧誘販売に係る勧誘目的不
明示、再勧誘及び契約書面の記載不備）

3月27日 特定継続的役務提供業者株式会社リンクアカデミーに対する指示（パソコン教室の特定継続的役務提供に
係る迷惑勧誘及び迷惑解除妨害）
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○資料 ７ - ５ 　特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づく消費者庁の措置命令（２0１3年度）

実施時期 件　　名
2013年
5 月17日

株式会社Capsuleに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の
禁止）違反）

9月19日 株式会社アップスタートに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への
送信の禁止）違反）

9月20日 株式会社アレグレに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の
禁止）及び表示義務違反）

11月 6 日 株式会社GNTに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の禁止）
及び表示義務違反）

12月 6 日 株式会社INFLUENCEに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送
信の禁止）及び表示義務違反）

12月25日 株式会社Neptuneに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の
禁止）及び表示義務違反）

2014年
2 月 6 日

株式会社SANSに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の禁
止、同意に係る記録の保存義務）及び表示義務違反）

○資料 ７ - ６ 　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく消費者庁の改善命令（２0１3年度）

実施時期 件　　名
該当案件無し

○資料 ７ - ７ 　消費者庁から関係機関等へ対応要求等を行ったもの（２0１3年度）（消費者安全法等に基づくものを除く。）

実施時期 件　名 内　　容

2013年
4 月25日

小売業者における冷凍
食品の販売価格に係る
表示の適正化について

スーパーマーケット、ドラッグストア等の小売業者が加盟する業界団体及び冷凍
食品製造業者等が加盟する業界団体（ 6団体）に対し、冷凍食品の価格表示の適
正化について要請した。

2013年
9月26日、
2014年
3月26日

インターネットにおけ
る健康食品等の虚偽・
誇大表示に対する要請
について

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言等を含
む表示をしていた事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピング
モール運営事業者へも協力を要請した（改善要請247件（218業者））。

2013年
11月 6 日
11月 8 日

景品表示法の不当な表
示 の 考 え 方 及 び メ
ニュー表示等の食品表
示に係るこれまでの違
反事例について

ホテル等関係 5団体に対し、ホテル等が提供する料理等のメニュー表示について、
景品表示法の不当な表示の考え方及びメニュー表示等の食品表示に係るこれまで
の違反事例を取りまとめたものを送付した上で、傘下事業者に対しての周知の行
うとともに、メニュー等における表示の適正化に向けた取組状況について報告す
るよう要請した。

11月15日
消費税率の引上げに伴
う消費税の円滑かつ適
正な転嫁について

2013年11月15日、公正取引協議会（73団体）に対して、消費税転嫁対策特別措置
法の遵守について周知を行うよう要請した。また、2014年 2 月12日には、独立行
政法人国民生活センターに対して、物品等の調達において消費税の転嫁を受け入
れ、消費税転嫁対策特別措置法を遵守するよう要請した。

11月22日

食品表示に対する景品
表示法の厳正な法執行
及び景品表示法担当部
局と保健所等の関係部
局との連携強化につい
て

ホテル等が提供する料理等のメニュー表示に関して、実際使われていた食材と異
なる表示が行われていたことが大きな問題となっていたことから、食品の表示に
関して、今後とも景品表示法に基づき厳正に対処しするよう要請した。
また、2013年 1 月29日に消費者委員会から出された「『健康食品』の表示等の在
り方に関する建議」を受けて、都道府県の景品表示法担当部局に対し、保健所等
の関係部局との連携強化を要請した。
（要請先、47都道府県の景品表示法担当部局）
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○資料 ７ - ８ 　消費者安全法に基づく消費者安全調査委員会の報告書等（２0１3年度）

（経過報告書）

公表時期 件　名
2013年
10月18日

家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運転音・振動等により不眠等の健康上の症状が発生したとされる事案
2011年 7 月11日に神奈川県の幼稚園で発生したプール事故

（評価書）

公表時期 件　名
2013年
6 月21日 2009年 4 月 8 日に東京都内で発生したエスカレーター事故

8月 9日 2006年 6 月 3 日に東京都内で発生したエレベーター事故
2014年
1 月24日 2005年11月28日に東京都内で発生したガス湯沸器事故
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資料８　各種情報提供

○資料 ８ - １ 　消費者庁が実施した安全に関する主な注意喚起（20１3年度）

実施時期 件　名

2013年
４ 月16日 美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント

４ 月26日 特にフォローすべきリコール製品（31製品）について
―リコール製品は、尊い人命、財産を奪うおそれがあります！―

４ 月26日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 2 月公表分）―

5 月2４日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 3 月公表分）―

6 月11日 ジャンプ式の折りたたみ傘及び乳幼児用のいすの事故に気をつけて！
6 月17日 空中スライダーで事故に遭わないために

6 月28日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 ４ 月公表分）―

7 月 ４ 日 薬用化粧品の使用で肌に白斑が生じることがあります
7 月23日 株式会社カネボウ化粧品、株式会社リサージ及び株式会社エキップが製造販売した薬用化粧品について

7 月26日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 5 月公表分）―

8 月30日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 6 月公表分）―

９ 月 6 日 長期使用の扇風機で火災が発生しています
９ 月13日 路線バスでの転倒事故にご注意ください！※ 1
９ 月13日 路線バスでの高齢者の転倒、骨折事故が多発！！

９ 月27日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 7 月公表分）―

10月18日 有限会社グローバルトラストが輸入した石油ストーブに関する注意喚起について

10月25日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 8 月公表分）―

11月2９日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年 ９ 月公表分）―

12月 ４ 日 レーシック手術を安易に受けることは避け、リスクの説明を十分受けましょう！※ 2
12月18日 高齢者の餅による窒息事故に気を付けて！
12月25日 リコール製品による火災等の事故再発防止について

12月27日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年10月公表分）―

12月30日
（一部修正：

12月31日）
㈱アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品は食べずに返品を

201４年
1 月 5 日

（一部修正：
1 月 6 日）

㈱アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品は食べずに返品を（第 2 報）

1 月 8 日 ㈱アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品は食べずに返品を（第 3 報）
1 月10日 ㈱アクリフーズ群馬工場が製造した冷凍食品は食べずに返品を（第 ４ 報）
1 月2４日 成形等の加工処理が行われた食肉は十分に火を通して食べましょう

1 月31日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年11月公表分）―

2 月26日 ブラインド等のひもの事故に気を付けて！

2 月28日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成25年12月公表分）―

3 月28日 機械式立体駐車場での事故に御注意ください！（周知）※ 3
―特に自分で操作するマンション等の駐車場では気を付けて―

3 月28日 リコール製品による重大製品事故に御注意ください
―消費生活用製品において重大製品事故が発生したリコール製品（平成26年 1 月公表分）―

（注）　消費者安全法に基づく注意喚起を除く。
（注）　※ 1 及び 3 は消費者庁と国土交通省による公表。
　　　※ 2 は消費者庁と国民生活センターによる公表。
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○資料 ８ - 2 　子ども安全メール from 消費者庁の配信（20１3年度）

実施時期 件　　　名

2013年
４ 月 ４ 日 子ども用の花粉防御用眼鏡による顔のけがにご注意！

４ 月11日 「消費者庁リコール情報サイト」がリニューアルされました
４ 月18日 公園等にある遊具による事故に注意しましょう
４ 月25日 乳幼児の歯ブラシによる事故に注意！
5 月 2 日 カーテンの留めひも（タッセル）による事故にご注意！
5 月 ９ 日 乳幼児用ベッドの使用上のご注意
5 月16日 ドライアイスによる事故に注意！
5 月23日 アイロンによるやけどの事故にご注意！
5 月30日 ビニールプールでの事故にご注意！
6 月 6 日 コンセントキャップの落とし穴
6 月13日 ホウ酸団子の誤飲事故にご注意！
6 月20日 乳幼児用のいすを使用の際はベルトを使用してください。
6 月27日 商業施設内の屋内遊戯施設での事故に気をつけて！
7 月 ４ 日 熱中症に注意しましょう。
7 月11日 扇風機カバーに過信しないで！
7 月18日 子どもの水遊びには必ず大人が付き添ってください。
7 月25日 子どもの事故No.1は「転落」～アンケート結果より～
8 月 1 日 思いもかけない「鉄板焼き」にご注意を！
8 月 8 日 赤ちゃんを大人用ベッドに 1 人で寝かせないで！
8 月15日 飲み物の空き缶を灰皿代わりにするのは危険！
8 月22日 ストロー付きコップのストローが口の中に刺さってしまった！
8 月2９日 口の大きなカップで窒息　～体験談の御紹介 20～
９ 月 5 日 ドアは蝶つがい側も危険　～体験談の御紹介 21～
９ 月12日 抱っこひもからの転落にご注意！
９ 月1９日 ケミカルライトの中身が飛散！乱暴に扱わないで！
９ 月26日 バウンサー（乳幼児用揺動シート）からの転落事故にご注意！
10月 3 日 ペットボトルのラベルで窒息！？の危険
10月10日 カップラーメンで子どもがやけど！？
10月17日 錠剤の誤飲にご注意！ 
10月2４日 背の低い家具でも下敷きに！
10月31日 ショッピングカートからの転落にご注意！
11月 7 日 マニキュア類は子どもの手の届かない所へ！
11月1４日 子どもの上に電子レンジが落下！？
11月21日 ベビーカーに子どもを乗せる際は必ずベルトを着用しましょう。
11月28日 浴槽への転落に気をつけて！　～体験談の御紹介 22～
12月 5 日 ストーブ等の床に置くタイプの暖房器具でのやけどに注意しましょう。
12月12日 ふかふかの寝具による窒息事故にご注意！
12月1９日 子どもを自転車に乗せたときは、停車中の転倒にもご注意！
12月26日 灯油を誤飲した場合は、絶対に吐かせてはいけません。
201４年
1 月 ９ 日 新年を迎えて

1 月16日 公共交通機関でのベビーカー利用に気をつけて（ 1 ）
1 月23日 公共交通機関でのベビーカー利用に気をつけて（ 2 ）
1 月30日 成形肉等は、必ず中心部までよく加熱してから食べましょう
2 月 6 日 冬なのに、「電気カーペット」で熱中症に!?
2 月13日 ベランダのサッシでの指はさみに御注意ください。～体験談の御紹介 23～
2 月20日 御注意！子どもは鼻や耳にビーズを入れるのが大好き‼
2 月27日 IH調理器でやけど‼調理直後の天板の熱に御注意！～体験談の御紹介 2４～
3 月 6 日 ブラインドのひもやカーテンの留めひもによる事故に御注意！死亡するケースも！
3 月13日 衣替えのシーズン、防虫剤を誤飲したら牛乳を飲んではいけません。
3 月20日 ヘアアイロンでのやけど　～体験談の御紹介 25～
3 月2４日 ベビーシッターの利用の際は、本人や事業者が信頼できるかを確認しましょう。
3 月27日 水薬（シロップ状の薬）は子どもの手の届かないところで保管しましょう。～体験談の御紹介 26～

（注）　子ども安全メールの201４年 3 月31日現在の登録者数は26,321人である。
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○資料 ８ - 3 　消費者庁が実施した表示・取引に関する主な情報提供（20１3年度）

実施時期 件　　　名

2013年
９ 月10日

消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方
総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方

（注）　消費者安全法に基づく注意喚起を除く。

○資料 ８ - ４ 　事業者自ら家庭用品品質表示法上の不適正表示があったとの申出に基づく注意喚起８（20１3年度）

件　　　名

プリティピンクドラゴン（ストールの不適正表示について）
株式会社山加商店（ガラスプレートの不適正表示について）
株式会社ファミリア（キッズ用Ｔシャツの不適正表示について）
株式会社バンガード（エプロンの不適正表示について）
株式会社京都西川（タオルケットの不適正表示について）
エード株式会社（かばんの不適正表示について）
株式会社サンエー・インターナショナル（女性用ニットの不適正表示について）
株式会社京都西川（敷きパッド、キルトケット、毛布、ラグの不適正表示について）
イトキン株式会社（婦人用パンツの不適正表示について）
株式会社京都西川（敷きパッドの不適正表示について）
三松商事株式会社（無地マフラーの不適正表示について）
UNIT & GUEST株式会社（ブラウス及びワンピースの不適正表示について）
株式会社ローソン（衣料用漂白剤の不適正表示について）

８�）事業者自ら家庭用品品質表示法上の不適正表示があったとの申出に基づき、消費者への注意喚起を消費者庁ホー
ムページに掲載したもの。
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○資料 ８ - ５ 　食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション（意見交換会等）の開催実績（20１3年度）

月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

2013年
４ 月 ４ 日 学校給食関係者春期講習会 上尾市教育委員会 埼玉県上尾市

5 月23日 食の安全・安心アカデミー 福島県、消費者庁 福島県郡山市

5 月28日 農林水産物の放射性物質分析に関する研
修会

福島県、ふくしまの恵み安全対策
協議会 福島県郡山市

5 月2９日 農林水産物の放射性物質分析に関する研
修会

福島県、ふくしまの恵み安全対策
協議会 福島県福島市

5 月2９日 ふくしま保育
元気アップ緊急支援事業 福島県 福島県福島市

5 月30日 農林水産物の放射性物質分析に関する研
修会

福島県、ふくしまの恵み安全対策
協議会 福島県会津若松市

6 月11日 食品と放射能に関する説明会 福島県、棚倉町、消費者庁 福島県棚倉町

6 月11日 ふくしま保育
元気アップ緊急支援事業 福島県 福島県いわき市

6 月13日 食品と放射能に関する説明会 福島県、会津美里町、消費者庁 福島県会津美里町

6 月18日 平成25年度福島県青果物安全・安心な取
組説明会

福島県、全国農業協同組合連合会
福島県本部 大阪府大阪市

6 月21日 平成25年度福島県青果物安全・安心な取
組説明会

福島県、全国農業協同組合連合会
福島県本部 北海道札幌市

6 月21日 ふくしま保育
元気アップ緊急支援事業 福島県 福島県郡山市

6 月22日 第 8 回食育推進全国大会in広島 内閣府、共生社会政策、広島県 広島県広島市
6 月23日 第 8 回食育推進全国大会in広島 内閣府、共生社会政策、広島県 広島県広島市

6 月25日 平成25年度福島県青果物安全・安心な取
組説明会

福島県、全国農業協同組合連合会
福島県本部 福島県郡山市

6 月2９日 第 2 回周南市消費生活セミナー 周南市 山口県周南市

7 月12日 放射性物質の食品の安全性について 消費者行政の充実強化をすすめる
懇談会みやぎ、消費者庁 宮城県大崎市

7 月16日 放射能に関する講演会 品川区、消費者庁 東京都品川区

7 月17日 放射性物質の食品の安全性について 消費者行政の充実強化をすすめる
懇談会みやぎ、消費者庁 宮城県仙台市

7 月1９日 南丹広域振興局管内食生活改善推進員
リーダー研修会 京都府、南丹保健所 京都府南丹市

7 月20日 食品と放射能に関する説明会 福島県、国見町、消費者庁 福島県国見町
7 月22日 食品と放射能に関する説明会 福島県、二本松市、消費者庁 福島県二本松市

7 月25日 放射性物質の食品の安全性について 消費者行政の充実強化をすすめる
懇談会みやぎ、消費者庁 宮城県大河原町

8 月 1 日 食品中の放射性物質について考える
消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、京都府、
京都市

京都府京都市

8 月 1 日 食の安全・安心アカデミー 福島県、消費者庁 福島県福島市
8 月11日 食品と放射能に関する説明会 福島県、只見町、消費者庁 福島県只見町

8 月20日 食品と放射能に関する説明会① 福島県、川俣町（山木屋仮設集会
所）、消費者庁 福島県川俣町

8 月20日 食品と放射能に関する説明会② 福島県、川俣町（小綱木公民館）、
消費者庁 福島県川俣町

8 月27日 食品と放射能に関する説明会③ 福島県、川俣町（大綱木公民館）、
消費者庁 福島県川俣町
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月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

8 月27日 食品と放射能に関する説明会④ 福島県、川俣町（飯坂公民館）、消
費者庁 福島県川俣町

９ 月 3 日 食品と放射能に関する説明会⑤ 福島県、川俣町（小島公民館）、消
費者庁 福島県川俣町

９ 月 3 日 食品と放射能に関する説明会⑥ 福島県、川俣町（福沢公民館）、消
費者庁 福島県川俣町

９ 月 6 日 食の安全・安心アカデミー 福島県、消費者庁 福島県福島市
９ 月 6 日 食の安全安心セミナー 宮城県、消費者庁 宮城県大河原町

９ 月10日 食品中の放射性物質対策に関する説明会
消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、内閣府
沖縄総合事務所

沖縄県那覇市

９ 月10日 食品と放射能に関する説明会⑦ 福島県、川俣町（小神公民館）、消
費者庁 福島県川俣町

９ 月11日 食の安全・安心アカデミー 福島県、消費者庁 福島県郡山市

９ 月17日 食品と放射能に関する説明会⑧ 福島県、川俣町（川俣町保健セン
ター）、消費者庁 福島県川俣町

９ 月17日 食品と放射能に関する説明会⑨ 福島県、川俣町（福田公民館）
消費者庁 福島県川俣町

９ 月20日 食品に関するリスクコミュニケーション 消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 東京都渋谷区

９ 月21日 食品と放射能に関する説明会⑩ 福島県、川俣町（鶴沢公民館）
消費者庁 福島県川俣町

９ 月21日 食品と放射能に関する説明会⑪ 福島県、川俣町（川俣町保健セン
ター）、消費者庁 福島県川俣町

９ 月2４日 食の安全・安心参加型学習事業 埼玉県東松山市 埼玉県東松山市
９ 月27日 食の安全安心セミナー 宮城県、消費者庁 宮城県登米市

10月 ４ 日 食の安全安心セミナー 消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、宮城県 宮城県仙台市

10月 8 日 食品に関するリスクコミュニケーション 消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 愛知県名古屋市

10月 ９ 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、川内村、消費者庁 福島県川内村
10月11日 食品と放射能に関する説明会 福島県、双葉町、消費者庁 福島県白河市
10月17日 食の安全・安心アカデミー 福島県、消費者庁 福島県いわき市

10月18日 食品に関するリスクコミュニケーション 消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、北海道 北海道札幌市

10月18日 食品と放射能に関する説明会 福島県、双葉町、消費者庁 福島県いわき市
10月2４日 食品と放射能に関する説明会 福島県、伊達市、消費者庁 福島県伊達市

10月2９日 みんなで知ろう・考えよう　放射性物質
と食の安全性についての学習会

京都府、京都生活協同組合、京都
府生活協同組合連合会、消費者庁 京都府福知山市

10月30日 食品と放射能に関する説明会 福島県、会津若松市、消費者庁 福島県会津若松市
10月31日 食品と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
11月 3 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、西郷村、消費者庁 福島県西郷村

11月 ９ 日 食の安全フォーラムinいわき
消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、いわき
市

福島県いわき市

11月 ９ 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、白河市、消費者庁 福島県白河市
11月13日 食品と放射能に関する説明会 福島県、喜多方市、消費者庁 福島県喜多方市
11月1４日 食品と放射能に関する説明会 福島県、双葉町、消費者庁 福島県郡山市
11月17日 食の安全・安心アカデミー 福島県、消費者庁 福島県福島市
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月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

11月26日 みんなで知ろう・考えよう　放射性物質
と食の安全性についての学習会

京都府、京都生活協同組合、京都
府生活協同組合連合会、消費者庁 京都府京田辺市

11月26日 食品と放射能に関する説明会 福島県、西会津町、消費者庁 福島県西会津町
11月27日 食品と放射能に関する説明会 福島県、鏡石町、消費者庁 福島県鏡石町
11月28日 食品と放射能に関する説明会 福島県、桑折町、消費者庁 福島県桑折町
12月 6 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、双葉町、消費者庁 福島県福島市
12月 7 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市
12月 7 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、福島市、消費者庁 福島県福島市
12月10日 食品と放射能に関する説明会 福島県、古殿町、消費者庁 福島県古殿町
12月12日 食品と放射能に関する説明会 福島県、喜多方市、消費者庁 福島県喜多方市
12月1４日 食品と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市、消費者庁 福島県南相馬市
12月16日 食品と放射能に関する説明会 福島県、浪江町、消費者庁 福島県二本松市
12月18日 食品と放射能に関する説明会 福島県、福島市、消費者庁 福島県福島市
12月21日 食品と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市、消費者庁 福島県南相馬市
201４年
1 月 ９ 日

県民講座、放射線の健康影響に関するセ
ミナー 環境省 福島県福島市

1 月1４日 放射線による健康不安に関する住民参加
型プログラム 環境省 福島県福島市

1 月18日 食品と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
1 月18日 食品と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市

1 月1９日 県民講座、放射線の健康影響に関するセ
ミナー 環境省 福島県福島市

1 月26日 食品と放射能に関する説明会 福島県、久留米町会連合会、消費
者庁 福島県郡山市

1 月28日 食品と放射能に関する説明会 福島県、棚倉町、消費者庁 福島県棚倉町

2 月 5 日 県民講座、放射線の健康影響に関するセ
ミナー 環境省 福島県福島市

2 月 6 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、葛尾村、消費者庁 福島県三春町
2 月 8 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
2 月10日 食の安全・安心アカデミー 福島県、消費者庁 福島県福島市

2 月10日 習志野市制施行60周年記念消費生活講座 習志野市消費生活研究会、習志野
市、消費者庁 千葉県習志野市

2 月12日 食品と放射能に関する説明会 福島県、国見町、消費者庁 福島県国見町
2 月1４日 食品と放射能に関する説明会 福島県、会津坂下町、消費者庁 福島県会津坂下町
2 月17日 平成25年度千葉県消費生活教養講座 千葉県 千葉県成田市
2 月20日 平成25年度千葉県消費生活教養講座 千葉県 千葉県木更津市
2 月23日 平成25年度千葉県消費生活基礎講座 千葉県 千葉県柏市

2 月25日 みんなで知ろう・考えよう　放射性物質
と食の安心・安全

京都府、京都生活協同組合、京都
府生活協同組合連合会、消費者庁 京都府京都市

2 月26日 食品と放射能に関する説明会 福島県、田村市、消費者庁 福島県田村市
3 月 1 日 平成25年度千葉県消費生活基礎講座 千葉県 千葉県千葉市
3 月 2 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、平田村、消費者庁 福島県平田村
3 月 5 日 放射線の健康影響に関するセミナー 環境省 山形県米沢市
3 月 8 日 食品と放射能に関する説明会 福島県、会津坂下町、消費者庁 福島県会津坂下町

3 月12日 庄内町消費者教育講演会 庄内町、庄内町消費生活団体連絡
協議会、消費者庁 山形県庄内町
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月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

3 月18日
食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質に関する現状と今
後の取組～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 東京都千代田区

○資料 ８ - ６   食品中の放射性物質に関するコミュニケーター養成研修等の開催実績（20１3年度）

月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

2013年
8 月 8 日

放射性物質検査に関するレベルアップ（説
明力強化）研修会 福島県 福島県福島市

8 月2９日 食と放射能ワークショップ 日本科学技術振興財団、消費者庁 東京都千代田区

９ 月12日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 栃木県宇都宮市

９ 月18日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 栃木県宇都宮市

９ 月20日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 千葉県千葉市

９ 月26日 コミュニケーター養成研修 消費者庁 東京都葛飾区
９ 月26日 コミュニケーター養成研修 栃木県、消費者庁 栃木県宇都宮市

10月17日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 岩手県一関市

10月18日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 岩手県一関市

10月1９日 第58回栄養指導技術研修会「指導者のた
めの健康・栄養セミナー」 公益社団法人秋田県栄養士会 秋田県秋田市

10月1９日 専門家養成研修「食品と放射性物質」 小田原こども健康安全協議会、日
本保育園保健協議会、消費者庁 神奈川県小田原市

10月22日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 群馬県前橋市

10月23日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 群馬県前橋市

10月2４日 平成25年度第 2 回神戸市栄養教諭研修会 神戸市教育委員会 兵庫県神戸市

10月28日 放射性物質検査に関するレベルアップ（説
明力強化）研修会 福島県 福島県福島市

10月30日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 茨城県日立市

10月31日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省、福島県 福島県会津若松市

11月 6 日 食の安全コミュニケーター養成研修 埼玉県、消費者庁 埼玉県さいたま市

11月 8 日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省、福島県 福島県福島市

11月15日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 茨城県つくば市

11月16日 食品中の放射性物質に関する講義 日本女子大学 東京都文京区

11月1９日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修会 ＪＡ福島中央会、消費者庁 福島県福島市

11月22日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省、福島県 福島県郡山市

11月25日 食品中の放射性物質に関する講義 実践女子大学 東京都日野市

12月 8 日 健康食品管理士会関東支部研修会 一般社団法人日本食品安全協会関
東支部、消費者庁 東京都文京区
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月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

12月 8 日 福島県高等学校教育研究会県北支部物理
分科会（研修会）

福島県高等学校教育研究会県北支
部物理分科会、消費者庁 福島県福島市

12月 ９ 日 放射性物質検査に関するレベルアップ（説
明力強化）研修会 福島県 福島県郡山市

12月 ９ 日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 千葉県千葉市

12月 ９ 日 食品中の放射性物質に関するリスクコ
ミュニケーション講座

公益財団法人日本消費生活アドバ
イザー・コンサルタント協会東日
本支部、消費者庁

東京都渋谷区

12月11日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 宮城県仙台市

12月12日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 宮城県仙台市

12月15日 リスクコミュニケーター養成研修
一般社団法人日本食品安全協会、
鈴鹿医療科学大学、一般社団法人
三重県栄養士会

三重県鈴鹿市

12月17日 コミュニケーター育成に係る講師の育成
研修 環境省 福島県福島市

201４年
1 月13日

食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

一般財団法人日本食品安全協会　
沖縄支部、消費者庁 沖縄県那覇市

1 月22日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 岡山県、消費者庁 岡山県岡山市

1 月23日 コミュニケーター育成に係る講師の育成
研修 環境省 福島県郡山市

1 月25日 平成25年度佐賀県栄養士会公衆衛生事業
部研修会

公益社団法人佐賀県栄養士会、消
費者庁 佐賀県佐賀市

1 月2９日 平成25年度みやぎ食の安全安心消費者モ
ニター研修会 宮城県、消費者庁 宮城県仙台市

1 月30日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

NPO法人青森県消費者協会、消費
者庁 青森県青森市

2 月 2 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

一般社団法人日本食品安全協会　
四国支部、消費者庁 香川県高松市

2 月 2 日 食品中の放射性物質に関する研修会 公益社団法人鹿児島県栄養士会、
消費者庁 鹿児島県鹿児島市

2 月 3 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 福島県、消費者庁 福島県会津若松市

2 月 ４ 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 福島県、消費者庁 福島県南会津町

2 月 5 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

福島県、郡山市ふれあい科学館、
消費者庁 福島県郡山市

2 月 7 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 福島県、消費者庁 福島県南相馬市

2 月 ９ 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

一般社団法人日本食品安全協会　
近畿支部、消費者庁 大阪府吹田市

2 月 ９ 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

一般社団法人日本食品安全協会　
北海道支部、消費者庁 北海道札幌市

2 月12日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 福島県、消費者庁 福島県福島市

2 月13日 放射性物質検査に関するレベルアップ（説
明力強化）研修会 福島県 福島県福島市
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月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

2 月13日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 福島県、消費者庁 福島県白河市

2 月1４日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 福島県、消費者庁 福島県いわき市

2 月16日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

一般社団法人日本食品安全協会　
九州支部、消費者庁 福岡県福岡市

2 月16日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

一般社団法人日本食品安全協会　
中国支部、消費者庁 岡山県岡山市

2 月18日 平成25年度　放射線健康リスク管理のた
めの研修会「専門教職員のための研修」 福島県、福島県教育委員会 福島県福島市

2 月18日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

新潟市消費生活センター、消費者
庁 新潟県新潟市

2 月20日 コミュニケーター育成に係る講師の育成
研修 環境省 福島県福島市

2 月22日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

消費者庁（協力：公益社団法人日
本消費生活アドバイザー・コンサ
ルタント協会西日本支部）

大阪府大阪市

2 月2４日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 岩手県、消費者庁 岩手県盛岡市

2 月25日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

公益社団法人消費者関連専門家会
議（ACAP）、消費者庁 東京都文京区

3 月 1 日 食生活アドバイザー初級スキル取得講座 相双地域雇用創造推進協議会 福島県南相馬市

3 月 2 日 第16回栄養衛生相談室セミナー～食品と
放射能～

NPO法人栄養衛生相談室、消費者
庁 東京都新宿区

3 月 3 日 配食サービスに関する技能習得講座 相双地域雇用創造推進協議会 福島県川内村

3 月 7 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修 茨城県、消費者庁 茨城県水戸市

3 月 ９ 日 県民公開講座 公益社団法人鳥取県栄養士会、消
費者庁 鳥取県東伯郡

3 月11日 食生活向上に関する知識習得講座 相双地域雇用創造推進協議会 福島県いわき市

3 月12日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

公益社団法人消費者関連専門家会
議（ACAP）西日本支部、消費者
庁

大阪府大阪市

○資料 ８ - ７   食品中の放射性物質に関するコミュニケーターフォローアップ研修の開催実績（20１3年度）

月　日 行事等名称 主催（共催） 場　　所

201４年
1 月25日

専門家養成（フォローアップ）研修「食
品と放射性物質」

小田原こども健康安全協議会
日本保育園保健協議会、消費者庁 神奈川県小田原市

2 月 6 日 食の安全フォローアップ研修 埼玉県、消費者庁 埼玉県さいたま市
3 月 5 日 コミュニケーターフォローアップ研修 岡山県、消費者庁 岡山県岡山市

3 月13日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成フォローアップ研修 ＪＡ福島中央会、消費者庁 福島県福島市

3 月13日 コミュニケーターフォローアップ研修 栃木県、消費者庁 栃木県宇都宮市
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資料９　独立行政法人国民生活センターによる情報提供 （2013年度）

実施時期 件　　　名

2013年
４ 月 ４ 日

フッ素樹脂、シリコーン樹脂等を含む衣類用スプレー製品の安全性―防水効果をうたっていない商品につ
いて―
モバイルデータ通信の相談が増加―「よく分からないけどお得だから」はトラブルのもと！―
約 1 年 7 カ月の使用で破損した椅子（相談解決のためのテストから　No. ４3）

４ 月30日
首から下げるタイプの除菌用品の安全性―皮膚への刺激性を中心に―
搭載していた充電池が発火したラジコンヘリコプター（相談解決のためのテストから　No. ４４）

5 月 2 日 MRIインターナショナルに関する二次被害トラブルにご注意ください！

5 月 ９ 日

新たなエネルギー事業をうたった買え買え詐欺にご注意！―シェールガス？メタンハイドレート？新しい
話題を悪用した儲（もう）け話―
「国の被害救済制度で過去の投資被害の回復が図れる」という不審な勧誘にご注意！―消費生活センター
をかたり、公的機関を思わせる手続書類を使うなど、手口が巧妙化―
左右両方のひじ掛け部分が破損した椅子（相談解決のためのテストから　No. ４5）

5 月21日 スマートフォンからアクセスしたアダルト情報サイトの相談が急増！―“公式マーケット”でダウンロード
した無料アプリからの請求も―

5 月23日
高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増！申し込んだ覚えがなければ絶対に受け取らない、お金を
払わない！
温風吹出口から火花が出たセラミックファンヒーター（相談解決のためのテストから　No. ４6）

6 月 3 日 いわゆる「偽装質屋」からは絶対に借り入れしないで！―「質草は何でもいい」「年金口座から自動引落し」
などのうたい文句に注意―

6 月 6 日
商業施設内の屋内遊戯施設における子どもの事故
着用で体にしみができたブラジャー（相談解決のためのテストから　No. ４7）

6 月13日 速報！“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意！
7 月 1 日 速報！！「ネット回線勧誘トラブル110番」の実施結果報告

7 月 ４ 日
刈払機（草刈機）の使い方に注意―指の切断や目に障害を負う事故も―
低運賃でも苦情は急増　LCCなどの格安航空に関するトラブル
美容用具のローラーで頬に傷（相談解決のためのテストから　No. ４8）

7 月12日 突然「あなたの名前で社債を購入した」と電話をしてくる手口に注意！―消費者をあわてさせてお金をだ
まし取る買え買え詐欺―

8 月 1 日

相談件数が過去最高に！原野商法の二次被害トラブルが再び増加―「買いたい人がいる」「高く売れる」
などのセールストークをうのみにしないこと―
ノートパソコンのUSBポートが破損したICカードリーダー／ライター（相談解決のためのテストから　
No.４９）
コーナー部が割れて水漏れしたステンレスシンク（相談解決のためのテストから　No. 50）

8 月22日
なかなか減らない新聞のトラブル―高齢者に10年以上の契約も！解約しようとしたら断られた！―
子ども用の花粉防御用眼鏡の安全性―衝突や転倒などによる目の周辺のけがを防ぐために―
電気炊飯ジャーで20時間保温すると異臭がする米（相談解決のためのテストから　No. 51）

９ 月 5 日

防犯ブザーの電池切れや故障に注意！―いざという時のために家庭で点検を―
無料（タダ）ではない！？ウオーターサーバーの当選商法―実態は水の定期購入！ 1 年未満の解約では解
約料がかかる―
立体感が得られないことがあったデジタルカメラの 3 D写真（相談解決のためのテストから　No. 52）
洗車中に発煙した高圧洗浄機（相談解決のためのテストから　No. 53）

９ 月12日 ダイヤモンドの買え買え詐欺にご注意！―トラブルにあった人の ９ 割は高齢者―
９ 月1９日 柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供

９ 月30日 健康食品の送りつけ商法に新たな手口　現金書留封筒を同封して送りつけ、脅迫めいた口調で支払いを迫
る！

10月 3 日 「一日最大○○円」…、確認せずに利用すると高額料金になることも！―コインパーキングの「表示」に
関するトラブルが増えている―
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実施時期 件　　　名

10月11日 「ねらわれてます高齢者　悪質商法110番」実施結果
10月30日 東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルにご注意ください！

11月 7 日
自動車用緊急脱出ハンマーのガラス破砕性能
液垂れした部分の塗装が剥がれた自動車ガラス用はっ水剤（相談解決のためのテストから　No. 5４）
吸いづらいストロー付きの乳幼児用カップ（相談解決のためのテストから　No. 55）

11月21日

不良灯油による石油暖房機器の故障や異常に注意
防水性の繊維製品を脱水中に異常振動が発生し、破損した洗濯乾燥機（相談解決のためのテストから　
No. 56）
保温できなかったスープ用のポット（相談解決のためのテストから　No. 57）

11月26日 「料金未支払があり、ほうっておくと裁判になる」などと脅す架空請求に注意！

12月 ４ 日 レーシック手術を安易に受けることは避け、リスクの説明を十分受けましょう！―希望した視力を得られ
ないだけでなく、重大な危害が発生したケースもあります―

12月 5 日

豆乳等によるアレルギーについて―花粉症（カバノキ科花粉症）の方はご注意を―
年に 1 回、憧れの海外リゾートライフ？海外不動産所有権付きリゾート会員権「タイムシェア」の契約は
慎重に!
折り曲げたら液体が飛び散った発光するブレスレット（相談解決のためのテストから　No. 58）

12月12日 増え続ける子どものオンラインゲームのトラブル―家族でゲームの遊び方を話し合うとともに、クレジッ
トカード管理の徹底を！―

12月1９日
「インターネット通販の前払いによるトラブル」が急増！―個人名義の銀行口座への前払いはしない―
投資経験の乏しい者に「プロ向けファンド」を販売する業者にご注意！―高齢者を中心にトラブルが増加、
劇場型勧誘も見られる―

201４年
1 月23日

キャンドルブッシュを含む健康茶―下剤成分（センノシド）を含むため過剰摂取に注意―
婚活サイトなどで知り合った相手から勧誘される投資用マンション販売に注意！！―ハンコを押す相手は
信ジラレマスカ？―
洗濯をしたら異臭がした紳士ズボン（相談解決のためのテストから　No. 5９）
婦人靴のヒールが取れて踵に受傷（相談解決のためのテストから　No. 60）
においのきつい断熱用カーテン（相談解決のためのテストから　No. 61）

2 月 6 日

子ども用の花粉防御用眼鏡の安全性（再注意喚起）―衝突や転倒などによる目の周辺のけがを防ぐため
に―
“人助け”だと思って代わりに申し込んで！？親切心につけこむ「老人ホーム入居権」の買え買え詐欺にご
注意！

2 月1４日 東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルにご注意ください！（No. 2）―オリンピック用の建物・土
地に関する架空の儲け話―

2 月20日

スマートフォンの充電端子の焼損や本体の発熱に注意―なかにはやけどを負った事例も―
消費税アップによる駆け込み需要でより混雑する？引っ越しサービスに関するトラブルを防ぐために
「高い」、「期待したほど聞こえない」、あなたの補聴器選び大丈夫ですか？
スタンドが溶けたスチームアイロン（相談解決のためのテストから　No. 62）
座ったら衣服に色移りしたフロアチェア（相談解決のためのテストから　No. 63）

3 月 6 日

よく分からないまま契約していませんか？インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘
トラブルにご注意！
洗濯してもにおいが取れなかった子ども用パジャマ（相談解決のためのテストから　No. 6４）
温度制御に問題があった電気足温器（相談解決のためのテストから　No. 65）

3 月11日 ステロイド不使用をうたった医療機関で処方された漢方クリームにステロイドが含有

3 月20日

販売時の表示とは異なり、公道走行できないペダル付き電動 2 輪車―電動アシスト自転車と外観が類似し
ているので要注意―
海外で購入した血糖を下げるという漢方薬を服用して重篤な低血糖症
購入して最初に使ってやけどをしたスチームクリーナー（相談解決のためのテストから　No. 66）
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資料10　事故内容別分類の内容の説明（資料 ２ - 1 、 ２ - ２ 、 ３ - 1 ）

事故内容別分類内容 主な事例

火災
・ガス機器、石油機器、電気製品、車両、設備等からの出火
　�（消防によって判断されるもの。「火災報告取扱要領」（消防庁長官通知）に定められてい
るもの。）

発煙・発火・過熱

・ガス風呂釜点火時のケーシングの変形
・充電中の携帯電話用電池パックからの発煙
・ガスこんろ使用時の製品の一部焼損
・電気製品からの発煙、部品の焼損・溶融
（上記の火災の判断には至らないものの、製品等からの発煙、発火などが認められるもの。）

点火・燃焼・消火不良 ・ガスこんろ、ガス風呂釜、ガス湯沸器の点火不良、異常着火、異常燃焼による焼損
破裂 ・エアゾール式簡易消火具の破裂

ガス爆発 ・ガスこんろ点火動作時に漏洩したガスに引火し爆発
・ガス風呂釜の種火点火時に滞留したガスに引火し爆発

ガス漏れ ・LPガスボンベや高圧ホースの接続部等からの漏洩
・ガス栓、配管等の経年劣化や腐食等による漏洩

燃料・液漏れ等 ・消火設備の配管からの消火剤の流出
・発電機、車両からの燃料漏れ

化学物質による危険 ・検疫時に、食品から農薬等が確認され、成分規格不適、規格基準不適等となったもの
・製品に使用された防腐剤、接着剤、塗料等による被害

漏電・電波等の障害 ・家電製品の部品の装着や取り外しの際の感電
・基準を超えるレーザー光が出る製品による被害

製品破損
・遊具の取り付け部が外れたもの
・医療機器が破損する不具合が確認されたもの
・自転車で走行中、部品が破損

部品脱落 ・製品、遊具等の使用中に部品が脱落

機能故障 ・石油ストーブや調理機器等の機能故障、動作の異常
・医療機器の動作不良が確認されたもの

転落・転倒・不安定 ・乗合バス等の発車、停車時に、乗客がバランスを崩して転倒

操作・使用性の欠落 ・折りたたみ椅子やベビーカーを開閉する際に指を挟んだもの
・家電製品、家具の角部分に接触

交通事故 ・バス、タクシー、運転代行、介護タクシー等で乗客を乗せ運行中に交通事故に至ったもの
誤飲 ・食料品以外の物を誤って食べたり飲んだりしたもの

中毒 ・飲食店や施設等において提供、調整された食事、弁当等による食中毒
・ガス機器、発電機等を使用した際の不完全燃焼、換気不良による一酸化炭素中毒

異物の混入・侵入 ・車両の燃料等への異物（水分）混入等
腐敗・変質 ・検疫時に、食品から細菌の汚染が確認され、成分規格不適となったもの

その他 ・花火大会において、使用した煙火（花火）の破片が飛散し負傷
・医療サービス（手術等）におけるガーゼ等の遺残等
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資料11　大分類及び大分類と中分類の関係（資料 ２ - ３ 、 ２ - ４ 、 ３ - ２ ）

大分類 中分類

食料品
（飲食に供される商品）

生鮮食品 嗜好・調理食品 飲料･酒類

健康食品 他の食料品 　

家電製品
（電気機械器具の中で主に家庭用として使
用されるもの）

生活家電 パソコン・パソコン関
連機器 電話機・電話機用品

音響・映像機器 他の家電製品 　

住居品
（家事への使用や住宅内に置いて使用し、
生活必需品の要素が強い商品）

家事用品 住生活用品 他の住居品

文具・娯楽用品
（教養、事務又は娯楽・趣味の目的で使用
される商品）

文具・事務用品 書籍・印刷物 スポーツ用品

健康器具 玩具・遊具 他の文具・娯楽用品

光熱水品
（電気、ガス等のエネルギーを含む光熱品
及び水。親メーターまでの設備等）

電気 ガス 石油

水道 他の光熱水品 　

被服品
（衣類、付属品等、身につけて使用するも
の及びそれらを作るための服飾材料）

和服 洋服 身の回り品

生地・糸類 他の被服品 　

保健衛生品
（身体を清潔、美化し又は健康を保ち疾病
治療するため使用される商品）

医薬品 医療機器 化粧品類

理美容器具・用品 他の保健衛生品 　

車両・乗り物
（人又は物を運搬するために屋外で使用す
るもの。自転車、ベビーカーなどのように
人力で移動させるものを含む）

自動車 自動二輪車 自動車用品

自転車・自転車用品 移動・運搬用品 　

建物・設備
（土地、建物、住宅材料及び建築時の設置
が一般的で大掛かりな設備）

建物 住宅構成材 住宅設備

他の建物・設備 　 　

保健・福祉サービス
（保健・衛生を保つため、身体美化のため
のサービス、福祉サービス）

医療 理美容 福祉

他の保健・福祉 　 　

他の商品・サービス
（上記以外） クリーニング 外食 商品・サービスその他
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資料1２　商品別分類（大分類）の内容の説明（資料 ３ - ５ 、 ４ - 1 、 ４ - ６ 、 ４ - ７ ）

商品別分類内容 説　　　明

商品一般 商品関連であることが明確であるが、以下の食料品から他の商品のいずれであるかを特
定できない、又は特定する必要のないもの。

食料品 飲食に供される商品。

住居品 主として家事に使用するものと住宅内に置いて使用するもので、趣味、教養、娯楽等の
目的より、生活必需品としての要素が強い商品。例えば、食器、冷暖房機器、家具等。

教養娯楽品 主として教養、事務又は娯楽・趣味の目的で使用される商品。例えば、パソコン、電話機、
音響・映像製品、スポーツ用品等。

光熱水品 電気、ガス等のエネルギーを含む光熱品、及び水道水等の水。供給元から各戸の親メー
ターまでの設備・器具を含む。

被服品 衣類とその付属品等、身につけて使用するもの、及びそれらを作るための生地、糸等の
服飾材料。

保健衛生品 人の身体を清潔にし、美化し、又は健康を保ち、疾病を治療するために使用される商品。

車両・乗り物 人又は物を運搬するために屋外で使用するもの。原動機を搭載しているものだけでなく、
自転車、ベビーカー等のように人力で移動させるものを含む。

土地・建物・設備 宅地等の土地、住宅等の建物、住宅材料及び建築時に設置するのが一般的である相当大
掛かりな住宅設備。

他の商品 商品のうち、上記の食料品から土地・建物・設備の各項目に該当しないもの。
クリーニング クリーニング業者に被服品、じゅうたん、カーテン等のクリーニングを依頼する場合。
レンタル・リース・貸借 商品を賃貸借する場合（不動産の場合は使用貸借も含む）。

工事・建築・加工 不動産の請負工事、動産の加工請負。例えば、新築工事、増改築工事、リフォームサー
ビス、仕立てサービス等。

修理・補修 品物を修理・補修してもらう場合（自分で行った修理等は含まない）。
管理・保管 品物の管理、保管をしてもらう場合。

役務一般 役務関連であることが明確であるが、以下の金融・保険サービスから他の行政サービス
のいずれの役務であるかを特定できない、又は特定する必要のないもの。

金融・保険サービス 生命保険・損害保険等の保険、貯蓄・証券・債券、金融派生商品及び融資・振込・送金
等の金融サービス。

運輸・通信サービス 旅客・貨物運送サービス及び電話、放送、インターネット等の通信サービス。
教育サービス 学校教育、補習教育、及びそれらの関連活動。
教養・娯楽サービス 教養、趣味、娯楽の目的で受ける役務。例えば旅行、宿泊サービス等。

保健・福祉サービス 保健・衛生を保つために受ける役務、身体を美化するために受ける役務、及び福祉サー
ビス。

他の役務 サービス業のうち、上記の金融・保険サービスから保健・福祉サービスの各項目に該当
しないもの。例えば、外食、冠婚葬祭等。

内職・副業・ねずみ講 営利を目的とする販売・契約行為のうち、上記の商品一般から他の役務のいずれにも該
当せず、かつ消費者問題の範ちゅうにあると考えられるもの。

他の行政サービス 消費者問題に直接関係のない事案で、相手方が行政機関である場合。

他の相談 “売り手対買い手”という図式を持たないもの。例えば、家庭管理、相隣関係、慣習・
しきたり、相続等。
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